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ふくぎんアレコレJCBカード会員規定（2020年4月改定）

第1章　総則
第1条（会員） 
1.ふくぎんアレコレJCBカード（以下「カード」といいます。）とは、1枚
のカードにキャッシュカード機能（デビットカード機能を含む）、
クレジットカード機能およびローンカード機能の3つの機能を兼
ね備えたカードのことをいいます。
2. 株式会社福岡銀行（以下「当行」という）および株式会社ジェーシービー（以
下「JCB」という。）が運営するクレジットカード取引システム（以下「JCBク
レジットカード取引システム」という。）に当行およびJCB（以下「両社」とい
う。）所定の入会申込書等において、本規定を承認のうえ第2条1項に基づく
会員区分を指定して申し込まれた方で当行が審査のうえ両社が入会を承
認した方を本会員とします。会員と両社との契約は、両社が入会を承認し
たときに成立します。なお各機能の提供者は、次に定めるとおりとなります。
　・キャッシュカード機能：当行
　・クレジットカード機能：両社
　・ローンカード機能：当行
　また、金融機関等による顧客等の本人確認等および犯罪による収
益の移転防止に関する法律に基づく本人確認が当行所定の期間内
に完了しない場合は、入会を断ることがあります。
3.ＪＣＢクレジットカード取引システムに両社所定の入会申込書等において、本
規約を承認のうえ、家族会員として入会を申し込まれた本会員の家族で、
両社が審査のうえ入会を承認した方2名を限度として家族会員といいます。
本会員は、家族会員に対し、本会員に代わって家族カード（第2条第1項
で定義される「家族カード」として定義のうち家族会員に貸与されるもの
をいう。また当該カードのカード番号を含むものとする。以下本条において
同じ。）を使用して、本規約に基づくカード利用（第2章（ショッピング利用、
金融サービス）に定めるショッピング利用（第15条に定めるものをいう。以
下同じ。）、キャッシング1回払いおよびキャッシングリボ払い（以下併せて
「金融サービス」という。）ならびに第4条に定める付帯サービス等の利用
の全部または一部をいう。また、モバイル端末等にカード番号を登録する
などして、当該モバイル端末等を使用したショッピング利用または金融サ
ービスの利用等をする行為を含む。以下同じ。）を行う一切の権限（以下
「本代理権」という。）を授与します。なお、本会員は、家族会員に対する
本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある
場合は、第31条第2項所定の方法により家族会員によるカード利用の中
止を申し出るものとします。本会員は、この申し出以前に本代理権が消
滅したことを、両社に対して主張することはできません。
4.本代理権の授与に基づき、家族会員の家族カードによるカード利用はす
べて本会員の代理人としての利用となり、当該家族カード利用に基づく
一切の支払債務は本会員に帰属し、家族会員はこれを負担しないもの
とします。また、本会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者
の注意をもって家族会員をして本規約を遵守させる義務を負うものとし、
家族会員が本規約に違反した場合には、当行に対し、連帯して責任を
負うものとします。

5.本会員と家族会員を併せて会員といいます。
6.会員は申込時にカード取引を行う総合口座普通預金（以下「指定口
座」といいます。）を指定するものとします。
7.会員はふくぎんマイレージサービス「マイバンクプラス」利用規約を承
認のうえ、ふくぎんマイレージサービス「マイバンクプラス」の利用を申
し込むものとします。
8. 本会員は「ふくぎんバンクカード」、「ふくぎんアレコレVISAカード」、「ふ
くぎんアレコレMasterCard」との重複契約はできないものとします。
第2条（カードの貸与およびカードの管理）
1.当行は会員1名につき1枚のカードを貸与します。カードには「アレ
コレJCB一般」・「アレコレJCBゴールド」・「アレコレJCBヤングゴ
ールド」・「アレコレJCBリボルビング」の会員区分があります。
2.会員に貸与されるカードは、同一区分とします。
3.会員はカードを貸与されたときは、直ちにカード裏面署名欄に自
署するものとします。
4.カード上には会員氏名、会員番号、カードの有効期限、口座番号、店
番号、セキュリティコード（カード裏面に印字される場合には、署
名欄（サインパネル）に印字される7桁の数値のうち下3桁または
「SECURITY CODE」との表記で印字される3桁の数値をいう。（以
下「カード情報」といいます。）が表示されています。カードはカー
ド表面に表示された会員本人以外利用できません。また会員は善
良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を使用し、
管理するものとします。
5.カードの所有権は当行に属し、会員は他人にカード及びカード情報を貸
与・預託・譲渡および質入れする等、カード及びカード情報の占有を第三
者に移転させることは一切できないものとします。また、カード及びカ
ード情報を預託しもしくは使用させる事は、一切出来ないものとします。
6.アレコレJCBヤングゴールドカード会員は、満30歳の誕生日以降
最初に到来するカードの有効期限以降、審査のうえアレコレJCBゴ
ールドカードに切り替わるものとします。
第3条（サービスの範囲）
1.会員はカードを利用して、次のサービスを受けることができます。
（1）現金自動支払機または現金自動預入支払機（以下両者を「CDま
たはATM」という。）による指定口座の払戻し、および現金自動
預入支払機による指定口座の預入れ。（以下「キャッシュカード
サービス」といいます。）

（2）CDまたはATMによる、指定口座の当座貸越借入金の払い出し。
（以下「プラスワンサービス」といいます。）

（3）加盟店における物品の購入ならびにサービスの提供を受けたこ
とに係る代金および料金の立替支払、およびCDまたはATMによ
る立替え現金払出し。（以下「クレジットカードサービス」といい、
クレジットカードサービスは「ショッピングサービス」、「キャッシ
ングサービス」、「海外預金引出サービス」により構成されます。）

（4）自動化機器による、当座貸越専用口座の当座貸越借入金の払い
出し。（以下「カードローンサービス」といいます。）

2.家族会員は前項のサービスのうち、(1)および(3)のみを受けること

ができるものとします。
第4条（特典および付帯サービス）
1.当行は会員に対し当行の定めた特典を付与します。特典の内容については、
店頭に備え置きのパンフレットおよび当行ホームページ等に記載します。
2.当行は会員に事前に通知することなく、特典の内容を変更または
中止する場合があります。
3.会員は、クレジットカードサービスとして当行、JCBまたは当行も
しくはJCBが提携する第三者（以下「サービス提供会社」という。）が
提供するカード付帯サービスおよび特典（以下「付帯サービス」と
いう。）を当行、JCBまたはサービス提供会社所定の方法で利用する
ことができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容
については、当行が書面その他の方法により通知または公表します。
4.付帯サービスはカードの種類によって異なります。会員は、付帯サ
ービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、
また、会員が本規約または付帯サービスの利用等に関する規定等に
違反した場合、または両社が会員のカード利用が適当でないと合理
的に判断した時は、付帯サービスを利用できない場合があります。
5.会員は、当行、JCBまたはサービス提供会社が必要と認めた場合には、
当行、JCBまたはサービス提供会社が付帯サービスおよびその内容
を変更することがあります。
6.会員は、当行が認める場合、当行が別に定めるところに従い、WEBサービ
ス（「MyJCB」「MyJチェック」等を含むが、それらに限らない。以下同じ。）
の登録を行うことによりWEBサービスを利用することができます。ただし、家
族会員は、WEBサービスのうち一部の機能を利用することができません。
本会員は、入会時または入会後遅滞なく、当行が別途定める規定に同意
の上、「MyJCB」および「MyJチェック」に登録するための当行所定の手
続きをとり、また当該登録を維持するよう努めるものとします。
第5条（保証）
1.本会員は、カード利用による当行に対する一切の債務について、ふ
くぎん保証株式会社（以下「保証会社」という。）に保証を委託し、そ
の保証を受けるものとします。
2.本会員と保証会社との間の取り決めは、別途「アレコレカード保証
委託約款」に定めるものとします。
第6条（年会費・諸費用の負担）
1.本会員は当行に対し当行が通知または公表する年会費（家族会員の有無･
人数によって異なる。）を、有効期限月（カード上に表示された年月の月
をいう。）の3ヵ月後の第21条に定める約定支払日（ただし、入会後最初の
年会費については、有効期限月の翌月の約定支払日）に通帳および払戻
請求書なしで指定口座から自動引落しの方法により支払うものとします。
なお、一旦支払われた年会費は当行またはJCBの責に帰すべき事由によ
らない退会または会員資格喪失となった場合、返還しません。ただし、「ア
レコレJCBリボルビング」の年会費については免除するものとします。
2 .前項の年会費は、当行が必要と認めたときは相当な範囲で変更できるものと
し、この場合、当行の店頭またはCDまたはATM設置場所に掲示するものとし
ます。
3.本会員は、会員が負担すべき印紙代を当行所定の日に、通帳および払戻

請求書なしで指定口座から自動引落しの方法により支払うものとします。
第7条（カードの有効期限）
1.カードの期限は、カード表面下部に月、年（西暦の下2桁）の順に記載し、当
該月の月末日までとします。有効期限切れのカードは、当行が請求した場
合は、直ちに当行に返却するものとします。ただし、会員から期限の2ヶ月
前までに期限を延長しない旨の申し出がなく、当行が審査のうえ両社が引
き続き会員と認めた場合はさらに5年間延長されたものとし、以降も同様
とします。その場合新たな有効期限を記載したカードを会員に貸与します。
2.前項の規定に関わらず、プラスワンサービスについては65歳の誕
生日以降最初に到来する有効期限をもって終了するものとします。
カードローンサービスについては、第20条3項によることとします。
第8条（カードの利用枠・利用可能金額および複数カード保有における利用の調整）
1.当行は、本会員につき、商品ごとの利用可能枠として、次の利用可
能枠を審査のうえ決定します（商品ごとの利用可能枠を総称して「機
能別利用可能枠」という。）。
　① ショッピング1回払い利用可能枠
　② ショッピングリボ払い利用可能枠
　③ ショッピング分割払い/ショッピングスキップ払い利用可能枠
　④ ショッピング2回払い利用可能枠
　⑤ ボーナス1回払い利用可能枠
　⑥ キャッシング1回払い利用可能枠
　⑦ 海外キャッシング1回払い利用可能枠
2.前項の機能別利用可能枠は、以下のとおり、3つの商品群に分類され、商品群
ごとの利用可能枠（以下「内枠」という。）が設定されます。各商品群に属する
機能別利用可能枠のうち最も高い金額が、当該商品群に係る内枠となります。
（1）前項①の機能別利用可能枠・・・「ショッピング枠」として分類
（2）前項②③④⑤の機能別利用可能枠・・・「ショッピング残高枠」として分類
（3）前項⑥⑦の機能別利用可能枠・・・「キャッシング総枠」として分類
3.第1項①から⑦の機能別利用可能枠のうち最も高い金額が、カード
全体の利用可能枠（以下「総枠」という。）となります。機能別利用可
能枠、内枠および総枠を総称して、利用可能枠といいます。
4.当行は、会員のカード利用状況および本会員の信用状況等に応じて、
審査の上利用可能枠を増額または減額することができるものとし
ます。ただし、本会員より増額を希望しない旨の申し出があった場
合は増額しないものとし、第1項⑥⑦の機能別利用可能枠について
は本会員が増額を希望した場合にのみ、増額するものとします。
5.本会員が当行から複数枚のJCBカード（当行が発行するクレジットカード等
をいい、当該カードに係るカード情報を含む。以下同じ。）の貸与を受けた場合、
それら複数枚のJCBカード全体における利用可能枠は、原則として各カード
ごとに定められた利用可能枠のうち最も高い金額（当該金額を「総合与信枠」
という。）となり、それら複数枚のJCBカードにおける利用可能枠の合計金額
にはなりません。なお、総合与信枠の金額にかかわらず、各JCBカードにおけ
る利用可能枠は、当該JCBカードについて個別に定められた金額となります。
6.会員は、以下の各号のうち最も低い金額の範囲内でカードを利用する
ことができるものとします。なお、本項から第8項の定めは、第2章にお
けるショッピング利用および金融サービス利用の全てに適用されます。

（1）会員が利用しようとする商品の機能別利用可能枠から当該機能
別利用可能枠に係る利用残高を差し引いた金額

（2）会員が利用しようとする商品の属する内枠から当該内枠に係る
利用残高を差し引いた金額

（3）総枠から会員の全利用残高を差し引いた金額
7.前項の利用残高とは、会員のクレジットカード利用に基づき当行に
対して支払うべき金額（約定支払日が到来しているか否かを問わな
い。また、キャッシング1回払い手数料、ショッピングリボ払い手
数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングスキップ払い手
数料および遅延損害金は除く。）で、当行が未だ会員からの支払い
を確認できていない金額をいい、本会員分と家族会員分を合算した
金額をいいます。
8.第6項、第7項にかかわらず、本会員が当行から複数枚のJCBカードの
貸与を受け本条第5項の適用を受ける場合、第6項の利用残高は、本会
員が保有するすべてのJCBカードおよび当該JCBカードに係る規約
に基づき発行された家族カードの利用残高を合算した金額となります。
9.本会員は、利用可能枠を超えるクレジットカード利用についても
当然に支払義務を負うものとします。

10. 会員が、本条第1項②③④または⑤の機能別利用可能枠を超えてシ
ョッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピング2回払い、
ボーナス1回払いによるショッピング利用（第15条に定めるものを
いう。）をした場合、当該機能別利用可能枠を超過したご利用はシ
ョッピング1回払いを指定したものと同様に取り扱われます。
第9条（カードの利用方法）
1.会員はCD・またはATMにてカードを利用する場合は、カード表面
に記載されているカード挿入方向の指示に従ってカードを挿入し、
機能を使い分けるものとします。
2.会員がカードのデビットカード機能およびクレジットカード機能の両方を
使用できる加盟店においてカードを利用する場合には、カードを提示する
際に、いずれの機能を利用するかについて当該加盟店に申出るものとします。
3.本条第1項および第2項において会員が使用方法を誤った場合に生じる
不利益・損害については、会員が負担するものとし、また会員は、この場
合の取引に基づく債務についての支払義務を免れないものとします。
第10条（暗証番号等）
1. 会員はカードの申込時に、当行に対しキャッシュカードサービスの暗証番号
およびクレジットカードサービスの暗証番号をそれぞれ届出るものとします。
2.会員は暗証番号（以下「暗証」という）を他人に知られないよう善良なる
管理者の注意をもって管理するものとします。クレジットカードサービ
ス利用の際、登録された暗証が使用されたときは、その利用はすべて当
該カードを貸与されている会員本人が利用したものと推定し、その利用
代金はすべて本会員の負担とします。ただし、登録された暗証の管理に
つき、会員に故意または過失がない場合には、この限りではありません。
第11条（届出事項の変更）
1. 会員は、住所、氏名、電話番号、勤務先、職業、電子メールアドレス、取
引を行う目的等、一切の届出事項に変更があった場合には遅滞なく
当行所定の書面により当行に対し届出を行うものとします。なお、届

出前に生じた損害については、当行は責任を負わないものとします。
2. 本条第1項の届出を怠ったために、当行から届出の氏名、住所にあ
てて通知または送付した書類等が延着し、または到着しなかった
場合には、通常到達すべき時に到着したものとみなします。
3. 本条第1項のうち、氏名に変更があった場合、またはクレジットカードサ
ービスの暗証を変更する場合には、会員は当該カードをあわせて当行に
提出のうえ再発行の手続きを行うものとします。なお、これにより新た
にカードが交付されるまでの間、会員がカードを利用できなくなること
に伴う不利益・損害等については当行は責任を負わないものとします。
第12条（会員区分の変更）
1. 本会員が申し出、当行が審査のうえ両社が承認した場合、会員区分
を変更することができます。また、本会員が新たに別の会員区分を
指定して両社に入会を申し込んだ場合は、会員区分変更の申し出
があったものとして取り扱われることがあります。
2.会員区分の変更により、登録中のクレジットカードの暗証は無効となります。
会員区分変更の申し出の際は、あらためて暗証を登録する必要があります。
3.会員区分が変更になった場合、家族会員等の契約、利用中の機能・サービス
等が引き継がれないことがあります。また、新たな会員区分に定められた利
用限度額、利用範囲、利用方法、家族会員の有無、手数料率、利率、付帯サ
ービスの内容・条件その他等が適用されます。
第2章　ショッピング利用・金融サービス
第13条（キャッシュカードサービス）
キャッシュカードサービスの内容および取扱方法については別途定める「総合
口座取引規定」、「普通預金規定」、「ふくぎんキャッシュカード規定」、「デビット
カード規定」、および「ふくぎんICキャッシュカード特約」に定めるものとします。
第14条（プラスワンサービス）
1.プラスワンサービスの貸越極度額は当行が会員毎に定めるものと
します。ただし、この極度額を超えて当行が貸越をした場合にも、
この規定の各条項が適用されるものとし、その場合は、会員は当行
から請求があり次第、直ちに極度額を超える金額を支払います。な
お、会員が同日に数件の貸出を請求した場合、その総額が貸越極度
額を超えるときは、そのいずれを貸出すかは当行の任意とします。
2.本サービスにおける自動化機器の取扱いは「ふくぎんキャッシュ
カード規定」に準じるものとします。
3.当座貸越請求書により借入れる場合は、当行所定の当座貸越請求書に
届出の印章により記名押印して通帳とともに提出するものとします。
4.預入支払機を使用して通帳により借入れる場合は、預入支払機に
通帳を挿入し、暗証と、金額ボタンにより操作するものとします。
5.本サービスは、指定口座の残高がない場合または総合口座取引規
定に基づく当座貸越（以下「総合口座貸越」という）借入金の残高が
極度額に達している場合に利用するものとします。
6.指定口座にかかる各種料金等の自動支払の請求があり前項に該当
する場合は、本サービスにより借入れ、その借入金は自動支払の決
済に充当されるものとします。なお、この場合は、通帳および当座貸
越請求書または普通預金払戻請求書の提出を省略するものとします。
7.本サービスによる借入金がある場合に総合口座貸越借入金の担保

となる定期預金の預入れあるいは国債等の保護預けをしたときは、
本サービスによる借入金は以降、総合口座貸越極度額または極度
額増加の範囲内で、総合口座貸越借入金として取扱うものとします。
8.総合口座貸越借入金の担保となっている定期預金を解約したり、
国債等を引出し等したことにより、その借入金の残高が総合口座
貸越借入金の極度額を超えた場合、越えた金額は以降、極度額の範
囲内で本サービスによる借入金として取扱うものとします。その
場合、極度額を超える金額は直ちに支払うものとします。
9.普通預金の支払いと当座貸越（本サービスによる借入および総合
口座貸越、以下同じ）の利用とが同時に行われる場合には、当行は
その金額を合算して通帳の支払欄に記入するものとします。

10. 本サービスを受けたことによる債務の支払いは次のとおりとします。
（1）本サービスによる借入金の残高がある場合には、指定口座に入
金または振込まれた証券類は、借入金の担保として当行に譲渡
したものとし、資金化されしだい借入金の返済に充当します。

（2）本サービスによる借入金の残高がある場合には、指定口座に受入れ
または振込まれた資金（受入れた証券類の金額は決済されるまで、
この資金から除く）は、借入金の残高に達するまで自動的にその返
済にあてるものとします。なお、総合口座貸越借入金がある場合は、
プラスワンサービスによる借入金から先に返済するものとします。

（3）当行は本条第1項の極度額を超えて貸越をした場合、指定口座
に受入れまたは振込まれた資金（受入れた証券類の金額は決済
されるまで、この資金から除く）を、各種料金等の支払いに優先
して極度額を超える金額の返済に充当することができます。

11. 本条第10項の場合、当行は普通預金の支払および当座貸越の返済
の通帳記入を省略し、入金欄に普通預金への入金額のみを記入す
るものとします。また、通帳の残高欄には、当行は当座貸越残高ま
たは普通預金残高のいずれかを記入するものとします。

12. 本サービスによる借入金の利息は、付利単位を100円とし、当行所定の貸越
利率により毎日の借入金の最終残高について計算し、毎年2月と8月の当行
所定の日に指定口座から引落しまたは指定口座の貸越元金に組入れるも
のとします。なお、総合口座貸越の利息がある場合には、これを合算のうえ
同様に取扱うものとします。また、本件についての損害金は年14.0%の割合
（年365日の日割計算）によるものとします。ただし、貸越利率が年14.0%を
超える場合の損害金は、当行所定の貸越利率（年365日の日割計算）を適用
するものとします。なお、利息、手数料、保証料には損害金を付しません。

13. 第7条に定めるカードの有効期限（以下「取引期限」という）が延長さ
れずに到来した場合は、次によるものとします。
（1）取引期限到来日の翌日以降この取引による当座貸越は受けられ
ないものとします。

（2）取引期限到来日に貸越元利金がある場合は、取引期限到来日の
3ヵ月後の応答日を返済期限とし、返済期限までに貸越元利金全
額を返済するものとします。ただし、当行の判断により返済期
限を延長する場合があります。

（3）取引期限到来日の翌日以降に貸越元利金がない場合、また貸越
元利金の返済が完了した場合は、この取引は当行から通知する

事なく当然に解約されるものとします。
第15条（ショッピング利用）
1.クレジットカードサービスについて、前月16日から当月15日まで
を標準期間といいます。
2.会員はJCB、JCBの提携会社およびJCBの関係会社の認めるJCBカード
の取扱加盟店（以下「加盟店」という。）において、本条第3項から第6項に
定める方法または両社が特に認める方法により、本条その他両社所定の
定めに従い、会員と加盟店との間で直接現金決済を行わずに、加盟店に
対する支払いを当行に対して委託することにより、加盟店から商品もしくは
権利を購入し、または役務の提供等を受けることができます（以下「ショッピ
ング利用」という。）。会員が加盟店においてカードを利用したことにより、会
員の加盟店に対する支払いにつき、会員が当行に対して弁済委託を行っ
たものとみなし、当行は自らまたは第三者を介して、加盟店に対して、会員
に代わって立替え払いを行います。また、会員は加盟店の店頭（自動精算
機の場合を含む。）において、JCB所定の方法により、カードを提示し、また
は非接触ICカード等を所定の機器にかざし、加盟店の指示に従って、所
定の売上票にカードの署名と同じ署名を行うこと、加盟店に設置されてい
る端末機に暗証番号を入力すること、または、署名と暗証番号の入力の
両方を行うことによりショッピング利用を行うことができます。なお、売上票へ
の署名または加盟店に設置されている端末機への暗証番号の入力等に
かえて、所定の手続きを行うことにより、または売上票への署名や端末機
への暗証番号の入力を省略して、ショッピング利用ができることがあります。
3.インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引そ
の他両社が特に認めた取引を行う加盟店においては、会員は、加盟店所
定の方法で、カード情報等を送信もしくは通知する方法により、または当該
方法に加えてセキュリティコードもしくはJ/Secure（TM）利用者規定に定
めるパスワードを送信する方法により、ショッピング利用を行うことができま
す。この場合、会員はカードの提示および売上票への署名を省略すること
ができます。
4.両社が特に認めたホテル・レンタカー等の加盟店における取引について
は、予め会員が加盟店との間で合意している場合には、会員は、ショッピン
グ利用代金額の一部についてのみ、加盟店に対してカードの提示、売上
票への署名等を行い、残額（署名等を行った後、利用が判明した代金を
含む。）についてはカードの提示、売上票への署名等を省略することがで
きます。
5.通信料金等両社所定の継続的役務については、会員が会員番号等を
事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受ける
ことができます。会員は、加盟店に登録した会員番号等に変更があった場
合ならびに退会または会員資格喪失等に至った場合、加盟店に当該変
更、退会または会員資格喪失等を申し出るものとします。なお、上記の事由
が生じた場合には、当行またはＪＣＢが会員に代わって当該変更、退会ま
たは会員資格喪失等の情報を加盟店に対し通知する場合があることを
会員は予め承認するものとします。また、会員に、退会または会員資格喪
失等の通知がなされた後であっても、当該加盟店におけるカード利用につ
いて、本会員は第42条第1項なお下記および第42条第4項に従い、支払
義務を負うものとします。

6.会員のショッピング利用に際して、加盟店が当該利用につき当行
に対して照会を行うことにより当行の承認を得るものとします。
ただし、利用金額、購入する商品・権利および提供を受ける役務の
種類によってはこの限りではありません。
7.ショッピング利用のためにカード（カード情報を含む。以下本項において
同じ。）が加盟店に提示または通知された際、カードの第三者による不正
利用を防止する目的のために、当行は以下の対応を行うことがあります。
（1）当行は、事前または事後に、電話等の方法により直接または加盟
店を通じて会員本人の利用であることを確認する場合があります。

（2）当行、JCBまたはJCBの提携会社が当該加盟店より依頼を受け
た場合、当行またはJCBにおいて会員の会員番号・氏名・住所・電話
番号その他当該ショッピング利用の申込者が加盟店に届け出
た情報と会員が両者に届け出ている個人情報を照合し、一致の
有無を当該加盟店に対して回答する場合があります。

（3）カードの第三者による不正利用の可能性があると当行が判断し
た場合、会員への事前通知なしにカードのご利用を保留または
お断りする場合があります。

（4）ショッピング利用の申込者に対して、セキュリティコードまたはJ/Secure
（TM）利用者規定に定めるパスワードの入力を求める場合がありま
す。申込者がセキュリティコードまたはJ/Secure（TM）利用者規定に定
めるパスワードを誤って入力した場合、会員によるカードの利用を一定
期間制限することがあります。

8.当行は、約定支払額（第21条に定めるものをいう。）が約定支払日に支払
われなかった場合、本会員の当行に対する一切の債務の全部または一
部について延滞が発生している場合、その他会員のJCBカードの利用
状況および本会員の信用状況等により会員のショッピング利用が適当
でないと判断した場合には、ショッピング利用を断ることがあります。
9.家族会員が家族カードを利用して商品・権利を購入しまたは役務
の提供等を受けた場合、家族会員は本会員の代理人として加盟店
との間でそれらに係る契約を行ったものとみなし、当該契約に基
づく債務は本会員が負担するものとします。

10.会員は、現金を取得することを目的として商品・権利の購入または役務の
提供などにカードのショッピング枠、ショッピング残高枠（第８条第２項に定
めるものをいう。）を利用すること（以下「ショッピング枠現金化」という。）は
できません。なお、ショッピング枠現金化には以下の方式等がありますが、現
金を取得することを目的とするショッピング利用枠である限り、方式の如何
を問わず、禁止の対象となります。
（1）商品・権利の購入、役務の提供の対価として、合理的な金額以上の対
価を、カードを利用して支払い、加盟店等から現金または現金に類似
するものの交付を受ける方式

（2）商品・権利等を購入し、その対価を、カードを利用して支払った上で、当
該商品・権利等を当該商品・権利等を購入した加盟店その他の第三
者に有償で譲渡する方式

（3）現行紙幣もしくは貨幣、またはこれらが含まれる商品等をカードを利用し
て購入する方式

11. 貴金属、金券類（ギフトカード、回数券等を含みますが、これらに限られま

せん。）、パソコン等の一部の商品の購入および電子マネーの入金等につ
いては、第8条第6項に定める金額の範囲内であったとしても、会員のシ
ョッピング利用が制限され、カードをご利用になれない場合があります。

12. 当行、JCB、JCBの提携会社またはJCBの関係会社と加盟店間の契約
が債権譲渡契約の場合、会員はショッピング利用代金の債権につ
いて以下のことを予め異議なく承諾するものとします。なお、債権
譲渡に際しては、JCBが認めた第三者を経由する場合があります。
（1）加盟店から当行に対して債権譲渡すること。
（2）加盟店からJCBに対して債権譲渡したうえで、当行がJCBに対
して立替払いすること。

（3）加盟店からJCBの提携会社に対して債権譲渡したうえで、当行
が当該JCBの提携会社に対して立替払いすること。

（4）加盟店からJCBの関係会社に対して債権譲渡したうえで、JCB
が当該JCBの関係会社に対して立替払いし、さらに当行がJCB
に対して立替払いすること。

13. 当行、JCB、JCBの提携会社またはJCBの関係会社と加盟店間の契約
が立替払い契約の場合、会員はショッピング利用代金の債権につ
いて以下のことを予め異議なく承諾するものとします。
（1）当行が加盟店に対して立替払いすること。
（2）JCBが加盟店に対して立替払いしたうえで、当行がJCBに対し
て立替払いすること。

（3）JCBの提携会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、当行が
当該JCBの提携会社に対して立替払いすること。

（4）JCBの関係会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、JCBが
当該JCBの関係会社に対して立替払いし、さらに当行がJCBに
対して立替払いすること。

14. 商品の所有権は、加盟店から当行に債権が譲渡されたとき、または
当行が加盟店、JCBもしくはJCBの提携会社に対して立替払いをし
たときに当行に移転し、ショッピング利用代金の完済まで当行に
留保されることを、会員は承認するものとします。

15. ショッピング利用代金の支払区分は、ショッピング1回払い、ショッピング2
回払い、ボーナス1回払い、ショッピングリボ払い、支払回数が3回以上でか
つ当行所定の支払回数のショッピング分割払い（以下「ショッピング分割払
い」という。）のうちから、会員がショッピング利用の際に指定するものとし
ます。ただし、ショッピング2回払い、ボーナス1回一括払い、ショッピングリ
ボ払い、ショッピング分割払いは、当行が指定する加盟店においてのみ利用
できるものとします。なお、ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッ
ピングリボ払いおよびショッピング分割払い取扱加盟店において会員が支
払区分を指定しなかった場合は、すべてショッピング1回払いを指定したも
のとして取り扱われます。また、ショッピングリボ払い、ショッピング分割
払いを指定した場合、ショッピング利用代金に所定の手数料が加算されます。

16.前15項にかかわらず、当行が認めた場合、会員は、以下の方式で、ショッ
ピング利用代金の支払区分をショッピングリボ払い、ショッピング分割払い
またはショッピングスキップ払いに指定することができます。会員は、当該
サービスに関する規定・特約等がある場合はそれに従うものとします。た
だし、いずれの場合でも、電子マネーの入金、カードの付帯サービス料金

その他当行が指定するものについては、以下の方式による支払区分の
指定を行うことはできず、ショッピング1回払いのみの指定となります。
（1）本会員が申し出、以後のショッピング利用代金の支払いをすべ
てショッピングリボ払いとする方式。なお、本方式を利用する
場合は、規約末尾の手数料率となります。

（2）当行が別途定める期日までに会員が支払区分の変更を希望するショ
ッピング利用を特定して申し出、当行が指定した月の約定支払日から別
の支払区分を指定したショッピング利用代金をショッピングリボ払い、ショ
ッピング分割払いまたはショッピングスキップ払いに変更する方式。本方
式を利用する場合は、カード利用日にショッピングリボ払い、ショッピング
分割払いまたはショッピングスキップ払いの指定があったものとします。
なお、1回のショッピング利用代金の一部についてのみ支払区分を変更
することはできません。

17. 本会員は、会員が標準期間においてショッピング利用を行った場合、
本条第12項、第13項、第14項における当行、JCB、JCBの提携会社、
JCBの関係会社または加盟店の各間の立替払いの有無にかかわらず、
第18項、第19項の場合を除き、以下のとおり支払うものとします。
（1）ショッピング1回払いを指定した場合、当該ショッピング利用
代金額を、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日

（2）ショッピング2回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金の
半額（1円単位とし、端数が生じた場合は初回の約定支払日に算入しま
す。）を、標準期間満了日の属する月の翌月および翌々月の約定支払日

18. 本会員は、会員がショッピング利用においてボーナス1回払いを指
定した場合、原則として、以下のとおり支払うものとします。ただし、
加盟店によりボーナス1回払いの取扱期間が異なることがあります。
（1）前年12月16日から当年6月15日までの当該ショッピング利用代
金を、当年8月の約定支払日

（2）当年7月16日から当年11月15日までの当該ショッピング利用代
金を、翌年1月の約定支払日

19.本会員は、会員がショッピング利用においてショッピングリボ払いまたはショッ
ピング分割払いまたはショッピングスキップ払いを指定した場合、第20項か
ら第22項または第23項から第32項に定めるとおり支払うものとします。

20. 本会員は、会員がショッピングリボ払いを指定した場合、以下のと
おり支払うものとします。
（1）標準期間におけるショッピング利用代金額に対してする標準期間満

了日の属する月の16日から翌月の約定支払日までの間当行所定の手
数料率を乗じたショッピングリボ払い手数料を、翌月の約定支払日。
ただし、ア当該ショッピング利用により第8条第1項②の機能別利用
可能枠にかかる利用残高が当該機能別リボルビング・分割払い利用可
能枠を超える場合の超過金額、およびイ標準期間におけるショッピン
グリボ払いのショッピング利用代金額とショッピングリボ払い利用
残高の合計金額が（2）に定めるリボ払元金以下の場合の当該ショッピ
ング利用代金額は当該手数料の計算から除かれるものとします。

（2）（1）の手数料のほか、以下の金額（以下「ショッピングリボ払い弁済金」
という。）を毎月の約定支払日。ただし、ボーナス増額払いを指定した
場合、ボーナス指定月の約定支払日において会員が指定した金額を

加算して支払うものとします。なお、ショッピングリボ払い弁済金の
当行に対する本会員の債務の充当は当行所定の方法により行います。
（リボ払元金）
前月15日のショッピングリボ払い利用残高が、会員の指定した
支払方法により決定されるショッピングリボ払い元金（以下「リ
ボ払元金」という。）以上の場合は当該リボ払元金。リボ払元金未
満の場合は当該ショッピングリボ利用残高。
（ショッピングリボ払い手数料）
前月の約定支払日のショッピングリボ払い利用残高（同日に支
払うリボ払元金、ボーナス加算額および前々月16日から前月の
約定支払日までのショッピングリボ払い利用額を差し引いた金
額）に対して前月の約定支払日の翌日から当月の約定支払日ま
での間当行所定の手数料率を乗じた金額。

21. 当行が認めた場合、本会員は支払方法の変更およびボーナス増額
払いの追加指定、加算額の変更をすることができます。

22. 本会員は、ショッピングリボ払い弁済金および第20項の手数料に
ついては、同項の支払方法のほか本規約末尾に記載の「繰上返済方
法」に従い随時支払うことができます。

23. 本会員は、会員がショッピング分割払いを指定した場合、ショッピ
ング利用代金に会員の指定した支払回数に応じた当行所定の割賦
係数を乗じたショッピング分割払い手数料を加算した金額（以下「分
割支払金合計額」という。）を支払うものとします。

24. 分割支払金合計額を支払回数で除した金額を分割支払金（ただし、計算上
の都合により初回および最終回の分割支払金は金額が異なります。）とし、
標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日から支払回数回にわたり
最終約定支払日まで、分割支払金を各約定支払日に支払うものとします。

25. 各分割支払金における分割支払元金と手数料の内訳の計算方法に
ついては以下のとおりとします。
（1）初回の分割支払金の内訳
手数料＝標準期間に利用した場合、ショッピング利用代金に対
する標準期間満了日の属する月の16日から翌月10日までの間当
行所定の手数料率を乗じた金額
分割支払元金＝分割支払金から上記手数料を差し引いた金額

（2）第2回の分割支払金の内訳
手数料＝ショッピング分割払い残元金（ショッピング利用代金－
（1）の分割支払元金）に当行所定の手数料率（月利）を乗じた金額
分割支払元金＝分割支払金から上記手数料を差し引いた金額

26. ボーナス併用ショッピング分割払いを指定した場合、本会員は、ショッピン
グ利用代金の半額を第23項、第24項、第25項の規定に従い支払い、残額を当
行所定の方法によりボーナス月（1月および8月）の約定支払日に支払うもの
とします。なお、初回から最終回までの約定支払日にボーナス月の約定支払
日に該当する日がない場合、ボーナス併用ショッピング分割払いを指定しな
かったものとして取り扱われます。第12項、第13項、第14項に定める債権譲
渡または立替払手続きの遅延その他の事務上の都合により、ボーナス月の約
定支払日に該当する日がないこととなった場合についても同様とします。

27. 本会員は、ショッピング分割払い残元金および手数料については、

第24項、第26項の支払いのほか、当行本規約末尾に記載の「繰上返
済方法」に従い一括で支払うことができます。

28.本会員は、会員が第15条第6項の規定に従いショッピングスキップ払いを
指定した場合、ショッピング利用代金額に、以下のショッピングスキップ払い
手数料を加算した金額を、標準期間満了日の属する月の翌 月々から標準
期間満了日の属する月の7ｶ月後の月までのうちから会員が指定した月（以
下「スキップ指定月」という。）の約定支払日に一括（1回）で支払うものとし
ます。なお、会員が一度指定した約定支払日を再度変更することはできま
せん。

29.ショッピングスキップ払いの手数料は、標準期間におけるショッピング利用代
金額に対して標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日翌日から
スキップ指定月の約定支払日までの経過月数と、当行所定の手数料率
（月利）を乗じた金額。
30.本会員は、ショッピングスキップ払いに関する債務の支払いを本規約末尾
に記載の「繰上返済方法」に従い一括で支払うことができます。

31.本会員が、会員のクレジットカード利用に基づき当行に対して支払うべき約
定支払額を約定支払日に支払わなかった場合には、約定支払額（ただ
し、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングス
キップ払い手数料、金融サービスの手数料および利息ならびに遅延損害
金等は除きます。）に対しその翌日から完済に至るまで、また、本規約に基
づき当行に対して負担する債務につき期限の利益を喪失した場合には、
残債務全額（ただし、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手
数料、ショッピングスキップ払い手数料、金融サービスの手数料および利息
ならびに遅延損害金等は除きます。）に対し期限の利益を喪失した日の翌
日から完済に至るまで、それぞれ以下に定める利率を乗じた遅延損害金
を支払うものとします。
・ショッピング1回払い、ショッピングリボ払い　年14.60％
・キャッシング1回払い　年20.00％
・ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッピングスキップ払い
法定利率

32.第31項にかかわらず、ショッピング分割払いに係る債務については以下の
遅延損害金を支払うものとします。
（1）分割支払金の支払いを遅延した場合は、分割支払金のうち分割支払
元金に対し約定支払日の翌日から完済に至るまで年１４.６０％を乗じた
金額。ただし、当該遅延損害金はショッピング分割払い残元金に対し
法定利率を乗じた額を超えない金額。

（2）分割支払金合計額の残額の期限の利益を喪失した場合は（（１）の場
合を除く）、ショッピング分割払い残元金に対し期限の利益を喪失した
日の翌日から完済に至るまで法定利率を乗じた金額。

第16条（見本・カタログ等と現物の相違）
会員は、見本・カタログ等により申し込みをした場合において、引き渡
された商品・権利または提供された役務等が見本・カタログ等と相違し
ている場合は、加盟店に商品、権利、役務等の交換を申し出るかまたは
売買契約の解除または役務提供契約の解除ができるものとします。
第17条（支払停止の抗弁）
1.会員は、加盟店から購入した商品、権利または提供を受けた役務に

関する紛議について、当該加盟店との間で解決するものとします。
2.第１項にかかわらず、本会員は、ショッピングリボ払いショッピング分割払い、
ショッピングスキップ払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払いを指
定もしくは変更して購入した商品もしくは割賦販売法に定める指定権利ま
たは提供を受けた役務（以下併せて「商品等」という。）について次の事
由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商
品等について、当行への支払いを停止することができるものとします。
（1）商品の引き渡し、指定権利の移転または役務の提供がないこと。
（2）商品等に破損、汚損、故障、その他の瑕疵があること。
（3）その他商品等の販売について加盟店に対して生じている抗弁事由が
あること。

3.当行は、本会員が第2項の支払いの停止を行う旨を当行に申し出た
ときは、直ちに所要の手続きをとります。
4.本会員は、第3項の申し出をするときは、予め第2項の事由の解消の
ため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
5.会員は、本会員が第3項の申し出をしたときは、速やかに第2項の事由
を記載した書面（資料がある場合には資料添付のこと。）を当行に提
出するよう努めるものとします。また当行が第2項の事由について調
査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
6.第2項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停
止することはできないものとします。
（1）ショッピングリボ払いの場合において、1回のカード利用におけるショッピ
ング利用代金額が3万8千円に満たないとき。ショッピング分割払い、ショ
ッピングスキップ払い、ショッピング2回払いまたはボーナス１回払いの場
合において、1回のカード利用における分割支払金合計額が4万円に
満たないとき。

（2）本会員による支払いの停止が信義に反すると認められたとき。
（3）会員によるショッピング利用が営業のために行うショッピング
利用である場合または海外でのショッピング利用である場合等、
割賦販売法第35条の3の60に定める適用除外条件に該当するとき。

第18条（アレコレキャッシング1回払い）
1. 会員は、当行所定の現金自動支払機（以下「CD」という。）、現金自動預
払機（以下「ATM」という。）等でカードおよび登録された暗証番号を使
用することにより金銭を借り入れることができます（以下「キャッシ
ング1回払い」という。）。その場合、会員は当行に対し、当行所定の金融
機関利用料を支払うものとします。なお、CD・ATMの機種や設置地域、店
舗等により、利用できない取引があり、また、CD・ATMの設置店舗の営
業時間やシステム保守等により、利用できない時間帯があります。
2.キャッシング1回払いにおける融資の日（以下「融資日」という。）は、CD・ATM
もしくは次条第3項に定める窓口等で融資を受けた日とします。お支払い口
座へは、当行に代わり、JCBが立て替えて融資金を振り込む場合があります。
3.会員は、第8条に定める金額の範囲内でキャッシング1回払いサー
ビスを利用することができます。
4.本会員は、会員が標準期間にキャッシング1回払いを利用した場合、標準
期間満了日の属する月の翌月の約定支払日に、標準期間の借入金合計額
およびキャッシング1回払い手数料（各借入金に対してキャッシング1

回払い融資日の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払
日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額）を支払うものとします。
なお、本会員は本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日
の前に借入金及び手数料の全額または一部を随時支払うことができます。
5.当行は、約定支払額が約定支払日に支払われなかった場合、本会員
の当行に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生し
ている場合、その他会員の利用状況および本会員の信用状況等によ
り会員のキャッシング1回払いの利用が適当でないと判断した場合
には、新たなキャッシング1回払いの利用を中止することができる
ものとします。なお、延滞の発生により利用を中止する場合は、本会
員の当該延滞に係るその後の支払い状況に関わらず、当行が定める
一定の期間内において継続して利用を中止する場合があります。
6.会員が、日本国外で本サービスを利用し、その引出額が指定口座の
預金残高の範囲内である場合には、会員が第19条に定めるサービ
スを受けたものとみなします。
第18条の２（海外キャッシング）
1.会員は、前条に定めるキャッシング1回払いを日本国外においても利
用することができます（以下「海外キャッシング1回払い」という。）。
2.会員が海外キャッシング1回払いを利用する場合に適用される機能
別利用可能枠は、海外キャッシング1回払い利用可能枠となります。
3.会員は、前条第1項に定める方法のほか、当行所定の方法により、国外
の金融機関等のCD・ATMにおいて海外キャッシング1回払いを利
用できる場合があります。海外キャッシング1回払いの利用方法は、
利用される国や地域、ATMにより異なるため別途公表いたします。
4.本会員は、会員が標準期間に海外キャッシング1回払いを利用した場
合、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日に、標準期間の借
入金合計額およびキャッシング1回払い手数料（各借入金に対して
キャッシング1回払い融資日の翌日から標準期間満了日の属する月
の翌月の約定支払日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額）を
支払うものとします。なお、本会員は本規約末尾に記載の「繰上返済
方法」に従い、約定支払日の前に借入金および手数料の全額または一
部を随時支払うことができます。ただし、会員が海外キャッシング1
回払いを利用した国外の金融機関・ATM保有会社等の事務処理の都
合上、上記の約定支払日から1カ月または2カ月後の約定支払日とな
る場合があります。この場合であっても、キャッシング1回払い手数
料が本項本文に定める金額から増額されることはありません。
5.会員が海外キャッシング1回払いを利用する場合、前条第2項、第3項
および第5項の定めが適用されますが、前条第4項は適用されません。
6.海外キャッシング1回払いの利用により会員が現地通貨で現金の引
出しを行った場合であっても、海外キャッシング1回払いの借入金元
金は、JCBとJCBの提携会社が当該借入金元金の集中決済をした時点
（会員がカードを利用した日とは異なることがあります。）のJCBが
定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨としま
す。なお、換算レートおよび換算方法については、第21条第6項が適用
されるものとします。

第19条（海外預金引出しサービス）
1.海外預金引出サービス（以下「海外キャッシュサービス」といいま
す。）とは、JCBと提携する国外金融機関等のCD・ATMで、会員が
現地通貨により指定口座から預金の払戻しを受けることができる
サービスです。なお、CD・ATMの利用方法は、それぞれのCD・
ATM設置先の定めによります。
2.海外キャッシュサービスによる日本国外での払戻しに係る指定口
座からの引落しは、JCBでの処理日の3営業日後を支払日とし、通帳
および払戻請求書なしで指定口座から自動引落しの方法により支
払うものとします。
3.前項の支払については、外貨額をJCBまたは提携金融機関、提携ク
レジット会社が定める時期ならびに為替相場により円貨に換算し
た金額を前項により引落すものとします。
4.海外キャッシュサービスに係る引落しと支払日の到来しているシ
ョッピング利用、キャッシング1回払いおよびカードローンサービ
スによる債務が指定口座の預金の不足により同時に引落すことが
できない場合における引落しの選択は当行の任意とします。
5.海外キャッシュサービスによる利用可能枠は、ショッピング利用可
能枠の範囲内で当行が定める金額とします。1回当りの利用できる
金額は、JCBまたは提携金融機関、提携クレジット会社が定める金額
までとします。
6.このサービスの利用にあたっては、当行所定の手数料110円（税込み）
を申し受けます。また支払機利用手数料については、当該支払機を
設置している金融機関、提携クレジット会社の定めによります。なお、
手数料は、本条第2項の引落しと同時に引落します。
7.本条第2項および第6項の合計額が指定口座の預金の不足等により引落し
できなかった場合には、日本国外での払戻しに係る指定口座からの引落
しの取扱いはなかったものとし、かわりに全額について第18条に定める
日本国外におけるキャッシング1回払いを行ったものとみなします。な
お、この場合の手数料は第18条第4項に定める手数料を申し受けます。
第20条（カードローンサービス）
1.この取引は、カードまたは通帳使用による当座貸越とし、通帳およ
び当座貸越請求書による借入、小切手・手形の振出しあるいは引受
けは行わないものとします。
2.この取引の有効期間（貸越利用期限）、（以下「取引期限」という）は、契約
日から1年後の応答月の前月末日までとします。ただし、取引期限到来
日の前日までに当事者の一方から別段の意志表示がない場合には、こ
の取引期限は更に1年間延長するものとし、以後も同様とします。
3.前項の規定にかかわらず、満65歳を超えての取引期限の延長は行
わないものとします。
4.当行が本条第2項の取引期限延長に関する審査等の為に資料の提出
または報告を求めたときには、直ちにこれに応ずるものとします。
5.取引期限が延長されずに到来した場合は、次によるものとします。
（1）取引期限到来日の翌日以降この取引による当座貸越は受けられ
ないものとします。

（2）取引期限到来日に貸越元利金がある場合は、当行から貸越元利金全

額の返済を求めない限り、本契約の各条項に従い返済するものとしま
す。ただし、当行の判断により貸越元利金全額の返済を求める場合は、
当行が求める期限までに、貸越元利金全額を返済するものとします。

（3）取引期限到来日の翌日以降に貸越元利金がない場合、また貸越
元利金の返済が完了した場合は、この取引は当行から通知する
事なく当然に解約されるものとします。

6.カードローンサービスの貸越極度額は当行が会員毎に定めるものと
します。会員によっては貸越極度額を0円とすることができるものと
します。また、当行は会員の属性および当行との取引状況等により、こ
の取引の貸越極度額を変更できるものとします。この場合、当行は変
更後の貸越極度額及び変更日を借主に通知するものとします。
7.当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金は、当行所定の
利率（年365日の日割計算）を適用するものとします。
8.当行が特に会員に対して、当行所定の基準および方法により優遇金利を適
用した場合には、当行は会員に対して通知する事なく、いつでもその優遇
利率を変更し、または優遇利率の適用を中止する事ができるものとします。
9.この取引による借入金の返済日は、毎月4日、14日、24日のうち会員
が予め指定した日とし、会員は返済日に別表の通り返済を行うもの
とします。約定返済金額を返済した後も貸越極度額を超過する場合
は、その超過額を含めて返済します。なお、返済日の変更はできない
ものとします。利息は、付利単位100円とし、上記指定日に当行所定
の利率、方法により計算のうえ貸越元金に組入れるものとします。

10. 前項の約定返済は指定口座からの自動支払によるものとします。この
場合、会員は指定口座に、毎月の返済日までに返済金相当額を預入する
ものとし、当行は返済日に預金通帳および請求書なしで払い出しのうえ、
返済に当てるものとします。ただし、指定口座の残高が約定返済金額に
満たない場合、その一部の返済にあてる取扱いは行わないものとします。
なお、自動引落しが約定返済日にできない場合において、当行は約定返
済日以降いつでも同様の方法により取扱いできるものとします。

11. 本条第10項による約定返済のほか、当座貸越専用口座への入金ま
たは振込みにより、随時に任意の金額を返済する事ができるもの
とします。ただし、入金額が当座貸越残高相当額を超える場合は、
その超える金額を指定口座に入金するものとします。
第3章　カードの支払い方法その他
第21条（クレジットカードサービスの利用代金等の支払）
1.ショッピングサービスおよびキャッシング1回払いによる本会員の当行に
対する債務は、毎月15日に締切り翌月10日（当行休業日の場合は翌営業日）
に通帳および払戻請求書なしで指定口座から自動引落しの方法により支払
うものとし、当該支払金額を約定支払額といいます。ただし、支払日等につい
て別に定めがある場合は、その定めに従うものとします。なお、加盟店の事務
上の都合により支払日は翌々月以降の10日（同前）になることがあります。
2.会員が本規定に違反してカードを利用した場合ならびに本規定に
定める以外の方法によりカードを利用した場合でも本会員は支払
義務を負うものとし、その支払いは本条第1項と同様とします。
3.当行が本会員に明細（本条第９項に定めるものをいう。）の通知手続を行
った後に、会員が本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支

払日の前に借入金等を支払ったこと、または会員がキャッシング１回払いを
利用したこと等により、本会員が本規約に基づき当行に支払うべき手数料
または利息の金額と当行が前項の方法により約定支払日に本会員から
実際に支払いを受けた手数料または利息の金額との間に差額が生ずる
場合、当行は翌月の約定支払日に本会員に当該差額を返金するなどの
方法により精算することを本会員は承諾するものとします。なお、当行は本
会員が前項に従い翌月の約定支払日に支払うべき約定支払額から当行
が本会員に返金すべき金額を差し引くことができます。
4.会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務につい
ては、JCBの関係会社が加盟店等に第15条第10項、第11項、第12項にか
かる債権譲渡代金等を支払った時点（会員がカードを利用した日とは
異なることがあります。）のJCBが定める換算レートおよび換算方法
に基づき円換算した円貨により、本会員は当行に対し支払うものとし
ます。
5.会員が国外でカードを利用した場合において、JCBの関係会社が加盟店
等に第15条第10項、第11項、第12項にかかる代金等を支払った後に、会
員と加盟店間のカード利用にかかる契約が解除された場合等、当行が会
員へ返金を行う場合は、原則として、前項に基づきJCBの関係会社が加
盟店等に第15条第10項、第11項、第12項にかかる代金等を支払った時点
のJCBが定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によ
るものとします。ただし、当行がかかる時点を特定することが不可能な
場合等、やむを得ない事情がある場合には、JCBの関係会社が加盟店等
との間で当該解除等にかかる手続を行った時点（会員が加盟店等との間
で当該解除等にかかる手続きを行った日とは異なることがあります。）
のJCBが定める換算レートおよび換算方法による場合があります。
6.会員が国外で付加価値税（VAT）返金制度を利用した場合において、当行
が会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方法は、JCBの関係会社
が付加価値税（VAT）返金制度取扱免税会社との間で当該返金にかかる
手続きを行った時点（会員が付加価値税（VAT）返金制度を利用した日ま
たはカードを利用した日とは異なることがあります。）のJCBが定める換
算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。
7.第4項から第6項の換算レートおよび換算方法は、原則として、JCB指定金
融機関等が指定した為替相場を基準にJCBが定めるものとし、別途公表い
たします。なお、一部の航空会社その他の加盟店等におけるカード利用の
場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算されたうえ、
JCBが定める換算レートおよび換算方法により円換算することがあります。
8.本会員の当行に対する弁済期の到来している債務について、当行は
随時支払いを受けることができるものとします。また弁済期の到来
しているショッピングサービス（日本国外におけるキャッシングサ
ービスを含む）による債務と日本国内におけるキャッシングサービ
スによる債務の合計額が指定口座の預金不足等により引き落としで
きない場合には、そのいずれかに充当するかは当行の任意とします。
9.当行は、本会員の約定支払額、ショッピングリボ払い利用残高、ショッピング
分割払い利用残高（ショッピングスキップ払い利用残高を含む。）およびキ
ャッシングリボ払い利用残高等（以下「明細」という。）を約定支払日の当月
初め頃、当行所定の方法により、本会員に通知します。なお、年会費のみ

の支払いの場合、明細の通知を省略することがあります。
第22条（外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令の適用）
日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外国為替及び
外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要
とする場合には、当行の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国
外でのカードの利用の制限若しくは停止に応じていただくことがあります。
第23条（手数料率、料率の算定方法、変更等）
1. 手数料率、利率（遅延損害金の利率を含む。以下本条において同じ。）
等の計算方法については、本規定において別途定める場合を除き、1
年を365日（うるう年は366日）とする日割方式による計算とします。
2.当行は各サービスにおける利率および手数料を、金融情勢の変化その他相
当の事由がある場合には一般に行われる程度のものに変更できるものと
します。この場合、当行の店頭または現金自動支払機設置場所に掲示する
ものとします。また、第35条の規定にかかわらず当行から手数料率、利率
の変更を通知した後は、リボルビング払いについては変更後の未決済残高
または融資残高に対し、分割払い及びキャッシングサービスについては変
更後の利用分から、変更後の手数料率・利率が適用されるものとします。
第24条（カードの紛失、盗難、偽造）
1. カードまたはカード情報あるいはチケット（タクシーチケット等）が紛失・
盗難・詐取・横領等（以下まとめて「紛失・盗難」という）により他人に不正利
用された場合、本会員は、そのカードまたはカード情報の利用により発生す
る利用代金、チケット利用代金についてすべて支払義務を負うものとします。
2.本条第1項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当行またはJCB
に届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当行またはJCBの請求によ
り所定の紛失、盗難届を当行またはJCBに提出した場合、当行は、本会員に対
して当行またはJCBが届け出を受けた日の60日前以降のクレジットカード
サービスによるカードの利用代金について、その支払いを免除します。
3.偽造カードの使用に係るカード利用代金については、本会員は支
払義務を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調
査に協力するものとします。
4.前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に
故意または過失があるときは、その偽造カードの利用代金につい
て本会員が支払義務を負うものとします。
5.カードの紛失・盗難・偽造により生じた損害の処理については、「ふ
くぎんキャッシュカード規定」、「デビットカード取引規定」をそれ
ぞれ適用することとします。
第25条（カードの利用代金の支払に関する免責事項）
第24条のカードの紛失・盗難に関し、会員が下記のいずれかに該当すると
きは、本会員のカードの利用代金の支払いは免除されないものとします。
（1）会員が第2条に違反したとき。
（2）会員の家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき。
（3）会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法
令違反によって紛失、盗難が生じたとき。

（4）紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき。
（5）会員が当行の請求する書類を提出しなかったとき、または当行等
の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。

（6）カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき（第7条第
2項ただし書きの場合を除く。）。

（7）戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき。
（8）その他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。
第26条（カードの再発行）
1.両社は、カードの紛失、盗難、破損、汚損等またはカード情報の消失、不正
取得、改変等の理由により会員が希望した場合、両社が審査のうえ原則
としてカードを再発行します。この場合、本会員は、自己に貸与されたカ
ードの他、家族カードの再発行についても当行所定の再発行手数料を支
払うものとし、再発行手数料は両社が別途通知または公表いたします。
なお、合理的な理由がある場合はカードを再発行しない場合があります。
2.両社は、両社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断
した場合、会員番号の変更ができるものとします。
第27条（サービスの一時停止）
1. 会員は、本会員が本規定に定める当行に対する債務のいずれかの
支払いを怠った場合、その債務を完済するまでキャッシュカード
サービスを除くサービスを受けられないものとします。
2.当行は、会員が本規定に違反し若しくは違反するおそれがある場合、
カードの利用状況に不審がある場合には、サービスの全部または一
部について一時的に停止し、若しくは、加盟店や自動化機器等を通
じてカードの回収を行うことができます。加盟店からカード回収の
要請があったときは、会員は異議なくこれに応ずるものとします。
第4章　期限の利益喪失・会員資格の取消・退会等
第28条（期限の利益喪失）
1. 会員が次の各号の事由のいずれかに該当したときは、当行は本会
員への通知催告等を要せず、本会員は本規定に基づく一切の債務
について当然に期限の利益を失い、カード利用により当行に対し
て負担した一切の債務を直ちに支払うものとします。
（1）保証会社から保証の取消または解約の申出があったとき。
（2）支払の停止または破産・民事再生、金銭の調整に係る調停の申立
てを受けたとき、または自らこれらの申立てをしたとき。

（3）手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
（4）会員の預金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差
押または差押の命令通知が発送されたとき。

（5）カード改ざん、不正使用等当行がカードの利用を不適当と認めたとき。
（6）住所変更の届出を怠るなど、会員の責めに帰すべき事由によって、
当行において会員の所在が不明となったとき。

（7）ショッピングリボ払いまたは、ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払
い、ショッピング２回払いまたはボーナス1回払いによるショッピング代金
債務、その他本会員の当行に対する債務の支払いの履行を遅滞し、
当行から20日以上の相当な期間を定めて書面で支払いの催告をされ
たにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。

2.本会員は、当行に支払うべき債務の履行を遅滞し相当期間を定めた当
行からの催告後に是正されない場合、および第30条1項の規定により会
員資格（家族会員を含む）を取り消された場合、ショッピングリボ払い、
ショッピング分割払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払い

によるショッピング代金債務を除く本規定に基づく債務について当然
に期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。
3.会員が次の各号の事由のいずれかに該当したときは、当行からの本会員への
通知催告等により、本会員は期限の利益を失い、カード利用により当行に対
して負担した一切の債務を直ちに支払うものとします。なお、この場合、本会
員が住所変更の手続きを怠る、あるいは本会員が当行からの通知催告等を受
領しないなど、本会員の責に帰すべき事由により、通知催告等が延着しまた
は到着しなかった場合は、通常到着すべき時期に到達したものとみなします。
（1）本規定に定める事項の1つにでも違反したとき。
（2）本規定に基づくカード取引に関し、当行に虚偽の資料提供また
は報告をしたとき。

（3）指定口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またその
恐れがあると当行が認めたとき。

（4）前各号のほか当行が債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
4.本会員は、第29条の事由により会員資格を取消された場合、本規約
に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債
務の全額を支払うものとします。
第29条（反社会的勢力の排除）
1. 会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過し
ない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ
または特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者（以下、これらを「暴力
団員等」という）に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しな
いことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
（1）暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
（2）暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を
有すること

（3）自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三
者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を
利用していると認められる関係を有すること

（4）暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するな
どの関与をしていると認められる関係を有すること

（5）役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会
的に非難されるべき関係を有すること

2.会員は、自らまたは第三者を利用して、当行に対し次の各号の一に
でも該当する行為を行わないことを確約いたします。
（1）暴力的な要求行為
（2）法的な責任を超えた不当な要求行為
（3）取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
（4）風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、ま
たは業務を妨害する行為

（5）その他前各号に準ずる行為
3.会員が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前
項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表
明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、会員との取引を継続す
ることが不適切である場合には、会員は当行から請求があり次第、当行に
対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。

4.前項の規定の適用により、会員に損害が生じた場合にも、当行になんらの請
求をしません。また、当行に損害が生じたときは、会員がその責任を負います。
5.会員は、本契約締結日時点で会員と当行との間に存在するいっさ
いの融資・ローン・クレジットカード取引についても、本条項が適
用されることに同意いたします。 
第29条の2（マネーロンダリング等の禁止）
会員は、マネーロンダリング、反社会的勢力（テロリストを含む。）に対して資
金供与等をすること、または経済制裁関係法令その他の法令もしくは国際
的な規制に抵触する行為（以下、これらを総称して「マネー・ロンダリング等」
という。）を遂行する目的で、またはマネーロンダリング等を遂行する手段とし
て、カードを利用してはならないものとします。
第30条（会員資格の取消）
1. 両社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当行において会員とし
て不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことがで
きるものとします。ただし、（3）においては相当期間を定めた当行からの通知、
催告後に是正されない場合に会員資格を取消すことができるものとします。
（1）カードの申込に際し、氏名、住所、勤務先、年収、家族構成等、会員
の特定、信用状況の判断に係る事実について虚偽の申告をしたり、
カードを不正に使用した場合。

（2）本規定のいずれかに違反した場合。
（3）カード利用代金等、当行に対する債務の履行を怠った場合。
（4）換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況
が不適当若しくは不審があると当行が判断した場合。

（5）指定口座を両社の同意なく解約したとき。
（6）会員が、本会員として当行から複数のカードを貸与されている場合、

他のカードについて上記事項のいずれかに該当する事由が生じたとき。
（7）当行が更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過したとき。
（8）当行が発行したカードを会員が受領する意思がない、または当
行から要請があるにもかかわらず受領を行わない場合。

2.会員資格を取消されたときは、会員は速やかにカード及びチケット等、
当行から貸与された物品を当行に返還するものとします。また、会員
資格を取消された場合、会員は当行に対する会員資格に基づく権利を
喪失するものとします。また、本会員が会員資格を喪失した場合、当然
に家族会員も会員資格を喪失します。なお、本会員は、会員が会員資格
喪失後にカードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。
3.当行は、会員資格の取消を行なった場合、カード及びチケット等の無効
通知並びに無効登録を行い、加盟店等を通じてこれらの返還を求めるこ
とができるものとします。会員は、加盟店等からこれらの返還を求めら
れたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当行に返還するものとします。
第31条（退会）
1.本会員が退会をする場合は、本会員、家族会員全員のカード及び貸与
されたチケット等を添え、当行所定の届出用紙により当行に届出るも
のとします。この場合、債務全額を弁済していただくこともあります。
2.家族会員のみが退会をする場合は、退会する家族会員のカード及び貸与され
たチケット等を添え、当行所定の届出用紙により当行に届出るものとします。
3.カード返却前に生じた損害についてはすべて会員の負担とします。

4.会員は本取引の終了・解約後、当行に対する本規定に基づくカード
取引による債務が残存する場合には、指定口座に受入れまたは振
込まれた資金（受入れた証券類については全額決済されるまでこ
の資金から除く）について、当行が債務完済に至るまで指定口座か
ら引落し、この債務の弁済に充当されても異議ないものとします。
第32条（相殺または払戻充当）
1.本会員が本規定に定める当行に対する債務を履行しなければならない場
合には、その債務と会員の預金その他の債権とを、その債権の期限のいか
んにかかわらず、いつでも当行は相殺できるものとします。この場合当行
は本会員にかわり諸預け金を払戻し、債務の弁済に充当することができ
るものとします。この場合、当行は本会員に対し書面により通知します。
2.本条第1項により相殺または払戻充当をする場合には、債権債務の利息、清算
金、損害金・違約金等の計算については、その期間を計算実行の日までとしま
す。また、利率・料率等について借主と銀行間に別の定めがない場合には銀行
が一般に認められている基準に基づいて定めるところによるものとし、また
外国為替相場については、当行の相殺実行日の相場を適用するものとします。
3.本会員は、弁済期にある本会員の預金その他の債権と本取引によ
る本会員の債務とを相殺することができるものとします。その場合、
相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書・
通帳等は届出印を押印して直ちに当行に提出するものとします。
4.本条第3項における債権債務の利息、清算金、損害金、違約金等の計
算については、その期間を相殺通知の到達の日までとし、利率およ
び料率は当行の定めによるものとします。
5.当行が相殺をする場合、本会員の当行に対する債務全額を消滅させるに
足らないときは、特に通知せず当行が適当と認める順序方法により充当
することができます。ただし、ショッピングリボ払いの支払停止の抗弁
に係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
6.当行が本条第1項により充当指定した時は、本会員はその充当に対
して異議を述べる事ができないものとします。
7.本会員が相殺したときの充当指定により債権保全上支障が生じるお
それがあるときは、当行は遅滞なく異議を述べ、担保、保証の有無、軽重、
処分の難易、弁済期の長短、割引手形または割引電子記録債権の決済
見込などを考慮して、当行の指定する順序方法により充当することが
できます。この場合、当行は本会員に充当結果を通知するものとします。
8.本条第3項によって当行が充当する場合には、本会員の期限未到来
の債務については期限が到来したものとして、当行はその順序方
法を指定することができます。
第33条（業務の委託）
1.当行は、「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣
より営業許可を受けた債権管理回収会社に対して、カードの債権
の管理・回収業務を委託できるものとします。
2.会員は、当行が代金決済事務その他の事務等をJCBおよび関連会社
に業務委託することを予め承認するものとします。
第34条（準拠法・合意管轄）
会員と両社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。ま
た会員と両社の間で訴訟の必要が生じた場合、当行の本支店所在地

を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
第35条（本規定の変更）
本規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化、その他の相当
の事由があると認められる場合には以下のいずれかの方法により変
更できるものとします。
（1）当行が変更内容を当行の店頭表示その他相当の方法で公表する事。
この場合、その変更内容は、公表の際に定める1ヶ月以上の相当な
期間を経過した日（以下「相当期間経過日」といいます。）から適用
されるものとします。

（2）変更内容を当行から通知する事、または新規定を送付する事。
この場合、その変更内容は、変更内容を当行から通知した後、また
は新規定を送付した後にカードを利用したとき（以下「通知後のカ
ード利用日」といいます。）に会員が承認したものとみなし、その変
更内容は、通知後のカード利用日から適用されるものとします。

（3）本規定の変更等を本条第1項の双方により行う場合、その変更内容
は、相当期間経過日または通知後のカード利用日のいずれか先に到
来した日から適用されるものとします。なお、本規約と明示的に相違す
る規定または特約がある場合は、当該規定または特約が優先されるも
のとします。

第36条（危険負担、免責条項等）
1.会員が当行に差し入れた契約書類等が、事変、災害等やむを得ない
事情によって紛失、減失または損傷した場合には、会員は当行の帳
簿、伝票等の記録に基づいて債務を返済します。なお、会員は当行
からの請求があれば直ちに代りの契約書類等を差入れます。
2.会員に対する権利の行使もしくは保全に要した費用は、会員の負担とします。
第37条（規定等の準用）
本規定に特段定めのない事項は、「普通預金規定」、「総合口座取引規定」、
「ふくぎんキャッシュカード規定」、「デビットカード規定」、および「IC
キャッシュカード特約」を準用する事とします。

以上

各種規定等・手数料について
本規約に記載の各種規定等および諸手数料について当行ホームペー
ジに掲載しています。URLは以下の通りです。
各種規定等：https://www.fukuokabank.co.jp/yakkan/
諸手数料：https://www.fukuokabank.co.jp/price/commissions/index.html
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ふくぎんアレコレJCBカード会員規定（2020年4月改定）

第1章　総則
第1条（会員） 
1.ふくぎんアレコレJCBカード（以下「カード」といいます。）とは、1枚
のカードにキャッシュカード機能（デビットカード機能を含む）、
クレジットカード機能およびローンカード機能の3つの機能を兼
ね備えたカードのことをいいます。
2. 株式会社福岡銀行（以下「当行」という）および株式会社ジェーシービー（以
下「JCB」という。）が運営するクレジットカード取引システム（以下「JCBク
レジットカード取引システム」という。）に当行およびJCB（以下「両社」とい
う。）所定の入会申込書等において、本規定を承認のうえ第2条1項に基づく
会員区分を指定して申し込まれた方で当行が審査のうえ両社が入会を承
認した方を本会員とします。会員と両社との契約は、両社が入会を承認し
たときに成立します。なお各機能の提供者は、次に定めるとおりとなります。
　・キャッシュカード機能：当行
　・クレジットカード機能：両社
　・ローンカード機能：当行
　また、金融機関等による顧客等の本人確認等および犯罪による収
益の移転防止に関する法律に基づく本人確認が当行所定の期間内
に完了しない場合は、入会を断ることがあります。
3.ＪＣＢクレジットカード取引システムに両社所定の入会申込書等において、本
規約を承認のうえ、家族会員として入会を申し込まれた本会員の家族で、
両社が審査のうえ入会を承認した方2名を限度として家族会員といいます。
本会員は、家族会員に対し、本会員に代わって家族カード（第2条第1項
で定義される「家族カード」として定義のうち家族会員に貸与されるもの
をいう。また当該カードのカード番号を含むものとする。以下本条において
同じ。）を使用して、本規約に基づくカード利用（第2章（ショッピング利用、
金融サービス）に定めるショッピング利用（第15条に定めるものをいう。以
下同じ。）、キャッシング1回払いおよびキャッシングリボ払い（以下併せて
「金融サービス」という。）ならびに第4条に定める付帯サービス等の利用
の全部または一部をいう。また、モバイル端末等にカード番号を登録する
などして、当該モバイル端末等を使用したショッピング利用または金融サ
ービスの利用等をする行為を含む。以下同じ。）を行う一切の権限（以下
「本代理権」という。）を授与します。なお、本会員は、家族会員に対する
本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある
場合は、第31条第2項所定の方法により家族会員によるカード利用の中
止を申し出るものとします。本会員は、この申し出以前に本代理権が消
滅したことを、両社に対して主張することはできません。
4.本代理権の授与に基づき、家族会員の家族カードによるカード利用はす
べて本会員の代理人としての利用となり、当該家族カード利用に基づく
一切の支払債務は本会員に帰属し、家族会員はこれを負担しないもの
とします。また、本会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者
の注意をもって家族会員をして本規約を遵守させる義務を負うものとし、
家族会員が本規約に違反した場合には、当行に対し、連帯して責任を
負うものとします。

5.本会員と家族会員を併せて会員といいます。
6.会員は申込時にカード取引を行う総合口座普通預金（以下「指定口
座」といいます。）を指定するものとします。
7.会員はふくぎんマイレージサービス「マイバンクプラス」利用規約を承
認のうえ、ふくぎんマイレージサービス「マイバンクプラス」の利用を申
し込むものとします。
8. 本会員は「ふくぎんバンクカード」、「ふくぎんアレコレVISAカード」、「ふ
くぎんアレコレMasterCard」との重複契約はできないものとします。
第2条（カードの貸与およびカードの管理）
1.当行は会員1名につき1枚のカードを貸与します。カードには「アレ
コレJCB一般」・「アレコレJCBゴールド」・「アレコレJCBヤングゴ
ールド」・「アレコレJCBリボルビング」の会員区分があります。
2.会員に貸与されるカードは、同一区分とします。
3.会員はカードを貸与されたときは、直ちにカード裏面署名欄に自
署するものとします。
4.カード上には会員氏名、会員番号、カードの有効期限、口座番号、店
番号、セキュリティコード（カード裏面に印字される場合には、署
名欄（サインパネル）に印字される7桁の数値のうち下3桁または
「SECURITY CODE」との表記で印字される3桁の数値をいう。（以
下「カード情報」といいます。）が表示されています。カードはカー
ド表面に表示された会員本人以外利用できません。また会員は善
良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を使用し、
管理するものとします。
5.カードの所有権は当行に属し、会員は他人にカード及びカード情報を貸
与・預託・譲渡および質入れする等、カード及びカード情報の占有を第三
者に移転させることは一切できないものとします。また、カード及びカ
ード情報を預託しもしくは使用させる事は、一切出来ないものとします。
6.アレコレJCBヤングゴールドカード会員は、満30歳の誕生日以降
最初に到来するカードの有効期限以降、審査のうえアレコレJCBゴ
ールドカードに切り替わるものとします。
第3条（サービスの範囲）
1.会員はカードを利用して、次のサービスを受けることができます。
（1）現金自動支払機または現金自動預入支払機（以下両者を「CDま
たはATM」という。）による指定口座の払戻し、および現金自動
預入支払機による指定口座の預入れ。（以下「キャッシュカード
サービス」といいます。）

（2）CDまたはATMによる、指定口座の当座貸越借入金の払い出し。
（以下「プラスワンサービス」といいます。）

（3）加盟店における物品の購入ならびにサービスの提供を受けたこ
とに係る代金および料金の立替支払、およびCDまたはATMによ
る立替え現金払出し。（以下「クレジットカードサービス」といい、
クレジットカードサービスは「ショッピングサービス」、「キャッシ
ングサービス」、「海外預金引出サービス」により構成されます。）

（4）自動化機器による、当座貸越専用口座の当座貸越借入金の払い
出し。（以下「カードローンサービス」といいます。）

2.家族会員は前項のサービスのうち、(1)および(3)のみを受けること

ができるものとします。
第4条（特典および付帯サービス）
1.当行は会員に対し当行の定めた特典を付与します。特典の内容については、
店頭に備え置きのパンフレットおよび当行ホームページ等に記載します。
2.当行は会員に事前に通知することなく、特典の内容を変更または
中止する場合があります。
3.会員は、クレジットカードサービスとして当行、JCBまたは当行も
しくはJCBが提携する第三者（以下「サービス提供会社」という。）が
提供するカード付帯サービスおよび特典（以下「付帯サービス」と
いう。）を当行、JCBまたはサービス提供会社所定の方法で利用する
ことができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容
については、当行が書面その他の方法により通知または公表します。
4.付帯サービスはカードの種類によって異なります。会員は、付帯サ
ービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、
また、会員が本規約または付帯サービスの利用等に関する規定等に
違反した場合、または両社が会員のカード利用が適当でないと合理
的に判断した時は、付帯サービスを利用できない場合があります。
5.会員は、当行、JCBまたはサービス提供会社が必要と認めた場合には、
当行、JCBまたはサービス提供会社が付帯サービスおよびその内容
を変更することがあります。
6.会員は、当行が認める場合、当行が別に定めるところに従い、WEBサービ
ス（「MyJCB」「MyJチェック」等を含むが、それらに限らない。以下同じ。）
の登録を行うことによりWEBサービスを利用することができます。ただし、家
族会員は、WEBサービスのうち一部の機能を利用することができません。
本会員は、入会時または入会後遅滞なく、当行が別途定める規定に同意
の上、「MyJCB」および「MyJチェック」に登録するための当行所定の手
続きをとり、また当該登録を維持するよう努めるものとします。
第5条（保証）
1.本会員は、カード利用による当行に対する一切の債務について、ふ
くぎん保証株式会社（以下「保証会社」という。）に保証を委託し、そ
の保証を受けるものとします。
2.本会員と保証会社との間の取り決めは、別途「アレコレカード保証
委託約款」に定めるものとします。
第6条（年会費・諸費用の負担）
1.本会員は当行に対し当行が通知または公表する年会費（家族会員の有無･
人数によって異なる。）を、有効期限月（カード上に表示された年月の月
をいう。）の3ヵ月後の第21条に定める約定支払日（ただし、入会後最初の
年会費については、有効期限月の翌月の約定支払日）に通帳および払戻
請求書なしで指定口座から自動引落しの方法により支払うものとします。
なお、一旦支払われた年会費は当行またはJCBの責に帰すべき事由によ
らない退会または会員資格喪失となった場合、返還しません。ただし、「ア
レコレJCBリボルビング」の年会費については免除するものとします。
2 .前項の年会費は、当行が必要と認めたときは相当な範囲で変更できるものと
し、この場合、当行の店頭またはCDまたはATM設置場所に掲示するものとし
ます。
3.本会員は、会員が負担すべき印紙代を当行所定の日に、通帳および払戻

請求書なしで指定口座から自動引落しの方法により支払うものとします。
第7条（カードの有効期限）
1.カードの期限は、カード表面下部に月、年（西暦の下2桁）の順に記載し、当
該月の月末日までとします。有効期限切れのカードは、当行が請求した場
合は、直ちに当行に返却するものとします。ただし、会員から期限の2ヶ月
前までに期限を延長しない旨の申し出がなく、当行が審査のうえ両社が引
き続き会員と認めた場合はさらに5年間延長されたものとし、以降も同様
とします。その場合新たな有効期限を記載したカードを会員に貸与します。
2.前項の規定に関わらず、プラスワンサービスについては65歳の誕
生日以降最初に到来する有効期限をもって終了するものとします。
カードローンサービスについては、第20条3項によることとします。
第8条（カードの利用枠・利用可能金額および複数カード保有における利用の調整）
1.当行は、本会員につき、商品ごとの利用可能枠として、次の利用可
能枠を審査のうえ決定します（商品ごとの利用可能枠を総称して「機
能別利用可能枠」という。）。
　① ショッピング1回払い利用可能枠
　② ショッピングリボ払い利用可能枠
　③ ショッピング分割払い/ショッピングスキップ払い利用可能枠
　④ ショッピング2回払い利用可能枠
　⑤ ボーナス1回払い利用可能枠
　⑥ キャッシング1回払い利用可能枠
　⑦ 海外キャッシング1回払い利用可能枠
2.前項の機能別利用可能枠は、以下のとおり、3つの商品群に分類され、商品群
ごとの利用可能枠（以下「内枠」という。）が設定されます。各商品群に属する
機能別利用可能枠のうち最も高い金額が、当該商品群に係る内枠となります。
（1）前項①の機能別利用可能枠・・・「ショッピング枠」として分類
（2）前項②③④⑤の機能別利用可能枠・・・「ショッピング残高枠」として分類
（3）前項⑥⑦の機能別利用可能枠・・・「キャッシング総枠」として分類
3.第1項①から⑦の機能別利用可能枠のうち最も高い金額が、カード
全体の利用可能枠（以下「総枠」という。）となります。機能別利用可
能枠、内枠および総枠を総称して、利用可能枠といいます。
4.当行は、会員のカード利用状況および本会員の信用状況等に応じて、
審査の上利用可能枠を増額または減額することができるものとし
ます。ただし、本会員より増額を希望しない旨の申し出があった場
合は増額しないものとし、第1項⑥⑦の機能別利用可能枠について
は本会員が増額を希望した場合にのみ、増額するものとします。
5.本会員が当行から複数枚のJCBカード（当行が発行するクレジットカード等
をいい、当該カードに係るカード情報を含む。以下同じ。）の貸与を受けた場合、
それら複数枚のJCBカード全体における利用可能枠は、原則として各カード
ごとに定められた利用可能枠のうち最も高い金額（当該金額を「総合与信枠」
という。）となり、それら複数枚のJCBカードにおける利用可能枠の合計金額
にはなりません。なお、総合与信枠の金額にかかわらず、各JCBカードにおけ
る利用可能枠は、当該JCBカードについて個別に定められた金額となります。
6.会員は、以下の各号のうち最も低い金額の範囲内でカードを利用する
ことができるものとします。なお、本項から第8項の定めは、第2章にお
けるショッピング利用および金融サービス利用の全てに適用されます。

（1）会員が利用しようとする商品の機能別利用可能枠から当該機能
別利用可能枠に係る利用残高を差し引いた金額

（2）会員が利用しようとする商品の属する内枠から当該内枠に係る
利用残高を差し引いた金額

（3）総枠から会員の全利用残高を差し引いた金額
7.前項の利用残高とは、会員のクレジットカード利用に基づき当行に
対して支払うべき金額（約定支払日が到来しているか否かを問わな
い。また、キャッシング1回払い手数料、ショッピングリボ払い手
数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングスキップ払い手
数料および遅延損害金は除く。）で、当行が未だ会員からの支払い
を確認できていない金額をいい、本会員分と家族会員分を合算した
金額をいいます。
8.第6項、第7項にかかわらず、本会員が当行から複数枚のJCBカードの
貸与を受け本条第5項の適用を受ける場合、第6項の利用残高は、本会
員が保有するすべてのJCBカードおよび当該JCBカードに係る規約
に基づき発行された家族カードの利用残高を合算した金額となります。
9.本会員は、利用可能枠を超えるクレジットカード利用についても
当然に支払義務を負うものとします。

10. 会員が、本条第1項②③④または⑤の機能別利用可能枠を超えてシ
ョッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピング2回払い、
ボーナス1回払いによるショッピング利用（第15条に定めるものを
いう。）をした場合、当該機能別利用可能枠を超過したご利用はシ
ョッピング1回払いを指定したものと同様に取り扱われます。
第9条（カードの利用方法）
1.会員はCD・またはATMにてカードを利用する場合は、カード表面
に記載されているカード挿入方向の指示に従ってカードを挿入し、
機能を使い分けるものとします。
2.会員がカードのデビットカード機能およびクレジットカード機能の両方を
使用できる加盟店においてカードを利用する場合には、カードを提示する
際に、いずれの機能を利用するかについて当該加盟店に申出るものとします。
3.本条第1項および第2項において会員が使用方法を誤った場合に生じる
不利益・損害については、会員が負担するものとし、また会員は、この場
合の取引に基づく債務についての支払義務を免れないものとします。
第10条（暗証番号等）
1. 会員はカードの申込時に、当行に対しキャッシュカードサービスの暗証番号
およびクレジットカードサービスの暗証番号をそれぞれ届出るものとします。
2.会員は暗証番号（以下「暗証」という）を他人に知られないよう善良なる
管理者の注意をもって管理するものとします。クレジットカードサービ
ス利用の際、登録された暗証が使用されたときは、その利用はすべて当
該カードを貸与されている会員本人が利用したものと推定し、その利用
代金はすべて本会員の負担とします。ただし、登録された暗証の管理に
つき、会員に故意または過失がない場合には、この限りではありません。
第11条（届出事項の変更）
1. 会員は、住所、氏名、電話番号、勤務先、職業、電子メールアドレス、取
引を行う目的等、一切の届出事項に変更があった場合には遅滞なく
当行所定の書面により当行に対し届出を行うものとします。なお、届

出前に生じた損害については、当行は責任を負わないものとします。
2. 本条第1項の届出を怠ったために、当行から届出の氏名、住所にあ
てて通知または送付した書類等が延着し、または到着しなかった
場合には、通常到達すべき時に到着したものとみなします。
3. 本条第1項のうち、氏名に変更があった場合、またはクレジットカードサ
ービスの暗証を変更する場合には、会員は当該カードをあわせて当行に
提出のうえ再発行の手続きを行うものとします。なお、これにより新た
にカードが交付されるまでの間、会員がカードを利用できなくなること
に伴う不利益・損害等については当行は責任を負わないものとします。
第12条（会員区分の変更）
1. 本会員が申し出、当行が審査のうえ両社が承認した場合、会員区分
を変更することができます。また、本会員が新たに別の会員区分を
指定して両社に入会を申し込んだ場合は、会員区分変更の申し出
があったものとして取り扱われることがあります。
2.会員区分の変更により、登録中のクレジットカードの暗証は無効となります。
会員区分変更の申し出の際は、あらためて暗証を登録する必要があります。
3.会員区分が変更になった場合、家族会員等の契約、利用中の機能・サービス
等が引き継がれないことがあります。また、新たな会員区分に定められた利
用限度額、利用範囲、利用方法、家族会員の有無、手数料率、利率、付帯サ
ービスの内容・条件その他等が適用されます。
第2章　ショッピング利用・金融サービス
第13条（キャッシュカードサービス）
キャッシュカードサービスの内容および取扱方法については別途定める「総合
口座取引規定」、「普通預金規定」、「ふくぎんキャッシュカード規定」、「デビット
カード規定」、および「ふくぎんICキャッシュカード特約」に定めるものとします。
第14条（プラスワンサービス）
1.プラスワンサービスの貸越極度額は当行が会員毎に定めるものと
します。ただし、この極度額を超えて当行が貸越をした場合にも、
この規定の各条項が適用されるものとし、その場合は、会員は当行
から請求があり次第、直ちに極度額を超える金額を支払います。な
お、会員が同日に数件の貸出を請求した場合、その総額が貸越極度
額を超えるときは、そのいずれを貸出すかは当行の任意とします。
2.本サービスにおける自動化機器の取扱いは「ふくぎんキャッシュ
カード規定」に準じるものとします。
3.当座貸越請求書により借入れる場合は、当行所定の当座貸越請求書に
届出の印章により記名押印して通帳とともに提出するものとします。
4.預入支払機を使用して通帳により借入れる場合は、預入支払機に
通帳を挿入し、暗証と、金額ボタンにより操作するものとします。
5.本サービスは、指定口座の残高がない場合または総合口座取引規
定に基づく当座貸越（以下「総合口座貸越」という）借入金の残高が
極度額に達している場合に利用するものとします。
6.指定口座にかかる各種料金等の自動支払の請求があり前項に該当
する場合は、本サービスにより借入れ、その借入金は自動支払の決
済に充当されるものとします。なお、この場合は、通帳および当座貸
越請求書または普通預金払戻請求書の提出を省略するものとします。
7.本サービスによる借入金がある場合に総合口座貸越借入金の担保

となる定期預金の預入れあるいは国債等の保護預けをしたときは、
本サービスによる借入金は以降、総合口座貸越極度額または極度
額増加の範囲内で、総合口座貸越借入金として取扱うものとします。
8.総合口座貸越借入金の担保となっている定期預金を解約したり、
国債等を引出し等したことにより、その借入金の残高が総合口座
貸越借入金の極度額を超えた場合、越えた金額は以降、極度額の範
囲内で本サービスによる借入金として取扱うものとします。その
場合、極度額を超える金額は直ちに支払うものとします。
9.普通預金の支払いと当座貸越（本サービスによる借入および総合
口座貸越、以下同じ）の利用とが同時に行われる場合には、当行は
その金額を合算して通帳の支払欄に記入するものとします。

10. 本サービスを受けたことによる債務の支払いは次のとおりとします。
（1）本サービスによる借入金の残高がある場合には、指定口座に入
金または振込まれた証券類は、借入金の担保として当行に譲渡
したものとし、資金化されしだい借入金の返済に充当します。

（2）本サービスによる借入金の残高がある場合には、指定口座に受入れ
または振込まれた資金（受入れた証券類の金額は決済されるまで、
この資金から除く）は、借入金の残高に達するまで自動的にその返
済にあてるものとします。なお、総合口座貸越借入金がある場合は、
プラスワンサービスによる借入金から先に返済するものとします。

（3）当行は本条第1項の極度額を超えて貸越をした場合、指定口座
に受入れまたは振込まれた資金（受入れた証券類の金額は決済
されるまで、この資金から除く）を、各種料金等の支払いに優先
して極度額を超える金額の返済に充当することができます。

11. 本条第10項の場合、当行は普通預金の支払および当座貸越の返済
の通帳記入を省略し、入金欄に普通預金への入金額のみを記入す
るものとします。また、通帳の残高欄には、当行は当座貸越残高ま
たは普通預金残高のいずれかを記入するものとします。

12. 本サービスによる借入金の利息は、付利単位を100円とし、当行所定の貸越
利率により毎日の借入金の最終残高について計算し、毎年2月と8月の当行
所定の日に指定口座から引落しまたは指定口座の貸越元金に組入れるも
のとします。なお、総合口座貸越の利息がある場合には、これを合算のうえ
同様に取扱うものとします。また、本件についての損害金は年14.0%の割合
（年365日の日割計算）によるものとします。ただし、貸越利率が年14.0%を
超える場合の損害金は、当行所定の貸越利率（年365日の日割計算）を適用
するものとします。なお、利息、手数料、保証料には損害金を付しません。

13. 第7条に定めるカードの有効期限（以下「取引期限」という）が延長さ
れずに到来した場合は、次によるものとします。
（1）取引期限到来日の翌日以降この取引による当座貸越は受けられ
ないものとします。

（2）取引期限到来日に貸越元利金がある場合は、取引期限到来日の
3ヵ月後の応答日を返済期限とし、返済期限までに貸越元利金全
額を返済するものとします。ただし、当行の判断により返済期
限を延長する場合があります。

（3）取引期限到来日の翌日以降に貸越元利金がない場合、また貸越
元利金の返済が完了した場合は、この取引は当行から通知する

事なく当然に解約されるものとします。
第15条（ショッピング利用）
1.クレジットカードサービスについて、前月16日から当月15日まで
を標準期間といいます。
2.会員はJCB、JCBの提携会社およびJCBの関係会社の認めるJCBカード
の取扱加盟店（以下「加盟店」という。）において、本条第3項から第6項に
定める方法または両社が特に認める方法により、本条その他両社所定の
定めに従い、会員と加盟店との間で直接現金決済を行わずに、加盟店に
対する支払いを当行に対して委託することにより、加盟店から商品もしくは
権利を購入し、または役務の提供等を受けることができます（以下「ショッピ
ング利用」という。）。会員が加盟店においてカードを利用したことにより、会
員の加盟店に対する支払いにつき、会員が当行に対して弁済委託を行っ
たものとみなし、当行は自らまたは第三者を介して、加盟店に対して、会員
に代わって立替え払いを行います。また、会員は加盟店の店頭（自動精算
機の場合を含む。）において、JCB所定の方法により、カードを提示し、また
は非接触ICカード等を所定の機器にかざし、加盟店の指示に従って、所
定の売上票にカードの署名と同じ署名を行うこと、加盟店に設置されてい
る端末機に暗証番号を入力すること、または、署名と暗証番号の入力の
両方を行うことによりショッピング利用を行うことができます。なお、売上票へ
の署名または加盟店に設置されている端末機への暗証番号の入力等に
かえて、所定の手続きを行うことにより、または売上票への署名や端末機
への暗証番号の入力を省略して、ショッピング利用ができることがあります。
3.インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引そ
の他両社が特に認めた取引を行う加盟店においては、会員は、加盟店所
定の方法で、カード情報等を送信もしくは通知する方法により、または当該
方法に加えてセキュリティコードもしくはJ/Secure（TM）利用者規定に定
めるパスワードを送信する方法により、ショッピング利用を行うことができま
す。この場合、会員はカードの提示および売上票への署名を省略すること
ができます。
4.両社が特に認めたホテル・レンタカー等の加盟店における取引について
は、予め会員が加盟店との間で合意している場合には、会員は、ショッピン
グ利用代金額の一部についてのみ、加盟店に対してカードの提示、売上
票への署名等を行い、残額（署名等を行った後、利用が判明した代金を
含む。）についてはカードの提示、売上票への署名等を省略することがで
きます。
5.通信料金等両社所定の継続的役務については、会員が会員番号等を
事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受ける
ことができます。会員は、加盟店に登録した会員番号等に変更があった場
合ならびに退会または会員資格喪失等に至った場合、加盟店に当該変
更、退会または会員資格喪失等を申し出るものとします。なお、上記の事由
が生じた場合には、当行またはＪＣＢが会員に代わって当該変更、退会ま
たは会員資格喪失等の情報を加盟店に対し通知する場合があることを
会員は予め承認するものとします。また、会員に、退会または会員資格喪
失等の通知がなされた後であっても、当該加盟店におけるカード利用につ
いて、本会員は第42条第1項なお下記および第42条第4項に従い、支払
義務を負うものとします。

6.会員のショッピング利用に際して、加盟店が当該利用につき当行
に対して照会を行うことにより当行の承認を得るものとします。
ただし、利用金額、購入する商品・権利および提供を受ける役務の
種類によってはこの限りではありません。
7.ショッピング利用のためにカード（カード情報を含む。以下本項において
同じ。）が加盟店に提示または通知された際、カードの第三者による不正
利用を防止する目的のために、当行は以下の対応を行うことがあります。
（1）当行は、事前または事後に、電話等の方法により直接または加盟
店を通じて会員本人の利用であることを確認する場合があります。

（2）当行、JCBまたはJCBの提携会社が当該加盟店より依頼を受け
た場合、当行またはJCBにおいて会員の会員番号・氏名・住所・電話
番号その他当該ショッピング利用の申込者が加盟店に届け出
た情報と会員が両者に届け出ている個人情報を照合し、一致の
有無を当該加盟店に対して回答する場合があります。

（3）カードの第三者による不正利用の可能性があると当行が判断し
た場合、会員への事前通知なしにカードのご利用を保留または
お断りする場合があります。

（4）ショッピング利用の申込者に対して、セキュリティコードまたはJ/Secure
（TM）利用者規定に定めるパスワードの入力を求める場合がありま
す。申込者がセキュリティコードまたはJ/Secure（TM）利用者規定に定
めるパスワードを誤って入力した場合、会員によるカードの利用を一定
期間制限することがあります。

8.当行は、約定支払額（第21条に定めるものをいう。）が約定支払日に支払
われなかった場合、本会員の当行に対する一切の債務の全部または一
部について延滞が発生している場合、その他会員のJCBカードの利用
状況および本会員の信用状況等により会員のショッピング利用が適当
でないと判断した場合には、ショッピング利用を断ることがあります。
9.家族会員が家族カードを利用して商品・権利を購入しまたは役務
の提供等を受けた場合、家族会員は本会員の代理人として加盟店
との間でそれらに係る契約を行ったものとみなし、当該契約に基
づく債務は本会員が負担するものとします。

10.会員は、現金を取得することを目的として商品・権利の購入または役務の
提供などにカードのショッピング枠、ショッピング残高枠（第８条第２項に定
めるものをいう。）を利用すること（以下「ショッピング枠現金化」という。）は
できません。なお、ショッピング枠現金化には以下の方式等がありますが、現
金を取得することを目的とするショッピング利用枠である限り、方式の如何
を問わず、禁止の対象となります。
（1）商品・権利の購入、役務の提供の対価として、合理的な金額以上の対
価を、カードを利用して支払い、加盟店等から現金または現金に類似
するものの交付を受ける方式

（2）商品・権利等を購入し、その対価を、カードを利用して支払った上で、当
該商品・権利等を当該商品・権利等を購入した加盟店その他の第三
者に有償で譲渡する方式

（3）現行紙幣もしくは貨幣、またはこれらが含まれる商品等をカードを利用し
て購入する方式

11. 貴金属、金券類（ギフトカード、回数券等を含みますが、これらに限られま

せん。）、パソコン等の一部の商品の購入および電子マネーの入金等につ
いては、第8条第6項に定める金額の範囲内であったとしても、会員のシ
ョッピング利用が制限され、カードをご利用になれない場合があります。

12. 当行、JCB、JCBの提携会社またはJCBの関係会社と加盟店間の契約
が債権譲渡契約の場合、会員はショッピング利用代金の債権につ
いて以下のことを予め異議なく承諾するものとします。なお、債権
譲渡に際しては、JCBが認めた第三者を経由する場合があります。
（1）加盟店から当行に対して債権譲渡すること。
（2）加盟店からJCBに対して債権譲渡したうえで、当行がJCBに対
して立替払いすること。

（3）加盟店からJCBの提携会社に対して債権譲渡したうえで、当行
が当該JCBの提携会社に対して立替払いすること。

（4）加盟店からJCBの関係会社に対して債権譲渡したうえで、JCB
が当該JCBの関係会社に対して立替払いし、さらに当行がJCB
に対して立替払いすること。

13. 当行、JCB、JCBの提携会社またはJCBの関係会社と加盟店間の契約
が立替払い契約の場合、会員はショッピング利用代金の債権につ
いて以下のことを予め異議なく承諾するものとします。
（1）当行が加盟店に対して立替払いすること。
（2）JCBが加盟店に対して立替払いしたうえで、当行がJCBに対し
て立替払いすること。

（3）JCBの提携会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、当行が
当該JCBの提携会社に対して立替払いすること。

（4）JCBの関係会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、JCBが
当該JCBの関係会社に対して立替払いし、さらに当行がJCBに
対して立替払いすること。

14. 商品の所有権は、加盟店から当行に債権が譲渡されたとき、または
当行が加盟店、JCBもしくはJCBの提携会社に対して立替払いをし
たときに当行に移転し、ショッピング利用代金の完済まで当行に
留保されることを、会員は承認するものとします。

15. ショッピング利用代金の支払区分は、ショッピング1回払い、ショッピング2
回払い、ボーナス1回払い、ショッピングリボ払い、支払回数が3回以上でか
つ当行所定の支払回数のショッピング分割払い（以下「ショッピング分割払
い」という。）のうちから、会員がショッピング利用の際に指定するものとし
ます。ただし、ショッピング2回払い、ボーナス1回一括払い、ショッピングリ
ボ払い、ショッピング分割払いは、当行が指定する加盟店においてのみ利用
できるものとします。なお、ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッ
ピングリボ払いおよびショッピング分割払い取扱加盟店において会員が支
払区分を指定しなかった場合は、すべてショッピング1回払いを指定したも
のとして取り扱われます。また、ショッピングリボ払い、ショッピング分割
払いを指定した場合、ショッピング利用代金に所定の手数料が加算されます。

16.前15項にかかわらず、当行が認めた場合、会員は、以下の方式で、ショッ
ピング利用代金の支払区分をショッピングリボ払い、ショッピング分割払い
またはショッピングスキップ払いに指定することができます。会員は、当該
サービスに関する規定・特約等がある場合はそれに従うものとします。た
だし、いずれの場合でも、電子マネーの入金、カードの付帯サービス料金

その他当行が指定するものについては、以下の方式による支払区分の
指定を行うことはできず、ショッピング1回払いのみの指定となります。
（1）本会員が申し出、以後のショッピング利用代金の支払いをすべ
てショッピングリボ払いとする方式。なお、本方式を利用する
場合は、規約末尾の手数料率となります。

（2）当行が別途定める期日までに会員が支払区分の変更を希望するショ
ッピング利用を特定して申し出、当行が指定した月の約定支払日から別
の支払区分を指定したショッピング利用代金をショッピングリボ払い、ショ
ッピング分割払いまたはショッピングスキップ払いに変更する方式。本方
式を利用する場合は、カード利用日にショッピングリボ払い、ショッピング
分割払いまたはショッピングスキップ払いの指定があったものとします。
なお、1回のショッピング利用代金の一部についてのみ支払区分を変更
することはできません。

17. 本会員は、会員が標準期間においてショッピング利用を行った場合、
本条第12項、第13項、第14項における当行、JCB、JCBの提携会社、
JCBの関係会社または加盟店の各間の立替払いの有無にかかわらず、
第18項、第19項の場合を除き、以下のとおり支払うものとします。
（1）ショッピング1回払いを指定した場合、当該ショッピング利用
代金額を、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日

（2）ショッピング2回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金の
半額（1円単位とし、端数が生じた場合は初回の約定支払日に算入しま
す。）を、標準期間満了日の属する月の翌月および翌々月の約定支払日

18. 本会員は、会員がショッピング利用においてボーナス1回払いを指
定した場合、原則として、以下のとおり支払うものとします。ただし、
加盟店によりボーナス1回払いの取扱期間が異なることがあります。
（1）前年12月16日から当年6月15日までの当該ショッピング利用代
金を、当年8月の約定支払日

（2）当年7月16日から当年11月15日までの当該ショッピング利用代
金を、翌年1月の約定支払日

19.本会員は、会員がショッピング利用においてショッピングリボ払いまたはショッ
ピング分割払いまたはショッピングスキップ払いを指定した場合、第20項か
ら第22項または第23項から第32項に定めるとおり支払うものとします。

20. 本会員は、会員がショッピングリボ払いを指定した場合、以下のと
おり支払うものとします。
（1）標準期間におけるショッピング利用代金額に対してする標準期間満

了日の属する月の16日から翌月の約定支払日までの間当行所定の手
数料率を乗じたショッピングリボ払い手数料を、翌月の約定支払日。
ただし、ア当該ショッピング利用により第8条第1項②の機能別利用
可能枠にかかる利用残高が当該機能別リボルビング・分割払い利用可
能枠を超える場合の超過金額、およびイ標準期間におけるショッピン
グリボ払いのショッピング利用代金額とショッピングリボ払い利用
残高の合計金額が（2）に定めるリボ払元金以下の場合の当該ショッピ
ング利用代金額は当該手数料の計算から除かれるものとします。

（2）（1）の手数料のほか、以下の金額（以下「ショッピングリボ払い弁済金」
という。）を毎月の約定支払日。ただし、ボーナス増額払いを指定した
場合、ボーナス指定月の約定支払日において会員が指定した金額を

加算して支払うものとします。なお、ショッピングリボ払い弁済金の
当行に対する本会員の債務の充当は当行所定の方法により行います。
（リボ払元金）
前月15日のショッピングリボ払い利用残高が、会員の指定した
支払方法により決定されるショッピングリボ払い元金（以下「リ
ボ払元金」という。）以上の場合は当該リボ払元金。リボ払元金未
満の場合は当該ショッピングリボ利用残高。
（ショッピングリボ払い手数料）
前月の約定支払日のショッピングリボ払い利用残高（同日に支
払うリボ払元金、ボーナス加算額および前々月16日から前月の
約定支払日までのショッピングリボ払い利用額を差し引いた金
額）に対して前月の約定支払日の翌日から当月の約定支払日ま
での間当行所定の手数料率を乗じた金額。

21. 当行が認めた場合、本会員は支払方法の変更およびボーナス増額
払いの追加指定、加算額の変更をすることができます。

22. 本会員は、ショッピングリボ払い弁済金および第20項の手数料に
ついては、同項の支払方法のほか本規約末尾に記載の「繰上返済方
法」に従い随時支払うことができます。

23. 本会員は、会員がショッピング分割払いを指定した場合、ショッピ
ング利用代金に会員の指定した支払回数に応じた当行所定の割賦
係数を乗じたショッピング分割払い手数料を加算した金額（以下「分
割支払金合計額」という。）を支払うものとします。

24. 分割支払金合計額を支払回数で除した金額を分割支払金（ただし、計算上
の都合により初回および最終回の分割支払金は金額が異なります。）とし、
標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日から支払回数回にわたり
最終約定支払日まで、分割支払金を各約定支払日に支払うものとします。

25. 各分割支払金における分割支払元金と手数料の内訳の計算方法に
ついては以下のとおりとします。
（1）初回の分割支払金の内訳
手数料＝標準期間に利用した場合、ショッピング利用代金に対
する標準期間満了日の属する月の16日から翌月10日までの間当
行所定の手数料率を乗じた金額
分割支払元金＝分割支払金から上記手数料を差し引いた金額

（2）第2回の分割支払金の内訳
手数料＝ショッピング分割払い残元金（ショッピング利用代金－
（1）の分割支払元金）に当行所定の手数料率（月利）を乗じた金額
分割支払元金＝分割支払金から上記手数料を差し引いた金額

26. ボーナス併用ショッピング分割払いを指定した場合、本会員は、ショッピン
グ利用代金の半額を第23項、第24項、第25項の規定に従い支払い、残額を当
行所定の方法によりボーナス月（1月および8月）の約定支払日に支払うもの
とします。なお、初回から最終回までの約定支払日にボーナス月の約定支払
日に該当する日がない場合、ボーナス併用ショッピング分割払いを指定しな
かったものとして取り扱われます。第12項、第13項、第14項に定める債権譲
渡または立替払手続きの遅延その他の事務上の都合により、ボーナス月の約
定支払日に該当する日がないこととなった場合についても同様とします。

27. 本会員は、ショッピング分割払い残元金および手数料については、

第24項、第26項の支払いのほか、当行本規約末尾に記載の「繰上返
済方法」に従い一括で支払うことができます。

28.本会員は、会員が第15条第6項の規定に従いショッピングスキップ払いを
指定した場合、ショッピング利用代金額に、以下のショッピングスキップ払い
手数料を加算した金額を、標準期間満了日の属する月の翌 月々から標準
期間満了日の属する月の7ｶ月後の月までのうちから会員が指定した月（以
下「スキップ指定月」という。）の約定支払日に一括（1回）で支払うものとし
ます。なお、会員が一度指定した約定支払日を再度変更することはできま
せん。

29.ショッピングスキップ払いの手数料は、標準期間におけるショッピング利用代
金額に対して標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日翌日から
スキップ指定月の約定支払日までの経過月数と、当行所定の手数料率
（月利）を乗じた金額。
30.本会員は、ショッピングスキップ払いに関する債務の支払いを本規約末尾
に記載の「繰上返済方法」に従い一括で支払うことができます。

31.本会員が、会員のクレジットカード利用に基づき当行に対して支払うべき約
定支払額を約定支払日に支払わなかった場合には、約定支払額（ただ
し、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングス
キップ払い手数料、金融サービスの手数料および利息ならびに遅延損害
金等は除きます。）に対しその翌日から完済に至るまで、また、本規約に基
づき当行に対して負担する債務につき期限の利益を喪失した場合には、
残債務全額（ただし、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手
数料、ショッピングスキップ払い手数料、金融サービスの手数料および利息
ならびに遅延損害金等は除きます。）に対し期限の利益を喪失した日の翌
日から完済に至るまで、それぞれ以下に定める利率を乗じた遅延損害金
を支払うものとします。
・ショッピング1回払い、ショッピングリボ払い　年14.60％
・キャッシング1回払い　年20.00％
・ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッピングスキップ払い
法定利率

32.第31項にかかわらず、ショッピング分割払いに係る債務については以下の
遅延損害金を支払うものとします。
（1）分割支払金の支払いを遅延した場合は、分割支払金のうち分割支払
元金に対し約定支払日の翌日から完済に至るまで年１４.６０％を乗じた
金額。ただし、当該遅延損害金はショッピング分割払い残元金に対し
法定利率を乗じた額を超えない金額。

（2）分割支払金合計額の残額の期限の利益を喪失した場合は（（１）の場
合を除く）、ショッピング分割払い残元金に対し期限の利益を喪失した
日の翌日から完済に至るまで法定利率を乗じた金額。

第16条（見本・カタログ等と現物の相違）
会員は、見本・カタログ等により申し込みをした場合において、引き渡
された商品・権利または提供された役務等が見本・カタログ等と相違し
ている場合は、加盟店に商品、権利、役務等の交換を申し出るかまたは
売買契約の解除または役務提供契約の解除ができるものとします。
第17条（支払停止の抗弁）
1.会員は、加盟店から購入した商品、権利または提供を受けた役務に

関する紛議について、当該加盟店との間で解決するものとします。
2.第１項にかかわらず、本会員は、ショッピングリボ払いショッピング分割払い、
ショッピングスキップ払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払いを指
定もしくは変更して購入した商品もしくは割賦販売法に定める指定権利ま
たは提供を受けた役務（以下併せて「商品等」という。）について次の事
由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商
品等について、当行への支払いを停止することができるものとします。
（1）商品の引き渡し、指定権利の移転または役務の提供がないこと。
（2）商品等に破損、汚損、故障、その他の瑕疵があること。
（3）その他商品等の販売について加盟店に対して生じている抗弁事由が
あること。

3.当行は、本会員が第2項の支払いの停止を行う旨を当行に申し出た
ときは、直ちに所要の手続きをとります。
4.本会員は、第3項の申し出をするときは、予め第2項の事由の解消の
ため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
5.会員は、本会員が第3項の申し出をしたときは、速やかに第2項の事由
を記載した書面（資料がある場合には資料添付のこと。）を当行に提
出するよう努めるものとします。また当行が第2項の事由について調
査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
6.第2項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停
止することはできないものとします。
（1）ショッピングリボ払いの場合において、1回のカード利用におけるショッピ
ング利用代金額が3万8千円に満たないとき。ショッピング分割払い、ショ
ッピングスキップ払い、ショッピング2回払いまたはボーナス１回払いの場
合において、1回のカード利用における分割支払金合計額が4万円に
満たないとき。

（2）本会員による支払いの停止が信義に反すると認められたとき。
（3）会員によるショッピング利用が営業のために行うショッピング
利用である場合または海外でのショッピング利用である場合等、
割賦販売法第35条の3の60に定める適用除外条件に該当するとき。

第18条（アレコレキャッシング1回払い）
1. 会員は、当行所定の現金自動支払機（以下「CD」という。）、現金自動預
払機（以下「ATM」という。）等でカードおよび登録された暗証番号を使
用することにより金銭を借り入れることができます（以下「キャッシ
ング1回払い」という。）。その場合、会員は当行に対し、当行所定の金融
機関利用料を支払うものとします。なお、CD・ATMの機種や設置地域、店
舗等により、利用できない取引があり、また、CD・ATMの設置店舗の営
業時間やシステム保守等により、利用できない時間帯があります。
2.キャッシング1回払いにおける融資の日（以下「融資日」という。）は、CD・ATM
もしくは次条第3項に定める窓口等で融資を受けた日とします。お支払い口
座へは、当行に代わり、JCBが立て替えて融資金を振り込む場合があります。
3.会員は、第8条に定める金額の範囲内でキャッシング1回払いサー
ビスを利用することができます。
4.本会員は、会員が標準期間にキャッシング1回払いを利用した場合、標準
期間満了日の属する月の翌月の約定支払日に、標準期間の借入金合計額
およびキャッシング1回払い手数料（各借入金に対してキャッシング1

回払い融資日の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払
日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額）を支払うものとします。
なお、本会員は本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日
の前に借入金及び手数料の全額または一部を随時支払うことができます。
5.当行は、約定支払額が約定支払日に支払われなかった場合、本会員
の当行に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生し
ている場合、その他会員の利用状況および本会員の信用状況等によ
り会員のキャッシング1回払いの利用が適当でないと判断した場合
には、新たなキャッシング1回払いの利用を中止することができる
ものとします。なお、延滞の発生により利用を中止する場合は、本会
員の当該延滞に係るその後の支払い状況に関わらず、当行が定める
一定の期間内において継続して利用を中止する場合があります。
6.会員が、日本国外で本サービスを利用し、その引出額が指定口座の
預金残高の範囲内である場合には、会員が第19条に定めるサービ
スを受けたものとみなします。
第18条の２（海外キャッシング）
1.会員は、前条に定めるキャッシング1回払いを日本国外においても利
用することができます（以下「海外キャッシング1回払い」という。）。
2.会員が海外キャッシング1回払いを利用する場合に適用される機能
別利用可能枠は、海外キャッシング1回払い利用可能枠となります。
3.会員は、前条第1項に定める方法のほか、当行所定の方法により、国外
の金融機関等のCD・ATMにおいて海外キャッシング1回払いを利
用できる場合があります。海外キャッシング1回払いの利用方法は、
利用される国や地域、ATMにより異なるため別途公表いたします。
4.本会員は、会員が標準期間に海外キャッシング1回払いを利用した場
合、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日に、標準期間の借
入金合計額およびキャッシング1回払い手数料（各借入金に対して
キャッシング1回払い融資日の翌日から標準期間満了日の属する月
の翌月の約定支払日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額）を
支払うものとします。なお、本会員は本規約末尾に記載の「繰上返済
方法」に従い、約定支払日の前に借入金および手数料の全額または一
部を随時支払うことができます。ただし、会員が海外キャッシング1
回払いを利用した国外の金融機関・ATM保有会社等の事務処理の都
合上、上記の約定支払日から1カ月または2カ月後の約定支払日とな
る場合があります。この場合であっても、キャッシング1回払い手数
料が本項本文に定める金額から増額されることはありません。
5.会員が海外キャッシング1回払いを利用する場合、前条第2項、第3項
および第5項の定めが適用されますが、前条第4項は適用されません。
6.海外キャッシング1回払いの利用により会員が現地通貨で現金の引
出しを行った場合であっても、海外キャッシング1回払いの借入金元
金は、JCBとJCBの提携会社が当該借入金元金の集中決済をした時点
（会員がカードを利用した日とは異なることがあります。）のJCBが
定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨としま
す。なお、換算レートおよび換算方法については、第21条第6項が適用
されるものとします。

第19条（海外預金引出しサービス）
1.海外預金引出サービス（以下「海外キャッシュサービス」といいま
す。）とは、JCBと提携する国外金融機関等のCD・ATMで、会員が
現地通貨により指定口座から預金の払戻しを受けることができる
サービスです。なお、CD・ATMの利用方法は、それぞれのCD・
ATM設置先の定めによります。
2.海外キャッシュサービスによる日本国外での払戻しに係る指定口
座からの引落しは、JCBでの処理日の3営業日後を支払日とし、通帳
および払戻請求書なしで指定口座から自動引落しの方法により支
払うものとします。
3.前項の支払については、外貨額をJCBまたは提携金融機関、提携ク
レジット会社が定める時期ならびに為替相場により円貨に換算し
た金額を前項により引落すものとします。
4.海外キャッシュサービスに係る引落しと支払日の到来しているシ
ョッピング利用、キャッシング1回払いおよびカードローンサービ
スによる債務が指定口座の預金の不足により同時に引落すことが
できない場合における引落しの選択は当行の任意とします。
5.海外キャッシュサービスによる利用可能枠は、ショッピング利用可
能枠の範囲内で当行が定める金額とします。1回当りの利用できる
金額は、JCBまたは提携金融機関、提携クレジット会社が定める金額
までとします。
6.このサービスの利用にあたっては、当行所定の手数料110円（税込み）
を申し受けます。また支払機利用手数料については、当該支払機を
設置している金融機関、提携クレジット会社の定めによります。なお、
手数料は、本条第2項の引落しと同時に引落します。
7.本条第2項および第6項の合計額が指定口座の預金の不足等により引落し
できなかった場合には、日本国外での払戻しに係る指定口座からの引落
しの取扱いはなかったものとし、かわりに全額について第18条に定める
日本国外におけるキャッシング1回払いを行ったものとみなします。な
お、この場合の手数料は第18条第4項に定める手数料を申し受けます。
第20条（カードローンサービス）
1.この取引は、カードまたは通帳使用による当座貸越とし、通帳およ
び当座貸越請求書による借入、小切手・手形の振出しあるいは引受
けは行わないものとします。
2.この取引の有効期間（貸越利用期限）、（以下「取引期限」という）は、契約
日から1年後の応答月の前月末日までとします。ただし、取引期限到来
日の前日までに当事者の一方から別段の意志表示がない場合には、こ
の取引期限は更に1年間延長するものとし、以後も同様とします。
3.前項の規定にかかわらず、満65歳を超えての取引期限の延長は行
わないものとします。
4.当行が本条第2項の取引期限延長に関する審査等の為に資料の提出
または報告を求めたときには、直ちにこれに応ずるものとします。
5.取引期限が延長されずに到来した場合は、次によるものとします。
（1）取引期限到来日の翌日以降この取引による当座貸越は受けられ
ないものとします。

（2）取引期限到来日に貸越元利金がある場合は、当行から貸越元利金全

額の返済を求めない限り、本契約の各条項に従い返済するものとしま
す。ただし、当行の判断により貸越元利金全額の返済を求める場合は、
当行が求める期限までに、貸越元利金全額を返済するものとします。

（3）取引期限到来日の翌日以降に貸越元利金がない場合、また貸越
元利金の返済が完了した場合は、この取引は当行から通知する
事なく当然に解約されるものとします。

6.カードローンサービスの貸越極度額は当行が会員毎に定めるものと
します。会員によっては貸越極度額を0円とすることができるものと
します。また、当行は会員の属性および当行との取引状況等により、こ
の取引の貸越極度額を変更できるものとします。この場合、当行は変
更後の貸越極度額及び変更日を借主に通知するものとします。
7.当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金は、当行所定の
利率（年365日の日割計算）を適用するものとします。
8.当行が特に会員に対して、当行所定の基準および方法により優遇金利を適
用した場合には、当行は会員に対して通知する事なく、いつでもその優遇
利率を変更し、または優遇利率の適用を中止する事ができるものとします。
9.この取引による借入金の返済日は、毎月4日、14日、24日のうち会員
が予め指定した日とし、会員は返済日に別表の通り返済を行うもの
とします。約定返済金額を返済した後も貸越極度額を超過する場合
は、その超過額を含めて返済します。なお、返済日の変更はできない
ものとします。利息は、付利単位100円とし、上記指定日に当行所定
の利率、方法により計算のうえ貸越元金に組入れるものとします。

10. 前項の約定返済は指定口座からの自動支払によるものとします。この
場合、会員は指定口座に、毎月の返済日までに返済金相当額を預入する
ものとし、当行は返済日に預金通帳および請求書なしで払い出しのうえ、
返済に当てるものとします。ただし、指定口座の残高が約定返済金額に
満たない場合、その一部の返済にあてる取扱いは行わないものとします。
なお、自動引落しが約定返済日にできない場合において、当行は約定返
済日以降いつでも同様の方法により取扱いできるものとします。

11. 本条第10項による約定返済のほか、当座貸越専用口座への入金ま
たは振込みにより、随時に任意の金額を返済する事ができるもの
とします。ただし、入金額が当座貸越残高相当額を超える場合は、
その超える金額を指定口座に入金するものとします。
第3章　カードの支払い方法その他
第21条（クレジットカードサービスの利用代金等の支払）
1.ショッピングサービスおよびキャッシング1回払いによる本会員の当行に
対する債務は、毎月15日に締切り翌月10日（当行休業日の場合は翌営業日）
に通帳および払戻請求書なしで指定口座から自動引落しの方法により支払
うものとし、当該支払金額を約定支払額といいます。ただし、支払日等につい
て別に定めがある場合は、その定めに従うものとします。なお、加盟店の事務
上の都合により支払日は翌々月以降の10日（同前）になることがあります。
2.会員が本規定に違反してカードを利用した場合ならびに本規定に
定める以外の方法によりカードを利用した場合でも本会員は支払
義務を負うものとし、その支払いは本条第1項と同様とします。
3.当行が本会員に明細（本条第９項に定めるものをいう。）の通知手続を行
った後に、会員が本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支

払日の前に借入金等を支払ったこと、または会員がキャッシング１回払いを
利用したこと等により、本会員が本規約に基づき当行に支払うべき手数料
または利息の金額と当行が前項の方法により約定支払日に本会員から
実際に支払いを受けた手数料または利息の金額との間に差額が生ずる
場合、当行は翌月の約定支払日に本会員に当該差額を返金するなどの
方法により精算することを本会員は承諾するものとします。なお、当行は本
会員が前項に従い翌月の約定支払日に支払うべき約定支払額から当行
が本会員に返金すべき金額を差し引くことができます。
4.会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務につい
ては、JCBの関係会社が加盟店等に第15条第10項、第11項、第12項にか
かる債権譲渡代金等を支払った時点（会員がカードを利用した日とは
異なることがあります。）のJCBが定める換算レートおよび換算方法
に基づき円換算した円貨により、本会員は当行に対し支払うものとし
ます。
5.会員が国外でカードを利用した場合において、JCBの関係会社が加盟店
等に第15条第10項、第11項、第12項にかかる代金等を支払った後に、会
員と加盟店間のカード利用にかかる契約が解除された場合等、当行が会
員へ返金を行う場合は、原則として、前項に基づきJCBの関係会社が加
盟店等に第15条第10項、第11項、第12項にかかる代金等を支払った時点
のJCBが定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によ
るものとします。ただし、当行がかかる時点を特定することが不可能な
場合等、やむを得ない事情がある場合には、JCBの関係会社が加盟店等
との間で当該解除等にかかる手続を行った時点（会員が加盟店等との間
で当該解除等にかかる手続きを行った日とは異なることがあります。）
のJCBが定める換算レートおよび換算方法による場合があります。
6.会員が国外で付加価値税（VAT）返金制度を利用した場合において、当行
が会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方法は、JCBの関係会社
が付加価値税（VAT）返金制度取扱免税会社との間で当該返金にかかる
手続きを行った時点（会員が付加価値税（VAT）返金制度を利用した日ま
たはカードを利用した日とは異なることがあります。）のJCBが定める換
算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。
7.第4項から第6項の換算レートおよび換算方法は、原則として、JCB指定金
融機関等が指定した為替相場を基準にJCBが定めるものとし、別途公表い
たします。なお、一部の航空会社その他の加盟店等におけるカード利用の
場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算されたうえ、
JCBが定める換算レートおよび換算方法により円換算することがあります。
8.本会員の当行に対する弁済期の到来している債務について、当行は
随時支払いを受けることができるものとします。また弁済期の到来
しているショッピングサービス（日本国外におけるキャッシングサ
ービスを含む）による債務と日本国内におけるキャッシングサービ
スによる債務の合計額が指定口座の預金不足等により引き落としで
きない場合には、そのいずれかに充当するかは当行の任意とします。
9.当行は、本会員の約定支払額、ショッピングリボ払い利用残高、ショッピング
分割払い利用残高（ショッピングスキップ払い利用残高を含む。）およびキ
ャッシングリボ払い利用残高等（以下「明細」という。）を約定支払日の当月
初め頃、当行所定の方法により、本会員に通知します。なお、年会費のみ

の支払いの場合、明細の通知を省略することがあります。
第22条（外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令の適用）
日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外国為替及び
外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要
とする場合には、当行の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国
外でのカードの利用の制限若しくは停止に応じていただくことがあります。
第23条（手数料率、料率の算定方法、変更等）
1. 手数料率、利率（遅延損害金の利率を含む。以下本条において同じ。）
等の計算方法については、本規定において別途定める場合を除き、1
年を365日（うるう年は366日）とする日割方式による計算とします。
2.当行は各サービスにおける利率および手数料を、金融情勢の変化その他相
当の事由がある場合には一般に行われる程度のものに変更できるものと
します。この場合、当行の店頭または現金自動支払機設置場所に掲示する
ものとします。また、第35条の規定にかかわらず当行から手数料率、利率
の変更を通知した後は、リボルビング払いについては変更後の未決済残高
または融資残高に対し、分割払い及びキャッシングサービスについては変
更後の利用分から、変更後の手数料率・利率が適用されるものとします。
第24条（カードの紛失、盗難、偽造）
1. カードまたはカード情報あるいはチケット（タクシーチケット等）が紛失・
盗難・詐取・横領等（以下まとめて「紛失・盗難」という）により他人に不正利
用された場合、本会員は、そのカードまたはカード情報の利用により発生す
る利用代金、チケット利用代金についてすべて支払義務を負うものとします。
2.本条第1項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当行またはJCB
に届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当行またはJCBの請求によ
り所定の紛失、盗難届を当行またはJCBに提出した場合、当行は、本会員に対
して当行またはJCBが届け出を受けた日の60日前以降のクレジットカード
サービスによるカードの利用代金について、その支払いを免除します。
3.偽造カードの使用に係るカード利用代金については、本会員は支
払義務を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調
査に協力するものとします。
4.前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に
故意または過失があるときは、その偽造カードの利用代金につい
て本会員が支払義務を負うものとします。
5.カードの紛失・盗難・偽造により生じた損害の処理については、「ふ
くぎんキャッシュカード規定」、「デビットカード取引規定」をそれ
ぞれ適用することとします。
第25条（カードの利用代金の支払に関する免責事項）
第24条のカードの紛失・盗難に関し、会員が下記のいずれかに該当すると
きは、本会員のカードの利用代金の支払いは免除されないものとします。
（1）会員が第2条に違反したとき。
（2）会員の家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき。
（3）会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法
令違反によって紛失、盗難が生じたとき。

（4）紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき。
（5）会員が当行の請求する書類を提出しなかったとき、または当行等
の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。

（6）カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき（第7条第
2項ただし書きの場合を除く。）。

（7）戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき。
（8）その他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。
第26条（カードの再発行）
1.両社は、カードの紛失、盗難、破損、汚損等またはカード情報の消失、不正
取得、改変等の理由により会員が希望した場合、両社が審査のうえ原則
としてカードを再発行します。この場合、本会員は、自己に貸与されたカ
ードの他、家族カードの再発行についても当行所定の再発行手数料を支
払うものとし、再発行手数料は両社が別途通知または公表いたします。
なお、合理的な理由がある場合はカードを再発行しない場合があります。
2.両社は、両社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断
した場合、会員番号の変更ができるものとします。
第27条（サービスの一時停止）
1. 会員は、本会員が本規定に定める当行に対する債務のいずれかの
支払いを怠った場合、その債務を完済するまでキャッシュカード
サービスを除くサービスを受けられないものとします。
2.当行は、会員が本規定に違反し若しくは違反するおそれがある場合、
カードの利用状況に不審がある場合には、サービスの全部または一
部について一時的に停止し、若しくは、加盟店や自動化機器等を通
じてカードの回収を行うことができます。加盟店からカード回収の
要請があったときは、会員は異議なくこれに応ずるものとします。
第4章　期限の利益喪失・会員資格の取消・退会等
第28条（期限の利益喪失）
1. 会員が次の各号の事由のいずれかに該当したときは、当行は本会
員への通知催告等を要せず、本会員は本規定に基づく一切の債務
について当然に期限の利益を失い、カード利用により当行に対し
て負担した一切の債務を直ちに支払うものとします。
（1）保証会社から保証の取消または解約の申出があったとき。
（2）支払の停止または破産・民事再生、金銭の調整に係る調停の申立
てを受けたとき、または自らこれらの申立てをしたとき。

（3）手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
（4）会員の預金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差
押または差押の命令通知が発送されたとき。

（5）カード改ざん、不正使用等当行がカードの利用を不適当と認めたとき。
（6）住所変更の届出を怠るなど、会員の責めに帰すべき事由によって、
当行において会員の所在が不明となったとき。

（7）ショッピングリボ払いまたは、ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払
い、ショッピング２回払いまたはボーナス1回払いによるショッピング代金
債務、その他本会員の当行に対する債務の支払いの履行を遅滞し、
当行から20日以上の相当な期間を定めて書面で支払いの催告をされ
たにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。

2.本会員は、当行に支払うべき債務の履行を遅滞し相当期間を定めた当
行からの催告後に是正されない場合、および第30条1項の規定により会
員資格（家族会員を含む）を取り消された場合、ショッピングリボ払い、
ショッピング分割払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払い

によるショッピング代金債務を除く本規定に基づく債務について当然
に期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。
3.会員が次の各号の事由のいずれかに該当したときは、当行からの本会員への
通知催告等により、本会員は期限の利益を失い、カード利用により当行に対
して負担した一切の債務を直ちに支払うものとします。なお、この場合、本会
員が住所変更の手続きを怠る、あるいは本会員が当行からの通知催告等を受
領しないなど、本会員の責に帰すべき事由により、通知催告等が延着しまた
は到着しなかった場合は、通常到着すべき時期に到達したものとみなします。
（1）本規定に定める事項の1つにでも違反したとき。
（2）本規定に基づくカード取引に関し、当行に虚偽の資料提供また
は報告をしたとき。

（3）指定口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またその
恐れがあると当行が認めたとき。

（4）前各号のほか当行が債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
4.本会員は、第29条の事由により会員資格を取消された場合、本規約
に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債
務の全額を支払うものとします。
第29条（反社会的勢力の排除）
1. 会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過し
ない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ
または特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者（以下、これらを「暴力
団員等」という）に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しな
いことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
（1）暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
（2）暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を
有すること

（3）自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三
者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を
利用していると認められる関係を有すること

（4）暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するな
どの関与をしていると認められる関係を有すること

（5）役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会
的に非難されるべき関係を有すること

2.会員は、自らまたは第三者を利用して、当行に対し次の各号の一に
でも該当する行為を行わないことを確約いたします。
（1）暴力的な要求行為
（2）法的な責任を超えた不当な要求行為
（3）取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
（4）風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、ま
たは業務を妨害する行為

（5）その他前各号に準ずる行為
3.会員が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前
項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表
明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、会員との取引を継続す
ることが不適切である場合には、会員は当行から請求があり次第、当行に
対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。

4.前項の規定の適用により、会員に損害が生じた場合にも、当行になんらの請
求をしません。また、当行に損害が生じたときは、会員がその責任を負います。
5.会員は、本契約締結日時点で会員と当行との間に存在するいっさ
いの融資・ローン・クレジットカード取引についても、本条項が適
用されることに同意いたします。 
第29条の2（マネーロンダリング等の禁止）
会員は、マネーロンダリング、反社会的勢力（テロリストを含む。）に対して資
金供与等をすること、または経済制裁関係法令その他の法令もしくは国際
的な規制に抵触する行為（以下、これらを総称して「マネー・ロンダリング等」
という。）を遂行する目的で、またはマネーロンダリング等を遂行する手段とし
て、カードを利用してはならないものとします。
第30条（会員資格の取消）
1. 両社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当行において会員とし
て不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことがで
きるものとします。ただし、（3）においては相当期間を定めた当行からの通知、
催告後に是正されない場合に会員資格を取消すことができるものとします。
（1）カードの申込に際し、氏名、住所、勤務先、年収、家族構成等、会員
の特定、信用状況の判断に係る事実について虚偽の申告をしたり、
カードを不正に使用した場合。

（2）本規定のいずれかに違反した場合。
（3）カード利用代金等、当行に対する債務の履行を怠った場合。
（4）換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況
が不適当若しくは不審があると当行が判断した場合。

（5）指定口座を両社の同意なく解約したとき。
（6）会員が、本会員として当行から複数のカードを貸与されている場合、

他のカードについて上記事項のいずれかに該当する事由が生じたとき。
（7）当行が更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過したとき。
（8）当行が発行したカードを会員が受領する意思がない、または当
行から要請があるにもかかわらず受領を行わない場合。

2.会員資格を取消されたときは、会員は速やかにカード及びチケット等、
当行から貸与された物品を当行に返還するものとします。また、会員
資格を取消された場合、会員は当行に対する会員資格に基づく権利を
喪失するものとします。また、本会員が会員資格を喪失した場合、当然
に家族会員も会員資格を喪失します。なお、本会員は、会員が会員資格
喪失後にカードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。
3.当行は、会員資格の取消を行なった場合、カード及びチケット等の無効
通知並びに無効登録を行い、加盟店等を通じてこれらの返還を求めるこ
とができるものとします。会員は、加盟店等からこれらの返還を求めら
れたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当行に返還するものとします。
第31条（退会）
1.本会員が退会をする場合は、本会員、家族会員全員のカード及び貸与
されたチケット等を添え、当行所定の届出用紙により当行に届出るも
のとします。この場合、債務全額を弁済していただくこともあります。
2.家族会員のみが退会をする場合は、退会する家族会員のカード及び貸与され
たチケット等を添え、当行所定の届出用紙により当行に届出るものとします。
3.カード返却前に生じた損害についてはすべて会員の負担とします。

4.会員は本取引の終了・解約後、当行に対する本規定に基づくカード
取引による債務が残存する場合には、指定口座に受入れまたは振
込まれた資金（受入れた証券類については全額決済されるまでこ
の資金から除く）について、当行が債務完済に至るまで指定口座か
ら引落し、この債務の弁済に充当されても異議ないものとします。
第32条（相殺または払戻充当）
1.本会員が本規定に定める当行に対する債務を履行しなければならない場
合には、その債務と会員の預金その他の債権とを、その債権の期限のいか
んにかかわらず、いつでも当行は相殺できるものとします。この場合当行
は本会員にかわり諸預け金を払戻し、債務の弁済に充当することができ
るものとします。この場合、当行は本会員に対し書面により通知します。
2.本条第1項により相殺または払戻充当をする場合には、債権債務の利息、清算
金、損害金・違約金等の計算については、その期間を計算実行の日までとしま
す。また、利率・料率等について借主と銀行間に別の定めがない場合には銀行
が一般に認められている基準に基づいて定めるところによるものとし、また
外国為替相場については、当行の相殺実行日の相場を適用するものとします。
3.本会員は、弁済期にある本会員の預金その他の債権と本取引によ
る本会員の債務とを相殺することができるものとします。その場合、
相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書・
通帳等は届出印を押印して直ちに当行に提出するものとします。
4.本条第3項における債権債務の利息、清算金、損害金、違約金等の計
算については、その期間を相殺通知の到達の日までとし、利率およ
び料率は当行の定めによるものとします。
5.当行が相殺をする場合、本会員の当行に対する債務全額を消滅させるに
足らないときは、特に通知せず当行が適当と認める順序方法により充当
することができます。ただし、ショッピングリボ払いの支払停止の抗弁
に係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
6.当行が本条第1項により充当指定した時は、本会員はその充当に対
して異議を述べる事ができないものとします。
7.本会員が相殺したときの充当指定により債権保全上支障が生じるお
それがあるときは、当行は遅滞なく異議を述べ、担保、保証の有無、軽重、
処分の難易、弁済期の長短、割引手形または割引電子記録債権の決済
見込などを考慮して、当行の指定する順序方法により充当することが
できます。この場合、当行は本会員に充当結果を通知するものとします。
8.本条第3項によって当行が充当する場合には、本会員の期限未到来
の債務については期限が到来したものとして、当行はその順序方
法を指定することができます。
第33条（業務の委託）
1.当行は、「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣
より営業許可を受けた債権管理回収会社に対して、カードの債権
の管理・回収業務を委託できるものとします。
2.会員は、当行が代金決済事務その他の事務等をJCBおよび関連会社
に業務委託することを予め承認するものとします。
第34条（準拠法・合意管轄）
会員と両社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。ま
た会員と両社の間で訴訟の必要が生じた場合、当行の本支店所在地

を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
第35条（本規定の変更）
本規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化、その他の相当
の事由があると認められる場合には以下のいずれかの方法により変
更できるものとします。
（1）当行が変更内容を当行の店頭表示その他相当の方法で公表する事。
この場合、その変更内容は、公表の際に定める1ヶ月以上の相当な
期間を経過した日（以下「相当期間経過日」といいます。）から適用
されるものとします。

（2）変更内容を当行から通知する事、または新規定を送付する事。
この場合、その変更内容は、変更内容を当行から通知した後、また
は新規定を送付した後にカードを利用したとき（以下「通知後のカ
ード利用日」といいます。）に会員が承認したものとみなし、その変
更内容は、通知後のカード利用日から適用されるものとします。

（3）本規定の変更等を本条第1項の双方により行う場合、その変更内容
は、相当期間経過日または通知後のカード利用日のいずれか先に到
来した日から適用されるものとします。なお、本規約と明示的に相違す
る規定または特約がある場合は、当該規定または特約が優先されるも
のとします。

第36条（危険負担、免責条項等）
1.会員が当行に差し入れた契約書類等が、事変、災害等やむを得ない
事情によって紛失、減失または損傷した場合には、会員は当行の帳
簿、伝票等の記録に基づいて債務を返済します。なお、会員は当行
からの請求があれば直ちに代りの契約書類等を差入れます。
2.会員に対する権利の行使もしくは保全に要した費用は、会員の負担とします。
第37条（規定等の準用）
本規定に特段定めのない事項は、「普通預金規定」、「総合口座取引規定」、
「ふくぎんキャッシュカード規定」、「デビットカード規定」、および「IC
キャッシュカード特約」を準用する事とします。

以上

各種規定等・手数料について
本規約に記載の各種規定等および諸手数料について当行ホームペー
ジに掲載しています。URLは以下の通りです。
各種規定等：https://www.fukuokabank.co.jp/yakkan/
諸手数料：https://www.fukuokabank.co.jp/price/commissions/index.html
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ふくぎんアレコレJCBカード会員規定（2020年4月改定）

第1章　総則
第1条（会員） 
1.ふくぎんアレコレJCBカード（以下「カード」といいます。）とは、1枚
のカードにキャッシュカード機能（デビットカード機能を含む）、
クレジットカード機能およびローンカード機能の3つの機能を兼
ね備えたカードのことをいいます。
2. 株式会社福岡銀行（以下「当行」という）および株式会社ジェーシービー（以
下「JCB」という。）が運営するクレジットカード取引システム（以下「JCBク
レジットカード取引システム」という。）に当行およびJCB（以下「両社」とい
う。）所定の入会申込書等において、本規定を承認のうえ第2条1項に基づく
会員区分を指定して申し込まれた方で当行が審査のうえ両社が入会を承
認した方を本会員とします。会員と両社との契約は、両社が入会を承認し
たときに成立します。なお各機能の提供者は、次に定めるとおりとなります。
　・キャッシュカード機能：当行
　・クレジットカード機能：両社
　・ローンカード機能：当行
　また、金融機関等による顧客等の本人確認等および犯罪による収
益の移転防止に関する法律に基づく本人確認が当行所定の期間内
に完了しない場合は、入会を断ることがあります。
3.ＪＣＢクレジットカード取引システムに両社所定の入会申込書等において、本
規約を承認のうえ、家族会員として入会を申し込まれた本会員の家族で、
両社が審査のうえ入会を承認した方2名を限度として家族会員といいます。
本会員は、家族会員に対し、本会員に代わって家族カード（第2条第1項
で定義される「家族カード」として定義のうち家族会員に貸与されるもの
をいう。また当該カードのカード番号を含むものとする。以下本条において
同じ。）を使用して、本規約に基づくカード利用（第2章（ショッピング利用、
金融サービス）に定めるショッピング利用（第15条に定めるものをいう。以
下同じ。）、キャッシング1回払いおよびキャッシングリボ払い（以下併せて
「金融サービス」という。）ならびに第4条に定める付帯サービス等の利用
の全部または一部をいう。また、モバイル端末等にカード番号を登録する
などして、当該モバイル端末等を使用したショッピング利用または金融サ
ービスの利用等をする行為を含む。以下同じ。）を行う一切の権限（以下
「本代理権」という。）を授与します。なお、本会員は、家族会員に対する
本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある
場合は、第31条第2項所定の方法により家族会員によるカード利用の中
止を申し出るものとします。本会員は、この申し出以前に本代理権が消
滅したことを、両社に対して主張することはできません。
4.本代理権の授与に基づき、家族会員の家族カードによるカード利用はす
べて本会員の代理人としての利用となり、当該家族カード利用に基づく
一切の支払債務は本会員に帰属し、家族会員はこれを負担しないもの
とします。また、本会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者
の注意をもって家族会員をして本規約を遵守させる義務を負うものとし、
家族会員が本規約に違反した場合には、当行に対し、連帯して責任を
負うものとします。

5.本会員と家族会員を併せて会員といいます。
6.会員は申込時にカード取引を行う総合口座普通預金（以下「指定口
座」といいます。）を指定するものとします。
7.会員はふくぎんマイレージサービス「マイバンクプラス」利用規約を承
認のうえ、ふくぎんマイレージサービス「マイバンクプラス」の利用を申
し込むものとします。
8. 本会員は「ふくぎんバンクカード」、「ふくぎんアレコレVISAカード」、「ふ
くぎんアレコレMasterCard」との重複契約はできないものとします。
第2条（カードの貸与およびカードの管理）
1.当行は会員1名につき1枚のカードを貸与します。カードには「アレ
コレJCB一般」・「アレコレJCBゴールド」・「アレコレJCBヤングゴ
ールド」・「アレコレJCBリボルビング」の会員区分があります。
2.会員に貸与されるカードは、同一区分とします。
3.会員はカードを貸与されたときは、直ちにカード裏面署名欄に自
署するものとします。
4.カード上には会員氏名、会員番号、カードの有効期限、口座番号、店
番号、セキュリティコード（カード裏面に印字される場合には、署
名欄（サインパネル）に印字される7桁の数値のうち下3桁または
「SECURITY CODE」との表記で印字される3桁の数値をいう。（以
下「カード情報」といいます。）が表示されています。カードはカー
ド表面に表示された会員本人以外利用できません。また会員は善
良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を使用し、
管理するものとします。
5.カードの所有権は当行に属し、会員は他人にカード及びカード情報を貸
与・預託・譲渡および質入れする等、カード及びカード情報の占有を第三
者に移転させることは一切できないものとします。また、カード及びカ
ード情報を預託しもしくは使用させる事は、一切出来ないものとします。
6.アレコレJCBヤングゴールドカード会員は、満30歳の誕生日以降
最初に到来するカードの有効期限以降、審査のうえアレコレJCBゴ
ールドカードに切り替わるものとします。
第3条（サービスの範囲）
1.会員はカードを利用して、次のサービスを受けることができます。
（1）現金自動支払機または現金自動預入支払機（以下両者を「CDま
たはATM」という。）による指定口座の払戻し、および現金自動
預入支払機による指定口座の預入れ。（以下「キャッシュカード
サービス」といいます。）

（2）CDまたはATMによる、指定口座の当座貸越借入金の払い出し。
（以下「プラスワンサービス」といいます。）

（3）加盟店における物品の購入ならびにサービスの提供を受けたこ
とに係る代金および料金の立替支払、およびCDまたはATMによ
る立替え現金払出し。（以下「クレジットカードサービス」といい、
クレジットカードサービスは「ショッピングサービス」、「キャッシ
ングサービス」、「海外預金引出サービス」により構成されます。）

（4）自動化機器による、当座貸越専用口座の当座貸越借入金の払い
出し。（以下「カードローンサービス」といいます。）

2.家族会員は前項のサービスのうち、(1)および(3)のみを受けること

ができるものとします。
第4条（特典および付帯サービス）
1.当行は会員に対し当行の定めた特典を付与します。特典の内容については、
店頭に備え置きのパンフレットおよび当行ホームページ等に記載します。
2.当行は会員に事前に通知することなく、特典の内容を変更または
中止する場合があります。
3.会員は、クレジットカードサービスとして当行、JCBまたは当行も
しくはJCBが提携する第三者（以下「サービス提供会社」という。）が
提供するカード付帯サービスおよび特典（以下「付帯サービス」と
いう。）を当行、JCBまたはサービス提供会社所定の方法で利用する
ことができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容
については、当行が書面その他の方法により通知または公表します。
4.付帯サービスはカードの種類によって異なります。会員は、付帯サ
ービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、
また、会員が本規約または付帯サービスの利用等に関する規定等に
違反した場合、または両社が会員のカード利用が適当でないと合理
的に判断した時は、付帯サービスを利用できない場合があります。
5.会員は、当行、JCBまたはサービス提供会社が必要と認めた場合には、
当行、JCBまたはサービス提供会社が付帯サービスおよびその内容
を変更することがあります。
6.会員は、当行が認める場合、当行が別に定めるところに従い、WEBサービ
ス（「MyJCB」「MyJチェック」等を含むが、それらに限らない。以下同じ。）
の登録を行うことによりWEBサービスを利用することができます。ただし、家
族会員は、WEBサービスのうち一部の機能を利用することができません。
本会員は、入会時または入会後遅滞なく、当行が別途定める規定に同意
の上、「MyJCB」および「MyJチェック」に登録するための当行所定の手
続きをとり、また当該登録を維持するよう努めるものとします。
第5条（保証）
1.本会員は、カード利用による当行に対する一切の債務について、ふ
くぎん保証株式会社（以下「保証会社」という。）に保証を委託し、そ
の保証を受けるものとします。
2.本会員と保証会社との間の取り決めは、別途「アレコレカード保証
委託約款」に定めるものとします。
第6条（年会費・諸費用の負担）
1.本会員は当行に対し当行が通知または公表する年会費（家族会員の有無･
人数によって異なる。）を、有効期限月（カード上に表示された年月の月
をいう。）の3ヵ月後の第21条に定める約定支払日（ただし、入会後最初の
年会費については、有効期限月の翌月の約定支払日）に通帳および払戻
請求書なしで指定口座から自動引落しの方法により支払うものとします。
なお、一旦支払われた年会費は当行またはJCBの責に帰すべき事由によ
らない退会または会員資格喪失となった場合、返還しません。ただし、「ア
レコレJCBリボルビング」の年会費については免除するものとします。
2 .前項の年会費は、当行が必要と認めたときは相当な範囲で変更できるものと
し、この場合、当行の店頭またはCDまたはATM設置場所に掲示するものとし
ます。
3.本会員は、会員が負担すべき印紙代を当行所定の日に、通帳および払戻

請求書なしで指定口座から自動引落しの方法により支払うものとします。
第7条（カードの有効期限）
1.カードの期限は、カード表面下部に月、年（西暦の下2桁）の順に記載し、当
該月の月末日までとします。有効期限切れのカードは、当行が請求した場
合は、直ちに当行に返却するものとします。ただし、会員から期限の2ヶ月
前までに期限を延長しない旨の申し出がなく、当行が審査のうえ両社が引
き続き会員と認めた場合はさらに5年間延長されたものとし、以降も同様
とします。その場合新たな有効期限を記載したカードを会員に貸与します。
2.前項の規定に関わらず、プラスワンサービスについては65歳の誕
生日以降最初に到来する有効期限をもって終了するものとします。
カードローンサービスについては、第20条3項によることとします。
第8条（カードの利用枠・利用可能金額および複数カード保有における利用の調整）
1.当行は、本会員につき、商品ごとの利用可能枠として、次の利用可
能枠を審査のうえ決定します（商品ごとの利用可能枠を総称して「機
能別利用可能枠」という。）。
　① ショッピング1回払い利用可能枠
　② ショッピングリボ払い利用可能枠
　③ ショッピング分割払い/ショッピングスキップ払い利用可能枠
　④ ショッピング2回払い利用可能枠
　⑤ ボーナス1回払い利用可能枠
　⑥ キャッシング1回払い利用可能枠
　⑦ 海外キャッシング1回払い利用可能枠
2.前項の機能別利用可能枠は、以下のとおり、3つの商品群に分類され、商品群
ごとの利用可能枠（以下「内枠」という。）が設定されます。各商品群に属する
機能別利用可能枠のうち最も高い金額が、当該商品群に係る内枠となります。
（1）前項①の機能別利用可能枠・・・「ショッピング枠」として分類
（2）前項②③④⑤の機能別利用可能枠・・・「ショッピング残高枠」として分類
（3）前項⑥⑦の機能別利用可能枠・・・「キャッシング総枠」として分類
3.第1項①から⑦の機能別利用可能枠のうち最も高い金額が、カード
全体の利用可能枠（以下「総枠」という。）となります。機能別利用可
能枠、内枠および総枠を総称して、利用可能枠といいます。
4.当行は、会員のカード利用状況および本会員の信用状況等に応じて、
審査の上利用可能枠を増額または減額することができるものとし
ます。ただし、本会員より増額を希望しない旨の申し出があった場
合は増額しないものとし、第1項⑥⑦の機能別利用可能枠について
は本会員が増額を希望した場合にのみ、増額するものとします。
5.本会員が当行から複数枚のJCBカード（当行が発行するクレジットカード等
をいい、当該カードに係るカード情報を含む。以下同じ。）の貸与を受けた場合、
それら複数枚のJCBカード全体における利用可能枠は、原則として各カード
ごとに定められた利用可能枠のうち最も高い金額（当該金額を「総合与信枠」
という。）となり、それら複数枚のJCBカードにおける利用可能枠の合計金額
にはなりません。なお、総合与信枠の金額にかかわらず、各JCBカードにおけ
る利用可能枠は、当該JCBカードについて個別に定められた金額となります。
6.会員は、以下の各号のうち最も低い金額の範囲内でカードを利用する
ことができるものとします。なお、本項から第8項の定めは、第2章にお
けるショッピング利用および金融サービス利用の全てに適用されます。

（1）会員が利用しようとする商品の機能別利用可能枠から当該機能
別利用可能枠に係る利用残高を差し引いた金額

（2）会員が利用しようとする商品の属する内枠から当該内枠に係る
利用残高を差し引いた金額

（3）総枠から会員の全利用残高を差し引いた金額
7.前項の利用残高とは、会員のクレジットカード利用に基づき当行に
対して支払うべき金額（約定支払日が到来しているか否かを問わな
い。また、キャッシング1回払い手数料、ショッピングリボ払い手
数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングスキップ払い手
数料および遅延損害金は除く。）で、当行が未だ会員からの支払い
を確認できていない金額をいい、本会員分と家族会員分を合算した
金額をいいます。
8.第6項、第7項にかかわらず、本会員が当行から複数枚のJCBカードの
貸与を受け本条第5項の適用を受ける場合、第6項の利用残高は、本会
員が保有するすべてのJCBカードおよび当該JCBカードに係る規約
に基づき発行された家族カードの利用残高を合算した金額となります。
9.本会員は、利用可能枠を超えるクレジットカード利用についても
当然に支払義務を負うものとします。

10. 会員が、本条第1項②③④または⑤の機能別利用可能枠を超えてシ
ョッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピング2回払い、
ボーナス1回払いによるショッピング利用（第15条に定めるものを
いう。）をした場合、当該機能別利用可能枠を超過したご利用はシ
ョッピング1回払いを指定したものと同様に取り扱われます。
第9条（カードの利用方法）
1.会員はCD・またはATMにてカードを利用する場合は、カード表面
に記載されているカード挿入方向の指示に従ってカードを挿入し、
機能を使い分けるものとします。
2.会員がカードのデビットカード機能およびクレジットカード機能の両方を
使用できる加盟店においてカードを利用する場合には、カードを提示する
際に、いずれの機能を利用するかについて当該加盟店に申出るものとします。
3.本条第1項および第2項において会員が使用方法を誤った場合に生じる
不利益・損害については、会員が負担するものとし、また会員は、この場
合の取引に基づく債務についての支払義務を免れないものとします。
第10条（暗証番号等）
1. 会員はカードの申込時に、当行に対しキャッシュカードサービスの暗証番号
およびクレジットカードサービスの暗証番号をそれぞれ届出るものとします。
2.会員は暗証番号（以下「暗証」という）を他人に知られないよう善良なる
管理者の注意をもって管理するものとします。クレジットカードサービ
ス利用の際、登録された暗証が使用されたときは、その利用はすべて当
該カードを貸与されている会員本人が利用したものと推定し、その利用
代金はすべて本会員の負担とします。ただし、登録された暗証の管理に
つき、会員に故意または過失がない場合には、この限りではありません。
第11条（届出事項の変更）
1. 会員は、住所、氏名、電話番号、勤務先、職業、電子メールアドレス、取
引を行う目的等、一切の届出事項に変更があった場合には遅滞なく
当行所定の書面により当行に対し届出を行うものとします。なお、届

出前に生じた損害については、当行は責任を負わないものとします。
2. 本条第1項の届出を怠ったために、当行から届出の氏名、住所にあ
てて通知または送付した書類等が延着し、または到着しなかった
場合には、通常到達すべき時に到着したものとみなします。
3. 本条第1項のうち、氏名に変更があった場合、またはクレジットカードサ
ービスの暗証を変更する場合には、会員は当該カードをあわせて当行に
提出のうえ再発行の手続きを行うものとします。なお、これにより新た
にカードが交付されるまでの間、会員がカードを利用できなくなること
に伴う不利益・損害等については当行は責任を負わないものとします。
第12条（会員区分の変更）
1. 本会員が申し出、当行が審査のうえ両社が承認した場合、会員区分
を変更することができます。また、本会員が新たに別の会員区分を
指定して両社に入会を申し込んだ場合は、会員区分変更の申し出
があったものとして取り扱われることがあります。
2.会員区分の変更により、登録中のクレジットカードの暗証は無効となります。
会員区分変更の申し出の際は、あらためて暗証を登録する必要があります。
3.会員区分が変更になった場合、家族会員等の契約、利用中の機能・サービス
等が引き継がれないことがあります。また、新たな会員区分に定められた利
用限度額、利用範囲、利用方法、家族会員の有無、手数料率、利率、付帯サ
ービスの内容・条件その他等が適用されます。
第2章　ショッピング利用・金融サービス
第13条（キャッシュカードサービス）
キャッシュカードサービスの内容および取扱方法については別途定める「総合
口座取引規定」、「普通預金規定」、「ふくぎんキャッシュカード規定」、「デビット
カード規定」、および「ふくぎんICキャッシュカード特約」に定めるものとします。
第14条（プラスワンサービス）
1.プラスワンサービスの貸越極度額は当行が会員毎に定めるものと
します。ただし、この極度額を超えて当行が貸越をした場合にも、
この規定の各条項が適用されるものとし、その場合は、会員は当行
から請求があり次第、直ちに極度額を超える金額を支払います。な
お、会員が同日に数件の貸出を請求した場合、その総額が貸越極度
額を超えるときは、そのいずれを貸出すかは当行の任意とします。
2.本サービスにおける自動化機器の取扱いは「ふくぎんキャッシュ
カード規定」に準じるものとします。
3.当座貸越請求書により借入れる場合は、当行所定の当座貸越請求書に
届出の印章により記名押印して通帳とともに提出するものとします。
4.預入支払機を使用して通帳により借入れる場合は、預入支払機に
通帳を挿入し、暗証と、金額ボタンにより操作するものとします。
5.本サービスは、指定口座の残高がない場合または総合口座取引規
定に基づく当座貸越（以下「総合口座貸越」という）借入金の残高が
極度額に達している場合に利用するものとします。
6.指定口座にかかる各種料金等の自動支払の請求があり前項に該当
する場合は、本サービスにより借入れ、その借入金は自動支払の決
済に充当されるものとします。なお、この場合は、通帳および当座貸
越請求書または普通預金払戻請求書の提出を省略するものとします。
7.本サービスによる借入金がある場合に総合口座貸越借入金の担保

となる定期預金の預入れあるいは国債等の保護預けをしたときは、
本サービスによる借入金は以降、総合口座貸越極度額または極度
額増加の範囲内で、総合口座貸越借入金として取扱うものとします。
8.総合口座貸越借入金の担保となっている定期預金を解約したり、
国債等を引出し等したことにより、その借入金の残高が総合口座
貸越借入金の極度額を超えた場合、越えた金額は以降、極度額の範
囲内で本サービスによる借入金として取扱うものとします。その
場合、極度額を超える金額は直ちに支払うものとします。
9.普通預金の支払いと当座貸越（本サービスによる借入および総合
口座貸越、以下同じ）の利用とが同時に行われる場合には、当行は
その金額を合算して通帳の支払欄に記入するものとします。

10. 本サービスを受けたことによる債務の支払いは次のとおりとします。
（1）本サービスによる借入金の残高がある場合には、指定口座に入
金または振込まれた証券類は、借入金の担保として当行に譲渡
したものとし、資金化されしだい借入金の返済に充当します。

（2）本サービスによる借入金の残高がある場合には、指定口座に受入れ
または振込まれた資金（受入れた証券類の金額は決済されるまで、
この資金から除く）は、借入金の残高に達するまで自動的にその返
済にあてるものとします。なお、総合口座貸越借入金がある場合は、
プラスワンサービスによる借入金から先に返済するものとします。

（3）当行は本条第1項の極度額を超えて貸越をした場合、指定口座
に受入れまたは振込まれた資金（受入れた証券類の金額は決済
されるまで、この資金から除く）を、各種料金等の支払いに優先
して極度額を超える金額の返済に充当することができます。

11. 本条第10項の場合、当行は普通預金の支払および当座貸越の返済
の通帳記入を省略し、入金欄に普通預金への入金額のみを記入す
るものとします。また、通帳の残高欄には、当行は当座貸越残高ま
たは普通預金残高のいずれかを記入するものとします。

12. 本サービスによる借入金の利息は、付利単位を100円とし、当行所定の貸越
利率により毎日の借入金の最終残高について計算し、毎年2月と8月の当行
所定の日に指定口座から引落しまたは指定口座の貸越元金に組入れるも
のとします。なお、総合口座貸越の利息がある場合には、これを合算のうえ
同様に取扱うものとします。また、本件についての損害金は年14.0%の割合
（年365日の日割計算）によるものとします。ただし、貸越利率が年14.0%を
超える場合の損害金は、当行所定の貸越利率（年365日の日割計算）を適用
するものとします。なお、利息、手数料、保証料には損害金を付しません。

13. 第7条に定めるカードの有効期限（以下「取引期限」という）が延長さ
れずに到来した場合は、次によるものとします。
（1）取引期限到来日の翌日以降この取引による当座貸越は受けられ
ないものとします。

（2）取引期限到来日に貸越元利金がある場合は、取引期限到来日の
3ヵ月後の応答日を返済期限とし、返済期限までに貸越元利金全
額を返済するものとします。ただし、当行の判断により返済期
限を延長する場合があります。

（3）取引期限到来日の翌日以降に貸越元利金がない場合、また貸越
元利金の返済が完了した場合は、この取引は当行から通知する

事なく当然に解約されるものとします。
第15条（ショッピング利用）
1.クレジットカードサービスについて、前月16日から当月15日まで
を標準期間といいます。
2.会員はJCB、JCBの提携会社およびJCBの関係会社の認めるJCBカード
の取扱加盟店（以下「加盟店」という。）において、本条第3項から第6項に
定める方法または両社が特に認める方法により、本条その他両社所定の
定めに従い、会員と加盟店との間で直接現金決済を行わずに、加盟店に
対する支払いを当行に対して委託することにより、加盟店から商品もしくは
権利を購入し、または役務の提供等を受けることができます（以下「ショッピ
ング利用」という。）。会員が加盟店においてカードを利用したことにより、会
員の加盟店に対する支払いにつき、会員が当行に対して弁済委託を行っ
たものとみなし、当行は自らまたは第三者を介して、加盟店に対して、会員
に代わって立替え払いを行います。また、会員は加盟店の店頭（自動精算
機の場合を含む。）において、JCB所定の方法により、カードを提示し、また
は非接触ICカード等を所定の機器にかざし、加盟店の指示に従って、所
定の売上票にカードの署名と同じ署名を行うこと、加盟店に設置されてい
る端末機に暗証番号を入力すること、または、署名と暗証番号の入力の
両方を行うことによりショッピング利用を行うことができます。なお、売上票へ
の署名または加盟店に設置されている端末機への暗証番号の入力等に
かえて、所定の手続きを行うことにより、または売上票への署名や端末機
への暗証番号の入力を省略して、ショッピング利用ができることがあります。
3.インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引そ
の他両社が特に認めた取引を行う加盟店においては、会員は、加盟店所
定の方法で、カード情報等を送信もしくは通知する方法により、または当該
方法に加えてセキュリティコードもしくはJ/Secure（TM）利用者規定に定
めるパスワードを送信する方法により、ショッピング利用を行うことができま
す。この場合、会員はカードの提示および売上票への署名を省略すること
ができます。
4.両社が特に認めたホテル・レンタカー等の加盟店における取引について
は、予め会員が加盟店との間で合意している場合には、会員は、ショッピン
グ利用代金額の一部についてのみ、加盟店に対してカードの提示、売上
票への署名等を行い、残額（署名等を行った後、利用が判明した代金を
含む。）についてはカードの提示、売上票への署名等を省略することがで
きます。
5.通信料金等両社所定の継続的役務については、会員が会員番号等を
事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受ける
ことができます。会員は、加盟店に登録した会員番号等に変更があった場
合ならびに退会または会員資格喪失等に至った場合、加盟店に当該変
更、退会または会員資格喪失等を申し出るものとします。なお、上記の事由
が生じた場合には、当行またはＪＣＢが会員に代わって当該変更、退会ま
たは会員資格喪失等の情報を加盟店に対し通知する場合があることを
会員は予め承認するものとします。また、会員に、退会または会員資格喪
失等の通知がなされた後であっても、当該加盟店におけるカード利用につ
いて、本会員は第42条第1項なお下記および第42条第4項に従い、支払
義務を負うものとします。

6.会員のショッピング利用に際して、加盟店が当該利用につき当行
に対して照会を行うことにより当行の承認を得るものとします。
ただし、利用金額、購入する商品・権利および提供を受ける役務の
種類によってはこの限りではありません。
7.ショッピング利用のためにカード（カード情報を含む。以下本項において
同じ。）が加盟店に提示または通知された際、カードの第三者による不正
利用を防止する目的のために、当行は以下の対応を行うことがあります。
（1）当行は、事前または事後に、電話等の方法により直接または加盟
店を通じて会員本人の利用であることを確認する場合があります。

（2）当行、JCBまたはJCBの提携会社が当該加盟店より依頼を受け
た場合、当行またはJCBにおいて会員の会員番号・氏名・住所・電話
番号その他当該ショッピング利用の申込者が加盟店に届け出
た情報と会員が両者に届け出ている個人情報を照合し、一致の
有無を当該加盟店に対して回答する場合があります。

（3）カードの第三者による不正利用の可能性があると当行が判断し
た場合、会員への事前通知なしにカードのご利用を保留または
お断りする場合があります。

（4）ショッピング利用の申込者に対して、セキュリティコードまたはJ/Secure
（TM）利用者規定に定めるパスワードの入力を求める場合がありま
す。申込者がセキュリティコードまたはJ/Secure（TM）利用者規定に定
めるパスワードを誤って入力した場合、会員によるカードの利用を一定
期間制限することがあります。

8.当行は、約定支払額（第21条に定めるものをいう。）が約定支払日に支払
われなかった場合、本会員の当行に対する一切の債務の全部または一
部について延滞が発生している場合、その他会員のJCBカードの利用
状況および本会員の信用状況等により会員のショッピング利用が適当
でないと判断した場合には、ショッピング利用を断ることがあります。
9.家族会員が家族カードを利用して商品・権利を購入しまたは役務
の提供等を受けた場合、家族会員は本会員の代理人として加盟店
との間でそれらに係る契約を行ったものとみなし、当該契約に基
づく債務は本会員が負担するものとします。

10.会員は、現金を取得することを目的として商品・権利の購入または役務の
提供などにカードのショッピング枠、ショッピング残高枠（第８条第２項に定
めるものをいう。）を利用すること（以下「ショッピング枠現金化」という。）は
できません。なお、ショッピング枠現金化には以下の方式等がありますが、現
金を取得することを目的とするショッピング利用枠である限り、方式の如何
を問わず、禁止の対象となります。
（1）商品・権利の購入、役務の提供の対価として、合理的な金額以上の対
価を、カードを利用して支払い、加盟店等から現金または現金に類似
するものの交付を受ける方式

（2）商品・権利等を購入し、その対価を、カードを利用して支払った上で、当
該商品・権利等を当該商品・権利等を購入した加盟店その他の第三
者に有償で譲渡する方式

（3）現行紙幣もしくは貨幣、またはこれらが含まれる商品等をカードを利用し
て購入する方式

11. 貴金属、金券類（ギフトカード、回数券等を含みますが、これらに限られま

せん。）、パソコン等の一部の商品の購入および電子マネーの入金等につ
いては、第8条第6項に定める金額の範囲内であったとしても、会員のシ
ョッピング利用が制限され、カードをご利用になれない場合があります。

12. 当行、JCB、JCBの提携会社またはJCBの関係会社と加盟店間の契約
が債権譲渡契約の場合、会員はショッピング利用代金の債権につ
いて以下のことを予め異議なく承諾するものとします。なお、債権
譲渡に際しては、JCBが認めた第三者を経由する場合があります。
（1）加盟店から当行に対して債権譲渡すること。
（2）加盟店からJCBに対して債権譲渡したうえで、当行がJCBに対
して立替払いすること。

（3）加盟店からJCBの提携会社に対して債権譲渡したうえで、当行
が当該JCBの提携会社に対して立替払いすること。

（4）加盟店からJCBの関係会社に対して債権譲渡したうえで、JCB
が当該JCBの関係会社に対して立替払いし、さらに当行がJCB
に対して立替払いすること。

13. 当行、JCB、JCBの提携会社またはJCBの関係会社と加盟店間の契約
が立替払い契約の場合、会員はショッピング利用代金の債権につ
いて以下のことを予め異議なく承諾するものとします。
（1）当行が加盟店に対して立替払いすること。
（2）JCBが加盟店に対して立替払いしたうえで、当行がJCBに対し
て立替払いすること。

（3）JCBの提携会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、当行が
当該JCBの提携会社に対して立替払いすること。

（4）JCBの関係会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、JCBが
当該JCBの関係会社に対して立替払いし、さらに当行がJCBに
対して立替払いすること。

14. 商品の所有権は、加盟店から当行に債権が譲渡されたとき、または
当行が加盟店、JCBもしくはJCBの提携会社に対して立替払いをし
たときに当行に移転し、ショッピング利用代金の完済まで当行に
留保されることを、会員は承認するものとします。

15. ショッピング利用代金の支払区分は、ショッピング1回払い、ショッピング2
回払い、ボーナス1回払い、ショッピングリボ払い、支払回数が3回以上でか
つ当行所定の支払回数のショッピング分割払い（以下「ショッピング分割払
い」という。）のうちから、会員がショッピング利用の際に指定するものとし
ます。ただし、ショッピング2回払い、ボーナス1回一括払い、ショッピングリ
ボ払い、ショッピング分割払いは、当行が指定する加盟店においてのみ利用
できるものとします。なお、ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッ
ピングリボ払いおよびショッピング分割払い取扱加盟店において会員が支
払区分を指定しなかった場合は、すべてショッピング1回払いを指定したも
のとして取り扱われます。また、ショッピングリボ払い、ショッピング分割
払いを指定した場合、ショッピング利用代金に所定の手数料が加算されます。

16.前15項にかかわらず、当行が認めた場合、会員は、以下の方式で、ショッ
ピング利用代金の支払区分をショッピングリボ払い、ショッピング分割払い
またはショッピングスキップ払いに指定することができます。会員は、当該
サービスに関する規定・特約等がある場合はそれに従うものとします。た
だし、いずれの場合でも、電子マネーの入金、カードの付帯サービス料金

その他当行が指定するものについては、以下の方式による支払区分の
指定を行うことはできず、ショッピング1回払いのみの指定となります。
（1）本会員が申し出、以後のショッピング利用代金の支払いをすべ
てショッピングリボ払いとする方式。なお、本方式を利用する
場合は、規約末尾の手数料率となります。

（2）当行が別途定める期日までに会員が支払区分の変更を希望するショ
ッピング利用を特定して申し出、当行が指定した月の約定支払日から別
の支払区分を指定したショッピング利用代金をショッピングリボ払い、ショ
ッピング分割払いまたはショッピングスキップ払いに変更する方式。本方
式を利用する場合は、カード利用日にショッピングリボ払い、ショッピング
分割払いまたはショッピングスキップ払いの指定があったものとします。
なお、1回のショッピング利用代金の一部についてのみ支払区分を変更
することはできません。

17. 本会員は、会員が標準期間においてショッピング利用を行った場合、
本条第12項、第13項、第14項における当行、JCB、JCBの提携会社、
JCBの関係会社または加盟店の各間の立替払いの有無にかかわらず、
第18項、第19項の場合を除き、以下のとおり支払うものとします。
（1）ショッピング1回払いを指定した場合、当該ショッピング利用
代金額を、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日

（2）ショッピング2回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金の
半額（1円単位とし、端数が生じた場合は初回の約定支払日に算入しま
す。）を、標準期間満了日の属する月の翌月および翌々月の約定支払日

18. 本会員は、会員がショッピング利用においてボーナス1回払いを指
定した場合、原則として、以下のとおり支払うものとします。ただし、
加盟店によりボーナス1回払いの取扱期間が異なることがあります。
（1）前年12月16日から当年6月15日までの当該ショッピング利用代
金を、当年8月の約定支払日

（2）当年7月16日から当年11月15日までの当該ショッピング利用代
金を、翌年1月の約定支払日

19.本会員は、会員がショッピング利用においてショッピングリボ払いまたはショッ
ピング分割払いまたはショッピングスキップ払いを指定した場合、第20項か
ら第22項または第23項から第32項に定めるとおり支払うものとします。

20. 本会員は、会員がショッピングリボ払いを指定した場合、以下のと
おり支払うものとします。
（1）標準期間におけるショッピング利用代金額に対してする標準期間満

了日の属する月の16日から翌月の約定支払日までの間当行所定の手
数料率を乗じたショッピングリボ払い手数料を、翌月の約定支払日。
ただし、ア当該ショッピング利用により第8条第1項②の機能別利用
可能枠にかかる利用残高が当該機能別リボルビング・分割払い利用可
能枠を超える場合の超過金額、およびイ標準期間におけるショッピン
グリボ払いのショッピング利用代金額とショッピングリボ払い利用
残高の合計金額が（2）に定めるリボ払元金以下の場合の当該ショッピ
ング利用代金額は当該手数料の計算から除かれるものとします。

（2）（1）の手数料のほか、以下の金額（以下「ショッピングリボ払い弁済金」
という。）を毎月の約定支払日。ただし、ボーナス増額払いを指定した
場合、ボーナス指定月の約定支払日において会員が指定した金額を

加算して支払うものとします。なお、ショッピングリボ払い弁済金の
当行に対する本会員の債務の充当は当行所定の方法により行います。
（リボ払元金）
前月15日のショッピングリボ払い利用残高が、会員の指定した
支払方法により決定されるショッピングリボ払い元金（以下「リ
ボ払元金」という。）以上の場合は当該リボ払元金。リボ払元金未
満の場合は当該ショッピングリボ利用残高。
（ショッピングリボ払い手数料）
前月の約定支払日のショッピングリボ払い利用残高（同日に支
払うリボ払元金、ボーナス加算額および前々月16日から前月の
約定支払日までのショッピングリボ払い利用額を差し引いた金
額）に対して前月の約定支払日の翌日から当月の約定支払日ま
での間当行所定の手数料率を乗じた金額。

21. 当行が認めた場合、本会員は支払方法の変更およびボーナス増額
払いの追加指定、加算額の変更をすることができます。

22. 本会員は、ショッピングリボ払い弁済金および第20項の手数料に
ついては、同項の支払方法のほか本規約末尾に記載の「繰上返済方
法」に従い随時支払うことができます。

23. 本会員は、会員がショッピング分割払いを指定した場合、ショッピ
ング利用代金に会員の指定した支払回数に応じた当行所定の割賦
係数を乗じたショッピング分割払い手数料を加算した金額（以下「分
割支払金合計額」という。）を支払うものとします。

24. 分割支払金合計額を支払回数で除した金額を分割支払金（ただし、計算上
の都合により初回および最終回の分割支払金は金額が異なります。）とし、
標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日から支払回数回にわたり
最終約定支払日まで、分割支払金を各約定支払日に支払うものとします。

25. 各分割支払金における分割支払元金と手数料の内訳の計算方法に
ついては以下のとおりとします。
（1）初回の分割支払金の内訳
手数料＝標準期間に利用した場合、ショッピング利用代金に対
する標準期間満了日の属する月の16日から翌月10日までの間当
行所定の手数料率を乗じた金額
分割支払元金＝分割支払金から上記手数料を差し引いた金額

（2）第2回の分割支払金の内訳
手数料＝ショッピング分割払い残元金（ショッピング利用代金－
（1）の分割支払元金）に当行所定の手数料率（月利）を乗じた金額
分割支払元金＝分割支払金から上記手数料を差し引いた金額

26. ボーナス併用ショッピング分割払いを指定した場合、本会員は、ショッピン
グ利用代金の半額を第23項、第24項、第25項の規定に従い支払い、残額を当
行所定の方法によりボーナス月（1月および8月）の約定支払日に支払うもの
とします。なお、初回から最終回までの約定支払日にボーナス月の約定支払
日に該当する日がない場合、ボーナス併用ショッピング分割払いを指定しな
かったものとして取り扱われます。第12項、第13項、第14項に定める債権譲
渡または立替払手続きの遅延その他の事務上の都合により、ボーナス月の約
定支払日に該当する日がないこととなった場合についても同様とします。

27. 本会員は、ショッピング分割払い残元金および手数料については、

第24項、第26項の支払いのほか、当行本規約末尾に記載の「繰上返
済方法」に従い一括で支払うことができます。

28.本会員は、会員が第15条第6項の規定に従いショッピングスキップ払いを
指定した場合、ショッピング利用代金額に、以下のショッピングスキップ払い
手数料を加算した金額を、標準期間満了日の属する月の翌 月々から標準
期間満了日の属する月の7ｶ月後の月までのうちから会員が指定した月（以
下「スキップ指定月」という。）の約定支払日に一括（1回）で支払うものとし
ます。なお、会員が一度指定した約定支払日を再度変更することはできま
せん。

29.ショッピングスキップ払いの手数料は、標準期間におけるショッピング利用代
金額に対して標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日翌日から
スキップ指定月の約定支払日までの経過月数と、当行所定の手数料率
（月利）を乗じた金額。
30.本会員は、ショッピングスキップ払いに関する債務の支払いを本規約末尾
に記載の「繰上返済方法」に従い一括で支払うことができます。

31.本会員が、会員のクレジットカード利用に基づき当行に対して支払うべき約
定支払額を約定支払日に支払わなかった場合には、約定支払額（ただ
し、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングス
キップ払い手数料、金融サービスの手数料および利息ならびに遅延損害
金等は除きます。）に対しその翌日から完済に至るまで、また、本規約に基
づき当行に対して負担する債務につき期限の利益を喪失した場合には、
残債務全額（ただし、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手
数料、ショッピングスキップ払い手数料、金融サービスの手数料および利息
ならびに遅延損害金等は除きます。）に対し期限の利益を喪失した日の翌
日から完済に至るまで、それぞれ以下に定める利率を乗じた遅延損害金
を支払うものとします。
・ショッピング1回払い、ショッピングリボ払い　年14.60％
・キャッシング1回払い　年20.00％
・ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッピングスキップ払い
法定利率

32.第31項にかかわらず、ショッピング分割払いに係る債務については以下の
遅延損害金を支払うものとします。
（1）分割支払金の支払いを遅延した場合は、分割支払金のうち分割支払
元金に対し約定支払日の翌日から完済に至るまで年１４.６０％を乗じた
金額。ただし、当該遅延損害金はショッピング分割払い残元金に対し
法定利率を乗じた額を超えない金額。

（2）分割支払金合計額の残額の期限の利益を喪失した場合は（（１）の場
合を除く）、ショッピング分割払い残元金に対し期限の利益を喪失した
日の翌日から完済に至るまで法定利率を乗じた金額。

第16条（見本・カタログ等と現物の相違）
会員は、見本・カタログ等により申し込みをした場合において、引き渡
された商品・権利または提供された役務等が見本・カタログ等と相違し
ている場合は、加盟店に商品、権利、役務等の交換を申し出るかまたは
売買契約の解除または役務提供契約の解除ができるものとします。
第17条（支払停止の抗弁）
1.会員は、加盟店から購入した商品、権利または提供を受けた役務に

関する紛議について、当該加盟店との間で解決するものとします。
2.第１項にかかわらず、本会員は、ショッピングリボ払いショッピング分割払い、
ショッピングスキップ払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払いを指
定もしくは変更して購入した商品もしくは割賦販売法に定める指定権利ま
たは提供を受けた役務（以下併せて「商品等」という。）について次の事
由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商
品等について、当行への支払いを停止することができるものとします。
（1）商品の引き渡し、指定権利の移転または役務の提供がないこと。
（2）商品等に破損、汚損、故障、その他の瑕疵があること。
（3）その他商品等の販売について加盟店に対して生じている抗弁事由が
あること。

3.当行は、本会員が第2項の支払いの停止を行う旨を当行に申し出た
ときは、直ちに所要の手続きをとります。
4.本会員は、第3項の申し出をするときは、予め第2項の事由の解消の
ため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
5.会員は、本会員が第3項の申し出をしたときは、速やかに第2項の事由
を記載した書面（資料がある場合には資料添付のこと。）を当行に提
出するよう努めるものとします。また当行が第2項の事由について調
査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
6.第2項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停
止することはできないものとします。
（1）ショッピングリボ払いの場合において、1回のカード利用におけるショッピ
ング利用代金額が3万8千円に満たないとき。ショッピング分割払い、ショ
ッピングスキップ払い、ショッピング2回払いまたはボーナス１回払いの場
合において、1回のカード利用における分割支払金合計額が4万円に
満たないとき。

（2）本会員による支払いの停止が信義に反すると認められたとき。
（3）会員によるショッピング利用が営業のために行うショッピング
利用である場合または海外でのショッピング利用である場合等、
割賦販売法第35条の3の60に定める適用除外条件に該当するとき。

第18条（アレコレキャッシング1回払い）
1. 会員は、当行所定の現金自動支払機（以下「CD」という。）、現金自動預
払機（以下「ATM」という。）等でカードおよび登録された暗証番号を使
用することにより金銭を借り入れることができます（以下「キャッシ
ング1回払い」という。）。その場合、会員は当行に対し、当行所定の金融
機関利用料を支払うものとします。なお、CD・ATMの機種や設置地域、店
舗等により、利用できない取引があり、また、CD・ATMの設置店舗の営
業時間やシステム保守等により、利用できない時間帯があります。
2.キャッシング1回払いにおける融資の日（以下「融資日」という。）は、CD・ATM
もしくは次条第3項に定める窓口等で融資を受けた日とします。お支払い口
座へは、当行に代わり、JCBが立て替えて融資金を振り込む場合があります。
3.会員は、第8条に定める金額の範囲内でキャッシング1回払いサー
ビスを利用することができます。
4.本会員は、会員が標準期間にキャッシング1回払いを利用した場合、標準
期間満了日の属する月の翌月の約定支払日に、標準期間の借入金合計額
およびキャッシング1回払い手数料（各借入金に対してキャッシング1

回払い融資日の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払
日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額）を支払うものとします。
なお、本会員は本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日
の前に借入金及び手数料の全額または一部を随時支払うことができます。
5.当行は、約定支払額が約定支払日に支払われなかった場合、本会員
の当行に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生し
ている場合、その他会員の利用状況および本会員の信用状況等によ
り会員のキャッシング1回払いの利用が適当でないと判断した場合
には、新たなキャッシング1回払いの利用を中止することができる
ものとします。なお、延滞の発生により利用を中止する場合は、本会
員の当該延滞に係るその後の支払い状況に関わらず、当行が定める
一定の期間内において継続して利用を中止する場合があります。
6.会員が、日本国外で本サービスを利用し、その引出額が指定口座の
預金残高の範囲内である場合には、会員が第19条に定めるサービ
スを受けたものとみなします。
第18条の２（海外キャッシング）
1.会員は、前条に定めるキャッシング1回払いを日本国外においても利
用することができます（以下「海外キャッシング1回払い」という。）。
2.会員が海外キャッシング1回払いを利用する場合に適用される機能
別利用可能枠は、海外キャッシング1回払い利用可能枠となります。
3.会員は、前条第1項に定める方法のほか、当行所定の方法により、国外
の金融機関等のCD・ATMにおいて海外キャッシング1回払いを利
用できる場合があります。海外キャッシング1回払いの利用方法は、
利用される国や地域、ATMにより異なるため別途公表いたします。
4.本会員は、会員が標準期間に海外キャッシング1回払いを利用した場
合、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日に、標準期間の借
入金合計額およびキャッシング1回払い手数料（各借入金に対して
キャッシング1回払い融資日の翌日から標準期間満了日の属する月
の翌月の約定支払日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額）を
支払うものとします。なお、本会員は本規約末尾に記載の「繰上返済
方法」に従い、約定支払日の前に借入金および手数料の全額または一
部を随時支払うことができます。ただし、会員が海外キャッシング1
回払いを利用した国外の金融機関・ATM保有会社等の事務処理の都
合上、上記の約定支払日から1カ月または2カ月後の約定支払日とな
る場合があります。この場合であっても、キャッシング1回払い手数
料が本項本文に定める金額から増額されることはありません。
5.会員が海外キャッシング1回払いを利用する場合、前条第2項、第3項
および第5項の定めが適用されますが、前条第4項は適用されません。
6.海外キャッシング1回払いの利用により会員が現地通貨で現金の引
出しを行った場合であっても、海外キャッシング1回払いの借入金元
金は、JCBとJCBの提携会社が当該借入金元金の集中決済をした時点
（会員がカードを利用した日とは異なることがあります。）のJCBが
定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨としま
す。なお、換算レートおよび換算方法については、第21条第6項が適用
されるものとします。

第19条（海外預金引出しサービス）
1.海外預金引出サービス（以下「海外キャッシュサービス」といいま
す。）とは、JCBと提携する国外金融機関等のCD・ATMで、会員が
現地通貨により指定口座から預金の払戻しを受けることができる
サービスです。なお、CD・ATMの利用方法は、それぞれのCD・
ATM設置先の定めによります。
2.海外キャッシュサービスによる日本国外での払戻しに係る指定口
座からの引落しは、JCBでの処理日の3営業日後を支払日とし、通帳
および払戻請求書なしで指定口座から自動引落しの方法により支
払うものとします。
3.前項の支払については、外貨額をJCBまたは提携金融機関、提携ク
レジット会社が定める時期ならびに為替相場により円貨に換算し
た金額を前項により引落すものとします。
4.海外キャッシュサービスに係る引落しと支払日の到来しているシ
ョッピング利用、キャッシング1回払いおよびカードローンサービ
スによる債務が指定口座の預金の不足により同時に引落すことが
できない場合における引落しの選択は当行の任意とします。
5.海外キャッシュサービスによる利用可能枠は、ショッピング利用可
能枠の範囲内で当行が定める金額とします。1回当りの利用できる
金額は、JCBまたは提携金融機関、提携クレジット会社が定める金額
までとします。
6.このサービスの利用にあたっては、当行所定の手数料110円（税込み）
を申し受けます。また支払機利用手数料については、当該支払機を
設置している金融機関、提携クレジット会社の定めによります。なお、
手数料は、本条第2項の引落しと同時に引落します。
7.本条第2項および第6項の合計額が指定口座の預金の不足等により引落し
できなかった場合には、日本国外での払戻しに係る指定口座からの引落
しの取扱いはなかったものとし、かわりに全額について第18条に定める
日本国外におけるキャッシング1回払いを行ったものとみなします。な
お、この場合の手数料は第18条第4項に定める手数料を申し受けます。
第20条（カードローンサービス）
1.この取引は、カードまたは通帳使用による当座貸越とし、通帳およ
び当座貸越請求書による借入、小切手・手形の振出しあるいは引受
けは行わないものとします。
2.この取引の有効期間（貸越利用期限）、（以下「取引期限」という）は、契約
日から1年後の応答月の前月末日までとします。ただし、取引期限到来
日の前日までに当事者の一方から別段の意志表示がない場合には、こ
の取引期限は更に1年間延長するものとし、以後も同様とします。
3.前項の規定にかかわらず、満65歳を超えての取引期限の延長は行
わないものとします。
4.当行が本条第2項の取引期限延長に関する審査等の為に資料の提出
または報告を求めたときには、直ちにこれに応ずるものとします。
5.取引期限が延長されずに到来した場合は、次によるものとします。
（1）取引期限到来日の翌日以降この取引による当座貸越は受けられ
ないものとします。

（2）取引期限到来日に貸越元利金がある場合は、当行から貸越元利金全

額の返済を求めない限り、本契約の各条項に従い返済するものとしま
す。ただし、当行の判断により貸越元利金全額の返済を求める場合は、
当行が求める期限までに、貸越元利金全額を返済するものとします。

（3）取引期限到来日の翌日以降に貸越元利金がない場合、また貸越
元利金の返済が完了した場合は、この取引は当行から通知する
事なく当然に解約されるものとします。

6.カードローンサービスの貸越極度額は当行が会員毎に定めるものと
します。会員によっては貸越極度額を0円とすることができるものと
します。また、当行は会員の属性および当行との取引状況等により、こ
の取引の貸越極度額を変更できるものとします。この場合、当行は変
更後の貸越極度額及び変更日を借主に通知するものとします。
7.当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金は、当行所定の
利率（年365日の日割計算）を適用するものとします。
8.当行が特に会員に対して、当行所定の基準および方法により優遇金利を適
用した場合には、当行は会員に対して通知する事なく、いつでもその優遇
利率を変更し、または優遇利率の適用を中止する事ができるものとします。
9.この取引による借入金の返済日は、毎月4日、14日、24日のうち会員
が予め指定した日とし、会員は返済日に別表の通り返済を行うもの
とします。約定返済金額を返済した後も貸越極度額を超過する場合
は、その超過額を含めて返済します。なお、返済日の変更はできない
ものとします。利息は、付利単位100円とし、上記指定日に当行所定
の利率、方法により計算のうえ貸越元金に組入れるものとします。

10. 前項の約定返済は指定口座からの自動支払によるものとします。この
場合、会員は指定口座に、毎月の返済日までに返済金相当額を預入する
ものとし、当行は返済日に預金通帳および請求書なしで払い出しのうえ、
返済に当てるものとします。ただし、指定口座の残高が約定返済金額に
満たない場合、その一部の返済にあてる取扱いは行わないものとします。
なお、自動引落しが約定返済日にできない場合において、当行は約定返
済日以降いつでも同様の方法により取扱いできるものとします。

11. 本条第10項による約定返済のほか、当座貸越専用口座への入金ま
たは振込みにより、随時に任意の金額を返済する事ができるもの
とします。ただし、入金額が当座貸越残高相当額を超える場合は、
その超える金額を指定口座に入金するものとします。
第3章　カードの支払い方法その他
第21条（クレジットカードサービスの利用代金等の支払）
1.ショッピングサービスおよびキャッシング1回払いによる本会員の当行に
対する債務は、毎月15日に締切り翌月10日（当行休業日の場合は翌営業日）
に通帳および払戻請求書なしで指定口座から自動引落しの方法により支払
うものとし、当該支払金額を約定支払額といいます。ただし、支払日等につい
て別に定めがある場合は、その定めに従うものとします。なお、加盟店の事務
上の都合により支払日は翌々月以降の10日（同前）になることがあります。
2.会員が本規定に違反してカードを利用した場合ならびに本規定に
定める以外の方法によりカードを利用した場合でも本会員は支払
義務を負うものとし、その支払いは本条第1項と同様とします。
3.当行が本会員に明細（本条第９項に定めるものをいう。）の通知手続を行
った後に、会員が本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支

払日の前に借入金等を支払ったこと、または会員がキャッシング１回払いを
利用したこと等により、本会員が本規約に基づき当行に支払うべき手数料
または利息の金額と当行が前項の方法により約定支払日に本会員から
実際に支払いを受けた手数料または利息の金額との間に差額が生ずる
場合、当行は翌月の約定支払日に本会員に当該差額を返金するなどの
方法により精算することを本会員は承諾するものとします。なお、当行は本
会員が前項に従い翌月の約定支払日に支払うべき約定支払額から当行
が本会員に返金すべき金額を差し引くことができます。
4.会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務につい
ては、JCBの関係会社が加盟店等に第15条第10項、第11項、第12項にか
かる債権譲渡代金等を支払った時点（会員がカードを利用した日とは
異なることがあります。）のJCBが定める換算レートおよび換算方法
に基づき円換算した円貨により、本会員は当行に対し支払うものとし
ます。
5.会員が国外でカードを利用した場合において、JCBの関係会社が加盟店
等に第15条第10項、第11項、第12項にかかる代金等を支払った後に、会
員と加盟店間のカード利用にかかる契約が解除された場合等、当行が会
員へ返金を行う場合は、原則として、前項に基づきJCBの関係会社が加
盟店等に第15条第10項、第11項、第12項にかかる代金等を支払った時点
のJCBが定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によ
るものとします。ただし、当行がかかる時点を特定することが不可能な
場合等、やむを得ない事情がある場合には、JCBの関係会社が加盟店等
との間で当該解除等にかかる手続を行った時点（会員が加盟店等との間
で当該解除等にかかる手続きを行った日とは異なることがあります。）
のJCBが定める換算レートおよび換算方法による場合があります。
6.会員が国外で付加価値税（VAT）返金制度を利用した場合において、当行
が会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方法は、JCBの関係会社
が付加価値税（VAT）返金制度取扱免税会社との間で当該返金にかかる
手続きを行った時点（会員が付加価値税（VAT）返金制度を利用した日ま
たはカードを利用した日とは異なることがあります。）のJCBが定める換
算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。
7.第4項から第6項の換算レートおよび換算方法は、原則として、JCB指定金
融機関等が指定した為替相場を基準にJCBが定めるものとし、別途公表い
たします。なお、一部の航空会社その他の加盟店等におけるカード利用の
場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算されたうえ、
JCBが定める換算レートおよび換算方法により円換算することがあります。
8.本会員の当行に対する弁済期の到来している債務について、当行は
随時支払いを受けることができるものとします。また弁済期の到来
しているショッピングサービス（日本国外におけるキャッシングサ
ービスを含む）による債務と日本国内におけるキャッシングサービ
スによる債務の合計額が指定口座の預金不足等により引き落としで
きない場合には、そのいずれかに充当するかは当行の任意とします。
9.当行は、本会員の約定支払額、ショッピングリボ払い利用残高、ショッピング
分割払い利用残高（ショッピングスキップ払い利用残高を含む。）およびキ
ャッシングリボ払い利用残高等（以下「明細」という。）を約定支払日の当月
初め頃、当行所定の方法により、本会員に通知します。なお、年会費のみ

の支払いの場合、明細の通知を省略することがあります。
第22条（外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令の適用）
日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外国為替及び
外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要
とする場合には、当行の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国
外でのカードの利用の制限若しくは停止に応じていただくことがあります。
第23条（手数料率、料率の算定方法、変更等）
1. 手数料率、利率（遅延損害金の利率を含む。以下本条において同じ。）
等の計算方法については、本規定において別途定める場合を除き、1
年を365日（うるう年は366日）とする日割方式による計算とします。
2.当行は各サービスにおける利率および手数料を、金融情勢の変化その他相
当の事由がある場合には一般に行われる程度のものに変更できるものと
します。この場合、当行の店頭または現金自動支払機設置場所に掲示する
ものとします。また、第35条の規定にかかわらず当行から手数料率、利率
の変更を通知した後は、リボルビング払いについては変更後の未決済残高
または融資残高に対し、分割払い及びキャッシングサービスについては変
更後の利用分から、変更後の手数料率・利率が適用されるものとします。
第24条（カードの紛失、盗難、偽造）
1. カードまたはカード情報あるいはチケット（タクシーチケット等）が紛失・
盗難・詐取・横領等（以下まとめて「紛失・盗難」という）により他人に不正利
用された場合、本会員は、そのカードまたはカード情報の利用により発生す
る利用代金、チケット利用代金についてすべて支払義務を負うものとします。
2.本条第1項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当行またはJCB
に届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当行またはJCBの請求によ
り所定の紛失、盗難届を当行またはJCBに提出した場合、当行は、本会員に対
して当行またはJCBが届け出を受けた日の60日前以降のクレジットカード
サービスによるカードの利用代金について、その支払いを免除します。
3.偽造カードの使用に係るカード利用代金については、本会員は支
払義務を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調
査に協力するものとします。
4.前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に
故意または過失があるときは、その偽造カードの利用代金につい
て本会員が支払義務を負うものとします。
5.カードの紛失・盗難・偽造により生じた損害の処理については、「ふ
くぎんキャッシュカード規定」、「デビットカード取引規定」をそれ
ぞれ適用することとします。
第25条（カードの利用代金の支払に関する免責事項）
第24条のカードの紛失・盗難に関し、会員が下記のいずれかに該当すると
きは、本会員のカードの利用代金の支払いは免除されないものとします。
（1）会員が第2条に違反したとき。
（2）会員の家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき。
（3）会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法
令違反によって紛失、盗難が生じたとき。

（4）紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき。
（5）会員が当行の請求する書類を提出しなかったとき、または当行等
の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。

（6）カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき（第7条第
2項ただし書きの場合を除く。）。

（7）戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき。
（8）その他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。
第26条（カードの再発行）
1.両社は、カードの紛失、盗難、破損、汚損等またはカード情報の消失、不正
取得、改変等の理由により会員が希望した場合、両社が審査のうえ原則
としてカードを再発行します。この場合、本会員は、自己に貸与されたカ
ードの他、家族カードの再発行についても当行所定の再発行手数料を支
払うものとし、再発行手数料は両社が別途通知または公表いたします。
なお、合理的な理由がある場合はカードを再発行しない場合があります。
2.両社は、両社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断
した場合、会員番号の変更ができるものとします。
第27条（サービスの一時停止）
1. 会員は、本会員が本規定に定める当行に対する債務のいずれかの
支払いを怠った場合、その債務を完済するまでキャッシュカード
サービスを除くサービスを受けられないものとします。
2.当行は、会員が本規定に違反し若しくは違反するおそれがある場合、
カードの利用状況に不審がある場合には、サービスの全部または一
部について一時的に停止し、若しくは、加盟店や自動化機器等を通
じてカードの回収を行うことができます。加盟店からカード回収の
要請があったときは、会員は異議なくこれに応ずるものとします。
第4章　期限の利益喪失・会員資格の取消・退会等
第28条（期限の利益喪失）
1. 会員が次の各号の事由のいずれかに該当したときは、当行は本会
員への通知催告等を要せず、本会員は本規定に基づく一切の債務
について当然に期限の利益を失い、カード利用により当行に対し
て負担した一切の債務を直ちに支払うものとします。
（1）保証会社から保証の取消または解約の申出があったとき。
（2）支払の停止または破産・民事再生、金銭の調整に係る調停の申立
てを受けたとき、または自らこれらの申立てをしたとき。

（3）手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
（4）会員の預金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差
押または差押の命令通知が発送されたとき。

（5）カード改ざん、不正使用等当行がカードの利用を不適当と認めたとき。
（6）住所変更の届出を怠るなど、会員の責めに帰すべき事由によって、
当行において会員の所在が不明となったとき。

（7）ショッピングリボ払いまたは、ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払
い、ショッピング２回払いまたはボーナス1回払いによるショッピング代金
債務、その他本会員の当行に対する債務の支払いの履行を遅滞し、
当行から20日以上の相当な期間を定めて書面で支払いの催告をされ
たにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。

2.本会員は、当行に支払うべき債務の履行を遅滞し相当期間を定めた当
行からの催告後に是正されない場合、および第30条1項の規定により会
員資格（家族会員を含む）を取り消された場合、ショッピングリボ払い、
ショッピング分割払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払い

によるショッピング代金債務を除く本規定に基づく債務について当然
に期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。
3.会員が次の各号の事由のいずれかに該当したときは、当行からの本会員への
通知催告等により、本会員は期限の利益を失い、カード利用により当行に対
して負担した一切の債務を直ちに支払うものとします。なお、この場合、本会
員が住所変更の手続きを怠る、あるいは本会員が当行からの通知催告等を受
領しないなど、本会員の責に帰すべき事由により、通知催告等が延着しまた
は到着しなかった場合は、通常到着すべき時期に到達したものとみなします。
（1）本規定に定める事項の1つにでも違反したとき。
（2）本規定に基づくカード取引に関し、当行に虚偽の資料提供また
は報告をしたとき。

（3）指定口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またその
恐れがあると当行が認めたとき。

（4）前各号のほか当行が債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
4.本会員は、第29条の事由により会員資格を取消された場合、本規約
に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債
務の全額を支払うものとします。
第29条（反社会的勢力の排除）
1. 会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過し
ない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ
または特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者（以下、これらを「暴力
団員等」という）に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しな
いことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
（1）暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
（2）暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を
有すること

（3）自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三
者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を
利用していると認められる関係を有すること

（4）暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するな
どの関与をしていると認められる関係を有すること

（5）役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会
的に非難されるべき関係を有すること

2.会員は、自らまたは第三者を利用して、当行に対し次の各号の一に
でも該当する行為を行わないことを確約いたします。
（1）暴力的な要求行為
（2）法的な責任を超えた不当な要求行為
（3）取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
（4）風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、ま
たは業務を妨害する行為

（5）その他前各号に準ずる行為
3.会員が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前
項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表
明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、会員との取引を継続す
ることが不適切である場合には、会員は当行から請求があり次第、当行に
対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。

4.前項の規定の適用により、会員に損害が生じた場合にも、当行になんらの請
求をしません。また、当行に損害が生じたときは、会員がその責任を負います。
5.会員は、本契約締結日時点で会員と当行との間に存在するいっさ
いの融資・ローン・クレジットカード取引についても、本条項が適
用されることに同意いたします。 
第29条の2（マネーロンダリング等の禁止）
会員は、マネーロンダリング、反社会的勢力（テロリストを含む。）に対して資
金供与等をすること、または経済制裁関係法令その他の法令もしくは国際
的な規制に抵触する行為（以下、これらを総称して「マネー・ロンダリング等」
という。）を遂行する目的で、またはマネーロンダリング等を遂行する手段とし
て、カードを利用してはならないものとします。
第30条（会員資格の取消）
1. 両社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当行において会員とし
て不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことがで
きるものとします。ただし、（3）においては相当期間を定めた当行からの通知、
催告後に是正されない場合に会員資格を取消すことができるものとします。
（1）カードの申込に際し、氏名、住所、勤務先、年収、家族構成等、会員
の特定、信用状況の判断に係る事実について虚偽の申告をしたり、
カードを不正に使用した場合。

（2）本規定のいずれかに違反した場合。
（3）カード利用代金等、当行に対する債務の履行を怠った場合。
（4）換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況
が不適当若しくは不審があると当行が判断した場合。

（5）指定口座を両社の同意なく解約したとき。
（6）会員が、本会員として当行から複数のカードを貸与されている場合、

他のカードについて上記事項のいずれかに該当する事由が生じたとき。
（7）当行が更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過したとき。
（8）当行が発行したカードを会員が受領する意思がない、または当
行から要請があるにもかかわらず受領を行わない場合。

2.会員資格を取消されたときは、会員は速やかにカード及びチケット等、
当行から貸与された物品を当行に返還するものとします。また、会員
資格を取消された場合、会員は当行に対する会員資格に基づく権利を
喪失するものとします。また、本会員が会員資格を喪失した場合、当然
に家族会員も会員資格を喪失します。なお、本会員は、会員が会員資格
喪失後にカードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。
3.当行は、会員資格の取消を行なった場合、カード及びチケット等の無効
通知並びに無効登録を行い、加盟店等を通じてこれらの返還を求めるこ
とができるものとします。会員は、加盟店等からこれらの返還を求めら
れたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当行に返還するものとします。
第31条（退会）
1.本会員が退会をする場合は、本会員、家族会員全員のカード及び貸与
されたチケット等を添え、当行所定の届出用紙により当行に届出るも
のとします。この場合、債務全額を弁済していただくこともあります。
2.家族会員のみが退会をする場合は、退会する家族会員のカード及び貸与され
たチケット等を添え、当行所定の届出用紙により当行に届出るものとします。
3.カード返却前に生じた損害についてはすべて会員の負担とします。

4.会員は本取引の終了・解約後、当行に対する本規定に基づくカード
取引による債務が残存する場合には、指定口座に受入れまたは振
込まれた資金（受入れた証券類については全額決済されるまでこ
の資金から除く）について、当行が債務完済に至るまで指定口座か
ら引落し、この債務の弁済に充当されても異議ないものとします。
第32条（相殺または払戻充当）
1.本会員が本規定に定める当行に対する債務を履行しなければならない場
合には、その債務と会員の預金その他の債権とを、その債権の期限のいか
んにかかわらず、いつでも当行は相殺できるものとします。この場合当行
は本会員にかわり諸預け金を払戻し、債務の弁済に充当することができ
るものとします。この場合、当行は本会員に対し書面により通知します。
2.本条第1項により相殺または払戻充当をする場合には、債権債務の利息、清算
金、損害金・違約金等の計算については、その期間を計算実行の日までとしま
す。また、利率・料率等について借主と銀行間に別の定めがない場合には銀行
が一般に認められている基準に基づいて定めるところによるものとし、また
外国為替相場については、当行の相殺実行日の相場を適用するものとします。
3.本会員は、弁済期にある本会員の預金その他の債権と本取引によ
る本会員の債務とを相殺することができるものとします。その場合、
相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書・
通帳等は届出印を押印して直ちに当行に提出するものとします。
4.本条第3項における債権債務の利息、清算金、損害金、違約金等の計
算については、その期間を相殺通知の到達の日までとし、利率およ
び料率は当行の定めによるものとします。
5.当行が相殺をする場合、本会員の当行に対する債務全額を消滅させるに
足らないときは、特に通知せず当行が適当と認める順序方法により充当
することができます。ただし、ショッピングリボ払いの支払停止の抗弁
に係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
6.当行が本条第1項により充当指定した時は、本会員はその充当に対
して異議を述べる事ができないものとします。
7.本会員が相殺したときの充当指定により債権保全上支障が生じるお
それがあるときは、当行は遅滞なく異議を述べ、担保、保証の有無、軽重、
処分の難易、弁済期の長短、割引手形または割引電子記録債権の決済
見込などを考慮して、当行の指定する順序方法により充当することが
できます。この場合、当行は本会員に充当結果を通知するものとします。
8.本条第3項によって当行が充当する場合には、本会員の期限未到来
の債務については期限が到来したものとして、当行はその順序方
法を指定することができます。
第33条（業務の委託）
1.当行は、「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣
より営業許可を受けた債権管理回収会社に対して、カードの債権
の管理・回収業務を委託できるものとします。
2.会員は、当行が代金決済事務その他の事務等をJCBおよび関連会社
に業務委託することを予め承認するものとします。
第34条（準拠法・合意管轄）
会員と両社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。ま
た会員と両社の間で訴訟の必要が生じた場合、当行の本支店所在地

を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
第35条（本規定の変更）
本規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化、その他の相当
の事由があると認められる場合には以下のいずれかの方法により変
更できるものとします。
（1）当行が変更内容を当行の店頭表示その他相当の方法で公表する事。
この場合、その変更内容は、公表の際に定める1ヶ月以上の相当な
期間を経過した日（以下「相当期間経過日」といいます。）から適用
されるものとします。

（2）変更内容を当行から通知する事、または新規定を送付する事。
この場合、その変更内容は、変更内容を当行から通知した後、また
は新規定を送付した後にカードを利用したとき（以下「通知後のカ
ード利用日」といいます。）に会員が承認したものとみなし、その変
更内容は、通知後のカード利用日から適用されるものとします。

（3）本規定の変更等を本条第1項の双方により行う場合、その変更内容
は、相当期間経過日または通知後のカード利用日のいずれか先に到
来した日から適用されるものとします。なお、本規約と明示的に相違す
る規定または特約がある場合は、当該規定または特約が優先されるも
のとします。

第36条（危険負担、免責条項等）
1.会員が当行に差し入れた契約書類等が、事変、災害等やむを得ない
事情によって紛失、減失または損傷した場合には、会員は当行の帳
簿、伝票等の記録に基づいて債務を返済します。なお、会員は当行
からの請求があれば直ちに代りの契約書類等を差入れます。
2.会員に対する権利の行使もしくは保全に要した費用は、会員の負担とします。
第37条（規定等の準用）
本規定に特段定めのない事項は、「普通預金規定」、「総合口座取引規定」、
「ふくぎんキャッシュカード規定」、「デビットカード規定」、および「IC
キャッシュカード特約」を準用する事とします。

以上

各種規定等・手数料について
本規約に記載の各種規定等および諸手数料について当行ホームペー
ジに掲載しています。URLは以下の通りです。
各種規定等：https://www.fukuokabank.co.jp/yakkan/
諸手数料：https://www.fukuokabank.co.jp/price/commissions/index.html
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ふくぎんアレコレJCBカード会員規定（2020年4月改定）

第1章　総則
第1条（会員） 
1.ふくぎんアレコレJCBカード（以下「カード」といいます。）とは、1枚
のカードにキャッシュカード機能（デビットカード機能を含む）、
クレジットカード機能およびローンカード機能の3つの機能を兼
ね備えたカードのことをいいます。
2. 株式会社福岡銀行（以下「当行」という）および株式会社ジェーシービー（以
下「JCB」という。）が運営するクレジットカード取引システム（以下「JCBク
レジットカード取引システム」という。）に当行およびJCB（以下「両社」とい
う。）所定の入会申込書等において、本規定を承認のうえ第2条1項に基づく
会員区分を指定して申し込まれた方で当行が審査のうえ両社が入会を承
認した方を本会員とします。会員と両社との契約は、両社が入会を承認し
たときに成立します。なお各機能の提供者は、次に定めるとおりとなります。
　・キャッシュカード機能：当行
　・クレジットカード機能：両社
　・ローンカード機能：当行
　また、金融機関等による顧客等の本人確認等および犯罪による収
益の移転防止に関する法律に基づく本人確認が当行所定の期間内
に完了しない場合は、入会を断ることがあります。
3.ＪＣＢクレジットカード取引システムに両社所定の入会申込書等において、本
規約を承認のうえ、家族会員として入会を申し込まれた本会員の家族で、
両社が審査のうえ入会を承認した方2名を限度として家族会員といいます。
本会員は、家族会員に対し、本会員に代わって家族カード（第2条第1項
で定義される「家族カード」として定義のうち家族会員に貸与されるもの
をいう。また当該カードのカード番号を含むものとする。以下本条において
同じ。）を使用して、本規約に基づくカード利用（第2章（ショッピング利用、
金融サービス）に定めるショッピング利用（第15条に定めるものをいう。以
下同じ。）、キャッシング1回払いおよびキャッシングリボ払い（以下併せて
「金融サービス」という。）ならびに第4条に定める付帯サービス等の利用
の全部または一部をいう。また、モバイル端末等にカード番号を登録する
などして、当該モバイル端末等を使用したショッピング利用または金融サ
ービスの利用等をする行為を含む。以下同じ。）を行う一切の権限（以下
「本代理権」という。）を授与します。なお、本会員は、家族会員に対する
本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある
場合は、第31条第2項所定の方法により家族会員によるカード利用の中
止を申し出るものとします。本会員は、この申し出以前に本代理権が消
滅したことを、両社に対して主張することはできません。
4.本代理権の授与に基づき、家族会員の家族カードによるカード利用はす
べて本会員の代理人としての利用となり、当該家族カード利用に基づく
一切の支払債務は本会員に帰属し、家族会員はこれを負担しないもの
とします。また、本会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者
の注意をもって家族会員をして本規約を遵守させる義務を負うものとし、
家族会員が本規約に違反した場合には、当行に対し、連帯して責任を
負うものとします。

5.本会員と家族会員を併せて会員といいます。
6.会員は申込時にカード取引を行う総合口座普通預金（以下「指定口
座」といいます。）を指定するものとします。
7.会員はふくぎんマイレージサービス「マイバンクプラス」利用規約を承
認のうえ、ふくぎんマイレージサービス「マイバンクプラス」の利用を申
し込むものとします。
8. 本会員は「ふくぎんバンクカード」、「ふくぎんアレコレVISAカード」、「ふ
くぎんアレコレMasterCard」との重複契約はできないものとします。
第2条（カードの貸与およびカードの管理）
1.当行は会員1名につき1枚のカードを貸与します。カードには「アレ
コレJCB一般」・「アレコレJCBゴールド」・「アレコレJCBヤングゴ
ールド」・「アレコレJCBリボルビング」の会員区分があります。
2.会員に貸与されるカードは、同一区分とします。
3.会員はカードを貸与されたときは、直ちにカード裏面署名欄に自
署するものとします。
4.カード上には会員氏名、会員番号、カードの有効期限、口座番号、店
番号、セキュリティコード（カード裏面に印字される場合には、署
名欄（サインパネル）に印字される7桁の数値のうち下3桁または
「SECURITY CODE」との表記で印字される3桁の数値をいう。（以
下「カード情報」といいます。）が表示されています。カードはカー
ド表面に表示された会員本人以外利用できません。また会員は善
良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を使用し、
管理するものとします。
5.カードの所有権は当行に属し、会員は他人にカード及びカード情報を貸
与・預託・譲渡および質入れする等、カード及びカード情報の占有を第三
者に移転させることは一切できないものとします。また、カード及びカ
ード情報を預託しもしくは使用させる事は、一切出来ないものとします。
6.アレコレJCBヤングゴールドカード会員は、満30歳の誕生日以降
最初に到来するカードの有効期限以降、審査のうえアレコレJCBゴ
ールドカードに切り替わるものとします。
第3条（サービスの範囲）
1.会員はカードを利用して、次のサービスを受けることができます。
（1）現金自動支払機または現金自動預入支払機（以下両者を「CDま
たはATM」という。）による指定口座の払戻し、および現金自動
預入支払機による指定口座の預入れ。（以下「キャッシュカード
サービス」といいます。）

（2）CDまたはATMによる、指定口座の当座貸越借入金の払い出し。
（以下「プラスワンサービス」といいます。）

（3）加盟店における物品の購入ならびにサービスの提供を受けたこ
とに係る代金および料金の立替支払、およびCDまたはATMによ
る立替え現金払出し。（以下「クレジットカードサービス」といい、
クレジットカードサービスは「ショッピングサービス」、「キャッシ
ングサービス」、「海外預金引出サービス」により構成されます。）

（4）自動化機器による、当座貸越専用口座の当座貸越借入金の払い
出し。（以下「カードローンサービス」といいます。）

2.家族会員は前項のサービスのうち、(1)および(3)のみを受けること

ができるものとします。
第4条（特典および付帯サービス）
1.当行は会員に対し当行の定めた特典を付与します。特典の内容については、
店頭に備え置きのパンフレットおよび当行ホームページ等に記載します。
2.当行は会員に事前に通知することなく、特典の内容を変更または
中止する場合があります。
3.会員は、クレジットカードサービスとして当行、JCBまたは当行も
しくはJCBが提携する第三者（以下「サービス提供会社」という。）が
提供するカード付帯サービスおよび特典（以下「付帯サービス」と
いう。）を当行、JCBまたはサービス提供会社所定の方法で利用する
ことができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容
については、当行が書面その他の方法により通知または公表します。
4.付帯サービスはカードの種類によって異なります。会員は、付帯サ
ービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、
また、会員が本規約または付帯サービスの利用等に関する規定等に
違反した場合、または両社が会員のカード利用が適当でないと合理
的に判断した時は、付帯サービスを利用できない場合があります。
5.会員は、当行、JCBまたはサービス提供会社が必要と認めた場合には、
当行、JCBまたはサービス提供会社が付帯サービスおよびその内容
を変更することがあります。
6.会員は、当行が認める場合、当行が別に定めるところに従い、WEBサービ
ス（「MyJCB」「MyJチェック」等を含むが、それらに限らない。以下同じ。）
の登録を行うことによりWEBサービスを利用することができます。ただし、家
族会員は、WEBサービスのうち一部の機能を利用することができません。
本会員は、入会時または入会後遅滞なく、当行が別途定める規定に同意
の上、「MyJCB」および「MyJチェック」に登録するための当行所定の手
続きをとり、また当該登録を維持するよう努めるものとします。
第5条（保証）
1.本会員は、カード利用による当行に対する一切の債務について、ふ
くぎん保証株式会社（以下「保証会社」という。）に保証を委託し、そ
の保証を受けるものとします。
2.本会員と保証会社との間の取り決めは、別途「アレコレカード保証
委託約款」に定めるものとします。
第6条（年会費・諸費用の負担）
1.本会員は当行に対し当行が通知または公表する年会費（家族会員の有無･
人数によって異なる。）を、有効期限月（カード上に表示された年月の月
をいう。）の3ヵ月後の第21条に定める約定支払日（ただし、入会後最初の
年会費については、有効期限月の翌月の約定支払日）に通帳および払戻
請求書なしで指定口座から自動引落しの方法により支払うものとします。
なお、一旦支払われた年会費は当行またはJCBの責に帰すべき事由によ
らない退会または会員資格喪失となった場合、返還しません。ただし、「ア
レコレJCBリボルビング」の年会費については免除するものとします。
2 .前項の年会費は、当行が必要と認めたときは相当な範囲で変更できるものと
し、この場合、当行の店頭またはCDまたはATM設置場所に掲示するものとし
ます。
3.本会員は、会員が負担すべき印紙代を当行所定の日に、通帳および払戻

請求書なしで指定口座から自動引落しの方法により支払うものとします。
第7条（カードの有効期限）
1.カードの期限は、カード表面下部に月、年（西暦の下2桁）の順に記載し、当
該月の月末日までとします。有効期限切れのカードは、当行が請求した場
合は、直ちに当行に返却するものとします。ただし、会員から期限の2ヶ月
前までに期限を延長しない旨の申し出がなく、当行が審査のうえ両社が引
き続き会員と認めた場合はさらに5年間延長されたものとし、以降も同様
とします。その場合新たな有効期限を記載したカードを会員に貸与します。
2.前項の規定に関わらず、プラスワンサービスについては65歳の誕
生日以降最初に到来する有効期限をもって終了するものとします。
カードローンサービスについては、第20条3項によることとします。
第8条（カードの利用枠・利用可能金額および複数カード保有における利用の調整）
1.当行は、本会員につき、商品ごとの利用可能枠として、次の利用可
能枠を審査のうえ決定します（商品ごとの利用可能枠を総称して「機
能別利用可能枠」という。）。
　① ショッピング1回払い利用可能枠
　② ショッピングリボ払い利用可能枠
　③ ショッピング分割払い/ショッピングスキップ払い利用可能枠
　④ ショッピング2回払い利用可能枠
　⑤ ボーナス1回払い利用可能枠
　⑥ キャッシング1回払い利用可能枠
　⑦ 海外キャッシング1回払い利用可能枠
2.前項の機能別利用可能枠は、以下のとおり、3つの商品群に分類され、商品群
ごとの利用可能枠（以下「内枠」という。）が設定されます。各商品群に属する
機能別利用可能枠のうち最も高い金額が、当該商品群に係る内枠となります。
（1）前項①の機能別利用可能枠・・・「ショッピング枠」として分類
（2）前項②③④⑤の機能別利用可能枠・・・「ショッピング残高枠」として分類
（3）前項⑥⑦の機能別利用可能枠・・・「キャッシング総枠」として分類
3.第1項①から⑦の機能別利用可能枠のうち最も高い金額が、カード
全体の利用可能枠（以下「総枠」という。）となります。機能別利用可
能枠、内枠および総枠を総称して、利用可能枠といいます。
4.当行は、会員のカード利用状況および本会員の信用状況等に応じて、
審査の上利用可能枠を増額または減額することができるものとし
ます。ただし、本会員より増額を希望しない旨の申し出があった場
合は増額しないものとし、第1項⑥⑦の機能別利用可能枠について
は本会員が増額を希望した場合にのみ、増額するものとします。
5.本会員が当行から複数枚のJCBカード（当行が発行するクレジットカード等
をいい、当該カードに係るカード情報を含む。以下同じ。）の貸与を受けた場合、
それら複数枚のJCBカード全体における利用可能枠は、原則として各カード
ごとに定められた利用可能枠のうち最も高い金額（当該金額を「総合与信枠」
という。）となり、それら複数枚のJCBカードにおける利用可能枠の合計金額
にはなりません。なお、総合与信枠の金額にかかわらず、各JCBカードにおけ
る利用可能枠は、当該JCBカードについて個別に定められた金額となります。
6.会員は、以下の各号のうち最も低い金額の範囲内でカードを利用する
ことができるものとします。なお、本項から第8項の定めは、第2章にお
けるショッピング利用および金融サービス利用の全てに適用されます。

（1）会員が利用しようとする商品の機能別利用可能枠から当該機能
別利用可能枠に係る利用残高を差し引いた金額

（2）会員が利用しようとする商品の属する内枠から当該内枠に係る
利用残高を差し引いた金額

（3）総枠から会員の全利用残高を差し引いた金額
7.前項の利用残高とは、会員のクレジットカード利用に基づき当行に
対して支払うべき金額（約定支払日が到来しているか否かを問わな
い。また、キャッシング1回払い手数料、ショッピングリボ払い手
数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングスキップ払い手
数料および遅延損害金は除く。）で、当行が未だ会員からの支払い
を確認できていない金額をいい、本会員分と家族会員分を合算した
金額をいいます。
8.第6項、第7項にかかわらず、本会員が当行から複数枚のJCBカードの
貸与を受け本条第5項の適用を受ける場合、第6項の利用残高は、本会
員が保有するすべてのJCBカードおよび当該JCBカードに係る規約
に基づき発行された家族カードの利用残高を合算した金額となります。
9.本会員は、利用可能枠を超えるクレジットカード利用についても
当然に支払義務を負うものとします。

10. 会員が、本条第1項②③④または⑤の機能別利用可能枠を超えてシ
ョッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピング2回払い、
ボーナス1回払いによるショッピング利用（第15条に定めるものを
いう。）をした場合、当該機能別利用可能枠を超過したご利用はシ
ョッピング1回払いを指定したものと同様に取り扱われます。
第9条（カードの利用方法）
1.会員はCD・またはATMにてカードを利用する場合は、カード表面
に記載されているカード挿入方向の指示に従ってカードを挿入し、
機能を使い分けるものとします。
2.会員がカードのデビットカード機能およびクレジットカード機能の両方を
使用できる加盟店においてカードを利用する場合には、カードを提示する
際に、いずれの機能を利用するかについて当該加盟店に申出るものとします。
3.本条第1項および第2項において会員が使用方法を誤った場合に生じる
不利益・損害については、会員が負担するものとし、また会員は、この場
合の取引に基づく債務についての支払義務を免れないものとします。
第10条（暗証番号等）
1. 会員はカードの申込時に、当行に対しキャッシュカードサービスの暗証番号
およびクレジットカードサービスの暗証番号をそれぞれ届出るものとします。
2.会員は暗証番号（以下「暗証」という）を他人に知られないよう善良なる
管理者の注意をもって管理するものとします。クレジットカードサービ
ス利用の際、登録された暗証が使用されたときは、その利用はすべて当
該カードを貸与されている会員本人が利用したものと推定し、その利用
代金はすべて本会員の負担とします。ただし、登録された暗証の管理に
つき、会員に故意または過失がない場合には、この限りではありません。
第11条（届出事項の変更）
1. 会員は、住所、氏名、電話番号、勤務先、職業、電子メールアドレス、取
引を行う目的等、一切の届出事項に変更があった場合には遅滞なく
当行所定の書面により当行に対し届出を行うものとします。なお、届

出前に生じた損害については、当行は責任を負わないものとします。
2. 本条第1項の届出を怠ったために、当行から届出の氏名、住所にあ
てて通知または送付した書類等が延着し、または到着しなかった
場合には、通常到達すべき時に到着したものとみなします。
3. 本条第1項のうち、氏名に変更があった場合、またはクレジットカードサ
ービスの暗証を変更する場合には、会員は当該カードをあわせて当行に
提出のうえ再発行の手続きを行うものとします。なお、これにより新た
にカードが交付されるまでの間、会員がカードを利用できなくなること
に伴う不利益・損害等については当行は責任を負わないものとします。
第12条（会員区分の変更）
1. 本会員が申し出、当行が審査のうえ両社が承認した場合、会員区分
を変更することができます。また、本会員が新たに別の会員区分を
指定して両社に入会を申し込んだ場合は、会員区分変更の申し出
があったものとして取り扱われることがあります。
2.会員区分の変更により、登録中のクレジットカードの暗証は無効となります。
会員区分変更の申し出の際は、あらためて暗証を登録する必要があります。
3.会員区分が変更になった場合、家族会員等の契約、利用中の機能・サービス
等が引き継がれないことがあります。また、新たな会員区分に定められた利
用限度額、利用範囲、利用方法、家族会員の有無、手数料率、利率、付帯サ
ービスの内容・条件その他等が適用されます。
第2章　ショッピング利用・金融サービス
第13条（キャッシュカードサービス）
キャッシュカードサービスの内容および取扱方法については別途定める「総合
口座取引規定」、「普通預金規定」、「ふくぎんキャッシュカード規定」、「デビット
カード規定」、および「ふくぎんICキャッシュカード特約」に定めるものとします。
第14条（プラスワンサービス）
1.プラスワンサービスの貸越極度額は当行が会員毎に定めるものと
します。ただし、この極度額を超えて当行が貸越をした場合にも、
この規定の各条項が適用されるものとし、その場合は、会員は当行
から請求があり次第、直ちに極度額を超える金額を支払います。な
お、会員が同日に数件の貸出を請求した場合、その総額が貸越極度
額を超えるときは、そのいずれを貸出すかは当行の任意とします。
2.本サービスにおける自動化機器の取扱いは「ふくぎんキャッシュ
カード規定」に準じるものとします。
3.当座貸越請求書により借入れる場合は、当行所定の当座貸越請求書に
届出の印章により記名押印して通帳とともに提出するものとします。
4.預入支払機を使用して通帳により借入れる場合は、預入支払機に
通帳を挿入し、暗証と、金額ボタンにより操作するものとします。
5.本サービスは、指定口座の残高がない場合または総合口座取引規
定に基づく当座貸越（以下「総合口座貸越」という）借入金の残高が
極度額に達している場合に利用するものとします。
6.指定口座にかかる各種料金等の自動支払の請求があり前項に該当
する場合は、本サービスにより借入れ、その借入金は自動支払の決
済に充当されるものとします。なお、この場合は、通帳および当座貸
越請求書または普通預金払戻請求書の提出を省略するものとします。
7.本サービスによる借入金がある場合に総合口座貸越借入金の担保

となる定期預金の預入れあるいは国債等の保護預けをしたときは、
本サービスによる借入金は以降、総合口座貸越極度額または極度
額増加の範囲内で、総合口座貸越借入金として取扱うものとします。
8.総合口座貸越借入金の担保となっている定期預金を解約したり、
国債等を引出し等したことにより、その借入金の残高が総合口座
貸越借入金の極度額を超えた場合、越えた金額は以降、極度額の範
囲内で本サービスによる借入金として取扱うものとします。その
場合、極度額を超える金額は直ちに支払うものとします。
9.普通預金の支払いと当座貸越（本サービスによる借入および総合
口座貸越、以下同じ）の利用とが同時に行われる場合には、当行は
その金額を合算して通帳の支払欄に記入するものとします。

10. 本サービスを受けたことによる債務の支払いは次のとおりとします。
（1）本サービスによる借入金の残高がある場合には、指定口座に入
金または振込まれた証券類は、借入金の担保として当行に譲渡
したものとし、資金化されしだい借入金の返済に充当します。

（2）本サービスによる借入金の残高がある場合には、指定口座に受入れ
または振込まれた資金（受入れた証券類の金額は決済されるまで、
この資金から除く）は、借入金の残高に達するまで自動的にその返
済にあてるものとします。なお、総合口座貸越借入金がある場合は、
プラスワンサービスによる借入金から先に返済するものとします。

（3）当行は本条第1項の極度額を超えて貸越をした場合、指定口座
に受入れまたは振込まれた資金（受入れた証券類の金額は決済
されるまで、この資金から除く）を、各種料金等の支払いに優先
して極度額を超える金額の返済に充当することができます。

11. 本条第10項の場合、当行は普通預金の支払および当座貸越の返済
の通帳記入を省略し、入金欄に普通預金への入金額のみを記入す
るものとします。また、通帳の残高欄には、当行は当座貸越残高ま
たは普通預金残高のいずれかを記入するものとします。

12. 本サービスによる借入金の利息は、付利単位を100円とし、当行所定の貸越
利率により毎日の借入金の最終残高について計算し、毎年2月と8月の当行
所定の日に指定口座から引落しまたは指定口座の貸越元金に組入れるも
のとします。なお、総合口座貸越の利息がある場合には、これを合算のうえ
同様に取扱うものとします。また、本件についての損害金は年14.0%の割合
（年365日の日割計算）によるものとします。ただし、貸越利率が年14.0%を
超える場合の損害金は、当行所定の貸越利率（年365日の日割計算）を適用
するものとします。なお、利息、手数料、保証料には損害金を付しません。

13. 第7条に定めるカードの有効期限（以下「取引期限」という）が延長さ
れずに到来した場合は、次によるものとします。
（1）取引期限到来日の翌日以降この取引による当座貸越は受けられ
ないものとします。

（2）取引期限到来日に貸越元利金がある場合は、取引期限到来日の
3ヵ月後の応答日を返済期限とし、返済期限までに貸越元利金全
額を返済するものとします。ただし、当行の判断により返済期
限を延長する場合があります。

（3）取引期限到来日の翌日以降に貸越元利金がない場合、また貸越
元利金の返済が完了した場合は、この取引は当行から通知する

事なく当然に解約されるものとします。
第15条（ショッピング利用）
1.クレジットカードサービスについて、前月16日から当月15日まで
を標準期間といいます。
2.会員はJCB、JCBの提携会社およびJCBの関係会社の認めるJCBカード
の取扱加盟店（以下「加盟店」という。）において、本条第3項から第6項に
定める方法または両社が特に認める方法により、本条その他両社所定の
定めに従い、会員と加盟店との間で直接現金決済を行わずに、加盟店に
対する支払いを当行に対して委託することにより、加盟店から商品もしくは
権利を購入し、または役務の提供等を受けることができます（以下「ショッピ
ング利用」という。）。会員が加盟店においてカードを利用したことにより、会
員の加盟店に対する支払いにつき、会員が当行に対して弁済委託を行っ
たものとみなし、当行は自らまたは第三者を介して、加盟店に対して、会員
に代わって立替え払いを行います。また、会員は加盟店の店頭（自動精算
機の場合を含む。）において、JCB所定の方法により、カードを提示し、また
は非接触ICカード等を所定の機器にかざし、加盟店の指示に従って、所
定の売上票にカードの署名と同じ署名を行うこと、加盟店に設置されてい
る端末機に暗証番号を入力すること、または、署名と暗証番号の入力の
両方を行うことによりショッピング利用を行うことができます。なお、売上票へ
の署名または加盟店に設置されている端末機への暗証番号の入力等に
かえて、所定の手続きを行うことにより、または売上票への署名や端末機
への暗証番号の入力を省略して、ショッピング利用ができることがあります。
3.インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引そ
の他両社が特に認めた取引を行う加盟店においては、会員は、加盟店所
定の方法で、カード情報等を送信もしくは通知する方法により、または当該
方法に加えてセキュリティコードもしくはJ/Secure（TM）利用者規定に定
めるパスワードを送信する方法により、ショッピング利用を行うことができま
す。この場合、会員はカードの提示および売上票への署名を省略すること
ができます。
4.両社が特に認めたホテル・レンタカー等の加盟店における取引について
は、予め会員が加盟店との間で合意している場合には、会員は、ショッピン
グ利用代金額の一部についてのみ、加盟店に対してカードの提示、売上
票への署名等を行い、残額（署名等を行った後、利用が判明した代金を
含む。）についてはカードの提示、売上票への署名等を省略することがで
きます。
5.通信料金等両社所定の継続的役務については、会員が会員番号等を
事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受ける
ことができます。会員は、加盟店に登録した会員番号等に変更があった場
合ならびに退会または会員資格喪失等に至った場合、加盟店に当該変
更、退会または会員資格喪失等を申し出るものとします。なお、上記の事由
が生じた場合には、当行またはＪＣＢが会員に代わって当該変更、退会ま
たは会員資格喪失等の情報を加盟店に対し通知する場合があることを
会員は予め承認するものとします。また、会員に、退会または会員資格喪
失等の通知がなされた後であっても、当該加盟店におけるカード利用につ
いて、本会員は第42条第1項なお下記および第42条第4項に従い、支払
義務を負うものとします。

6.会員のショッピング利用に際して、加盟店が当該利用につき当行
に対して照会を行うことにより当行の承認を得るものとします。
ただし、利用金額、購入する商品・権利および提供を受ける役務の
種類によってはこの限りではありません。
7.ショッピング利用のためにカード（カード情報を含む。以下本項において
同じ。）が加盟店に提示または通知された際、カードの第三者による不正
利用を防止する目的のために、当行は以下の対応を行うことがあります。
（1）当行は、事前または事後に、電話等の方法により直接または加盟
店を通じて会員本人の利用であることを確認する場合があります。

（2）当行、JCBまたはJCBの提携会社が当該加盟店より依頼を受け
た場合、当行またはJCBにおいて会員の会員番号・氏名・住所・電話
番号その他当該ショッピング利用の申込者が加盟店に届け出
た情報と会員が両者に届け出ている個人情報を照合し、一致の
有無を当該加盟店に対して回答する場合があります。

（3）カードの第三者による不正利用の可能性があると当行が判断し
た場合、会員への事前通知なしにカードのご利用を保留または
お断りする場合があります。

（4）ショッピング利用の申込者に対して、セキュリティコードまたはJ/Secure
（TM）利用者規定に定めるパスワードの入力を求める場合がありま
す。申込者がセキュリティコードまたはJ/Secure（TM）利用者規定に定
めるパスワードを誤って入力した場合、会員によるカードの利用を一定
期間制限することがあります。

8.当行は、約定支払額（第21条に定めるものをいう。）が約定支払日に支払
われなかった場合、本会員の当行に対する一切の債務の全部または一
部について延滞が発生している場合、その他会員のJCBカードの利用
状況および本会員の信用状況等により会員のショッピング利用が適当
でないと判断した場合には、ショッピング利用を断ることがあります。
9.家族会員が家族カードを利用して商品・権利を購入しまたは役務
の提供等を受けた場合、家族会員は本会員の代理人として加盟店
との間でそれらに係る契約を行ったものとみなし、当該契約に基
づく債務は本会員が負担するものとします。

10.会員は、現金を取得することを目的として商品・権利の購入または役務の
提供などにカードのショッピング枠、ショッピング残高枠（第８条第２項に定
めるものをいう。）を利用すること（以下「ショッピング枠現金化」という。）は
できません。なお、ショッピング枠現金化には以下の方式等がありますが、現
金を取得することを目的とするショッピング利用枠である限り、方式の如何
を問わず、禁止の対象となります。
（1）商品・権利の購入、役務の提供の対価として、合理的な金額以上の対
価を、カードを利用して支払い、加盟店等から現金または現金に類似
するものの交付を受ける方式

（2）商品・権利等を購入し、その対価を、カードを利用して支払った上で、当
該商品・権利等を当該商品・権利等を購入した加盟店その他の第三
者に有償で譲渡する方式

（3）現行紙幣もしくは貨幣、またはこれらが含まれる商品等をカードを利用し
て購入する方式

11. 貴金属、金券類（ギフトカード、回数券等を含みますが、これらに限られま

せん。）、パソコン等の一部の商品の購入および電子マネーの入金等につ
いては、第8条第6項に定める金額の範囲内であったとしても、会員のシ
ョッピング利用が制限され、カードをご利用になれない場合があります。

12. 当行、JCB、JCBの提携会社またはJCBの関係会社と加盟店間の契約
が債権譲渡契約の場合、会員はショッピング利用代金の債権につ
いて以下のことを予め異議なく承諾するものとします。なお、債権
譲渡に際しては、JCBが認めた第三者を経由する場合があります。
（1）加盟店から当行に対して債権譲渡すること。
（2）加盟店からJCBに対して債権譲渡したうえで、当行がJCBに対
して立替払いすること。

（3）加盟店からJCBの提携会社に対して債権譲渡したうえで、当行
が当該JCBの提携会社に対して立替払いすること。

（4）加盟店からJCBの関係会社に対して債権譲渡したうえで、JCB
が当該JCBの関係会社に対して立替払いし、さらに当行がJCB
に対して立替払いすること。

13. 当行、JCB、JCBの提携会社またはJCBの関係会社と加盟店間の契約
が立替払い契約の場合、会員はショッピング利用代金の債権につ
いて以下のことを予め異議なく承諾するものとします。
（1）当行が加盟店に対して立替払いすること。
（2）JCBが加盟店に対して立替払いしたうえで、当行がJCBに対し
て立替払いすること。

（3）JCBの提携会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、当行が
当該JCBの提携会社に対して立替払いすること。

（4）JCBの関係会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、JCBが
当該JCBの関係会社に対して立替払いし、さらに当行がJCBに
対して立替払いすること。

14. 商品の所有権は、加盟店から当行に債権が譲渡されたとき、または
当行が加盟店、JCBもしくはJCBの提携会社に対して立替払いをし
たときに当行に移転し、ショッピング利用代金の完済まで当行に
留保されることを、会員は承認するものとします。

15. ショッピング利用代金の支払区分は、ショッピング1回払い、ショッピング2
回払い、ボーナス1回払い、ショッピングリボ払い、支払回数が3回以上でか
つ当行所定の支払回数のショッピング分割払い（以下「ショッピング分割払
い」という。）のうちから、会員がショッピング利用の際に指定するものとし
ます。ただし、ショッピング2回払い、ボーナス1回一括払い、ショッピングリ
ボ払い、ショッピング分割払いは、当行が指定する加盟店においてのみ利用
できるものとします。なお、ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッ
ピングリボ払いおよびショッピング分割払い取扱加盟店において会員が支
払区分を指定しなかった場合は、すべてショッピング1回払いを指定したも
のとして取り扱われます。また、ショッピングリボ払い、ショッピング分割
払いを指定した場合、ショッピング利用代金に所定の手数料が加算されます。

16.前15項にかかわらず、当行が認めた場合、会員は、以下の方式で、ショッ
ピング利用代金の支払区分をショッピングリボ払い、ショッピング分割払い
またはショッピングスキップ払いに指定することができます。会員は、当該
サービスに関する規定・特約等がある場合はそれに従うものとします。た
だし、いずれの場合でも、電子マネーの入金、カードの付帯サービス料金

その他当行が指定するものについては、以下の方式による支払区分の
指定を行うことはできず、ショッピング1回払いのみの指定となります。
（1）本会員が申し出、以後のショッピング利用代金の支払いをすべ
てショッピングリボ払いとする方式。なお、本方式を利用する
場合は、規約末尾の手数料率となります。

（2）当行が別途定める期日までに会員が支払区分の変更を希望するショ
ッピング利用を特定して申し出、当行が指定した月の約定支払日から別
の支払区分を指定したショッピング利用代金をショッピングリボ払い、ショ
ッピング分割払いまたはショッピングスキップ払いに変更する方式。本方
式を利用する場合は、カード利用日にショッピングリボ払い、ショッピング
分割払いまたはショッピングスキップ払いの指定があったものとします。
なお、1回のショッピング利用代金の一部についてのみ支払区分を変更
することはできません。

17. 本会員は、会員が標準期間においてショッピング利用を行った場合、
本条第12項、第13項、第14項における当行、JCB、JCBの提携会社、
JCBの関係会社または加盟店の各間の立替払いの有無にかかわらず、
第18項、第19項の場合を除き、以下のとおり支払うものとします。
（1）ショッピング1回払いを指定した場合、当該ショッピング利用
代金額を、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日

（2）ショッピング2回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金の
半額（1円単位とし、端数が生じた場合は初回の約定支払日に算入しま
す。）を、標準期間満了日の属する月の翌月および翌々月の約定支払日

18. 本会員は、会員がショッピング利用においてボーナス1回払いを指
定した場合、原則として、以下のとおり支払うものとします。ただし、
加盟店によりボーナス1回払いの取扱期間が異なることがあります。
（1）前年12月16日から当年6月15日までの当該ショッピング利用代
金を、当年8月の約定支払日

（2）当年7月16日から当年11月15日までの当該ショッピング利用代
金を、翌年1月の約定支払日

19.本会員は、会員がショッピング利用においてショッピングリボ払いまたはショッ
ピング分割払いまたはショッピングスキップ払いを指定した場合、第20項か
ら第22項または第23項から第32項に定めるとおり支払うものとします。

20. 本会員は、会員がショッピングリボ払いを指定した場合、以下のと
おり支払うものとします。
（1）標準期間におけるショッピング利用代金額に対してする標準期間満

了日の属する月の16日から翌月の約定支払日までの間当行所定の手
数料率を乗じたショッピングリボ払い手数料を、翌月の約定支払日。
ただし、ア当該ショッピング利用により第8条第1項②の機能別利用
可能枠にかかる利用残高が当該機能別リボルビング・分割払い利用可
能枠を超える場合の超過金額、およびイ標準期間におけるショッピン
グリボ払いのショッピング利用代金額とショッピングリボ払い利用
残高の合計金額が（2）に定めるリボ払元金以下の場合の当該ショッピ
ング利用代金額は当該手数料の計算から除かれるものとします。

（2）（1）の手数料のほか、以下の金額（以下「ショッピングリボ払い弁済金」
という。）を毎月の約定支払日。ただし、ボーナス増額払いを指定した
場合、ボーナス指定月の約定支払日において会員が指定した金額を

加算して支払うものとします。なお、ショッピングリボ払い弁済金の
当行に対する本会員の債務の充当は当行所定の方法により行います。
（リボ払元金）
前月15日のショッピングリボ払い利用残高が、会員の指定した
支払方法により決定されるショッピングリボ払い元金（以下「リ
ボ払元金」という。）以上の場合は当該リボ払元金。リボ払元金未
満の場合は当該ショッピングリボ利用残高。
（ショッピングリボ払い手数料）
前月の約定支払日のショッピングリボ払い利用残高（同日に支
払うリボ払元金、ボーナス加算額および前々月16日から前月の
約定支払日までのショッピングリボ払い利用額を差し引いた金
額）に対して前月の約定支払日の翌日から当月の約定支払日ま
での間当行所定の手数料率を乗じた金額。

21. 当行が認めた場合、本会員は支払方法の変更およびボーナス増額
払いの追加指定、加算額の変更をすることができます。

22. 本会員は、ショッピングリボ払い弁済金および第20項の手数料に
ついては、同項の支払方法のほか本規約末尾に記載の「繰上返済方
法」に従い随時支払うことができます。

23. 本会員は、会員がショッピング分割払いを指定した場合、ショッピ
ング利用代金に会員の指定した支払回数に応じた当行所定の割賦
係数を乗じたショッピング分割払い手数料を加算した金額（以下「分
割支払金合計額」という。）を支払うものとします。

24. 分割支払金合計額を支払回数で除した金額を分割支払金（ただし、計算上
の都合により初回および最終回の分割支払金は金額が異なります。）とし、
標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日から支払回数回にわたり
最終約定支払日まで、分割支払金を各約定支払日に支払うものとします。

25. 各分割支払金における分割支払元金と手数料の内訳の計算方法に
ついては以下のとおりとします。
（1）初回の分割支払金の内訳
手数料＝標準期間に利用した場合、ショッピング利用代金に対
する標準期間満了日の属する月の16日から翌月10日までの間当
行所定の手数料率を乗じた金額
分割支払元金＝分割支払金から上記手数料を差し引いた金額

（2）第2回の分割支払金の内訳
手数料＝ショッピング分割払い残元金（ショッピング利用代金－
（1）の分割支払元金）に当行所定の手数料率（月利）を乗じた金額
分割支払元金＝分割支払金から上記手数料を差し引いた金額

26. ボーナス併用ショッピング分割払いを指定した場合、本会員は、ショッピン
グ利用代金の半額を第23項、第24項、第25項の規定に従い支払い、残額を当
行所定の方法によりボーナス月（1月および8月）の約定支払日に支払うもの
とします。なお、初回から最終回までの約定支払日にボーナス月の約定支払
日に該当する日がない場合、ボーナス併用ショッピング分割払いを指定しな
かったものとして取り扱われます。第12項、第13項、第14項に定める債権譲
渡または立替払手続きの遅延その他の事務上の都合により、ボーナス月の約
定支払日に該当する日がないこととなった場合についても同様とします。

27. 本会員は、ショッピング分割払い残元金および手数料については、

第24項、第26項の支払いのほか、当行本規約末尾に記載の「繰上返
済方法」に従い一括で支払うことができます。

28.本会員は、会員が第15条第6項の規定に従いショッピングスキップ払いを
指定した場合、ショッピング利用代金額に、以下のショッピングスキップ払い
手数料を加算した金額を、標準期間満了日の属する月の翌 月々から標準
期間満了日の属する月の7ｶ月後の月までのうちから会員が指定した月（以
下「スキップ指定月」という。）の約定支払日に一括（1回）で支払うものとし
ます。なお、会員が一度指定した約定支払日を再度変更することはできま
せん。

29.ショッピングスキップ払いの手数料は、標準期間におけるショッピング利用代
金額に対して標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日翌日から
スキップ指定月の約定支払日までの経過月数と、当行所定の手数料率
（月利）を乗じた金額。
30.本会員は、ショッピングスキップ払いに関する債務の支払いを本規約末尾
に記載の「繰上返済方法」に従い一括で支払うことができます。

31.本会員が、会員のクレジットカード利用に基づき当行に対して支払うべき約
定支払額を約定支払日に支払わなかった場合には、約定支払額（ただ
し、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングス
キップ払い手数料、金融サービスの手数料および利息ならびに遅延損害
金等は除きます。）に対しその翌日から完済に至るまで、また、本規約に基
づき当行に対して負担する債務につき期限の利益を喪失した場合には、
残債務全額（ただし、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手
数料、ショッピングスキップ払い手数料、金融サービスの手数料および利息
ならびに遅延損害金等は除きます。）に対し期限の利益を喪失した日の翌
日から完済に至るまで、それぞれ以下に定める利率を乗じた遅延損害金
を支払うものとします。
・ショッピング1回払い、ショッピングリボ払い　年14.60％
・キャッシング1回払い　年20.00％
・ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッピングスキップ払い
法定利率

32.第31項にかかわらず、ショッピング分割払いに係る債務については以下の
遅延損害金を支払うものとします。
（1）分割支払金の支払いを遅延した場合は、分割支払金のうち分割支払
元金に対し約定支払日の翌日から完済に至るまで年１４.６０％を乗じた
金額。ただし、当該遅延損害金はショッピング分割払い残元金に対し
法定利率を乗じた額を超えない金額。

（2）分割支払金合計額の残額の期限の利益を喪失した場合は（（１）の場
合を除く）、ショッピング分割払い残元金に対し期限の利益を喪失した
日の翌日から完済に至るまで法定利率を乗じた金額。

第16条（見本・カタログ等と現物の相違）
会員は、見本・カタログ等により申し込みをした場合において、引き渡
された商品・権利または提供された役務等が見本・カタログ等と相違し
ている場合は、加盟店に商品、権利、役務等の交換を申し出るかまたは
売買契約の解除または役務提供契約の解除ができるものとします。
第17条（支払停止の抗弁）
1.会員は、加盟店から購入した商品、権利または提供を受けた役務に

関する紛議について、当該加盟店との間で解決するものとします。
2.第１項にかかわらず、本会員は、ショッピングリボ払いショッピング分割払い、
ショッピングスキップ払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払いを指
定もしくは変更して購入した商品もしくは割賦販売法に定める指定権利ま
たは提供を受けた役務（以下併せて「商品等」という。）について次の事
由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商
品等について、当行への支払いを停止することができるものとします。
（1）商品の引き渡し、指定権利の移転または役務の提供がないこと。
（2）商品等に破損、汚損、故障、その他の瑕疵があること。
（3）その他商品等の販売について加盟店に対して生じている抗弁事由が
あること。

3.当行は、本会員が第2項の支払いの停止を行う旨を当行に申し出た
ときは、直ちに所要の手続きをとります。
4.本会員は、第3項の申し出をするときは、予め第2項の事由の解消の
ため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
5.会員は、本会員が第3項の申し出をしたときは、速やかに第2項の事由
を記載した書面（資料がある場合には資料添付のこと。）を当行に提
出するよう努めるものとします。また当行が第2項の事由について調
査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
6.第2項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停
止することはできないものとします。
（1）ショッピングリボ払いの場合において、1回のカード利用におけるショッピ
ング利用代金額が3万8千円に満たないとき。ショッピング分割払い、ショ
ッピングスキップ払い、ショッピング2回払いまたはボーナス１回払いの場
合において、1回のカード利用における分割支払金合計額が4万円に
満たないとき。

（2）本会員による支払いの停止が信義に反すると認められたとき。
（3）会員によるショッピング利用が営業のために行うショッピング
利用である場合または海外でのショッピング利用である場合等、
割賦販売法第35条の3の60に定める適用除外条件に該当するとき。

第18条（アレコレキャッシング1回払い）
1. 会員は、当行所定の現金自動支払機（以下「CD」という。）、現金自動預
払機（以下「ATM」という。）等でカードおよび登録された暗証番号を使
用することにより金銭を借り入れることができます（以下「キャッシ
ング1回払い」という。）。その場合、会員は当行に対し、当行所定の金融
機関利用料を支払うものとします。なお、CD・ATMの機種や設置地域、店
舗等により、利用できない取引があり、また、CD・ATMの設置店舗の営
業時間やシステム保守等により、利用できない時間帯があります。
2.キャッシング1回払いにおける融資の日（以下「融資日」という。）は、CD・ATM
もしくは次条第3項に定める窓口等で融資を受けた日とします。お支払い口
座へは、当行に代わり、JCBが立て替えて融資金を振り込む場合があります。
3.会員は、第8条に定める金額の範囲内でキャッシング1回払いサー
ビスを利用することができます。
4.本会員は、会員が標準期間にキャッシング1回払いを利用した場合、標準
期間満了日の属する月の翌月の約定支払日に、標準期間の借入金合計額
およびキャッシング1回払い手数料（各借入金に対してキャッシング1

回払い融資日の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払
日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額）を支払うものとします。
なお、本会員は本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日
の前に借入金及び手数料の全額または一部を随時支払うことができます。
5.当行は、約定支払額が約定支払日に支払われなかった場合、本会員
の当行に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生し
ている場合、その他会員の利用状況および本会員の信用状況等によ
り会員のキャッシング1回払いの利用が適当でないと判断した場合
には、新たなキャッシング1回払いの利用を中止することができる
ものとします。なお、延滞の発生により利用を中止する場合は、本会
員の当該延滞に係るその後の支払い状況に関わらず、当行が定める
一定の期間内において継続して利用を中止する場合があります。
6.会員が、日本国外で本サービスを利用し、その引出額が指定口座の
預金残高の範囲内である場合には、会員が第19条に定めるサービ
スを受けたものとみなします。
第18条の２（海外キャッシング）
1.会員は、前条に定めるキャッシング1回払いを日本国外においても利
用することができます（以下「海外キャッシング1回払い」という。）。
2.会員が海外キャッシング1回払いを利用する場合に適用される機能
別利用可能枠は、海外キャッシング1回払い利用可能枠となります。
3.会員は、前条第1項に定める方法のほか、当行所定の方法により、国外
の金融機関等のCD・ATMにおいて海外キャッシング1回払いを利
用できる場合があります。海外キャッシング1回払いの利用方法は、
利用される国や地域、ATMにより異なるため別途公表いたします。
4.本会員は、会員が標準期間に海外キャッシング1回払いを利用した場
合、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日に、標準期間の借
入金合計額およびキャッシング1回払い手数料（各借入金に対して
キャッシング1回払い融資日の翌日から標準期間満了日の属する月
の翌月の約定支払日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額）を
支払うものとします。なお、本会員は本規約末尾に記載の「繰上返済
方法」に従い、約定支払日の前に借入金および手数料の全額または一
部を随時支払うことができます。ただし、会員が海外キャッシング1
回払いを利用した国外の金融機関・ATM保有会社等の事務処理の都
合上、上記の約定支払日から1カ月または2カ月後の約定支払日とな
る場合があります。この場合であっても、キャッシング1回払い手数
料が本項本文に定める金額から増額されることはありません。
5.会員が海外キャッシング1回払いを利用する場合、前条第2項、第3項
および第5項の定めが適用されますが、前条第4項は適用されません。
6.海外キャッシング1回払いの利用により会員が現地通貨で現金の引
出しを行った場合であっても、海外キャッシング1回払いの借入金元
金は、JCBとJCBの提携会社が当該借入金元金の集中決済をした時点
（会員がカードを利用した日とは異なることがあります。）のJCBが
定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨としま
す。なお、換算レートおよび換算方法については、第21条第6項が適用
されるものとします。

第19条（海外預金引出しサービス）
1.海外預金引出サービス（以下「海外キャッシュサービス」といいま
す。）とは、JCBと提携する国外金融機関等のCD・ATMで、会員が
現地通貨により指定口座から預金の払戻しを受けることができる
サービスです。なお、CD・ATMの利用方法は、それぞれのCD・
ATM設置先の定めによります。
2.海外キャッシュサービスによる日本国外での払戻しに係る指定口
座からの引落しは、JCBでの処理日の3営業日後を支払日とし、通帳
および払戻請求書なしで指定口座から自動引落しの方法により支
払うものとします。
3.前項の支払については、外貨額をJCBまたは提携金融機関、提携ク
レジット会社が定める時期ならびに為替相場により円貨に換算し
た金額を前項により引落すものとします。
4.海外キャッシュサービスに係る引落しと支払日の到来しているシ
ョッピング利用、キャッシング1回払いおよびカードローンサービ
スによる債務が指定口座の預金の不足により同時に引落すことが
できない場合における引落しの選択は当行の任意とします。
5.海外キャッシュサービスによる利用可能枠は、ショッピング利用可
能枠の範囲内で当行が定める金額とします。1回当りの利用できる
金額は、JCBまたは提携金融機関、提携クレジット会社が定める金額
までとします。
6.このサービスの利用にあたっては、当行所定の手数料110円（税込み）
を申し受けます。また支払機利用手数料については、当該支払機を
設置している金融機関、提携クレジット会社の定めによります。なお、
手数料は、本条第2項の引落しと同時に引落します。
7.本条第2項および第6項の合計額が指定口座の預金の不足等により引落し
できなかった場合には、日本国外での払戻しに係る指定口座からの引落
しの取扱いはなかったものとし、かわりに全額について第18条に定める
日本国外におけるキャッシング1回払いを行ったものとみなします。な
お、この場合の手数料は第18条第4項に定める手数料を申し受けます。
第20条（カードローンサービス）
1.この取引は、カードまたは通帳使用による当座貸越とし、通帳およ
び当座貸越請求書による借入、小切手・手形の振出しあるいは引受
けは行わないものとします。
2.この取引の有効期間（貸越利用期限）、（以下「取引期限」という）は、契約
日から1年後の応答月の前月末日までとします。ただし、取引期限到来
日の前日までに当事者の一方から別段の意志表示がない場合には、こ
の取引期限は更に1年間延長するものとし、以後も同様とします。
3.前項の規定にかかわらず、満65歳を超えての取引期限の延長は行
わないものとします。
4.当行が本条第2項の取引期限延長に関する審査等の為に資料の提出
または報告を求めたときには、直ちにこれに応ずるものとします。
5.取引期限が延長されずに到来した場合は、次によるものとします。
（1）取引期限到来日の翌日以降この取引による当座貸越は受けられ
ないものとします。

（2）取引期限到来日に貸越元利金がある場合は、当行から貸越元利金全

額の返済を求めない限り、本契約の各条項に従い返済するものとしま
す。ただし、当行の判断により貸越元利金全額の返済を求める場合は、
当行が求める期限までに、貸越元利金全額を返済するものとします。

（3）取引期限到来日の翌日以降に貸越元利金がない場合、また貸越
元利金の返済が完了した場合は、この取引は当行から通知する
事なく当然に解約されるものとします。

6.カードローンサービスの貸越極度額は当行が会員毎に定めるものと
します。会員によっては貸越極度額を0円とすることができるものと
します。また、当行は会員の属性および当行との取引状況等により、こ
の取引の貸越極度額を変更できるものとします。この場合、当行は変
更後の貸越極度額及び変更日を借主に通知するものとします。
7.当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金は、当行所定の
利率（年365日の日割計算）を適用するものとします。
8.当行が特に会員に対して、当行所定の基準および方法により優遇金利を適
用した場合には、当行は会員に対して通知する事なく、いつでもその優遇
利率を変更し、または優遇利率の適用を中止する事ができるものとします。
9.この取引による借入金の返済日は、毎月4日、14日、24日のうち会員
が予め指定した日とし、会員は返済日に別表の通り返済を行うもの
とします。約定返済金額を返済した後も貸越極度額を超過する場合
は、その超過額を含めて返済します。なお、返済日の変更はできない
ものとします。利息は、付利単位100円とし、上記指定日に当行所定
の利率、方法により計算のうえ貸越元金に組入れるものとします。

10. 前項の約定返済は指定口座からの自動支払によるものとします。この
場合、会員は指定口座に、毎月の返済日までに返済金相当額を預入する
ものとし、当行は返済日に預金通帳および請求書なしで払い出しのうえ、
返済に当てるものとします。ただし、指定口座の残高が約定返済金額に
満たない場合、その一部の返済にあてる取扱いは行わないものとします。
なお、自動引落しが約定返済日にできない場合において、当行は約定返
済日以降いつでも同様の方法により取扱いできるものとします。

11. 本条第10項による約定返済のほか、当座貸越専用口座への入金ま
たは振込みにより、随時に任意の金額を返済する事ができるもの
とします。ただし、入金額が当座貸越残高相当額を超える場合は、
その超える金額を指定口座に入金するものとします。
第3章　カードの支払い方法その他
第21条（クレジットカードサービスの利用代金等の支払）
1.ショッピングサービスおよびキャッシング1回払いによる本会員の当行に
対する債務は、毎月15日に締切り翌月10日（当行休業日の場合は翌営業日）
に通帳および払戻請求書なしで指定口座から自動引落しの方法により支払
うものとし、当該支払金額を約定支払額といいます。ただし、支払日等につい
て別に定めがある場合は、その定めに従うものとします。なお、加盟店の事務
上の都合により支払日は翌々月以降の10日（同前）になることがあります。
2.会員が本規定に違反してカードを利用した場合ならびに本規定に
定める以外の方法によりカードを利用した場合でも本会員は支払
義務を負うものとし、その支払いは本条第1項と同様とします。
3.当行が本会員に明細（本条第９項に定めるものをいう。）の通知手続を行
った後に、会員が本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支

払日の前に借入金等を支払ったこと、または会員がキャッシング１回払いを
利用したこと等により、本会員が本規約に基づき当行に支払うべき手数料
または利息の金額と当行が前項の方法により約定支払日に本会員から
実際に支払いを受けた手数料または利息の金額との間に差額が生ずる
場合、当行は翌月の約定支払日に本会員に当該差額を返金するなどの
方法により精算することを本会員は承諾するものとします。なお、当行は本
会員が前項に従い翌月の約定支払日に支払うべき約定支払額から当行
が本会員に返金すべき金額を差し引くことができます。
4.会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務につい
ては、JCBの関係会社が加盟店等に第15条第10項、第11項、第12項にか
かる債権譲渡代金等を支払った時点（会員がカードを利用した日とは
異なることがあります。）のJCBが定める換算レートおよび換算方法
に基づき円換算した円貨により、本会員は当行に対し支払うものとし
ます。
5.会員が国外でカードを利用した場合において、JCBの関係会社が加盟店
等に第15条第10項、第11項、第12項にかかる代金等を支払った後に、会
員と加盟店間のカード利用にかかる契約が解除された場合等、当行が会
員へ返金を行う場合は、原則として、前項に基づきJCBの関係会社が加
盟店等に第15条第10項、第11項、第12項にかかる代金等を支払った時点
のJCBが定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によ
るものとします。ただし、当行がかかる時点を特定することが不可能な
場合等、やむを得ない事情がある場合には、JCBの関係会社が加盟店等
との間で当該解除等にかかる手続を行った時点（会員が加盟店等との間
で当該解除等にかかる手続きを行った日とは異なることがあります。）
のJCBが定める換算レートおよび換算方法による場合があります。
6.会員が国外で付加価値税（VAT）返金制度を利用した場合において、当行
が会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方法は、JCBの関係会社
が付加価値税（VAT）返金制度取扱免税会社との間で当該返金にかかる
手続きを行った時点（会員が付加価値税（VAT）返金制度を利用した日ま
たはカードを利用した日とは異なることがあります。）のJCBが定める換
算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。
7.第4項から第6項の換算レートおよび換算方法は、原則として、JCB指定金
融機関等が指定した為替相場を基準にJCBが定めるものとし、別途公表い
たします。なお、一部の航空会社その他の加盟店等におけるカード利用の
場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算されたうえ、
JCBが定める換算レートおよび換算方法により円換算することがあります。
8.本会員の当行に対する弁済期の到来している債務について、当行は
随時支払いを受けることができるものとします。また弁済期の到来
しているショッピングサービス（日本国外におけるキャッシングサ
ービスを含む）による債務と日本国内におけるキャッシングサービ
スによる債務の合計額が指定口座の預金不足等により引き落としで
きない場合には、そのいずれかに充当するかは当行の任意とします。
9.当行は、本会員の約定支払額、ショッピングリボ払い利用残高、ショッピング
分割払い利用残高（ショッピングスキップ払い利用残高を含む。）およびキ
ャッシングリボ払い利用残高等（以下「明細」という。）を約定支払日の当月
初め頃、当行所定の方法により、本会員に通知します。なお、年会費のみ

の支払いの場合、明細の通知を省略することがあります。
第22条（外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令の適用）
日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外国為替及び
外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要
とする場合には、当行の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国
外でのカードの利用の制限若しくは停止に応じていただくことがあります。
第23条（手数料率、料率の算定方法、変更等）
1. 手数料率、利率（遅延損害金の利率を含む。以下本条において同じ。）
等の計算方法については、本規定において別途定める場合を除き、1
年を365日（うるう年は366日）とする日割方式による計算とします。
2.当行は各サービスにおける利率および手数料を、金融情勢の変化その他相
当の事由がある場合には一般に行われる程度のものに変更できるものと
します。この場合、当行の店頭または現金自動支払機設置場所に掲示する
ものとします。また、第35条の規定にかかわらず当行から手数料率、利率
の変更を通知した後は、リボルビング払いについては変更後の未決済残高
または融資残高に対し、分割払い及びキャッシングサービスについては変
更後の利用分から、変更後の手数料率・利率が適用されるものとします。
第24条（カードの紛失、盗難、偽造）
1. カードまたはカード情報あるいはチケット（タクシーチケット等）が紛失・
盗難・詐取・横領等（以下まとめて「紛失・盗難」という）により他人に不正利
用された場合、本会員は、そのカードまたはカード情報の利用により発生す
る利用代金、チケット利用代金についてすべて支払義務を負うものとします。
2.本条第1項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当行またはJCB
に届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当行またはJCBの請求によ
り所定の紛失、盗難届を当行またはJCBに提出した場合、当行は、本会員に対
して当行またはJCBが届け出を受けた日の60日前以降のクレジットカード
サービスによるカードの利用代金について、その支払いを免除します。
3.偽造カードの使用に係るカード利用代金については、本会員は支
払義務を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調
査に協力するものとします。
4.前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に
故意または過失があるときは、その偽造カードの利用代金につい
て本会員が支払義務を負うものとします。
5.カードの紛失・盗難・偽造により生じた損害の処理については、「ふ
くぎんキャッシュカード規定」、「デビットカード取引規定」をそれ
ぞれ適用することとします。
第25条（カードの利用代金の支払に関する免責事項）
第24条のカードの紛失・盗難に関し、会員が下記のいずれかに該当すると
きは、本会員のカードの利用代金の支払いは免除されないものとします。
（1）会員が第2条に違反したとき。
（2）会員の家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき。
（3）会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法
令違反によって紛失、盗難が生じたとき。

（4）紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき。
（5）会員が当行の請求する書類を提出しなかったとき、または当行等
の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。

（6）カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき（第7条第
2項ただし書きの場合を除く。）。

（7）戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき。
（8）その他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。
第26条（カードの再発行）
1.両社は、カードの紛失、盗難、破損、汚損等またはカード情報の消失、不正
取得、改変等の理由により会員が希望した場合、両社が審査のうえ原則
としてカードを再発行します。この場合、本会員は、自己に貸与されたカ
ードの他、家族カードの再発行についても当行所定の再発行手数料を支
払うものとし、再発行手数料は両社が別途通知または公表いたします。
なお、合理的な理由がある場合はカードを再発行しない場合があります。
2.両社は、両社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断
した場合、会員番号の変更ができるものとします。
第27条（サービスの一時停止）
1. 会員は、本会員が本規定に定める当行に対する債務のいずれかの
支払いを怠った場合、その債務を完済するまでキャッシュカード
サービスを除くサービスを受けられないものとします。
2.当行は、会員が本規定に違反し若しくは違反するおそれがある場合、
カードの利用状況に不審がある場合には、サービスの全部または一
部について一時的に停止し、若しくは、加盟店や自動化機器等を通
じてカードの回収を行うことができます。加盟店からカード回収の
要請があったときは、会員は異議なくこれに応ずるものとします。
第4章　期限の利益喪失・会員資格の取消・退会等
第28条（期限の利益喪失）
1. 会員が次の各号の事由のいずれかに該当したときは、当行は本会
員への通知催告等を要せず、本会員は本規定に基づく一切の債務
について当然に期限の利益を失い、カード利用により当行に対し
て負担した一切の債務を直ちに支払うものとします。
（1）保証会社から保証の取消または解約の申出があったとき。
（2）支払の停止または破産・民事再生、金銭の調整に係る調停の申立
てを受けたとき、または自らこれらの申立てをしたとき。

（3）手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
（4）会員の預金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差
押または差押の命令通知が発送されたとき。

（5）カード改ざん、不正使用等当行がカードの利用を不適当と認めたとき。
（6）住所変更の届出を怠るなど、会員の責めに帰すべき事由によって、
当行において会員の所在が不明となったとき。

（7）ショッピングリボ払いまたは、ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払
い、ショッピング２回払いまたはボーナス1回払いによるショッピング代金
債務、その他本会員の当行に対する債務の支払いの履行を遅滞し、
当行から20日以上の相当な期間を定めて書面で支払いの催告をされ
たにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。

2.本会員は、当行に支払うべき債務の履行を遅滞し相当期間を定めた当
行からの催告後に是正されない場合、および第30条1項の規定により会
員資格（家族会員を含む）を取り消された場合、ショッピングリボ払い、
ショッピング分割払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払い

によるショッピング代金債務を除く本規定に基づく債務について当然
に期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。
3.会員が次の各号の事由のいずれかに該当したときは、当行からの本会員への
通知催告等により、本会員は期限の利益を失い、カード利用により当行に対
して負担した一切の債務を直ちに支払うものとします。なお、この場合、本会
員が住所変更の手続きを怠る、あるいは本会員が当行からの通知催告等を受
領しないなど、本会員の責に帰すべき事由により、通知催告等が延着しまた
は到着しなかった場合は、通常到着すべき時期に到達したものとみなします。
（1）本規定に定める事項の1つにでも違反したとき。
（2）本規定に基づくカード取引に関し、当行に虚偽の資料提供また
は報告をしたとき。

（3）指定口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またその
恐れがあると当行が認めたとき。

（4）前各号のほか当行が債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
4.本会員は、第29条の事由により会員資格を取消された場合、本規約
に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債
務の全額を支払うものとします。
第29条（反社会的勢力の排除）
1. 会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過し
ない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ
または特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者（以下、これらを「暴力
団員等」という）に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しな
いことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
（1）暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
（2）暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を
有すること

（3）自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三
者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を
利用していると認められる関係を有すること

（4）暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するな
どの関与をしていると認められる関係を有すること

（5）役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会
的に非難されるべき関係を有すること

2.会員は、自らまたは第三者を利用して、当行に対し次の各号の一に
でも該当する行為を行わないことを確約いたします。
（1）暴力的な要求行為
（2）法的な責任を超えた不当な要求行為
（3）取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
（4）風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、ま
たは業務を妨害する行為

（5）その他前各号に準ずる行為
3.会員が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前
項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表
明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、会員との取引を継続す
ることが不適切である場合には、会員は当行から請求があり次第、当行に
対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。

4.前項の規定の適用により、会員に損害が生じた場合にも、当行になんらの請
求をしません。また、当行に損害が生じたときは、会員がその責任を負います。
5.会員は、本契約締結日時点で会員と当行との間に存在するいっさ
いの融資・ローン・クレジットカード取引についても、本条項が適
用されることに同意いたします。 
第29条の2（マネーロンダリング等の禁止）
会員は、マネーロンダリング、反社会的勢力（テロリストを含む。）に対して資
金供与等をすること、または経済制裁関係法令その他の法令もしくは国際
的な規制に抵触する行為（以下、これらを総称して「マネー・ロンダリング等」
という。）を遂行する目的で、またはマネーロンダリング等を遂行する手段とし
て、カードを利用してはならないものとします。
第30条（会員資格の取消）
1. 両社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当行において会員とし
て不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことがで
きるものとします。ただし、（3）においては相当期間を定めた当行からの通知、
催告後に是正されない場合に会員資格を取消すことができるものとします。
（1）カードの申込に際し、氏名、住所、勤務先、年収、家族構成等、会員
の特定、信用状況の判断に係る事実について虚偽の申告をしたり、
カードを不正に使用した場合。

（2）本規定のいずれかに違反した場合。
（3）カード利用代金等、当行に対する債務の履行を怠った場合。
（4）換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況
が不適当若しくは不審があると当行が判断した場合。

（5）指定口座を両社の同意なく解約したとき。
（6）会員が、本会員として当行から複数のカードを貸与されている場合、

他のカードについて上記事項のいずれかに該当する事由が生じたとき。
（7）当行が更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過したとき。
（8）当行が発行したカードを会員が受領する意思がない、または当
行から要請があるにもかかわらず受領を行わない場合。

2.会員資格を取消されたときは、会員は速やかにカード及びチケット等、
当行から貸与された物品を当行に返還するものとします。また、会員
資格を取消された場合、会員は当行に対する会員資格に基づく権利を
喪失するものとします。また、本会員が会員資格を喪失した場合、当然
に家族会員も会員資格を喪失します。なお、本会員は、会員が会員資格
喪失後にカードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。
3.当行は、会員資格の取消を行なった場合、カード及びチケット等の無効
通知並びに無効登録を行い、加盟店等を通じてこれらの返還を求めるこ
とができるものとします。会員は、加盟店等からこれらの返還を求めら
れたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当行に返還するものとします。
第31条（退会）
1.本会員が退会をする場合は、本会員、家族会員全員のカード及び貸与
されたチケット等を添え、当行所定の届出用紙により当行に届出るも
のとします。この場合、債務全額を弁済していただくこともあります。
2.家族会員のみが退会をする場合は、退会する家族会員のカード及び貸与され
たチケット等を添え、当行所定の届出用紙により当行に届出るものとします。
3.カード返却前に生じた損害についてはすべて会員の負担とします。

4.会員は本取引の終了・解約後、当行に対する本規定に基づくカード
取引による債務が残存する場合には、指定口座に受入れまたは振
込まれた資金（受入れた証券類については全額決済されるまでこ
の資金から除く）について、当行が債務完済に至るまで指定口座か
ら引落し、この債務の弁済に充当されても異議ないものとします。
第32条（相殺または払戻充当）
1.本会員が本規定に定める当行に対する債務を履行しなければならない場
合には、その債務と会員の預金その他の債権とを、その債権の期限のいか
んにかかわらず、いつでも当行は相殺できるものとします。この場合当行
は本会員にかわり諸預け金を払戻し、債務の弁済に充当することができ
るものとします。この場合、当行は本会員に対し書面により通知します。
2.本条第1項により相殺または払戻充当をする場合には、債権債務の利息、清算
金、損害金・違約金等の計算については、その期間を計算実行の日までとしま
す。また、利率・料率等について借主と銀行間に別の定めがない場合には銀行
が一般に認められている基準に基づいて定めるところによるものとし、また
外国為替相場については、当行の相殺実行日の相場を適用するものとします。
3.本会員は、弁済期にある本会員の預金その他の債権と本取引によ
る本会員の債務とを相殺することができるものとします。その場合、
相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書・
通帳等は届出印を押印して直ちに当行に提出するものとします。
4.本条第3項における債権債務の利息、清算金、損害金、違約金等の計
算については、その期間を相殺通知の到達の日までとし、利率およ
び料率は当行の定めによるものとします。
5.当行が相殺をする場合、本会員の当行に対する債務全額を消滅させるに
足らないときは、特に通知せず当行が適当と認める順序方法により充当
することができます。ただし、ショッピングリボ払いの支払停止の抗弁
に係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
6.当行が本条第1項により充当指定した時は、本会員はその充当に対
して異議を述べる事ができないものとします。
7.本会員が相殺したときの充当指定により債権保全上支障が生じるお
それがあるときは、当行は遅滞なく異議を述べ、担保、保証の有無、軽重、
処分の難易、弁済期の長短、割引手形または割引電子記録債権の決済
見込などを考慮して、当行の指定する順序方法により充当することが
できます。この場合、当行は本会員に充当結果を通知するものとします。
8.本条第3項によって当行が充当する場合には、本会員の期限未到来
の債務については期限が到来したものとして、当行はその順序方
法を指定することができます。
第33条（業務の委託）
1.当行は、「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣
より営業許可を受けた債権管理回収会社に対して、カードの債権
の管理・回収業務を委託できるものとします。
2.会員は、当行が代金決済事務その他の事務等をJCBおよび関連会社
に業務委託することを予め承認するものとします。
第34条（準拠法・合意管轄）
会員と両社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。ま
た会員と両社の間で訴訟の必要が生じた場合、当行の本支店所在地

を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
第35条（本規定の変更）
本規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化、その他の相当
の事由があると認められる場合には以下のいずれかの方法により変
更できるものとします。
（1）当行が変更内容を当行の店頭表示その他相当の方法で公表する事。
この場合、その変更内容は、公表の際に定める1ヶ月以上の相当な
期間を経過した日（以下「相当期間経過日」といいます。）から適用
されるものとします。

（2）変更内容を当行から通知する事、または新規定を送付する事。
この場合、その変更内容は、変更内容を当行から通知した後、また
は新規定を送付した後にカードを利用したとき（以下「通知後のカ
ード利用日」といいます。）に会員が承認したものとみなし、その変
更内容は、通知後のカード利用日から適用されるものとします。

（3）本規定の変更等を本条第1項の双方により行う場合、その変更内容
は、相当期間経過日または通知後のカード利用日のいずれか先に到
来した日から適用されるものとします。なお、本規約と明示的に相違す
る規定または特約がある場合は、当該規定または特約が優先されるも
のとします。

第36条（危険負担、免責条項等）
1.会員が当行に差し入れた契約書類等が、事変、災害等やむを得ない
事情によって紛失、減失または損傷した場合には、会員は当行の帳
簿、伝票等の記録に基づいて債務を返済します。なお、会員は当行
からの請求があれば直ちに代りの契約書類等を差入れます。
2.会員に対する権利の行使もしくは保全に要した費用は、会員の負担とします。
第37条（規定等の準用）
本規定に特段定めのない事項は、「普通預金規定」、「総合口座取引規定」、
「ふくぎんキャッシュカード規定」、「デビットカード規定」、および「IC
キャッシュカード特約」を準用する事とします。

以上

各種規定等・手数料について
本規約に記載の各種規定等および諸手数料について当行ホームペー
ジに掲載しています。URLは以下の通りです。
各種規定等：https://www.fukuokabank.co.jp/yakkan/
諸手数料：https://www.fukuokabank.co.jp/price/commissions/index.html
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ふくぎんアレコレJCBカード会員規定（2020年4月改定）

第1章　総則
第1条（会員） 
1.ふくぎんアレコレJCBカード（以下「カード」といいます。）とは、1枚
のカードにキャッシュカード機能（デビットカード機能を含む）、
クレジットカード機能およびローンカード機能の3つの機能を兼
ね備えたカードのことをいいます。
2. 株式会社福岡銀行（以下「当行」という）および株式会社ジェーシービー（以
下「JCB」という。）が運営するクレジットカード取引システム（以下「JCBク
レジットカード取引システム」という。）に当行およびJCB（以下「両社」とい
う。）所定の入会申込書等において、本規定を承認のうえ第2条1項に基づく
会員区分を指定して申し込まれた方で当行が審査のうえ両社が入会を承
認した方を本会員とします。会員と両社との契約は、両社が入会を承認し
たときに成立します。なお各機能の提供者は、次に定めるとおりとなります。
　・キャッシュカード機能：当行
　・クレジットカード機能：両社
　・ローンカード機能：当行
　また、金融機関等による顧客等の本人確認等および犯罪による収
益の移転防止に関する法律に基づく本人確認が当行所定の期間内
に完了しない場合は、入会を断ることがあります。
3.ＪＣＢクレジットカード取引システムに両社所定の入会申込書等において、本
規約を承認のうえ、家族会員として入会を申し込まれた本会員の家族で、
両社が審査のうえ入会を承認した方2名を限度として家族会員といいます。
本会員は、家族会員に対し、本会員に代わって家族カード（第2条第1項
で定義される「家族カード」として定義のうち家族会員に貸与されるもの
をいう。また当該カードのカード番号を含むものとする。以下本条において
同じ。）を使用して、本規約に基づくカード利用（第2章（ショッピング利用、
金融サービス）に定めるショッピング利用（第15条に定めるものをいう。以
下同じ。）、キャッシング1回払いおよびキャッシングリボ払い（以下併せて
「金融サービス」という。）ならびに第4条に定める付帯サービス等の利用
の全部または一部をいう。また、モバイル端末等にカード番号を登録する
などして、当該モバイル端末等を使用したショッピング利用または金融サ
ービスの利用等をする行為を含む。以下同じ。）を行う一切の権限（以下
「本代理権」という。）を授与します。なお、本会員は、家族会員に対する
本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある
場合は、第31条第2項所定の方法により家族会員によるカード利用の中
止を申し出るものとします。本会員は、この申し出以前に本代理権が消
滅したことを、両社に対して主張することはできません。
4.本代理権の授与に基づき、家族会員の家族カードによるカード利用はす
べて本会員の代理人としての利用となり、当該家族カード利用に基づく
一切の支払債務は本会員に帰属し、家族会員はこれを負担しないもの
とします。また、本会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者
の注意をもって家族会員をして本規約を遵守させる義務を負うものとし、
家族会員が本規約に違反した場合には、当行に対し、連帯して責任を
負うものとします。

5.本会員と家族会員を併せて会員といいます。
6.会員は申込時にカード取引を行う総合口座普通預金（以下「指定口
座」といいます。）を指定するものとします。
7.会員はふくぎんマイレージサービス「マイバンクプラス」利用規約を承
認のうえ、ふくぎんマイレージサービス「マイバンクプラス」の利用を申
し込むものとします。
8. 本会員は「ふくぎんバンクカード」、「ふくぎんアレコレVISAカード」、「ふ
くぎんアレコレMasterCard」との重複契約はできないものとします。
第2条（カードの貸与およびカードの管理）
1.当行は会員1名につき1枚のカードを貸与します。カードには「アレ
コレJCB一般」・「アレコレJCBゴールド」・「アレコレJCBヤングゴ
ールド」・「アレコレJCBリボルビング」の会員区分があります。
2.会員に貸与されるカードは、同一区分とします。
3.会員はカードを貸与されたときは、直ちにカード裏面署名欄に自
署するものとします。
4.カード上には会員氏名、会員番号、カードの有効期限、口座番号、店
番号、セキュリティコード（カード裏面に印字される場合には、署
名欄（サインパネル）に印字される7桁の数値のうち下3桁または
「SECURITY CODE」との表記で印字される3桁の数値をいう。（以
下「カード情報」といいます。）が表示されています。カードはカー
ド表面に表示された会員本人以外利用できません。また会員は善
良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を使用し、
管理するものとします。
5.カードの所有権は当行に属し、会員は他人にカード及びカード情報を貸
与・預託・譲渡および質入れする等、カード及びカード情報の占有を第三
者に移転させることは一切できないものとします。また、カード及びカ
ード情報を預託しもしくは使用させる事は、一切出来ないものとします。
6.アレコレJCBヤングゴールドカード会員は、満30歳の誕生日以降
最初に到来するカードの有効期限以降、審査のうえアレコレJCBゴ
ールドカードに切り替わるものとします。
第3条（サービスの範囲）
1.会員はカードを利用して、次のサービスを受けることができます。
（1）現金自動支払機または現金自動預入支払機（以下両者を「CDま
たはATM」という。）による指定口座の払戻し、および現金自動
預入支払機による指定口座の預入れ。（以下「キャッシュカード
サービス」といいます。）

（2）CDまたはATMによる、指定口座の当座貸越借入金の払い出し。
（以下「プラスワンサービス」といいます。）

（3）加盟店における物品の購入ならびにサービスの提供を受けたこ
とに係る代金および料金の立替支払、およびCDまたはATMによ
る立替え現金払出し。（以下「クレジットカードサービス」といい、
クレジットカードサービスは「ショッピングサービス」、「キャッシ
ングサービス」、「海外預金引出サービス」により構成されます。）

（4）自動化機器による、当座貸越専用口座の当座貸越借入金の払い
出し。（以下「カードローンサービス」といいます。）

2.家族会員は前項のサービスのうち、(1)および(3)のみを受けること

ができるものとします。
第4条（特典および付帯サービス）
1.当行は会員に対し当行の定めた特典を付与します。特典の内容については、
店頭に備え置きのパンフレットおよび当行ホームページ等に記載します。
2.当行は会員に事前に通知することなく、特典の内容を変更または
中止する場合があります。
3.会員は、クレジットカードサービスとして当行、JCBまたは当行も
しくはJCBが提携する第三者（以下「サービス提供会社」という。）が
提供するカード付帯サービスおよび特典（以下「付帯サービス」と
いう。）を当行、JCBまたはサービス提供会社所定の方法で利用する
ことができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容
については、当行が書面その他の方法により通知または公表します。
4.付帯サービスはカードの種類によって異なります。会員は、付帯サ
ービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、
また、会員が本規約または付帯サービスの利用等に関する規定等に
違反した場合、または両社が会員のカード利用が適当でないと合理
的に判断した時は、付帯サービスを利用できない場合があります。
5.会員は、当行、JCBまたはサービス提供会社が必要と認めた場合には、
当行、JCBまたはサービス提供会社が付帯サービスおよびその内容
を変更することがあります。
6.会員は、当行が認める場合、当行が別に定めるところに従い、WEBサービ
ス（「MyJCB」「MyJチェック」等を含むが、それらに限らない。以下同じ。）
の登録を行うことによりWEBサービスを利用することができます。ただし、家
族会員は、WEBサービスのうち一部の機能を利用することができません。
本会員は、入会時または入会後遅滞なく、当行が別途定める規定に同意
の上、「MyJCB」および「MyJチェック」に登録するための当行所定の手
続きをとり、また当該登録を維持するよう努めるものとします。
第5条（保証）
1.本会員は、カード利用による当行に対する一切の債務について、ふ
くぎん保証株式会社（以下「保証会社」という。）に保証を委託し、そ
の保証を受けるものとします。
2.本会員と保証会社との間の取り決めは、別途「アレコレカード保証
委託約款」に定めるものとします。
第6条（年会費・諸費用の負担）
1.本会員は当行に対し当行が通知または公表する年会費（家族会員の有無･
人数によって異なる。）を、有効期限月（カード上に表示された年月の月
をいう。）の3ヵ月後の第21条に定める約定支払日（ただし、入会後最初の
年会費については、有効期限月の翌月の約定支払日）に通帳および払戻
請求書なしで指定口座から自動引落しの方法により支払うものとします。
なお、一旦支払われた年会費は当行またはJCBの責に帰すべき事由によ
らない退会または会員資格喪失となった場合、返還しません。ただし、「ア
レコレJCBリボルビング」の年会費については免除するものとします。
2 .前項の年会費は、当行が必要と認めたときは相当な範囲で変更できるものと
し、この場合、当行の店頭またはCDまたはATM設置場所に掲示するものとし
ます。
3.本会員は、会員が負担すべき印紙代を当行所定の日に、通帳および払戻

請求書なしで指定口座から自動引落しの方法により支払うものとします。
第7条（カードの有効期限）
1.カードの期限は、カード表面下部に月、年（西暦の下2桁）の順に記載し、当
該月の月末日までとします。有効期限切れのカードは、当行が請求した場
合は、直ちに当行に返却するものとします。ただし、会員から期限の2ヶ月
前までに期限を延長しない旨の申し出がなく、当行が審査のうえ両社が引
き続き会員と認めた場合はさらに5年間延長されたものとし、以降も同様
とします。その場合新たな有効期限を記載したカードを会員に貸与します。
2.前項の規定に関わらず、プラスワンサービスについては65歳の誕
生日以降最初に到来する有効期限をもって終了するものとします。
カードローンサービスについては、第20条3項によることとします。
第8条（カードの利用枠・利用可能金額および複数カード保有における利用の調整）
1.当行は、本会員につき、商品ごとの利用可能枠として、次の利用可
能枠を審査のうえ決定します（商品ごとの利用可能枠を総称して「機
能別利用可能枠」という。）。
　① ショッピング1回払い利用可能枠
　② ショッピングリボ払い利用可能枠
　③ ショッピング分割払い/ショッピングスキップ払い利用可能枠
　④ ショッピング2回払い利用可能枠
　⑤ ボーナス1回払い利用可能枠
　⑥ キャッシング1回払い利用可能枠
　⑦ 海外キャッシング1回払い利用可能枠
2.前項の機能別利用可能枠は、以下のとおり、3つの商品群に分類され、商品群
ごとの利用可能枠（以下「内枠」という。）が設定されます。各商品群に属する
機能別利用可能枠のうち最も高い金額が、当該商品群に係る内枠となります。
（1）前項①の機能別利用可能枠・・・「ショッピング枠」として分類
（2）前項②③④⑤の機能別利用可能枠・・・「ショッピング残高枠」として分類
（3）前項⑥⑦の機能別利用可能枠・・・「キャッシング総枠」として分類
3.第1項①から⑦の機能別利用可能枠のうち最も高い金額が、カード
全体の利用可能枠（以下「総枠」という。）となります。機能別利用可
能枠、内枠および総枠を総称して、利用可能枠といいます。
4.当行は、会員のカード利用状況および本会員の信用状況等に応じて、
審査の上利用可能枠を増額または減額することができるものとし
ます。ただし、本会員より増額を希望しない旨の申し出があった場
合は増額しないものとし、第1項⑥⑦の機能別利用可能枠について
は本会員が増額を希望した場合にのみ、増額するものとします。
5.本会員が当行から複数枚のJCBカード（当行が発行するクレジットカード等
をいい、当該カードに係るカード情報を含む。以下同じ。）の貸与を受けた場合、
それら複数枚のJCBカード全体における利用可能枠は、原則として各カード
ごとに定められた利用可能枠のうち最も高い金額（当該金額を「総合与信枠」
という。）となり、それら複数枚のJCBカードにおける利用可能枠の合計金額
にはなりません。なお、総合与信枠の金額にかかわらず、各JCBカードにおけ
る利用可能枠は、当該JCBカードについて個別に定められた金額となります。
6.会員は、以下の各号のうち最も低い金額の範囲内でカードを利用する
ことができるものとします。なお、本項から第8項の定めは、第2章にお
けるショッピング利用および金融サービス利用の全てに適用されます。

（1）会員が利用しようとする商品の機能別利用可能枠から当該機能
別利用可能枠に係る利用残高を差し引いた金額

（2）会員が利用しようとする商品の属する内枠から当該内枠に係る
利用残高を差し引いた金額

（3）総枠から会員の全利用残高を差し引いた金額
7.前項の利用残高とは、会員のクレジットカード利用に基づき当行に
対して支払うべき金額（約定支払日が到来しているか否かを問わな
い。また、キャッシング1回払い手数料、ショッピングリボ払い手
数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングスキップ払い手
数料および遅延損害金は除く。）で、当行が未だ会員からの支払い
を確認できていない金額をいい、本会員分と家族会員分を合算した
金額をいいます。
8.第6項、第7項にかかわらず、本会員が当行から複数枚のJCBカードの
貸与を受け本条第5項の適用を受ける場合、第6項の利用残高は、本会
員が保有するすべてのJCBカードおよび当該JCBカードに係る規約
に基づき発行された家族カードの利用残高を合算した金額となります。
9.本会員は、利用可能枠を超えるクレジットカード利用についても
当然に支払義務を負うものとします。

10. 会員が、本条第1項②③④または⑤の機能別利用可能枠を超えてシ
ョッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピング2回払い、
ボーナス1回払いによるショッピング利用（第15条に定めるものを
いう。）をした場合、当該機能別利用可能枠を超過したご利用はシ
ョッピング1回払いを指定したものと同様に取り扱われます。
第9条（カードの利用方法）
1.会員はCD・またはATMにてカードを利用する場合は、カード表面
に記載されているカード挿入方向の指示に従ってカードを挿入し、
機能を使い分けるものとします。
2.会員がカードのデビットカード機能およびクレジットカード機能の両方を
使用できる加盟店においてカードを利用する場合には、カードを提示する
際に、いずれの機能を利用するかについて当該加盟店に申出るものとします。
3.本条第1項および第2項において会員が使用方法を誤った場合に生じる
不利益・損害については、会員が負担するものとし、また会員は、この場
合の取引に基づく債務についての支払義務を免れないものとします。
第10条（暗証番号等）
1. 会員はカードの申込時に、当行に対しキャッシュカードサービスの暗証番号
およびクレジットカードサービスの暗証番号をそれぞれ届出るものとします。
2.会員は暗証番号（以下「暗証」という）を他人に知られないよう善良なる
管理者の注意をもって管理するものとします。クレジットカードサービ
ス利用の際、登録された暗証が使用されたときは、その利用はすべて当
該カードを貸与されている会員本人が利用したものと推定し、その利用
代金はすべて本会員の負担とします。ただし、登録された暗証の管理に
つき、会員に故意または過失がない場合には、この限りではありません。
第11条（届出事項の変更）
1. 会員は、住所、氏名、電話番号、勤務先、職業、電子メールアドレス、取
引を行う目的等、一切の届出事項に変更があった場合には遅滞なく
当行所定の書面により当行に対し届出を行うものとします。なお、届

出前に生じた損害については、当行は責任を負わないものとします。
2. 本条第1項の届出を怠ったために、当行から届出の氏名、住所にあ
てて通知または送付した書類等が延着し、または到着しなかった
場合には、通常到達すべき時に到着したものとみなします。
3. 本条第1項のうち、氏名に変更があった場合、またはクレジットカードサ
ービスの暗証を変更する場合には、会員は当該カードをあわせて当行に
提出のうえ再発行の手続きを行うものとします。なお、これにより新た
にカードが交付されるまでの間、会員がカードを利用できなくなること
に伴う不利益・損害等については当行は責任を負わないものとします。
第12条（会員区分の変更）
1. 本会員が申し出、当行が審査のうえ両社が承認した場合、会員区分
を変更することができます。また、本会員が新たに別の会員区分を
指定して両社に入会を申し込んだ場合は、会員区分変更の申し出
があったものとして取り扱われることがあります。
2.会員区分の変更により、登録中のクレジットカードの暗証は無効となります。
会員区分変更の申し出の際は、あらためて暗証を登録する必要があります。
3.会員区分が変更になった場合、家族会員等の契約、利用中の機能・サービス
等が引き継がれないことがあります。また、新たな会員区分に定められた利
用限度額、利用範囲、利用方法、家族会員の有無、手数料率、利率、付帯サ
ービスの内容・条件その他等が適用されます。
第2章　ショッピング利用・金融サービス
第13条（キャッシュカードサービス）
キャッシュカードサービスの内容および取扱方法については別途定める「総合
口座取引規定」、「普通預金規定」、「ふくぎんキャッシュカード規定」、「デビット
カード規定」、および「ふくぎんICキャッシュカード特約」に定めるものとします。
第14条（プラスワンサービス）
1.プラスワンサービスの貸越極度額は当行が会員毎に定めるものと
します。ただし、この極度額を超えて当行が貸越をした場合にも、
この規定の各条項が適用されるものとし、その場合は、会員は当行
から請求があり次第、直ちに極度額を超える金額を支払います。な
お、会員が同日に数件の貸出を請求した場合、その総額が貸越極度
額を超えるときは、そのいずれを貸出すかは当行の任意とします。
2.本サービスにおける自動化機器の取扱いは「ふくぎんキャッシュ
カード規定」に準じるものとします。
3.当座貸越請求書により借入れる場合は、当行所定の当座貸越請求書に
届出の印章により記名押印して通帳とともに提出するものとします。
4.預入支払機を使用して通帳により借入れる場合は、預入支払機に
通帳を挿入し、暗証と、金額ボタンにより操作するものとします。
5.本サービスは、指定口座の残高がない場合または総合口座取引規
定に基づく当座貸越（以下「総合口座貸越」という）借入金の残高が
極度額に達している場合に利用するものとします。
6.指定口座にかかる各種料金等の自動支払の請求があり前項に該当
する場合は、本サービスにより借入れ、その借入金は自動支払の決
済に充当されるものとします。なお、この場合は、通帳および当座貸
越請求書または普通預金払戻請求書の提出を省略するものとします。
7.本サービスによる借入金がある場合に総合口座貸越借入金の担保

となる定期預金の預入れあるいは国債等の保護預けをしたときは、
本サービスによる借入金は以降、総合口座貸越極度額または極度
額増加の範囲内で、総合口座貸越借入金として取扱うものとします。
8.総合口座貸越借入金の担保となっている定期預金を解約したり、
国債等を引出し等したことにより、その借入金の残高が総合口座
貸越借入金の極度額を超えた場合、越えた金額は以降、極度額の範
囲内で本サービスによる借入金として取扱うものとします。その
場合、極度額を超える金額は直ちに支払うものとします。
9.普通預金の支払いと当座貸越（本サービスによる借入および総合
口座貸越、以下同じ）の利用とが同時に行われる場合には、当行は
その金額を合算して通帳の支払欄に記入するものとします。

10. 本サービスを受けたことによる債務の支払いは次のとおりとします。
（1）本サービスによる借入金の残高がある場合には、指定口座に入
金または振込まれた証券類は、借入金の担保として当行に譲渡
したものとし、資金化されしだい借入金の返済に充当します。

（2）本サービスによる借入金の残高がある場合には、指定口座に受入れ
または振込まれた資金（受入れた証券類の金額は決済されるまで、
この資金から除く）は、借入金の残高に達するまで自動的にその返
済にあてるものとします。なお、総合口座貸越借入金がある場合は、
プラスワンサービスによる借入金から先に返済するものとします。

（3）当行は本条第1項の極度額を超えて貸越をした場合、指定口座
に受入れまたは振込まれた資金（受入れた証券類の金額は決済
されるまで、この資金から除く）を、各種料金等の支払いに優先
して極度額を超える金額の返済に充当することができます。

11. 本条第10項の場合、当行は普通預金の支払および当座貸越の返済
の通帳記入を省略し、入金欄に普通預金への入金額のみを記入す
るものとします。また、通帳の残高欄には、当行は当座貸越残高ま
たは普通預金残高のいずれかを記入するものとします。

12. 本サービスによる借入金の利息は、付利単位を100円とし、当行所定の貸越
利率により毎日の借入金の最終残高について計算し、毎年2月と8月の当行
所定の日に指定口座から引落しまたは指定口座の貸越元金に組入れるも
のとします。なお、総合口座貸越の利息がある場合には、これを合算のうえ
同様に取扱うものとします。また、本件についての損害金は年14.0%の割合
（年365日の日割計算）によるものとします。ただし、貸越利率が年14.0%を
超える場合の損害金は、当行所定の貸越利率（年365日の日割計算）を適用
するものとします。なお、利息、手数料、保証料には損害金を付しません。

13. 第7条に定めるカードの有効期限（以下「取引期限」という）が延長さ
れずに到来した場合は、次によるものとします。
（1）取引期限到来日の翌日以降この取引による当座貸越は受けられ
ないものとします。

（2）取引期限到来日に貸越元利金がある場合は、取引期限到来日の
3ヵ月後の応答日を返済期限とし、返済期限までに貸越元利金全
額を返済するものとします。ただし、当行の判断により返済期
限を延長する場合があります。

（3）取引期限到来日の翌日以降に貸越元利金がない場合、また貸越
元利金の返済が完了した場合は、この取引は当行から通知する

事なく当然に解約されるものとします。
第15条（ショッピング利用）
1.クレジットカードサービスについて、前月16日から当月15日まで
を標準期間といいます。
2.会員はJCB、JCBの提携会社およびJCBの関係会社の認めるJCBカード
の取扱加盟店（以下「加盟店」という。）において、本条第3項から第6項に
定める方法または両社が特に認める方法により、本条その他両社所定の
定めに従い、会員と加盟店との間で直接現金決済を行わずに、加盟店に
対する支払いを当行に対して委託することにより、加盟店から商品もしくは
権利を購入し、または役務の提供等を受けることができます（以下「ショッピ
ング利用」という。）。会員が加盟店においてカードを利用したことにより、会
員の加盟店に対する支払いにつき、会員が当行に対して弁済委託を行っ
たものとみなし、当行は自らまたは第三者を介して、加盟店に対して、会員
に代わって立替え払いを行います。また、会員は加盟店の店頭（自動精算
機の場合を含む。）において、JCB所定の方法により、カードを提示し、また
は非接触ICカード等を所定の機器にかざし、加盟店の指示に従って、所
定の売上票にカードの署名と同じ署名を行うこと、加盟店に設置されてい
る端末機に暗証番号を入力すること、または、署名と暗証番号の入力の
両方を行うことによりショッピング利用を行うことができます。なお、売上票へ
の署名または加盟店に設置されている端末機への暗証番号の入力等に
かえて、所定の手続きを行うことにより、または売上票への署名や端末機
への暗証番号の入力を省略して、ショッピング利用ができることがあります。
3.インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引そ
の他両社が特に認めた取引を行う加盟店においては、会員は、加盟店所
定の方法で、カード情報等を送信もしくは通知する方法により、または当該
方法に加えてセキュリティコードもしくはJ/Secure（TM）利用者規定に定
めるパスワードを送信する方法により、ショッピング利用を行うことができま
す。この場合、会員はカードの提示および売上票への署名を省略すること
ができます。
4.両社が特に認めたホテル・レンタカー等の加盟店における取引について
は、予め会員が加盟店との間で合意している場合には、会員は、ショッピン
グ利用代金額の一部についてのみ、加盟店に対してカードの提示、売上
票への署名等を行い、残額（署名等を行った後、利用が判明した代金を
含む。）についてはカードの提示、売上票への署名等を省略することがで
きます。
5.通信料金等両社所定の継続的役務については、会員が会員番号等を
事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受ける
ことができます。会員は、加盟店に登録した会員番号等に変更があった場
合ならびに退会または会員資格喪失等に至った場合、加盟店に当該変
更、退会または会員資格喪失等を申し出るものとします。なお、上記の事由
が生じた場合には、当行またはＪＣＢが会員に代わって当該変更、退会ま
たは会員資格喪失等の情報を加盟店に対し通知する場合があることを
会員は予め承認するものとします。また、会員に、退会または会員資格喪
失等の通知がなされた後であっても、当該加盟店におけるカード利用につ
いて、本会員は第42条第1項なお下記および第42条第4項に従い、支払
義務を負うものとします。

6.会員のショッピング利用に際して、加盟店が当該利用につき当行
に対して照会を行うことにより当行の承認を得るものとします。
ただし、利用金額、購入する商品・権利および提供を受ける役務の
種類によってはこの限りではありません。
7.ショッピング利用のためにカード（カード情報を含む。以下本項において
同じ。）が加盟店に提示または通知された際、カードの第三者による不正
利用を防止する目的のために、当行は以下の対応を行うことがあります。
（1）当行は、事前または事後に、電話等の方法により直接または加盟
店を通じて会員本人の利用であることを確認する場合があります。

（2）当行、JCBまたはJCBの提携会社が当該加盟店より依頼を受け
た場合、当行またはJCBにおいて会員の会員番号・氏名・住所・電話
番号その他当該ショッピング利用の申込者が加盟店に届け出
た情報と会員が両者に届け出ている個人情報を照合し、一致の
有無を当該加盟店に対して回答する場合があります。

（3）カードの第三者による不正利用の可能性があると当行が判断し
た場合、会員への事前通知なしにカードのご利用を保留または
お断りする場合があります。

（4）ショッピング利用の申込者に対して、セキュリティコードまたはJ/Secure
（TM）利用者規定に定めるパスワードの入力を求める場合がありま
す。申込者がセキュリティコードまたはJ/Secure（TM）利用者規定に定
めるパスワードを誤って入力した場合、会員によるカードの利用を一定
期間制限することがあります。

8.当行は、約定支払額（第21条に定めるものをいう。）が約定支払日に支払
われなかった場合、本会員の当行に対する一切の債務の全部または一
部について延滞が発生している場合、その他会員のJCBカードの利用
状況および本会員の信用状況等により会員のショッピング利用が適当
でないと判断した場合には、ショッピング利用を断ることがあります。
9.家族会員が家族カードを利用して商品・権利を購入しまたは役務
の提供等を受けた場合、家族会員は本会員の代理人として加盟店
との間でそれらに係る契約を行ったものとみなし、当該契約に基
づく債務は本会員が負担するものとします。

10.会員は、現金を取得することを目的として商品・権利の購入または役務の
提供などにカードのショッピング枠、ショッピング残高枠（第８条第２項に定
めるものをいう。）を利用すること（以下「ショッピング枠現金化」という。）は
できません。なお、ショッピング枠現金化には以下の方式等がありますが、現
金を取得することを目的とするショッピング利用枠である限り、方式の如何
を問わず、禁止の対象となります。
（1）商品・権利の購入、役務の提供の対価として、合理的な金額以上の対
価を、カードを利用して支払い、加盟店等から現金または現金に類似
するものの交付を受ける方式

（2）商品・権利等を購入し、その対価を、カードを利用して支払った上で、当
該商品・権利等を当該商品・権利等を購入した加盟店その他の第三
者に有償で譲渡する方式

（3）現行紙幣もしくは貨幣、またはこれらが含まれる商品等をカードを利用し
て購入する方式

11. 貴金属、金券類（ギフトカード、回数券等を含みますが、これらに限られま

せん。）、パソコン等の一部の商品の購入および電子マネーの入金等につ
いては、第8条第6項に定める金額の範囲内であったとしても、会員のシ
ョッピング利用が制限され、カードをご利用になれない場合があります。

12. 当行、JCB、JCBの提携会社またはJCBの関係会社と加盟店間の契約
が債権譲渡契約の場合、会員はショッピング利用代金の債権につ
いて以下のことを予め異議なく承諾するものとします。なお、債権
譲渡に際しては、JCBが認めた第三者を経由する場合があります。
（1）加盟店から当行に対して債権譲渡すること。
（2）加盟店からJCBに対して債権譲渡したうえで、当行がJCBに対
して立替払いすること。

（3）加盟店からJCBの提携会社に対して債権譲渡したうえで、当行
が当該JCBの提携会社に対して立替払いすること。

（4）加盟店からJCBの関係会社に対して債権譲渡したうえで、JCB
が当該JCBの関係会社に対して立替払いし、さらに当行がJCB
に対して立替払いすること。

13. 当行、JCB、JCBの提携会社またはJCBの関係会社と加盟店間の契約
が立替払い契約の場合、会員はショッピング利用代金の債権につ
いて以下のことを予め異議なく承諾するものとします。
（1）当行が加盟店に対して立替払いすること。
（2）JCBが加盟店に対して立替払いしたうえで、当行がJCBに対し
て立替払いすること。

（3）JCBの提携会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、当行が
当該JCBの提携会社に対して立替払いすること。

（4）JCBの関係会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、JCBが
当該JCBの関係会社に対して立替払いし、さらに当行がJCBに
対して立替払いすること。

14. 商品の所有権は、加盟店から当行に債権が譲渡されたとき、または
当行が加盟店、JCBもしくはJCBの提携会社に対して立替払いをし
たときに当行に移転し、ショッピング利用代金の完済まで当行に
留保されることを、会員は承認するものとします。

15. ショッピング利用代金の支払区分は、ショッピング1回払い、ショッピング2
回払い、ボーナス1回払い、ショッピングリボ払い、支払回数が3回以上でか
つ当行所定の支払回数のショッピング分割払い（以下「ショッピング分割払
い」という。）のうちから、会員がショッピング利用の際に指定するものとし
ます。ただし、ショッピング2回払い、ボーナス1回一括払い、ショッピングリ
ボ払い、ショッピング分割払いは、当行が指定する加盟店においてのみ利用
できるものとします。なお、ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッ
ピングリボ払いおよびショッピング分割払い取扱加盟店において会員が支
払区分を指定しなかった場合は、すべてショッピング1回払いを指定したも
のとして取り扱われます。また、ショッピングリボ払い、ショッピング分割
払いを指定した場合、ショッピング利用代金に所定の手数料が加算されます。

16.前15項にかかわらず、当行が認めた場合、会員は、以下の方式で、ショッ
ピング利用代金の支払区分をショッピングリボ払い、ショッピング分割払い
またはショッピングスキップ払いに指定することができます。会員は、当該
サービスに関する規定・特約等がある場合はそれに従うものとします。た
だし、いずれの場合でも、電子マネーの入金、カードの付帯サービス料金

その他当行が指定するものについては、以下の方式による支払区分の
指定を行うことはできず、ショッピング1回払いのみの指定となります。
（1）本会員が申し出、以後のショッピング利用代金の支払いをすべ
てショッピングリボ払いとする方式。なお、本方式を利用する
場合は、規約末尾の手数料率となります。

（2）当行が別途定める期日までに会員が支払区分の変更を希望するショ
ッピング利用を特定して申し出、当行が指定した月の約定支払日から別
の支払区分を指定したショッピング利用代金をショッピングリボ払い、ショ
ッピング分割払いまたはショッピングスキップ払いに変更する方式。本方
式を利用する場合は、カード利用日にショッピングリボ払い、ショッピング
分割払いまたはショッピングスキップ払いの指定があったものとします。
なお、1回のショッピング利用代金の一部についてのみ支払区分を変更
することはできません。

17. 本会員は、会員が標準期間においてショッピング利用を行った場合、
本条第12項、第13項、第14項における当行、JCB、JCBの提携会社、
JCBの関係会社または加盟店の各間の立替払いの有無にかかわらず、
第18項、第19項の場合を除き、以下のとおり支払うものとします。
（1）ショッピング1回払いを指定した場合、当該ショッピング利用
代金額を、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日

（2）ショッピング2回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金の
半額（1円単位とし、端数が生じた場合は初回の約定支払日に算入しま
す。）を、標準期間満了日の属する月の翌月および翌々月の約定支払日

18. 本会員は、会員がショッピング利用においてボーナス1回払いを指
定した場合、原則として、以下のとおり支払うものとします。ただし、
加盟店によりボーナス1回払いの取扱期間が異なることがあります。
（1）前年12月16日から当年6月15日までの当該ショッピング利用代
金を、当年8月の約定支払日

（2）当年7月16日から当年11月15日までの当該ショッピング利用代
金を、翌年1月の約定支払日

19.本会員は、会員がショッピング利用においてショッピングリボ払いまたはショッ
ピング分割払いまたはショッピングスキップ払いを指定した場合、第20項か
ら第22項または第23項から第32項に定めるとおり支払うものとします。

20. 本会員は、会員がショッピングリボ払いを指定した場合、以下のと
おり支払うものとします。
（1）標準期間におけるショッピング利用代金額に対してする標準期間満

了日の属する月の16日から翌月の約定支払日までの間当行所定の手
数料率を乗じたショッピングリボ払い手数料を、翌月の約定支払日。
ただし、ア当該ショッピング利用により第8条第1項②の機能別利用
可能枠にかかる利用残高が当該機能別リボルビング・分割払い利用可
能枠を超える場合の超過金額、およびイ標準期間におけるショッピン
グリボ払いのショッピング利用代金額とショッピングリボ払い利用
残高の合計金額が（2）に定めるリボ払元金以下の場合の当該ショッピ
ング利用代金額は当該手数料の計算から除かれるものとします。

（2）（1）の手数料のほか、以下の金額（以下「ショッピングリボ払い弁済金」
という。）を毎月の約定支払日。ただし、ボーナス増額払いを指定した
場合、ボーナス指定月の約定支払日において会員が指定した金額を

加算して支払うものとします。なお、ショッピングリボ払い弁済金の
当行に対する本会員の債務の充当は当行所定の方法により行います。
（リボ払元金）
前月15日のショッピングリボ払い利用残高が、会員の指定した
支払方法により決定されるショッピングリボ払い元金（以下「リ
ボ払元金」という。）以上の場合は当該リボ払元金。リボ払元金未
満の場合は当該ショッピングリボ利用残高。
（ショッピングリボ払い手数料）
前月の約定支払日のショッピングリボ払い利用残高（同日に支
払うリボ払元金、ボーナス加算額および前々月16日から前月の
約定支払日までのショッピングリボ払い利用額を差し引いた金
額）に対して前月の約定支払日の翌日から当月の約定支払日ま
での間当行所定の手数料率を乗じた金額。

21. 当行が認めた場合、本会員は支払方法の変更およびボーナス増額
払いの追加指定、加算額の変更をすることができます。

22. 本会員は、ショッピングリボ払い弁済金および第20項の手数料に
ついては、同項の支払方法のほか本規約末尾に記載の「繰上返済方
法」に従い随時支払うことができます。

23. 本会員は、会員がショッピング分割払いを指定した場合、ショッピ
ング利用代金に会員の指定した支払回数に応じた当行所定の割賦
係数を乗じたショッピング分割払い手数料を加算した金額（以下「分
割支払金合計額」という。）を支払うものとします。

24. 分割支払金合計額を支払回数で除した金額を分割支払金（ただし、計算上
の都合により初回および最終回の分割支払金は金額が異なります。）とし、
標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日から支払回数回にわたり
最終約定支払日まで、分割支払金を各約定支払日に支払うものとします。

25. 各分割支払金における分割支払元金と手数料の内訳の計算方法に
ついては以下のとおりとします。
（1）初回の分割支払金の内訳
手数料＝標準期間に利用した場合、ショッピング利用代金に対
する標準期間満了日の属する月の16日から翌月10日までの間当
行所定の手数料率を乗じた金額
分割支払元金＝分割支払金から上記手数料を差し引いた金額

（2）第2回の分割支払金の内訳
手数料＝ショッピング分割払い残元金（ショッピング利用代金－
（1）の分割支払元金）に当行所定の手数料率（月利）を乗じた金額
分割支払元金＝分割支払金から上記手数料を差し引いた金額

26. ボーナス併用ショッピング分割払いを指定した場合、本会員は、ショッピン
グ利用代金の半額を第23項、第24項、第25項の規定に従い支払い、残額を当
行所定の方法によりボーナス月（1月および8月）の約定支払日に支払うもの
とします。なお、初回から最終回までの約定支払日にボーナス月の約定支払
日に該当する日がない場合、ボーナス併用ショッピング分割払いを指定しな
かったものとして取り扱われます。第12項、第13項、第14項に定める債権譲
渡または立替払手続きの遅延その他の事務上の都合により、ボーナス月の約
定支払日に該当する日がないこととなった場合についても同様とします。

27. 本会員は、ショッピング分割払い残元金および手数料については、

第24項、第26項の支払いのほか、当行本規約末尾に記載の「繰上返
済方法」に従い一括で支払うことができます。

28.本会員は、会員が第15条第6項の規定に従いショッピングスキップ払いを
指定した場合、ショッピング利用代金額に、以下のショッピングスキップ払い
手数料を加算した金額を、標準期間満了日の属する月の翌 月々から標準
期間満了日の属する月の7ｶ月後の月までのうちから会員が指定した月（以
下「スキップ指定月」という。）の約定支払日に一括（1回）で支払うものとし
ます。なお、会員が一度指定した約定支払日を再度変更することはできま
せん。

29.ショッピングスキップ払いの手数料は、標準期間におけるショッピング利用代
金額に対して標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日翌日から
スキップ指定月の約定支払日までの経過月数と、当行所定の手数料率
（月利）を乗じた金額。
30.本会員は、ショッピングスキップ払いに関する債務の支払いを本規約末尾
に記載の「繰上返済方法」に従い一括で支払うことができます。

31.本会員が、会員のクレジットカード利用に基づき当行に対して支払うべき約
定支払額を約定支払日に支払わなかった場合には、約定支払額（ただ
し、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングス
キップ払い手数料、金融サービスの手数料および利息ならびに遅延損害
金等は除きます。）に対しその翌日から完済に至るまで、また、本規約に基
づき当行に対して負担する債務につき期限の利益を喪失した場合には、
残債務全額（ただし、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手
数料、ショッピングスキップ払い手数料、金融サービスの手数料および利息
ならびに遅延損害金等は除きます。）に対し期限の利益を喪失した日の翌
日から完済に至るまで、それぞれ以下に定める利率を乗じた遅延損害金
を支払うものとします。
・ショッピング1回払い、ショッピングリボ払い　年14.60％
・キャッシング1回払い　年20.00％
・ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッピングスキップ払い
法定利率

32.第31項にかかわらず、ショッピング分割払いに係る債務については以下の
遅延損害金を支払うものとします。
（1）分割支払金の支払いを遅延した場合は、分割支払金のうち分割支払
元金に対し約定支払日の翌日から完済に至るまで年１４.６０％を乗じた
金額。ただし、当該遅延損害金はショッピング分割払い残元金に対し
法定利率を乗じた額を超えない金額。

（2）分割支払金合計額の残額の期限の利益を喪失した場合は（（１）の場
合を除く）、ショッピング分割払い残元金に対し期限の利益を喪失した
日の翌日から完済に至るまで法定利率を乗じた金額。

第16条（見本・カタログ等と現物の相違）
会員は、見本・カタログ等により申し込みをした場合において、引き渡
された商品・権利または提供された役務等が見本・カタログ等と相違し
ている場合は、加盟店に商品、権利、役務等の交換を申し出るかまたは
売買契約の解除または役務提供契約の解除ができるものとします。
第17条（支払停止の抗弁）
1.会員は、加盟店から購入した商品、権利または提供を受けた役務に

関する紛議について、当該加盟店との間で解決するものとします。
2.第１項にかかわらず、本会員は、ショッピングリボ払いショッピング分割払い、
ショッピングスキップ払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払いを指
定もしくは変更して購入した商品もしくは割賦販売法に定める指定権利ま
たは提供を受けた役務（以下併せて「商品等」という。）について次の事
由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商
品等について、当行への支払いを停止することができるものとします。
（1）商品の引き渡し、指定権利の移転または役務の提供がないこと。
（2）商品等に破損、汚損、故障、その他の瑕疵があること。
（3）その他商品等の販売について加盟店に対して生じている抗弁事由が
あること。

3.当行は、本会員が第2項の支払いの停止を行う旨を当行に申し出た
ときは、直ちに所要の手続きをとります。
4.本会員は、第3項の申し出をするときは、予め第2項の事由の解消の
ため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
5.会員は、本会員が第3項の申し出をしたときは、速やかに第2項の事由
を記載した書面（資料がある場合には資料添付のこと。）を当行に提
出するよう努めるものとします。また当行が第2項の事由について調
査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
6.第2項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停
止することはできないものとします。
（1）ショッピングリボ払いの場合において、1回のカード利用におけるショッピ
ング利用代金額が3万8千円に満たないとき。ショッピング分割払い、ショ
ッピングスキップ払い、ショッピング2回払いまたはボーナス１回払いの場
合において、1回のカード利用における分割支払金合計額が4万円に
満たないとき。

（2）本会員による支払いの停止が信義に反すると認められたとき。
（3）会員によるショッピング利用が営業のために行うショッピング
利用である場合または海外でのショッピング利用である場合等、
割賦販売法第35条の3の60に定める適用除外条件に該当するとき。

第18条（アレコレキャッシング1回払い）
1. 会員は、当行所定の現金自動支払機（以下「CD」という。）、現金自動預
払機（以下「ATM」という。）等でカードおよび登録された暗証番号を使
用することにより金銭を借り入れることができます（以下「キャッシ
ング1回払い」という。）。その場合、会員は当行に対し、当行所定の金融
機関利用料を支払うものとします。なお、CD・ATMの機種や設置地域、店
舗等により、利用できない取引があり、また、CD・ATMの設置店舗の営
業時間やシステム保守等により、利用できない時間帯があります。
2.キャッシング1回払いにおける融資の日（以下「融資日」という。）は、CD・ATM
もしくは次条第3項に定める窓口等で融資を受けた日とします。お支払い口
座へは、当行に代わり、JCBが立て替えて融資金を振り込む場合があります。
3.会員は、第8条に定める金額の範囲内でキャッシング1回払いサー
ビスを利用することができます。
4.本会員は、会員が標準期間にキャッシング1回払いを利用した場合、標準
期間満了日の属する月の翌月の約定支払日に、標準期間の借入金合計額
およびキャッシング1回払い手数料（各借入金に対してキャッシング1

回払い融資日の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払
日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額）を支払うものとします。
なお、本会員は本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日
の前に借入金及び手数料の全額または一部を随時支払うことができます。
5.当行は、約定支払額が約定支払日に支払われなかった場合、本会員
の当行に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生し
ている場合、その他会員の利用状況および本会員の信用状況等によ
り会員のキャッシング1回払いの利用が適当でないと判断した場合
には、新たなキャッシング1回払いの利用を中止することができる
ものとします。なお、延滞の発生により利用を中止する場合は、本会
員の当該延滞に係るその後の支払い状況に関わらず、当行が定める
一定の期間内において継続して利用を中止する場合があります。
6.会員が、日本国外で本サービスを利用し、その引出額が指定口座の
預金残高の範囲内である場合には、会員が第19条に定めるサービ
スを受けたものとみなします。
第18条の２（海外キャッシング）
1.会員は、前条に定めるキャッシング1回払いを日本国外においても利
用することができます（以下「海外キャッシング1回払い」という。）。
2.会員が海外キャッシング1回払いを利用する場合に適用される機能
別利用可能枠は、海外キャッシング1回払い利用可能枠となります。
3.会員は、前条第1項に定める方法のほか、当行所定の方法により、国外
の金融機関等のCD・ATMにおいて海外キャッシング1回払いを利
用できる場合があります。海外キャッシング1回払いの利用方法は、
利用される国や地域、ATMにより異なるため別途公表いたします。
4.本会員は、会員が標準期間に海外キャッシング1回払いを利用した場
合、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日に、標準期間の借
入金合計額およびキャッシング1回払い手数料（各借入金に対して
キャッシング1回払い融資日の翌日から標準期間満了日の属する月
の翌月の約定支払日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額）を
支払うものとします。なお、本会員は本規約末尾に記載の「繰上返済
方法」に従い、約定支払日の前に借入金および手数料の全額または一
部を随時支払うことができます。ただし、会員が海外キャッシング1
回払いを利用した国外の金融機関・ATM保有会社等の事務処理の都
合上、上記の約定支払日から1カ月または2カ月後の約定支払日とな
る場合があります。この場合であっても、キャッシング1回払い手数
料が本項本文に定める金額から増額されることはありません。
5.会員が海外キャッシング1回払いを利用する場合、前条第2項、第3項
および第5項の定めが適用されますが、前条第4項は適用されません。
6.海外キャッシング1回払いの利用により会員が現地通貨で現金の引
出しを行った場合であっても、海外キャッシング1回払いの借入金元
金は、JCBとJCBの提携会社が当該借入金元金の集中決済をした時点
（会員がカードを利用した日とは異なることがあります。）のJCBが
定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨としま
す。なお、換算レートおよび換算方法については、第21条第6項が適用
されるものとします。

第19条（海外預金引出しサービス）
1.海外預金引出サービス（以下「海外キャッシュサービス」といいま
す。）とは、JCBと提携する国外金融機関等のCD・ATMで、会員が
現地通貨により指定口座から預金の払戻しを受けることができる
サービスです。なお、CD・ATMの利用方法は、それぞれのCD・
ATM設置先の定めによります。
2.海外キャッシュサービスによる日本国外での払戻しに係る指定口
座からの引落しは、JCBでの処理日の3営業日後を支払日とし、通帳
および払戻請求書なしで指定口座から自動引落しの方法により支
払うものとします。
3.前項の支払については、外貨額をJCBまたは提携金融機関、提携ク
レジット会社が定める時期ならびに為替相場により円貨に換算し
た金額を前項により引落すものとします。
4.海外キャッシュサービスに係る引落しと支払日の到来しているシ
ョッピング利用、キャッシング1回払いおよびカードローンサービ
スによる債務が指定口座の預金の不足により同時に引落すことが
できない場合における引落しの選択は当行の任意とします。
5.海外キャッシュサービスによる利用可能枠は、ショッピング利用可
能枠の範囲内で当行が定める金額とします。1回当りの利用できる
金額は、JCBまたは提携金融機関、提携クレジット会社が定める金額
までとします。
6.このサービスの利用にあたっては、当行所定の手数料110円（税込み）
を申し受けます。また支払機利用手数料については、当該支払機を
設置している金融機関、提携クレジット会社の定めによります。なお、
手数料は、本条第2項の引落しと同時に引落します。
7.本条第2項および第6項の合計額が指定口座の預金の不足等により引落し
できなかった場合には、日本国外での払戻しに係る指定口座からの引落
しの取扱いはなかったものとし、かわりに全額について第18条に定める
日本国外におけるキャッシング1回払いを行ったものとみなします。な
お、この場合の手数料は第18条第4項に定める手数料を申し受けます。
第20条（カードローンサービス）
1.この取引は、カードまたは通帳使用による当座貸越とし、通帳およ
び当座貸越請求書による借入、小切手・手形の振出しあるいは引受
けは行わないものとします。
2.この取引の有効期間（貸越利用期限）、（以下「取引期限」という）は、契約
日から1年後の応答月の前月末日までとします。ただし、取引期限到来
日の前日までに当事者の一方から別段の意志表示がない場合には、こ
の取引期限は更に1年間延長するものとし、以後も同様とします。
3.前項の規定にかかわらず、満65歳を超えての取引期限の延長は行
わないものとします。
4.当行が本条第2項の取引期限延長に関する審査等の為に資料の提出
または報告を求めたときには、直ちにこれに応ずるものとします。
5.取引期限が延長されずに到来した場合は、次によるものとします。
（1）取引期限到来日の翌日以降この取引による当座貸越は受けられ
ないものとします。

（2）取引期限到来日に貸越元利金がある場合は、当行から貸越元利金全

額の返済を求めない限り、本契約の各条項に従い返済するものとしま
す。ただし、当行の判断により貸越元利金全額の返済を求める場合は、
当行が求める期限までに、貸越元利金全額を返済するものとします。

（3）取引期限到来日の翌日以降に貸越元利金がない場合、また貸越
元利金の返済が完了した場合は、この取引は当行から通知する
事なく当然に解約されるものとします。

6.カードローンサービスの貸越極度額は当行が会員毎に定めるものと
します。会員によっては貸越極度額を0円とすることができるものと
します。また、当行は会員の属性および当行との取引状況等により、こ
の取引の貸越極度額を変更できるものとします。この場合、当行は変
更後の貸越極度額及び変更日を借主に通知するものとします。
7.当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金は、当行所定の
利率（年365日の日割計算）を適用するものとします。
8.当行が特に会員に対して、当行所定の基準および方法により優遇金利を適
用した場合には、当行は会員に対して通知する事なく、いつでもその優遇
利率を変更し、または優遇利率の適用を中止する事ができるものとします。
9.この取引による借入金の返済日は、毎月4日、14日、24日のうち会員
が予め指定した日とし、会員は返済日に別表の通り返済を行うもの
とします。約定返済金額を返済した後も貸越極度額を超過する場合
は、その超過額を含めて返済します。なお、返済日の変更はできない
ものとします。利息は、付利単位100円とし、上記指定日に当行所定
の利率、方法により計算のうえ貸越元金に組入れるものとします。

10. 前項の約定返済は指定口座からの自動支払によるものとします。この
場合、会員は指定口座に、毎月の返済日までに返済金相当額を預入する
ものとし、当行は返済日に預金通帳および請求書なしで払い出しのうえ、
返済に当てるものとします。ただし、指定口座の残高が約定返済金額に
満たない場合、その一部の返済にあてる取扱いは行わないものとします。
なお、自動引落しが約定返済日にできない場合において、当行は約定返
済日以降いつでも同様の方法により取扱いできるものとします。

11. 本条第10項による約定返済のほか、当座貸越専用口座への入金ま
たは振込みにより、随時に任意の金額を返済する事ができるもの
とします。ただし、入金額が当座貸越残高相当額を超える場合は、
その超える金額を指定口座に入金するものとします。
第3章　カードの支払い方法その他
第21条（クレジットカードサービスの利用代金等の支払）
1.ショッピングサービスおよびキャッシング1回払いによる本会員の当行に
対する債務は、毎月15日に締切り翌月10日（当行休業日の場合は翌営業日）
に通帳および払戻請求書なしで指定口座から自動引落しの方法により支払
うものとし、当該支払金額を約定支払額といいます。ただし、支払日等につい
て別に定めがある場合は、その定めに従うものとします。なお、加盟店の事務
上の都合により支払日は翌々月以降の10日（同前）になることがあります。
2.会員が本規定に違反してカードを利用した場合ならびに本規定に
定める以外の方法によりカードを利用した場合でも本会員は支払
義務を負うものとし、その支払いは本条第1項と同様とします。
3.当行が本会員に明細（本条第９項に定めるものをいう。）の通知手続を行
った後に、会員が本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支

払日の前に借入金等を支払ったこと、または会員がキャッシング１回払いを
利用したこと等により、本会員が本規約に基づき当行に支払うべき手数料
または利息の金額と当行が前項の方法により約定支払日に本会員から
実際に支払いを受けた手数料または利息の金額との間に差額が生ずる
場合、当行は翌月の約定支払日に本会員に当該差額を返金するなどの
方法により精算することを本会員は承諾するものとします。なお、当行は本
会員が前項に従い翌月の約定支払日に支払うべき約定支払額から当行
が本会員に返金すべき金額を差し引くことができます。
4.会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務につい
ては、JCBの関係会社が加盟店等に第15条第10項、第11項、第12項にか
かる債権譲渡代金等を支払った時点（会員がカードを利用した日とは
異なることがあります。）のJCBが定める換算レートおよび換算方法
に基づき円換算した円貨により、本会員は当行に対し支払うものとし
ます。
5.会員が国外でカードを利用した場合において、JCBの関係会社が加盟店
等に第15条第10項、第11項、第12項にかかる代金等を支払った後に、会
員と加盟店間のカード利用にかかる契約が解除された場合等、当行が会
員へ返金を行う場合は、原則として、前項に基づきJCBの関係会社が加
盟店等に第15条第10項、第11項、第12項にかかる代金等を支払った時点
のJCBが定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によ
るものとします。ただし、当行がかかる時点を特定することが不可能な
場合等、やむを得ない事情がある場合には、JCBの関係会社が加盟店等
との間で当該解除等にかかる手続を行った時点（会員が加盟店等との間
で当該解除等にかかる手続きを行った日とは異なることがあります。）
のJCBが定める換算レートおよび換算方法による場合があります。
6.会員が国外で付加価値税（VAT）返金制度を利用した場合において、当行
が会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方法は、JCBの関係会社
が付加価値税（VAT）返金制度取扱免税会社との間で当該返金にかかる
手続きを行った時点（会員が付加価値税（VAT）返金制度を利用した日ま
たはカードを利用した日とは異なることがあります。）のJCBが定める換
算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。
7.第4項から第6項の換算レートおよび換算方法は、原則として、JCB指定金
融機関等が指定した為替相場を基準にJCBが定めるものとし、別途公表い
たします。なお、一部の航空会社その他の加盟店等におけるカード利用の
場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算されたうえ、
JCBが定める換算レートおよび換算方法により円換算することがあります。
8.本会員の当行に対する弁済期の到来している債務について、当行は
随時支払いを受けることができるものとします。また弁済期の到来
しているショッピングサービス（日本国外におけるキャッシングサ
ービスを含む）による債務と日本国内におけるキャッシングサービ
スによる債務の合計額が指定口座の預金不足等により引き落としで
きない場合には、そのいずれかに充当するかは当行の任意とします。
9.当行は、本会員の約定支払額、ショッピングリボ払い利用残高、ショッピング
分割払い利用残高（ショッピングスキップ払い利用残高を含む。）およびキ
ャッシングリボ払い利用残高等（以下「明細」という。）を約定支払日の当月
初め頃、当行所定の方法により、本会員に通知します。なお、年会費のみ

の支払いの場合、明細の通知を省略することがあります。
第22条（外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令の適用）
日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外国為替及び
外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要
とする場合には、当行の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国
外でのカードの利用の制限若しくは停止に応じていただくことがあります。
第23条（手数料率、料率の算定方法、変更等）
1. 手数料率、利率（遅延損害金の利率を含む。以下本条において同じ。）
等の計算方法については、本規定において別途定める場合を除き、1
年を365日（うるう年は366日）とする日割方式による計算とします。
2.当行は各サービスにおける利率および手数料を、金融情勢の変化その他相
当の事由がある場合には一般に行われる程度のものに変更できるものと
します。この場合、当行の店頭または現金自動支払機設置場所に掲示する
ものとします。また、第35条の規定にかかわらず当行から手数料率、利率
の変更を通知した後は、リボルビング払いについては変更後の未決済残高
または融資残高に対し、分割払い及びキャッシングサービスについては変
更後の利用分から、変更後の手数料率・利率が適用されるものとします。
第24条（カードの紛失、盗難、偽造）
1. カードまたはカード情報あるいはチケット（タクシーチケット等）が紛失・
盗難・詐取・横領等（以下まとめて「紛失・盗難」という）により他人に不正利
用された場合、本会員は、そのカードまたはカード情報の利用により発生す
る利用代金、チケット利用代金についてすべて支払義務を負うものとします。
2.本条第1項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当行またはJCB
に届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当行またはJCBの請求によ
り所定の紛失、盗難届を当行またはJCBに提出した場合、当行は、本会員に対
して当行またはJCBが届け出を受けた日の60日前以降のクレジットカード
サービスによるカードの利用代金について、その支払いを免除します。
3.偽造カードの使用に係るカード利用代金については、本会員は支
払義務を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調
査に協力するものとします。
4.前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に
故意または過失があるときは、その偽造カードの利用代金につい
て本会員が支払義務を負うものとします。
5.カードの紛失・盗難・偽造により生じた損害の処理については、「ふ
くぎんキャッシュカード規定」、「デビットカード取引規定」をそれ
ぞれ適用することとします。
第25条（カードの利用代金の支払に関する免責事項）
第24条のカードの紛失・盗難に関し、会員が下記のいずれかに該当すると
きは、本会員のカードの利用代金の支払いは免除されないものとします。
（1）会員が第2条に違反したとき。
（2）会員の家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき。
（3）会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法
令違反によって紛失、盗難が生じたとき。

（4）紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき。
（5）会員が当行の請求する書類を提出しなかったとき、または当行等
の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。

（6）カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき（第7条第
2項ただし書きの場合を除く。）。

（7）戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき。
（8）その他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。
第26条（カードの再発行）
1.両社は、カードの紛失、盗難、破損、汚損等またはカード情報の消失、不正
取得、改変等の理由により会員が希望した場合、両社が審査のうえ原則
としてカードを再発行します。この場合、本会員は、自己に貸与されたカ
ードの他、家族カードの再発行についても当行所定の再発行手数料を支
払うものとし、再発行手数料は両社が別途通知または公表いたします。
なお、合理的な理由がある場合はカードを再発行しない場合があります。
2.両社は、両社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断
した場合、会員番号の変更ができるものとします。
第27条（サービスの一時停止）
1. 会員は、本会員が本規定に定める当行に対する債務のいずれかの
支払いを怠った場合、その債務を完済するまでキャッシュカード
サービスを除くサービスを受けられないものとします。
2.当行は、会員が本規定に違反し若しくは違反するおそれがある場合、
カードの利用状況に不審がある場合には、サービスの全部または一
部について一時的に停止し、若しくは、加盟店や自動化機器等を通
じてカードの回収を行うことができます。加盟店からカード回収の
要請があったときは、会員は異議なくこれに応ずるものとします。
第4章　期限の利益喪失・会員資格の取消・退会等
第28条（期限の利益喪失）
1. 会員が次の各号の事由のいずれかに該当したときは、当行は本会
員への通知催告等を要せず、本会員は本規定に基づく一切の債務
について当然に期限の利益を失い、カード利用により当行に対し
て負担した一切の債務を直ちに支払うものとします。
（1）保証会社から保証の取消または解約の申出があったとき。
（2）支払の停止または破産・民事再生、金銭の調整に係る調停の申立
てを受けたとき、または自らこれらの申立てをしたとき。

（3）手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
（4）会員の預金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差
押または差押の命令通知が発送されたとき。

（5）カード改ざん、不正使用等当行がカードの利用を不適当と認めたとき。
（6）住所変更の届出を怠るなど、会員の責めに帰すべき事由によって、
当行において会員の所在が不明となったとき。

（7）ショッピングリボ払いまたは、ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払
い、ショッピング２回払いまたはボーナス1回払いによるショッピング代金
債務、その他本会員の当行に対する債務の支払いの履行を遅滞し、
当行から20日以上の相当な期間を定めて書面で支払いの催告をされ
たにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。

2.本会員は、当行に支払うべき債務の履行を遅滞し相当期間を定めた当
行からの催告後に是正されない場合、および第30条1項の規定により会
員資格（家族会員を含む）を取り消された場合、ショッピングリボ払い、
ショッピング分割払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払い

によるショッピング代金債務を除く本規定に基づく債務について当然
に期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。
3.会員が次の各号の事由のいずれかに該当したときは、当行からの本会員への
通知催告等により、本会員は期限の利益を失い、カード利用により当行に対
して負担した一切の債務を直ちに支払うものとします。なお、この場合、本会
員が住所変更の手続きを怠る、あるいは本会員が当行からの通知催告等を受
領しないなど、本会員の責に帰すべき事由により、通知催告等が延着しまた
は到着しなかった場合は、通常到着すべき時期に到達したものとみなします。
（1）本規定に定める事項の1つにでも違反したとき。
（2）本規定に基づくカード取引に関し、当行に虚偽の資料提供また
は報告をしたとき。

（3）指定口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またその
恐れがあると当行が認めたとき。

（4）前各号のほか当行が債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
4.本会員は、第29条の事由により会員資格を取消された場合、本規約
に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債
務の全額を支払うものとします。
第29条（反社会的勢力の排除）
1. 会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過し
ない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ
または特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者（以下、これらを「暴力
団員等」という）に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しな
いことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
（1）暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
（2）暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を
有すること

（3）自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三
者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を
利用していると認められる関係を有すること

（4）暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するな
どの関与をしていると認められる関係を有すること

（5）役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会
的に非難されるべき関係を有すること

2.会員は、自らまたは第三者を利用して、当行に対し次の各号の一に
でも該当する行為を行わないことを確約いたします。
（1）暴力的な要求行為
（2）法的な責任を超えた不当な要求行為
（3）取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
（4）風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、ま
たは業務を妨害する行為

（5）その他前各号に準ずる行為
3.会員が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前
項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表
明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、会員との取引を継続す
ることが不適切である場合には、会員は当行から請求があり次第、当行に
対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。

4.前項の規定の適用により、会員に損害が生じた場合にも、当行になんらの請
求をしません。また、当行に損害が生じたときは、会員がその責任を負います。
5.会員は、本契約締結日時点で会員と当行との間に存在するいっさ
いの融資・ローン・クレジットカード取引についても、本条項が適
用されることに同意いたします。 
第29条の2（マネーロンダリング等の禁止）
会員は、マネーロンダリング、反社会的勢力（テロリストを含む。）に対して資
金供与等をすること、または経済制裁関係法令その他の法令もしくは国際
的な規制に抵触する行為（以下、これらを総称して「マネー・ロンダリング等」
という。）を遂行する目的で、またはマネーロンダリング等を遂行する手段とし
て、カードを利用してはならないものとします。
第30条（会員資格の取消）
1. 両社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当行において会員とし
て不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことがで
きるものとします。ただし、（3）においては相当期間を定めた当行からの通知、
催告後に是正されない場合に会員資格を取消すことができるものとします。
（1）カードの申込に際し、氏名、住所、勤務先、年収、家族構成等、会員
の特定、信用状況の判断に係る事実について虚偽の申告をしたり、
カードを不正に使用した場合。

（2）本規定のいずれかに違反した場合。
（3）カード利用代金等、当行に対する債務の履行を怠った場合。
（4）換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況
が不適当若しくは不審があると当行が判断した場合。

（5）指定口座を両社の同意なく解約したとき。
（6）会員が、本会員として当行から複数のカードを貸与されている場合、

他のカードについて上記事項のいずれかに該当する事由が生じたとき。
（7）当行が更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過したとき。
（8）当行が発行したカードを会員が受領する意思がない、または当
行から要請があるにもかかわらず受領を行わない場合。

2.会員資格を取消されたときは、会員は速やかにカード及びチケット等、
当行から貸与された物品を当行に返還するものとします。また、会員
資格を取消された場合、会員は当行に対する会員資格に基づく権利を
喪失するものとします。また、本会員が会員資格を喪失した場合、当然
に家族会員も会員資格を喪失します。なお、本会員は、会員が会員資格
喪失後にカードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。
3.当行は、会員資格の取消を行なった場合、カード及びチケット等の無効
通知並びに無効登録を行い、加盟店等を通じてこれらの返還を求めるこ
とができるものとします。会員は、加盟店等からこれらの返還を求めら
れたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当行に返還するものとします。
第31条（退会）
1.本会員が退会をする場合は、本会員、家族会員全員のカード及び貸与
されたチケット等を添え、当行所定の届出用紙により当行に届出るも
のとします。この場合、債務全額を弁済していただくこともあります。
2.家族会員のみが退会をする場合は、退会する家族会員のカード及び貸与され
たチケット等を添え、当行所定の届出用紙により当行に届出るものとします。
3.カード返却前に生じた損害についてはすべて会員の負担とします。

4.会員は本取引の終了・解約後、当行に対する本規定に基づくカード
取引による債務が残存する場合には、指定口座に受入れまたは振
込まれた資金（受入れた証券類については全額決済されるまでこ
の資金から除く）について、当行が債務完済に至るまで指定口座か
ら引落し、この債務の弁済に充当されても異議ないものとします。
第32条（相殺または払戻充当）
1.本会員が本規定に定める当行に対する債務を履行しなければならない場
合には、その債務と会員の預金その他の債権とを、その債権の期限のいか
んにかかわらず、いつでも当行は相殺できるものとします。この場合当行
は本会員にかわり諸預け金を払戻し、債務の弁済に充当することができ
るものとします。この場合、当行は本会員に対し書面により通知します。
2.本条第1項により相殺または払戻充当をする場合には、債権債務の利息、清算
金、損害金・違約金等の計算については、その期間を計算実行の日までとしま
す。また、利率・料率等について借主と銀行間に別の定めがない場合には銀行
が一般に認められている基準に基づいて定めるところによるものとし、また
外国為替相場については、当行の相殺実行日の相場を適用するものとします。
3.本会員は、弁済期にある本会員の預金その他の債権と本取引によ
る本会員の債務とを相殺することができるものとします。その場合、
相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書・
通帳等は届出印を押印して直ちに当行に提出するものとします。
4.本条第3項における債権債務の利息、清算金、損害金、違約金等の計
算については、その期間を相殺通知の到達の日までとし、利率およ
び料率は当行の定めによるものとします。
5.当行が相殺をする場合、本会員の当行に対する債務全額を消滅させるに
足らないときは、特に通知せず当行が適当と認める順序方法により充当
することができます。ただし、ショッピングリボ払いの支払停止の抗弁
に係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
6.当行が本条第1項により充当指定した時は、本会員はその充当に対
して異議を述べる事ができないものとします。
7.本会員が相殺したときの充当指定により債権保全上支障が生じるお
それがあるときは、当行は遅滞なく異議を述べ、担保、保証の有無、軽重、
処分の難易、弁済期の長短、割引手形または割引電子記録債権の決済
見込などを考慮して、当行の指定する順序方法により充当することが
できます。この場合、当行は本会員に充当結果を通知するものとします。
8.本条第3項によって当行が充当する場合には、本会員の期限未到来
の債務については期限が到来したものとして、当行はその順序方
法を指定することができます。
第33条（業務の委託）
1.当行は、「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣
より営業許可を受けた債権管理回収会社に対して、カードの債権
の管理・回収業務を委託できるものとします。
2.会員は、当行が代金決済事務その他の事務等をJCBおよび関連会社
に業務委託することを予め承認するものとします。
第34条（準拠法・合意管轄）
会員と両社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。ま
た会員と両社の間で訴訟の必要が生じた場合、当行の本支店所在地

を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
第35条（本規定の変更）
本規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化、その他の相当
の事由があると認められる場合には以下のいずれかの方法により変
更できるものとします。
（1）当行が変更内容を当行の店頭表示その他相当の方法で公表する事。
この場合、その変更内容は、公表の際に定める1ヶ月以上の相当な
期間を経過した日（以下「相当期間経過日」といいます。）から適用
されるものとします。

（2）変更内容を当行から通知する事、または新規定を送付する事。
この場合、その変更内容は、変更内容を当行から通知した後、また
は新規定を送付した後にカードを利用したとき（以下「通知後のカ
ード利用日」といいます。）に会員が承認したものとみなし、その変
更内容は、通知後のカード利用日から適用されるものとします。

（3）本規定の変更等を本条第1項の双方により行う場合、その変更内容
は、相当期間経過日または通知後のカード利用日のいずれか先に到
来した日から適用されるものとします。なお、本規約と明示的に相違す
る規定または特約がある場合は、当該規定または特約が優先されるも
のとします。

第36条（危険負担、免責条項等）
1.会員が当行に差し入れた契約書類等が、事変、災害等やむを得ない
事情によって紛失、減失または損傷した場合には、会員は当行の帳
簿、伝票等の記録に基づいて債務を返済します。なお、会員は当行
からの請求があれば直ちに代りの契約書類等を差入れます。
2.会員に対する権利の行使もしくは保全に要した費用は、会員の負担とします。
第37条（規定等の準用）
本規定に特段定めのない事項は、「普通預金規定」、「総合口座取引規定」、
「ふくぎんキャッシュカード規定」、「デビットカード規定」、および「IC
キャッシュカード特約」を準用する事とします。

以上

各種規定等・手数料について
本規約に記載の各種規定等および諸手数料について当行ホームペー
ジに掲載しています。URLは以下の通りです。
各種規定等：https://www.fukuokabank.co.jp/yakkan/
諸手数料：https://www.fukuokabank.co.jp/price/commissions/index.html
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ふくぎんアレコレJCBカード会員規定（2020年4月改定）

第1章　総則
第1条（会員） 
1.ふくぎんアレコレJCBカード（以下「カード」といいます。）とは、1枚
のカードにキャッシュカード機能（デビットカード機能を含む）、
クレジットカード機能およびローンカード機能の3つの機能を兼
ね備えたカードのことをいいます。
2. 株式会社福岡銀行（以下「当行」という）および株式会社ジェーシービー（以
下「JCB」という。）が運営するクレジットカード取引システム（以下「JCBク
レジットカード取引システム」という。）に当行およびJCB（以下「両社」とい
う。）所定の入会申込書等において、本規定を承認のうえ第2条1項に基づく
会員区分を指定して申し込まれた方で当行が審査のうえ両社が入会を承
認した方を本会員とします。会員と両社との契約は、両社が入会を承認し
たときに成立します。なお各機能の提供者は、次に定めるとおりとなります。
　・キャッシュカード機能：当行
　・クレジットカード機能：両社
　・ローンカード機能：当行
　また、金融機関等による顧客等の本人確認等および犯罪による収
益の移転防止に関する法律に基づく本人確認が当行所定の期間内
に完了しない場合は、入会を断ることがあります。
3.ＪＣＢクレジットカード取引システムに両社所定の入会申込書等において、本
規約を承認のうえ、家族会員として入会を申し込まれた本会員の家族で、
両社が審査のうえ入会を承認した方2名を限度として家族会員といいます。
本会員は、家族会員に対し、本会員に代わって家族カード（第2条第1項
で定義される「家族カード」として定義のうち家族会員に貸与されるもの
をいう。また当該カードのカード番号を含むものとする。以下本条において
同じ。）を使用して、本規約に基づくカード利用（第2章（ショッピング利用、
金融サービス）に定めるショッピング利用（第15条に定めるものをいう。以
下同じ。）、キャッシング1回払いおよびキャッシングリボ払い（以下併せて
「金融サービス」という。）ならびに第4条に定める付帯サービス等の利用
の全部または一部をいう。また、モバイル端末等にカード番号を登録する
などして、当該モバイル端末等を使用したショッピング利用または金融サ
ービスの利用等をする行為を含む。以下同じ。）を行う一切の権限（以下
「本代理権」という。）を授与します。なお、本会員は、家族会員に対する
本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある
場合は、第31条第2項所定の方法により家族会員によるカード利用の中
止を申し出るものとします。本会員は、この申し出以前に本代理権が消
滅したことを、両社に対して主張することはできません。
4.本代理権の授与に基づき、家族会員の家族カードによるカード利用はす
べて本会員の代理人としての利用となり、当該家族カード利用に基づく
一切の支払債務は本会員に帰属し、家族会員はこれを負担しないもの
とします。また、本会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者
の注意をもって家族会員をして本規約を遵守させる義務を負うものとし、
家族会員が本規約に違反した場合には、当行に対し、連帯して責任を
負うものとします。

5.本会員と家族会員を併せて会員といいます。
6.会員は申込時にカード取引を行う総合口座普通預金（以下「指定口
座」といいます。）を指定するものとします。
7.会員はふくぎんマイレージサービス「マイバンクプラス」利用規約を承
認のうえ、ふくぎんマイレージサービス「マイバンクプラス」の利用を申
し込むものとします。
8. 本会員は「ふくぎんバンクカード」、「ふくぎんアレコレVISAカード」、「ふ
くぎんアレコレMasterCard」との重複契約はできないものとします。
第2条（カードの貸与およびカードの管理）
1.当行は会員1名につき1枚のカードを貸与します。カードには「アレ
コレJCB一般」・「アレコレJCBゴールド」・「アレコレJCBヤングゴ
ールド」・「アレコレJCBリボルビング」の会員区分があります。
2.会員に貸与されるカードは、同一区分とします。
3.会員はカードを貸与されたときは、直ちにカード裏面署名欄に自
署するものとします。
4.カード上には会員氏名、会員番号、カードの有効期限、口座番号、店
番号、セキュリティコード（カード裏面に印字される場合には、署
名欄（サインパネル）に印字される7桁の数値のうち下3桁または
「SECURITY CODE」との表記で印字される3桁の数値をいう。（以
下「カード情報」といいます。）が表示されています。カードはカー
ド表面に表示された会員本人以外利用できません。また会員は善
良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を使用し、
管理するものとします。
5.カードの所有権は当行に属し、会員は他人にカード及びカード情報を貸
与・預託・譲渡および質入れする等、カード及びカード情報の占有を第三
者に移転させることは一切できないものとします。また、カード及びカ
ード情報を預託しもしくは使用させる事は、一切出来ないものとします。
6.アレコレJCBヤングゴールドカード会員は、満30歳の誕生日以降
最初に到来するカードの有効期限以降、審査のうえアレコレJCBゴ
ールドカードに切り替わるものとします。
第3条（サービスの範囲）
1.会員はカードを利用して、次のサービスを受けることができます。
（1）現金自動支払機または現金自動預入支払機（以下両者を「CDま
たはATM」という。）による指定口座の払戻し、および現金自動
預入支払機による指定口座の預入れ。（以下「キャッシュカード
サービス」といいます。）

（2）CDまたはATMによる、指定口座の当座貸越借入金の払い出し。
（以下「プラスワンサービス」といいます。）

（3）加盟店における物品の購入ならびにサービスの提供を受けたこ
とに係る代金および料金の立替支払、およびCDまたはATMによ
る立替え現金払出し。（以下「クレジットカードサービス」といい、
クレジットカードサービスは「ショッピングサービス」、「キャッシ
ングサービス」、「海外預金引出サービス」により構成されます。）

（4）自動化機器による、当座貸越専用口座の当座貸越借入金の払い
出し。（以下「カードローンサービス」といいます。）

2.家族会員は前項のサービスのうち、(1)および(3)のみを受けること

ができるものとします。
第4条（特典および付帯サービス）
1.当行は会員に対し当行の定めた特典を付与します。特典の内容については、
店頭に備え置きのパンフレットおよび当行ホームページ等に記載します。
2.当行は会員に事前に通知することなく、特典の内容を変更または
中止する場合があります。
3.会員は、クレジットカードサービスとして当行、JCBまたは当行も
しくはJCBが提携する第三者（以下「サービス提供会社」という。）が
提供するカード付帯サービスおよび特典（以下「付帯サービス」と
いう。）を当行、JCBまたはサービス提供会社所定の方法で利用する
ことができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容
については、当行が書面その他の方法により通知または公表します。
4.付帯サービスはカードの種類によって異なります。会員は、付帯サ
ービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、
また、会員が本規約または付帯サービスの利用等に関する規定等に
違反した場合、または両社が会員のカード利用が適当でないと合理
的に判断した時は、付帯サービスを利用できない場合があります。
5.会員は、当行、JCBまたはサービス提供会社が必要と認めた場合には、
当行、JCBまたはサービス提供会社が付帯サービスおよびその内容
を変更することがあります。
6.会員は、当行が認める場合、当行が別に定めるところに従い、WEBサービ
ス（「MyJCB」「MyJチェック」等を含むが、それらに限らない。以下同じ。）
の登録を行うことによりWEBサービスを利用することができます。ただし、家
族会員は、WEBサービスのうち一部の機能を利用することができません。
本会員は、入会時または入会後遅滞なく、当行が別途定める規定に同意
の上、「MyJCB」および「MyJチェック」に登録するための当行所定の手
続きをとり、また当該登録を維持するよう努めるものとします。
第5条（保証）
1.本会員は、カード利用による当行に対する一切の債務について、ふ
くぎん保証株式会社（以下「保証会社」という。）に保証を委託し、そ
の保証を受けるものとします。
2.本会員と保証会社との間の取り決めは、別途「アレコレカード保証
委託約款」に定めるものとします。
第6条（年会費・諸費用の負担）
1.本会員は当行に対し当行が通知または公表する年会費（家族会員の有無･
人数によって異なる。）を、有効期限月（カード上に表示された年月の月
をいう。）の3ヵ月後の第21条に定める約定支払日（ただし、入会後最初の
年会費については、有効期限月の翌月の約定支払日）に通帳および払戻
請求書なしで指定口座から自動引落しの方法により支払うものとします。
なお、一旦支払われた年会費は当行またはJCBの責に帰すべき事由によ
らない退会または会員資格喪失となった場合、返還しません。ただし、「ア
レコレJCBリボルビング」の年会費については免除するものとします。
2 .前項の年会費は、当行が必要と認めたときは相当な範囲で変更できるものと
し、この場合、当行の店頭またはCDまたはATM設置場所に掲示するものとし
ます。
3.本会員は、会員が負担すべき印紙代を当行所定の日に、通帳および払戻

請求書なしで指定口座から自動引落しの方法により支払うものとします。
第7条（カードの有効期限）
1.カードの期限は、カード表面下部に月、年（西暦の下2桁）の順に記載し、当
該月の月末日までとします。有効期限切れのカードは、当行が請求した場
合は、直ちに当行に返却するものとします。ただし、会員から期限の2ヶ月
前までに期限を延長しない旨の申し出がなく、当行が審査のうえ両社が引
き続き会員と認めた場合はさらに5年間延長されたものとし、以降も同様
とします。その場合新たな有効期限を記載したカードを会員に貸与します。
2.前項の規定に関わらず、プラスワンサービスについては65歳の誕
生日以降最初に到来する有効期限をもって終了するものとします。
カードローンサービスについては、第20条3項によることとします。
第8条（カードの利用枠・利用可能金額および複数カード保有における利用の調整）
1.当行は、本会員につき、商品ごとの利用可能枠として、次の利用可
能枠を審査のうえ決定します（商品ごとの利用可能枠を総称して「機
能別利用可能枠」という。）。
　① ショッピング1回払い利用可能枠
　② ショッピングリボ払い利用可能枠
　③ ショッピング分割払い/ショッピングスキップ払い利用可能枠
　④ ショッピング2回払い利用可能枠
　⑤ ボーナス1回払い利用可能枠
　⑥ キャッシング1回払い利用可能枠
　⑦ 海外キャッシング1回払い利用可能枠
2.前項の機能別利用可能枠は、以下のとおり、3つの商品群に分類され、商品群
ごとの利用可能枠（以下「内枠」という。）が設定されます。各商品群に属する
機能別利用可能枠のうち最も高い金額が、当該商品群に係る内枠となります。
（1）前項①の機能別利用可能枠・・・「ショッピング枠」として分類
（2）前項②③④⑤の機能別利用可能枠・・・「ショッピング残高枠」として分類
（3）前項⑥⑦の機能別利用可能枠・・・「キャッシング総枠」として分類
3.第1項①から⑦の機能別利用可能枠のうち最も高い金額が、カード
全体の利用可能枠（以下「総枠」という。）となります。機能別利用可
能枠、内枠および総枠を総称して、利用可能枠といいます。
4.当行は、会員のカード利用状況および本会員の信用状況等に応じて、
審査の上利用可能枠を増額または減額することができるものとし
ます。ただし、本会員より増額を希望しない旨の申し出があった場
合は増額しないものとし、第1項⑥⑦の機能別利用可能枠について
は本会員が増額を希望した場合にのみ、増額するものとします。
5.本会員が当行から複数枚のJCBカード（当行が発行するクレジットカード等
をいい、当該カードに係るカード情報を含む。以下同じ。）の貸与を受けた場合、
それら複数枚のJCBカード全体における利用可能枠は、原則として各カード
ごとに定められた利用可能枠のうち最も高い金額（当該金額を「総合与信枠」
という。）となり、それら複数枚のJCBカードにおける利用可能枠の合計金額
にはなりません。なお、総合与信枠の金額にかかわらず、各JCBカードにおけ
る利用可能枠は、当該JCBカードについて個別に定められた金額となります。
6.会員は、以下の各号のうち最も低い金額の範囲内でカードを利用する
ことができるものとします。なお、本項から第8項の定めは、第2章にお
けるショッピング利用および金融サービス利用の全てに適用されます。

（1）会員が利用しようとする商品の機能別利用可能枠から当該機能
別利用可能枠に係る利用残高を差し引いた金額

（2）会員が利用しようとする商品の属する内枠から当該内枠に係る
利用残高を差し引いた金額

（3）総枠から会員の全利用残高を差し引いた金額
7.前項の利用残高とは、会員のクレジットカード利用に基づき当行に
対して支払うべき金額（約定支払日が到来しているか否かを問わな
い。また、キャッシング1回払い手数料、ショッピングリボ払い手
数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングスキップ払い手
数料および遅延損害金は除く。）で、当行が未だ会員からの支払い
を確認できていない金額をいい、本会員分と家族会員分を合算した
金額をいいます。
8.第6項、第7項にかかわらず、本会員が当行から複数枚のJCBカードの
貸与を受け本条第5項の適用を受ける場合、第6項の利用残高は、本会
員が保有するすべてのJCBカードおよび当該JCBカードに係る規約
に基づき発行された家族カードの利用残高を合算した金額となります。
9.本会員は、利用可能枠を超えるクレジットカード利用についても
当然に支払義務を負うものとします。

10. 会員が、本条第1項②③④または⑤の機能別利用可能枠を超えてシ
ョッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピング2回払い、
ボーナス1回払いによるショッピング利用（第15条に定めるものを
いう。）をした場合、当該機能別利用可能枠を超過したご利用はシ
ョッピング1回払いを指定したものと同様に取り扱われます。
第9条（カードの利用方法）
1.会員はCD・またはATMにてカードを利用する場合は、カード表面
に記載されているカード挿入方向の指示に従ってカードを挿入し、
機能を使い分けるものとします。
2.会員がカードのデビットカード機能およびクレジットカード機能の両方を
使用できる加盟店においてカードを利用する場合には、カードを提示する
際に、いずれの機能を利用するかについて当該加盟店に申出るものとします。
3.本条第1項および第2項において会員が使用方法を誤った場合に生じる
不利益・損害については、会員が負担するものとし、また会員は、この場
合の取引に基づく債務についての支払義務を免れないものとします。
第10条（暗証番号等）
1. 会員はカードの申込時に、当行に対しキャッシュカードサービスの暗証番号
およびクレジットカードサービスの暗証番号をそれぞれ届出るものとします。
2.会員は暗証番号（以下「暗証」という）を他人に知られないよう善良なる
管理者の注意をもって管理するものとします。クレジットカードサービ
ス利用の際、登録された暗証が使用されたときは、その利用はすべて当
該カードを貸与されている会員本人が利用したものと推定し、その利用
代金はすべて本会員の負担とします。ただし、登録された暗証の管理に
つき、会員に故意または過失がない場合には、この限りではありません。
第11条（届出事項の変更）
1. 会員は、住所、氏名、電話番号、勤務先、職業、電子メールアドレス、取
引を行う目的等、一切の届出事項に変更があった場合には遅滞なく
当行所定の書面により当行に対し届出を行うものとします。なお、届

出前に生じた損害については、当行は責任を負わないものとします。
2. 本条第1項の届出を怠ったために、当行から届出の氏名、住所にあ
てて通知または送付した書類等が延着し、または到着しなかった
場合には、通常到達すべき時に到着したものとみなします。
3. 本条第1項のうち、氏名に変更があった場合、またはクレジットカードサ
ービスの暗証を変更する場合には、会員は当該カードをあわせて当行に
提出のうえ再発行の手続きを行うものとします。なお、これにより新た
にカードが交付されるまでの間、会員がカードを利用できなくなること
に伴う不利益・損害等については当行は責任を負わないものとします。
第12条（会員区分の変更）
1. 本会員が申し出、当行が審査のうえ両社が承認した場合、会員区分
を変更することができます。また、本会員が新たに別の会員区分を
指定して両社に入会を申し込んだ場合は、会員区分変更の申し出
があったものとして取り扱われることがあります。
2.会員区分の変更により、登録中のクレジットカードの暗証は無効となります。
会員区分変更の申し出の際は、あらためて暗証を登録する必要があります。
3.会員区分が変更になった場合、家族会員等の契約、利用中の機能・サービス
等が引き継がれないことがあります。また、新たな会員区分に定められた利
用限度額、利用範囲、利用方法、家族会員の有無、手数料率、利率、付帯サ
ービスの内容・条件その他等が適用されます。
第2章　ショッピング利用・金融サービス
第13条（キャッシュカードサービス）
キャッシュカードサービスの内容および取扱方法については別途定める「総合
口座取引規定」、「普通預金規定」、「ふくぎんキャッシュカード規定」、「デビット
カード規定」、および「ふくぎんICキャッシュカード特約」に定めるものとします。
第14条（プラスワンサービス）
1.プラスワンサービスの貸越極度額は当行が会員毎に定めるものと
します。ただし、この極度額を超えて当行が貸越をした場合にも、
この規定の各条項が適用されるものとし、その場合は、会員は当行
から請求があり次第、直ちに極度額を超える金額を支払います。な
お、会員が同日に数件の貸出を請求した場合、その総額が貸越極度
額を超えるときは、そのいずれを貸出すかは当行の任意とします。
2.本サービスにおける自動化機器の取扱いは「ふくぎんキャッシュ
カード規定」に準じるものとします。
3.当座貸越請求書により借入れる場合は、当行所定の当座貸越請求書に
届出の印章により記名押印して通帳とともに提出するものとします。
4.預入支払機を使用して通帳により借入れる場合は、預入支払機に
通帳を挿入し、暗証と、金額ボタンにより操作するものとします。
5.本サービスは、指定口座の残高がない場合または総合口座取引規
定に基づく当座貸越（以下「総合口座貸越」という）借入金の残高が
極度額に達している場合に利用するものとします。
6.指定口座にかかる各種料金等の自動支払の請求があり前項に該当
する場合は、本サービスにより借入れ、その借入金は自動支払の決
済に充当されるものとします。なお、この場合は、通帳および当座貸
越請求書または普通預金払戻請求書の提出を省略するものとします。
7.本サービスによる借入金がある場合に総合口座貸越借入金の担保

となる定期預金の預入れあるいは国債等の保護預けをしたときは、
本サービスによる借入金は以降、総合口座貸越極度額または極度
額増加の範囲内で、総合口座貸越借入金として取扱うものとします。
8.総合口座貸越借入金の担保となっている定期預金を解約したり、
国債等を引出し等したことにより、その借入金の残高が総合口座
貸越借入金の極度額を超えた場合、越えた金額は以降、極度額の範
囲内で本サービスによる借入金として取扱うものとします。その
場合、極度額を超える金額は直ちに支払うものとします。
9.普通預金の支払いと当座貸越（本サービスによる借入および総合
口座貸越、以下同じ）の利用とが同時に行われる場合には、当行は
その金額を合算して通帳の支払欄に記入するものとします。

10. 本サービスを受けたことによる債務の支払いは次のとおりとします。
（1）本サービスによる借入金の残高がある場合には、指定口座に入
金または振込まれた証券類は、借入金の担保として当行に譲渡
したものとし、資金化されしだい借入金の返済に充当します。

（2）本サービスによる借入金の残高がある場合には、指定口座に受入れ
または振込まれた資金（受入れた証券類の金額は決済されるまで、
この資金から除く）は、借入金の残高に達するまで自動的にその返
済にあてるものとします。なお、総合口座貸越借入金がある場合は、
プラスワンサービスによる借入金から先に返済するものとします。

（3）当行は本条第1項の極度額を超えて貸越をした場合、指定口座
に受入れまたは振込まれた資金（受入れた証券類の金額は決済
されるまで、この資金から除く）を、各種料金等の支払いに優先
して極度額を超える金額の返済に充当することができます。

11. 本条第10項の場合、当行は普通預金の支払および当座貸越の返済
の通帳記入を省略し、入金欄に普通預金への入金額のみを記入す
るものとします。また、通帳の残高欄には、当行は当座貸越残高ま
たは普通預金残高のいずれかを記入するものとします。

12. 本サービスによる借入金の利息は、付利単位を100円とし、当行所定の貸越
利率により毎日の借入金の最終残高について計算し、毎年2月と8月の当行
所定の日に指定口座から引落しまたは指定口座の貸越元金に組入れるも
のとします。なお、総合口座貸越の利息がある場合には、これを合算のうえ
同様に取扱うものとします。また、本件についての損害金は年14.0%の割合
（年365日の日割計算）によるものとします。ただし、貸越利率が年14.0%を
超える場合の損害金は、当行所定の貸越利率（年365日の日割計算）を適用
するものとします。なお、利息、手数料、保証料には損害金を付しません。

13. 第7条に定めるカードの有効期限（以下「取引期限」という）が延長さ
れずに到来した場合は、次によるものとします。
（1）取引期限到来日の翌日以降この取引による当座貸越は受けられ
ないものとします。

（2）取引期限到来日に貸越元利金がある場合は、取引期限到来日の
3ヵ月後の応答日を返済期限とし、返済期限までに貸越元利金全
額を返済するものとします。ただし、当行の判断により返済期
限を延長する場合があります。

（3）取引期限到来日の翌日以降に貸越元利金がない場合、また貸越
元利金の返済が完了した場合は、この取引は当行から通知する

事なく当然に解約されるものとします。
第15条（ショッピング利用）
1.クレジットカードサービスについて、前月16日から当月15日まで
を標準期間といいます。
2.会員はJCB、JCBの提携会社およびJCBの関係会社の認めるJCBカード
の取扱加盟店（以下「加盟店」という。）において、本条第3項から第6項に
定める方法または両社が特に認める方法により、本条その他両社所定の
定めに従い、会員と加盟店との間で直接現金決済を行わずに、加盟店に
対する支払いを当行に対して委託することにより、加盟店から商品もしくは
権利を購入し、または役務の提供等を受けることができます（以下「ショッピ
ング利用」という。）。会員が加盟店においてカードを利用したことにより、会
員の加盟店に対する支払いにつき、会員が当行に対して弁済委託を行っ
たものとみなし、当行は自らまたは第三者を介して、加盟店に対して、会員
に代わって立替え払いを行います。また、会員は加盟店の店頭（自動精算
機の場合を含む。）において、JCB所定の方法により、カードを提示し、また
は非接触ICカード等を所定の機器にかざし、加盟店の指示に従って、所
定の売上票にカードの署名と同じ署名を行うこと、加盟店に設置されてい
る端末機に暗証番号を入力すること、または、署名と暗証番号の入力の
両方を行うことによりショッピング利用を行うことができます。なお、売上票へ
の署名または加盟店に設置されている端末機への暗証番号の入力等に
かえて、所定の手続きを行うことにより、または売上票への署名や端末機
への暗証番号の入力を省略して、ショッピング利用ができることがあります。
3.インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引そ
の他両社が特に認めた取引を行う加盟店においては、会員は、加盟店所
定の方法で、カード情報等を送信もしくは通知する方法により、または当該
方法に加えてセキュリティコードもしくはJ/Secure（TM）利用者規定に定
めるパスワードを送信する方法により、ショッピング利用を行うことができま
す。この場合、会員はカードの提示および売上票への署名を省略すること
ができます。
4.両社が特に認めたホテル・レンタカー等の加盟店における取引について
は、予め会員が加盟店との間で合意している場合には、会員は、ショッピン
グ利用代金額の一部についてのみ、加盟店に対してカードの提示、売上
票への署名等を行い、残額（署名等を行った後、利用が判明した代金を
含む。）についてはカードの提示、売上票への署名等を省略することがで
きます。
5.通信料金等両社所定の継続的役務については、会員が会員番号等を
事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受ける
ことができます。会員は、加盟店に登録した会員番号等に変更があった場
合ならびに退会または会員資格喪失等に至った場合、加盟店に当該変
更、退会または会員資格喪失等を申し出るものとします。なお、上記の事由
が生じた場合には、当行またはＪＣＢが会員に代わって当該変更、退会ま
たは会員資格喪失等の情報を加盟店に対し通知する場合があることを
会員は予め承認するものとします。また、会員に、退会または会員資格喪
失等の通知がなされた後であっても、当該加盟店におけるカード利用につ
いて、本会員は第42条第1項なお下記および第42条第4項に従い、支払
義務を負うものとします。

6.会員のショッピング利用に際して、加盟店が当該利用につき当行
に対して照会を行うことにより当行の承認を得るものとします。
ただし、利用金額、購入する商品・権利および提供を受ける役務の
種類によってはこの限りではありません。
7.ショッピング利用のためにカード（カード情報を含む。以下本項において
同じ。）が加盟店に提示または通知された際、カードの第三者による不正
利用を防止する目的のために、当行は以下の対応を行うことがあります。
（1）当行は、事前または事後に、電話等の方法により直接または加盟
店を通じて会員本人の利用であることを確認する場合があります。

（2）当行、JCBまたはJCBの提携会社が当該加盟店より依頼を受け
た場合、当行またはJCBにおいて会員の会員番号・氏名・住所・電話
番号その他当該ショッピング利用の申込者が加盟店に届け出
た情報と会員が両者に届け出ている個人情報を照合し、一致の
有無を当該加盟店に対して回答する場合があります。

（3）カードの第三者による不正利用の可能性があると当行が判断し
た場合、会員への事前通知なしにカードのご利用を保留または
お断りする場合があります。

（4）ショッピング利用の申込者に対して、セキュリティコードまたはJ/Secure
（TM）利用者規定に定めるパスワードの入力を求める場合がありま
す。申込者がセキュリティコードまたはJ/Secure（TM）利用者規定に定
めるパスワードを誤って入力した場合、会員によるカードの利用を一定
期間制限することがあります。

8.当行は、約定支払額（第21条に定めるものをいう。）が約定支払日に支払
われなかった場合、本会員の当行に対する一切の債務の全部または一
部について延滞が発生している場合、その他会員のJCBカードの利用
状況および本会員の信用状況等により会員のショッピング利用が適当
でないと判断した場合には、ショッピング利用を断ることがあります。
9.家族会員が家族カードを利用して商品・権利を購入しまたは役務
の提供等を受けた場合、家族会員は本会員の代理人として加盟店
との間でそれらに係る契約を行ったものとみなし、当該契約に基
づく債務は本会員が負担するものとします。

10.会員は、現金を取得することを目的として商品・権利の購入または役務の
提供などにカードのショッピング枠、ショッピング残高枠（第８条第２項に定
めるものをいう。）を利用すること（以下「ショッピング枠現金化」という。）は
できません。なお、ショッピング枠現金化には以下の方式等がありますが、現
金を取得することを目的とするショッピング利用枠である限り、方式の如何
を問わず、禁止の対象となります。
（1）商品・権利の購入、役務の提供の対価として、合理的な金額以上の対
価を、カードを利用して支払い、加盟店等から現金または現金に類似
するものの交付を受ける方式

（2）商品・権利等を購入し、その対価を、カードを利用して支払った上で、当
該商品・権利等を当該商品・権利等を購入した加盟店その他の第三
者に有償で譲渡する方式

（3）現行紙幣もしくは貨幣、またはこれらが含まれる商品等をカードを利用し
て購入する方式

11. 貴金属、金券類（ギフトカード、回数券等を含みますが、これらに限られま

せん。）、パソコン等の一部の商品の購入および電子マネーの入金等につ
いては、第8条第6項に定める金額の範囲内であったとしても、会員のシ
ョッピング利用が制限され、カードをご利用になれない場合があります。

12. 当行、JCB、JCBの提携会社またはJCBの関係会社と加盟店間の契約
が債権譲渡契約の場合、会員はショッピング利用代金の債権につ
いて以下のことを予め異議なく承諾するものとします。なお、債権
譲渡に際しては、JCBが認めた第三者を経由する場合があります。
（1）加盟店から当行に対して債権譲渡すること。
（2）加盟店からJCBに対して債権譲渡したうえで、当行がJCBに対
して立替払いすること。

（3）加盟店からJCBの提携会社に対して債権譲渡したうえで、当行
が当該JCBの提携会社に対して立替払いすること。

（4）加盟店からJCBの関係会社に対して債権譲渡したうえで、JCB
が当該JCBの関係会社に対して立替払いし、さらに当行がJCB
に対して立替払いすること。

13. 当行、JCB、JCBの提携会社またはJCBの関係会社と加盟店間の契約
が立替払い契約の場合、会員はショッピング利用代金の債権につ
いて以下のことを予め異議なく承諾するものとします。
（1）当行が加盟店に対して立替払いすること。
（2）JCBが加盟店に対して立替払いしたうえで、当行がJCBに対し
て立替払いすること。

（3）JCBの提携会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、当行が
当該JCBの提携会社に対して立替払いすること。

（4）JCBの関係会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、JCBが
当該JCBの関係会社に対して立替払いし、さらに当行がJCBに
対して立替払いすること。

14. 商品の所有権は、加盟店から当行に債権が譲渡されたとき、または
当行が加盟店、JCBもしくはJCBの提携会社に対して立替払いをし
たときに当行に移転し、ショッピング利用代金の完済まで当行に
留保されることを、会員は承認するものとします。

15. ショッピング利用代金の支払区分は、ショッピング1回払い、ショッピング2
回払い、ボーナス1回払い、ショッピングリボ払い、支払回数が3回以上でか
つ当行所定の支払回数のショッピング分割払い（以下「ショッピング分割払
い」という。）のうちから、会員がショッピング利用の際に指定するものとし
ます。ただし、ショッピング2回払い、ボーナス1回一括払い、ショッピングリ
ボ払い、ショッピング分割払いは、当行が指定する加盟店においてのみ利用
できるものとします。なお、ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッ
ピングリボ払いおよびショッピング分割払い取扱加盟店において会員が支
払区分を指定しなかった場合は、すべてショッピング1回払いを指定したも
のとして取り扱われます。また、ショッピングリボ払い、ショッピング分割
払いを指定した場合、ショッピング利用代金に所定の手数料が加算されます。

16.前15項にかかわらず、当行が認めた場合、会員は、以下の方式で、ショッ
ピング利用代金の支払区分をショッピングリボ払い、ショッピング分割払い
またはショッピングスキップ払いに指定することができます。会員は、当該
サービスに関する規定・特約等がある場合はそれに従うものとします。た
だし、いずれの場合でも、電子マネーの入金、カードの付帯サービス料金

その他当行が指定するものについては、以下の方式による支払区分の
指定を行うことはできず、ショッピング1回払いのみの指定となります。
（1）本会員が申し出、以後のショッピング利用代金の支払いをすべ
てショッピングリボ払いとする方式。なお、本方式を利用する
場合は、規約末尾の手数料率となります。

（2）当行が別途定める期日までに会員が支払区分の変更を希望するショ
ッピング利用を特定して申し出、当行が指定した月の約定支払日から別
の支払区分を指定したショッピング利用代金をショッピングリボ払い、ショ
ッピング分割払いまたはショッピングスキップ払いに変更する方式。本方
式を利用する場合は、カード利用日にショッピングリボ払い、ショッピング
分割払いまたはショッピングスキップ払いの指定があったものとします。
なお、1回のショッピング利用代金の一部についてのみ支払区分を変更
することはできません。

17. 本会員は、会員が標準期間においてショッピング利用を行った場合、
本条第12項、第13項、第14項における当行、JCB、JCBの提携会社、
JCBの関係会社または加盟店の各間の立替払いの有無にかかわらず、
第18項、第19項の場合を除き、以下のとおり支払うものとします。
（1）ショッピング1回払いを指定した場合、当該ショッピング利用
代金額を、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日

（2）ショッピング2回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金の
半額（1円単位とし、端数が生じた場合は初回の約定支払日に算入しま
す。）を、標準期間満了日の属する月の翌月および翌々月の約定支払日

18. 本会員は、会員がショッピング利用においてボーナス1回払いを指
定した場合、原則として、以下のとおり支払うものとします。ただし、
加盟店によりボーナス1回払いの取扱期間が異なることがあります。
（1）前年12月16日から当年6月15日までの当該ショッピング利用代
金を、当年8月の約定支払日

（2）当年7月16日から当年11月15日までの当該ショッピング利用代
金を、翌年1月の約定支払日

19.本会員は、会員がショッピング利用においてショッピングリボ払いまたはショッ
ピング分割払いまたはショッピングスキップ払いを指定した場合、第20項か
ら第22項または第23項から第32項に定めるとおり支払うものとします。

20. 本会員は、会員がショッピングリボ払いを指定した場合、以下のと
おり支払うものとします。
（1）標準期間におけるショッピング利用代金額に対してする標準期間満

了日の属する月の16日から翌月の約定支払日までの間当行所定の手
数料率を乗じたショッピングリボ払い手数料を、翌月の約定支払日。
ただし、ア当該ショッピング利用により第8条第1項②の機能別利用
可能枠にかかる利用残高が当該機能別リボルビング・分割払い利用可
能枠を超える場合の超過金額、およびイ標準期間におけるショッピン
グリボ払いのショッピング利用代金額とショッピングリボ払い利用
残高の合計金額が（2）に定めるリボ払元金以下の場合の当該ショッピ
ング利用代金額は当該手数料の計算から除かれるものとします。

（2）（1）の手数料のほか、以下の金額（以下「ショッピングリボ払い弁済金」
という。）を毎月の約定支払日。ただし、ボーナス増額払いを指定した
場合、ボーナス指定月の約定支払日において会員が指定した金額を

加算して支払うものとします。なお、ショッピングリボ払い弁済金の
当行に対する本会員の債務の充当は当行所定の方法により行います。
（リボ払元金）
前月15日のショッピングリボ払い利用残高が、会員の指定した
支払方法により決定されるショッピングリボ払い元金（以下「リ
ボ払元金」という。）以上の場合は当該リボ払元金。リボ払元金未
満の場合は当該ショッピングリボ利用残高。
（ショッピングリボ払い手数料）
前月の約定支払日のショッピングリボ払い利用残高（同日に支
払うリボ払元金、ボーナス加算額および前々月16日から前月の
約定支払日までのショッピングリボ払い利用額を差し引いた金
額）に対して前月の約定支払日の翌日から当月の約定支払日ま
での間当行所定の手数料率を乗じた金額。

21. 当行が認めた場合、本会員は支払方法の変更およびボーナス増額
払いの追加指定、加算額の変更をすることができます。

22. 本会員は、ショッピングリボ払い弁済金および第20項の手数料に
ついては、同項の支払方法のほか本規約末尾に記載の「繰上返済方
法」に従い随時支払うことができます。

23. 本会員は、会員がショッピング分割払いを指定した場合、ショッピ
ング利用代金に会員の指定した支払回数に応じた当行所定の割賦
係数を乗じたショッピング分割払い手数料を加算した金額（以下「分
割支払金合計額」という。）を支払うものとします。

24. 分割支払金合計額を支払回数で除した金額を分割支払金（ただし、計算上
の都合により初回および最終回の分割支払金は金額が異なります。）とし、
標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日から支払回数回にわたり
最終約定支払日まで、分割支払金を各約定支払日に支払うものとします。

25. 各分割支払金における分割支払元金と手数料の内訳の計算方法に
ついては以下のとおりとします。
（1）初回の分割支払金の内訳
手数料＝標準期間に利用した場合、ショッピング利用代金に対
する標準期間満了日の属する月の16日から翌月10日までの間当
行所定の手数料率を乗じた金額
分割支払元金＝分割支払金から上記手数料を差し引いた金額

（2）第2回の分割支払金の内訳
手数料＝ショッピング分割払い残元金（ショッピング利用代金－
（1）の分割支払元金）に当行所定の手数料率（月利）を乗じた金額
分割支払元金＝分割支払金から上記手数料を差し引いた金額

26. ボーナス併用ショッピング分割払いを指定した場合、本会員は、ショッピン
グ利用代金の半額を第23項、第24項、第25項の規定に従い支払い、残額を当
行所定の方法によりボーナス月（1月および8月）の約定支払日に支払うもの
とします。なお、初回から最終回までの約定支払日にボーナス月の約定支払
日に該当する日がない場合、ボーナス併用ショッピング分割払いを指定しな
かったものとして取り扱われます。第12項、第13項、第14項に定める債権譲
渡または立替払手続きの遅延その他の事務上の都合により、ボーナス月の約
定支払日に該当する日がないこととなった場合についても同様とします。

27. 本会員は、ショッピング分割払い残元金および手数料については、

第24項、第26項の支払いのほか、当行本規約末尾に記載の「繰上返
済方法」に従い一括で支払うことができます。

28.本会員は、会員が第15条第6項の規定に従いショッピングスキップ払いを
指定した場合、ショッピング利用代金額に、以下のショッピングスキップ払い
手数料を加算した金額を、標準期間満了日の属する月の翌 月々から標準
期間満了日の属する月の7ｶ月後の月までのうちから会員が指定した月（以
下「スキップ指定月」という。）の約定支払日に一括（1回）で支払うものとし
ます。なお、会員が一度指定した約定支払日を再度変更することはできま
せん。

29.ショッピングスキップ払いの手数料は、標準期間におけるショッピング利用代
金額に対して標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日翌日から
スキップ指定月の約定支払日までの経過月数と、当行所定の手数料率
（月利）を乗じた金額。
30.本会員は、ショッピングスキップ払いに関する債務の支払いを本規約末尾
に記載の「繰上返済方法」に従い一括で支払うことができます。

31.本会員が、会員のクレジットカード利用に基づき当行に対して支払うべき約
定支払額を約定支払日に支払わなかった場合には、約定支払額（ただ
し、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングス
キップ払い手数料、金融サービスの手数料および利息ならびに遅延損害
金等は除きます。）に対しその翌日から完済に至るまで、また、本規約に基
づき当行に対して負担する債務につき期限の利益を喪失した場合には、
残債務全額（ただし、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手
数料、ショッピングスキップ払い手数料、金融サービスの手数料および利息
ならびに遅延損害金等は除きます。）に対し期限の利益を喪失した日の翌
日から完済に至るまで、それぞれ以下に定める利率を乗じた遅延損害金
を支払うものとします。
・ショッピング1回払い、ショッピングリボ払い　年14.60％
・キャッシング1回払い　年20.00％
・ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッピングスキップ払い
法定利率

32.第31項にかかわらず、ショッピング分割払いに係る債務については以下の
遅延損害金を支払うものとします。
（1）分割支払金の支払いを遅延した場合は、分割支払金のうち分割支払
元金に対し約定支払日の翌日から完済に至るまで年１４.６０％を乗じた
金額。ただし、当該遅延損害金はショッピング分割払い残元金に対し
法定利率を乗じた額を超えない金額。

（2）分割支払金合計額の残額の期限の利益を喪失した場合は（（１）の場
合を除く）、ショッピング分割払い残元金に対し期限の利益を喪失した
日の翌日から完済に至るまで法定利率を乗じた金額。

第16条（見本・カタログ等と現物の相違）
会員は、見本・カタログ等により申し込みをした場合において、引き渡
された商品・権利または提供された役務等が見本・カタログ等と相違し
ている場合は、加盟店に商品、権利、役務等の交換を申し出るかまたは
売買契約の解除または役務提供契約の解除ができるものとします。
第17条（支払停止の抗弁）
1.会員は、加盟店から購入した商品、権利または提供を受けた役務に

関する紛議について、当該加盟店との間で解決するものとします。
2.第１項にかかわらず、本会員は、ショッピングリボ払いショッピング分割払い、
ショッピングスキップ払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払いを指
定もしくは変更して購入した商品もしくは割賦販売法に定める指定権利ま
たは提供を受けた役務（以下併せて「商品等」という。）について次の事
由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商
品等について、当行への支払いを停止することができるものとします。
（1）商品の引き渡し、指定権利の移転または役務の提供がないこと。
（2）商品等に破損、汚損、故障、その他の瑕疵があること。
（3）その他商品等の販売について加盟店に対して生じている抗弁事由が
あること。

3.当行は、本会員が第2項の支払いの停止を行う旨を当行に申し出た
ときは、直ちに所要の手続きをとります。
4.本会員は、第3項の申し出をするときは、予め第2項の事由の解消の
ため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
5.会員は、本会員が第3項の申し出をしたときは、速やかに第2項の事由
を記載した書面（資料がある場合には資料添付のこと。）を当行に提
出するよう努めるものとします。また当行が第2項の事由について調
査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
6.第2項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停
止することはできないものとします。
（1）ショッピングリボ払いの場合において、1回のカード利用におけるショッピ
ング利用代金額が3万8千円に満たないとき。ショッピング分割払い、ショ
ッピングスキップ払い、ショッピング2回払いまたはボーナス１回払いの場
合において、1回のカード利用における分割支払金合計額が4万円に
満たないとき。

（2）本会員による支払いの停止が信義に反すると認められたとき。
（3）会員によるショッピング利用が営業のために行うショッピング
利用である場合または海外でのショッピング利用である場合等、
割賦販売法第35条の3の60に定める適用除外条件に該当するとき。

第18条（アレコレキャッシング1回払い）
1. 会員は、当行所定の現金自動支払機（以下「CD」という。）、現金自動預
払機（以下「ATM」という。）等でカードおよび登録された暗証番号を使
用することにより金銭を借り入れることができます（以下「キャッシ
ング1回払い」という。）。その場合、会員は当行に対し、当行所定の金融
機関利用料を支払うものとします。なお、CD・ATMの機種や設置地域、店
舗等により、利用できない取引があり、また、CD・ATMの設置店舗の営
業時間やシステム保守等により、利用できない時間帯があります。
2.キャッシング1回払いにおける融資の日（以下「融資日」という。）は、CD・ATM
もしくは次条第3項に定める窓口等で融資を受けた日とします。お支払い口
座へは、当行に代わり、JCBが立て替えて融資金を振り込む場合があります。
3.会員は、第8条に定める金額の範囲内でキャッシング1回払いサー
ビスを利用することができます。
4.本会員は、会員が標準期間にキャッシング1回払いを利用した場合、標準
期間満了日の属する月の翌月の約定支払日に、標準期間の借入金合計額
およびキャッシング1回払い手数料（各借入金に対してキャッシング1

回払い融資日の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払
日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額）を支払うものとします。
なお、本会員は本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日
の前に借入金及び手数料の全額または一部を随時支払うことができます。
5.当行は、約定支払額が約定支払日に支払われなかった場合、本会員
の当行に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生し
ている場合、その他会員の利用状況および本会員の信用状況等によ
り会員のキャッシング1回払いの利用が適当でないと判断した場合
には、新たなキャッシング1回払いの利用を中止することができる
ものとします。なお、延滞の発生により利用を中止する場合は、本会
員の当該延滞に係るその後の支払い状況に関わらず、当行が定める
一定の期間内において継続して利用を中止する場合があります。
6.会員が、日本国外で本サービスを利用し、その引出額が指定口座の
預金残高の範囲内である場合には、会員が第19条に定めるサービ
スを受けたものとみなします。
第18条の２（海外キャッシング）
1.会員は、前条に定めるキャッシング1回払いを日本国外においても利
用することができます（以下「海外キャッシング1回払い」という。）。
2.会員が海外キャッシング1回払いを利用する場合に適用される機能
別利用可能枠は、海外キャッシング1回払い利用可能枠となります。
3.会員は、前条第1項に定める方法のほか、当行所定の方法により、国外
の金融機関等のCD・ATMにおいて海外キャッシング1回払いを利
用できる場合があります。海外キャッシング1回払いの利用方法は、
利用される国や地域、ATMにより異なるため別途公表いたします。
4.本会員は、会員が標準期間に海外キャッシング1回払いを利用した場
合、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日に、標準期間の借
入金合計額およびキャッシング1回払い手数料（各借入金に対して
キャッシング1回払い融資日の翌日から標準期間満了日の属する月
の翌月の約定支払日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額）を
支払うものとします。なお、本会員は本規約末尾に記載の「繰上返済
方法」に従い、約定支払日の前に借入金および手数料の全額または一
部を随時支払うことができます。ただし、会員が海外キャッシング1
回払いを利用した国外の金融機関・ATM保有会社等の事務処理の都
合上、上記の約定支払日から1カ月または2カ月後の約定支払日とな
る場合があります。この場合であっても、キャッシング1回払い手数
料が本項本文に定める金額から増額されることはありません。
5.会員が海外キャッシング1回払いを利用する場合、前条第2項、第3項
および第5項の定めが適用されますが、前条第4項は適用されません。
6.海外キャッシング1回払いの利用により会員が現地通貨で現金の引
出しを行った場合であっても、海外キャッシング1回払いの借入金元
金は、JCBとJCBの提携会社が当該借入金元金の集中決済をした時点
（会員がカードを利用した日とは異なることがあります。）のJCBが
定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨としま
す。なお、換算レートおよび換算方法については、第21条第6項が適用
されるものとします。

第19条（海外預金引出しサービス）
1.海外預金引出サービス（以下「海外キャッシュサービス」といいま
す。）とは、JCBと提携する国外金融機関等のCD・ATMで、会員が
現地通貨により指定口座から預金の払戻しを受けることができる
サービスです。なお、CD・ATMの利用方法は、それぞれのCD・
ATM設置先の定めによります。
2.海外キャッシュサービスによる日本国外での払戻しに係る指定口
座からの引落しは、JCBでの処理日の3営業日後を支払日とし、通帳
および払戻請求書なしで指定口座から自動引落しの方法により支
払うものとします。
3.前項の支払については、外貨額をJCBまたは提携金融機関、提携ク
レジット会社が定める時期ならびに為替相場により円貨に換算し
た金額を前項により引落すものとします。
4.海外キャッシュサービスに係る引落しと支払日の到来しているシ
ョッピング利用、キャッシング1回払いおよびカードローンサービ
スによる債務が指定口座の預金の不足により同時に引落すことが
できない場合における引落しの選択は当行の任意とします。
5.海外キャッシュサービスによる利用可能枠は、ショッピング利用可
能枠の範囲内で当行が定める金額とします。1回当りの利用できる
金額は、JCBまたは提携金融機関、提携クレジット会社が定める金額
までとします。
6.このサービスの利用にあたっては、当行所定の手数料110円（税込み）
を申し受けます。また支払機利用手数料については、当該支払機を
設置している金融機関、提携クレジット会社の定めによります。なお、
手数料は、本条第2項の引落しと同時に引落します。
7.本条第2項および第6項の合計額が指定口座の預金の不足等により引落し
できなかった場合には、日本国外での払戻しに係る指定口座からの引落
しの取扱いはなかったものとし、かわりに全額について第18条に定める
日本国外におけるキャッシング1回払いを行ったものとみなします。な
お、この場合の手数料は第18条第4項に定める手数料を申し受けます。
第20条（カードローンサービス）
1.この取引は、カードまたは通帳使用による当座貸越とし、通帳およ
び当座貸越請求書による借入、小切手・手形の振出しあるいは引受
けは行わないものとします。
2.この取引の有効期間（貸越利用期限）、（以下「取引期限」という）は、契約
日から1年後の応答月の前月末日までとします。ただし、取引期限到来
日の前日までに当事者の一方から別段の意志表示がない場合には、こ
の取引期限は更に1年間延長するものとし、以後も同様とします。
3.前項の規定にかかわらず、満65歳を超えての取引期限の延長は行
わないものとします。
4.当行が本条第2項の取引期限延長に関する審査等の為に資料の提出
または報告を求めたときには、直ちにこれに応ずるものとします。
5.取引期限が延長されずに到来した場合は、次によるものとします。
（1）取引期限到来日の翌日以降この取引による当座貸越は受けられ
ないものとします。

（2）取引期限到来日に貸越元利金がある場合は、当行から貸越元利金全

額の返済を求めない限り、本契約の各条項に従い返済するものとしま
す。ただし、当行の判断により貸越元利金全額の返済を求める場合は、
当行が求める期限までに、貸越元利金全額を返済するものとします。

（3）取引期限到来日の翌日以降に貸越元利金がない場合、また貸越
元利金の返済が完了した場合は、この取引は当行から通知する
事なく当然に解約されるものとします。

6.カードローンサービスの貸越極度額は当行が会員毎に定めるものと
します。会員によっては貸越極度額を0円とすることができるものと
します。また、当行は会員の属性および当行との取引状況等により、こ
の取引の貸越極度額を変更できるものとします。この場合、当行は変
更後の貸越極度額及び変更日を借主に通知するものとします。
7.当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金は、当行所定の
利率（年365日の日割計算）を適用するものとします。
8.当行が特に会員に対して、当行所定の基準および方法により優遇金利を適
用した場合には、当行は会員に対して通知する事なく、いつでもその優遇
利率を変更し、または優遇利率の適用を中止する事ができるものとします。
9.この取引による借入金の返済日は、毎月4日、14日、24日のうち会員
が予め指定した日とし、会員は返済日に別表の通り返済を行うもの
とします。約定返済金額を返済した後も貸越極度額を超過する場合
は、その超過額を含めて返済します。なお、返済日の変更はできない
ものとします。利息は、付利単位100円とし、上記指定日に当行所定
の利率、方法により計算のうえ貸越元金に組入れるものとします。

10. 前項の約定返済は指定口座からの自動支払によるものとします。この
場合、会員は指定口座に、毎月の返済日までに返済金相当額を預入する
ものとし、当行は返済日に預金通帳および請求書なしで払い出しのうえ、
返済に当てるものとします。ただし、指定口座の残高が約定返済金額に
満たない場合、その一部の返済にあてる取扱いは行わないものとします。
なお、自動引落しが約定返済日にできない場合において、当行は約定返
済日以降いつでも同様の方法により取扱いできるものとします。

11. 本条第10項による約定返済のほか、当座貸越専用口座への入金ま
たは振込みにより、随時に任意の金額を返済する事ができるもの
とします。ただし、入金額が当座貸越残高相当額を超える場合は、
その超える金額を指定口座に入金するものとします。
第3章　カードの支払い方法その他
第21条（クレジットカードサービスの利用代金等の支払）
1.ショッピングサービスおよびキャッシング1回払いによる本会員の当行に
対する債務は、毎月15日に締切り翌月10日（当行休業日の場合は翌営業日）
に通帳および払戻請求書なしで指定口座から自動引落しの方法により支払
うものとし、当該支払金額を約定支払額といいます。ただし、支払日等につい
て別に定めがある場合は、その定めに従うものとします。なお、加盟店の事務
上の都合により支払日は翌々月以降の10日（同前）になることがあります。
2.会員が本規定に違反してカードを利用した場合ならびに本規定に
定める以外の方法によりカードを利用した場合でも本会員は支払
義務を負うものとし、その支払いは本条第1項と同様とします。
3.当行が本会員に明細（本条第９項に定めるものをいう。）の通知手続を行
った後に、会員が本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支

払日の前に借入金等を支払ったこと、または会員がキャッシング１回払いを
利用したこと等により、本会員が本規約に基づき当行に支払うべき手数料
または利息の金額と当行が前項の方法により約定支払日に本会員から
実際に支払いを受けた手数料または利息の金額との間に差額が生ずる
場合、当行は翌月の約定支払日に本会員に当該差額を返金するなどの
方法により精算することを本会員は承諾するものとします。なお、当行は本
会員が前項に従い翌月の約定支払日に支払うべき約定支払額から当行
が本会員に返金すべき金額を差し引くことができます。
4.会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務につい
ては、JCBの関係会社が加盟店等に第15条第10項、第11項、第12項にか
かる債権譲渡代金等を支払った時点（会員がカードを利用した日とは
異なることがあります。）のJCBが定める換算レートおよび換算方法
に基づき円換算した円貨により、本会員は当行に対し支払うものとし
ます。
5.会員が国外でカードを利用した場合において、JCBの関係会社が加盟店
等に第15条第10項、第11項、第12項にかかる代金等を支払った後に、会
員と加盟店間のカード利用にかかる契約が解除された場合等、当行が会
員へ返金を行う場合は、原則として、前項に基づきJCBの関係会社が加
盟店等に第15条第10項、第11項、第12項にかかる代金等を支払った時点
のJCBが定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によ
るものとします。ただし、当行がかかる時点を特定することが不可能な
場合等、やむを得ない事情がある場合には、JCBの関係会社が加盟店等
との間で当該解除等にかかる手続を行った時点（会員が加盟店等との間
で当該解除等にかかる手続きを行った日とは異なることがあります。）
のJCBが定める換算レートおよび換算方法による場合があります。
6.会員が国外で付加価値税（VAT）返金制度を利用した場合において、当行
が会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方法は、JCBの関係会社
が付加価値税（VAT）返金制度取扱免税会社との間で当該返金にかかる
手続きを行った時点（会員が付加価値税（VAT）返金制度を利用した日ま
たはカードを利用した日とは異なることがあります。）のJCBが定める換
算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。
7.第4項から第6項の換算レートおよび換算方法は、原則として、JCB指定金
融機関等が指定した為替相場を基準にJCBが定めるものとし、別途公表い
たします。なお、一部の航空会社その他の加盟店等におけるカード利用の
場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算されたうえ、
JCBが定める換算レートおよび換算方法により円換算することがあります。
8.本会員の当行に対する弁済期の到来している債務について、当行は
随時支払いを受けることができるものとします。また弁済期の到来
しているショッピングサービス（日本国外におけるキャッシングサ
ービスを含む）による債務と日本国内におけるキャッシングサービ
スによる債務の合計額が指定口座の預金不足等により引き落としで
きない場合には、そのいずれかに充当するかは当行の任意とします。
9.当行は、本会員の約定支払額、ショッピングリボ払い利用残高、ショッピング
分割払い利用残高（ショッピングスキップ払い利用残高を含む。）およびキ
ャッシングリボ払い利用残高等（以下「明細」という。）を約定支払日の当月
初め頃、当行所定の方法により、本会員に通知します。なお、年会費のみ

の支払いの場合、明細の通知を省略することがあります。
第22条（外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令の適用）
日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外国為替及び
外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要
とする場合には、当行の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国
外でのカードの利用の制限若しくは停止に応じていただくことがあります。
第23条（手数料率、料率の算定方法、変更等）
1. 手数料率、利率（遅延損害金の利率を含む。以下本条において同じ。）
等の計算方法については、本規定において別途定める場合を除き、1
年を365日（うるう年は366日）とする日割方式による計算とします。
2.当行は各サービスにおける利率および手数料を、金融情勢の変化その他相
当の事由がある場合には一般に行われる程度のものに変更できるものと
します。この場合、当行の店頭または現金自動支払機設置場所に掲示する
ものとします。また、第35条の規定にかかわらず当行から手数料率、利率
の変更を通知した後は、リボルビング払いについては変更後の未決済残高
または融資残高に対し、分割払い及びキャッシングサービスについては変
更後の利用分から、変更後の手数料率・利率が適用されるものとします。
第24条（カードの紛失、盗難、偽造）
1. カードまたはカード情報あるいはチケット（タクシーチケット等）が紛失・
盗難・詐取・横領等（以下まとめて「紛失・盗難」という）により他人に不正利
用された場合、本会員は、そのカードまたはカード情報の利用により発生す
る利用代金、チケット利用代金についてすべて支払義務を負うものとします。
2.本条第1項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当行またはJCB
に届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当行またはJCBの請求によ
り所定の紛失、盗難届を当行またはJCBに提出した場合、当行は、本会員に対
して当行またはJCBが届け出を受けた日の60日前以降のクレジットカード
サービスによるカードの利用代金について、その支払いを免除します。
3.偽造カードの使用に係るカード利用代金については、本会員は支
払義務を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調
査に協力するものとします。
4.前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に
故意または過失があるときは、その偽造カードの利用代金につい
て本会員が支払義務を負うものとします。
5.カードの紛失・盗難・偽造により生じた損害の処理については、「ふ
くぎんキャッシュカード規定」、「デビットカード取引規定」をそれ
ぞれ適用することとします。
第25条（カードの利用代金の支払に関する免責事項）
第24条のカードの紛失・盗難に関し、会員が下記のいずれかに該当すると
きは、本会員のカードの利用代金の支払いは免除されないものとします。
（1）会員が第2条に違反したとき。
（2）会員の家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき。
（3）会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法
令違反によって紛失、盗難が生じたとき。

（4）紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき。
（5）会員が当行の請求する書類を提出しなかったとき、または当行等
の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。

（6）カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき（第7条第
2項ただし書きの場合を除く。）。

（7）戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき。
（8）その他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。
第26条（カードの再発行）
1.両社は、カードの紛失、盗難、破損、汚損等またはカード情報の消失、不正
取得、改変等の理由により会員が希望した場合、両社が審査のうえ原則
としてカードを再発行します。この場合、本会員は、自己に貸与されたカ
ードの他、家族カードの再発行についても当行所定の再発行手数料を支
払うものとし、再発行手数料は両社が別途通知または公表いたします。
なお、合理的な理由がある場合はカードを再発行しない場合があります。
2.両社は、両社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断
した場合、会員番号の変更ができるものとします。
第27条（サービスの一時停止）
1. 会員は、本会員が本規定に定める当行に対する債務のいずれかの
支払いを怠った場合、その債務を完済するまでキャッシュカード
サービスを除くサービスを受けられないものとします。
2.当行は、会員が本規定に違反し若しくは違反するおそれがある場合、
カードの利用状況に不審がある場合には、サービスの全部または一
部について一時的に停止し、若しくは、加盟店や自動化機器等を通
じてカードの回収を行うことができます。加盟店からカード回収の
要請があったときは、会員は異議なくこれに応ずるものとします。
第4章　期限の利益喪失・会員資格の取消・退会等
第28条（期限の利益喪失）
1. 会員が次の各号の事由のいずれかに該当したときは、当行は本会
員への通知催告等を要せず、本会員は本規定に基づく一切の債務
について当然に期限の利益を失い、カード利用により当行に対し
て負担した一切の債務を直ちに支払うものとします。
（1）保証会社から保証の取消または解約の申出があったとき。
（2）支払の停止または破産・民事再生、金銭の調整に係る調停の申立
てを受けたとき、または自らこれらの申立てをしたとき。

（3）手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
（4）会員の預金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差
押または差押の命令通知が発送されたとき。

（5）カード改ざん、不正使用等当行がカードの利用を不適当と認めたとき。
（6）住所変更の届出を怠るなど、会員の責めに帰すべき事由によって、
当行において会員の所在が不明となったとき。

（7）ショッピングリボ払いまたは、ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払
い、ショッピング２回払いまたはボーナス1回払いによるショッピング代金
債務、その他本会員の当行に対する債務の支払いの履行を遅滞し、
当行から20日以上の相当な期間を定めて書面で支払いの催告をされ
たにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。

2.本会員は、当行に支払うべき債務の履行を遅滞し相当期間を定めた当
行からの催告後に是正されない場合、および第30条1項の規定により会
員資格（家族会員を含む）を取り消された場合、ショッピングリボ払い、
ショッピング分割払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払い

によるショッピング代金債務を除く本規定に基づく債務について当然
に期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。
3.会員が次の各号の事由のいずれかに該当したときは、当行からの本会員への
通知催告等により、本会員は期限の利益を失い、カード利用により当行に対
して負担した一切の債務を直ちに支払うものとします。なお、この場合、本会
員が住所変更の手続きを怠る、あるいは本会員が当行からの通知催告等を受
領しないなど、本会員の責に帰すべき事由により、通知催告等が延着しまた
は到着しなかった場合は、通常到着すべき時期に到達したものとみなします。
（1）本規定に定める事項の1つにでも違反したとき。
（2）本規定に基づくカード取引に関し、当行に虚偽の資料提供また
は報告をしたとき。

（3）指定口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またその
恐れがあると当行が認めたとき。

（4）前各号のほか当行が債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
4.本会員は、第29条の事由により会員資格を取消された場合、本規約
に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債
務の全額を支払うものとします。
第29条（反社会的勢力の排除）
1. 会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過し
ない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ
または特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者（以下、これらを「暴力
団員等」という）に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しな
いことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
（1）暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
（2）暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を
有すること

（3）自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三
者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を
利用していると認められる関係を有すること

（4）暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するな
どの関与をしていると認められる関係を有すること

（5）役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会
的に非難されるべき関係を有すること

2.会員は、自らまたは第三者を利用して、当行に対し次の各号の一に
でも該当する行為を行わないことを確約いたします。
（1）暴力的な要求行為
（2）法的な責任を超えた不当な要求行為
（3）取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
（4）風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、ま
たは業務を妨害する行為

（5）その他前各号に準ずる行為
3.会員が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前
項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表
明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、会員との取引を継続す
ることが不適切である場合には、会員は当行から請求があり次第、当行に
対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。

4.前項の規定の適用により、会員に損害が生じた場合にも、当行になんらの請
求をしません。また、当行に損害が生じたときは、会員がその責任を負います。
5.会員は、本契約締結日時点で会員と当行との間に存在するいっさ
いの融資・ローン・クレジットカード取引についても、本条項が適
用されることに同意いたします。 
第29条の2（マネーロンダリング等の禁止）
会員は、マネーロンダリング、反社会的勢力（テロリストを含む。）に対して資
金供与等をすること、または経済制裁関係法令その他の法令もしくは国際
的な規制に抵触する行為（以下、これらを総称して「マネー・ロンダリング等」
という。）を遂行する目的で、またはマネーロンダリング等を遂行する手段とし
て、カードを利用してはならないものとします。
第30条（会員資格の取消）
1. 両社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当行において会員とし
て不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことがで
きるものとします。ただし、（3）においては相当期間を定めた当行からの通知、
催告後に是正されない場合に会員資格を取消すことができるものとします。
（1）カードの申込に際し、氏名、住所、勤務先、年収、家族構成等、会員
の特定、信用状況の判断に係る事実について虚偽の申告をしたり、
カードを不正に使用した場合。

（2）本規定のいずれかに違反した場合。
（3）カード利用代金等、当行に対する債務の履行を怠った場合。
（4）換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況
が不適当若しくは不審があると当行が判断した場合。

（5）指定口座を両社の同意なく解約したとき。
（6）会員が、本会員として当行から複数のカードを貸与されている場合、

他のカードについて上記事項のいずれかに該当する事由が生じたとき。
（7）当行が更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過したとき。
（8）当行が発行したカードを会員が受領する意思がない、または当
行から要請があるにもかかわらず受領を行わない場合。

2.会員資格を取消されたときは、会員は速やかにカード及びチケット等、
当行から貸与された物品を当行に返還するものとします。また、会員
資格を取消された場合、会員は当行に対する会員資格に基づく権利を
喪失するものとします。また、本会員が会員資格を喪失した場合、当然
に家族会員も会員資格を喪失します。なお、本会員は、会員が会員資格
喪失後にカードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。
3.当行は、会員資格の取消を行なった場合、カード及びチケット等の無効
通知並びに無効登録を行い、加盟店等を通じてこれらの返還を求めるこ
とができるものとします。会員は、加盟店等からこれらの返還を求めら
れたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当行に返還するものとします。
第31条（退会）
1.本会員が退会をする場合は、本会員、家族会員全員のカード及び貸与
されたチケット等を添え、当行所定の届出用紙により当行に届出るも
のとします。この場合、債務全額を弁済していただくこともあります。
2.家族会員のみが退会をする場合は、退会する家族会員のカード及び貸与され
たチケット等を添え、当行所定の届出用紙により当行に届出るものとします。
3.カード返却前に生じた損害についてはすべて会員の負担とします。

4.会員は本取引の終了・解約後、当行に対する本規定に基づくカード
取引による債務が残存する場合には、指定口座に受入れまたは振
込まれた資金（受入れた証券類については全額決済されるまでこ
の資金から除く）について、当行が債務完済に至るまで指定口座か
ら引落し、この債務の弁済に充当されても異議ないものとします。
第32条（相殺または払戻充当）
1.本会員が本規定に定める当行に対する債務を履行しなければならない場
合には、その債務と会員の預金その他の債権とを、その債権の期限のいか
んにかかわらず、いつでも当行は相殺できるものとします。この場合当行
は本会員にかわり諸預け金を払戻し、債務の弁済に充当することができ
るものとします。この場合、当行は本会員に対し書面により通知します。
2.本条第1項により相殺または払戻充当をする場合には、債権債務の利息、清算
金、損害金・違約金等の計算については、その期間を計算実行の日までとしま
す。また、利率・料率等について借主と銀行間に別の定めがない場合には銀行
が一般に認められている基準に基づいて定めるところによるものとし、また
外国為替相場については、当行の相殺実行日の相場を適用するものとします。
3.本会員は、弁済期にある本会員の預金その他の債権と本取引によ
る本会員の債務とを相殺することができるものとします。その場合、
相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書・
通帳等は届出印を押印して直ちに当行に提出するものとします。
4.本条第3項における債権債務の利息、清算金、損害金、違約金等の計
算については、その期間を相殺通知の到達の日までとし、利率およ
び料率は当行の定めによるものとします。
5.当行が相殺をする場合、本会員の当行に対する債務全額を消滅させるに
足らないときは、特に通知せず当行が適当と認める順序方法により充当
することができます。ただし、ショッピングリボ払いの支払停止の抗弁
に係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
6.当行が本条第1項により充当指定した時は、本会員はその充当に対
して異議を述べる事ができないものとします。
7.本会員が相殺したときの充当指定により債権保全上支障が生じるお
それがあるときは、当行は遅滞なく異議を述べ、担保、保証の有無、軽重、
処分の難易、弁済期の長短、割引手形または割引電子記録債権の決済
見込などを考慮して、当行の指定する順序方法により充当することが
できます。この場合、当行は本会員に充当結果を通知するものとします。
8.本条第3項によって当行が充当する場合には、本会員の期限未到来
の債務については期限が到来したものとして、当行はその順序方
法を指定することができます。
第33条（業務の委託）
1.当行は、「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣
より営業許可を受けた債権管理回収会社に対して、カードの債権
の管理・回収業務を委託できるものとします。
2.会員は、当行が代金決済事務その他の事務等をJCBおよび関連会社
に業務委託することを予め承認するものとします。
第34条（準拠法・合意管轄）
会員と両社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。ま
た会員と両社の間で訴訟の必要が生じた場合、当行の本支店所在地

を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
第35条（本規定の変更）
本規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化、その他の相当
の事由があると認められる場合には以下のいずれかの方法により変
更できるものとします。
（1）当行が変更内容を当行の店頭表示その他相当の方法で公表する事。
この場合、その変更内容は、公表の際に定める1ヶ月以上の相当な
期間を経過した日（以下「相当期間経過日」といいます。）から適用
されるものとします。

（2）変更内容を当行から通知する事、または新規定を送付する事。
この場合、その変更内容は、変更内容を当行から通知した後、また
は新規定を送付した後にカードを利用したとき（以下「通知後のカ
ード利用日」といいます。）に会員が承認したものとみなし、その変
更内容は、通知後のカード利用日から適用されるものとします。

（3）本規定の変更等を本条第1項の双方により行う場合、その変更内容
は、相当期間経過日または通知後のカード利用日のいずれか先に到
来した日から適用されるものとします。なお、本規約と明示的に相違す
る規定または特約がある場合は、当該規定または特約が優先されるも
のとします。

第36条（危険負担、免責条項等）
1.会員が当行に差し入れた契約書類等が、事変、災害等やむを得ない
事情によって紛失、減失または損傷した場合には、会員は当行の帳
簿、伝票等の記録に基づいて債務を返済します。なお、会員は当行
からの請求があれば直ちに代りの契約書類等を差入れます。
2.会員に対する権利の行使もしくは保全に要した費用は、会員の負担とします。
第37条（規定等の準用）
本規定に特段定めのない事項は、「普通預金規定」、「総合口座取引規定」、
「ふくぎんキャッシュカード規定」、「デビットカード規定」、および「IC
キャッシュカード特約」を準用する事とします。

以上

各種規定等・手数料について
本規約に記載の各種規定等および諸手数料について当行ホームペー
ジに掲載しています。URLは以下の通りです。
各種規定等：https://www.fukuokabank.co.jp/yakkan/
諸手数料：https://www.fukuokabank.co.jp/price/commissions/index.html



13 14

ふくぎんアレコレJCBカード会員規定（2020年4月改定）

第1章　総則
第1条（会員） 
1.ふくぎんアレコレJCBカード（以下「カード」といいます。）とは、1枚
のカードにキャッシュカード機能（デビットカード機能を含む）、
クレジットカード機能およびローンカード機能の3つの機能を兼
ね備えたカードのことをいいます。
2. 株式会社福岡銀行（以下「当行」という）および株式会社ジェーシービー（以
下「JCB」という。）が運営するクレジットカード取引システム（以下「JCBク
レジットカード取引システム」という。）に当行およびJCB（以下「両社」とい
う。）所定の入会申込書等において、本規定を承認のうえ第2条1項に基づく
会員区分を指定して申し込まれた方で当行が審査のうえ両社が入会を承
認した方を本会員とします。会員と両社との契約は、両社が入会を承認し
たときに成立します。なお各機能の提供者は、次に定めるとおりとなります。
　・キャッシュカード機能：当行
　・クレジットカード機能：両社
　・ローンカード機能：当行
　また、金融機関等による顧客等の本人確認等および犯罪による収
益の移転防止に関する法律に基づく本人確認が当行所定の期間内
に完了しない場合は、入会を断ることがあります。
3.ＪＣＢクレジットカード取引システムに両社所定の入会申込書等において、本
規約を承認のうえ、家族会員として入会を申し込まれた本会員の家族で、
両社が審査のうえ入会を承認した方2名を限度として家族会員といいます。
本会員は、家族会員に対し、本会員に代わって家族カード（第2条第1項
で定義される「家族カード」として定義のうち家族会員に貸与されるもの
をいう。また当該カードのカード番号を含むものとする。以下本条において
同じ。）を使用して、本規約に基づくカード利用（第2章（ショッピング利用、
金融サービス）に定めるショッピング利用（第15条に定めるものをいう。以
下同じ。）、キャッシング1回払いおよびキャッシングリボ払い（以下併せて
「金融サービス」という。）ならびに第4条に定める付帯サービス等の利用
の全部または一部をいう。また、モバイル端末等にカード番号を登録する
などして、当該モバイル端末等を使用したショッピング利用または金融サ
ービスの利用等をする行為を含む。以下同じ。）を行う一切の権限（以下
「本代理権」という。）を授与します。なお、本会員は、家族会員に対する
本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある
場合は、第31条第2項所定の方法により家族会員によるカード利用の中
止を申し出るものとします。本会員は、この申し出以前に本代理権が消
滅したことを、両社に対して主張することはできません。
4.本代理権の授与に基づき、家族会員の家族カードによるカード利用はす
べて本会員の代理人としての利用となり、当該家族カード利用に基づく
一切の支払債務は本会員に帰属し、家族会員はこれを負担しないもの
とします。また、本会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者
の注意をもって家族会員をして本規約を遵守させる義務を負うものとし、
家族会員が本規約に違反した場合には、当行に対し、連帯して責任を
負うものとします。

5.本会員と家族会員を併せて会員といいます。
6.会員は申込時にカード取引を行う総合口座普通預金（以下「指定口
座」といいます。）を指定するものとします。
7.会員はふくぎんマイレージサービス「マイバンクプラス」利用規約を承
認のうえ、ふくぎんマイレージサービス「マイバンクプラス」の利用を申
し込むものとします。
8. 本会員は「ふくぎんバンクカード」、「ふくぎんアレコレVISAカード」、「ふ
くぎんアレコレMasterCard」との重複契約はできないものとします。
第2条（カードの貸与およびカードの管理）
1.当行は会員1名につき1枚のカードを貸与します。カードには「アレ
コレJCB一般」・「アレコレJCBゴールド」・「アレコレJCBヤングゴ
ールド」・「アレコレJCBリボルビング」の会員区分があります。
2.会員に貸与されるカードは、同一区分とします。
3.会員はカードを貸与されたときは、直ちにカード裏面署名欄に自
署するものとします。
4.カード上には会員氏名、会員番号、カードの有効期限、口座番号、店
番号、セキュリティコード（カード裏面に印字される場合には、署
名欄（サインパネル）に印字される7桁の数値のうち下3桁または
「SECURITY CODE」との表記で印字される3桁の数値をいう。（以
下「カード情報」といいます。）が表示されています。カードはカー
ド表面に表示された会員本人以外利用できません。また会員は善
良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を使用し、
管理するものとします。
5.カードの所有権は当行に属し、会員は他人にカード及びカード情報を貸
与・預託・譲渡および質入れする等、カード及びカード情報の占有を第三
者に移転させることは一切できないものとします。また、カード及びカ
ード情報を預託しもしくは使用させる事は、一切出来ないものとします。
6.アレコレJCBヤングゴールドカード会員は、満30歳の誕生日以降
最初に到来するカードの有効期限以降、審査のうえアレコレJCBゴ
ールドカードに切り替わるものとします。
第3条（サービスの範囲）
1.会員はカードを利用して、次のサービスを受けることができます。
（1）現金自動支払機または現金自動預入支払機（以下両者を「CDま
たはATM」という。）による指定口座の払戻し、および現金自動
預入支払機による指定口座の預入れ。（以下「キャッシュカード
サービス」といいます。）

（2）CDまたはATMによる、指定口座の当座貸越借入金の払い出し。
（以下「プラスワンサービス」といいます。）

（3）加盟店における物品の購入ならびにサービスの提供を受けたこ
とに係る代金および料金の立替支払、およびCDまたはATMによ
る立替え現金払出し。（以下「クレジットカードサービス」といい、
クレジットカードサービスは「ショッピングサービス」、「キャッシ
ングサービス」、「海外預金引出サービス」により構成されます。）

（4）自動化機器による、当座貸越専用口座の当座貸越借入金の払い
出し。（以下「カードローンサービス」といいます。）

2.家族会員は前項のサービスのうち、(1)および(3)のみを受けること

ができるものとします。
第4条（特典および付帯サービス）
1.当行は会員に対し当行の定めた特典を付与します。特典の内容については、
店頭に備え置きのパンフレットおよび当行ホームページ等に記載します。
2.当行は会員に事前に通知することなく、特典の内容を変更または
中止する場合があります。
3.会員は、クレジットカードサービスとして当行、JCBまたは当行も
しくはJCBが提携する第三者（以下「サービス提供会社」という。）が
提供するカード付帯サービスおよび特典（以下「付帯サービス」と
いう。）を当行、JCBまたはサービス提供会社所定の方法で利用する
ことができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容
については、当行が書面その他の方法により通知または公表します。
4.付帯サービスはカードの種類によって異なります。会員は、付帯サ
ービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、
また、会員が本規約または付帯サービスの利用等に関する規定等に
違反した場合、または両社が会員のカード利用が適当でないと合理
的に判断した時は、付帯サービスを利用できない場合があります。
5.会員は、当行、JCBまたはサービス提供会社が必要と認めた場合には、
当行、JCBまたはサービス提供会社が付帯サービスおよびその内容
を変更することがあります。
6.会員は、当行が認める場合、当行が別に定めるところに従い、WEBサービ
ス（「MyJCB」「MyJチェック」等を含むが、それらに限らない。以下同じ。）
の登録を行うことによりWEBサービスを利用することができます。ただし、家
族会員は、WEBサービスのうち一部の機能を利用することができません。
本会員は、入会時または入会後遅滞なく、当行が別途定める規定に同意
の上、「MyJCB」および「MyJチェック」に登録するための当行所定の手
続きをとり、また当該登録を維持するよう努めるものとします。
第5条（保証）
1.本会員は、カード利用による当行に対する一切の債務について、ふ
くぎん保証株式会社（以下「保証会社」という。）に保証を委託し、そ
の保証を受けるものとします。
2.本会員と保証会社との間の取り決めは、別途「アレコレカード保証
委託約款」に定めるものとします。
第6条（年会費・諸費用の負担）
1.本会員は当行に対し当行が通知または公表する年会費（家族会員の有無･
人数によって異なる。）を、有効期限月（カード上に表示された年月の月
をいう。）の3ヵ月後の第21条に定める約定支払日（ただし、入会後最初の
年会費については、有効期限月の翌月の約定支払日）に通帳および払戻
請求書なしで指定口座から自動引落しの方法により支払うものとします。
なお、一旦支払われた年会費は当行またはJCBの責に帰すべき事由によ
らない退会または会員資格喪失となった場合、返還しません。ただし、「ア
レコレJCBリボルビング」の年会費については免除するものとします。
2 .前項の年会費は、当行が必要と認めたときは相当な範囲で変更できるものと
し、この場合、当行の店頭またはCDまたはATM設置場所に掲示するものとし
ます。
3.本会員は、会員が負担すべき印紙代を当行所定の日に、通帳および払戻

請求書なしで指定口座から自動引落しの方法により支払うものとします。
第7条（カードの有効期限）
1.カードの期限は、カード表面下部に月、年（西暦の下2桁）の順に記載し、当
該月の月末日までとします。有効期限切れのカードは、当行が請求した場
合は、直ちに当行に返却するものとします。ただし、会員から期限の2ヶ月
前までに期限を延長しない旨の申し出がなく、当行が審査のうえ両社が引
き続き会員と認めた場合はさらに5年間延長されたものとし、以降も同様
とします。その場合新たな有効期限を記載したカードを会員に貸与します。
2.前項の規定に関わらず、プラスワンサービスについては65歳の誕
生日以降最初に到来する有効期限をもって終了するものとします。
カードローンサービスについては、第20条3項によることとします。
第8条（カードの利用枠・利用可能金額および複数カード保有における利用の調整）
1.当行は、本会員につき、商品ごとの利用可能枠として、次の利用可
能枠を審査のうえ決定します（商品ごとの利用可能枠を総称して「機
能別利用可能枠」という。）。
　① ショッピング1回払い利用可能枠
　② ショッピングリボ払い利用可能枠
　③ ショッピング分割払い/ショッピングスキップ払い利用可能枠
　④ ショッピング2回払い利用可能枠
　⑤ ボーナス1回払い利用可能枠
　⑥ キャッシング1回払い利用可能枠
　⑦ 海外キャッシング1回払い利用可能枠
2.前項の機能別利用可能枠は、以下のとおり、3つの商品群に分類され、商品群
ごとの利用可能枠（以下「内枠」という。）が設定されます。各商品群に属する
機能別利用可能枠のうち最も高い金額が、当該商品群に係る内枠となります。
（1）前項①の機能別利用可能枠・・・「ショッピング枠」として分類
（2）前項②③④⑤の機能別利用可能枠・・・「ショッピング残高枠」として分類
（3）前項⑥⑦の機能別利用可能枠・・・「キャッシング総枠」として分類
3.第1項①から⑦の機能別利用可能枠のうち最も高い金額が、カード
全体の利用可能枠（以下「総枠」という。）となります。機能別利用可
能枠、内枠および総枠を総称して、利用可能枠といいます。
4.当行は、会員のカード利用状況および本会員の信用状況等に応じて、
審査の上利用可能枠を増額または減額することができるものとし
ます。ただし、本会員より増額を希望しない旨の申し出があった場
合は増額しないものとし、第1項⑥⑦の機能別利用可能枠について
は本会員が増額を希望した場合にのみ、増額するものとします。
5.本会員が当行から複数枚のJCBカード（当行が発行するクレジットカード等
をいい、当該カードに係るカード情報を含む。以下同じ。）の貸与を受けた場合、
それら複数枚のJCBカード全体における利用可能枠は、原則として各カード
ごとに定められた利用可能枠のうち最も高い金額（当該金額を「総合与信枠」
という。）となり、それら複数枚のJCBカードにおける利用可能枠の合計金額
にはなりません。なお、総合与信枠の金額にかかわらず、各JCBカードにおけ
る利用可能枠は、当該JCBカードについて個別に定められた金額となります。
6.会員は、以下の各号のうち最も低い金額の範囲内でカードを利用する
ことができるものとします。なお、本項から第8項の定めは、第2章にお
けるショッピング利用および金融サービス利用の全てに適用されます。

（1）会員が利用しようとする商品の機能別利用可能枠から当該機能
別利用可能枠に係る利用残高を差し引いた金額

（2）会員が利用しようとする商品の属する内枠から当該内枠に係る
利用残高を差し引いた金額

（3）総枠から会員の全利用残高を差し引いた金額
7.前項の利用残高とは、会員のクレジットカード利用に基づき当行に
対して支払うべき金額（約定支払日が到来しているか否かを問わな
い。また、キャッシング1回払い手数料、ショッピングリボ払い手
数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングスキップ払い手
数料および遅延損害金は除く。）で、当行が未だ会員からの支払い
を確認できていない金額をいい、本会員分と家族会員分を合算した
金額をいいます。
8.第6項、第7項にかかわらず、本会員が当行から複数枚のJCBカードの
貸与を受け本条第5項の適用を受ける場合、第6項の利用残高は、本会
員が保有するすべてのJCBカードおよび当該JCBカードに係る規約
に基づき発行された家族カードの利用残高を合算した金額となります。
9.本会員は、利用可能枠を超えるクレジットカード利用についても
当然に支払義務を負うものとします。

10. 会員が、本条第1項②③④または⑤の機能別利用可能枠を超えてシ
ョッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピング2回払い、
ボーナス1回払いによるショッピング利用（第15条に定めるものを
いう。）をした場合、当該機能別利用可能枠を超過したご利用はシ
ョッピング1回払いを指定したものと同様に取り扱われます。
第9条（カードの利用方法）
1.会員はCD・またはATMにてカードを利用する場合は、カード表面
に記載されているカード挿入方向の指示に従ってカードを挿入し、
機能を使い分けるものとします。
2.会員がカードのデビットカード機能およびクレジットカード機能の両方を
使用できる加盟店においてカードを利用する場合には、カードを提示する
際に、いずれの機能を利用するかについて当該加盟店に申出るものとします。
3.本条第1項および第2項において会員が使用方法を誤った場合に生じる
不利益・損害については、会員が負担するものとし、また会員は、この場
合の取引に基づく債務についての支払義務を免れないものとします。
第10条（暗証番号等）
1. 会員はカードの申込時に、当行に対しキャッシュカードサービスの暗証番号
およびクレジットカードサービスの暗証番号をそれぞれ届出るものとします。
2.会員は暗証番号（以下「暗証」という）を他人に知られないよう善良なる
管理者の注意をもって管理するものとします。クレジットカードサービ
ス利用の際、登録された暗証が使用されたときは、その利用はすべて当
該カードを貸与されている会員本人が利用したものと推定し、その利用
代金はすべて本会員の負担とします。ただし、登録された暗証の管理に
つき、会員に故意または過失がない場合には、この限りではありません。
第11条（届出事項の変更）
1. 会員は、住所、氏名、電話番号、勤務先、職業、電子メールアドレス、取
引を行う目的等、一切の届出事項に変更があった場合には遅滞なく
当行所定の書面により当行に対し届出を行うものとします。なお、届

出前に生じた損害については、当行は責任を負わないものとします。
2. 本条第1項の届出を怠ったために、当行から届出の氏名、住所にあ
てて通知または送付した書類等が延着し、または到着しなかった
場合には、通常到達すべき時に到着したものとみなします。
3. 本条第1項のうち、氏名に変更があった場合、またはクレジットカードサ
ービスの暗証を変更する場合には、会員は当該カードをあわせて当行に
提出のうえ再発行の手続きを行うものとします。なお、これにより新た
にカードが交付されるまでの間、会員がカードを利用できなくなること
に伴う不利益・損害等については当行は責任を負わないものとします。
第12条（会員区分の変更）
1. 本会員が申し出、当行が審査のうえ両社が承認した場合、会員区分
を変更することができます。また、本会員が新たに別の会員区分を
指定して両社に入会を申し込んだ場合は、会員区分変更の申し出
があったものとして取り扱われることがあります。
2.会員区分の変更により、登録中のクレジットカードの暗証は無効となります。
会員区分変更の申し出の際は、あらためて暗証を登録する必要があります。
3.会員区分が変更になった場合、家族会員等の契約、利用中の機能・サービス
等が引き継がれないことがあります。また、新たな会員区分に定められた利
用限度額、利用範囲、利用方法、家族会員の有無、手数料率、利率、付帯サ
ービスの内容・条件その他等が適用されます。
第2章　ショッピング利用・金融サービス
第13条（キャッシュカードサービス）
キャッシュカードサービスの内容および取扱方法については別途定める「総合
口座取引規定」、「普通預金規定」、「ふくぎんキャッシュカード規定」、「デビット
カード規定」、および「ふくぎんICキャッシュカード特約」に定めるものとします。
第14条（プラスワンサービス）
1.プラスワンサービスの貸越極度額は当行が会員毎に定めるものと
します。ただし、この極度額を超えて当行が貸越をした場合にも、
この規定の各条項が適用されるものとし、その場合は、会員は当行
から請求があり次第、直ちに極度額を超える金額を支払います。な
お、会員が同日に数件の貸出を請求した場合、その総額が貸越極度
額を超えるときは、そのいずれを貸出すかは当行の任意とします。
2.本サービスにおける自動化機器の取扱いは「ふくぎんキャッシュ
カード規定」に準じるものとします。
3.当座貸越請求書により借入れる場合は、当行所定の当座貸越請求書に
届出の印章により記名押印して通帳とともに提出するものとします。
4.預入支払機を使用して通帳により借入れる場合は、預入支払機に
通帳を挿入し、暗証と、金額ボタンにより操作するものとします。
5.本サービスは、指定口座の残高がない場合または総合口座取引規
定に基づく当座貸越（以下「総合口座貸越」という）借入金の残高が
極度額に達している場合に利用するものとします。
6.指定口座にかかる各種料金等の自動支払の請求があり前項に該当
する場合は、本サービスにより借入れ、その借入金は自動支払の決
済に充当されるものとします。なお、この場合は、通帳および当座貸
越請求書または普通預金払戻請求書の提出を省略するものとします。
7.本サービスによる借入金がある場合に総合口座貸越借入金の担保

となる定期預金の預入れあるいは国債等の保護預けをしたときは、
本サービスによる借入金は以降、総合口座貸越極度額または極度
額増加の範囲内で、総合口座貸越借入金として取扱うものとします。
8.総合口座貸越借入金の担保となっている定期預金を解約したり、
国債等を引出し等したことにより、その借入金の残高が総合口座
貸越借入金の極度額を超えた場合、越えた金額は以降、極度額の範
囲内で本サービスによる借入金として取扱うものとします。その
場合、極度額を超える金額は直ちに支払うものとします。
9.普通預金の支払いと当座貸越（本サービスによる借入および総合
口座貸越、以下同じ）の利用とが同時に行われる場合には、当行は
その金額を合算して通帳の支払欄に記入するものとします。

10. 本サービスを受けたことによる債務の支払いは次のとおりとします。
（1）本サービスによる借入金の残高がある場合には、指定口座に入
金または振込まれた証券類は、借入金の担保として当行に譲渡
したものとし、資金化されしだい借入金の返済に充当します。

（2）本サービスによる借入金の残高がある場合には、指定口座に受入れ
または振込まれた資金（受入れた証券類の金額は決済されるまで、
この資金から除く）は、借入金の残高に達するまで自動的にその返
済にあてるものとします。なお、総合口座貸越借入金がある場合は、
プラスワンサービスによる借入金から先に返済するものとします。

（3）当行は本条第1項の極度額を超えて貸越をした場合、指定口座
に受入れまたは振込まれた資金（受入れた証券類の金額は決済
されるまで、この資金から除く）を、各種料金等の支払いに優先
して極度額を超える金額の返済に充当することができます。

11. 本条第10項の場合、当行は普通預金の支払および当座貸越の返済
の通帳記入を省略し、入金欄に普通預金への入金額のみを記入す
るものとします。また、通帳の残高欄には、当行は当座貸越残高ま
たは普通預金残高のいずれかを記入するものとします。

12. 本サービスによる借入金の利息は、付利単位を100円とし、当行所定の貸越
利率により毎日の借入金の最終残高について計算し、毎年2月と8月の当行
所定の日に指定口座から引落しまたは指定口座の貸越元金に組入れるも
のとします。なお、総合口座貸越の利息がある場合には、これを合算のうえ
同様に取扱うものとします。また、本件についての損害金は年14.0%の割合
（年365日の日割計算）によるものとします。ただし、貸越利率が年14.0%を
超える場合の損害金は、当行所定の貸越利率（年365日の日割計算）を適用
するものとします。なお、利息、手数料、保証料には損害金を付しません。

13. 第7条に定めるカードの有効期限（以下「取引期限」という）が延長さ
れずに到来した場合は、次によるものとします。
（1）取引期限到来日の翌日以降この取引による当座貸越は受けられ
ないものとします。

（2）取引期限到来日に貸越元利金がある場合は、取引期限到来日の
3ヵ月後の応答日を返済期限とし、返済期限までに貸越元利金全
額を返済するものとします。ただし、当行の判断により返済期
限を延長する場合があります。

（3）取引期限到来日の翌日以降に貸越元利金がない場合、また貸越
元利金の返済が完了した場合は、この取引は当行から通知する

事なく当然に解約されるものとします。
第15条（ショッピング利用）
1.クレジットカードサービスについて、前月16日から当月15日まで
を標準期間といいます。
2.会員はJCB、JCBの提携会社およびJCBの関係会社の認めるJCBカード
の取扱加盟店（以下「加盟店」という。）において、本条第3項から第6項に
定める方法または両社が特に認める方法により、本条その他両社所定の
定めに従い、会員と加盟店との間で直接現金決済を行わずに、加盟店に
対する支払いを当行に対して委託することにより、加盟店から商品もしくは
権利を購入し、または役務の提供等を受けることができます（以下「ショッピ
ング利用」という。）。会員が加盟店においてカードを利用したことにより、会
員の加盟店に対する支払いにつき、会員が当行に対して弁済委託を行っ
たものとみなし、当行は自らまたは第三者を介して、加盟店に対して、会員
に代わって立替え払いを行います。また、会員は加盟店の店頭（自動精算
機の場合を含む。）において、JCB所定の方法により、カードを提示し、また
は非接触ICカード等を所定の機器にかざし、加盟店の指示に従って、所
定の売上票にカードの署名と同じ署名を行うこと、加盟店に設置されてい
る端末機に暗証番号を入力すること、または、署名と暗証番号の入力の
両方を行うことによりショッピング利用を行うことができます。なお、売上票へ
の署名または加盟店に設置されている端末機への暗証番号の入力等に
かえて、所定の手続きを行うことにより、または売上票への署名や端末機
への暗証番号の入力を省略して、ショッピング利用ができることがあります。
3.インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引そ
の他両社が特に認めた取引を行う加盟店においては、会員は、加盟店所
定の方法で、カード情報等を送信もしくは通知する方法により、または当該
方法に加えてセキュリティコードもしくはJ/Secure（TM）利用者規定に定
めるパスワードを送信する方法により、ショッピング利用を行うことができま
す。この場合、会員はカードの提示および売上票への署名を省略すること
ができます。
4.両社が特に認めたホテル・レンタカー等の加盟店における取引について
は、予め会員が加盟店との間で合意している場合には、会員は、ショッピン
グ利用代金額の一部についてのみ、加盟店に対してカードの提示、売上
票への署名等を行い、残額（署名等を行った後、利用が判明した代金を
含む。）についてはカードの提示、売上票への署名等を省略することがで
きます。
5.通信料金等両社所定の継続的役務については、会員が会員番号等を
事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受ける
ことができます。会員は、加盟店に登録した会員番号等に変更があった場
合ならびに退会または会員資格喪失等に至った場合、加盟店に当該変
更、退会または会員資格喪失等を申し出るものとします。なお、上記の事由
が生じた場合には、当行またはＪＣＢが会員に代わって当該変更、退会ま
たは会員資格喪失等の情報を加盟店に対し通知する場合があることを
会員は予め承認するものとします。また、会員に、退会または会員資格喪
失等の通知がなされた後であっても、当該加盟店におけるカード利用につ
いて、本会員は第42条第1項なお下記および第42条第4項に従い、支払
義務を負うものとします。

6.会員のショッピング利用に際して、加盟店が当該利用につき当行
に対して照会を行うことにより当行の承認を得るものとします。
ただし、利用金額、購入する商品・権利および提供を受ける役務の
種類によってはこの限りではありません。
7.ショッピング利用のためにカード（カード情報を含む。以下本項において
同じ。）が加盟店に提示または通知された際、カードの第三者による不正
利用を防止する目的のために、当行は以下の対応を行うことがあります。
（1）当行は、事前または事後に、電話等の方法により直接または加盟
店を通じて会員本人の利用であることを確認する場合があります。

（2）当行、JCBまたはJCBの提携会社が当該加盟店より依頼を受け
た場合、当行またはJCBにおいて会員の会員番号・氏名・住所・電話
番号その他当該ショッピング利用の申込者が加盟店に届け出
た情報と会員が両者に届け出ている個人情報を照合し、一致の
有無を当該加盟店に対して回答する場合があります。

（3）カードの第三者による不正利用の可能性があると当行が判断し
た場合、会員への事前通知なしにカードのご利用を保留または
お断りする場合があります。

（4）ショッピング利用の申込者に対して、セキュリティコードまたはJ/Secure
（TM）利用者規定に定めるパスワードの入力を求める場合がありま
す。申込者がセキュリティコードまたはJ/Secure（TM）利用者規定に定
めるパスワードを誤って入力した場合、会員によるカードの利用を一定
期間制限することがあります。

8.当行は、約定支払額（第21条に定めるものをいう。）が約定支払日に支払
われなかった場合、本会員の当行に対する一切の債務の全部または一
部について延滞が発生している場合、その他会員のJCBカードの利用
状況および本会員の信用状況等により会員のショッピング利用が適当
でないと判断した場合には、ショッピング利用を断ることがあります。
9.家族会員が家族カードを利用して商品・権利を購入しまたは役務
の提供等を受けた場合、家族会員は本会員の代理人として加盟店
との間でそれらに係る契約を行ったものとみなし、当該契約に基
づく債務は本会員が負担するものとします。

10.会員は、現金を取得することを目的として商品・権利の購入または役務の
提供などにカードのショッピング枠、ショッピング残高枠（第８条第２項に定
めるものをいう。）を利用すること（以下「ショッピング枠現金化」という。）は
できません。なお、ショッピング枠現金化には以下の方式等がありますが、現
金を取得することを目的とするショッピング利用枠である限り、方式の如何
を問わず、禁止の対象となります。
（1）商品・権利の購入、役務の提供の対価として、合理的な金額以上の対
価を、カードを利用して支払い、加盟店等から現金または現金に類似
するものの交付を受ける方式

（2）商品・権利等を購入し、その対価を、カードを利用して支払った上で、当
該商品・権利等を当該商品・権利等を購入した加盟店その他の第三
者に有償で譲渡する方式

（3）現行紙幣もしくは貨幣、またはこれらが含まれる商品等をカードを利用し
て購入する方式

11. 貴金属、金券類（ギフトカード、回数券等を含みますが、これらに限られま

せん。）、パソコン等の一部の商品の購入および電子マネーの入金等につ
いては、第8条第6項に定める金額の範囲内であったとしても、会員のシ
ョッピング利用が制限され、カードをご利用になれない場合があります。

12. 当行、JCB、JCBの提携会社またはJCBの関係会社と加盟店間の契約
が債権譲渡契約の場合、会員はショッピング利用代金の債権につ
いて以下のことを予め異議なく承諾するものとします。なお、債権
譲渡に際しては、JCBが認めた第三者を経由する場合があります。
（1）加盟店から当行に対して債権譲渡すること。
（2）加盟店からJCBに対して債権譲渡したうえで、当行がJCBに対
して立替払いすること。

（3）加盟店からJCBの提携会社に対して債権譲渡したうえで、当行
が当該JCBの提携会社に対して立替払いすること。

（4）加盟店からJCBの関係会社に対して債権譲渡したうえで、JCB
が当該JCBの関係会社に対して立替払いし、さらに当行がJCB
に対して立替払いすること。

13. 当行、JCB、JCBの提携会社またはJCBの関係会社と加盟店間の契約
が立替払い契約の場合、会員はショッピング利用代金の債権につ
いて以下のことを予め異議なく承諾するものとします。
（1）当行が加盟店に対して立替払いすること。
（2）JCBが加盟店に対して立替払いしたうえで、当行がJCBに対し
て立替払いすること。

（3）JCBの提携会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、当行が
当該JCBの提携会社に対して立替払いすること。

（4）JCBの関係会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、JCBが
当該JCBの関係会社に対して立替払いし、さらに当行がJCBに
対して立替払いすること。

14. 商品の所有権は、加盟店から当行に債権が譲渡されたとき、または
当行が加盟店、JCBもしくはJCBの提携会社に対して立替払いをし
たときに当行に移転し、ショッピング利用代金の完済まで当行に
留保されることを、会員は承認するものとします。

15. ショッピング利用代金の支払区分は、ショッピング1回払い、ショッピング2
回払い、ボーナス1回払い、ショッピングリボ払い、支払回数が3回以上でか
つ当行所定の支払回数のショッピング分割払い（以下「ショッピング分割払
い」という。）のうちから、会員がショッピング利用の際に指定するものとし
ます。ただし、ショッピング2回払い、ボーナス1回一括払い、ショッピングリ
ボ払い、ショッピング分割払いは、当行が指定する加盟店においてのみ利用
できるものとします。なお、ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッ
ピングリボ払いおよびショッピング分割払い取扱加盟店において会員が支
払区分を指定しなかった場合は、すべてショッピング1回払いを指定したも
のとして取り扱われます。また、ショッピングリボ払い、ショッピング分割
払いを指定した場合、ショッピング利用代金に所定の手数料が加算されます。

16.前15項にかかわらず、当行が認めた場合、会員は、以下の方式で、ショッ
ピング利用代金の支払区分をショッピングリボ払い、ショッピング分割払い
またはショッピングスキップ払いに指定することができます。会員は、当該
サービスに関する規定・特約等がある場合はそれに従うものとします。た
だし、いずれの場合でも、電子マネーの入金、カードの付帯サービス料金

その他当行が指定するものについては、以下の方式による支払区分の
指定を行うことはできず、ショッピング1回払いのみの指定となります。
（1）本会員が申し出、以後のショッピング利用代金の支払いをすべ
てショッピングリボ払いとする方式。なお、本方式を利用する
場合は、規約末尾の手数料率となります。

（2）当行が別途定める期日までに会員が支払区分の変更を希望するショ
ッピング利用を特定して申し出、当行が指定した月の約定支払日から別
の支払区分を指定したショッピング利用代金をショッピングリボ払い、ショ
ッピング分割払いまたはショッピングスキップ払いに変更する方式。本方
式を利用する場合は、カード利用日にショッピングリボ払い、ショッピング
分割払いまたはショッピングスキップ払いの指定があったものとします。
なお、1回のショッピング利用代金の一部についてのみ支払区分を変更
することはできません。

17. 本会員は、会員が標準期間においてショッピング利用を行った場合、
本条第12項、第13項、第14項における当行、JCB、JCBの提携会社、
JCBの関係会社または加盟店の各間の立替払いの有無にかかわらず、
第18項、第19項の場合を除き、以下のとおり支払うものとします。
（1）ショッピング1回払いを指定した場合、当該ショッピング利用
代金額を、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日

（2）ショッピング2回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金の
半額（1円単位とし、端数が生じた場合は初回の約定支払日に算入しま
す。）を、標準期間満了日の属する月の翌月および翌々月の約定支払日

18. 本会員は、会員がショッピング利用においてボーナス1回払いを指
定した場合、原則として、以下のとおり支払うものとします。ただし、
加盟店によりボーナス1回払いの取扱期間が異なることがあります。
（1）前年12月16日から当年6月15日までの当該ショッピング利用代
金を、当年8月の約定支払日

（2）当年7月16日から当年11月15日までの当該ショッピング利用代
金を、翌年1月の約定支払日

19.本会員は、会員がショッピング利用においてショッピングリボ払いまたはショッ
ピング分割払いまたはショッピングスキップ払いを指定した場合、第20項か
ら第22項または第23項から第32項に定めるとおり支払うものとします。

20. 本会員は、会員がショッピングリボ払いを指定した場合、以下のと
おり支払うものとします。
（1）標準期間におけるショッピング利用代金額に対してする標準期間満

了日の属する月の16日から翌月の約定支払日までの間当行所定の手
数料率を乗じたショッピングリボ払い手数料を、翌月の約定支払日。
ただし、ア当該ショッピング利用により第8条第1項②の機能別利用
可能枠にかかる利用残高が当該機能別リボルビング・分割払い利用可
能枠を超える場合の超過金額、およびイ標準期間におけるショッピン
グリボ払いのショッピング利用代金額とショッピングリボ払い利用
残高の合計金額が（2）に定めるリボ払元金以下の場合の当該ショッピ
ング利用代金額は当該手数料の計算から除かれるものとします。

（2）（1）の手数料のほか、以下の金額（以下「ショッピングリボ払い弁済金」
という。）を毎月の約定支払日。ただし、ボーナス増額払いを指定した
場合、ボーナス指定月の約定支払日において会員が指定した金額を

加算して支払うものとします。なお、ショッピングリボ払い弁済金の
当行に対する本会員の債務の充当は当行所定の方法により行います。
（リボ払元金）
前月15日のショッピングリボ払い利用残高が、会員の指定した
支払方法により決定されるショッピングリボ払い元金（以下「リ
ボ払元金」という。）以上の場合は当該リボ払元金。リボ払元金未
満の場合は当該ショッピングリボ利用残高。
（ショッピングリボ払い手数料）
前月の約定支払日のショッピングリボ払い利用残高（同日に支
払うリボ払元金、ボーナス加算額および前々月16日から前月の
約定支払日までのショッピングリボ払い利用額を差し引いた金
額）に対して前月の約定支払日の翌日から当月の約定支払日ま
での間当行所定の手数料率を乗じた金額。

21. 当行が認めた場合、本会員は支払方法の変更およびボーナス増額
払いの追加指定、加算額の変更をすることができます。

22. 本会員は、ショッピングリボ払い弁済金および第20項の手数料に
ついては、同項の支払方法のほか本規約末尾に記載の「繰上返済方
法」に従い随時支払うことができます。

23. 本会員は、会員がショッピング分割払いを指定した場合、ショッピ
ング利用代金に会員の指定した支払回数に応じた当行所定の割賦
係数を乗じたショッピング分割払い手数料を加算した金額（以下「分
割支払金合計額」という。）を支払うものとします。

24. 分割支払金合計額を支払回数で除した金額を分割支払金（ただし、計算上
の都合により初回および最終回の分割支払金は金額が異なります。）とし、
標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日から支払回数回にわたり
最終約定支払日まで、分割支払金を各約定支払日に支払うものとします。

25. 各分割支払金における分割支払元金と手数料の内訳の計算方法に
ついては以下のとおりとします。
（1）初回の分割支払金の内訳
手数料＝標準期間に利用した場合、ショッピング利用代金に対
する標準期間満了日の属する月の16日から翌月10日までの間当
行所定の手数料率を乗じた金額
分割支払元金＝分割支払金から上記手数料を差し引いた金額

（2）第2回の分割支払金の内訳
手数料＝ショッピング分割払い残元金（ショッピング利用代金－
（1）の分割支払元金）に当行所定の手数料率（月利）を乗じた金額
分割支払元金＝分割支払金から上記手数料を差し引いた金額

26. ボーナス併用ショッピング分割払いを指定した場合、本会員は、ショッピン
グ利用代金の半額を第23項、第24項、第25項の規定に従い支払い、残額を当
行所定の方法によりボーナス月（1月および8月）の約定支払日に支払うもの
とします。なお、初回から最終回までの約定支払日にボーナス月の約定支払
日に該当する日がない場合、ボーナス併用ショッピング分割払いを指定しな
かったものとして取り扱われます。第12項、第13項、第14項に定める債権譲
渡または立替払手続きの遅延その他の事務上の都合により、ボーナス月の約
定支払日に該当する日がないこととなった場合についても同様とします。

27. 本会員は、ショッピング分割払い残元金および手数料については、

第24項、第26項の支払いのほか、当行本規約末尾に記載の「繰上返
済方法」に従い一括で支払うことができます。

28.本会員は、会員が第15条第6項の規定に従いショッピングスキップ払いを
指定した場合、ショッピング利用代金額に、以下のショッピングスキップ払い
手数料を加算した金額を、標準期間満了日の属する月の翌 月々から標準
期間満了日の属する月の7ｶ月後の月までのうちから会員が指定した月（以
下「スキップ指定月」という。）の約定支払日に一括（1回）で支払うものとし
ます。なお、会員が一度指定した約定支払日を再度変更することはできま
せん。

29.ショッピングスキップ払いの手数料は、標準期間におけるショッピング利用代
金額に対して標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日翌日から
スキップ指定月の約定支払日までの経過月数と、当行所定の手数料率
（月利）を乗じた金額。
30.本会員は、ショッピングスキップ払いに関する債務の支払いを本規約末尾
に記載の「繰上返済方法」に従い一括で支払うことができます。

31.本会員が、会員のクレジットカード利用に基づき当行に対して支払うべき約
定支払額を約定支払日に支払わなかった場合には、約定支払額（ただ
し、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングス
キップ払い手数料、金融サービスの手数料および利息ならびに遅延損害
金等は除きます。）に対しその翌日から完済に至るまで、また、本規約に基
づき当行に対して負担する債務につき期限の利益を喪失した場合には、
残債務全額（ただし、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手
数料、ショッピングスキップ払い手数料、金融サービスの手数料および利息
ならびに遅延損害金等は除きます。）に対し期限の利益を喪失した日の翌
日から完済に至るまで、それぞれ以下に定める利率を乗じた遅延損害金
を支払うものとします。
・ショッピング1回払い、ショッピングリボ払い　年14.60％
・キャッシング1回払い　年20.00％
・ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッピングスキップ払い
法定利率

32.第31項にかかわらず、ショッピング分割払いに係る債務については以下の
遅延損害金を支払うものとします。
（1）分割支払金の支払いを遅延した場合は、分割支払金のうち分割支払
元金に対し約定支払日の翌日から完済に至るまで年１４.６０％を乗じた
金額。ただし、当該遅延損害金はショッピング分割払い残元金に対し
法定利率を乗じた額を超えない金額。

（2）分割支払金合計額の残額の期限の利益を喪失した場合は（（１）の場
合を除く）、ショッピング分割払い残元金に対し期限の利益を喪失した
日の翌日から完済に至るまで法定利率を乗じた金額。

第16条（見本・カタログ等と現物の相違）
会員は、見本・カタログ等により申し込みをした場合において、引き渡
された商品・権利または提供された役務等が見本・カタログ等と相違し
ている場合は、加盟店に商品、権利、役務等の交換を申し出るかまたは
売買契約の解除または役務提供契約の解除ができるものとします。
第17条（支払停止の抗弁）
1.会員は、加盟店から購入した商品、権利または提供を受けた役務に

関する紛議について、当該加盟店との間で解決するものとします。
2.第１項にかかわらず、本会員は、ショッピングリボ払いショッピング分割払い、
ショッピングスキップ払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払いを指
定もしくは変更して購入した商品もしくは割賦販売法に定める指定権利ま
たは提供を受けた役務（以下併せて「商品等」という。）について次の事
由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商
品等について、当行への支払いを停止することができるものとします。
（1）商品の引き渡し、指定権利の移転または役務の提供がないこと。
（2）商品等に破損、汚損、故障、その他の瑕疵があること。
（3）その他商品等の販売について加盟店に対して生じている抗弁事由が
あること。

3.当行は、本会員が第2項の支払いの停止を行う旨を当行に申し出た
ときは、直ちに所要の手続きをとります。
4.本会員は、第3項の申し出をするときは、予め第2項の事由の解消の
ため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
5.会員は、本会員が第3項の申し出をしたときは、速やかに第2項の事由
を記載した書面（資料がある場合には資料添付のこと。）を当行に提
出するよう努めるものとします。また当行が第2項の事由について調
査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
6.第2項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停
止することはできないものとします。
（1）ショッピングリボ払いの場合において、1回のカード利用におけるショッピ
ング利用代金額が3万8千円に満たないとき。ショッピング分割払い、ショ
ッピングスキップ払い、ショッピング2回払いまたはボーナス１回払いの場
合において、1回のカード利用における分割支払金合計額が4万円に
満たないとき。

（2）本会員による支払いの停止が信義に反すると認められたとき。
（3）会員によるショッピング利用が営業のために行うショッピング
利用である場合または海外でのショッピング利用である場合等、
割賦販売法第35条の3の60に定める適用除外条件に該当するとき。

第18条（アレコレキャッシング1回払い）
1. 会員は、当行所定の現金自動支払機（以下「CD」という。）、現金自動預
払機（以下「ATM」という。）等でカードおよび登録された暗証番号を使
用することにより金銭を借り入れることができます（以下「キャッシ
ング1回払い」という。）。その場合、会員は当行に対し、当行所定の金融
機関利用料を支払うものとします。なお、CD・ATMの機種や設置地域、店
舗等により、利用できない取引があり、また、CD・ATMの設置店舗の営
業時間やシステム保守等により、利用できない時間帯があります。
2.キャッシング1回払いにおける融資の日（以下「融資日」という。）は、CD・ATM
もしくは次条第3項に定める窓口等で融資を受けた日とします。お支払い口
座へは、当行に代わり、JCBが立て替えて融資金を振り込む場合があります。
3.会員は、第8条に定める金額の範囲内でキャッシング1回払いサー
ビスを利用することができます。
4.本会員は、会員が標準期間にキャッシング1回払いを利用した場合、標準
期間満了日の属する月の翌月の約定支払日に、標準期間の借入金合計額
およびキャッシング1回払い手数料（各借入金に対してキャッシング1

回払い融資日の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払
日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額）を支払うものとします。
なお、本会員は本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日
の前に借入金及び手数料の全額または一部を随時支払うことができます。
5.当行は、約定支払額が約定支払日に支払われなかった場合、本会員
の当行に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生し
ている場合、その他会員の利用状況および本会員の信用状況等によ
り会員のキャッシング1回払いの利用が適当でないと判断した場合
には、新たなキャッシング1回払いの利用を中止することができる
ものとします。なお、延滞の発生により利用を中止する場合は、本会
員の当該延滞に係るその後の支払い状況に関わらず、当行が定める
一定の期間内において継続して利用を中止する場合があります。
6.会員が、日本国外で本サービスを利用し、その引出額が指定口座の
預金残高の範囲内である場合には、会員が第19条に定めるサービ
スを受けたものとみなします。
第18条の２（海外キャッシング）
1.会員は、前条に定めるキャッシング1回払いを日本国外においても利
用することができます（以下「海外キャッシング1回払い」という。）。
2.会員が海外キャッシング1回払いを利用する場合に適用される機能
別利用可能枠は、海外キャッシング1回払い利用可能枠となります。
3.会員は、前条第1項に定める方法のほか、当行所定の方法により、国外
の金融機関等のCD・ATMにおいて海外キャッシング1回払いを利
用できる場合があります。海外キャッシング1回払いの利用方法は、
利用される国や地域、ATMにより異なるため別途公表いたします。
4.本会員は、会員が標準期間に海外キャッシング1回払いを利用した場
合、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日に、標準期間の借
入金合計額およびキャッシング1回払い手数料（各借入金に対して
キャッシング1回払い融資日の翌日から標準期間満了日の属する月
の翌月の約定支払日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額）を
支払うものとします。なお、本会員は本規約末尾に記載の「繰上返済
方法」に従い、約定支払日の前に借入金および手数料の全額または一
部を随時支払うことができます。ただし、会員が海外キャッシング1
回払いを利用した国外の金融機関・ATM保有会社等の事務処理の都
合上、上記の約定支払日から1カ月または2カ月後の約定支払日とな
る場合があります。この場合であっても、キャッシング1回払い手数
料が本項本文に定める金額から増額されることはありません。
5.会員が海外キャッシング1回払いを利用する場合、前条第2項、第3項
および第5項の定めが適用されますが、前条第4項は適用されません。
6.海外キャッシング1回払いの利用により会員が現地通貨で現金の引
出しを行った場合であっても、海外キャッシング1回払いの借入金元
金は、JCBとJCBの提携会社が当該借入金元金の集中決済をした時点
（会員がカードを利用した日とは異なることがあります。）のJCBが
定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨としま
す。なお、換算レートおよび換算方法については、第21条第6項が適用
されるものとします。

第19条（海外預金引出しサービス）
1.海外預金引出サービス（以下「海外キャッシュサービス」といいま
す。）とは、JCBと提携する国外金融機関等のCD・ATMで、会員が
現地通貨により指定口座から預金の払戻しを受けることができる
サービスです。なお、CD・ATMの利用方法は、それぞれのCD・
ATM設置先の定めによります。
2.海外キャッシュサービスによる日本国外での払戻しに係る指定口
座からの引落しは、JCBでの処理日の3営業日後を支払日とし、通帳
および払戻請求書なしで指定口座から自動引落しの方法により支
払うものとします。
3.前項の支払については、外貨額をJCBまたは提携金融機関、提携ク
レジット会社が定める時期ならびに為替相場により円貨に換算し
た金額を前項により引落すものとします。
4.海外キャッシュサービスに係る引落しと支払日の到来しているシ
ョッピング利用、キャッシング1回払いおよびカードローンサービ
スによる債務が指定口座の預金の不足により同時に引落すことが
できない場合における引落しの選択は当行の任意とします。
5.海外キャッシュサービスによる利用可能枠は、ショッピング利用可
能枠の範囲内で当行が定める金額とします。1回当りの利用できる
金額は、JCBまたは提携金融機関、提携クレジット会社が定める金額
までとします。
6.このサービスの利用にあたっては、当行所定の手数料110円（税込み）
を申し受けます。また支払機利用手数料については、当該支払機を
設置している金融機関、提携クレジット会社の定めによります。なお、
手数料は、本条第2項の引落しと同時に引落します。
7.本条第2項および第6項の合計額が指定口座の預金の不足等により引落し
できなかった場合には、日本国外での払戻しに係る指定口座からの引落
しの取扱いはなかったものとし、かわりに全額について第18条に定める
日本国外におけるキャッシング1回払いを行ったものとみなします。な
お、この場合の手数料は第18条第4項に定める手数料を申し受けます。
第20条（カードローンサービス）
1.この取引は、カードまたは通帳使用による当座貸越とし、通帳およ
び当座貸越請求書による借入、小切手・手形の振出しあるいは引受
けは行わないものとします。
2.この取引の有効期間（貸越利用期限）、（以下「取引期限」という）は、契約
日から1年後の応答月の前月末日までとします。ただし、取引期限到来
日の前日までに当事者の一方から別段の意志表示がない場合には、こ
の取引期限は更に1年間延長するものとし、以後も同様とします。
3.前項の規定にかかわらず、満65歳を超えての取引期限の延長は行
わないものとします。
4.当行が本条第2項の取引期限延長に関する審査等の為に資料の提出
または報告を求めたときには、直ちにこれに応ずるものとします。
5.取引期限が延長されずに到来した場合は、次によるものとします。
（1）取引期限到来日の翌日以降この取引による当座貸越は受けられ
ないものとします。

（2）取引期限到来日に貸越元利金がある場合は、当行から貸越元利金全

額の返済を求めない限り、本契約の各条項に従い返済するものとしま
す。ただし、当行の判断により貸越元利金全額の返済を求める場合は、
当行が求める期限までに、貸越元利金全額を返済するものとします。

（3）取引期限到来日の翌日以降に貸越元利金がない場合、また貸越
元利金の返済が完了した場合は、この取引は当行から通知する
事なく当然に解約されるものとします。

6.カードローンサービスの貸越極度額は当行が会員毎に定めるものと
します。会員によっては貸越極度額を0円とすることができるものと
します。また、当行は会員の属性および当行との取引状況等により、こ
の取引の貸越極度額を変更できるものとします。この場合、当行は変
更後の貸越極度額及び変更日を借主に通知するものとします。
7.当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金は、当行所定の
利率（年365日の日割計算）を適用するものとします。
8.当行が特に会員に対して、当行所定の基準および方法により優遇金利を適
用した場合には、当行は会員に対して通知する事なく、いつでもその優遇
利率を変更し、または優遇利率の適用を中止する事ができるものとします。
9.この取引による借入金の返済日は、毎月4日、14日、24日のうち会員
が予め指定した日とし、会員は返済日に別表の通り返済を行うもの
とします。約定返済金額を返済した後も貸越極度額を超過する場合
は、その超過額を含めて返済します。なお、返済日の変更はできない
ものとします。利息は、付利単位100円とし、上記指定日に当行所定
の利率、方法により計算のうえ貸越元金に組入れるものとします。

10. 前項の約定返済は指定口座からの自動支払によるものとします。この
場合、会員は指定口座に、毎月の返済日までに返済金相当額を預入する
ものとし、当行は返済日に預金通帳および請求書なしで払い出しのうえ、
返済に当てるものとします。ただし、指定口座の残高が約定返済金額に
満たない場合、その一部の返済にあてる取扱いは行わないものとします。
なお、自動引落しが約定返済日にできない場合において、当行は約定返
済日以降いつでも同様の方法により取扱いできるものとします。

11. 本条第10項による約定返済のほか、当座貸越専用口座への入金ま
たは振込みにより、随時に任意の金額を返済する事ができるもの
とします。ただし、入金額が当座貸越残高相当額を超える場合は、
その超える金額を指定口座に入金するものとします。
第3章　カードの支払い方法その他
第21条（クレジットカードサービスの利用代金等の支払）
1.ショッピングサービスおよびキャッシング1回払いによる本会員の当行に
対する債務は、毎月15日に締切り翌月10日（当行休業日の場合は翌営業日）
に通帳および払戻請求書なしで指定口座から自動引落しの方法により支払
うものとし、当該支払金額を約定支払額といいます。ただし、支払日等につい
て別に定めがある場合は、その定めに従うものとします。なお、加盟店の事務
上の都合により支払日は翌々月以降の10日（同前）になることがあります。
2.会員が本規定に違反してカードを利用した場合ならびに本規定に
定める以外の方法によりカードを利用した場合でも本会員は支払
義務を負うものとし、その支払いは本条第1項と同様とします。
3.当行が本会員に明細（本条第９項に定めるものをいう。）の通知手続を行
った後に、会員が本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支

払日の前に借入金等を支払ったこと、または会員がキャッシング１回払いを
利用したこと等により、本会員が本規約に基づき当行に支払うべき手数料
または利息の金額と当行が前項の方法により約定支払日に本会員から
実際に支払いを受けた手数料または利息の金額との間に差額が生ずる
場合、当行は翌月の約定支払日に本会員に当該差額を返金するなどの
方法により精算することを本会員は承諾するものとします。なお、当行は本
会員が前項に従い翌月の約定支払日に支払うべき約定支払額から当行
が本会員に返金すべき金額を差し引くことができます。
4.会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務につい
ては、JCBの関係会社が加盟店等に第15条第10項、第11項、第12項にか
かる債権譲渡代金等を支払った時点（会員がカードを利用した日とは
異なることがあります。）のJCBが定める換算レートおよび換算方法
に基づき円換算した円貨により、本会員は当行に対し支払うものとし
ます。
5.会員が国外でカードを利用した場合において、JCBの関係会社が加盟店
等に第15条第10項、第11項、第12項にかかる代金等を支払った後に、会
員と加盟店間のカード利用にかかる契約が解除された場合等、当行が会
員へ返金を行う場合は、原則として、前項に基づきJCBの関係会社が加
盟店等に第15条第10項、第11項、第12項にかかる代金等を支払った時点
のJCBが定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によ
るものとします。ただし、当行がかかる時点を特定することが不可能な
場合等、やむを得ない事情がある場合には、JCBの関係会社が加盟店等
との間で当該解除等にかかる手続を行った時点（会員が加盟店等との間
で当該解除等にかかる手続きを行った日とは異なることがあります。）
のJCBが定める換算レートおよび換算方法による場合があります。
6.会員が国外で付加価値税（VAT）返金制度を利用した場合において、当行
が会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方法は、JCBの関係会社
が付加価値税（VAT）返金制度取扱免税会社との間で当該返金にかかる
手続きを行った時点（会員が付加価値税（VAT）返金制度を利用した日ま
たはカードを利用した日とは異なることがあります。）のJCBが定める換
算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。
7.第4項から第6項の換算レートおよび換算方法は、原則として、JCB指定金
融機関等が指定した為替相場を基準にJCBが定めるものとし、別途公表い
たします。なお、一部の航空会社その他の加盟店等におけるカード利用の
場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算されたうえ、
JCBが定める換算レートおよび換算方法により円換算することがあります。
8.本会員の当行に対する弁済期の到来している債務について、当行は
随時支払いを受けることができるものとします。また弁済期の到来
しているショッピングサービス（日本国外におけるキャッシングサ
ービスを含む）による債務と日本国内におけるキャッシングサービ
スによる債務の合計額が指定口座の預金不足等により引き落としで
きない場合には、そのいずれかに充当するかは当行の任意とします。
9.当行は、本会員の約定支払額、ショッピングリボ払い利用残高、ショッピング
分割払い利用残高（ショッピングスキップ払い利用残高を含む。）およびキ
ャッシングリボ払い利用残高等（以下「明細」という。）を約定支払日の当月
初め頃、当行所定の方法により、本会員に通知します。なお、年会費のみ

の支払いの場合、明細の通知を省略することがあります。
第22条（外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令の適用）
日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外国為替及び
外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要
とする場合には、当行の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国
外でのカードの利用の制限若しくは停止に応じていただくことがあります。
第23条（手数料率、料率の算定方法、変更等）
1. 手数料率、利率（遅延損害金の利率を含む。以下本条において同じ。）
等の計算方法については、本規定において別途定める場合を除き、1
年を365日（うるう年は366日）とする日割方式による計算とします。
2.当行は各サービスにおける利率および手数料を、金融情勢の変化その他相
当の事由がある場合には一般に行われる程度のものに変更できるものと
します。この場合、当行の店頭または現金自動支払機設置場所に掲示する
ものとします。また、第35条の規定にかかわらず当行から手数料率、利率
の変更を通知した後は、リボルビング払いについては変更後の未決済残高
または融資残高に対し、分割払い及びキャッシングサービスについては変
更後の利用分から、変更後の手数料率・利率が適用されるものとします。
第24条（カードの紛失、盗難、偽造）
1. カードまたはカード情報あるいはチケット（タクシーチケット等）が紛失・
盗難・詐取・横領等（以下まとめて「紛失・盗難」という）により他人に不正利
用された場合、本会員は、そのカードまたはカード情報の利用により発生す
る利用代金、チケット利用代金についてすべて支払義務を負うものとします。
2.本条第1項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当行またはJCB
に届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当行またはJCBの請求によ
り所定の紛失、盗難届を当行またはJCBに提出した場合、当行は、本会員に対
して当行またはJCBが届け出を受けた日の60日前以降のクレジットカード
サービスによるカードの利用代金について、その支払いを免除します。
3.偽造カードの使用に係るカード利用代金については、本会員は支
払義務を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調
査に協力するものとします。
4.前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に
故意または過失があるときは、その偽造カードの利用代金につい
て本会員が支払義務を負うものとします。
5.カードの紛失・盗難・偽造により生じた損害の処理については、「ふ
くぎんキャッシュカード規定」、「デビットカード取引規定」をそれ
ぞれ適用することとします。
第25条（カードの利用代金の支払に関する免責事項）
第24条のカードの紛失・盗難に関し、会員が下記のいずれかに該当すると
きは、本会員のカードの利用代金の支払いは免除されないものとします。
（1）会員が第2条に違反したとき。
（2）会員の家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき。
（3）会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法
令違反によって紛失、盗難が生じたとき。

（4）紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき。
（5）会員が当行の請求する書類を提出しなかったとき、または当行等
の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。

（6）カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき（第7条第
2項ただし書きの場合を除く。）。

（7）戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき。
（8）その他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。
第26条（カードの再発行）
1.両社は、カードの紛失、盗難、破損、汚損等またはカード情報の消失、不正
取得、改変等の理由により会員が希望した場合、両社が審査のうえ原則
としてカードを再発行します。この場合、本会員は、自己に貸与されたカ
ードの他、家族カードの再発行についても当行所定の再発行手数料を支
払うものとし、再発行手数料は両社が別途通知または公表いたします。
なお、合理的な理由がある場合はカードを再発行しない場合があります。
2.両社は、両社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断
した場合、会員番号の変更ができるものとします。
第27条（サービスの一時停止）
1. 会員は、本会員が本規定に定める当行に対する債務のいずれかの
支払いを怠った場合、その債務を完済するまでキャッシュカード
サービスを除くサービスを受けられないものとします。
2.当行は、会員が本規定に違反し若しくは違反するおそれがある場合、
カードの利用状況に不審がある場合には、サービスの全部または一
部について一時的に停止し、若しくは、加盟店や自動化機器等を通
じてカードの回収を行うことができます。加盟店からカード回収の
要請があったときは、会員は異議なくこれに応ずるものとします。
第4章　期限の利益喪失・会員資格の取消・退会等
第28条（期限の利益喪失）
1. 会員が次の各号の事由のいずれかに該当したときは、当行は本会
員への通知催告等を要せず、本会員は本規定に基づく一切の債務
について当然に期限の利益を失い、カード利用により当行に対し
て負担した一切の債務を直ちに支払うものとします。
（1）保証会社から保証の取消または解約の申出があったとき。
（2）支払の停止または破産・民事再生、金銭の調整に係る調停の申立
てを受けたとき、または自らこれらの申立てをしたとき。

（3）手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
（4）会員の預金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差
押または差押の命令通知が発送されたとき。

（5）カード改ざん、不正使用等当行がカードの利用を不適当と認めたとき。
（6）住所変更の届出を怠るなど、会員の責めに帰すべき事由によって、
当行において会員の所在が不明となったとき。

（7）ショッピングリボ払いまたは、ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払
い、ショッピング２回払いまたはボーナス1回払いによるショッピング代金
債務、その他本会員の当行に対する債務の支払いの履行を遅滞し、
当行から20日以上の相当な期間を定めて書面で支払いの催告をされ
たにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。

2.本会員は、当行に支払うべき債務の履行を遅滞し相当期間を定めた当
行からの催告後に是正されない場合、および第30条1項の規定により会
員資格（家族会員を含む）を取り消された場合、ショッピングリボ払い、
ショッピング分割払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払い

によるショッピング代金債務を除く本規定に基づく債務について当然
に期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。
3.会員が次の各号の事由のいずれかに該当したときは、当行からの本会員への
通知催告等により、本会員は期限の利益を失い、カード利用により当行に対
して負担した一切の債務を直ちに支払うものとします。なお、この場合、本会
員が住所変更の手続きを怠る、あるいは本会員が当行からの通知催告等を受
領しないなど、本会員の責に帰すべき事由により、通知催告等が延着しまた
は到着しなかった場合は、通常到着すべき時期に到達したものとみなします。
（1）本規定に定める事項の1つにでも違反したとき。
（2）本規定に基づくカード取引に関し、当行に虚偽の資料提供また
は報告をしたとき。

（3）指定口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またその
恐れがあると当行が認めたとき。

（4）前各号のほか当行が債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
4.本会員は、第29条の事由により会員資格を取消された場合、本規約
に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債
務の全額を支払うものとします。
第29条（反社会的勢力の排除）
1. 会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過し
ない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ
または特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者（以下、これらを「暴力
団員等」という）に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しな
いことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
（1）暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
（2）暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を
有すること

（3）自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三
者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を
利用していると認められる関係を有すること

（4）暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するな
どの関与をしていると認められる関係を有すること

（5）役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会
的に非難されるべき関係を有すること

2.会員は、自らまたは第三者を利用して、当行に対し次の各号の一に
でも該当する行為を行わないことを確約いたします。
（1）暴力的な要求行為
（2）法的な責任を超えた不当な要求行為
（3）取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
（4）風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、ま
たは業務を妨害する行為

（5）その他前各号に準ずる行為
3.会員が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前
項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表
明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、会員との取引を継続す
ることが不適切である場合には、会員は当行から請求があり次第、当行に
対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。

4.前項の規定の適用により、会員に損害が生じた場合にも、当行になんらの請
求をしません。また、当行に損害が生じたときは、会員がその責任を負います。
5.会員は、本契約締結日時点で会員と当行との間に存在するいっさ
いの融資・ローン・クレジットカード取引についても、本条項が適
用されることに同意いたします。 
第29条の2（マネーロンダリング等の禁止）
会員は、マネーロンダリング、反社会的勢力（テロリストを含む。）に対して資
金供与等をすること、または経済制裁関係法令その他の法令もしくは国際
的な規制に抵触する行為（以下、これらを総称して「マネー・ロンダリング等」
という。）を遂行する目的で、またはマネーロンダリング等を遂行する手段とし
て、カードを利用してはならないものとします。
第30条（会員資格の取消）
1. 両社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当行において会員とし
て不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことがで
きるものとします。ただし、（3）においては相当期間を定めた当行からの通知、
催告後に是正されない場合に会員資格を取消すことができるものとします。
（1）カードの申込に際し、氏名、住所、勤務先、年収、家族構成等、会員
の特定、信用状況の判断に係る事実について虚偽の申告をしたり、
カードを不正に使用した場合。

（2）本規定のいずれかに違反した場合。
（3）カード利用代金等、当行に対する債務の履行を怠った場合。
（4）換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況
が不適当若しくは不審があると当行が判断した場合。

（5）指定口座を両社の同意なく解約したとき。
（6）会員が、本会員として当行から複数のカードを貸与されている場合、

他のカードについて上記事項のいずれかに該当する事由が生じたとき。
（7）当行が更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過したとき。
（8）当行が発行したカードを会員が受領する意思がない、または当
行から要請があるにもかかわらず受領を行わない場合。

2.会員資格を取消されたときは、会員は速やかにカード及びチケット等、
当行から貸与された物品を当行に返還するものとします。また、会員
資格を取消された場合、会員は当行に対する会員資格に基づく権利を
喪失するものとします。また、本会員が会員資格を喪失した場合、当然
に家族会員も会員資格を喪失します。なお、本会員は、会員が会員資格
喪失後にカードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。
3.当行は、会員資格の取消を行なった場合、カード及びチケット等の無効
通知並びに無効登録を行い、加盟店等を通じてこれらの返還を求めるこ
とができるものとします。会員は、加盟店等からこれらの返還を求めら
れたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当行に返還するものとします。
第31条（退会）
1.本会員が退会をする場合は、本会員、家族会員全員のカード及び貸与
されたチケット等を添え、当行所定の届出用紙により当行に届出るも
のとします。この場合、債務全額を弁済していただくこともあります。
2.家族会員のみが退会をする場合は、退会する家族会員のカード及び貸与され
たチケット等を添え、当行所定の届出用紙により当行に届出るものとします。
3.カード返却前に生じた損害についてはすべて会員の負担とします。

4.会員は本取引の終了・解約後、当行に対する本規定に基づくカード
取引による債務が残存する場合には、指定口座に受入れまたは振
込まれた資金（受入れた証券類については全額決済されるまでこ
の資金から除く）について、当行が債務完済に至るまで指定口座か
ら引落し、この債務の弁済に充当されても異議ないものとします。
第32条（相殺または払戻充当）
1.本会員が本規定に定める当行に対する債務を履行しなければならない場
合には、その債務と会員の預金その他の債権とを、その債権の期限のいか
んにかかわらず、いつでも当行は相殺できるものとします。この場合当行
は本会員にかわり諸預け金を払戻し、債務の弁済に充当することができ
るものとします。この場合、当行は本会員に対し書面により通知します。
2.本条第1項により相殺または払戻充当をする場合には、債権債務の利息、清算
金、損害金・違約金等の計算については、その期間を計算実行の日までとしま
す。また、利率・料率等について借主と銀行間に別の定めがない場合には銀行
が一般に認められている基準に基づいて定めるところによるものとし、また
外国為替相場については、当行の相殺実行日の相場を適用するものとします。
3.本会員は、弁済期にある本会員の預金その他の債権と本取引によ
る本会員の債務とを相殺することができるものとします。その場合、
相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書・
通帳等は届出印を押印して直ちに当行に提出するものとします。
4.本条第3項における債権債務の利息、清算金、損害金、違約金等の計
算については、その期間を相殺通知の到達の日までとし、利率およ
び料率は当行の定めによるものとします。
5.当行が相殺をする場合、本会員の当行に対する債務全額を消滅させるに
足らないときは、特に通知せず当行が適当と認める順序方法により充当
することができます。ただし、ショッピングリボ払いの支払停止の抗弁
に係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
6.当行が本条第1項により充当指定した時は、本会員はその充当に対
して異議を述べる事ができないものとします。
7.本会員が相殺したときの充当指定により債権保全上支障が生じるお
それがあるときは、当行は遅滞なく異議を述べ、担保、保証の有無、軽重、
処分の難易、弁済期の長短、割引手形または割引電子記録債権の決済
見込などを考慮して、当行の指定する順序方法により充当することが
できます。この場合、当行は本会員に充当結果を通知するものとします。
8.本条第3項によって当行が充当する場合には、本会員の期限未到来
の債務については期限が到来したものとして、当行はその順序方
法を指定することができます。
第33条（業務の委託）
1.当行は、「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣
より営業許可を受けた債権管理回収会社に対して、カードの債権
の管理・回収業務を委託できるものとします。
2.会員は、当行が代金決済事務その他の事務等をJCBおよび関連会社
に業務委託することを予め承認するものとします。
第34条（準拠法・合意管轄）
会員と両社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。ま
た会員と両社の間で訴訟の必要が生じた場合、当行の本支店所在地

を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
第35条（本規定の変更）
本規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化、その他の相当
の事由があると認められる場合には以下のいずれかの方法により変
更できるものとします。
（1）当行が変更内容を当行の店頭表示その他相当の方法で公表する事。
この場合、その変更内容は、公表の際に定める1ヶ月以上の相当な
期間を経過した日（以下「相当期間経過日」といいます。）から適用
されるものとします。

（2）変更内容を当行から通知する事、または新規定を送付する事。
この場合、その変更内容は、変更内容を当行から通知した後、また
は新規定を送付した後にカードを利用したとき（以下「通知後のカ
ード利用日」といいます。）に会員が承認したものとみなし、その変
更内容は、通知後のカード利用日から適用されるものとします。

（3）本規定の変更等を本条第1項の双方により行う場合、その変更内容
は、相当期間経過日または通知後のカード利用日のいずれか先に到
来した日から適用されるものとします。なお、本規約と明示的に相違す
る規定または特約がある場合は、当該規定または特約が優先されるも
のとします。

第36条（危険負担、免責条項等）
1.会員が当行に差し入れた契約書類等が、事変、災害等やむを得ない
事情によって紛失、減失または損傷した場合には、会員は当行の帳
簿、伝票等の記録に基づいて債務を返済します。なお、会員は当行
からの請求があれば直ちに代りの契約書類等を差入れます。
2.会員に対する権利の行使もしくは保全に要した費用は、会員の負担とします。
第37条（規定等の準用）
本規定に特段定めのない事項は、「普通預金規定」、「総合口座取引規定」、
「ふくぎんキャッシュカード規定」、「デビットカード規定」、および「IC
キャッシュカード特約」を準用する事とします。

以上

各種規定等・手数料について
本規約に記載の各種規定等および諸手数料について当行ホームペー
ジに掲載しています。URLは以下の通りです。
各種規定等：https://www.fukuokabank.co.jp/yakkan/
諸手数料：https://www.fukuokabank.co.jp/price/commissions/index.html
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ふくぎんアレコレJCBカード会員規定（2020年4月改定）

第1章　総則
第1条（会員） 
1.ふくぎんアレコレJCBカード（以下「カード」といいます。）とは、1枚
のカードにキャッシュカード機能（デビットカード機能を含む）、
クレジットカード機能およびローンカード機能の3つの機能を兼
ね備えたカードのことをいいます。
2. 株式会社福岡銀行（以下「当行」という）および株式会社ジェーシービー（以
下「JCB」という。）が運営するクレジットカード取引システム（以下「JCBク
レジットカード取引システム」という。）に当行およびJCB（以下「両社」とい
う。）所定の入会申込書等において、本規定を承認のうえ第2条1項に基づく
会員区分を指定して申し込まれた方で当行が審査のうえ両社が入会を承
認した方を本会員とします。会員と両社との契約は、両社が入会を承認し
たときに成立します。なお各機能の提供者は、次に定めるとおりとなります。
　・キャッシュカード機能：当行
　・クレジットカード機能：両社
　・ローンカード機能：当行
　また、金融機関等による顧客等の本人確認等および犯罪による収
益の移転防止に関する法律に基づく本人確認が当行所定の期間内
に完了しない場合は、入会を断ることがあります。
3.ＪＣＢクレジットカード取引システムに両社所定の入会申込書等において、本
規約を承認のうえ、家族会員として入会を申し込まれた本会員の家族で、
両社が審査のうえ入会を承認した方2名を限度として家族会員といいます。
本会員は、家族会員に対し、本会員に代わって家族カード（第2条第1項
で定義される「家族カード」として定義のうち家族会員に貸与されるもの
をいう。また当該カードのカード番号を含むものとする。以下本条において
同じ。）を使用して、本規約に基づくカード利用（第2章（ショッピング利用、
金融サービス）に定めるショッピング利用（第15条に定めるものをいう。以
下同じ。）、キャッシング1回払いおよびキャッシングリボ払い（以下併せて
「金融サービス」という。）ならびに第4条に定める付帯サービス等の利用
の全部または一部をいう。また、モバイル端末等にカード番号を登録する
などして、当該モバイル端末等を使用したショッピング利用または金融サ
ービスの利用等をする行為を含む。以下同じ。）を行う一切の権限（以下
「本代理権」という。）を授与します。なお、本会員は、家族会員に対する
本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある
場合は、第31条第2項所定の方法により家族会員によるカード利用の中
止を申し出るものとします。本会員は、この申し出以前に本代理権が消
滅したことを、両社に対して主張することはできません。
4.本代理権の授与に基づき、家族会員の家族カードによるカード利用はす
べて本会員の代理人としての利用となり、当該家族カード利用に基づく
一切の支払債務は本会員に帰属し、家族会員はこれを負担しないもの
とします。また、本会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者
の注意をもって家族会員をして本規約を遵守させる義務を負うものとし、
家族会員が本規約に違反した場合には、当行に対し、連帯して責任を
負うものとします。

5.本会員と家族会員を併せて会員といいます。
6.会員は申込時にカード取引を行う総合口座普通預金（以下「指定口
座」といいます。）を指定するものとします。
7.会員はふくぎんマイレージサービス「マイバンクプラス」利用規約を承
認のうえ、ふくぎんマイレージサービス「マイバンクプラス」の利用を申
し込むものとします。
8. 本会員は「ふくぎんバンクカード」、「ふくぎんアレコレVISAカード」、「ふ
くぎんアレコレMasterCard」との重複契約はできないものとします。
第2条（カードの貸与およびカードの管理）
1.当行は会員1名につき1枚のカードを貸与します。カードには「アレ
コレJCB一般」・「アレコレJCBゴールド」・「アレコレJCBヤングゴ
ールド」・「アレコレJCBリボルビング」の会員区分があります。
2.会員に貸与されるカードは、同一区分とします。
3.会員はカードを貸与されたときは、直ちにカード裏面署名欄に自
署するものとします。
4.カード上には会員氏名、会員番号、カードの有効期限、口座番号、店
番号、セキュリティコード（カード裏面に印字される場合には、署
名欄（サインパネル）に印字される7桁の数値のうち下3桁または
「SECURITY CODE」との表記で印字される3桁の数値をいう。（以
下「カード情報」といいます。）が表示されています。カードはカー
ド表面に表示された会員本人以外利用できません。また会員は善
良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を使用し、
管理するものとします。
5.カードの所有権は当行に属し、会員は他人にカード及びカード情報を貸
与・預託・譲渡および質入れする等、カード及びカード情報の占有を第三
者に移転させることは一切できないものとします。また、カード及びカ
ード情報を預託しもしくは使用させる事は、一切出来ないものとします。
6.アレコレJCBヤングゴールドカード会員は、満30歳の誕生日以降
最初に到来するカードの有効期限以降、審査のうえアレコレJCBゴ
ールドカードに切り替わるものとします。
第3条（サービスの範囲）
1.会員はカードを利用して、次のサービスを受けることができます。
（1）現金自動支払機または現金自動預入支払機（以下両者を「CDま
たはATM」という。）による指定口座の払戻し、および現金自動
預入支払機による指定口座の預入れ。（以下「キャッシュカード
サービス」といいます。）

（2）CDまたはATMによる、指定口座の当座貸越借入金の払い出し。
（以下「プラスワンサービス」といいます。）

（3）加盟店における物品の購入ならびにサービスの提供を受けたこ
とに係る代金および料金の立替支払、およびCDまたはATMによ
る立替え現金払出し。（以下「クレジットカードサービス」といい、
クレジットカードサービスは「ショッピングサービス」、「キャッシ
ングサービス」、「海外預金引出サービス」により構成されます。）

（4）自動化機器による、当座貸越専用口座の当座貸越借入金の払い
出し。（以下「カードローンサービス」といいます。）

2.家族会員は前項のサービスのうち、(1)および(3)のみを受けること

ができるものとします。
第4条（特典および付帯サービス）
1.当行は会員に対し当行の定めた特典を付与します。特典の内容については、
店頭に備え置きのパンフレットおよび当行ホームページ等に記載します。
2.当行は会員に事前に通知することなく、特典の内容を変更または
中止する場合があります。
3.会員は、クレジットカードサービスとして当行、JCBまたは当行も
しくはJCBが提携する第三者（以下「サービス提供会社」という。）が
提供するカード付帯サービスおよび特典（以下「付帯サービス」と
いう。）を当行、JCBまたはサービス提供会社所定の方法で利用する
ことができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容
については、当行が書面その他の方法により通知または公表します。
4.付帯サービスはカードの種類によって異なります。会員は、付帯サ
ービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、
また、会員が本規約または付帯サービスの利用等に関する規定等に
違反した場合、または両社が会員のカード利用が適当でないと合理
的に判断した時は、付帯サービスを利用できない場合があります。
5.会員は、当行、JCBまたはサービス提供会社が必要と認めた場合には、
当行、JCBまたはサービス提供会社が付帯サービスおよびその内容
を変更することがあります。
6.会員は、当行が認める場合、当行が別に定めるところに従い、WEBサービ
ス（「MyJCB」「MyJチェック」等を含むが、それらに限らない。以下同じ。）
の登録を行うことによりWEBサービスを利用することができます。ただし、家
族会員は、WEBサービスのうち一部の機能を利用することができません。
本会員は、入会時または入会後遅滞なく、当行が別途定める規定に同意
の上、「MyJCB」および「MyJチェック」に登録するための当行所定の手
続きをとり、また当該登録を維持するよう努めるものとします。
第5条（保証）
1.本会員は、カード利用による当行に対する一切の債務について、ふ
くぎん保証株式会社（以下「保証会社」という。）に保証を委託し、そ
の保証を受けるものとします。
2.本会員と保証会社との間の取り決めは、別途「アレコレカード保証
委託約款」に定めるものとします。
第6条（年会費・諸費用の負担）
1.本会員は当行に対し当行が通知または公表する年会費（家族会員の有無･
人数によって異なる。）を、有効期限月（カード上に表示された年月の月
をいう。）の3ヵ月後の第21条に定める約定支払日（ただし、入会後最初の
年会費については、有効期限月の翌月の約定支払日）に通帳および払戻
請求書なしで指定口座から自動引落しの方法により支払うものとします。
なお、一旦支払われた年会費は当行またはJCBの責に帰すべき事由によ
らない退会または会員資格喪失となった場合、返還しません。ただし、「ア
レコレJCBリボルビング」の年会費については免除するものとします。
2 .前項の年会費は、当行が必要と認めたときは相当な範囲で変更できるものと
し、この場合、当行の店頭またはCDまたはATM設置場所に掲示するものとし
ます。
3.本会員は、会員が負担すべき印紙代を当行所定の日に、通帳および払戻

請求書なしで指定口座から自動引落しの方法により支払うものとします。
第7条（カードの有効期限）
1.カードの期限は、カード表面下部に月、年（西暦の下2桁）の順に記載し、当
該月の月末日までとします。有効期限切れのカードは、当行が請求した場
合は、直ちに当行に返却するものとします。ただし、会員から期限の2ヶ月
前までに期限を延長しない旨の申し出がなく、当行が審査のうえ両社が引
き続き会員と認めた場合はさらに5年間延長されたものとし、以降も同様
とします。その場合新たな有効期限を記載したカードを会員に貸与します。
2.前項の規定に関わらず、プラスワンサービスについては65歳の誕
生日以降最初に到来する有効期限をもって終了するものとします。
カードローンサービスについては、第20条3項によることとします。
第8条（カードの利用枠・利用可能金額および複数カード保有における利用の調整）
1.当行は、本会員につき、商品ごとの利用可能枠として、次の利用可
能枠を審査のうえ決定します（商品ごとの利用可能枠を総称して「機
能別利用可能枠」という。）。
　① ショッピング1回払い利用可能枠
　② ショッピングリボ払い利用可能枠
　③ ショッピング分割払い/ショッピングスキップ払い利用可能枠
　④ ショッピング2回払い利用可能枠
　⑤ ボーナス1回払い利用可能枠
　⑥ キャッシング1回払い利用可能枠
　⑦ 海外キャッシング1回払い利用可能枠
2.前項の機能別利用可能枠は、以下のとおり、3つの商品群に分類され、商品群
ごとの利用可能枠（以下「内枠」という。）が設定されます。各商品群に属する
機能別利用可能枠のうち最も高い金額が、当該商品群に係る内枠となります。
（1）前項①の機能別利用可能枠・・・「ショッピング枠」として分類
（2）前項②③④⑤の機能別利用可能枠・・・「ショッピング残高枠」として分類
（3）前項⑥⑦の機能別利用可能枠・・・「キャッシング総枠」として分類
3.第1項①から⑦の機能別利用可能枠のうち最も高い金額が、カード
全体の利用可能枠（以下「総枠」という。）となります。機能別利用可
能枠、内枠および総枠を総称して、利用可能枠といいます。
4.当行は、会員のカード利用状況および本会員の信用状況等に応じて、
審査の上利用可能枠を増額または減額することができるものとし
ます。ただし、本会員より増額を希望しない旨の申し出があった場
合は増額しないものとし、第1項⑥⑦の機能別利用可能枠について
は本会員が増額を希望した場合にのみ、増額するものとします。
5.本会員が当行から複数枚のJCBカード（当行が発行するクレジットカード等
をいい、当該カードに係るカード情報を含む。以下同じ。）の貸与を受けた場合、
それら複数枚のJCBカード全体における利用可能枠は、原則として各カード
ごとに定められた利用可能枠のうち最も高い金額（当該金額を「総合与信枠」
という。）となり、それら複数枚のJCBカードにおける利用可能枠の合計金額
にはなりません。なお、総合与信枠の金額にかかわらず、各JCBカードにおけ
る利用可能枠は、当該JCBカードについて個別に定められた金額となります。
6.会員は、以下の各号のうち最も低い金額の範囲内でカードを利用する
ことができるものとします。なお、本項から第8項の定めは、第2章にお
けるショッピング利用および金融サービス利用の全てに適用されます。

（1）会員が利用しようとする商品の機能別利用可能枠から当該機能
別利用可能枠に係る利用残高を差し引いた金額

（2）会員が利用しようとする商品の属する内枠から当該内枠に係る
利用残高を差し引いた金額

（3）総枠から会員の全利用残高を差し引いた金額
7.前項の利用残高とは、会員のクレジットカード利用に基づき当行に
対して支払うべき金額（約定支払日が到来しているか否かを問わな
い。また、キャッシング1回払い手数料、ショッピングリボ払い手
数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングスキップ払い手
数料および遅延損害金は除く。）で、当行が未だ会員からの支払い
を確認できていない金額をいい、本会員分と家族会員分を合算した
金額をいいます。
8.第6項、第7項にかかわらず、本会員が当行から複数枚のJCBカードの
貸与を受け本条第5項の適用を受ける場合、第6項の利用残高は、本会
員が保有するすべてのJCBカードおよび当該JCBカードに係る規約
に基づき発行された家族カードの利用残高を合算した金額となります。
9.本会員は、利用可能枠を超えるクレジットカード利用についても
当然に支払義務を負うものとします。

10. 会員が、本条第1項②③④または⑤の機能別利用可能枠を超えてシ
ョッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピング2回払い、
ボーナス1回払いによるショッピング利用（第15条に定めるものを
いう。）をした場合、当該機能別利用可能枠を超過したご利用はシ
ョッピング1回払いを指定したものと同様に取り扱われます。
第9条（カードの利用方法）
1.会員はCD・またはATMにてカードを利用する場合は、カード表面
に記載されているカード挿入方向の指示に従ってカードを挿入し、
機能を使い分けるものとします。
2.会員がカードのデビットカード機能およびクレジットカード機能の両方を
使用できる加盟店においてカードを利用する場合には、カードを提示する
際に、いずれの機能を利用するかについて当該加盟店に申出るものとします。
3.本条第1項および第2項において会員が使用方法を誤った場合に生じる
不利益・損害については、会員が負担するものとし、また会員は、この場
合の取引に基づく債務についての支払義務を免れないものとします。
第10条（暗証番号等）
1. 会員はカードの申込時に、当行に対しキャッシュカードサービスの暗証番号
およびクレジットカードサービスの暗証番号をそれぞれ届出るものとします。
2.会員は暗証番号（以下「暗証」という）を他人に知られないよう善良なる
管理者の注意をもって管理するものとします。クレジットカードサービ
ス利用の際、登録された暗証が使用されたときは、その利用はすべて当
該カードを貸与されている会員本人が利用したものと推定し、その利用
代金はすべて本会員の負担とします。ただし、登録された暗証の管理に
つき、会員に故意または過失がない場合には、この限りではありません。
第11条（届出事項の変更）
1. 会員は、住所、氏名、電話番号、勤務先、職業、電子メールアドレス、取
引を行う目的等、一切の届出事項に変更があった場合には遅滞なく
当行所定の書面により当行に対し届出を行うものとします。なお、届

出前に生じた損害については、当行は責任を負わないものとします。
2. 本条第1項の届出を怠ったために、当行から届出の氏名、住所にあ
てて通知または送付した書類等が延着し、または到着しなかった
場合には、通常到達すべき時に到着したものとみなします。
3. 本条第1項のうち、氏名に変更があった場合、またはクレジットカードサ
ービスの暗証を変更する場合には、会員は当該カードをあわせて当行に
提出のうえ再発行の手続きを行うものとします。なお、これにより新た
にカードが交付されるまでの間、会員がカードを利用できなくなること
に伴う不利益・損害等については当行は責任を負わないものとします。
第12条（会員区分の変更）
1. 本会員が申し出、当行が審査のうえ両社が承認した場合、会員区分
を変更することができます。また、本会員が新たに別の会員区分を
指定して両社に入会を申し込んだ場合は、会員区分変更の申し出
があったものとして取り扱われることがあります。
2.会員区分の変更により、登録中のクレジットカードの暗証は無効となります。
会員区分変更の申し出の際は、あらためて暗証を登録する必要があります。
3.会員区分が変更になった場合、家族会員等の契約、利用中の機能・サービス
等が引き継がれないことがあります。また、新たな会員区分に定められた利
用限度額、利用範囲、利用方法、家族会員の有無、手数料率、利率、付帯サ
ービスの内容・条件その他等が適用されます。
第2章　ショッピング利用・金融サービス
第13条（キャッシュカードサービス）
キャッシュカードサービスの内容および取扱方法については別途定める「総合
口座取引規定」、「普通預金規定」、「ふくぎんキャッシュカード規定」、「デビット
カード規定」、および「ふくぎんICキャッシュカード特約」に定めるものとします。
第14条（プラスワンサービス）
1.プラスワンサービスの貸越極度額は当行が会員毎に定めるものと
します。ただし、この極度額を超えて当行が貸越をした場合にも、
この規定の各条項が適用されるものとし、その場合は、会員は当行
から請求があり次第、直ちに極度額を超える金額を支払います。な
お、会員が同日に数件の貸出を請求した場合、その総額が貸越極度
額を超えるときは、そのいずれを貸出すかは当行の任意とします。
2.本サービスにおける自動化機器の取扱いは「ふくぎんキャッシュ
カード規定」に準じるものとします。
3.当座貸越請求書により借入れる場合は、当行所定の当座貸越請求書に
届出の印章により記名押印して通帳とともに提出するものとします。
4.預入支払機を使用して通帳により借入れる場合は、預入支払機に
通帳を挿入し、暗証と、金額ボタンにより操作するものとします。
5.本サービスは、指定口座の残高がない場合または総合口座取引規
定に基づく当座貸越（以下「総合口座貸越」という）借入金の残高が
極度額に達している場合に利用するものとします。
6.指定口座にかかる各種料金等の自動支払の請求があり前項に該当
する場合は、本サービスにより借入れ、その借入金は自動支払の決
済に充当されるものとします。なお、この場合は、通帳および当座貸
越請求書または普通預金払戻請求書の提出を省略するものとします。
7.本サービスによる借入金がある場合に総合口座貸越借入金の担保

となる定期預金の預入れあるいは国債等の保護預けをしたときは、
本サービスによる借入金は以降、総合口座貸越極度額または極度
額増加の範囲内で、総合口座貸越借入金として取扱うものとします。
8.総合口座貸越借入金の担保となっている定期預金を解約したり、
国債等を引出し等したことにより、その借入金の残高が総合口座
貸越借入金の極度額を超えた場合、越えた金額は以降、極度額の範
囲内で本サービスによる借入金として取扱うものとします。その
場合、極度額を超える金額は直ちに支払うものとします。
9.普通預金の支払いと当座貸越（本サービスによる借入および総合
口座貸越、以下同じ）の利用とが同時に行われる場合には、当行は
その金額を合算して通帳の支払欄に記入するものとします。

10. 本サービスを受けたことによる債務の支払いは次のとおりとします。
（1）本サービスによる借入金の残高がある場合には、指定口座に入
金または振込まれた証券類は、借入金の担保として当行に譲渡
したものとし、資金化されしだい借入金の返済に充当します。

（2）本サービスによる借入金の残高がある場合には、指定口座に受入れ
または振込まれた資金（受入れた証券類の金額は決済されるまで、
この資金から除く）は、借入金の残高に達するまで自動的にその返
済にあてるものとします。なお、総合口座貸越借入金がある場合は、
プラスワンサービスによる借入金から先に返済するものとします。

（3）当行は本条第1項の極度額を超えて貸越をした場合、指定口座
に受入れまたは振込まれた資金（受入れた証券類の金額は決済
されるまで、この資金から除く）を、各種料金等の支払いに優先
して極度額を超える金額の返済に充当することができます。

11. 本条第10項の場合、当行は普通預金の支払および当座貸越の返済
の通帳記入を省略し、入金欄に普通預金への入金額のみを記入す
るものとします。また、通帳の残高欄には、当行は当座貸越残高ま
たは普通預金残高のいずれかを記入するものとします。

12. 本サービスによる借入金の利息は、付利単位を100円とし、当行所定の貸越
利率により毎日の借入金の最終残高について計算し、毎年2月と8月の当行
所定の日に指定口座から引落しまたは指定口座の貸越元金に組入れるも
のとします。なお、総合口座貸越の利息がある場合には、これを合算のうえ
同様に取扱うものとします。また、本件についての損害金は年14.0%の割合
（年365日の日割計算）によるものとします。ただし、貸越利率が年14.0%を
超える場合の損害金は、当行所定の貸越利率（年365日の日割計算）を適用
するものとします。なお、利息、手数料、保証料には損害金を付しません。

13. 第7条に定めるカードの有効期限（以下「取引期限」という）が延長さ
れずに到来した場合は、次によるものとします。
（1）取引期限到来日の翌日以降この取引による当座貸越は受けられ
ないものとします。

（2）取引期限到来日に貸越元利金がある場合は、取引期限到来日の
3ヵ月後の応答日を返済期限とし、返済期限までに貸越元利金全
額を返済するものとします。ただし、当行の判断により返済期
限を延長する場合があります。

（3）取引期限到来日の翌日以降に貸越元利金がない場合、また貸越
元利金の返済が完了した場合は、この取引は当行から通知する

事なく当然に解約されるものとします。
第15条（ショッピング利用）
1.クレジットカードサービスについて、前月16日から当月15日まで
を標準期間といいます。
2.会員はJCB、JCBの提携会社およびJCBの関係会社の認めるJCBカード
の取扱加盟店（以下「加盟店」という。）において、本条第3項から第6項に
定める方法または両社が特に認める方法により、本条その他両社所定の
定めに従い、会員と加盟店との間で直接現金決済を行わずに、加盟店に
対する支払いを当行に対して委託することにより、加盟店から商品もしくは
権利を購入し、または役務の提供等を受けることができます（以下「ショッピ
ング利用」という。）。会員が加盟店においてカードを利用したことにより、会
員の加盟店に対する支払いにつき、会員が当行に対して弁済委託を行っ
たものとみなし、当行は自らまたは第三者を介して、加盟店に対して、会員
に代わって立替え払いを行います。また、会員は加盟店の店頭（自動精算
機の場合を含む。）において、JCB所定の方法により、カードを提示し、また
は非接触ICカード等を所定の機器にかざし、加盟店の指示に従って、所
定の売上票にカードの署名と同じ署名を行うこと、加盟店に設置されてい
る端末機に暗証番号を入力すること、または、署名と暗証番号の入力の
両方を行うことによりショッピング利用を行うことができます。なお、売上票へ
の署名または加盟店に設置されている端末機への暗証番号の入力等に
かえて、所定の手続きを行うことにより、または売上票への署名や端末機
への暗証番号の入力を省略して、ショッピング利用ができることがあります。
3.インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引そ
の他両社が特に認めた取引を行う加盟店においては、会員は、加盟店所
定の方法で、カード情報等を送信もしくは通知する方法により、または当該
方法に加えてセキュリティコードもしくはJ/Secure（TM）利用者規定に定
めるパスワードを送信する方法により、ショッピング利用を行うことができま
す。この場合、会員はカードの提示および売上票への署名を省略すること
ができます。
4.両社が特に認めたホテル・レンタカー等の加盟店における取引について
は、予め会員が加盟店との間で合意している場合には、会員は、ショッピン
グ利用代金額の一部についてのみ、加盟店に対してカードの提示、売上
票への署名等を行い、残額（署名等を行った後、利用が判明した代金を
含む。）についてはカードの提示、売上票への署名等を省略することがで
きます。
5.通信料金等両社所定の継続的役務については、会員が会員番号等を
事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受ける
ことができます。会員は、加盟店に登録した会員番号等に変更があった場
合ならびに退会または会員資格喪失等に至った場合、加盟店に当該変
更、退会または会員資格喪失等を申し出るものとします。なお、上記の事由
が生じた場合には、当行またはＪＣＢが会員に代わって当該変更、退会ま
たは会員資格喪失等の情報を加盟店に対し通知する場合があることを
会員は予め承認するものとします。また、会員に、退会または会員資格喪
失等の通知がなされた後であっても、当該加盟店におけるカード利用につ
いて、本会員は第42条第1項なお下記および第42条第4項に従い、支払
義務を負うものとします。

6.会員のショッピング利用に際して、加盟店が当該利用につき当行
に対して照会を行うことにより当行の承認を得るものとします。
ただし、利用金額、購入する商品・権利および提供を受ける役務の
種類によってはこの限りではありません。
7.ショッピング利用のためにカード（カード情報を含む。以下本項において
同じ。）が加盟店に提示または通知された際、カードの第三者による不正
利用を防止する目的のために、当行は以下の対応を行うことがあります。
（1）当行は、事前または事後に、電話等の方法により直接または加盟
店を通じて会員本人の利用であることを確認する場合があります。

（2）当行、JCBまたはJCBの提携会社が当該加盟店より依頼を受け
た場合、当行またはJCBにおいて会員の会員番号・氏名・住所・電話
番号その他当該ショッピング利用の申込者が加盟店に届け出
た情報と会員が両者に届け出ている個人情報を照合し、一致の
有無を当該加盟店に対して回答する場合があります。

（3）カードの第三者による不正利用の可能性があると当行が判断し
た場合、会員への事前通知なしにカードのご利用を保留または
お断りする場合があります。

（4）ショッピング利用の申込者に対して、セキュリティコードまたはJ/Secure
（TM）利用者規定に定めるパスワードの入力を求める場合がありま
す。申込者がセキュリティコードまたはJ/Secure（TM）利用者規定に定
めるパスワードを誤って入力した場合、会員によるカードの利用を一定
期間制限することがあります。

8.当行は、約定支払額（第21条に定めるものをいう。）が約定支払日に支払
われなかった場合、本会員の当行に対する一切の債務の全部または一
部について延滞が発生している場合、その他会員のJCBカードの利用
状況および本会員の信用状況等により会員のショッピング利用が適当
でないと判断した場合には、ショッピング利用を断ることがあります。
9.家族会員が家族カードを利用して商品・権利を購入しまたは役務
の提供等を受けた場合、家族会員は本会員の代理人として加盟店
との間でそれらに係る契約を行ったものとみなし、当該契約に基
づく債務は本会員が負担するものとします。

10.会員は、現金を取得することを目的として商品・権利の購入または役務の
提供などにカードのショッピング枠、ショッピング残高枠（第８条第２項に定
めるものをいう。）を利用すること（以下「ショッピング枠現金化」という。）は
できません。なお、ショッピング枠現金化には以下の方式等がありますが、現
金を取得することを目的とするショッピング利用枠である限り、方式の如何
を問わず、禁止の対象となります。
（1）商品・権利の購入、役務の提供の対価として、合理的な金額以上の対
価を、カードを利用して支払い、加盟店等から現金または現金に類似
するものの交付を受ける方式

（2）商品・権利等を購入し、その対価を、カードを利用して支払った上で、当
該商品・権利等を当該商品・権利等を購入した加盟店その他の第三
者に有償で譲渡する方式

（3）現行紙幣もしくは貨幣、またはこれらが含まれる商品等をカードを利用し
て購入する方式

11. 貴金属、金券類（ギフトカード、回数券等を含みますが、これらに限られま

せん。）、パソコン等の一部の商品の購入および電子マネーの入金等につ
いては、第8条第6項に定める金額の範囲内であったとしても、会員のシ
ョッピング利用が制限され、カードをご利用になれない場合があります。

12. 当行、JCB、JCBの提携会社またはJCBの関係会社と加盟店間の契約
が債権譲渡契約の場合、会員はショッピング利用代金の債権につ
いて以下のことを予め異議なく承諾するものとします。なお、債権
譲渡に際しては、JCBが認めた第三者を経由する場合があります。
（1）加盟店から当行に対して債権譲渡すること。
（2）加盟店からJCBに対して債権譲渡したうえで、当行がJCBに対
して立替払いすること。

（3）加盟店からJCBの提携会社に対して債権譲渡したうえで、当行
が当該JCBの提携会社に対して立替払いすること。

（4）加盟店からJCBの関係会社に対して債権譲渡したうえで、JCB
が当該JCBの関係会社に対して立替払いし、さらに当行がJCB
に対して立替払いすること。

13. 当行、JCB、JCBの提携会社またはJCBの関係会社と加盟店間の契約
が立替払い契約の場合、会員はショッピング利用代金の債権につ
いて以下のことを予め異議なく承諾するものとします。
（1）当行が加盟店に対して立替払いすること。
（2）JCBが加盟店に対して立替払いしたうえで、当行がJCBに対し
て立替払いすること。

（3）JCBの提携会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、当行が
当該JCBの提携会社に対して立替払いすること。

（4）JCBの関係会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、JCBが
当該JCBの関係会社に対して立替払いし、さらに当行がJCBに
対して立替払いすること。

14. 商品の所有権は、加盟店から当行に債権が譲渡されたとき、または
当行が加盟店、JCBもしくはJCBの提携会社に対して立替払いをし
たときに当行に移転し、ショッピング利用代金の完済まで当行に
留保されることを、会員は承認するものとします。

15. ショッピング利用代金の支払区分は、ショッピング1回払い、ショッピング2
回払い、ボーナス1回払い、ショッピングリボ払い、支払回数が3回以上でか
つ当行所定の支払回数のショッピング分割払い（以下「ショッピング分割払
い」という。）のうちから、会員がショッピング利用の際に指定するものとし
ます。ただし、ショッピング2回払い、ボーナス1回一括払い、ショッピングリ
ボ払い、ショッピング分割払いは、当行が指定する加盟店においてのみ利用
できるものとします。なお、ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッ
ピングリボ払いおよびショッピング分割払い取扱加盟店において会員が支
払区分を指定しなかった場合は、すべてショッピング1回払いを指定したも
のとして取り扱われます。また、ショッピングリボ払い、ショッピング分割
払いを指定した場合、ショッピング利用代金に所定の手数料が加算されます。

16.前15項にかかわらず、当行が認めた場合、会員は、以下の方式で、ショッ
ピング利用代金の支払区分をショッピングリボ払い、ショッピング分割払い
またはショッピングスキップ払いに指定することができます。会員は、当該
サービスに関する規定・特約等がある場合はそれに従うものとします。た
だし、いずれの場合でも、電子マネーの入金、カードの付帯サービス料金

その他当行が指定するものについては、以下の方式による支払区分の
指定を行うことはできず、ショッピング1回払いのみの指定となります。
（1）本会員が申し出、以後のショッピング利用代金の支払いをすべ
てショッピングリボ払いとする方式。なお、本方式を利用する
場合は、規約末尾の手数料率となります。

（2）当行が別途定める期日までに会員が支払区分の変更を希望するショ
ッピング利用を特定して申し出、当行が指定した月の約定支払日から別
の支払区分を指定したショッピング利用代金をショッピングリボ払い、ショ
ッピング分割払いまたはショッピングスキップ払いに変更する方式。本方
式を利用する場合は、カード利用日にショッピングリボ払い、ショッピング
分割払いまたはショッピングスキップ払いの指定があったものとします。
なお、1回のショッピング利用代金の一部についてのみ支払区分を変更
することはできません。

17. 本会員は、会員が標準期間においてショッピング利用を行った場合、
本条第12項、第13項、第14項における当行、JCB、JCBの提携会社、
JCBの関係会社または加盟店の各間の立替払いの有無にかかわらず、
第18項、第19項の場合を除き、以下のとおり支払うものとします。
（1）ショッピング1回払いを指定した場合、当該ショッピング利用
代金額を、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日

（2）ショッピング2回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金の
半額（1円単位とし、端数が生じた場合は初回の約定支払日に算入しま
す。）を、標準期間満了日の属する月の翌月および翌々月の約定支払日

18. 本会員は、会員がショッピング利用においてボーナス1回払いを指
定した場合、原則として、以下のとおり支払うものとします。ただし、
加盟店によりボーナス1回払いの取扱期間が異なることがあります。
（1）前年12月16日から当年6月15日までの当該ショッピング利用代
金を、当年8月の約定支払日

（2）当年7月16日から当年11月15日までの当該ショッピング利用代
金を、翌年1月の約定支払日

19.本会員は、会員がショッピング利用においてショッピングリボ払いまたはショッ
ピング分割払いまたはショッピングスキップ払いを指定した場合、第20項か
ら第22項または第23項から第32項に定めるとおり支払うものとします。

20. 本会員は、会員がショッピングリボ払いを指定した場合、以下のと
おり支払うものとします。
（1）標準期間におけるショッピング利用代金額に対してする標準期間満

了日の属する月の16日から翌月の約定支払日までの間当行所定の手
数料率を乗じたショッピングリボ払い手数料を、翌月の約定支払日。
ただし、ア当該ショッピング利用により第8条第1項②の機能別利用
可能枠にかかる利用残高が当該機能別リボルビング・分割払い利用可
能枠を超える場合の超過金額、およびイ標準期間におけるショッピン
グリボ払いのショッピング利用代金額とショッピングリボ払い利用
残高の合計金額が（2）に定めるリボ払元金以下の場合の当該ショッピ
ング利用代金額は当該手数料の計算から除かれるものとします。

（2）（1）の手数料のほか、以下の金額（以下「ショッピングリボ払い弁済金」
という。）を毎月の約定支払日。ただし、ボーナス増額払いを指定した
場合、ボーナス指定月の約定支払日において会員が指定した金額を

加算して支払うものとします。なお、ショッピングリボ払い弁済金の
当行に対する本会員の債務の充当は当行所定の方法により行います。
（リボ払元金）
前月15日のショッピングリボ払い利用残高が、会員の指定した
支払方法により決定されるショッピングリボ払い元金（以下「リ
ボ払元金」という。）以上の場合は当該リボ払元金。リボ払元金未
満の場合は当該ショッピングリボ利用残高。
（ショッピングリボ払い手数料）
前月の約定支払日のショッピングリボ払い利用残高（同日に支
払うリボ払元金、ボーナス加算額および前々月16日から前月の
約定支払日までのショッピングリボ払い利用額を差し引いた金
額）に対して前月の約定支払日の翌日から当月の約定支払日ま
での間当行所定の手数料率を乗じた金額。

21. 当行が認めた場合、本会員は支払方法の変更およびボーナス増額
払いの追加指定、加算額の変更をすることができます。

22. 本会員は、ショッピングリボ払い弁済金および第20項の手数料に
ついては、同項の支払方法のほか本規約末尾に記載の「繰上返済方
法」に従い随時支払うことができます。

23. 本会員は、会員がショッピング分割払いを指定した場合、ショッピ
ング利用代金に会員の指定した支払回数に応じた当行所定の割賦
係数を乗じたショッピング分割払い手数料を加算した金額（以下「分
割支払金合計額」という。）を支払うものとします。

24. 分割支払金合計額を支払回数で除した金額を分割支払金（ただし、計算上
の都合により初回および最終回の分割支払金は金額が異なります。）とし、
標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日から支払回数回にわたり
最終約定支払日まで、分割支払金を各約定支払日に支払うものとします。

25. 各分割支払金における分割支払元金と手数料の内訳の計算方法に
ついては以下のとおりとします。
（1）初回の分割支払金の内訳
手数料＝標準期間に利用した場合、ショッピング利用代金に対
する標準期間満了日の属する月の16日から翌月10日までの間当
行所定の手数料率を乗じた金額
分割支払元金＝分割支払金から上記手数料を差し引いた金額

（2）第2回の分割支払金の内訳
手数料＝ショッピング分割払い残元金（ショッピング利用代金－
（1）の分割支払元金）に当行所定の手数料率（月利）を乗じた金額
分割支払元金＝分割支払金から上記手数料を差し引いた金額

26. ボーナス併用ショッピング分割払いを指定した場合、本会員は、ショッピン
グ利用代金の半額を第23項、第24項、第25項の規定に従い支払い、残額を当
行所定の方法によりボーナス月（1月および8月）の約定支払日に支払うもの
とします。なお、初回から最終回までの約定支払日にボーナス月の約定支払
日に該当する日がない場合、ボーナス併用ショッピング分割払いを指定しな
かったものとして取り扱われます。第12項、第13項、第14項に定める債権譲
渡または立替払手続きの遅延その他の事務上の都合により、ボーナス月の約
定支払日に該当する日がないこととなった場合についても同様とします。

27. 本会員は、ショッピング分割払い残元金および手数料については、

第24項、第26項の支払いのほか、当行本規約末尾に記載の「繰上返
済方法」に従い一括で支払うことができます。

28.本会員は、会員が第15条第6項の規定に従いショッピングスキップ払いを
指定した場合、ショッピング利用代金額に、以下のショッピングスキップ払い
手数料を加算した金額を、標準期間満了日の属する月の翌 月々から標準
期間満了日の属する月の7ｶ月後の月までのうちから会員が指定した月（以
下「スキップ指定月」という。）の約定支払日に一括（1回）で支払うものとし
ます。なお、会員が一度指定した約定支払日を再度変更することはできま
せん。

29.ショッピングスキップ払いの手数料は、標準期間におけるショッピング利用代
金額に対して標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日翌日から
スキップ指定月の約定支払日までの経過月数と、当行所定の手数料率
（月利）を乗じた金額。
30.本会員は、ショッピングスキップ払いに関する債務の支払いを本規約末尾
に記載の「繰上返済方法」に従い一括で支払うことができます。

31.本会員が、会員のクレジットカード利用に基づき当行に対して支払うべき約
定支払額を約定支払日に支払わなかった場合には、約定支払額（ただ
し、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングス
キップ払い手数料、金融サービスの手数料および利息ならびに遅延損害
金等は除きます。）に対しその翌日から完済に至るまで、また、本規約に基
づき当行に対して負担する債務につき期限の利益を喪失した場合には、
残債務全額（ただし、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手
数料、ショッピングスキップ払い手数料、金融サービスの手数料および利息
ならびに遅延損害金等は除きます。）に対し期限の利益を喪失した日の翌
日から完済に至るまで、それぞれ以下に定める利率を乗じた遅延損害金
を支払うものとします。
・ショッピング1回払い、ショッピングリボ払い　年14.60％
・キャッシング1回払い　年20.00％
・ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッピングスキップ払い
法定利率

32.第31項にかかわらず、ショッピング分割払いに係る債務については以下の
遅延損害金を支払うものとします。
（1）分割支払金の支払いを遅延した場合は、分割支払金のうち分割支払
元金に対し約定支払日の翌日から完済に至るまで年１４.６０％を乗じた
金額。ただし、当該遅延損害金はショッピング分割払い残元金に対し
法定利率を乗じた額を超えない金額。

（2）分割支払金合計額の残額の期限の利益を喪失した場合は（（１）の場
合を除く）、ショッピング分割払い残元金に対し期限の利益を喪失した
日の翌日から完済に至るまで法定利率を乗じた金額。

第16条（見本・カタログ等と現物の相違）
会員は、見本・カタログ等により申し込みをした場合において、引き渡
された商品・権利または提供された役務等が見本・カタログ等と相違し
ている場合は、加盟店に商品、権利、役務等の交換を申し出るかまたは
売買契約の解除または役務提供契約の解除ができるものとします。
第17条（支払停止の抗弁）
1.会員は、加盟店から購入した商品、権利または提供を受けた役務に

関する紛議について、当該加盟店との間で解決するものとします。
2.第１項にかかわらず、本会員は、ショッピングリボ払いショッピング分割払い、
ショッピングスキップ払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払いを指
定もしくは変更して購入した商品もしくは割賦販売法に定める指定権利ま
たは提供を受けた役務（以下併せて「商品等」という。）について次の事
由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商
品等について、当行への支払いを停止することができるものとします。
（1）商品の引き渡し、指定権利の移転または役務の提供がないこと。
（2）商品等に破損、汚損、故障、その他の瑕疵があること。
（3）その他商品等の販売について加盟店に対して生じている抗弁事由が
あること。

3.当行は、本会員が第2項の支払いの停止を行う旨を当行に申し出た
ときは、直ちに所要の手続きをとります。
4.本会員は、第3項の申し出をするときは、予め第2項の事由の解消の
ため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
5.会員は、本会員が第3項の申し出をしたときは、速やかに第2項の事由
を記載した書面（資料がある場合には資料添付のこと。）を当行に提
出するよう努めるものとします。また当行が第2項の事由について調
査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
6.第2項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停
止することはできないものとします。
（1）ショッピングリボ払いの場合において、1回のカード利用におけるショッピ
ング利用代金額が3万8千円に満たないとき。ショッピング分割払い、ショ
ッピングスキップ払い、ショッピング2回払いまたはボーナス１回払いの場
合において、1回のカード利用における分割支払金合計額が4万円に
満たないとき。

（2）本会員による支払いの停止が信義に反すると認められたとき。
（3）会員によるショッピング利用が営業のために行うショッピング
利用である場合または海外でのショッピング利用である場合等、
割賦販売法第35条の3の60に定める適用除外条件に該当するとき。

第18条（アレコレキャッシング1回払い）
1. 会員は、当行所定の現金自動支払機（以下「CD」という。）、現金自動預
払機（以下「ATM」という。）等でカードおよび登録された暗証番号を使
用することにより金銭を借り入れることができます（以下「キャッシ
ング1回払い」という。）。その場合、会員は当行に対し、当行所定の金融
機関利用料を支払うものとします。なお、CD・ATMの機種や設置地域、店
舗等により、利用できない取引があり、また、CD・ATMの設置店舗の営
業時間やシステム保守等により、利用できない時間帯があります。
2.キャッシング1回払いにおける融資の日（以下「融資日」という。）は、CD・ATM
もしくは次条第3項に定める窓口等で融資を受けた日とします。お支払い口
座へは、当行に代わり、JCBが立て替えて融資金を振り込む場合があります。
3.会員は、第8条に定める金額の範囲内でキャッシング1回払いサー
ビスを利用することができます。
4.本会員は、会員が標準期間にキャッシング1回払いを利用した場合、標準
期間満了日の属する月の翌月の約定支払日に、標準期間の借入金合計額
およびキャッシング1回払い手数料（各借入金に対してキャッシング1

回払い融資日の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払
日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額）を支払うものとします。
なお、本会員は本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日
の前に借入金及び手数料の全額または一部を随時支払うことができます。
5.当行は、約定支払額が約定支払日に支払われなかった場合、本会員
の当行に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生し
ている場合、その他会員の利用状況および本会員の信用状況等によ
り会員のキャッシング1回払いの利用が適当でないと判断した場合
には、新たなキャッシング1回払いの利用を中止することができる
ものとします。なお、延滞の発生により利用を中止する場合は、本会
員の当該延滞に係るその後の支払い状況に関わらず、当行が定める
一定の期間内において継続して利用を中止する場合があります。
6.会員が、日本国外で本サービスを利用し、その引出額が指定口座の
預金残高の範囲内である場合には、会員が第19条に定めるサービ
スを受けたものとみなします。
第18条の２（海外キャッシング）
1.会員は、前条に定めるキャッシング1回払いを日本国外においても利
用することができます（以下「海外キャッシング1回払い」という。）。
2.会員が海外キャッシング1回払いを利用する場合に適用される機能
別利用可能枠は、海外キャッシング1回払い利用可能枠となります。
3.会員は、前条第1項に定める方法のほか、当行所定の方法により、国外
の金融機関等のCD・ATMにおいて海外キャッシング1回払いを利
用できる場合があります。海外キャッシング1回払いの利用方法は、
利用される国や地域、ATMにより異なるため別途公表いたします。
4.本会員は、会員が標準期間に海外キャッシング1回払いを利用した場
合、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日に、標準期間の借
入金合計額およびキャッシング1回払い手数料（各借入金に対して
キャッシング1回払い融資日の翌日から標準期間満了日の属する月
の翌月の約定支払日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額）を
支払うものとします。なお、本会員は本規約末尾に記載の「繰上返済
方法」に従い、約定支払日の前に借入金および手数料の全額または一
部を随時支払うことができます。ただし、会員が海外キャッシング1
回払いを利用した国外の金融機関・ATM保有会社等の事務処理の都
合上、上記の約定支払日から1カ月または2カ月後の約定支払日とな
る場合があります。この場合であっても、キャッシング1回払い手数
料が本項本文に定める金額から増額されることはありません。
5.会員が海外キャッシング1回払いを利用する場合、前条第2項、第3項
および第5項の定めが適用されますが、前条第4項は適用されません。
6.海外キャッシング1回払いの利用により会員が現地通貨で現金の引
出しを行った場合であっても、海外キャッシング1回払いの借入金元
金は、JCBとJCBの提携会社が当該借入金元金の集中決済をした時点
（会員がカードを利用した日とは異なることがあります。）のJCBが
定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨としま
す。なお、換算レートおよび換算方法については、第21条第6項が適用
されるものとします。

第19条（海外預金引出しサービス）
1.海外預金引出サービス（以下「海外キャッシュサービス」といいま
す。）とは、JCBと提携する国外金融機関等のCD・ATMで、会員が
現地通貨により指定口座から預金の払戻しを受けることができる
サービスです。なお、CD・ATMの利用方法は、それぞれのCD・
ATM設置先の定めによります。
2.海外キャッシュサービスによる日本国外での払戻しに係る指定口
座からの引落しは、JCBでの処理日の3営業日後を支払日とし、通帳
および払戻請求書なしで指定口座から自動引落しの方法により支
払うものとします。
3.前項の支払については、外貨額をJCBまたは提携金融機関、提携ク
レジット会社が定める時期ならびに為替相場により円貨に換算し
た金額を前項により引落すものとします。
4.海外キャッシュサービスに係る引落しと支払日の到来しているシ
ョッピング利用、キャッシング1回払いおよびカードローンサービ
スによる債務が指定口座の預金の不足により同時に引落すことが
できない場合における引落しの選択は当行の任意とします。
5.海外キャッシュサービスによる利用可能枠は、ショッピング利用可
能枠の範囲内で当行が定める金額とします。1回当りの利用できる
金額は、JCBまたは提携金融機関、提携クレジット会社が定める金額
までとします。
6.このサービスの利用にあたっては、当行所定の手数料110円（税込み）
を申し受けます。また支払機利用手数料については、当該支払機を
設置している金融機関、提携クレジット会社の定めによります。なお、
手数料は、本条第2項の引落しと同時に引落します。
7.本条第2項および第6項の合計額が指定口座の預金の不足等により引落し
できなかった場合には、日本国外での払戻しに係る指定口座からの引落
しの取扱いはなかったものとし、かわりに全額について第18条に定める
日本国外におけるキャッシング1回払いを行ったものとみなします。な
お、この場合の手数料は第18条第4項に定める手数料を申し受けます。
第20条（カードローンサービス）
1.この取引は、カードまたは通帳使用による当座貸越とし、通帳およ
び当座貸越請求書による借入、小切手・手形の振出しあるいは引受
けは行わないものとします。
2.この取引の有効期間（貸越利用期限）、（以下「取引期限」という）は、契約
日から1年後の応答月の前月末日までとします。ただし、取引期限到来
日の前日までに当事者の一方から別段の意志表示がない場合には、こ
の取引期限は更に1年間延長するものとし、以後も同様とします。
3.前項の規定にかかわらず、満65歳を超えての取引期限の延長は行
わないものとします。
4.当行が本条第2項の取引期限延長に関する審査等の為に資料の提出
または報告を求めたときには、直ちにこれに応ずるものとします。
5.取引期限が延長されずに到来した場合は、次によるものとします。
（1）取引期限到来日の翌日以降この取引による当座貸越は受けられ
ないものとします。

（2）取引期限到来日に貸越元利金がある場合は、当行から貸越元利金全

額の返済を求めない限り、本契約の各条項に従い返済するものとしま
す。ただし、当行の判断により貸越元利金全額の返済を求める場合は、
当行が求める期限までに、貸越元利金全額を返済するものとします。

（3）取引期限到来日の翌日以降に貸越元利金がない場合、また貸越
元利金の返済が完了した場合は、この取引は当行から通知する
事なく当然に解約されるものとします。

6.カードローンサービスの貸越極度額は当行が会員毎に定めるものと
します。会員によっては貸越極度額を0円とすることができるものと
します。また、当行は会員の属性および当行との取引状況等により、こ
の取引の貸越極度額を変更できるものとします。この場合、当行は変
更後の貸越極度額及び変更日を借主に通知するものとします。
7.当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金は、当行所定の
利率（年365日の日割計算）を適用するものとします。
8.当行が特に会員に対して、当行所定の基準および方法により優遇金利を適
用した場合には、当行は会員に対して通知する事なく、いつでもその優遇
利率を変更し、または優遇利率の適用を中止する事ができるものとします。
9.この取引による借入金の返済日は、毎月4日、14日、24日のうち会員
が予め指定した日とし、会員は返済日に別表の通り返済を行うもの
とします。約定返済金額を返済した後も貸越極度額を超過する場合
は、その超過額を含めて返済します。なお、返済日の変更はできない
ものとします。利息は、付利単位100円とし、上記指定日に当行所定
の利率、方法により計算のうえ貸越元金に組入れるものとします。

10. 前項の約定返済は指定口座からの自動支払によるものとします。この
場合、会員は指定口座に、毎月の返済日までに返済金相当額を預入する
ものとし、当行は返済日に預金通帳および請求書なしで払い出しのうえ、
返済に当てるものとします。ただし、指定口座の残高が約定返済金額に
満たない場合、その一部の返済にあてる取扱いは行わないものとします。
なお、自動引落しが約定返済日にできない場合において、当行は約定返
済日以降いつでも同様の方法により取扱いできるものとします。

11. 本条第10項による約定返済のほか、当座貸越専用口座への入金ま
たは振込みにより、随時に任意の金額を返済する事ができるもの
とします。ただし、入金額が当座貸越残高相当額を超える場合は、
その超える金額を指定口座に入金するものとします。
第3章　カードの支払い方法その他
第21条（クレジットカードサービスの利用代金等の支払）
1.ショッピングサービスおよびキャッシング1回払いによる本会員の当行に
対する債務は、毎月15日に締切り翌月10日（当行休業日の場合は翌営業日）
に通帳および払戻請求書なしで指定口座から自動引落しの方法により支払
うものとし、当該支払金額を約定支払額といいます。ただし、支払日等につい
て別に定めがある場合は、その定めに従うものとします。なお、加盟店の事務
上の都合により支払日は翌々月以降の10日（同前）になることがあります。
2.会員が本規定に違反してカードを利用した場合ならびに本規定に
定める以外の方法によりカードを利用した場合でも本会員は支払
義務を負うものとし、その支払いは本条第1項と同様とします。
3.当行が本会員に明細（本条第９項に定めるものをいう。）の通知手続を行
った後に、会員が本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支

払日の前に借入金等を支払ったこと、または会員がキャッシング１回払いを
利用したこと等により、本会員が本規約に基づき当行に支払うべき手数料
または利息の金額と当行が前項の方法により約定支払日に本会員から
実際に支払いを受けた手数料または利息の金額との間に差額が生ずる
場合、当行は翌月の約定支払日に本会員に当該差額を返金するなどの
方法により精算することを本会員は承諾するものとします。なお、当行は本
会員が前項に従い翌月の約定支払日に支払うべき約定支払額から当行
が本会員に返金すべき金額を差し引くことができます。
4.会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務につい
ては、JCBの関係会社が加盟店等に第15条第10項、第11項、第12項にか
かる債権譲渡代金等を支払った時点（会員がカードを利用した日とは
異なることがあります。）のJCBが定める換算レートおよび換算方法
に基づき円換算した円貨により、本会員は当行に対し支払うものとし
ます。
5.会員が国外でカードを利用した場合において、JCBの関係会社が加盟店
等に第15条第10項、第11項、第12項にかかる代金等を支払った後に、会
員と加盟店間のカード利用にかかる契約が解除された場合等、当行が会
員へ返金を行う場合は、原則として、前項に基づきJCBの関係会社が加
盟店等に第15条第10項、第11項、第12項にかかる代金等を支払った時点
のJCBが定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によ
るものとします。ただし、当行がかかる時点を特定することが不可能な
場合等、やむを得ない事情がある場合には、JCBの関係会社が加盟店等
との間で当該解除等にかかる手続を行った時点（会員が加盟店等との間
で当該解除等にかかる手続きを行った日とは異なることがあります。）
のJCBが定める換算レートおよび換算方法による場合があります。
6.会員が国外で付加価値税（VAT）返金制度を利用した場合において、当行
が会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方法は、JCBの関係会社
が付加価値税（VAT）返金制度取扱免税会社との間で当該返金にかかる
手続きを行った時点（会員が付加価値税（VAT）返金制度を利用した日ま
たはカードを利用した日とは異なることがあります。）のJCBが定める換
算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。
7.第4項から第6項の換算レートおよび換算方法は、原則として、JCB指定金
融機関等が指定した為替相場を基準にJCBが定めるものとし、別途公表い
たします。なお、一部の航空会社その他の加盟店等におけるカード利用の
場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算されたうえ、
JCBが定める換算レートおよび換算方法により円換算することがあります。
8.本会員の当行に対する弁済期の到来している債務について、当行は
随時支払いを受けることができるものとします。また弁済期の到来
しているショッピングサービス（日本国外におけるキャッシングサ
ービスを含む）による債務と日本国内におけるキャッシングサービ
スによる債務の合計額が指定口座の預金不足等により引き落としで
きない場合には、そのいずれかに充当するかは当行の任意とします。
9.当行は、本会員の約定支払額、ショッピングリボ払い利用残高、ショッピング
分割払い利用残高（ショッピングスキップ払い利用残高を含む。）およびキ
ャッシングリボ払い利用残高等（以下「明細」という。）を約定支払日の当月
初め頃、当行所定の方法により、本会員に通知します。なお、年会費のみ

の支払いの場合、明細の通知を省略することがあります。
第22条（外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令の適用）
日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外国為替及び
外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要
とする場合には、当行の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国
外でのカードの利用の制限若しくは停止に応じていただくことがあります。
第23条（手数料率、料率の算定方法、変更等）
1. 手数料率、利率（遅延損害金の利率を含む。以下本条において同じ。）
等の計算方法については、本規定において別途定める場合を除き、1
年を365日（うるう年は366日）とする日割方式による計算とします。
2.当行は各サービスにおける利率および手数料を、金融情勢の変化その他相
当の事由がある場合には一般に行われる程度のものに変更できるものと
します。この場合、当行の店頭または現金自動支払機設置場所に掲示する
ものとします。また、第35条の規定にかかわらず当行から手数料率、利率
の変更を通知した後は、リボルビング払いについては変更後の未決済残高
または融資残高に対し、分割払い及びキャッシングサービスについては変
更後の利用分から、変更後の手数料率・利率が適用されるものとします。
第24条（カードの紛失、盗難、偽造）
1. カードまたはカード情報あるいはチケット（タクシーチケット等）が紛失・
盗難・詐取・横領等（以下まとめて「紛失・盗難」という）により他人に不正利
用された場合、本会員は、そのカードまたはカード情報の利用により発生す
る利用代金、チケット利用代金についてすべて支払義務を負うものとします。
2.本条第1項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当行またはJCB
に届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当行またはJCBの請求によ
り所定の紛失、盗難届を当行またはJCBに提出した場合、当行は、本会員に対
して当行またはJCBが届け出を受けた日の60日前以降のクレジットカード
サービスによるカードの利用代金について、その支払いを免除します。
3.偽造カードの使用に係るカード利用代金については、本会員は支
払義務を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調
査に協力するものとします。
4.前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に
故意または過失があるときは、その偽造カードの利用代金につい
て本会員が支払義務を負うものとします。
5.カードの紛失・盗難・偽造により生じた損害の処理については、「ふ
くぎんキャッシュカード規定」、「デビットカード取引規定」をそれ
ぞれ適用することとします。
第25条（カードの利用代金の支払に関する免責事項）
第24条のカードの紛失・盗難に関し、会員が下記のいずれかに該当すると
きは、本会員のカードの利用代金の支払いは免除されないものとします。
（1）会員が第2条に違反したとき。
（2）会員の家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき。
（3）会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法
令違反によって紛失、盗難が生じたとき。

（4）紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき。
（5）会員が当行の請求する書類を提出しなかったとき、または当行等
の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。

（6）カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき（第7条第
2項ただし書きの場合を除く。）。

（7）戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき。
（8）その他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。
第26条（カードの再発行）
1.両社は、カードの紛失、盗難、破損、汚損等またはカード情報の消失、不正
取得、改変等の理由により会員が希望した場合、両社が審査のうえ原則
としてカードを再発行します。この場合、本会員は、自己に貸与されたカ
ードの他、家族カードの再発行についても当行所定の再発行手数料を支
払うものとし、再発行手数料は両社が別途通知または公表いたします。
なお、合理的な理由がある場合はカードを再発行しない場合があります。
2.両社は、両社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断
した場合、会員番号の変更ができるものとします。
第27条（サービスの一時停止）
1. 会員は、本会員が本規定に定める当行に対する債務のいずれかの
支払いを怠った場合、その債務を完済するまでキャッシュカード
サービスを除くサービスを受けられないものとします。
2.当行は、会員が本規定に違反し若しくは違反するおそれがある場合、
カードの利用状況に不審がある場合には、サービスの全部または一
部について一時的に停止し、若しくは、加盟店や自動化機器等を通
じてカードの回収を行うことができます。加盟店からカード回収の
要請があったときは、会員は異議なくこれに応ずるものとします。
第4章　期限の利益喪失・会員資格の取消・退会等
第28条（期限の利益喪失）
1. 会員が次の各号の事由のいずれかに該当したときは、当行は本会
員への通知催告等を要せず、本会員は本規定に基づく一切の債務
について当然に期限の利益を失い、カード利用により当行に対し
て負担した一切の債務を直ちに支払うものとします。
（1）保証会社から保証の取消または解約の申出があったとき。
（2）支払の停止または破産・民事再生、金銭の調整に係る調停の申立
てを受けたとき、または自らこれらの申立てをしたとき。

（3）手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
（4）会員の預金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差
押または差押の命令通知が発送されたとき。

（5）カード改ざん、不正使用等当行がカードの利用を不適当と認めたとき。
（6）住所変更の届出を怠るなど、会員の責めに帰すべき事由によって、
当行において会員の所在が不明となったとき。

（7）ショッピングリボ払いまたは、ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払
い、ショッピング２回払いまたはボーナス1回払いによるショッピング代金
債務、その他本会員の当行に対する債務の支払いの履行を遅滞し、
当行から20日以上の相当な期間を定めて書面で支払いの催告をされ
たにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。

2.本会員は、当行に支払うべき債務の履行を遅滞し相当期間を定めた当
行からの催告後に是正されない場合、および第30条1項の規定により会
員資格（家族会員を含む）を取り消された場合、ショッピングリボ払い、
ショッピング分割払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払い

によるショッピング代金債務を除く本規定に基づく債務について当然
に期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。
3.会員が次の各号の事由のいずれかに該当したときは、当行からの本会員への
通知催告等により、本会員は期限の利益を失い、カード利用により当行に対
して負担した一切の債務を直ちに支払うものとします。なお、この場合、本会
員が住所変更の手続きを怠る、あるいは本会員が当行からの通知催告等を受
領しないなど、本会員の責に帰すべき事由により、通知催告等が延着しまた
は到着しなかった場合は、通常到着すべき時期に到達したものとみなします。
（1）本規定に定める事項の1つにでも違反したとき。
（2）本規定に基づくカード取引に関し、当行に虚偽の資料提供また
は報告をしたとき。

（3）指定口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またその
恐れがあると当行が認めたとき。

（4）前各号のほか当行が債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
4.本会員は、第29条の事由により会員資格を取消された場合、本規約
に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債
務の全額を支払うものとします。
第29条（反社会的勢力の排除）
1. 会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過し
ない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ
または特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者（以下、これらを「暴力
団員等」という）に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しな
いことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
（1）暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
（2）暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を
有すること

（3）自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三
者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を
利用していると認められる関係を有すること

（4）暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するな
どの関与をしていると認められる関係を有すること

（5）役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会
的に非難されるべき関係を有すること

2.会員は、自らまたは第三者を利用して、当行に対し次の各号の一に
でも該当する行為を行わないことを確約いたします。
（1）暴力的な要求行為
（2）法的な責任を超えた不当な要求行為
（3）取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
（4）風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、ま
たは業務を妨害する行為

（5）その他前各号に準ずる行為
3.会員が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前
項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表
明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、会員との取引を継続す
ることが不適切である場合には、会員は当行から請求があり次第、当行に
対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。

4.前項の規定の適用により、会員に損害が生じた場合にも、当行になんらの請
求をしません。また、当行に損害が生じたときは、会員がその責任を負います。
5.会員は、本契約締結日時点で会員と当行との間に存在するいっさ
いの融資・ローン・クレジットカード取引についても、本条項が適
用されることに同意いたします。 
第29条の2（マネーロンダリング等の禁止）
会員は、マネーロンダリング、反社会的勢力（テロリストを含む。）に対して資
金供与等をすること、または経済制裁関係法令その他の法令もしくは国際
的な規制に抵触する行為（以下、これらを総称して「マネー・ロンダリング等」
という。）を遂行する目的で、またはマネーロンダリング等を遂行する手段とし
て、カードを利用してはならないものとします。
第30条（会員資格の取消）
1. 両社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当行において会員とし
て不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことがで
きるものとします。ただし、（3）においては相当期間を定めた当行からの通知、
催告後に是正されない場合に会員資格を取消すことができるものとします。
（1）カードの申込に際し、氏名、住所、勤務先、年収、家族構成等、会員
の特定、信用状況の判断に係る事実について虚偽の申告をしたり、
カードを不正に使用した場合。

（2）本規定のいずれかに違反した場合。
（3）カード利用代金等、当行に対する債務の履行を怠った場合。
（4）換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況
が不適当若しくは不審があると当行が判断した場合。

（5）指定口座を両社の同意なく解約したとき。
（6）会員が、本会員として当行から複数のカードを貸与されている場合、

他のカードについて上記事項のいずれかに該当する事由が生じたとき。
（7）当行が更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過したとき。
（8）当行が発行したカードを会員が受領する意思がない、または当
行から要請があるにもかかわらず受領を行わない場合。

2.会員資格を取消されたときは、会員は速やかにカード及びチケット等、
当行から貸与された物品を当行に返還するものとします。また、会員
資格を取消された場合、会員は当行に対する会員資格に基づく権利を
喪失するものとします。また、本会員が会員資格を喪失した場合、当然
に家族会員も会員資格を喪失します。なお、本会員は、会員が会員資格
喪失後にカードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。
3.当行は、会員資格の取消を行なった場合、カード及びチケット等の無効
通知並びに無効登録を行い、加盟店等を通じてこれらの返還を求めるこ
とができるものとします。会員は、加盟店等からこれらの返還を求めら
れたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当行に返還するものとします。
第31条（退会）
1.本会員が退会をする場合は、本会員、家族会員全員のカード及び貸与
されたチケット等を添え、当行所定の届出用紙により当行に届出るも
のとします。この場合、債務全額を弁済していただくこともあります。
2.家族会員のみが退会をする場合は、退会する家族会員のカード及び貸与され
たチケット等を添え、当行所定の届出用紙により当行に届出るものとします。
3.カード返却前に生じた損害についてはすべて会員の負担とします。

4.会員は本取引の終了・解約後、当行に対する本規定に基づくカード
取引による債務が残存する場合には、指定口座に受入れまたは振
込まれた資金（受入れた証券類については全額決済されるまでこ
の資金から除く）について、当行が債務完済に至るまで指定口座か
ら引落し、この債務の弁済に充当されても異議ないものとします。
第32条（相殺または払戻充当）
1.本会員が本規定に定める当行に対する債務を履行しなければならない場
合には、その債務と会員の預金その他の債権とを、その債権の期限のいか
んにかかわらず、いつでも当行は相殺できるものとします。この場合当行
は本会員にかわり諸預け金を払戻し、債務の弁済に充当することができ
るものとします。この場合、当行は本会員に対し書面により通知します。
2.本条第1項により相殺または払戻充当をする場合には、債権債務の利息、清算
金、損害金・違約金等の計算については、その期間を計算実行の日までとしま
す。また、利率・料率等について借主と銀行間に別の定めがない場合には銀行
が一般に認められている基準に基づいて定めるところによるものとし、また
外国為替相場については、当行の相殺実行日の相場を適用するものとします。
3.本会員は、弁済期にある本会員の預金その他の債権と本取引によ
る本会員の債務とを相殺することができるものとします。その場合、
相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書・
通帳等は届出印を押印して直ちに当行に提出するものとします。
4.本条第3項における債権債務の利息、清算金、損害金、違約金等の計
算については、その期間を相殺通知の到達の日までとし、利率およ
び料率は当行の定めによるものとします。
5.当行が相殺をする場合、本会員の当行に対する債務全額を消滅させるに
足らないときは、特に通知せず当行が適当と認める順序方法により充当
することができます。ただし、ショッピングリボ払いの支払停止の抗弁
に係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
6.当行が本条第1項により充当指定した時は、本会員はその充当に対
して異議を述べる事ができないものとします。
7.本会員が相殺したときの充当指定により債権保全上支障が生じるお
それがあるときは、当行は遅滞なく異議を述べ、担保、保証の有無、軽重、
処分の難易、弁済期の長短、割引手形または割引電子記録債権の決済
見込などを考慮して、当行の指定する順序方法により充当することが
できます。この場合、当行は本会員に充当結果を通知するものとします。
8.本条第3項によって当行が充当する場合には、本会員の期限未到来
の債務については期限が到来したものとして、当行はその順序方
法を指定することができます。
第33条（業務の委託）
1.当行は、「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣
より営業許可を受けた債権管理回収会社に対して、カードの債権
の管理・回収業務を委託できるものとします。
2.会員は、当行が代金決済事務その他の事務等をJCBおよび関連会社
に業務委託することを予め承認するものとします。
第34条（準拠法・合意管轄）
会員と両社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。ま
た会員と両社の間で訴訟の必要が生じた場合、当行の本支店所在地

を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
第35条（本規定の変更）
本規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化、その他の相当
の事由があると認められる場合には以下のいずれかの方法により変
更できるものとします。
（1）当行が変更内容を当行の店頭表示その他相当の方法で公表する事。
この場合、その変更内容は、公表の際に定める1ヶ月以上の相当な
期間を経過した日（以下「相当期間経過日」といいます。）から適用
されるものとします。

（2）変更内容を当行から通知する事、または新規定を送付する事。
この場合、その変更内容は、変更内容を当行から通知した後、また
は新規定を送付した後にカードを利用したとき（以下「通知後のカ
ード利用日」といいます。）に会員が承認したものとみなし、その変
更内容は、通知後のカード利用日から適用されるものとします。

（3）本規定の変更等を本条第1項の双方により行う場合、その変更内容
は、相当期間経過日または通知後のカード利用日のいずれか先に到
来した日から適用されるものとします。なお、本規約と明示的に相違す
る規定または特約がある場合は、当該規定または特約が優先されるも
のとします。

第36条（危険負担、免責条項等）
1.会員が当行に差し入れた契約書類等が、事変、災害等やむを得ない
事情によって紛失、減失または損傷した場合には、会員は当行の帳
簿、伝票等の記録に基づいて債務を返済します。なお、会員は当行
からの請求があれば直ちに代りの契約書類等を差入れます。
2.会員に対する権利の行使もしくは保全に要した費用は、会員の負担とします。
第37条（規定等の準用）
本規定に特段定めのない事項は、「普通預金規定」、「総合口座取引規定」、
「ふくぎんキャッシュカード規定」、「デビットカード規定」、および「IC
キャッシュカード特約」を準用する事とします。

以上

各種規定等・手数料について
本規約に記載の各種規定等および諸手数料について当行ホームペー
ジに掲載しています。URLは以下の通りです。
各種規定等：https://www.fukuokabank.co.jp/yakkan/
諸手数料：https://www.fukuokabank.co.jp/price/commissions/index.html
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ふくぎんアレコレJCBカード会員規定（2020年4月改定）

第1章　総則
第1条（会員） 
1.ふくぎんアレコレJCBカード（以下「カード」といいます。）とは、1枚
のカードにキャッシュカード機能（デビットカード機能を含む）、
クレジットカード機能およびローンカード機能の3つの機能を兼
ね備えたカードのことをいいます。
2. 株式会社福岡銀行（以下「当行」という）および株式会社ジェーシービー（以
下「JCB」という。）が運営するクレジットカード取引システム（以下「JCBク
レジットカード取引システム」という。）に当行およびJCB（以下「両社」とい
う。）所定の入会申込書等において、本規定を承認のうえ第2条1項に基づく
会員区分を指定して申し込まれた方で当行が審査のうえ両社が入会を承
認した方を本会員とします。会員と両社との契約は、両社が入会を承認し
たときに成立します。なお各機能の提供者は、次に定めるとおりとなります。
　・キャッシュカード機能：当行
　・クレジットカード機能：両社
　・ローンカード機能：当行
　また、金融機関等による顧客等の本人確認等および犯罪による収
益の移転防止に関する法律に基づく本人確認が当行所定の期間内
に完了しない場合は、入会を断ることがあります。
3.ＪＣＢクレジットカード取引システムに両社所定の入会申込書等において、本
規約を承認のうえ、家族会員として入会を申し込まれた本会員の家族で、
両社が審査のうえ入会を承認した方2名を限度として家族会員といいます。
本会員は、家族会員に対し、本会員に代わって家族カード（第2条第1項
で定義される「家族カード」として定義のうち家族会員に貸与されるもの
をいう。また当該カードのカード番号を含むものとする。以下本条において
同じ。）を使用して、本規約に基づくカード利用（第2章（ショッピング利用、
金融サービス）に定めるショッピング利用（第15条に定めるものをいう。以
下同じ。）、キャッシング1回払いおよびキャッシングリボ払い（以下併せて
「金融サービス」という。）ならびに第4条に定める付帯サービス等の利用
の全部または一部をいう。また、モバイル端末等にカード番号を登録する
などして、当該モバイル端末等を使用したショッピング利用または金融サ
ービスの利用等をする行為を含む。以下同じ。）を行う一切の権限（以下
「本代理権」という。）を授与します。なお、本会員は、家族会員に対する
本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある
場合は、第31条第2項所定の方法により家族会員によるカード利用の中
止を申し出るものとします。本会員は、この申し出以前に本代理権が消
滅したことを、両社に対して主張することはできません。
4.本代理権の授与に基づき、家族会員の家族カードによるカード利用はす
べて本会員の代理人としての利用となり、当該家族カード利用に基づく
一切の支払債務は本会員に帰属し、家族会員はこれを負担しないもの
とします。また、本会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者
の注意をもって家族会員をして本規約を遵守させる義務を負うものとし、
家族会員が本規約に違反した場合には、当行に対し、連帯して責任を
負うものとします。

5.本会員と家族会員を併せて会員といいます。
6.会員は申込時にカード取引を行う総合口座普通預金（以下「指定口
座」といいます。）を指定するものとします。
7.会員はふくぎんマイレージサービス「マイバンクプラス」利用規約を承
認のうえ、ふくぎんマイレージサービス「マイバンクプラス」の利用を申
し込むものとします。
8. 本会員は「ふくぎんバンクカード」、「ふくぎんアレコレVISAカード」、「ふ
くぎんアレコレMasterCard」との重複契約はできないものとします。
第2条（カードの貸与およびカードの管理）
1.当行は会員1名につき1枚のカードを貸与します。カードには「アレ
コレJCB一般」・「アレコレJCBゴールド」・「アレコレJCBヤングゴ
ールド」・「アレコレJCBリボルビング」の会員区分があります。
2.会員に貸与されるカードは、同一区分とします。
3.会員はカードを貸与されたときは、直ちにカード裏面署名欄に自
署するものとします。
4.カード上には会員氏名、会員番号、カードの有効期限、口座番号、店
番号、セキュリティコード（カード裏面に印字される場合には、署
名欄（サインパネル）に印字される7桁の数値のうち下3桁または
「SECURITY CODE」との表記で印字される3桁の数値をいう。（以
下「カード情報」といいます。）が表示されています。カードはカー
ド表面に表示された会員本人以外利用できません。また会員は善
良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を使用し、
管理するものとします。
5.カードの所有権は当行に属し、会員は他人にカード及びカード情報を貸
与・預託・譲渡および質入れする等、カード及びカード情報の占有を第三
者に移転させることは一切できないものとします。また、カード及びカ
ード情報を預託しもしくは使用させる事は、一切出来ないものとします。
6.アレコレJCBヤングゴールドカード会員は、満30歳の誕生日以降
最初に到来するカードの有効期限以降、審査のうえアレコレJCBゴ
ールドカードに切り替わるものとします。
第3条（サービスの範囲）
1.会員はカードを利用して、次のサービスを受けることができます。
（1）現金自動支払機または現金自動預入支払機（以下両者を「CDま
たはATM」という。）による指定口座の払戻し、および現金自動
預入支払機による指定口座の預入れ。（以下「キャッシュカード
サービス」といいます。）

（2）CDまたはATMによる、指定口座の当座貸越借入金の払い出し。
（以下「プラスワンサービス」といいます。）

（3）加盟店における物品の購入ならびにサービスの提供を受けたこ
とに係る代金および料金の立替支払、およびCDまたはATMによ
る立替え現金払出し。（以下「クレジットカードサービス」といい、
クレジットカードサービスは「ショッピングサービス」、「キャッシ
ングサービス」、「海外預金引出サービス」により構成されます。）

（4）自動化機器による、当座貸越専用口座の当座貸越借入金の払い
出し。（以下「カードローンサービス」といいます。）

2.家族会員は前項のサービスのうち、(1)および(3)のみを受けること

ができるものとします。
第4条（特典および付帯サービス）
1.当行は会員に対し当行の定めた特典を付与します。特典の内容については、
店頭に備え置きのパンフレットおよび当行ホームページ等に記載します。
2.当行は会員に事前に通知することなく、特典の内容を変更または
中止する場合があります。
3.会員は、クレジットカードサービスとして当行、JCBまたは当行も
しくはJCBが提携する第三者（以下「サービス提供会社」という。）が
提供するカード付帯サービスおよび特典（以下「付帯サービス」と
いう。）を当行、JCBまたはサービス提供会社所定の方法で利用する
ことができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容
については、当行が書面その他の方法により通知または公表します。
4.付帯サービスはカードの種類によって異なります。会員は、付帯サ
ービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、
また、会員が本規約または付帯サービスの利用等に関する規定等に
違反した場合、または両社が会員のカード利用が適当でないと合理
的に判断した時は、付帯サービスを利用できない場合があります。
5.会員は、当行、JCBまたはサービス提供会社が必要と認めた場合には、
当行、JCBまたはサービス提供会社が付帯サービスおよびその内容
を変更することがあります。
6.会員は、当行が認める場合、当行が別に定めるところに従い、WEBサービ
ス（「MyJCB」「MyJチェック」等を含むが、それらに限らない。以下同じ。）
の登録を行うことによりWEBサービスを利用することができます。ただし、家
族会員は、WEBサービスのうち一部の機能を利用することができません。
本会員は、入会時または入会後遅滞なく、当行が別途定める規定に同意
の上、「MyJCB」および「MyJチェック」に登録するための当行所定の手
続きをとり、また当該登録を維持するよう努めるものとします。
第5条（保証）
1.本会員は、カード利用による当行に対する一切の債務について、ふ
くぎん保証株式会社（以下「保証会社」という。）に保証を委託し、そ
の保証を受けるものとします。
2.本会員と保証会社との間の取り決めは、別途「アレコレカード保証
委託約款」に定めるものとします。
第6条（年会費・諸費用の負担）
1.本会員は当行に対し当行が通知または公表する年会費（家族会員の有無･
人数によって異なる。）を、有効期限月（カード上に表示された年月の月
をいう。）の3ヵ月後の第21条に定める約定支払日（ただし、入会後最初の
年会費については、有効期限月の翌月の約定支払日）に通帳および払戻
請求書なしで指定口座から自動引落しの方法により支払うものとします。
なお、一旦支払われた年会費は当行またはJCBの責に帰すべき事由によ
らない退会または会員資格喪失となった場合、返還しません。ただし、「ア
レコレJCBリボルビング」の年会費については免除するものとします。
2 .前項の年会費は、当行が必要と認めたときは相当な範囲で変更できるものと
し、この場合、当行の店頭またはCDまたはATM設置場所に掲示するものとし
ます。
3.本会員は、会員が負担すべき印紙代を当行所定の日に、通帳および払戻

請求書なしで指定口座から自動引落しの方法により支払うものとします。
第7条（カードの有効期限）
1.カードの期限は、カード表面下部に月、年（西暦の下2桁）の順に記載し、当
該月の月末日までとします。有効期限切れのカードは、当行が請求した場
合は、直ちに当行に返却するものとします。ただし、会員から期限の2ヶ月
前までに期限を延長しない旨の申し出がなく、当行が審査のうえ両社が引
き続き会員と認めた場合はさらに5年間延長されたものとし、以降も同様
とします。その場合新たな有効期限を記載したカードを会員に貸与します。
2.前項の規定に関わらず、プラスワンサービスについては65歳の誕
生日以降最初に到来する有効期限をもって終了するものとします。
カードローンサービスについては、第20条3項によることとします。
第8条（カードの利用枠・利用可能金額および複数カード保有における利用の調整）
1.当行は、本会員につき、商品ごとの利用可能枠として、次の利用可
能枠を審査のうえ決定します（商品ごとの利用可能枠を総称して「機
能別利用可能枠」という。）。
　① ショッピング1回払い利用可能枠
　② ショッピングリボ払い利用可能枠
　③ ショッピング分割払い/ショッピングスキップ払い利用可能枠
　④ ショッピング2回払い利用可能枠
　⑤ ボーナス1回払い利用可能枠
　⑥ キャッシング1回払い利用可能枠
　⑦ 海外キャッシング1回払い利用可能枠
2.前項の機能別利用可能枠は、以下のとおり、3つの商品群に分類され、商品群
ごとの利用可能枠（以下「内枠」という。）が設定されます。各商品群に属する
機能別利用可能枠のうち最も高い金額が、当該商品群に係る内枠となります。
（1）前項①の機能別利用可能枠・・・「ショッピング枠」として分類
（2）前項②③④⑤の機能別利用可能枠・・・「ショッピング残高枠」として分類
（3）前項⑥⑦の機能別利用可能枠・・・「キャッシング総枠」として分類
3.第1項①から⑦の機能別利用可能枠のうち最も高い金額が、カード
全体の利用可能枠（以下「総枠」という。）となります。機能別利用可
能枠、内枠および総枠を総称して、利用可能枠といいます。
4.当行は、会員のカード利用状況および本会員の信用状況等に応じて、
審査の上利用可能枠を増額または減額することができるものとし
ます。ただし、本会員より増額を希望しない旨の申し出があった場
合は増額しないものとし、第1項⑥⑦の機能別利用可能枠について
は本会員が増額を希望した場合にのみ、増額するものとします。
5.本会員が当行から複数枚のJCBカード（当行が発行するクレジットカード等
をいい、当該カードに係るカード情報を含む。以下同じ。）の貸与を受けた場合、
それら複数枚のJCBカード全体における利用可能枠は、原則として各カード
ごとに定められた利用可能枠のうち最も高い金額（当該金額を「総合与信枠」
という。）となり、それら複数枚のJCBカードにおける利用可能枠の合計金額
にはなりません。なお、総合与信枠の金額にかかわらず、各JCBカードにおけ
る利用可能枠は、当該JCBカードについて個別に定められた金額となります。
6.会員は、以下の各号のうち最も低い金額の範囲内でカードを利用する
ことができるものとします。なお、本項から第8項の定めは、第2章にお
けるショッピング利用および金融サービス利用の全てに適用されます。

（1）会員が利用しようとする商品の機能別利用可能枠から当該機能
別利用可能枠に係る利用残高を差し引いた金額

（2）会員が利用しようとする商品の属する内枠から当該内枠に係る
利用残高を差し引いた金額

（3）総枠から会員の全利用残高を差し引いた金額
7.前項の利用残高とは、会員のクレジットカード利用に基づき当行に
対して支払うべき金額（約定支払日が到来しているか否かを問わな
い。また、キャッシング1回払い手数料、ショッピングリボ払い手
数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングスキップ払い手
数料および遅延損害金は除く。）で、当行が未だ会員からの支払い
を確認できていない金額をいい、本会員分と家族会員分を合算した
金額をいいます。
8.第6項、第7項にかかわらず、本会員が当行から複数枚のJCBカードの
貸与を受け本条第5項の適用を受ける場合、第6項の利用残高は、本会
員が保有するすべてのJCBカードおよび当該JCBカードに係る規約
に基づき発行された家族カードの利用残高を合算した金額となります。
9.本会員は、利用可能枠を超えるクレジットカード利用についても
当然に支払義務を負うものとします。

10. 会員が、本条第1項②③④または⑤の機能別利用可能枠を超えてシ
ョッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピング2回払い、
ボーナス1回払いによるショッピング利用（第15条に定めるものを
いう。）をした場合、当該機能別利用可能枠を超過したご利用はシ
ョッピング1回払いを指定したものと同様に取り扱われます。
第9条（カードの利用方法）
1.会員はCD・またはATMにてカードを利用する場合は、カード表面
に記載されているカード挿入方向の指示に従ってカードを挿入し、
機能を使い分けるものとします。
2.会員がカードのデビットカード機能およびクレジットカード機能の両方を
使用できる加盟店においてカードを利用する場合には、カードを提示する
際に、いずれの機能を利用するかについて当該加盟店に申出るものとします。
3.本条第1項および第2項において会員が使用方法を誤った場合に生じる
不利益・損害については、会員が負担するものとし、また会員は、この場
合の取引に基づく債務についての支払義務を免れないものとします。
第10条（暗証番号等）
1. 会員はカードの申込時に、当行に対しキャッシュカードサービスの暗証番号
およびクレジットカードサービスの暗証番号をそれぞれ届出るものとします。
2.会員は暗証番号（以下「暗証」という）を他人に知られないよう善良なる
管理者の注意をもって管理するものとします。クレジットカードサービ
ス利用の際、登録された暗証が使用されたときは、その利用はすべて当
該カードを貸与されている会員本人が利用したものと推定し、その利用
代金はすべて本会員の負担とします。ただし、登録された暗証の管理に
つき、会員に故意または過失がない場合には、この限りではありません。
第11条（届出事項の変更）
1. 会員は、住所、氏名、電話番号、勤務先、職業、電子メールアドレス、取
引を行う目的等、一切の届出事項に変更があった場合には遅滞なく
当行所定の書面により当行に対し届出を行うものとします。なお、届

出前に生じた損害については、当行は責任を負わないものとします。
2. 本条第1項の届出を怠ったために、当行から届出の氏名、住所にあ
てて通知または送付した書類等が延着し、または到着しなかった
場合には、通常到達すべき時に到着したものとみなします。
3. 本条第1項のうち、氏名に変更があった場合、またはクレジットカードサ
ービスの暗証を変更する場合には、会員は当該カードをあわせて当行に
提出のうえ再発行の手続きを行うものとします。なお、これにより新た
にカードが交付されるまでの間、会員がカードを利用できなくなること
に伴う不利益・損害等については当行は責任を負わないものとします。
第12条（会員区分の変更）
1. 本会員が申し出、当行が審査のうえ両社が承認した場合、会員区分
を変更することができます。また、本会員が新たに別の会員区分を
指定して両社に入会を申し込んだ場合は、会員区分変更の申し出
があったものとして取り扱われることがあります。
2.会員区分の変更により、登録中のクレジットカードの暗証は無効となります。
会員区分変更の申し出の際は、あらためて暗証を登録する必要があります。
3.会員区分が変更になった場合、家族会員等の契約、利用中の機能・サービス
等が引き継がれないことがあります。また、新たな会員区分に定められた利
用限度額、利用範囲、利用方法、家族会員の有無、手数料率、利率、付帯サ
ービスの内容・条件その他等が適用されます。
第2章　ショッピング利用・金融サービス
第13条（キャッシュカードサービス）
キャッシュカードサービスの内容および取扱方法については別途定める「総合
口座取引規定」、「普通預金規定」、「ふくぎんキャッシュカード規定」、「デビット
カード規定」、および「ふくぎんICキャッシュカード特約」に定めるものとします。
第14条（プラスワンサービス）
1.プラスワンサービスの貸越極度額は当行が会員毎に定めるものと
します。ただし、この極度額を超えて当行が貸越をした場合にも、
この規定の各条項が適用されるものとし、その場合は、会員は当行
から請求があり次第、直ちに極度額を超える金額を支払います。な
お、会員が同日に数件の貸出を請求した場合、その総額が貸越極度
額を超えるときは、そのいずれを貸出すかは当行の任意とします。
2.本サービスにおける自動化機器の取扱いは「ふくぎんキャッシュ
カード規定」に準じるものとします。
3.当座貸越請求書により借入れる場合は、当行所定の当座貸越請求書に
届出の印章により記名押印して通帳とともに提出するものとします。
4.預入支払機を使用して通帳により借入れる場合は、預入支払機に
通帳を挿入し、暗証と、金額ボタンにより操作するものとします。
5.本サービスは、指定口座の残高がない場合または総合口座取引規
定に基づく当座貸越（以下「総合口座貸越」という）借入金の残高が
極度額に達している場合に利用するものとします。
6.指定口座にかかる各種料金等の自動支払の請求があり前項に該当
する場合は、本サービスにより借入れ、その借入金は自動支払の決
済に充当されるものとします。なお、この場合は、通帳および当座貸
越請求書または普通預金払戻請求書の提出を省略するものとします。
7.本サービスによる借入金がある場合に総合口座貸越借入金の担保

となる定期預金の預入れあるいは国債等の保護預けをしたときは、
本サービスによる借入金は以降、総合口座貸越極度額または極度
額増加の範囲内で、総合口座貸越借入金として取扱うものとします。
8.総合口座貸越借入金の担保となっている定期預金を解約したり、
国債等を引出し等したことにより、その借入金の残高が総合口座
貸越借入金の極度額を超えた場合、越えた金額は以降、極度額の範
囲内で本サービスによる借入金として取扱うものとします。その
場合、極度額を超える金額は直ちに支払うものとします。
9.普通預金の支払いと当座貸越（本サービスによる借入および総合
口座貸越、以下同じ）の利用とが同時に行われる場合には、当行は
その金額を合算して通帳の支払欄に記入するものとします。

10. 本サービスを受けたことによる債務の支払いは次のとおりとします。
（1）本サービスによる借入金の残高がある場合には、指定口座に入
金または振込まれた証券類は、借入金の担保として当行に譲渡
したものとし、資金化されしだい借入金の返済に充当します。

（2）本サービスによる借入金の残高がある場合には、指定口座に受入れ
または振込まれた資金（受入れた証券類の金額は決済されるまで、
この資金から除く）は、借入金の残高に達するまで自動的にその返
済にあてるものとします。なお、総合口座貸越借入金がある場合は、
プラスワンサービスによる借入金から先に返済するものとします。

（3）当行は本条第1項の極度額を超えて貸越をした場合、指定口座
に受入れまたは振込まれた資金（受入れた証券類の金額は決済
されるまで、この資金から除く）を、各種料金等の支払いに優先
して極度額を超える金額の返済に充当することができます。

11. 本条第10項の場合、当行は普通預金の支払および当座貸越の返済
の通帳記入を省略し、入金欄に普通預金への入金額のみを記入す
るものとします。また、通帳の残高欄には、当行は当座貸越残高ま
たは普通預金残高のいずれかを記入するものとします。

12. 本サービスによる借入金の利息は、付利単位を100円とし、当行所定の貸越
利率により毎日の借入金の最終残高について計算し、毎年2月と8月の当行
所定の日に指定口座から引落しまたは指定口座の貸越元金に組入れるも
のとします。なお、総合口座貸越の利息がある場合には、これを合算のうえ
同様に取扱うものとします。また、本件についての損害金は年14.0%の割合
（年365日の日割計算）によるものとします。ただし、貸越利率が年14.0%を
超える場合の損害金は、当行所定の貸越利率（年365日の日割計算）を適用
するものとします。なお、利息、手数料、保証料には損害金を付しません。

13. 第7条に定めるカードの有効期限（以下「取引期限」という）が延長さ
れずに到来した場合は、次によるものとします。
（1）取引期限到来日の翌日以降この取引による当座貸越は受けられ
ないものとします。

（2）取引期限到来日に貸越元利金がある場合は、取引期限到来日の
3ヵ月後の応答日を返済期限とし、返済期限までに貸越元利金全
額を返済するものとします。ただし、当行の判断により返済期
限を延長する場合があります。

（3）取引期限到来日の翌日以降に貸越元利金がない場合、また貸越
元利金の返済が完了した場合は、この取引は当行から通知する

事なく当然に解約されるものとします。
第15条（ショッピング利用）
1.クレジットカードサービスについて、前月16日から当月15日まで
を標準期間といいます。
2.会員はJCB、JCBの提携会社およびJCBの関係会社の認めるJCBカード
の取扱加盟店（以下「加盟店」という。）において、本条第3項から第6項に
定める方法または両社が特に認める方法により、本条その他両社所定の
定めに従い、会員と加盟店との間で直接現金決済を行わずに、加盟店に
対する支払いを当行に対して委託することにより、加盟店から商品もしくは
権利を購入し、または役務の提供等を受けることができます（以下「ショッピ
ング利用」という。）。会員が加盟店においてカードを利用したことにより、会
員の加盟店に対する支払いにつき、会員が当行に対して弁済委託を行っ
たものとみなし、当行は自らまたは第三者を介して、加盟店に対して、会員
に代わって立替え払いを行います。また、会員は加盟店の店頭（自動精算
機の場合を含む。）において、JCB所定の方法により、カードを提示し、また
は非接触ICカード等を所定の機器にかざし、加盟店の指示に従って、所
定の売上票にカードの署名と同じ署名を行うこと、加盟店に設置されてい
る端末機に暗証番号を入力すること、または、署名と暗証番号の入力の
両方を行うことによりショッピング利用を行うことができます。なお、売上票へ
の署名または加盟店に設置されている端末機への暗証番号の入力等に
かえて、所定の手続きを行うことにより、または売上票への署名や端末機
への暗証番号の入力を省略して、ショッピング利用ができることがあります。
3.インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引そ
の他両社が特に認めた取引を行う加盟店においては、会員は、加盟店所
定の方法で、カード情報等を送信もしくは通知する方法により、または当該
方法に加えてセキュリティコードもしくはJ/Secure（TM）利用者規定に定
めるパスワードを送信する方法により、ショッピング利用を行うことができま
す。この場合、会員はカードの提示および売上票への署名を省略すること
ができます。
4.両社が特に認めたホテル・レンタカー等の加盟店における取引について
は、予め会員が加盟店との間で合意している場合には、会員は、ショッピン
グ利用代金額の一部についてのみ、加盟店に対してカードの提示、売上
票への署名等を行い、残額（署名等を行った後、利用が判明した代金を
含む。）についてはカードの提示、売上票への署名等を省略することがで
きます。
5.通信料金等両社所定の継続的役務については、会員が会員番号等を
事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受ける
ことができます。会員は、加盟店に登録した会員番号等に変更があった場
合ならびに退会または会員資格喪失等に至った場合、加盟店に当該変
更、退会または会員資格喪失等を申し出るものとします。なお、上記の事由
が生じた場合には、当行またはＪＣＢが会員に代わって当該変更、退会ま
たは会員資格喪失等の情報を加盟店に対し通知する場合があることを
会員は予め承認するものとします。また、会員に、退会または会員資格喪
失等の通知がなされた後であっても、当該加盟店におけるカード利用につ
いて、本会員は第42条第1項なお下記および第42条第4項に従い、支払
義務を負うものとします。

6.会員のショッピング利用に際して、加盟店が当該利用につき当行
に対して照会を行うことにより当行の承認を得るものとします。
ただし、利用金額、購入する商品・権利および提供を受ける役務の
種類によってはこの限りではありません。
7.ショッピング利用のためにカード（カード情報を含む。以下本項において
同じ。）が加盟店に提示または通知された際、カードの第三者による不正
利用を防止する目的のために、当行は以下の対応を行うことがあります。
（1）当行は、事前または事後に、電話等の方法により直接または加盟
店を通じて会員本人の利用であることを確認する場合があります。

（2）当行、JCBまたはJCBの提携会社が当該加盟店より依頼を受け
た場合、当行またはJCBにおいて会員の会員番号・氏名・住所・電話
番号その他当該ショッピング利用の申込者が加盟店に届け出
た情報と会員が両者に届け出ている個人情報を照合し、一致の
有無を当該加盟店に対して回答する場合があります。

（3）カードの第三者による不正利用の可能性があると当行が判断し
た場合、会員への事前通知なしにカードのご利用を保留または
お断りする場合があります。

（4）ショッピング利用の申込者に対して、セキュリティコードまたはJ/Secure
（TM）利用者規定に定めるパスワードの入力を求める場合がありま
す。申込者がセキュリティコードまたはJ/Secure（TM）利用者規定に定
めるパスワードを誤って入力した場合、会員によるカードの利用を一定
期間制限することがあります。

8.当行は、約定支払額（第21条に定めるものをいう。）が約定支払日に支払
われなかった場合、本会員の当行に対する一切の債務の全部または一
部について延滞が発生している場合、その他会員のJCBカードの利用
状況および本会員の信用状況等により会員のショッピング利用が適当
でないと判断した場合には、ショッピング利用を断ることがあります。
9.家族会員が家族カードを利用して商品・権利を購入しまたは役務
の提供等を受けた場合、家族会員は本会員の代理人として加盟店
との間でそれらに係る契約を行ったものとみなし、当該契約に基
づく債務は本会員が負担するものとします。

10.会員は、現金を取得することを目的として商品・権利の購入または役務の
提供などにカードのショッピング枠、ショッピング残高枠（第８条第２項に定
めるものをいう。）を利用すること（以下「ショッピング枠現金化」という。）は
できません。なお、ショッピング枠現金化には以下の方式等がありますが、現
金を取得することを目的とするショッピング利用枠である限り、方式の如何
を問わず、禁止の対象となります。
（1）商品・権利の購入、役務の提供の対価として、合理的な金額以上の対
価を、カードを利用して支払い、加盟店等から現金または現金に類似
するものの交付を受ける方式

（2）商品・権利等を購入し、その対価を、カードを利用して支払った上で、当
該商品・権利等を当該商品・権利等を購入した加盟店その他の第三
者に有償で譲渡する方式

（3）現行紙幣もしくは貨幣、またはこれらが含まれる商品等をカードを利用し
て購入する方式

11. 貴金属、金券類（ギフトカード、回数券等を含みますが、これらに限られま

せん。）、パソコン等の一部の商品の購入および電子マネーの入金等につ
いては、第8条第6項に定める金額の範囲内であったとしても、会員のシ
ョッピング利用が制限され、カードをご利用になれない場合があります。

12. 当行、JCB、JCBの提携会社またはJCBの関係会社と加盟店間の契約
が債権譲渡契約の場合、会員はショッピング利用代金の債権につ
いて以下のことを予め異議なく承諾するものとします。なお、債権
譲渡に際しては、JCBが認めた第三者を経由する場合があります。
（1）加盟店から当行に対して債権譲渡すること。
（2）加盟店からJCBに対して債権譲渡したうえで、当行がJCBに対
して立替払いすること。

（3）加盟店からJCBの提携会社に対して債権譲渡したうえで、当行
が当該JCBの提携会社に対して立替払いすること。

（4）加盟店からJCBの関係会社に対して債権譲渡したうえで、JCB
が当該JCBの関係会社に対して立替払いし、さらに当行がJCB
に対して立替払いすること。

13. 当行、JCB、JCBの提携会社またはJCBの関係会社と加盟店間の契約
が立替払い契約の場合、会員はショッピング利用代金の債権につ
いて以下のことを予め異議なく承諾するものとします。
（1）当行が加盟店に対して立替払いすること。
（2）JCBが加盟店に対して立替払いしたうえで、当行がJCBに対し
て立替払いすること。

（3）JCBの提携会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、当行が
当該JCBの提携会社に対して立替払いすること。

（4）JCBの関係会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、JCBが
当該JCBの関係会社に対して立替払いし、さらに当行がJCBに
対して立替払いすること。

14. 商品の所有権は、加盟店から当行に債権が譲渡されたとき、または
当行が加盟店、JCBもしくはJCBの提携会社に対して立替払いをし
たときに当行に移転し、ショッピング利用代金の完済まで当行に
留保されることを、会員は承認するものとします。

15. ショッピング利用代金の支払区分は、ショッピング1回払い、ショッピング2
回払い、ボーナス1回払い、ショッピングリボ払い、支払回数が3回以上でか
つ当行所定の支払回数のショッピング分割払い（以下「ショッピング分割払
い」という。）のうちから、会員がショッピング利用の際に指定するものとし
ます。ただし、ショッピング2回払い、ボーナス1回一括払い、ショッピングリ
ボ払い、ショッピング分割払いは、当行が指定する加盟店においてのみ利用
できるものとします。なお、ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッ
ピングリボ払いおよびショッピング分割払い取扱加盟店において会員が支
払区分を指定しなかった場合は、すべてショッピング1回払いを指定したも
のとして取り扱われます。また、ショッピングリボ払い、ショッピング分割
払いを指定した場合、ショッピング利用代金に所定の手数料が加算されます。

16.前15項にかかわらず、当行が認めた場合、会員は、以下の方式で、ショッ
ピング利用代金の支払区分をショッピングリボ払い、ショッピング分割払い
またはショッピングスキップ払いに指定することができます。会員は、当該
サービスに関する規定・特約等がある場合はそれに従うものとします。た
だし、いずれの場合でも、電子マネーの入金、カードの付帯サービス料金

その他当行が指定するものについては、以下の方式による支払区分の
指定を行うことはできず、ショッピング1回払いのみの指定となります。
（1）本会員が申し出、以後のショッピング利用代金の支払いをすべ
てショッピングリボ払いとする方式。なお、本方式を利用する
場合は、規約末尾の手数料率となります。

（2）当行が別途定める期日までに会員が支払区分の変更を希望するショ
ッピング利用を特定して申し出、当行が指定した月の約定支払日から別
の支払区分を指定したショッピング利用代金をショッピングリボ払い、ショ
ッピング分割払いまたはショッピングスキップ払いに変更する方式。本方
式を利用する場合は、カード利用日にショッピングリボ払い、ショッピング
分割払いまたはショッピングスキップ払いの指定があったものとします。
なお、1回のショッピング利用代金の一部についてのみ支払区分を変更
することはできません。

17. 本会員は、会員が標準期間においてショッピング利用を行った場合、
本条第12項、第13項、第14項における当行、JCB、JCBの提携会社、
JCBの関係会社または加盟店の各間の立替払いの有無にかかわらず、
第18項、第19項の場合を除き、以下のとおり支払うものとします。
（1）ショッピング1回払いを指定した場合、当該ショッピング利用
代金額を、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日

（2）ショッピング2回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金の
半額（1円単位とし、端数が生じた場合は初回の約定支払日に算入しま
す。）を、標準期間満了日の属する月の翌月および翌々月の約定支払日

18. 本会員は、会員がショッピング利用においてボーナス1回払いを指
定した場合、原則として、以下のとおり支払うものとします。ただし、
加盟店によりボーナス1回払いの取扱期間が異なることがあります。
（1）前年12月16日から当年6月15日までの当該ショッピング利用代
金を、当年8月の約定支払日

（2）当年7月16日から当年11月15日までの当該ショッピング利用代
金を、翌年1月の約定支払日

19.本会員は、会員がショッピング利用においてショッピングリボ払いまたはショッ
ピング分割払いまたはショッピングスキップ払いを指定した場合、第20項か
ら第22項または第23項から第32項に定めるとおり支払うものとします。

20. 本会員は、会員がショッピングリボ払いを指定した場合、以下のと
おり支払うものとします。
（1）標準期間におけるショッピング利用代金額に対してする標準期間満

了日の属する月の16日から翌月の約定支払日までの間当行所定の手
数料率を乗じたショッピングリボ払い手数料を、翌月の約定支払日。
ただし、ア当該ショッピング利用により第8条第1項②の機能別利用
可能枠にかかる利用残高が当該機能別リボルビング・分割払い利用可
能枠を超える場合の超過金額、およびイ標準期間におけるショッピン
グリボ払いのショッピング利用代金額とショッピングリボ払い利用
残高の合計金額が（2）に定めるリボ払元金以下の場合の当該ショッピ
ング利用代金額は当該手数料の計算から除かれるものとします。

（2）（1）の手数料のほか、以下の金額（以下「ショッピングリボ払い弁済金」
という。）を毎月の約定支払日。ただし、ボーナス増額払いを指定した
場合、ボーナス指定月の約定支払日において会員が指定した金額を

加算して支払うものとします。なお、ショッピングリボ払い弁済金の
当行に対する本会員の債務の充当は当行所定の方法により行います。
（リボ払元金）
前月15日のショッピングリボ払い利用残高が、会員の指定した
支払方法により決定されるショッピングリボ払い元金（以下「リ
ボ払元金」という。）以上の場合は当該リボ払元金。リボ払元金未
満の場合は当該ショッピングリボ利用残高。
（ショッピングリボ払い手数料）
前月の約定支払日のショッピングリボ払い利用残高（同日に支
払うリボ払元金、ボーナス加算額および前々月16日から前月の
約定支払日までのショッピングリボ払い利用額を差し引いた金
額）に対して前月の約定支払日の翌日から当月の約定支払日ま
での間当行所定の手数料率を乗じた金額。

21. 当行が認めた場合、本会員は支払方法の変更およびボーナス増額
払いの追加指定、加算額の変更をすることができます。

22. 本会員は、ショッピングリボ払い弁済金および第20項の手数料に
ついては、同項の支払方法のほか本規約末尾に記載の「繰上返済方
法」に従い随時支払うことができます。

23. 本会員は、会員がショッピング分割払いを指定した場合、ショッピ
ング利用代金に会員の指定した支払回数に応じた当行所定の割賦
係数を乗じたショッピング分割払い手数料を加算した金額（以下「分
割支払金合計額」という。）を支払うものとします。

24. 分割支払金合計額を支払回数で除した金額を分割支払金（ただし、計算上
の都合により初回および最終回の分割支払金は金額が異なります。）とし、
標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日から支払回数回にわたり
最終約定支払日まで、分割支払金を各約定支払日に支払うものとします。

25. 各分割支払金における分割支払元金と手数料の内訳の計算方法に
ついては以下のとおりとします。
（1）初回の分割支払金の内訳
手数料＝標準期間に利用した場合、ショッピング利用代金に対
する標準期間満了日の属する月の16日から翌月10日までの間当
行所定の手数料率を乗じた金額
分割支払元金＝分割支払金から上記手数料を差し引いた金額

（2）第2回の分割支払金の内訳
手数料＝ショッピング分割払い残元金（ショッピング利用代金－
（1）の分割支払元金）に当行所定の手数料率（月利）を乗じた金額
分割支払元金＝分割支払金から上記手数料を差し引いた金額

26. ボーナス併用ショッピング分割払いを指定した場合、本会員は、ショッピン
グ利用代金の半額を第23項、第24項、第25項の規定に従い支払い、残額を当
行所定の方法によりボーナス月（1月および8月）の約定支払日に支払うもの
とします。なお、初回から最終回までの約定支払日にボーナス月の約定支払
日に該当する日がない場合、ボーナス併用ショッピング分割払いを指定しな
かったものとして取り扱われます。第12項、第13項、第14項に定める債権譲
渡または立替払手続きの遅延その他の事務上の都合により、ボーナス月の約
定支払日に該当する日がないこととなった場合についても同様とします。

27. 本会員は、ショッピング分割払い残元金および手数料については、

第24項、第26項の支払いのほか、当行本規約末尾に記載の「繰上返
済方法」に従い一括で支払うことができます。

28.本会員は、会員が第15条第6項の規定に従いショッピングスキップ払いを
指定した場合、ショッピング利用代金額に、以下のショッピングスキップ払い
手数料を加算した金額を、標準期間満了日の属する月の翌 月々から標準
期間満了日の属する月の7ｶ月後の月までのうちから会員が指定した月（以
下「スキップ指定月」という。）の約定支払日に一括（1回）で支払うものとし
ます。なお、会員が一度指定した約定支払日を再度変更することはできま
せん。

29.ショッピングスキップ払いの手数料は、標準期間におけるショッピング利用代
金額に対して標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日翌日から
スキップ指定月の約定支払日までの経過月数と、当行所定の手数料率
（月利）を乗じた金額。
30.本会員は、ショッピングスキップ払いに関する債務の支払いを本規約末尾
に記載の「繰上返済方法」に従い一括で支払うことができます。

31.本会員が、会員のクレジットカード利用に基づき当行に対して支払うべき約
定支払額を約定支払日に支払わなかった場合には、約定支払額（ただ
し、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングス
キップ払い手数料、金融サービスの手数料および利息ならびに遅延損害
金等は除きます。）に対しその翌日から完済に至るまで、また、本規約に基
づき当行に対して負担する債務につき期限の利益を喪失した場合には、
残債務全額（ただし、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手
数料、ショッピングスキップ払い手数料、金融サービスの手数料および利息
ならびに遅延損害金等は除きます。）に対し期限の利益を喪失した日の翌
日から完済に至るまで、それぞれ以下に定める利率を乗じた遅延損害金
を支払うものとします。
・ショッピング1回払い、ショッピングリボ払い　年14.60％
・キャッシング1回払い　年20.00％
・ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッピングスキップ払い
法定利率

32.第31項にかかわらず、ショッピング分割払いに係る債務については以下の
遅延損害金を支払うものとします。
（1）分割支払金の支払いを遅延した場合は、分割支払金のうち分割支払
元金に対し約定支払日の翌日から完済に至るまで年１４.６０％を乗じた
金額。ただし、当該遅延損害金はショッピング分割払い残元金に対し
法定利率を乗じた額を超えない金額。

（2）分割支払金合計額の残額の期限の利益を喪失した場合は（（１）の場
合を除く）、ショッピング分割払い残元金に対し期限の利益を喪失した
日の翌日から完済に至るまで法定利率を乗じた金額。

第16条（見本・カタログ等と現物の相違）
会員は、見本・カタログ等により申し込みをした場合において、引き渡
された商品・権利または提供された役務等が見本・カタログ等と相違し
ている場合は、加盟店に商品、権利、役務等の交換を申し出るかまたは
売買契約の解除または役務提供契約の解除ができるものとします。
第17条（支払停止の抗弁）
1.会員は、加盟店から購入した商品、権利または提供を受けた役務に

関する紛議について、当該加盟店との間で解決するものとします。
2.第１項にかかわらず、本会員は、ショッピングリボ払いショッピング分割払い、
ショッピングスキップ払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払いを指
定もしくは変更して購入した商品もしくは割賦販売法に定める指定権利ま
たは提供を受けた役務（以下併せて「商品等」という。）について次の事
由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商
品等について、当行への支払いを停止することができるものとします。
（1）商品の引き渡し、指定権利の移転または役務の提供がないこと。
（2）商品等に破損、汚損、故障、その他の瑕疵があること。
（3）その他商品等の販売について加盟店に対して生じている抗弁事由が
あること。

3.当行は、本会員が第2項の支払いの停止を行う旨を当行に申し出た
ときは、直ちに所要の手続きをとります。
4.本会員は、第3項の申し出をするときは、予め第2項の事由の解消の
ため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
5.会員は、本会員が第3項の申し出をしたときは、速やかに第2項の事由
を記載した書面（資料がある場合には資料添付のこと。）を当行に提
出するよう努めるものとします。また当行が第2項の事由について調
査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
6.第2項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停
止することはできないものとします。
（1）ショッピングリボ払いの場合において、1回のカード利用におけるショッピ
ング利用代金額が3万8千円に満たないとき。ショッピング分割払い、ショ
ッピングスキップ払い、ショッピング2回払いまたはボーナス１回払いの場
合において、1回のカード利用における分割支払金合計額が4万円に
満たないとき。

（2）本会員による支払いの停止が信義に反すると認められたとき。
（3）会員によるショッピング利用が営業のために行うショッピング
利用である場合または海外でのショッピング利用である場合等、
割賦販売法第35条の3の60に定める適用除外条件に該当するとき。

第18条（アレコレキャッシング1回払い）
1. 会員は、当行所定の現金自動支払機（以下「CD」という。）、現金自動預
払機（以下「ATM」という。）等でカードおよび登録された暗証番号を使
用することにより金銭を借り入れることができます（以下「キャッシ
ング1回払い」という。）。その場合、会員は当行に対し、当行所定の金融
機関利用料を支払うものとします。なお、CD・ATMの機種や設置地域、店
舗等により、利用できない取引があり、また、CD・ATMの設置店舗の営
業時間やシステム保守等により、利用できない時間帯があります。
2.キャッシング1回払いにおける融資の日（以下「融資日」という。）は、CD・ATM
もしくは次条第3項に定める窓口等で融資を受けた日とします。お支払い口
座へは、当行に代わり、JCBが立て替えて融資金を振り込む場合があります。
3.会員は、第8条に定める金額の範囲内でキャッシング1回払いサー
ビスを利用することができます。
4.本会員は、会員が標準期間にキャッシング1回払いを利用した場合、標準
期間満了日の属する月の翌月の約定支払日に、標準期間の借入金合計額
およびキャッシング1回払い手数料（各借入金に対してキャッシング1

回払い融資日の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払
日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額）を支払うものとします。
なお、本会員は本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日
の前に借入金及び手数料の全額または一部を随時支払うことができます。
5.当行は、約定支払額が約定支払日に支払われなかった場合、本会員
の当行に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生し
ている場合、その他会員の利用状況および本会員の信用状況等によ
り会員のキャッシング1回払いの利用が適当でないと判断した場合
には、新たなキャッシング1回払いの利用を中止することができる
ものとします。なお、延滞の発生により利用を中止する場合は、本会
員の当該延滞に係るその後の支払い状況に関わらず、当行が定める
一定の期間内において継続して利用を中止する場合があります。
6.会員が、日本国外で本サービスを利用し、その引出額が指定口座の
預金残高の範囲内である場合には、会員が第19条に定めるサービ
スを受けたものとみなします。
第18条の２（海外キャッシング）
1.会員は、前条に定めるキャッシング1回払いを日本国外においても利
用することができます（以下「海外キャッシング1回払い」という。）。
2.会員が海外キャッシング1回払いを利用する場合に適用される機能
別利用可能枠は、海外キャッシング1回払い利用可能枠となります。
3.会員は、前条第1項に定める方法のほか、当行所定の方法により、国外
の金融機関等のCD・ATMにおいて海外キャッシング1回払いを利
用できる場合があります。海外キャッシング1回払いの利用方法は、
利用される国や地域、ATMにより異なるため別途公表いたします。
4.本会員は、会員が標準期間に海外キャッシング1回払いを利用した場
合、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日に、標準期間の借
入金合計額およびキャッシング1回払い手数料（各借入金に対して
キャッシング1回払い融資日の翌日から標準期間満了日の属する月
の翌月の約定支払日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額）を
支払うものとします。なお、本会員は本規約末尾に記載の「繰上返済
方法」に従い、約定支払日の前に借入金および手数料の全額または一
部を随時支払うことができます。ただし、会員が海外キャッシング1
回払いを利用した国外の金融機関・ATM保有会社等の事務処理の都
合上、上記の約定支払日から1カ月または2カ月後の約定支払日とな
る場合があります。この場合であっても、キャッシング1回払い手数
料が本項本文に定める金額から増額されることはありません。
5.会員が海外キャッシング1回払いを利用する場合、前条第2項、第3項
および第5項の定めが適用されますが、前条第4項は適用されません。
6.海外キャッシング1回払いの利用により会員が現地通貨で現金の引
出しを行った場合であっても、海外キャッシング1回払いの借入金元
金は、JCBとJCBの提携会社が当該借入金元金の集中決済をした時点
（会員がカードを利用した日とは異なることがあります。）のJCBが
定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨としま
す。なお、換算レートおよび換算方法については、第21条第6項が適用
されるものとします。

第19条（海外預金引出しサービス）
1.海外預金引出サービス（以下「海外キャッシュサービス」といいま
す。）とは、JCBと提携する国外金融機関等のCD・ATMで、会員が
現地通貨により指定口座から預金の払戻しを受けることができる
サービスです。なお、CD・ATMの利用方法は、それぞれのCD・
ATM設置先の定めによります。
2.海外キャッシュサービスによる日本国外での払戻しに係る指定口
座からの引落しは、JCBでの処理日の3営業日後を支払日とし、通帳
および払戻請求書なしで指定口座から自動引落しの方法により支
払うものとします。
3.前項の支払については、外貨額をJCBまたは提携金融機関、提携ク
レジット会社が定める時期ならびに為替相場により円貨に換算し
た金額を前項により引落すものとします。
4.海外キャッシュサービスに係る引落しと支払日の到来しているシ
ョッピング利用、キャッシング1回払いおよびカードローンサービ
スによる債務が指定口座の預金の不足により同時に引落すことが
できない場合における引落しの選択は当行の任意とします。
5.海外キャッシュサービスによる利用可能枠は、ショッピング利用可
能枠の範囲内で当行が定める金額とします。1回当りの利用できる
金額は、JCBまたは提携金融機関、提携クレジット会社が定める金額
までとします。
6.このサービスの利用にあたっては、当行所定の手数料110円（税込み）
を申し受けます。また支払機利用手数料については、当該支払機を
設置している金融機関、提携クレジット会社の定めによります。なお、
手数料は、本条第2項の引落しと同時に引落します。
7.本条第2項および第6項の合計額が指定口座の預金の不足等により引落し
できなかった場合には、日本国外での払戻しに係る指定口座からの引落
しの取扱いはなかったものとし、かわりに全額について第18条に定める
日本国外におけるキャッシング1回払いを行ったものとみなします。な
お、この場合の手数料は第18条第4項に定める手数料を申し受けます。
第20条（カードローンサービス）
1.この取引は、カードまたは通帳使用による当座貸越とし、通帳およ
び当座貸越請求書による借入、小切手・手形の振出しあるいは引受
けは行わないものとします。
2.この取引の有効期間（貸越利用期限）、（以下「取引期限」という）は、契約
日から1年後の応答月の前月末日までとします。ただし、取引期限到来
日の前日までに当事者の一方から別段の意志表示がない場合には、こ
の取引期限は更に1年間延長するものとし、以後も同様とします。
3.前項の規定にかかわらず、満65歳を超えての取引期限の延長は行
わないものとします。
4.当行が本条第2項の取引期限延長に関する審査等の為に資料の提出
または報告を求めたときには、直ちにこれに応ずるものとします。
5.取引期限が延長されずに到来した場合は、次によるものとします。
（1）取引期限到来日の翌日以降この取引による当座貸越は受けられ
ないものとします。

（2）取引期限到来日に貸越元利金がある場合は、当行から貸越元利金全

額の返済を求めない限り、本契約の各条項に従い返済するものとしま
す。ただし、当行の判断により貸越元利金全額の返済を求める場合は、
当行が求める期限までに、貸越元利金全額を返済するものとします。

（3）取引期限到来日の翌日以降に貸越元利金がない場合、また貸越
元利金の返済が完了した場合は、この取引は当行から通知する
事なく当然に解約されるものとします。

6.カードローンサービスの貸越極度額は当行が会員毎に定めるものと
します。会員によっては貸越極度額を0円とすることができるものと
します。また、当行は会員の属性および当行との取引状況等により、こ
の取引の貸越極度額を変更できるものとします。この場合、当行は変
更後の貸越極度額及び変更日を借主に通知するものとします。
7.当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金は、当行所定の
利率（年365日の日割計算）を適用するものとします。
8.当行が特に会員に対して、当行所定の基準および方法により優遇金利を適
用した場合には、当行は会員に対して通知する事なく、いつでもその優遇
利率を変更し、または優遇利率の適用を中止する事ができるものとします。
9.この取引による借入金の返済日は、毎月4日、14日、24日のうち会員
が予め指定した日とし、会員は返済日に別表の通り返済を行うもの
とします。約定返済金額を返済した後も貸越極度額を超過する場合
は、その超過額を含めて返済します。なお、返済日の変更はできない
ものとします。利息は、付利単位100円とし、上記指定日に当行所定
の利率、方法により計算のうえ貸越元金に組入れるものとします。

10. 前項の約定返済は指定口座からの自動支払によるものとします。この
場合、会員は指定口座に、毎月の返済日までに返済金相当額を預入する
ものとし、当行は返済日に預金通帳および請求書なしで払い出しのうえ、
返済に当てるものとします。ただし、指定口座の残高が約定返済金額に
満たない場合、その一部の返済にあてる取扱いは行わないものとします。
なお、自動引落しが約定返済日にできない場合において、当行は約定返
済日以降いつでも同様の方法により取扱いできるものとします。

11. 本条第10項による約定返済のほか、当座貸越専用口座への入金ま
たは振込みにより、随時に任意の金額を返済する事ができるもの
とします。ただし、入金額が当座貸越残高相当額を超える場合は、
その超える金額を指定口座に入金するものとします。
第3章　カードの支払い方法その他
第21条（クレジットカードサービスの利用代金等の支払）
1.ショッピングサービスおよびキャッシング1回払いによる本会員の当行に
対する債務は、毎月15日に締切り翌月10日（当行休業日の場合は翌営業日）
に通帳および払戻請求書なしで指定口座から自動引落しの方法により支払
うものとし、当該支払金額を約定支払額といいます。ただし、支払日等につい
て別に定めがある場合は、その定めに従うものとします。なお、加盟店の事務
上の都合により支払日は翌々月以降の10日（同前）になることがあります。
2.会員が本規定に違反してカードを利用した場合ならびに本規定に
定める以外の方法によりカードを利用した場合でも本会員は支払
義務を負うものとし、その支払いは本条第1項と同様とします。
3.当行が本会員に明細（本条第９項に定めるものをいう。）の通知手続を行
った後に、会員が本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支

払日の前に借入金等を支払ったこと、または会員がキャッシング１回払いを
利用したこと等により、本会員が本規約に基づき当行に支払うべき手数料
または利息の金額と当行が前項の方法により約定支払日に本会員から
実際に支払いを受けた手数料または利息の金額との間に差額が生ずる
場合、当行は翌月の約定支払日に本会員に当該差額を返金するなどの
方法により精算することを本会員は承諾するものとします。なお、当行は本
会員が前項に従い翌月の約定支払日に支払うべき約定支払額から当行
が本会員に返金すべき金額を差し引くことができます。
4.会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務につい
ては、JCBの関係会社が加盟店等に第15条第10項、第11項、第12項にか
かる債権譲渡代金等を支払った時点（会員がカードを利用した日とは
異なることがあります。）のJCBが定める換算レートおよび換算方法
に基づき円換算した円貨により、本会員は当行に対し支払うものとし
ます。
5.会員が国外でカードを利用した場合において、JCBの関係会社が加盟店
等に第15条第10項、第11項、第12項にかかる代金等を支払った後に、会
員と加盟店間のカード利用にかかる契約が解除された場合等、当行が会
員へ返金を行う場合は、原則として、前項に基づきJCBの関係会社が加
盟店等に第15条第10項、第11項、第12項にかかる代金等を支払った時点
のJCBが定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によ
るものとします。ただし、当行がかかる時点を特定することが不可能な
場合等、やむを得ない事情がある場合には、JCBの関係会社が加盟店等
との間で当該解除等にかかる手続を行った時点（会員が加盟店等との間
で当該解除等にかかる手続きを行った日とは異なることがあります。）
のJCBが定める換算レートおよび換算方法による場合があります。
6.会員が国外で付加価値税（VAT）返金制度を利用した場合において、当行
が会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方法は、JCBの関係会社
が付加価値税（VAT）返金制度取扱免税会社との間で当該返金にかかる
手続きを行った時点（会員が付加価値税（VAT）返金制度を利用した日ま
たはカードを利用した日とは異なることがあります。）のJCBが定める換
算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。
7.第4項から第6項の換算レートおよび換算方法は、原則として、JCB指定金
融機関等が指定した為替相場を基準にJCBが定めるものとし、別途公表い
たします。なお、一部の航空会社その他の加盟店等におけるカード利用の
場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算されたうえ、
JCBが定める換算レートおよび換算方法により円換算することがあります。
8.本会員の当行に対する弁済期の到来している債務について、当行は
随時支払いを受けることができるものとします。また弁済期の到来
しているショッピングサービス（日本国外におけるキャッシングサ
ービスを含む）による債務と日本国内におけるキャッシングサービ
スによる債務の合計額が指定口座の預金不足等により引き落としで
きない場合には、そのいずれかに充当するかは当行の任意とします。
9.当行は、本会員の約定支払額、ショッピングリボ払い利用残高、ショッピング
分割払い利用残高（ショッピングスキップ払い利用残高を含む。）およびキ
ャッシングリボ払い利用残高等（以下「明細」という。）を約定支払日の当月
初め頃、当行所定の方法により、本会員に通知します。なお、年会費のみ

の支払いの場合、明細の通知を省略することがあります。
第22条（外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令の適用）
日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外国為替及び
外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要
とする場合には、当行の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国
外でのカードの利用の制限若しくは停止に応じていただくことがあります。
第23条（手数料率、料率の算定方法、変更等）
1. 手数料率、利率（遅延損害金の利率を含む。以下本条において同じ。）
等の計算方法については、本規定において別途定める場合を除き、1
年を365日（うるう年は366日）とする日割方式による計算とします。
2.当行は各サービスにおける利率および手数料を、金融情勢の変化その他相
当の事由がある場合には一般に行われる程度のものに変更できるものと
します。この場合、当行の店頭または現金自動支払機設置場所に掲示する
ものとします。また、第35条の規定にかかわらず当行から手数料率、利率
の変更を通知した後は、リボルビング払いについては変更後の未決済残高
または融資残高に対し、分割払い及びキャッシングサービスについては変
更後の利用分から、変更後の手数料率・利率が適用されるものとします。
第24条（カードの紛失、盗難、偽造）
1. カードまたはカード情報あるいはチケット（タクシーチケット等）が紛失・
盗難・詐取・横領等（以下まとめて「紛失・盗難」という）により他人に不正利
用された場合、本会員は、そのカードまたはカード情報の利用により発生す
る利用代金、チケット利用代金についてすべて支払義務を負うものとします。
2.本条第1項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当行またはJCB
に届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当行またはJCBの請求によ
り所定の紛失、盗難届を当行またはJCBに提出した場合、当行は、本会員に対
して当行またはJCBが届け出を受けた日の60日前以降のクレジットカード
サービスによるカードの利用代金について、その支払いを免除します。
3.偽造カードの使用に係るカード利用代金については、本会員は支
払義務を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調
査に協力するものとします。
4.前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に
故意または過失があるときは、その偽造カードの利用代金につい
て本会員が支払義務を負うものとします。
5.カードの紛失・盗難・偽造により生じた損害の処理については、「ふ
くぎんキャッシュカード規定」、「デビットカード取引規定」をそれ
ぞれ適用することとします。
第25条（カードの利用代金の支払に関する免責事項）
第24条のカードの紛失・盗難に関し、会員が下記のいずれかに該当すると
きは、本会員のカードの利用代金の支払いは免除されないものとします。
（1）会員が第2条に違反したとき。
（2）会員の家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき。
（3）会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法
令違反によって紛失、盗難が生じたとき。

（4）紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき。
（5）会員が当行の請求する書類を提出しなかったとき、または当行等
の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。

（6）カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき（第7条第
2項ただし書きの場合を除く。）。

（7）戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき。
（8）その他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。
第26条（カードの再発行）
1.両社は、カードの紛失、盗難、破損、汚損等またはカード情報の消失、不正
取得、改変等の理由により会員が希望した場合、両社が審査のうえ原則
としてカードを再発行します。この場合、本会員は、自己に貸与されたカ
ードの他、家族カードの再発行についても当行所定の再発行手数料を支
払うものとし、再発行手数料は両社が別途通知または公表いたします。
なお、合理的な理由がある場合はカードを再発行しない場合があります。
2.両社は、両社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断
した場合、会員番号の変更ができるものとします。
第27条（サービスの一時停止）
1. 会員は、本会員が本規定に定める当行に対する債務のいずれかの
支払いを怠った場合、その債務を完済するまでキャッシュカード
サービスを除くサービスを受けられないものとします。
2.当行は、会員が本規定に違反し若しくは違反するおそれがある場合、
カードの利用状況に不審がある場合には、サービスの全部または一
部について一時的に停止し、若しくは、加盟店や自動化機器等を通
じてカードの回収を行うことができます。加盟店からカード回収の
要請があったときは、会員は異議なくこれに応ずるものとします。
第4章　期限の利益喪失・会員資格の取消・退会等
第28条（期限の利益喪失）
1. 会員が次の各号の事由のいずれかに該当したときは、当行は本会
員への通知催告等を要せず、本会員は本規定に基づく一切の債務
について当然に期限の利益を失い、カード利用により当行に対し
て負担した一切の債務を直ちに支払うものとします。
（1）保証会社から保証の取消または解約の申出があったとき。
（2）支払の停止または破産・民事再生、金銭の調整に係る調停の申立
てを受けたとき、または自らこれらの申立てをしたとき。

（3）手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
（4）会員の預金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差
押または差押の命令通知が発送されたとき。

（5）カード改ざん、不正使用等当行がカードの利用を不適当と認めたとき。
（6）住所変更の届出を怠るなど、会員の責めに帰すべき事由によって、
当行において会員の所在が不明となったとき。

（7）ショッピングリボ払いまたは、ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払
い、ショッピング２回払いまたはボーナス1回払いによるショッピング代金
債務、その他本会員の当行に対する債務の支払いの履行を遅滞し、
当行から20日以上の相当な期間を定めて書面で支払いの催告をされ
たにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。

2.本会員は、当行に支払うべき債務の履行を遅滞し相当期間を定めた当
行からの催告後に是正されない場合、および第30条1項の規定により会
員資格（家族会員を含む）を取り消された場合、ショッピングリボ払い、
ショッピング分割払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払い

によるショッピング代金債務を除く本規定に基づく債務について当然
に期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。
3.会員が次の各号の事由のいずれかに該当したときは、当行からの本会員への
通知催告等により、本会員は期限の利益を失い、カード利用により当行に対
して負担した一切の債務を直ちに支払うものとします。なお、この場合、本会
員が住所変更の手続きを怠る、あるいは本会員が当行からの通知催告等を受
領しないなど、本会員の責に帰すべき事由により、通知催告等が延着しまた
は到着しなかった場合は、通常到着すべき時期に到達したものとみなします。
（1）本規定に定める事項の1つにでも違反したとき。
（2）本規定に基づくカード取引に関し、当行に虚偽の資料提供また
は報告をしたとき。

（3）指定口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またその
恐れがあると当行が認めたとき。

（4）前各号のほか当行が債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
4.本会員は、第29条の事由により会員資格を取消された場合、本規約
に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債
務の全額を支払うものとします。
第29条（反社会的勢力の排除）
1. 会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過し
ない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ
または特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者（以下、これらを「暴力
団員等」という）に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しな
いことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
（1）暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
（2）暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を
有すること

（3）自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三
者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を
利用していると認められる関係を有すること

（4）暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するな
どの関与をしていると認められる関係を有すること

（5）役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会
的に非難されるべき関係を有すること

2.会員は、自らまたは第三者を利用して、当行に対し次の各号の一に
でも該当する行為を行わないことを確約いたします。
（1）暴力的な要求行為
（2）法的な責任を超えた不当な要求行為
（3）取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
（4）風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、ま
たは業務を妨害する行為

（5）その他前各号に準ずる行為
3.会員が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前
項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表
明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、会員との取引を継続す
ることが不適切である場合には、会員は当行から請求があり次第、当行に
対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。

4.前項の規定の適用により、会員に損害が生じた場合にも、当行になんらの請
求をしません。また、当行に損害が生じたときは、会員がその責任を負います。
5.会員は、本契約締結日時点で会員と当行との間に存在するいっさ
いの融資・ローン・クレジットカード取引についても、本条項が適
用されることに同意いたします。 
第29条の2（マネーロンダリング等の禁止）
会員は、マネーロンダリング、反社会的勢力（テロリストを含む。）に対して資
金供与等をすること、または経済制裁関係法令その他の法令もしくは国際
的な規制に抵触する行為（以下、これらを総称して「マネー・ロンダリング等」
という。）を遂行する目的で、またはマネーロンダリング等を遂行する手段とし
て、カードを利用してはならないものとします。
第30条（会員資格の取消）
1. 両社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当行において会員とし
て不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことがで
きるものとします。ただし、（3）においては相当期間を定めた当行からの通知、
催告後に是正されない場合に会員資格を取消すことができるものとします。
（1）カードの申込に際し、氏名、住所、勤務先、年収、家族構成等、会員
の特定、信用状況の判断に係る事実について虚偽の申告をしたり、
カードを不正に使用した場合。

（2）本規定のいずれかに違反した場合。
（3）カード利用代金等、当行に対する債務の履行を怠った場合。
（4）換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況
が不適当若しくは不審があると当行が判断した場合。

（5）指定口座を両社の同意なく解約したとき。
（6）会員が、本会員として当行から複数のカードを貸与されている場合、

他のカードについて上記事項のいずれかに該当する事由が生じたとき。
（7）当行が更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過したとき。
（8）当行が発行したカードを会員が受領する意思がない、または当
行から要請があるにもかかわらず受領を行わない場合。

2.会員資格を取消されたときは、会員は速やかにカード及びチケット等、
当行から貸与された物品を当行に返還するものとします。また、会員
資格を取消された場合、会員は当行に対する会員資格に基づく権利を
喪失するものとします。また、本会員が会員資格を喪失した場合、当然
に家族会員も会員資格を喪失します。なお、本会員は、会員が会員資格
喪失後にカードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。
3.当行は、会員資格の取消を行なった場合、カード及びチケット等の無効
通知並びに無効登録を行い、加盟店等を通じてこれらの返還を求めるこ
とができるものとします。会員は、加盟店等からこれらの返還を求めら
れたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当行に返還するものとします。
第31条（退会）
1.本会員が退会をする場合は、本会員、家族会員全員のカード及び貸与
されたチケット等を添え、当行所定の届出用紙により当行に届出るも
のとします。この場合、債務全額を弁済していただくこともあります。
2.家族会員のみが退会をする場合は、退会する家族会員のカード及び貸与され
たチケット等を添え、当行所定の届出用紙により当行に届出るものとします。
3.カード返却前に生じた損害についてはすべて会員の負担とします。

4.会員は本取引の終了・解約後、当行に対する本規定に基づくカード
取引による債務が残存する場合には、指定口座に受入れまたは振
込まれた資金（受入れた証券類については全額決済されるまでこ
の資金から除く）について、当行が債務完済に至るまで指定口座か
ら引落し、この債務の弁済に充当されても異議ないものとします。
第32条（相殺または払戻充当）
1.本会員が本規定に定める当行に対する債務を履行しなければならない場
合には、その債務と会員の預金その他の債権とを、その債権の期限のいか
んにかかわらず、いつでも当行は相殺できるものとします。この場合当行
は本会員にかわり諸預け金を払戻し、債務の弁済に充当することができ
るものとします。この場合、当行は本会員に対し書面により通知します。
2.本条第1項により相殺または払戻充当をする場合には、債権債務の利息、清算
金、損害金・違約金等の計算については、その期間を計算実行の日までとしま
す。また、利率・料率等について借主と銀行間に別の定めがない場合には銀行
が一般に認められている基準に基づいて定めるところによるものとし、また
外国為替相場については、当行の相殺実行日の相場を適用するものとします。
3.本会員は、弁済期にある本会員の預金その他の債権と本取引によ
る本会員の債務とを相殺することができるものとします。その場合、
相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書・
通帳等は届出印を押印して直ちに当行に提出するものとします。
4.本条第3項における債権債務の利息、清算金、損害金、違約金等の計
算については、その期間を相殺通知の到達の日までとし、利率およ
び料率は当行の定めによるものとします。
5.当行が相殺をする場合、本会員の当行に対する債務全額を消滅させるに
足らないときは、特に通知せず当行が適当と認める順序方法により充当
することができます。ただし、ショッピングリボ払いの支払停止の抗弁
に係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
6.当行が本条第1項により充当指定した時は、本会員はその充当に対
して異議を述べる事ができないものとします。
7.本会員が相殺したときの充当指定により債権保全上支障が生じるお
それがあるときは、当行は遅滞なく異議を述べ、担保、保証の有無、軽重、
処分の難易、弁済期の長短、割引手形または割引電子記録債権の決済
見込などを考慮して、当行の指定する順序方法により充当することが
できます。この場合、当行は本会員に充当結果を通知するものとします。
8.本条第3項によって当行が充当する場合には、本会員の期限未到来
の債務については期限が到来したものとして、当行はその順序方
法を指定することができます。
第33条（業務の委託）
1.当行は、「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣
より営業許可を受けた債権管理回収会社に対して、カードの債権
の管理・回収業務を委託できるものとします。
2.会員は、当行が代金決済事務その他の事務等をJCBおよび関連会社
に業務委託することを予め承認するものとします。
第34条（準拠法・合意管轄）
会員と両社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。ま
た会員と両社の間で訴訟の必要が生じた場合、当行の本支店所在地

を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
第35条（本規定の変更）
本規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化、その他の相当
の事由があると認められる場合には以下のいずれかの方法により変
更できるものとします。
（1）当行が変更内容を当行の店頭表示その他相当の方法で公表する事。
この場合、その変更内容は、公表の際に定める1ヶ月以上の相当な
期間を経過した日（以下「相当期間経過日」といいます。）から適用
されるものとします。

（2）変更内容を当行から通知する事、または新規定を送付する事。
この場合、その変更内容は、変更内容を当行から通知した後、また
は新規定を送付した後にカードを利用したとき（以下「通知後のカ
ード利用日」といいます。）に会員が承認したものとみなし、その変
更内容は、通知後のカード利用日から適用されるものとします。

（3）本規定の変更等を本条第1項の双方により行う場合、その変更内容
は、相当期間経過日または通知後のカード利用日のいずれか先に到
来した日から適用されるものとします。なお、本規約と明示的に相違す
る規定または特約がある場合は、当該規定または特約が優先されるも
のとします。

第36条（危険負担、免責条項等）
1.会員が当行に差し入れた契約書類等が、事変、災害等やむを得ない
事情によって紛失、減失または損傷した場合には、会員は当行の帳
簿、伝票等の記録に基づいて債務を返済します。なお、会員は当行
からの請求があれば直ちに代りの契約書類等を差入れます。
2.会員に対する権利の行使もしくは保全に要した費用は、会員の負担とします。
第37条（規定等の準用）
本規定に特段定めのない事項は、「普通預金規定」、「総合口座取引規定」、
「ふくぎんキャッシュカード規定」、「デビットカード規定」、および「IC
キャッシュカード特約」を準用する事とします。

以上

各種規定等・手数料について
本規約に記載の各種規定等および諸手数料について当行ホームペー
ジに掲載しています。URLは以下の通りです。
各種規定等：https://www.fukuokabank.co.jp/yakkan/
諸手数料：https://www.fukuokabank.co.jp/price/commissions/index.html
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ふくぎんアレコレJCBカード会員規定（2020年4月改定）

第1章　総則
第1条（会員） 
1.ふくぎんアレコレJCBカード（以下「カード」といいます。）とは、1枚
のカードにキャッシュカード機能（デビットカード機能を含む）、
クレジットカード機能およびローンカード機能の3つの機能を兼
ね備えたカードのことをいいます。
2. 株式会社福岡銀行（以下「当行」という）および株式会社ジェーシービー（以
下「JCB」という。）が運営するクレジットカード取引システム（以下「JCBク
レジットカード取引システム」という。）に当行およびJCB（以下「両社」とい
う。）所定の入会申込書等において、本規定を承認のうえ第2条1項に基づく
会員区分を指定して申し込まれた方で当行が審査のうえ両社が入会を承
認した方を本会員とします。会員と両社との契約は、両社が入会を承認し
たときに成立します。なお各機能の提供者は、次に定めるとおりとなります。
　・キャッシュカード機能：当行
　・クレジットカード機能：両社
　・ローンカード機能：当行
　また、金融機関等による顧客等の本人確認等および犯罪による収
益の移転防止に関する法律に基づく本人確認が当行所定の期間内
に完了しない場合は、入会を断ることがあります。
3.ＪＣＢクレジットカード取引システムに両社所定の入会申込書等において、本
規約を承認のうえ、家族会員として入会を申し込まれた本会員の家族で、
両社が審査のうえ入会を承認した方2名を限度として家族会員といいます。
本会員は、家族会員に対し、本会員に代わって家族カード（第2条第1項
で定義される「家族カード」として定義のうち家族会員に貸与されるもの
をいう。また当該カードのカード番号を含むものとする。以下本条において
同じ。）を使用して、本規約に基づくカード利用（第2章（ショッピング利用、
金融サービス）に定めるショッピング利用（第15条に定めるものをいう。以
下同じ。）、キャッシング1回払いおよびキャッシングリボ払い（以下併せて
「金融サービス」という。）ならびに第4条に定める付帯サービス等の利用
の全部または一部をいう。また、モバイル端末等にカード番号を登録する
などして、当該モバイル端末等を使用したショッピング利用または金融サ
ービスの利用等をする行為を含む。以下同じ。）を行う一切の権限（以下
「本代理権」という。）を授与します。なお、本会員は、家族会員に対する
本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある
場合は、第31条第2項所定の方法により家族会員によるカード利用の中
止を申し出るものとします。本会員は、この申し出以前に本代理権が消
滅したことを、両社に対して主張することはできません。
4.本代理権の授与に基づき、家族会員の家族カードによるカード利用はす
べて本会員の代理人としての利用となり、当該家族カード利用に基づく
一切の支払債務は本会員に帰属し、家族会員はこれを負担しないもの
とします。また、本会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者
の注意をもって家族会員をして本規約を遵守させる義務を負うものとし、
家族会員が本規約に違反した場合には、当行に対し、連帯して責任を
負うものとします。

5.本会員と家族会員を併せて会員といいます。
6.会員は申込時にカード取引を行う総合口座普通預金（以下「指定口
座」といいます。）を指定するものとします。
7.会員はふくぎんマイレージサービス「マイバンクプラス」利用規約を承
認のうえ、ふくぎんマイレージサービス「マイバンクプラス」の利用を申
し込むものとします。
8. 本会員は「ふくぎんバンクカード」、「ふくぎんアレコレVISAカード」、「ふ
くぎんアレコレMasterCard」との重複契約はできないものとします。
第2条（カードの貸与およびカードの管理）
1.当行は会員1名につき1枚のカードを貸与します。カードには「アレ
コレJCB一般」・「アレコレJCBゴールド」・「アレコレJCBヤングゴ
ールド」・「アレコレJCBリボルビング」の会員区分があります。
2.会員に貸与されるカードは、同一区分とします。
3.会員はカードを貸与されたときは、直ちにカード裏面署名欄に自
署するものとします。
4.カード上には会員氏名、会員番号、カードの有効期限、口座番号、店
番号、セキュリティコード（カード裏面に印字される場合には、署
名欄（サインパネル）に印字される7桁の数値のうち下3桁または
「SECURITY CODE」との表記で印字される3桁の数値をいう。（以
下「カード情報」といいます。）が表示されています。カードはカー
ド表面に表示された会員本人以外利用できません。また会員は善
良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を使用し、
管理するものとします。
5.カードの所有権は当行に属し、会員は他人にカード及びカード情報を貸
与・預託・譲渡および質入れする等、カード及びカード情報の占有を第三
者に移転させることは一切できないものとします。また、カード及びカ
ード情報を預託しもしくは使用させる事は、一切出来ないものとします。
6.アレコレJCBヤングゴールドカード会員は、満30歳の誕生日以降
最初に到来するカードの有効期限以降、審査のうえアレコレJCBゴ
ールドカードに切り替わるものとします。
第3条（サービスの範囲）
1.会員はカードを利用して、次のサービスを受けることができます。
（1）現金自動支払機または現金自動預入支払機（以下両者を「CDま
たはATM」という。）による指定口座の払戻し、および現金自動
預入支払機による指定口座の預入れ。（以下「キャッシュカード
サービス」といいます。）

（2）CDまたはATMによる、指定口座の当座貸越借入金の払い出し。
（以下「プラスワンサービス」といいます。）

（3）加盟店における物品の購入ならびにサービスの提供を受けたこ
とに係る代金および料金の立替支払、およびCDまたはATMによ
る立替え現金払出し。（以下「クレジットカードサービス」といい、
クレジットカードサービスは「ショッピングサービス」、「キャッシ
ングサービス」、「海外預金引出サービス」により構成されます。）

（4）自動化機器による、当座貸越専用口座の当座貸越借入金の払い
出し。（以下「カードローンサービス」といいます。）

2.家族会員は前項のサービスのうち、(1)および(3)のみを受けること

ができるものとします。
第4条（特典および付帯サービス）
1.当行は会員に対し当行の定めた特典を付与します。特典の内容については、
店頭に備え置きのパンフレットおよび当行ホームページ等に記載します。
2.当行は会員に事前に通知することなく、特典の内容を変更または
中止する場合があります。
3.会員は、クレジットカードサービスとして当行、JCBまたは当行も
しくはJCBが提携する第三者（以下「サービス提供会社」という。）が
提供するカード付帯サービスおよび特典（以下「付帯サービス」と
いう。）を当行、JCBまたはサービス提供会社所定の方法で利用する
ことができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容
については、当行が書面その他の方法により通知または公表します。
4.付帯サービスはカードの種類によって異なります。会員は、付帯サ
ービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、
また、会員が本規約または付帯サービスの利用等に関する規定等に
違反した場合、または両社が会員のカード利用が適当でないと合理
的に判断した時は、付帯サービスを利用できない場合があります。
5.会員は、当行、JCBまたはサービス提供会社が必要と認めた場合には、
当行、JCBまたはサービス提供会社が付帯サービスおよびその内容
を変更することがあります。
6.会員は、当行が認める場合、当行が別に定めるところに従い、WEBサービ
ス（「MyJCB」「MyJチェック」等を含むが、それらに限らない。以下同じ。）
の登録を行うことによりWEBサービスを利用することができます。ただし、家
族会員は、WEBサービスのうち一部の機能を利用することができません。
本会員は、入会時または入会後遅滞なく、当行が別途定める規定に同意
の上、「MyJCB」および「MyJチェック」に登録するための当行所定の手
続きをとり、また当該登録を維持するよう努めるものとします。
第5条（保証）
1.本会員は、カード利用による当行に対する一切の債務について、ふ
くぎん保証株式会社（以下「保証会社」という。）に保証を委託し、そ
の保証を受けるものとします。
2.本会員と保証会社との間の取り決めは、別途「アレコレカード保証
委託約款」に定めるものとします。
第6条（年会費・諸費用の負担）
1.本会員は当行に対し当行が通知または公表する年会費（家族会員の有無･
人数によって異なる。）を、有効期限月（カード上に表示された年月の月
をいう。）の3ヵ月後の第21条に定める約定支払日（ただし、入会後最初の
年会費については、有効期限月の翌月の約定支払日）に通帳および払戻
請求書なしで指定口座から自動引落しの方法により支払うものとします。
なお、一旦支払われた年会費は当行またはJCBの責に帰すべき事由によ
らない退会または会員資格喪失となった場合、返還しません。ただし、「ア
レコレJCBリボルビング」の年会費については免除するものとします。
2 .前項の年会費は、当行が必要と認めたときは相当な範囲で変更できるものと
し、この場合、当行の店頭またはCDまたはATM設置場所に掲示するものとし
ます。
3.本会員は、会員が負担すべき印紙代を当行所定の日に、通帳および払戻

請求書なしで指定口座から自動引落しの方法により支払うものとします。
第7条（カードの有効期限）
1.カードの期限は、カード表面下部に月、年（西暦の下2桁）の順に記載し、当
該月の月末日までとします。有効期限切れのカードは、当行が請求した場
合は、直ちに当行に返却するものとします。ただし、会員から期限の2ヶ月
前までに期限を延長しない旨の申し出がなく、当行が審査のうえ両社が引
き続き会員と認めた場合はさらに5年間延長されたものとし、以降も同様
とします。その場合新たな有効期限を記載したカードを会員に貸与します。
2.前項の規定に関わらず、プラスワンサービスについては65歳の誕
生日以降最初に到来する有効期限をもって終了するものとします。
カードローンサービスについては、第20条3項によることとします。
第8条（カードの利用枠・利用可能金額および複数カード保有における利用の調整）
1.当行は、本会員につき、商品ごとの利用可能枠として、次の利用可
能枠を審査のうえ決定します（商品ごとの利用可能枠を総称して「機
能別利用可能枠」という。）。
　① ショッピング1回払い利用可能枠
　② ショッピングリボ払い利用可能枠
　③ ショッピング分割払い/ショッピングスキップ払い利用可能枠
　④ ショッピング2回払い利用可能枠
　⑤ ボーナス1回払い利用可能枠
　⑥ キャッシング1回払い利用可能枠
　⑦ 海外キャッシング1回払い利用可能枠
2.前項の機能別利用可能枠は、以下のとおり、3つの商品群に分類され、商品群
ごとの利用可能枠（以下「内枠」という。）が設定されます。各商品群に属する
機能別利用可能枠のうち最も高い金額が、当該商品群に係る内枠となります。
（1）前項①の機能別利用可能枠・・・「ショッピング枠」として分類
（2）前項②③④⑤の機能別利用可能枠・・・「ショッピング残高枠」として分類
（3）前項⑥⑦の機能別利用可能枠・・・「キャッシング総枠」として分類
3.第1項①から⑦の機能別利用可能枠のうち最も高い金額が、カード
全体の利用可能枠（以下「総枠」という。）となります。機能別利用可
能枠、内枠および総枠を総称して、利用可能枠といいます。
4.当行は、会員のカード利用状況および本会員の信用状況等に応じて、
審査の上利用可能枠を増額または減額することができるものとし
ます。ただし、本会員より増額を希望しない旨の申し出があった場
合は増額しないものとし、第1項⑥⑦の機能別利用可能枠について
は本会員が増額を希望した場合にのみ、増額するものとします。
5.本会員が当行から複数枚のJCBカード（当行が発行するクレジットカード等
をいい、当該カードに係るカード情報を含む。以下同じ。）の貸与を受けた場合、
それら複数枚のJCBカード全体における利用可能枠は、原則として各カード
ごとに定められた利用可能枠のうち最も高い金額（当該金額を「総合与信枠」
という。）となり、それら複数枚のJCBカードにおける利用可能枠の合計金額
にはなりません。なお、総合与信枠の金額にかかわらず、各JCBカードにおけ
る利用可能枠は、当該JCBカードについて個別に定められた金額となります。
6.会員は、以下の各号のうち最も低い金額の範囲内でカードを利用する
ことができるものとします。なお、本項から第8項の定めは、第2章にお
けるショッピング利用および金融サービス利用の全てに適用されます。

（1）会員が利用しようとする商品の機能別利用可能枠から当該機能
別利用可能枠に係る利用残高を差し引いた金額

（2）会員が利用しようとする商品の属する内枠から当該内枠に係る
利用残高を差し引いた金額

（3）総枠から会員の全利用残高を差し引いた金額
7.前項の利用残高とは、会員のクレジットカード利用に基づき当行に
対して支払うべき金額（約定支払日が到来しているか否かを問わな
い。また、キャッシング1回払い手数料、ショッピングリボ払い手
数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングスキップ払い手
数料および遅延損害金は除く。）で、当行が未だ会員からの支払い
を確認できていない金額をいい、本会員分と家族会員分を合算した
金額をいいます。
8.第6項、第7項にかかわらず、本会員が当行から複数枚のJCBカードの
貸与を受け本条第5項の適用を受ける場合、第6項の利用残高は、本会
員が保有するすべてのJCBカードおよび当該JCBカードに係る規約
に基づき発行された家族カードの利用残高を合算した金額となります。
9.本会員は、利用可能枠を超えるクレジットカード利用についても
当然に支払義務を負うものとします。

10. 会員が、本条第1項②③④または⑤の機能別利用可能枠を超えてシ
ョッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピング2回払い、
ボーナス1回払いによるショッピング利用（第15条に定めるものを
いう。）をした場合、当該機能別利用可能枠を超過したご利用はシ
ョッピング1回払いを指定したものと同様に取り扱われます。
第9条（カードの利用方法）
1.会員はCD・またはATMにてカードを利用する場合は、カード表面
に記載されているカード挿入方向の指示に従ってカードを挿入し、
機能を使い分けるものとします。
2.会員がカードのデビットカード機能およびクレジットカード機能の両方を
使用できる加盟店においてカードを利用する場合には、カードを提示する
際に、いずれの機能を利用するかについて当該加盟店に申出るものとします。
3.本条第1項および第2項において会員が使用方法を誤った場合に生じる
不利益・損害については、会員が負担するものとし、また会員は、この場
合の取引に基づく債務についての支払義務を免れないものとします。
第10条（暗証番号等）
1. 会員はカードの申込時に、当行に対しキャッシュカードサービスの暗証番号
およびクレジットカードサービスの暗証番号をそれぞれ届出るものとします。
2.会員は暗証番号（以下「暗証」という）を他人に知られないよう善良なる
管理者の注意をもって管理するものとします。クレジットカードサービ
ス利用の際、登録された暗証が使用されたときは、その利用はすべて当
該カードを貸与されている会員本人が利用したものと推定し、その利用
代金はすべて本会員の負担とします。ただし、登録された暗証の管理に
つき、会員に故意または過失がない場合には、この限りではありません。
第11条（届出事項の変更）
1. 会員は、住所、氏名、電話番号、勤務先、職業、電子メールアドレス、取
引を行う目的等、一切の届出事項に変更があった場合には遅滞なく
当行所定の書面により当行に対し届出を行うものとします。なお、届

出前に生じた損害については、当行は責任を負わないものとします。
2. 本条第1項の届出を怠ったために、当行から届出の氏名、住所にあ
てて通知または送付した書類等が延着し、または到着しなかった
場合には、通常到達すべき時に到着したものとみなします。
3. 本条第1項のうち、氏名に変更があった場合、またはクレジットカードサ
ービスの暗証を変更する場合には、会員は当該カードをあわせて当行に
提出のうえ再発行の手続きを行うものとします。なお、これにより新た
にカードが交付されるまでの間、会員がカードを利用できなくなること
に伴う不利益・損害等については当行は責任を負わないものとします。
第12条（会員区分の変更）
1. 本会員が申し出、当行が審査のうえ両社が承認した場合、会員区分
を変更することができます。また、本会員が新たに別の会員区分を
指定して両社に入会を申し込んだ場合は、会員区分変更の申し出
があったものとして取り扱われることがあります。
2.会員区分の変更により、登録中のクレジットカードの暗証は無効となります。
会員区分変更の申し出の際は、あらためて暗証を登録する必要があります。
3.会員区分が変更になった場合、家族会員等の契約、利用中の機能・サービス
等が引き継がれないことがあります。また、新たな会員区分に定められた利
用限度額、利用範囲、利用方法、家族会員の有無、手数料率、利率、付帯サ
ービスの内容・条件その他等が適用されます。
第2章　ショッピング利用・金融サービス
第13条（キャッシュカードサービス）
キャッシュカードサービスの内容および取扱方法については別途定める「総合
口座取引規定」、「普通預金規定」、「ふくぎんキャッシュカード規定」、「デビット
カード規定」、および「ふくぎんICキャッシュカード特約」に定めるものとします。
第14条（プラスワンサービス）
1.プラスワンサービスの貸越極度額は当行が会員毎に定めるものと
します。ただし、この極度額を超えて当行が貸越をした場合にも、
この規定の各条項が適用されるものとし、その場合は、会員は当行
から請求があり次第、直ちに極度額を超える金額を支払います。な
お、会員が同日に数件の貸出を請求した場合、その総額が貸越極度
額を超えるときは、そのいずれを貸出すかは当行の任意とします。
2.本サービスにおける自動化機器の取扱いは「ふくぎんキャッシュ
カード規定」に準じるものとします。
3.当座貸越請求書により借入れる場合は、当行所定の当座貸越請求書に
届出の印章により記名押印して通帳とともに提出するものとします。
4.預入支払機を使用して通帳により借入れる場合は、預入支払機に
通帳を挿入し、暗証と、金額ボタンにより操作するものとします。
5.本サービスは、指定口座の残高がない場合または総合口座取引規
定に基づく当座貸越（以下「総合口座貸越」という）借入金の残高が
極度額に達している場合に利用するものとします。
6.指定口座にかかる各種料金等の自動支払の請求があり前項に該当
する場合は、本サービスにより借入れ、その借入金は自動支払の決
済に充当されるものとします。なお、この場合は、通帳および当座貸
越請求書または普通預金払戻請求書の提出を省略するものとします。
7.本サービスによる借入金がある場合に総合口座貸越借入金の担保

となる定期預金の預入れあるいは国債等の保護預けをしたときは、
本サービスによる借入金は以降、総合口座貸越極度額または極度
額増加の範囲内で、総合口座貸越借入金として取扱うものとします。
8.総合口座貸越借入金の担保となっている定期預金を解約したり、
国債等を引出し等したことにより、その借入金の残高が総合口座
貸越借入金の極度額を超えた場合、越えた金額は以降、極度額の範
囲内で本サービスによる借入金として取扱うものとします。その
場合、極度額を超える金額は直ちに支払うものとします。
9.普通預金の支払いと当座貸越（本サービスによる借入および総合
口座貸越、以下同じ）の利用とが同時に行われる場合には、当行は
その金額を合算して通帳の支払欄に記入するものとします。

10. 本サービスを受けたことによる債務の支払いは次のとおりとします。
（1）本サービスによる借入金の残高がある場合には、指定口座に入
金または振込まれた証券類は、借入金の担保として当行に譲渡
したものとし、資金化されしだい借入金の返済に充当します。

（2）本サービスによる借入金の残高がある場合には、指定口座に受入れ
または振込まれた資金（受入れた証券類の金額は決済されるまで、
この資金から除く）は、借入金の残高に達するまで自動的にその返
済にあてるものとします。なお、総合口座貸越借入金がある場合は、
プラスワンサービスによる借入金から先に返済するものとします。

（3）当行は本条第1項の極度額を超えて貸越をした場合、指定口座
に受入れまたは振込まれた資金（受入れた証券類の金額は決済
されるまで、この資金から除く）を、各種料金等の支払いに優先
して極度額を超える金額の返済に充当することができます。

11. 本条第10項の場合、当行は普通預金の支払および当座貸越の返済
の通帳記入を省略し、入金欄に普通預金への入金額のみを記入す
るものとします。また、通帳の残高欄には、当行は当座貸越残高ま
たは普通預金残高のいずれかを記入するものとします。

12. 本サービスによる借入金の利息は、付利単位を100円とし、当行所定の貸越
利率により毎日の借入金の最終残高について計算し、毎年2月と8月の当行
所定の日に指定口座から引落しまたは指定口座の貸越元金に組入れるも
のとします。なお、総合口座貸越の利息がある場合には、これを合算のうえ
同様に取扱うものとします。また、本件についての損害金は年14.0%の割合
（年365日の日割計算）によるものとします。ただし、貸越利率が年14.0%を
超える場合の損害金は、当行所定の貸越利率（年365日の日割計算）を適用
するものとします。なお、利息、手数料、保証料には損害金を付しません。

13. 第7条に定めるカードの有効期限（以下「取引期限」という）が延長さ
れずに到来した場合は、次によるものとします。
（1）取引期限到来日の翌日以降この取引による当座貸越は受けられ
ないものとします。

（2）取引期限到来日に貸越元利金がある場合は、取引期限到来日の
3ヵ月後の応答日を返済期限とし、返済期限までに貸越元利金全
額を返済するものとします。ただし、当行の判断により返済期
限を延長する場合があります。

（3）取引期限到来日の翌日以降に貸越元利金がない場合、また貸越
元利金の返済が完了した場合は、この取引は当行から通知する

事なく当然に解約されるものとします。
第15条（ショッピング利用）
1.クレジットカードサービスについて、前月16日から当月15日まで
を標準期間といいます。
2.会員はJCB、JCBの提携会社およびJCBの関係会社の認めるJCBカード
の取扱加盟店（以下「加盟店」という。）において、本条第3項から第6項に
定める方法または両社が特に認める方法により、本条その他両社所定の
定めに従い、会員と加盟店との間で直接現金決済を行わずに、加盟店に
対する支払いを当行に対して委託することにより、加盟店から商品もしくは
権利を購入し、または役務の提供等を受けることができます（以下「ショッピ
ング利用」という。）。会員が加盟店においてカードを利用したことにより、会
員の加盟店に対する支払いにつき、会員が当行に対して弁済委託を行っ
たものとみなし、当行は自らまたは第三者を介して、加盟店に対して、会員
に代わって立替え払いを行います。また、会員は加盟店の店頭（自動精算
機の場合を含む。）において、JCB所定の方法により、カードを提示し、また
は非接触ICカード等を所定の機器にかざし、加盟店の指示に従って、所
定の売上票にカードの署名と同じ署名を行うこと、加盟店に設置されてい
る端末機に暗証番号を入力すること、または、署名と暗証番号の入力の
両方を行うことによりショッピング利用を行うことができます。なお、売上票へ
の署名または加盟店に設置されている端末機への暗証番号の入力等に
かえて、所定の手続きを行うことにより、または売上票への署名や端末機
への暗証番号の入力を省略して、ショッピング利用ができることがあります。
3.インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引そ
の他両社が特に認めた取引を行う加盟店においては、会員は、加盟店所
定の方法で、カード情報等を送信もしくは通知する方法により、または当該
方法に加えてセキュリティコードもしくはJ/Secure（TM）利用者規定に定
めるパスワードを送信する方法により、ショッピング利用を行うことができま
す。この場合、会員はカードの提示および売上票への署名を省略すること
ができます。
4.両社が特に認めたホテル・レンタカー等の加盟店における取引について
は、予め会員が加盟店との間で合意している場合には、会員は、ショッピン
グ利用代金額の一部についてのみ、加盟店に対してカードの提示、売上
票への署名等を行い、残額（署名等を行った後、利用が判明した代金を
含む。）についてはカードの提示、売上票への署名等を省略することがで
きます。
5.通信料金等両社所定の継続的役務については、会員が会員番号等を
事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受ける
ことができます。会員は、加盟店に登録した会員番号等に変更があった場
合ならびに退会または会員資格喪失等に至った場合、加盟店に当該変
更、退会または会員資格喪失等を申し出るものとします。なお、上記の事由
が生じた場合には、当行またはＪＣＢが会員に代わって当該変更、退会ま
たは会員資格喪失等の情報を加盟店に対し通知する場合があることを
会員は予め承認するものとします。また、会員に、退会または会員資格喪
失等の通知がなされた後であっても、当該加盟店におけるカード利用につ
いて、本会員は第42条第1項なお下記および第42条第4項に従い、支払
義務を負うものとします。

6.会員のショッピング利用に際して、加盟店が当該利用につき当行
に対して照会を行うことにより当行の承認を得るものとします。
ただし、利用金額、購入する商品・権利および提供を受ける役務の
種類によってはこの限りではありません。
7.ショッピング利用のためにカード（カード情報を含む。以下本項において
同じ。）が加盟店に提示または通知された際、カードの第三者による不正
利用を防止する目的のために、当行は以下の対応を行うことがあります。
（1）当行は、事前または事後に、電話等の方法により直接または加盟
店を通じて会員本人の利用であることを確認する場合があります。

（2）当行、JCBまたはJCBの提携会社が当該加盟店より依頼を受け
た場合、当行またはJCBにおいて会員の会員番号・氏名・住所・電話
番号その他当該ショッピング利用の申込者が加盟店に届け出
た情報と会員が両者に届け出ている個人情報を照合し、一致の
有無を当該加盟店に対して回答する場合があります。

（3）カードの第三者による不正利用の可能性があると当行が判断し
た場合、会員への事前通知なしにカードのご利用を保留または
お断りする場合があります。

（4）ショッピング利用の申込者に対して、セキュリティコードまたはJ/Secure
（TM）利用者規定に定めるパスワードの入力を求める場合がありま
す。申込者がセキュリティコードまたはJ/Secure（TM）利用者規定に定
めるパスワードを誤って入力した場合、会員によるカードの利用を一定
期間制限することがあります。

8.当行は、約定支払額（第21条に定めるものをいう。）が約定支払日に支払
われなかった場合、本会員の当行に対する一切の債務の全部または一
部について延滞が発生している場合、その他会員のJCBカードの利用
状況および本会員の信用状況等により会員のショッピング利用が適当
でないと判断した場合には、ショッピング利用を断ることがあります。
9.家族会員が家族カードを利用して商品・権利を購入しまたは役務
の提供等を受けた場合、家族会員は本会員の代理人として加盟店
との間でそれらに係る契約を行ったものとみなし、当該契約に基
づく債務は本会員が負担するものとします。

10.会員は、現金を取得することを目的として商品・権利の購入または役務の
提供などにカードのショッピング枠、ショッピング残高枠（第８条第２項に定
めるものをいう。）を利用すること（以下「ショッピング枠現金化」という。）は
できません。なお、ショッピング枠現金化には以下の方式等がありますが、現
金を取得することを目的とするショッピング利用枠である限り、方式の如何
を問わず、禁止の対象となります。
（1）商品・権利の購入、役務の提供の対価として、合理的な金額以上の対
価を、カードを利用して支払い、加盟店等から現金または現金に類似
するものの交付を受ける方式

（2）商品・権利等を購入し、その対価を、カードを利用して支払った上で、当
該商品・権利等を当該商品・権利等を購入した加盟店その他の第三
者に有償で譲渡する方式

（3）現行紙幣もしくは貨幣、またはこれらが含まれる商品等をカードを利用し
て購入する方式

11. 貴金属、金券類（ギフトカード、回数券等を含みますが、これらに限られま

せん。）、パソコン等の一部の商品の購入および電子マネーの入金等につ
いては、第8条第6項に定める金額の範囲内であったとしても、会員のシ
ョッピング利用が制限され、カードをご利用になれない場合があります。

12. 当行、JCB、JCBの提携会社またはJCBの関係会社と加盟店間の契約
が債権譲渡契約の場合、会員はショッピング利用代金の債権につ
いて以下のことを予め異議なく承諾するものとします。なお、債権
譲渡に際しては、JCBが認めた第三者を経由する場合があります。
（1）加盟店から当行に対して債権譲渡すること。
（2）加盟店からJCBに対して債権譲渡したうえで、当行がJCBに対
して立替払いすること。

（3）加盟店からJCBの提携会社に対して債権譲渡したうえで、当行
が当該JCBの提携会社に対して立替払いすること。

（4）加盟店からJCBの関係会社に対して債権譲渡したうえで、JCB
が当該JCBの関係会社に対して立替払いし、さらに当行がJCB
に対して立替払いすること。

13. 当行、JCB、JCBの提携会社またはJCBの関係会社と加盟店間の契約
が立替払い契約の場合、会員はショッピング利用代金の債権につ
いて以下のことを予め異議なく承諾するものとします。
（1）当行が加盟店に対して立替払いすること。
（2）JCBが加盟店に対して立替払いしたうえで、当行がJCBに対し
て立替払いすること。

（3）JCBの提携会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、当行が
当該JCBの提携会社に対して立替払いすること。

（4）JCBの関係会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、JCBが
当該JCBの関係会社に対して立替払いし、さらに当行がJCBに
対して立替払いすること。

14. 商品の所有権は、加盟店から当行に債権が譲渡されたとき、または
当行が加盟店、JCBもしくはJCBの提携会社に対して立替払いをし
たときに当行に移転し、ショッピング利用代金の完済まで当行に
留保されることを、会員は承認するものとします。

15. ショッピング利用代金の支払区分は、ショッピング1回払い、ショッピング2
回払い、ボーナス1回払い、ショッピングリボ払い、支払回数が3回以上でか
つ当行所定の支払回数のショッピング分割払い（以下「ショッピング分割払
い」という。）のうちから、会員がショッピング利用の際に指定するものとし
ます。ただし、ショッピング2回払い、ボーナス1回一括払い、ショッピングリ
ボ払い、ショッピング分割払いは、当行が指定する加盟店においてのみ利用
できるものとします。なお、ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッ
ピングリボ払いおよびショッピング分割払い取扱加盟店において会員が支
払区分を指定しなかった場合は、すべてショッピング1回払いを指定したも
のとして取り扱われます。また、ショッピングリボ払い、ショッピング分割
払いを指定した場合、ショッピング利用代金に所定の手数料が加算されます。

16.前15項にかかわらず、当行が認めた場合、会員は、以下の方式で、ショッ
ピング利用代金の支払区分をショッピングリボ払い、ショッピング分割払い
またはショッピングスキップ払いに指定することができます。会員は、当該
サービスに関する規定・特約等がある場合はそれに従うものとします。た
だし、いずれの場合でも、電子マネーの入金、カードの付帯サービス料金

その他当行が指定するものについては、以下の方式による支払区分の
指定を行うことはできず、ショッピング1回払いのみの指定となります。
（1）本会員が申し出、以後のショッピング利用代金の支払いをすべ
てショッピングリボ払いとする方式。なお、本方式を利用する
場合は、規約末尾の手数料率となります。

（2）当行が別途定める期日までに会員が支払区分の変更を希望するショ
ッピング利用を特定して申し出、当行が指定した月の約定支払日から別
の支払区分を指定したショッピング利用代金をショッピングリボ払い、ショ
ッピング分割払いまたはショッピングスキップ払いに変更する方式。本方
式を利用する場合は、カード利用日にショッピングリボ払い、ショッピング
分割払いまたはショッピングスキップ払いの指定があったものとします。
なお、1回のショッピング利用代金の一部についてのみ支払区分を変更
することはできません。

17. 本会員は、会員が標準期間においてショッピング利用を行った場合、
本条第12項、第13項、第14項における当行、JCB、JCBの提携会社、
JCBの関係会社または加盟店の各間の立替払いの有無にかかわらず、
第18項、第19項の場合を除き、以下のとおり支払うものとします。
（1）ショッピング1回払いを指定した場合、当該ショッピング利用
代金額を、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日

（2）ショッピング2回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金の
半額（1円単位とし、端数が生じた場合は初回の約定支払日に算入しま
す。）を、標準期間満了日の属する月の翌月および翌々月の約定支払日

18. 本会員は、会員がショッピング利用においてボーナス1回払いを指
定した場合、原則として、以下のとおり支払うものとします。ただし、
加盟店によりボーナス1回払いの取扱期間が異なることがあります。
（1）前年12月16日から当年6月15日までの当該ショッピング利用代
金を、当年8月の約定支払日

（2）当年7月16日から当年11月15日までの当該ショッピング利用代
金を、翌年1月の約定支払日

19.本会員は、会員がショッピング利用においてショッピングリボ払いまたはショッ
ピング分割払いまたはショッピングスキップ払いを指定した場合、第20項か
ら第22項または第23項から第32項に定めるとおり支払うものとします。

20. 本会員は、会員がショッピングリボ払いを指定した場合、以下のと
おり支払うものとします。
（1）標準期間におけるショッピング利用代金額に対してする標準期間満

了日の属する月の16日から翌月の約定支払日までの間当行所定の手
数料率を乗じたショッピングリボ払い手数料を、翌月の約定支払日。
ただし、ア当該ショッピング利用により第8条第1項②の機能別利用
可能枠にかかる利用残高が当該機能別リボルビング・分割払い利用可
能枠を超える場合の超過金額、およびイ標準期間におけるショッピン
グリボ払いのショッピング利用代金額とショッピングリボ払い利用
残高の合計金額が（2）に定めるリボ払元金以下の場合の当該ショッピ
ング利用代金額は当該手数料の計算から除かれるものとします。

（2）（1）の手数料のほか、以下の金額（以下「ショッピングリボ払い弁済金」
という。）を毎月の約定支払日。ただし、ボーナス増額払いを指定した
場合、ボーナス指定月の約定支払日において会員が指定した金額を

加算して支払うものとします。なお、ショッピングリボ払い弁済金の
当行に対する本会員の債務の充当は当行所定の方法により行います。
（リボ払元金）
前月15日のショッピングリボ払い利用残高が、会員の指定した
支払方法により決定されるショッピングリボ払い元金（以下「リ
ボ払元金」という。）以上の場合は当該リボ払元金。リボ払元金未
満の場合は当該ショッピングリボ利用残高。
（ショッピングリボ払い手数料）
前月の約定支払日のショッピングリボ払い利用残高（同日に支
払うリボ払元金、ボーナス加算額および前々月16日から前月の
約定支払日までのショッピングリボ払い利用額を差し引いた金
額）に対して前月の約定支払日の翌日から当月の約定支払日ま
での間当行所定の手数料率を乗じた金額。

21. 当行が認めた場合、本会員は支払方法の変更およびボーナス増額
払いの追加指定、加算額の変更をすることができます。

22. 本会員は、ショッピングリボ払い弁済金および第20項の手数料に
ついては、同項の支払方法のほか本規約末尾に記載の「繰上返済方
法」に従い随時支払うことができます。

23. 本会員は、会員がショッピング分割払いを指定した場合、ショッピ
ング利用代金に会員の指定した支払回数に応じた当行所定の割賦
係数を乗じたショッピング分割払い手数料を加算した金額（以下「分
割支払金合計額」という。）を支払うものとします。

24. 分割支払金合計額を支払回数で除した金額を分割支払金（ただし、計算上
の都合により初回および最終回の分割支払金は金額が異なります。）とし、
標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日から支払回数回にわたり
最終約定支払日まで、分割支払金を各約定支払日に支払うものとします。

25. 各分割支払金における分割支払元金と手数料の内訳の計算方法に
ついては以下のとおりとします。
（1）初回の分割支払金の内訳
手数料＝標準期間に利用した場合、ショッピング利用代金に対
する標準期間満了日の属する月の16日から翌月10日までの間当
行所定の手数料率を乗じた金額
分割支払元金＝分割支払金から上記手数料を差し引いた金額

（2）第2回の分割支払金の内訳
手数料＝ショッピング分割払い残元金（ショッピング利用代金－
（1）の分割支払元金）に当行所定の手数料率（月利）を乗じた金額
分割支払元金＝分割支払金から上記手数料を差し引いた金額

26. ボーナス併用ショッピング分割払いを指定した場合、本会員は、ショッピン
グ利用代金の半額を第23項、第24項、第25項の規定に従い支払い、残額を当
行所定の方法によりボーナス月（1月および8月）の約定支払日に支払うもの
とします。なお、初回から最終回までの約定支払日にボーナス月の約定支払
日に該当する日がない場合、ボーナス併用ショッピング分割払いを指定しな
かったものとして取り扱われます。第12項、第13項、第14項に定める債権譲
渡または立替払手続きの遅延その他の事務上の都合により、ボーナス月の約
定支払日に該当する日がないこととなった場合についても同様とします。

27. 本会員は、ショッピング分割払い残元金および手数料については、

第24項、第26項の支払いのほか、当行本規約末尾に記載の「繰上返
済方法」に従い一括で支払うことができます。

28.本会員は、会員が第15条第6項の規定に従いショッピングスキップ払いを
指定した場合、ショッピング利用代金額に、以下のショッピングスキップ払い
手数料を加算した金額を、標準期間満了日の属する月の翌 月々から標準
期間満了日の属する月の7ｶ月後の月までのうちから会員が指定した月（以
下「スキップ指定月」という。）の約定支払日に一括（1回）で支払うものとし
ます。なお、会員が一度指定した約定支払日を再度変更することはできま
せん。

29.ショッピングスキップ払いの手数料は、標準期間におけるショッピング利用代
金額に対して標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日翌日から
スキップ指定月の約定支払日までの経過月数と、当行所定の手数料率
（月利）を乗じた金額。
30.本会員は、ショッピングスキップ払いに関する債務の支払いを本規約末尾
に記載の「繰上返済方法」に従い一括で支払うことができます。

31.本会員が、会員のクレジットカード利用に基づき当行に対して支払うべき約
定支払額を約定支払日に支払わなかった場合には、約定支払額（ただ
し、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングス
キップ払い手数料、金融サービスの手数料および利息ならびに遅延損害
金等は除きます。）に対しその翌日から完済に至るまで、また、本規約に基
づき当行に対して負担する債務につき期限の利益を喪失した場合には、
残債務全額（ただし、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手
数料、ショッピングスキップ払い手数料、金融サービスの手数料および利息
ならびに遅延損害金等は除きます。）に対し期限の利益を喪失した日の翌
日から完済に至るまで、それぞれ以下に定める利率を乗じた遅延損害金
を支払うものとします。
・ショッピング1回払い、ショッピングリボ払い　年14.60％
・キャッシング1回払い　年20.00％
・ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッピングスキップ払い
法定利率

32.第31項にかかわらず、ショッピング分割払いに係る債務については以下の
遅延損害金を支払うものとします。
（1）分割支払金の支払いを遅延した場合は、分割支払金のうち分割支払
元金に対し約定支払日の翌日から完済に至るまで年１４.６０％を乗じた
金額。ただし、当該遅延損害金はショッピング分割払い残元金に対し
法定利率を乗じた額を超えない金額。

（2）分割支払金合計額の残額の期限の利益を喪失した場合は（（１）の場
合を除く）、ショッピング分割払い残元金に対し期限の利益を喪失した
日の翌日から完済に至るまで法定利率を乗じた金額。

第16条（見本・カタログ等と現物の相違）
会員は、見本・カタログ等により申し込みをした場合において、引き渡
された商品・権利または提供された役務等が見本・カタログ等と相違し
ている場合は、加盟店に商品、権利、役務等の交換を申し出るかまたは
売買契約の解除または役務提供契約の解除ができるものとします。
第17条（支払停止の抗弁）
1.会員は、加盟店から購入した商品、権利または提供を受けた役務に

関する紛議について、当該加盟店との間で解決するものとします。
2.第１項にかかわらず、本会員は、ショッピングリボ払いショッピング分割払い、
ショッピングスキップ払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払いを指
定もしくは変更して購入した商品もしくは割賦販売法に定める指定権利ま
たは提供を受けた役務（以下併せて「商品等」という。）について次の事
由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商
品等について、当行への支払いを停止することができるものとします。
（1）商品の引き渡し、指定権利の移転または役務の提供がないこと。
（2）商品等に破損、汚損、故障、その他の瑕疵があること。
（3）その他商品等の販売について加盟店に対して生じている抗弁事由が
あること。

3.当行は、本会員が第2項の支払いの停止を行う旨を当行に申し出た
ときは、直ちに所要の手続きをとります。
4.本会員は、第3項の申し出をするときは、予め第2項の事由の解消の
ため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
5.会員は、本会員が第3項の申し出をしたときは、速やかに第2項の事由
を記載した書面（資料がある場合には資料添付のこと。）を当行に提
出するよう努めるものとします。また当行が第2項の事由について調
査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
6.第2項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停
止することはできないものとします。
（1）ショッピングリボ払いの場合において、1回のカード利用におけるショッピ
ング利用代金額が3万8千円に満たないとき。ショッピング分割払い、ショ
ッピングスキップ払い、ショッピング2回払いまたはボーナス１回払いの場
合において、1回のカード利用における分割支払金合計額が4万円に
満たないとき。

（2）本会員による支払いの停止が信義に反すると認められたとき。
（3）会員によるショッピング利用が営業のために行うショッピング
利用である場合または海外でのショッピング利用である場合等、
割賦販売法第35条の3の60に定める適用除外条件に該当するとき。

第18条（アレコレキャッシング1回払い）
1. 会員は、当行所定の現金自動支払機（以下「CD」という。）、現金自動預
払機（以下「ATM」という。）等でカードおよび登録された暗証番号を使
用することにより金銭を借り入れることができます（以下「キャッシ
ング1回払い」という。）。その場合、会員は当行に対し、当行所定の金融
機関利用料を支払うものとします。なお、CD・ATMの機種や設置地域、店
舗等により、利用できない取引があり、また、CD・ATMの設置店舗の営
業時間やシステム保守等により、利用できない時間帯があります。
2.キャッシング1回払いにおける融資の日（以下「融資日」という。）は、CD・ATM
もしくは次条第3項に定める窓口等で融資を受けた日とします。お支払い口
座へは、当行に代わり、JCBが立て替えて融資金を振り込む場合があります。
3.会員は、第8条に定める金額の範囲内でキャッシング1回払いサー
ビスを利用することができます。
4.本会員は、会員が標準期間にキャッシング1回払いを利用した場合、標準
期間満了日の属する月の翌月の約定支払日に、標準期間の借入金合計額
およびキャッシング1回払い手数料（各借入金に対してキャッシング1

回払い融資日の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払
日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額）を支払うものとします。
なお、本会員は本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日
の前に借入金及び手数料の全額または一部を随時支払うことができます。
5.当行は、約定支払額が約定支払日に支払われなかった場合、本会員
の当行に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生し
ている場合、その他会員の利用状況および本会員の信用状況等によ
り会員のキャッシング1回払いの利用が適当でないと判断した場合
には、新たなキャッシング1回払いの利用を中止することができる
ものとします。なお、延滞の発生により利用を中止する場合は、本会
員の当該延滞に係るその後の支払い状況に関わらず、当行が定める
一定の期間内において継続して利用を中止する場合があります。
6.会員が、日本国外で本サービスを利用し、その引出額が指定口座の
預金残高の範囲内である場合には、会員が第19条に定めるサービ
スを受けたものとみなします。
第18条の２（海外キャッシング）
1.会員は、前条に定めるキャッシング1回払いを日本国外においても利
用することができます（以下「海外キャッシング1回払い」という。）。
2.会員が海外キャッシング1回払いを利用する場合に適用される機能
別利用可能枠は、海外キャッシング1回払い利用可能枠となります。
3.会員は、前条第1項に定める方法のほか、当行所定の方法により、国外
の金融機関等のCD・ATMにおいて海外キャッシング1回払いを利
用できる場合があります。海外キャッシング1回払いの利用方法は、
利用される国や地域、ATMにより異なるため別途公表いたします。
4.本会員は、会員が標準期間に海外キャッシング1回払いを利用した場
合、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日に、標準期間の借
入金合計額およびキャッシング1回払い手数料（各借入金に対して
キャッシング1回払い融資日の翌日から標準期間満了日の属する月
の翌月の約定支払日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額）を
支払うものとします。なお、本会員は本規約末尾に記載の「繰上返済
方法」に従い、約定支払日の前に借入金および手数料の全額または一
部を随時支払うことができます。ただし、会員が海外キャッシング1
回払いを利用した国外の金融機関・ATM保有会社等の事務処理の都
合上、上記の約定支払日から1カ月または2カ月後の約定支払日とな
る場合があります。この場合であっても、キャッシング1回払い手数
料が本項本文に定める金額から増額されることはありません。
5.会員が海外キャッシング1回払いを利用する場合、前条第2項、第3項
および第5項の定めが適用されますが、前条第4項は適用されません。
6.海外キャッシング1回払いの利用により会員が現地通貨で現金の引
出しを行った場合であっても、海外キャッシング1回払いの借入金元
金は、JCBとJCBの提携会社が当該借入金元金の集中決済をした時点
（会員がカードを利用した日とは異なることがあります。）のJCBが
定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨としま
す。なお、換算レートおよび換算方法については、第21条第6項が適用
されるものとします。

第19条（海外預金引出しサービス）
1.海外預金引出サービス（以下「海外キャッシュサービス」といいま
す。）とは、JCBと提携する国外金融機関等のCD・ATMで、会員が
現地通貨により指定口座から預金の払戻しを受けることができる
サービスです。なお、CD・ATMの利用方法は、それぞれのCD・
ATM設置先の定めによります。
2.海外キャッシュサービスによる日本国外での払戻しに係る指定口
座からの引落しは、JCBでの処理日の3営業日後を支払日とし、通帳
および払戻請求書なしで指定口座から自動引落しの方法により支
払うものとします。
3.前項の支払については、外貨額をJCBまたは提携金融機関、提携ク
レジット会社が定める時期ならびに為替相場により円貨に換算し
た金額を前項により引落すものとします。
4.海外キャッシュサービスに係る引落しと支払日の到来しているシ
ョッピング利用、キャッシング1回払いおよびカードローンサービ
スによる債務が指定口座の預金の不足により同時に引落すことが
できない場合における引落しの選択は当行の任意とします。
5.海外キャッシュサービスによる利用可能枠は、ショッピング利用可
能枠の範囲内で当行が定める金額とします。1回当りの利用できる
金額は、JCBまたは提携金融機関、提携クレジット会社が定める金額
までとします。
6.このサービスの利用にあたっては、当行所定の手数料110円（税込み）
を申し受けます。また支払機利用手数料については、当該支払機を
設置している金融機関、提携クレジット会社の定めによります。なお、
手数料は、本条第2項の引落しと同時に引落します。
7.本条第2項および第6項の合計額が指定口座の預金の不足等により引落し
できなかった場合には、日本国外での払戻しに係る指定口座からの引落
しの取扱いはなかったものとし、かわりに全額について第18条に定める
日本国外におけるキャッシング1回払いを行ったものとみなします。な
お、この場合の手数料は第18条第4項に定める手数料を申し受けます。
第20条（カードローンサービス）
1.この取引は、カードまたは通帳使用による当座貸越とし、通帳およ
び当座貸越請求書による借入、小切手・手形の振出しあるいは引受
けは行わないものとします。
2.この取引の有効期間（貸越利用期限）、（以下「取引期限」という）は、契約
日から1年後の応答月の前月末日までとします。ただし、取引期限到来
日の前日までに当事者の一方から別段の意志表示がない場合には、こ
の取引期限は更に1年間延長するものとし、以後も同様とします。
3.前項の規定にかかわらず、満65歳を超えての取引期限の延長は行
わないものとします。
4.当行が本条第2項の取引期限延長に関する審査等の為に資料の提出
または報告を求めたときには、直ちにこれに応ずるものとします。
5.取引期限が延長されずに到来した場合は、次によるものとします。
（1）取引期限到来日の翌日以降この取引による当座貸越は受けられ
ないものとします。

（2）取引期限到来日に貸越元利金がある場合は、当行から貸越元利金全

額の返済を求めない限り、本契約の各条項に従い返済するものとしま
す。ただし、当行の判断により貸越元利金全額の返済を求める場合は、
当行が求める期限までに、貸越元利金全額を返済するものとします。

（3）取引期限到来日の翌日以降に貸越元利金がない場合、また貸越
元利金の返済が完了した場合は、この取引は当行から通知する
事なく当然に解約されるものとします。

6.カードローンサービスの貸越極度額は当行が会員毎に定めるものと
します。会員によっては貸越極度額を0円とすることができるものと
します。また、当行は会員の属性および当行との取引状況等により、こ
の取引の貸越極度額を変更できるものとします。この場合、当行は変
更後の貸越極度額及び変更日を借主に通知するものとします。
7.当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金は、当行所定の
利率（年365日の日割計算）を適用するものとします。
8.当行が特に会員に対して、当行所定の基準および方法により優遇金利を適
用した場合には、当行は会員に対して通知する事なく、いつでもその優遇
利率を変更し、または優遇利率の適用を中止する事ができるものとします。
9.この取引による借入金の返済日は、毎月4日、14日、24日のうち会員
が予め指定した日とし、会員は返済日に別表の通り返済を行うもの
とします。約定返済金額を返済した後も貸越極度額を超過する場合
は、その超過額を含めて返済します。なお、返済日の変更はできない
ものとします。利息は、付利単位100円とし、上記指定日に当行所定
の利率、方法により計算のうえ貸越元金に組入れるものとします。

10. 前項の約定返済は指定口座からの自動支払によるものとします。この
場合、会員は指定口座に、毎月の返済日までに返済金相当額を預入する
ものとし、当行は返済日に預金通帳および請求書なしで払い出しのうえ、
返済に当てるものとします。ただし、指定口座の残高が約定返済金額に
満たない場合、その一部の返済にあてる取扱いは行わないものとします。
なお、自動引落しが約定返済日にできない場合において、当行は約定返
済日以降いつでも同様の方法により取扱いできるものとします。

11. 本条第10項による約定返済のほか、当座貸越専用口座への入金ま
たは振込みにより、随時に任意の金額を返済する事ができるもの
とします。ただし、入金額が当座貸越残高相当額を超える場合は、
その超える金額を指定口座に入金するものとします。
第3章　カードの支払い方法その他
第21条（クレジットカードサービスの利用代金等の支払）
1.ショッピングサービスおよびキャッシング1回払いによる本会員の当行に
対する債務は、毎月15日に締切り翌月10日（当行休業日の場合は翌営業日）
に通帳および払戻請求書なしで指定口座から自動引落しの方法により支払
うものとし、当該支払金額を約定支払額といいます。ただし、支払日等につい
て別に定めがある場合は、その定めに従うものとします。なお、加盟店の事務
上の都合により支払日は翌々月以降の10日（同前）になることがあります。
2.会員が本規定に違反してカードを利用した場合ならびに本規定に
定める以外の方法によりカードを利用した場合でも本会員は支払
義務を負うものとし、その支払いは本条第1項と同様とします。
3.当行が本会員に明細（本条第９項に定めるものをいう。）の通知手続を行
った後に、会員が本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支

払日の前に借入金等を支払ったこと、または会員がキャッシング１回払いを
利用したこと等により、本会員が本規約に基づき当行に支払うべき手数料
または利息の金額と当行が前項の方法により約定支払日に本会員から
実際に支払いを受けた手数料または利息の金額との間に差額が生ずる
場合、当行は翌月の約定支払日に本会員に当該差額を返金するなどの
方法により精算することを本会員は承諾するものとします。なお、当行は本
会員が前項に従い翌月の約定支払日に支払うべき約定支払額から当行
が本会員に返金すべき金額を差し引くことができます。
4.会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務につい
ては、JCBの関係会社が加盟店等に第15条第10項、第11項、第12項にか
かる債権譲渡代金等を支払った時点（会員がカードを利用した日とは
異なることがあります。）のJCBが定める換算レートおよび換算方法
に基づき円換算した円貨により、本会員は当行に対し支払うものとし
ます。
5.会員が国外でカードを利用した場合において、JCBの関係会社が加盟店
等に第15条第10項、第11項、第12項にかかる代金等を支払った後に、会
員と加盟店間のカード利用にかかる契約が解除された場合等、当行が会
員へ返金を行う場合は、原則として、前項に基づきJCBの関係会社が加
盟店等に第15条第10項、第11項、第12項にかかる代金等を支払った時点
のJCBが定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によ
るものとします。ただし、当行がかかる時点を特定することが不可能な
場合等、やむを得ない事情がある場合には、JCBの関係会社が加盟店等
との間で当該解除等にかかる手続を行った時点（会員が加盟店等との間
で当該解除等にかかる手続きを行った日とは異なることがあります。）
のJCBが定める換算レートおよび換算方法による場合があります。
6.会員が国外で付加価値税（VAT）返金制度を利用した場合において、当行
が会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方法は、JCBの関係会社
が付加価値税（VAT）返金制度取扱免税会社との間で当該返金にかかる
手続きを行った時点（会員が付加価値税（VAT）返金制度を利用した日ま
たはカードを利用した日とは異なることがあります。）のJCBが定める換
算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。
7.第4項から第6項の換算レートおよび換算方法は、原則として、JCB指定金
融機関等が指定した為替相場を基準にJCBが定めるものとし、別途公表い
たします。なお、一部の航空会社その他の加盟店等におけるカード利用の
場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算されたうえ、
JCBが定める換算レートおよび換算方法により円換算することがあります。
8.本会員の当行に対する弁済期の到来している債務について、当行は
随時支払いを受けることができるものとします。また弁済期の到来
しているショッピングサービス（日本国外におけるキャッシングサ
ービスを含む）による債務と日本国内におけるキャッシングサービ
スによる債務の合計額が指定口座の預金不足等により引き落としで
きない場合には、そのいずれかに充当するかは当行の任意とします。
9.当行は、本会員の約定支払額、ショッピングリボ払い利用残高、ショッピング
分割払い利用残高（ショッピングスキップ払い利用残高を含む。）およびキ
ャッシングリボ払い利用残高等（以下「明細」という。）を約定支払日の当月
初め頃、当行所定の方法により、本会員に通知します。なお、年会費のみ

の支払いの場合、明細の通知を省略することがあります。
第22条（外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令の適用）
日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外国為替及び
外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要
とする場合には、当行の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国
外でのカードの利用の制限若しくは停止に応じていただくことがあります。
第23条（手数料率、料率の算定方法、変更等）
1. 手数料率、利率（遅延損害金の利率を含む。以下本条において同じ。）
等の計算方法については、本規定において別途定める場合を除き、1
年を365日（うるう年は366日）とする日割方式による計算とします。
2.当行は各サービスにおける利率および手数料を、金融情勢の変化その他相
当の事由がある場合には一般に行われる程度のものに変更できるものと
します。この場合、当行の店頭または現金自動支払機設置場所に掲示する
ものとします。また、第35条の規定にかかわらず当行から手数料率、利率
の変更を通知した後は、リボルビング払いについては変更後の未決済残高
または融資残高に対し、分割払い及びキャッシングサービスについては変
更後の利用分から、変更後の手数料率・利率が適用されるものとします。
第24条（カードの紛失、盗難、偽造）
1. カードまたはカード情報あるいはチケット（タクシーチケット等）が紛失・
盗難・詐取・横領等（以下まとめて「紛失・盗難」という）により他人に不正利
用された場合、本会員は、そのカードまたはカード情報の利用により発生す
る利用代金、チケット利用代金についてすべて支払義務を負うものとします。
2.本条第1項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当行またはJCB
に届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当行またはJCBの請求によ
り所定の紛失、盗難届を当行またはJCBに提出した場合、当行は、本会員に対
して当行またはJCBが届け出を受けた日の60日前以降のクレジットカード
サービスによるカードの利用代金について、その支払いを免除します。
3.偽造カードの使用に係るカード利用代金については、本会員は支
払義務を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調
査に協力するものとします。
4.前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に
故意または過失があるときは、その偽造カードの利用代金につい
て本会員が支払義務を負うものとします。
5.カードの紛失・盗難・偽造により生じた損害の処理については、「ふ
くぎんキャッシュカード規定」、「デビットカード取引規定」をそれ
ぞれ適用することとします。
第25条（カードの利用代金の支払に関する免責事項）
第24条のカードの紛失・盗難に関し、会員が下記のいずれかに該当すると
きは、本会員のカードの利用代金の支払いは免除されないものとします。
（1）会員が第2条に違反したとき。
（2）会員の家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき。
（3）会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法
令違反によって紛失、盗難が生じたとき。

（4）紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき。
（5）会員が当行の請求する書類を提出しなかったとき、または当行等
の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。

（6）カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき（第7条第
2項ただし書きの場合を除く。）。

（7）戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき。
（8）その他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。
第26条（カードの再発行）
1.両社は、カードの紛失、盗難、破損、汚損等またはカード情報の消失、不正
取得、改変等の理由により会員が希望した場合、両社が審査のうえ原則
としてカードを再発行します。この場合、本会員は、自己に貸与されたカ
ードの他、家族カードの再発行についても当行所定の再発行手数料を支
払うものとし、再発行手数料は両社が別途通知または公表いたします。
なお、合理的な理由がある場合はカードを再発行しない場合があります。
2.両社は、両社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断
した場合、会員番号の変更ができるものとします。
第27条（サービスの一時停止）
1. 会員は、本会員が本規定に定める当行に対する債務のいずれかの
支払いを怠った場合、その債務を完済するまでキャッシュカード
サービスを除くサービスを受けられないものとします。
2.当行は、会員が本規定に違反し若しくは違反するおそれがある場合、
カードの利用状況に不審がある場合には、サービスの全部または一
部について一時的に停止し、若しくは、加盟店や自動化機器等を通
じてカードの回収を行うことができます。加盟店からカード回収の
要請があったときは、会員は異議なくこれに応ずるものとします。
第4章　期限の利益喪失・会員資格の取消・退会等
第28条（期限の利益喪失）
1. 会員が次の各号の事由のいずれかに該当したときは、当行は本会
員への通知催告等を要せず、本会員は本規定に基づく一切の債務
について当然に期限の利益を失い、カード利用により当行に対し
て負担した一切の債務を直ちに支払うものとします。
（1）保証会社から保証の取消または解約の申出があったとき。
（2）支払の停止または破産・民事再生、金銭の調整に係る調停の申立
てを受けたとき、または自らこれらの申立てをしたとき。

（3）手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
（4）会員の預金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差
押または差押の命令通知が発送されたとき。

（5）カード改ざん、不正使用等当行がカードの利用を不適当と認めたとき。
（6）住所変更の届出を怠るなど、会員の責めに帰すべき事由によって、
当行において会員の所在が不明となったとき。

（7）ショッピングリボ払いまたは、ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払
い、ショッピング２回払いまたはボーナス1回払いによるショッピング代金
債務、その他本会員の当行に対する債務の支払いの履行を遅滞し、
当行から20日以上の相当な期間を定めて書面で支払いの催告をされ
たにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。

2.本会員は、当行に支払うべき債務の履行を遅滞し相当期間を定めた当
行からの催告後に是正されない場合、および第30条1項の規定により会
員資格（家族会員を含む）を取り消された場合、ショッピングリボ払い、
ショッピング分割払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払い

によるショッピング代金債務を除く本規定に基づく債務について当然
に期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。
3.会員が次の各号の事由のいずれかに該当したときは、当行からの本会員への
通知催告等により、本会員は期限の利益を失い、カード利用により当行に対
して負担した一切の債務を直ちに支払うものとします。なお、この場合、本会
員が住所変更の手続きを怠る、あるいは本会員が当行からの通知催告等を受
領しないなど、本会員の責に帰すべき事由により、通知催告等が延着しまた
は到着しなかった場合は、通常到着すべき時期に到達したものとみなします。
（1）本規定に定める事項の1つにでも違反したとき。
（2）本規定に基づくカード取引に関し、当行に虚偽の資料提供また
は報告をしたとき。

（3）指定口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またその
恐れがあると当行が認めたとき。

（4）前各号のほか当行が債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
4.本会員は、第29条の事由により会員資格を取消された場合、本規約
に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債
務の全額を支払うものとします。
第29条（反社会的勢力の排除）
1. 会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過し
ない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ
または特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者（以下、これらを「暴力
団員等」という）に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しな
いことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
（1）暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
（2）暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を
有すること

（3）自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三
者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を
利用していると認められる関係を有すること

（4）暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するな
どの関与をしていると認められる関係を有すること

（5）役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会
的に非難されるべき関係を有すること

2.会員は、自らまたは第三者を利用して、当行に対し次の各号の一に
でも該当する行為を行わないことを確約いたします。
（1）暴力的な要求行為
（2）法的な責任を超えた不当な要求行為
（3）取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
（4）風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、ま
たは業務を妨害する行為

（5）その他前各号に準ずる行為
3.会員が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前
項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表
明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、会員との取引を継続す
ることが不適切である場合には、会員は当行から請求があり次第、当行に
対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。

4.前項の規定の適用により、会員に損害が生じた場合にも、当行になんらの請
求をしません。また、当行に損害が生じたときは、会員がその責任を負います。
5.会員は、本契約締結日時点で会員と当行との間に存在するいっさ
いの融資・ローン・クレジットカード取引についても、本条項が適
用されることに同意いたします。 
第29条の2（マネーロンダリング等の禁止）
会員は、マネーロンダリング、反社会的勢力（テロリストを含む。）に対して資
金供与等をすること、または経済制裁関係法令その他の法令もしくは国際
的な規制に抵触する行為（以下、これらを総称して「マネー・ロンダリング等」
という。）を遂行する目的で、またはマネーロンダリング等を遂行する手段とし
て、カードを利用してはならないものとします。
第30条（会員資格の取消）
1. 両社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当行において会員とし
て不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことがで
きるものとします。ただし、（3）においては相当期間を定めた当行からの通知、
催告後に是正されない場合に会員資格を取消すことができるものとします。
（1）カードの申込に際し、氏名、住所、勤務先、年収、家族構成等、会員
の特定、信用状況の判断に係る事実について虚偽の申告をしたり、
カードを不正に使用した場合。

（2）本規定のいずれかに違反した場合。
（3）カード利用代金等、当行に対する債務の履行を怠った場合。
（4）換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況
が不適当若しくは不審があると当行が判断した場合。

（5）指定口座を両社の同意なく解約したとき。
（6）会員が、本会員として当行から複数のカードを貸与されている場合、

他のカードについて上記事項のいずれかに該当する事由が生じたとき。
（7）当行が更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過したとき。
（8）当行が発行したカードを会員が受領する意思がない、または当
行から要請があるにもかかわらず受領を行わない場合。

2.会員資格を取消されたときは、会員は速やかにカード及びチケット等、
当行から貸与された物品を当行に返還するものとします。また、会員
資格を取消された場合、会員は当行に対する会員資格に基づく権利を
喪失するものとします。また、本会員が会員資格を喪失した場合、当然
に家族会員も会員資格を喪失します。なお、本会員は、会員が会員資格
喪失後にカードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。
3.当行は、会員資格の取消を行なった場合、カード及びチケット等の無効
通知並びに無効登録を行い、加盟店等を通じてこれらの返還を求めるこ
とができるものとします。会員は、加盟店等からこれらの返還を求めら
れたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当行に返還するものとします。
第31条（退会）
1.本会員が退会をする場合は、本会員、家族会員全員のカード及び貸与
されたチケット等を添え、当行所定の届出用紙により当行に届出るも
のとします。この場合、債務全額を弁済していただくこともあります。
2.家族会員のみが退会をする場合は、退会する家族会員のカード及び貸与され
たチケット等を添え、当行所定の届出用紙により当行に届出るものとします。
3.カード返却前に生じた損害についてはすべて会員の負担とします。

4.会員は本取引の終了・解約後、当行に対する本規定に基づくカード
取引による債務が残存する場合には、指定口座に受入れまたは振
込まれた資金（受入れた証券類については全額決済されるまでこ
の資金から除く）について、当行が債務完済に至るまで指定口座か
ら引落し、この債務の弁済に充当されても異議ないものとします。
第32条（相殺または払戻充当）
1.本会員が本規定に定める当行に対する債務を履行しなければならない場
合には、その債務と会員の預金その他の債権とを、その債権の期限のいか
んにかかわらず、いつでも当行は相殺できるものとします。この場合当行
は本会員にかわり諸預け金を払戻し、債務の弁済に充当することができ
るものとします。この場合、当行は本会員に対し書面により通知します。
2.本条第1項により相殺または払戻充当をする場合には、債権債務の利息、清算
金、損害金・違約金等の計算については、その期間を計算実行の日までとしま
す。また、利率・料率等について借主と銀行間に別の定めがない場合には銀行
が一般に認められている基準に基づいて定めるところによるものとし、また
外国為替相場については、当行の相殺実行日の相場を適用するものとします。
3.本会員は、弁済期にある本会員の預金その他の債権と本取引によ
る本会員の債務とを相殺することができるものとします。その場合、
相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書・
通帳等は届出印を押印して直ちに当行に提出するものとします。
4.本条第3項における債権債務の利息、清算金、損害金、違約金等の計
算については、その期間を相殺通知の到達の日までとし、利率およ
び料率は当行の定めによるものとします。
5.当行が相殺をする場合、本会員の当行に対する債務全額を消滅させるに
足らないときは、特に通知せず当行が適当と認める順序方法により充当
することができます。ただし、ショッピングリボ払いの支払停止の抗弁
に係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
6.当行が本条第1項により充当指定した時は、本会員はその充当に対
して異議を述べる事ができないものとします。
7.本会員が相殺したときの充当指定により債権保全上支障が生じるお
それがあるときは、当行は遅滞なく異議を述べ、担保、保証の有無、軽重、
処分の難易、弁済期の長短、割引手形または割引電子記録債権の決済
見込などを考慮して、当行の指定する順序方法により充当することが
できます。この場合、当行は本会員に充当結果を通知するものとします。
8.本条第3項によって当行が充当する場合には、本会員の期限未到来
の債務については期限が到来したものとして、当行はその順序方
法を指定することができます。
第33条（業務の委託）
1.当行は、「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣
より営業許可を受けた債権管理回収会社に対して、カードの債権
の管理・回収業務を委託できるものとします。
2.会員は、当行が代金決済事務その他の事務等をJCBおよび関連会社
に業務委託することを予め承認するものとします。
第34条（準拠法・合意管轄）
会員と両社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。ま
た会員と両社の間で訴訟の必要が生じた場合、当行の本支店所在地

を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
第35条（本規定の変更）
本規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化、その他の相当
の事由があると認められる場合には以下のいずれかの方法により変
更できるものとします。
（1）当行が変更内容を当行の店頭表示その他相当の方法で公表する事。
この場合、その変更内容は、公表の際に定める1ヶ月以上の相当な
期間を経過した日（以下「相当期間経過日」といいます。）から適用
されるものとします。

（2）変更内容を当行から通知する事、または新規定を送付する事。
この場合、その変更内容は、変更内容を当行から通知した後、また
は新規定を送付した後にカードを利用したとき（以下「通知後のカ
ード利用日」といいます。）に会員が承認したものとみなし、その変
更内容は、通知後のカード利用日から適用されるものとします。

（3）本規定の変更等を本条第1項の双方により行う場合、その変更内容
は、相当期間経過日または通知後のカード利用日のいずれか先に到
来した日から適用されるものとします。なお、本規約と明示的に相違す
る規定または特約がある場合は、当該規定または特約が優先されるも
のとします。

第36条（危険負担、免責条項等）
1.会員が当行に差し入れた契約書類等が、事変、災害等やむを得ない
事情によって紛失、減失または損傷した場合には、会員は当行の帳
簿、伝票等の記録に基づいて債務を返済します。なお、会員は当行
からの請求があれば直ちに代りの契約書類等を差入れます。
2.会員に対する権利の行使もしくは保全に要した費用は、会員の負担とします。
第37条（規定等の準用）
本規定に特段定めのない事項は、「普通預金規定」、「総合口座取引規定」、
「ふくぎんキャッシュカード規定」、「デビットカード規定」、および「IC
キャッシュカード特約」を準用する事とします。

以上

各種規定等・手数料について
本規約に記載の各種規定等および諸手数料について当行ホームペー
ジに掲載しています。URLは以下の通りです。
各種規定等：https://www.fukuokabank.co.jp/yakkan/
諸手数料：https://www.fukuokabank.co.jp/price/commissions/index.html
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ふくぎんアレコレJCBカード会員規定（2020年4月改定）

第1章　総則
第1条（会員） 
1.ふくぎんアレコレJCBカード（以下「カード」といいます。）とは、1枚
のカードにキャッシュカード機能（デビットカード機能を含む）、
クレジットカード機能およびローンカード機能の3つの機能を兼
ね備えたカードのことをいいます。
2. 株式会社福岡銀行（以下「当行」という）および株式会社ジェーシービー（以
下「JCB」という。）が運営するクレジットカード取引システム（以下「JCBク
レジットカード取引システム」という。）に当行およびJCB（以下「両社」とい
う。）所定の入会申込書等において、本規定を承認のうえ第2条1項に基づく
会員区分を指定して申し込まれた方で当行が審査のうえ両社が入会を承
認した方を本会員とします。会員と両社との契約は、両社が入会を承認し
たときに成立します。なお各機能の提供者は、次に定めるとおりとなります。
　・キャッシュカード機能：当行
　・クレジットカード機能：両社
　・ローンカード機能：当行
　また、金融機関等による顧客等の本人確認等および犯罪による収
益の移転防止に関する法律に基づく本人確認が当行所定の期間内
に完了しない場合は、入会を断ることがあります。
3.ＪＣＢクレジットカード取引システムに両社所定の入会申込書等において、本
規約を承認のうえ、家族会員として入会を申し込まれた本会員の家族で、
両社が審査のうえ入会を承認した方2名を限度として家族会員といいます。
本会員は、家族会員に対し、本会員に代わって家族カード（第2条第1項
で定義される「家族カード」として定義のうち家族会員に貸与されるもの
をいう。また当該カードのカード番号を含むものとする。以下本条において
同じ。）を使用して、本規約に基づくカード利用（第2章（ショッピング利用、
金融サービス）に定めるショッピング利用（第15条に定めるものをいう。以
下同じ。）、キャッシング1回払いおよびキャッシングリボ払い（以下併せて
「金融サービス」という。）ならびに第4条に定める付帯サービス等の利用
の全部または一部をいう。また、モバイル端末等にカード番号を登録する
などして、当該モバイル端末等を使用したショッピング利用または金融サ
ービスの利用等をする行為を含む。以下同じ。）を行う一切の権限（以下
「本代理権」という。）を授与します。なお、本会員は、家族会員に対する
本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある
場合は、第31条第2項所定の方法により家族会員によるカード利用の中
止を申し出るものとします。本会員は、この申し出以前に本代理権が消
滅したことを、両社に対して主張することはできません。
4.本代理権の授与に基づき、家族会員の家族カードによるカード利用はす
べて本会員の代理人としての利用となり、当該家族カード利用に基づく
一切の支払債務は本会員に帰属し、家族会員はこれを負担しないもの
とします。また、本会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者
の注意をもって家族会員をして本規約を遵守させる義務を負うものとし、
家族会員が本規約に違反した場合には、当行に対し、連帯して責任を
負うものとします。

5.本会員と家族会員を併せて会員といいます。
6.会員は申込時にカード取引を行う総合口座普通預金（以下「指定口
座」といいます。）を指定するものとします。
7.会員はふくぎんマイレージサービス「マイバンクプラス」利用規約を承
認のうえ、ふくぎんマイレージサービス「マイバンクプラス」の利用を申
し込むものとします。
8. 本会員は「ふくぎんバンクカード」、「ふくぎんアレコレVISAカード」、「ふ
くぎんアレコレMasterCard」との重複契約はできないものとします。
第2条（カードの貸与およびカードの管理）
1.当行は会員1名につき1枚のカードを貸与します。カードには「アレ
コレJCB一般」・「アレコレJCBゴールド」・「アレコレJCBヤングゴ
ールド」・「アレコレJCBリボルビング」の会員区分があります。
2.会員に貸与されるカードは、同一区分とします。
3.会員はカードを貸与されたときは、直ちにカード裏面署名欄に自
署するものとします。
4.カード上には会員氏名、会員番号、カードの有効期限、口座番号、店
番号、セキュリティコード（カード裏面に印字される場合には、署
名欄（サインパネル）に印字される7桁の数値のうち下3桁または
「SECURITY CODE」との表記で印字される3桁の数値をいう。（以
下「カード情報」といいます。）が表示されています。カードはカー
ド表面に表示された会員本人以外利用できません。また会員は善
良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を使用し、
管理するものとします。
5.カードの所有権は当行に属し、会員は他人にカード及びカード情報を貸
与・預託・譲渡および質入れする等、カード及びカード情報の占有を第三
者に移転させることは一切できないものとします。また、カード及びカ
ード情報を預託しもしくは使用させる事は、一切出来ないものとします。
6.アレコレJCBヤングゴールドカード会員は、満30歳の誕生日以降
最初に到来するカードの有効期限以降、審査のうえアレコレJCBゴ
ールドカードに切り替わるものとします。
第3条（サービスの範囲）
1.会員はカードを利用して、次のサービスを受けることができます。
（1）現金自動支払機または現金自動預入支払機（以下両者を「CDま
たはATM」という。）による指定口座の払戻し、および現金自動
預入支払機による指定口座の預入れ。（以下「キャッシュカード
サービス」といいます。）

（2）CDまたはATMによる、指定口座の当座貸越借入金の払い出し。
（以下「プラスワンサービス」といいます。）

（3）加盟店における物品の購入ならびにサービスの提供を受けたこ
とに係る代金および料金の立替支払、およびCDまたはATMによ
る立替え現金払出し。（以下「クレジットカードサービス」といい、
クレジットカードサービスは「ショッピングサービス」、「キャッシ
ングサービス」、「海外預金引出サービス」により構成されます。）

（4）自動化機器による、当座貸越専用口座の当座貸越借入金の払い
出し。（以下「カードローンサービス」といいます。）

2.家族会員は前項のサービスのうち、(1)および(3)のみを受けること

ができるものとします。
第4条（特典および付帯サービス）
1.当行は会員に対し当行の定めた特典を付与します。特典の内容については、
店頭に備え置きのパンフレットおよび当行ホームページ等に記載します。
2.当行は会員に事前に通知することなく、特典の内容を変更または
中止する場合があります。
3.会員は、クレジットカードサービスとして当行、JCBまたは当行も
しくはJCBが提携する第三者（以下「サービス提供会社」という。）が
提供するカード付帯サービスおよび特典（以下「付帯サービス」と
いう。）を当行、JCBまたはサービス提供会社所定の方法で利用する
ことができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容
については、当行が書面その他の方法により通知または公表します。
4.付帯サービスはカードの種類によって異なります。会員は、付帯サ
ービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、
また、会員が本規約または付帯サービスの利用等に関する規定等に
違反した場合、または両社が会員のカード利用が適当でないと合理
的に判断した時は、付帯サービスを利用できない場合があります。
5.会員は、当行、JCBまたはサービス提供会社が必要と認めた場合には、
当行、JCBまたはサービス提供会社が付帯サービスおよびその内容
を変更することがあります。
6.会員は、当行が認める場合、当行が別に定めるところに従い、WEBサービ
ス（「MyJCB」「MyJチェック」等を含むが、それらに限らない。以下同じ。）
の登録を行うことによりWEBサービスを利用することができます。ただし、家
族会員は、WEBサービスのうち一部の機能を利用することができません。
本会員は、入会時または入会後遅滞なく、当行が別途定める規定に同意
の上、「MyJCB」および「MyJチェック」に登録するための当行所定の手
続きをとり、また当該登録を維持するよう努めるものとします。
第5条（保証）
1.本会員は、カード利用による当行に対する一切の債務について、ふ
くぎん保証株式会社（以下「保証会社」という。）に保証を委託し、そ
の保証を受けるものとします。
2.本会員と保証会社との間の取り決めは、別途「アレコレカード保証
委託約款」に定めるものとします。
第6条（年会費・諸費用の負担）
1.本会員は当行に対し当行が通知または公表する年会費（家族会員の有無･
人数によって異なる。）を、有効期限月（カード上に表示された年月の月
をいう。）の3ヵ月後の第21条に定める約定支払日（ただし、入会後最初の
年会費については、有効期限月の翌月の約定支払日）に通帳および払戻
請求書なしで指定口座から自動引落しの方法により支払うものとします。
なお、一旦支払われた年会費は当行またはJCBの責に帰すべき事由によ
らない退会または会員資格喪失となった場合、返還しません。ただし、「ア
レコレJCBリボルビング」の年会費については免除するものとします。
2 .前項の年会費は、当行が必要と認めたときは相当な範囲で変更できるものと
し、この場合、当行の店頭またはCDまたはATM設置場所に掲示するものとし
ます。
3.本会員は、会員が負担すべき印紙代を当行所定の日に、通帳および払戻

請求書なしで指定口座から自動引落しの方法により支払うものとします。
第7条（カードの有効期限）
1.カードの期限は、カード表面下部に月、年（西暦の下2桁）の順に記載し、当
該月の月末日までとします。有効期限切れのカードは、当行が請求した場
合は、直ちに当行に返却するものとします。ただし、会員から期限の2ヶ月
前までに期限を延長しない旨の申し出がなく、当行が審査のうえ両社が引
き続き会員と認めた場合はさらに5年間延長されたものとし、以降も同様
とします。その場合新たな有効期限を記載したカードを会員に貸与します。
2.前項の規定に関わらず、プラスワンサービスについては65歳の誕
生日以降最初に到来する有効期限をもって終了するものとします。
カードローンサービスについては、第20条3項によることとします。
第8条（カードの利用枠・利用可能金額および複数カード保有における利用の調整）
1.当行は、本会員につき、商品ごとの利用可能枠として、次の利用可
能枠を審査のうえ決定します（商品ごとの利用可能枠を総称して「機
能別利用可能枠」という。）。
　① ショッピング1回払い利用可能枠
　② ショッピングリボ払い利用可能枠
　③ ショッピング分割払い/ショッピングスキップ払い利用可能枠
　④ ショッピング2回払い利用可能枠
　⑤ ボーナス1回払い利用可能枠
　⑥ キャッシング1回払い利用可能枠
　⑦ 海外キャッシング1回払い利用可能枠
2.前項の機能別利用可能枠は、以下のとおり、3つの商品群に分類され、商品群
ごとの利用可能枠（以下「内枠」という。）が設定されます。各商品群に属する
機能別利用可能枠のうち最も高い金額が、当該商品群に係る内枠となります。
（1）前項①の機能別利用可能枠・・・「ショッピング枠」として分類
（2）前項②③④⑤の機能別利用可能枠・・・「ショッピング残高枠」として分類
（3）前項⑥⑦の機能別利用可能枠・・・「キャッシング総枠」として分類
3.第1項①から⑦の機能別利用可能枠のうち最も高い金額が、カード
全体の利用可能枠（以下「総枠」という。）となります。機能別利用可
能枠、内枠および総枠を総称して、利用可能枠といいます。
4.当行は、会員のカード利用状況および本会員の信用状況等に応じて、
審査の上利用可能枠を増額または減額することができるものとし
ます。ただし、本会員より増額を希望しない旨の申し出があった場
合は増額しないものとし、第1項⑥⑦の機能別利用可能枠について
は本会員が増額を希望した場合にのみ、増額するものとします。
5.本会員が当行から複数枚のJCBカード（当行が発行するクレジットカード等
をいい、当該カードに係るカード情報を含む。以下同じ。）の貸与を受けた場合、
それら複数枚のJCBカード全体における利用可能枠は、原則として各カード
ごとに定められた利用可能枠のうち最も高い金額（当該金額を「総合与信枠」
という。）となり、それら複数枚のJCBカードにおける利用可能枠の合計金額
にはなりません。なお、総合与信枠の金額にかかわらず、各JCBカードにおけ
る利用可能枠は、当該JCBカードについて個別に定められた金額となります。
6.会員は、以下の各号のうち最も低い金額の範囲内でカードを利用する
ことができるものとします。なお、本項から第8項の定めは、第2章にお
けるショッピング利用および金融サービス利用の全てに適用されます。

（1）会員が利用しようとする商品の機能別利用可能枠から当該機能
別利用可能枠に係る利用残高を差し引いた金額

（2）会員が利用しようとする商品の属する内枠から当該内枠に係る
利用残高を差し引いた金額

（3）総枠から会員の全利用残高を差し引いた金額
7.前項の利用残高とは、会員のクレジットカード利用に基づき当行に
対して支払うべき金額（約定支払日が到来しているか否かを問わな
い。また、キャッシング1回払い手数料、ショッピングリボ払い手
数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングスキップ払い手
数料および遅延損害金は除く。）で、当行が未だ会員からの支払い
を確認できていない金額をいい、本会員分と家族会員分を合算した
金額をいいます。
8.第6項、第7項にかかわらず、本会員が当行から複数枚のJCBカードの
貸与を受け本条第5項の適用を受ける場合、第6項の利用残高は、本会
員が保有するすべてのJCBカードおよび当該JCBカードに係る規約
に基づき発行された家族カードの利用残高を合算した金額となります。
9.本会員は、利用可能枠を超えるクレジットカード利用についても
当然に支払義務を負うものとします。

10. 会員が、本条第1項②③④または⑤の機能別利用可能枠を超えてシ
ョッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピング2回払い、
ボーナス1回払いによるショッピング利用（第15条に定めるものを
いう。）をした場合、当該機能別利用可能枠を超過したご利用はシ
ョッピング1回払いを指定したものと同様に取り扱われます。
第9条（カードの利用方法）
1.会員はCD・またはATMにてカードを利用する場合は、カード表面
に記載されているカード挿入方向の指示に従ってカードを挿入し、
機能を使い分けるものとします。
2.会員がカードのデビットカード機能およびクレジットカード機能の両方を
使用できる加盟店においてカードを利用する場合には、カードを提示する
際に、いずれの機能を利用するかについて当該加盟店に申出るものとします。
3.本条第1項および第2項において会員が使用方法を誤った場合に生じる
不利益・損害については、会員が負担するものとし、また会員は、この場
合の取引に基づく債務についての支払義務を免れないものとします。
第10条（暗証番号等）
1. 会員はカードの申込時に、当行に対しキャッシュカードサービスの暗証番号
およびクレジットカードサービスの暗証番号をそれぞれ届出るものとします。
2.会員は暗証番号（以下「暗証」という）を他人に知られないよう善良なる
管理者の注意をもって管理するものとします。クレジットカードサービ
ス利用の際、登録された暗証が使用されたときは、その利用はすべて当
該カードを貸与されている会員本人が利用したものと推定し、その利用
代金はすべて本会員の負担とします。ただし、登録された暗証の管理に
つき、会員に故意または過失がない場合には、この限りではありません。
第11条（届出事項の変更）
1. 会員は、住所、氏名、電話番号、勤務先、職業、電子メールアドレス、取
引を行う目的等、一切の届出事項に変更があった場合には遅滞なく
当行所定の書面により当行に対し届出を行うものとします。なお、届

出前に生じた損害については、当行は責任を負わないものとします。
2. 本条第1項の届出を怠ったために、当行から届出の氏名、住所にあ
てて通知または送付した書類等が延着し、または到着しなかった
場合には、通常到達すべき時に到着したものとみなします。
3. 本条第1項のうち、氏名に変更があった場合、またはクレジットカードサ
ービスの暗証を変更する場合には、会員は当該カードをあわせて当行に
提出のうえ再発行の手続きを行うものとします。なお、これにより新た
にカードが交付されるまでの間、会員がカードを利用できなくなること
に伴う不利益・損害等については当行は責任を負わないものとします。
第12条（会員区分の変更）
1. 本会員が申し出、当行が審査のうえ両社が承認した場合、会員区分
を変更することができます。また、本会員が新たに別の会員区分を
指定して両社に入会を申し込んだ場合は、会員区分変更の申し出
があったものとして取り扱われることがあります。
2.会員区分の変更により、登録中のクレジットカードの暗証は無効となります。
会員区分変更の申し出の際は、あらためて暗証を登録する必要があります。
3.会員区分が変更になった場合、家族会員等の契約、利用中の機能・サービス
等が引き継がれないことがあります。また、新たな会員区分に定められた利
用限度額、利用範囲、利用方法、家族会員の有無、手数料率、利率、付帯サ
ービスの内容・条件その他等が適用されます。
第2章　ショッピング利用・金融サービス
第13条（キャッシュカードサービス）
キャッシュカードサービスの内容および取扱方法については別途定める「総合
口座取引規定」、「普通預金規定」、「ふくぎんキャッシュカード規定」、「デビット
カード規定」、および「ふくぎんICキャッシュカード特約」に定めるものとします。
第14条（プラスワンサービス）
1.プラスワンサービスの貸越極度額は当行が会員毎に定めるものと
します。ただし、この極度額を超えて当行が貸越をした場合にも、
この規定の各条項が適用されるものとし、その場合は、会員は当行
から請求があり次第、直ちに極度額を超える金額を支払います。な
お、会員が同日に数件の貸出を請求した場合、その総額が貸越極度
額を超えるときは、そのいずれを貸出すかは当行の任意とします。
2.本サービスにおける自動化機器の取扱いは「ふくぎんキャッシュ
カード規定」に準じるものとします。
3.当座貸越請求書により借入れる場合は、当行所定の当座貸越請求書に
届出の印章により記名押印して通帳とともに提出するものとします。
4.預入支払機を使用して通帳により借入れる場合は、預入支払機に
通帳を挿入し、暗証と、金額ボタンにより操作するものとします。
5.本サービスは、指定口座の残高がない場合または総合口座取引規
定に基づく当座貸越（以下「総合口座貸越」という）借入金の残高が
極度額に達している場合に利用するものとします。
6.指定口座にかかる各種料金等の自動支払の請求があり前項に該当
する場合は、本サービスにより借入れ、その借入金は自動支払の決
済に充当されるものとします。なお、この場合は、通帳および当座貸
越請求書または普通預金払戻請求書の提出を省略するものとします。
7.本サービスによる借入金がある場合に総合口座貸越借入金の担保

となる定期預金の預入れあるいは国債等の保護預けをしたときは、
本サービスによる借入金は以降、総合口座貸越極度額または極度
額増加の範囲内で、総合口座貸越借入金として取扱うものとします。
8.総合口座貸越借入金の担保となっている定期預金を解約したり、
国債等を引出し等したことにより、その借入金の残高が総合口座
貸越借入金の極度額を超えた場合、越えた金額は以降、極度額の範
囲内で本サービスによる借入金として取扱うものとします。その
場合、極度額を超える金額は直ちに支払うものとします。
9.普通預金の支払いと当座貸越（本サービスによる借入および総合
口座貸越、以下同じ）の利用とが同時に行われる場合には、当行は
その金額を合算して通帳の支払欄に記入するものとします。

10. 本サービスを受けたことによる債務の支払いは次のとおりとします。
（1）本サービスによる借入金の残高がある場合には、指定口座に入
金または振込まれた証券類は、借入金の担保として当行に譲渡
したものとし、資金化されしだい借入金の返済に充当します。

（2）本サービスによる借入金の残高がある場合には、指定口座に受入れ
または振込まれた資金（受入れた証券類の金額は決済されるまで、
この資金から除く）は、借入金の残高に達するまで自動的にその返
済にあてるものとします。なお、総合口座貸越借入金がある場合は、
プラスワンサービスによる借入金から先に返済するものとします。

（3）当行は本条第1項の極度額を超えて貸越をした場合、指定口座
に受入れまたは振込まれた資金（受入れた証券類の金額は決済
されるまで、この資金から除く）を、各種料金等の支払いに優先
して極度額を超える金額の返済に充当することができます。

11. 本条第10項の場合、当行は普通預金の支払および当座貸越の返済
の通帳記入を省略し、入金欄に普通預金への入金額のみを記入す
るものとします。また、通帳の残高欄には、当行は当座貸越残高ま
たは普通預金残高のいずれかを記入するものとします。

12. 本サービスによる借入金の利息は、付利単位を100円とし、当行所定の貸越
利率により毎日の借入金の最終残高について計算し、毎年2月と8月の当行
所定の日に指定口座から引落しまたは指定口座の貸越元金に組入れるも
のとします。なお、総合口座貸越の利息がある場合には、これを合算のうえ
同様に取扱うものとします。また、本件についての損害金は年14.0%の割合
（年365日の日割計算）によるものとします。ただし、貸越利率が年14.0%を
超える場合の損害金は、当行所定の貸越利率（年365日の日割計算）を適用
するものとします。なお、利息、手数料、保証料には損害金を付しません。

13. 第7条に定めるカードの有効期限（以下「取引期限」という）が延長さ
れずに到来した場合は、次によるものとします。
（1）取引期限到来日の翌日以降この取引による当座貸越は受けられ
ないものとします。

（2）取引期限到来日に貸越元利金がある場合は、取引期限到来日の
3ヵ月後の応答日を返済期限とし、返済期限までに貸越元利金全
額を返済するものとします。ただし、当行の判断により返済期
限を延長する場合があります。

（3）取引期限到来日の翌日以降に貸越元利金がない場合、また貸越
元利金の返済が完了した場合は、この取引は当行から通知する

事なく当然に解約されるものとします。
第15条（ショッピング利用）
1.クレジットカードサービスについて、前月16日から当月15日まで
を標準期間といいます。
2.会員はJCB、JCBの提携会社およびJCBの関係会社の認めるJCBカード
の取扱加盟店（以下「加盟店」という。）において、本条第3項から第6項に
定める方法または両社が特に認める方法により、本条その他両社所定の
定めに従い、会員と加盟店との間で直接現金決済を行わずに、加盟店に
対する支払いを当行に対して委託することにより、加盟店から商品もしくは
権利を購入し、または役務の提供等を受けることができます（以下「ショッピ
ング利用」という。）。会員が加盟店においてカードを利用したことにより、会
員の加盟店に対する支払いにつき、会員が当行に対して弁済委託を行っ
たものとみなし、当行は自らまたは第三者を介して、加盟店に対して、会員
に代わって立替え払いを行います。また、会員は加盟店の店頭（自動精算
機の場合を含む。）において、JCB所定の方法により、カードを提示し、また
は非接触ICカード等を所定の機器にかざし、加盟店の指示に従って、所
定の売上票にカードの署名と同じ署名を行うこと、加盟店に設置されてい
る端末機に暗証番号を入力すること、または、署名と暗証番号の入力の
両方を行うことによりショッピング利用を行うことができます。なお、売上票へ
の署名または加盟店に設置されている端末機への暗証番号の入力等に
かえて、所定の手続きを行うことにより、または売上票への署名や端末機
への暗証番号の入力を省略して、ショッピング利用ができることがあります。
3.インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引そ
の他両社が特に認めた取引を行う加盟店においては、会員は、加盟店所
定の方法で、カード情報等を送信もしくは通知する方法により、または当該
方法に加えてセキュリティコードもしくはJ/Secure（TM）利用者規定に定
めるパスワードを送信する方法により、ショッピング利用を行うことができま
す。この場合、会員はカードの提示および売上票への署名を省略すること
ができます。
4.両社が特に認めたホテル・レンタカー等の加盟店における取引について
は、予め会員が加盟店との間で合意している場合には、会員は、ショッピン
グ利用代金額の一部についてのみ、加盟店に対してカードの提示、売上
票への署名等を行い、残額（署名等を行った後、利用が判明した代金を
含む。）についてはカードの提示、売上票への署名等を省略することがで
きます。
5.通信料金等両社所定の継続的役務については、会員が会員番号等を
事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受ける
ことができます。会員は、加盟店に登録した会員番号等に変更があった場
合ならびに退会または会員資格喪失等に至った場合、加盟店に当該変
更、退会または会員資格喪失等を申し出るものとします。なお、上記の事由
が生じた場合には、当行またはＪＣＢが会員に代わって当該変更、退会ま
たは会員資格喪失等の情報を加盟店に対し通知する場合があることを
会員は予め承認するものとします。また、会員に、退会または会員資格喪
失等の通知がなされた後であっても、当該加盟店におけるカード利用につ
いて、本会員は第42条第1項なお下記および第42条第4項に従い、支払
義務を負うものとします。

6.会員のショッピング利用に際して、加盟店が当該利用につき当行
に対して照会を行うことにより当行の承認を得るものとします。
ただし、利用金額、購入する商品・権利および提供を受ける役務の
種類によってはこの限りではありません。
7.ショッピング利用のためにカード（カード情報を含む。以下本項において
同じ。）が加盟店に提示または通知された際、カードの第三者による不正
利用を防止する目的のために、当行は以下の対応を行うことがあります。
（1）当行は、事前または事後に、電話等の方法により直接または加盟
店を通じて会員本人の利用であることを確認する場合があります。

（2）当行、JCBまたはJCBの提携会社が当該加盟店より依頼を受け
た場合、当行またはJCBにおいて会員の会員番号・氏名・住所・電話
番号その他当該ショッピング利用の申込者が加盟店に届け出
た情報と会員が両者に届け出ている個人情報を照合し、一致の
有無を当該加盟店に対して回答する場合があります。

（3）カードの第三者による不正利用の可能性があると当行が判断し
た場合、会員への事前通知なしにカードのご利用を保留または
お断りする場合があります。

（4）ショッピング利用の申込者に対して、セキュリティコードまたはJ/Secure
（TM）利用者規定に定めるパスワードの入力を求める場合がありま
す。申込者がセキュリティコードまたはJ/Secure（TM）利用者規定に定
めるパスワードを誤って入力した場合、会員によるカードの利用を一定
期間制限することがあります。

8.当行は、約定支払額（第21条に定めるものをいう。）が約定支払日に支払
われなかった場合、本会員の当行に対する一切の債務の全部または一
部について延滞が発生している場合、その他会員のJCBカードの利用
状況および本会員の信用状況等により会員のショッピング利用が適当
でないと判断した場合には、ショッピング利用を断ることがあります。
9.家族会員が家族カードを利用して商品・権利を購入しまたは役務
の提供等を受けた場合、家族会員は本会員の代理人として加盟店
との間でそれらに係る契約を行ったものとみなし、当該契約に基
づく債務は本会員が負担するものとします。

10.会員は、現金を取得することを目的として商品・権利の購入または役務の
提供などにカードのショッピング枠、ショッピング残高枠（第８条第２項に定
めるものをいう。）を利用すること（以下「ショッピング枠現金化」という。）は
できません。なお、ショッピング枠現金化には以下の方式等がありますが、現
金を取得することを目的とするショッピング利用枠である限り、方式の如何
を問わず、禁止の対象となります。
（1）商品・権利の購入、役務の提供の対価として、合理的な金額以上の対
価を、カードを利用して支払い、加盟店等から現金または現金に類似
するものの交付を受ける方式

（2）商品・権利等を購入し、その対価を、カードを利用して支払った上で、当
該商品・権利等を当該商品・権利等を購入した加盟店その他の第三
者に有償で譲渡する方式

（3）現行紙幣もしくは貨幣、またはこれらが含まれる商品等をカードを利用し
て購入する方式

11. 貴金属、金券類（ギフトカード、回数券等を含みますが、これらに限られま

せん。）、パソコン等の一部の商品の購入および電子マネーの入金等につ
いては、第8条第6項に定める金額の範囲内であったとしても、会員のシ
ョッピング利用が制限され、カードをご利用になれない場合があります。

12. 当行、JCB、JCBの提携会社またはJCBの関係会社と加盟店間の契約
が債権譲渡契約の場合、会員はショッピング利用代金の債権につ
いて以下のことを予め異議なく承諾するものとします。なお、債権
譲渡に際しては、JCBが認めた第三者を経由する場合があります。
（1）加盟店から当行に対して債権譲渡すること。
（2）加盟店からJCBに対して債権譲渡したうえで、当行がJCBに対
して立替払いすること。

（3）加盟店からJCBの提携会社に対して債権譲渡したうえで、当行
が当該JCBの提携会社に対して立替払いすること。

（4）加盟店からJCBの関係会社に対して債権譲渡したうえで、JCB
が当該JCBの関係会社に対して立替払いし、さらに当行がJCB
に対して立替払いすること。

13. 当行、JCB、JCBの提携会社またはJCBの関係会社と加盟店間の契約
が立替払い契約の場合、会員はショッピング利用代金の債権につ
いて以下のことを予め異議なく承諾するものとします。
（1）当行が加盟店に対して立替払いすること。
（2）JCBが加盟店に対して立替払いしたうえで、当行がJCBに対し
て立替払いすること。

（3）JCBの提携会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、当行が
当該JCBの提携会社に対して立替払いすること。

（4）JCBの関係会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、JCBが
当該JCBの関係会社に対して立替払いし、さらに当行がJCBに
対して立替払いすること。

14. 商品の所有権は、加盟店から当行に債権が譲渡されたとき、または
当行が加盟店、JCBもしくはJCBの提携会社に対して立替払いをし
たときに当行に移転し、ショッピング利用代金の完済まで当行に
留保されることを、会員は承認するものとします。

15. ショッピング利用代金の支払区分は、ショッピング1回払い、ショッピング2
回払い、ボーナス1回払い、ショッピングリボ払い、支払回数が3回以上でか
つ当行所定の支払回数のショッピング分割払い（以下「ショッピング分割払
い」という。）のうちから、会員がショッピング利用の際に指定するものとし
ます。ただし、ショッピング2回払い、ボーナス1回一括払い、ショッピングリ
ボ払い、ショッピング分割払いは、当行が指定する加盟店においてのみ利用
できるものとします。なお、ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッ
ピングリボ払いおよびショッピング分割払い取扱加盟店において会員が支
払区分を指定しなかった場合は、すべてショッピング1回払いを指定したも
のとして取り扱われます。また、ショッピングリボ払い、ショッピング分割
払いを指定した場合、ショッピング利用代金に所定の手数料が加算されます。

16.前15項にかかわらず、当行が認めた場合、会員は、以下の方式で、ショッ
ピング利用代金の支払区分をショッピングリボ払い、ショッピング分割払い
またはショッピングスキップ払いに指定することができます。会員は、当該
サービスに関する規定・特約等がある場合はそれに従うものとします。た
だし、いずれの場合でも、電子マネーの入金、カードの付帯サービス料金

その他当行が指定するものについては、以下の方式による支払区分の
指定を行うことはできず、ショッピング1回払いのみの指定となります。
（1）本会員が申し出、以後のショッピング利用代金の支払いをすべ
てショッピングリボ払いとする方式。なお、本方式を利用する
場合は、規約末尾の手数料率となります。

（2）当行が別途定める期日までに会員が支払区分の変更を希望するショ
ッピング利用を特定して申し出、当行が指定した月の約定支払日から別
の支払区分を指定したショッピング利用代金をショッピングリボ払い、ショ
ッピング分割払いまたはショッピングスキップ払いに変更する方式。本方
式を利用する場合は、カード利用日にショッピングリボ払い、ショッピング
分割払いまたはショッピングスキップ払いの指定があったものとします。
なお、1回のショッピング利用代金の一部についてのみ支払区分を変更
することはできません。

17. 本会員は、会員が標準期間においてショッピング利用を行った場合、
本条第12項、第13項、第14項における当行、JCB、JCBの提携会社、
JCBの関係会社または加盟店の各間の立替払いの有無にかかわらず、
第18項、第19項の場合を除き、以下のとおり支払うものとします。
（1）ショッピング1回払いを指定した場合、当該ショッピング利用
代金額を、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日

（2）ショッピング2回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金の
半額（1円単位とし、端数が生じた場合は初回の約定支払日に算入しま
す。）を、標準期間満了日の属する月の翌月および翌々月の約定支払日

18. 本会員は、会員がショッピング利用においてボーナス1回払いを指
定した場合、原則として、以下のとおり支払うものとします。ただし、
加盟店によりボーナス1回払いの取扱期間が異なることがあります。
（1）前年12月16日から当年6月15日までの当該ショッピング利用代
金を、当年8月の約定支払日

（2）当年7月16日から当年11月15日までの当該ショッピング利用代
金を、翌年1月の約定支払日

19.本会員は、会員がショッピング利用においてショッピングリボ払いまたはショッ
ピング分割払いまたはショッピングスキップ払いを指定した場合、第20項か
ら第22項または第23項から第32項に定めるとおり支払うものとします。

20. 本会員は、会員がショッピングリボ払いを指定した場合、以下のと
おり支払うものとします。
（1）標準期間におけるショッピング利用代金額に対してする標準期間満

了日の属する月の16日から翌月の約定支払日までの間当行所定の手
数料率を乗じたショッピングリボ払い手数料を、翌月の約定支払日。
ただし、ア当該ショッピング利用により第8条第1項②の機能別利用
可能枠にかかる利用残高が当該機能別リボルビング・分割払い利用可
能枠を超える場合の超過金額、およびイ標準期間におけるショッピン
グリボ払いのショッピング利用代金額とショッピングリボ払い利用
残高の合計金額が（2）に定めるリボ払元金以下の場合の当該ショッピ
ング利用代金額は当該手数料の計算から除かれるものとします。

（2）（1）の手数料のほか、以下の金額（以下「ショッピングリボ払い弁済金」
という。）を毎月の約定支払日。ただし、ボーナス増額払いを指定した
場合、ボーナス指定月の約定支払日において会員が指定した金額を

加算して支払うものとします。なお、ショッピングリボ払い弁済金の
当行に対する本会員の債務の充当は当行所定の方法により行います。
（リボ払元金）
前月15日のショッピングリボ払い利用残高が、会員の指定した
支払方法により決定されるショッピングリボ払い元金（以下「リ
ボ払元金」という。）以上の場合は当該リボ払元金。リボ払元金未
満の場合は当該ショッピングリボ利用残高。
（ショッピングリボ払い手数料）
前月の約定支払日のショッピングリボ払い利用残高（同日に支
払うリボ払元金、ボーナス加算額および前々月16日から前月の
約定支払日までのショッピングリボ払い利用額を差し引いた金
額）に対して前月の約定支払日の翌日から当月の約定支払日ま
での間当行所定の手数料率を乗じた金額。

21. 当行が認めた場合、本会員は支払方法の変更およびボーナス増額
払いの追加指定、加算額の変更をすることができます。

22. 本会員は、ショッピングリボ払い弁済金および第20項の手数料に
ついては、同項の支払方法のほか本規約末尾に記載の「繰上返済方
法」に従い随時支払うことができます。

23. 本会員は、会員がショッピング分割払いを指定した場合、ショッピ
ング利用代金に会員の指定した支払回数に応じた当行所定の割賦
係数を乗じたショッピング分割払い手数料を加算した金額（以下「分
割支払金合計額」という。）を支払うものとします。

24. 分割支払金合計額を支払回数で除した金額を分割支払金（ただし、計算上
の都合により初回および最終回の分割支払金は金額が異なります。）とし、
標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日から支払回数回にわたり
最終約定支払日まで、分割支払金を各約定支払日に支払うものとします。

25. 各分割支払金における分割支払元金と手数料の内訳の計算方法に
ついては以下のとおりとします。
（1）初回の分割支払金の内訳
手数料＝標準期間に利用した場合、ショッピング利用代金に対
する標準期間満了日の属する月の16日から翌月10日までの間当
行所定の手数料率を乗じた金額
分割支払元金＝分割支払金から上記手数料を差し引いた金額

（2）第2回の分割支払金の内訳
手数料＝ショッピング分割払い残元金（ショッピング利用代金－
（1）の分割支払元金）に当行所定の手数料率（月利）を乗じた金額
分割支払元金＝分割支払金から上記手数料を差し引いた金額

26. ボーナス併用ショッピング分割払いを指定した場合、本会員は、ショッピン
グ利用代金の半額を第23項、第24項、第25項の規定に従い支払い、残額を当
行所定の方法によりボーナス月（1月および8月）の約定支払日に支払うもの
とします。なお、初回から最終回までの約定支払日にボーナス月の約定支払
日に該当する日がない場合、ボーナス併用ショッピング分割払いを指定しな
かったものとして取り扱われます。第12項、第13項、第14項に定める債権譲
渡または立替払手続きの遅延その他の事務上の都合により、ボーナス月の約
定支払日に該当する日がないこととなった場合についても同様とします。

27. 本会員は、ショッピング分割払い残元金および手数料については、

第24項、第26項の支払いのほか、当行本規約末尾に記載の「繰上返
済方法」に従い一括で支払うことができます。

28.本会員は、会員が第15条第6項の規定に従いショッピングスキップ払いを
指定した場合、ショッピング利用代金額に、以下のショッピングスキップ払い
手数料を加算した金額を、標準期間満了日の属する月の翌 月々から標準
期間満了日の属する月の7ｶ月後の月までのうちから会員が指定した月（以
下「スキップ指定月」という。）の約定支払日に一括（1回）で支払うものとし
ます。なお、会員が一度指定した約定支払日を再度変更することはできま
せん。

29.ショッピングスキップ払いの手数料は、標準期間におけるショッピング利用代
金額に対して標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日翌日から
スキップ指定月の約定支払日までの経過月数と、当行所定の手数料率
（月利）を乗じた金額。
30.本会員は、ショッピングスキップ払いに関する債務の支払いを本規約末尾
に記載の「繰上返済方法」に従い一括で支払うことができます。

31.本会員が、会員のクレジットカード利用に基づき当行に対して支払うべき約
定支払額を約定支払日に支払わなかった場合には、約定支払額（ただ
し、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングス
キップ払い手数料、金融サービスの手数料および利息ならびに遅延損害
金等は除きます。）に対しその翌日から完済に至るまで、また、本規約に基
づき当行に対して負担する債務につき期限の利益を喪失した場合には、
残債務全額（ただし、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手
数料、ショッピングスキップ払い手数料、金融サービスの手数料および利息
ならびに遅延損害金等は除きます。）に対し期限の利益を喪失した日の翌
日から完済に至るまで、それぞれ以下に定める利率を乗じた遅延損害金
を支払うものとします。
・ショッピング1回払い、ショッピングリボ払い　年14.60％
・キャッシング1回払い　年20.00％
・ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッピングスキップ払い
法定利率

32.第31項にかかわらず、ショッピング分割払いに係る債務については以下の
遅延損害金を支払うものとします。
（1）分割支払金の支払いを遅延した場合は、分割支払金のうち分割支払
元金に対し約定支払日の翌日から完済に至るまで年１４.６０％を乗じた
金額。ただし、当該遅延損害金はショッピング分割払い残元金に対し
法定利率を乗じた額を超えない金額。

（2）分割支払金合計額の残額の期限の利益を喪失した場合は（（１）の場
合を除く）、ショッピング分割払い残元金に対し期限の利益を喪失した
日の翌日から完済に至るまで法定利率を乗じた金額。

第16条（見本・カタログ等と現物の相違）
会員は、見本・カタログ等により申し込みをした場合において、引き渡
された商品・権利または提供された役務等が見本・カタログ等と相違し
ている場合は、加盟店に商品、権利、役務等の交換を申し出るかまたは
売買契約の解除または役務提供契約の解除ができるものとします。
第17条（支払停止の抗弁）
1.会員は、加盟店から購入した商品、権利または提供を受けた役務に

関する紛議について、当該加盟店との間で解決するものとします。
2.第１項にかかわらず、本会員は、ショッピングリボ払いショッピング分割払い、
ショッピングスキップ払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払いを指
定もしくは変更して購入した商品もしくは割賦販売法に定める指定権利ま
たは提供を受けた役務（以下併せて「商品等」という。）について次の事
由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商
品等について、当行への支払いを停止することができるものとします。
（1）商品の引き渡し、指定権利の移転または役務の提供がないこと。
（2）商品等に破損、汚損、故障、その他の瑕疵があること。
（3）その他商品等の販売について加盟店に対して生じている抗弁事由が
あること。

3.当行は、本会員が第2項の支払いの停止を行う旨を当行に申し出た
ときは、直ちに所要の手続きをとります。
4.本会員は、第3項の申し出をするときは、予め第2項の事由の解消の
ため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
5.会員は、本会員が第3項の申し出をしたときは、速やかに第2項の事由
を記載した書面（資料がある場合には資料添付のこと。）を当行に提
出するよう努めるものとします。また当行が第2項の事由について調
査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
6.第2項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停
止することはできないものとします。
（1）ショッピングリボ払いの場合において、1回のカード利用におけるショッピ
ング利用代金額が3万8千円に満たないとき。ショッピング分割払い、ショ
ッピングスキップ払い、ショッピング2回払いまたはボーナス１回払いの場
合において、1回のカード利用における分割支払金合計額が4万円に
満たないとき。

（2）本会員による支払いの停止が信義に反すると認められたとき。
（3）会員によるショッピング利用が営業のために行うショッピング
利用である場合または海外でのショッピング利用である場合等、
割賦販売法第35条の3の60に定める適用除外条件に該当するとき。

第18条（アレコレキャッシング1回払い）
1. 会員は、当行所定の現金自動支払機（以下「CD」という。）、現金自動預
払機（以下「ATM」という。）等でカードおよび登録された暗証番号を使
用することにより金銭を借り入れることができます（以下「キャッシ
ング1回払い」という。）。その場合、会員は当行に対し、当行所定の金融
機関利用料を支払うものとします。なお、CD・ATMの機種や設置地域、店
舗等により、利用できない取引があり、また、CD・ATMの設置店舗の営
業時間やシステム保守等により、利用できない時間帯があります。
2.キャッシング1回払いにおける融資の日（以下「融資日」という。）は、CD・ATM
もしくは次条第3項に定める窓口等で融資を受けた日とします。お支払い口
座へは、当行に代わり、JCBが立て替えて融資金を振り込む場合があります。
3.会員は、第8条に定める金額の範囲内でキャッシング1回払いサー
ビスを利用することができます。
4.本会員は、会員が標準期間にキャッシング1回払いを利用した場合、標準
期間満了日の属する月の翌月の約定支払日に、標準期間の借入金合計額
およびキャッシング1回払い手数料（各借入金に対してキャッシング1

回払い融資日の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払
日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額）を支払うものとします。
なお、本会員は本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日
の前に借入金及び手数料の全額または一部を随時支払うことができます。
5.当行は、約定支払額が約定支払日に支払われなかった場合、本会員
の当行に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生し
ている場合、その他会員の利用状況および本会員の信用状況等によ
り会員のキャッシング1回払いの利用が適当でないと判断した場合
には、新たなキャッシング1回払いの利用を中止することができる
ものとします。なお、延滞の発生により利用を中止する場合は、本会
員の当該延滞に係るその後の支払い状況に関わらず、当行が定める
一定の期間内において継続して利用を中止する場合があります。
6.会員が、日本国外で本サービスを利用し、その引出額が指定口座の
預金残高の範囲内である場合には、会員が第19条に定めるサービ
スを受けたものとみなします。
第18条の２（海外キャッシング）
1.会員は、前条に定めるキャッシング1回払いを日本国外においても利
用することができます（以下「海外キャッシング1回払い」という。）。
2.会員が海外キャッシング1回払いを利用する場合に適用される機能
別利用可能枠は、海外キャッシング1回払い利用可能枠となります。
3.会員は、前条第1項に定める方法のほか、当行所定の方法により、国外
の金融機関等のCD・ATMにおいて海外キャッシング1回払いを利
用できる場合があります。海外キャッシング1回払いの利用方法は、
利用される国や地域、ATMにより異なるため別途公表いたします。
4.本会員は、会員が標準期間に海外キャッシング1回払いを利用した場
合、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日に、標準期間の借
入金合計額およびキャッシング1回払い手数料（各借入金に対して
キャッシング1回払い融資日の翌日から標準期間満了日の属する月
の翌月の約定支払日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額）を
支払うものとします。なお、本会員は本規約末尾に記載の「繰上返済
方法」に従い、約定支払日の前に借入金および手数料の全額または一
部を随時支払うことができます。ただし、会員が海外キャッシング1
回払いを利用した国外の金融機関・ATM保有会社等の事務処理の都
合上、上記の約定支払日から1カ月または2カ月後の約定支払日とな
る場合があります。この場合であっても、キャッシング1回払い手数
料が本項本文に定める金額から増額されることはありません。
5.会員が海外キャッシング1回払いを利用する場合、前条第2項、第3項
および第5項の定めが適用されますが、前条第4項は適用されません。
6.海外キャッシング1回払いの利用により会員が現地通貨で現金の引
出しを行った場合であっても、海外キャッシング1回払いの借入金元
金は、JCBとJCBの提携会社が当該借入金元金の集中決済をした時点
（会員がカードを利用した日とは異なることがあります。）のJCBが
定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨としま
す。なお、換算レートおよび換算方法については、第21条第6項が適用
されるものとします。

第19条（海外預金引出しサービス）
1.海外預金引出サービス（以下「海外キャッシュサービス」といいま
す。）とは、JCBと提携する国外金融機関等のCD・ATMで、会員が
現地通貨により指定口座から預金の払戻しを受けることができる
サービスです。なお、CD・ATMの利用方法は、それぞれのCD・
ATM設置先の定めによります。
2.海外キャッシュサービスによる日本国外での払戻しに係る指定口
座からの引落しは、JCBでの処理日の3営業日後を支払日とし、通帳
および払戻請求書なしで指定口座から自動引落しの方法により支
払うものとします。
3.前項の支払については、外貨額をJCBまたは提携金融機関、提携ク
レジット会社が定める時期ならびに為替相場により円貨に換算し
た金額を前項により引落すものとします。
4.海外キャッシュサービスに係る引落しと支払日の到来しているシ
ョッピング利用、キャッシング1回払いおよびカードローンサービ
スによる債務が指定口座の預金の不足により同時に引落すことが
できない場合における引落しの選択は当行の任意とします。
5.海外キャッシュサービスによる利用可能枠は、ショッピング利用可
能枠の範囲内で当行が定める金額とします。1回当りの利用できる
金額は、JCBまたは提携金融機関、提携クレジット会社が定める金額
までとします。
6.このサービスの利用にあたっては、当行所定の手数料110円（税込み）
を申し受けます。また支払機利用手数料については、当該支払機を
設置している金融機関、提携クレジット会社の定めによります。なお、
手数料は、本条第2項の引落しと同時に引落します。
7.本条第2項および第6項の合計額が指定口座の預金の不足等により引落し
できなかった場合には、日本国外での払戻しに係る指定口座からの引落
しの取扱いはなかったものとし、かわりに全額について第18条に定める
日本国外におけるキャッシング1回払いを行ったものとみなします。な
お、この場合の手数料は第18条第4項に定める手数料を申し受けます。
第20条（カードローンサービス）
1.この取引は、カードまたは通帳使用による当座貸越とし、通帳およ
び当座貸越請求書による借入、小切手・手形の振出しあるいは引受
けは行わないものとします。
2.この取引の有効期間（貸越利用期限）、（以下「取引期限」という）は、契約
日から1年後の応答月の前月末日までとします。ただし、取引期限到来
日の前日までに当事者の一方から別段の意志表示がない場合には、こ
の取引期限は更に1年間延長するものとし、以後も同様とします。
3.前項の規定にかかわらず、満65歳を超えての取引期限の延長は行
わないものとします。
4.当行が本条第2項の取引期限延長に関する審査等の為に資料の提出
または報告を求めたときには、直ちにこれに応ずるものとします。
5.取引期限が延長されずに到来した場合は、次によるものとします。
（1）取引期限到来日の翌日以降この取引による当座貸越は受けられ
ないものとします。

（2）取引期限到来日に貸越元利金がある場合は、当行から貸越元利金全

額の返済を求めない限り、本契約の各条項に従い返済するものとしま
す。ただし、当行の判断により貸越元利金全額の返済を求める場合は、
当行が求める期限までに、貸越元利金全額を返済するものとします。

（3）取引期限到来日の翌日以降に貸越元利金がない場合、また貸越
元利金の返済が完了した場合は、この取引は当行から通知する
事なく当然に解約されるものとします。

6.カードローンサービスの貸越極度額は当行が会員毎に定めるものと
します。会員によっては貸越極度額を0円とすることができるものと
します。また、当行は会員の属性および当行との取引状況等により、こ
の取引の貸越極度額を変更できるものとします。この場合、当行は変
更後の貸越極度額及び変更日を借主に通知するものとします。
7.当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金は、当行所定の
利率（年365日の日割計算）を適用するものとします。
8.当行が特に会員に対して、当行所定の基準および方法により優遇金利を適
用した場合には、当行は会員に対して通知する事なく、いつでもその優遇
利率を変更し、または優遇利率の適用を中止する事ができるものとします。
9.この取引による借入金の返済日は、毎月4日、14日、24日のうち会員
が予め指定した日とし、会員は返済日に別表の通り返済を行うもの
とします。約定返済金額を返済した後も貸越極度額を超過する場合
は、その超過額を含めて返済します。なお、返済日の変更はできない
ものとします。利息は、付利単位100円とし、上記指定日に当行所定
の利率、方法により計算のうえ貸越元金に組入れるものとします。

10. 前項の約定返済は指定口座からの自動支払によるものとします。この
場合、会員は指定口座に、毎月の返済日までに返済金相当額を預入する
ものとし、当行は返済日に預金通帳および請求書なしで払い出しのうえ、
返済に当てるものとします。ただし、指定口座の残高が約定返済金額に
満たない場合、その一部の返済にあてる取扱いは行わないものとします。
なお、自動引落しが約定返済日にできない場合において、当行は約定返
済日以降いつでも同様の方法により取扱いできるものとします。

11. 本条第10項による約定返済のほか、当座貸越専用口座への入金ま
たは振込みにより、随時に任意の金額を返済する事ができるもの
とします。ただし、入金額が当座貸越残高相当額を超える場合は、
その超える金額を指定口座に入金するものとします。
第3章　カードの支払い方法その他
第21条（クレジットカードサービスの利用代金等の支払）
1.ショッピングサービスおよびキャッシング1回払いによる本会員の当行に
対する債務は、毎月15日に締切り翌月10日（当行休業日の場合は翌営業日）
に通帳および払戻請求書なしで指定口座から自動引落しの方法により支払
うものとし、当該支払金額を約定支払額といいます。ただし、支払日等につい
て別に定めがある場合は、その定めに従うものとします。なお、加盟店の事務
上の都合により支払日は翌々月以降の10日（同前）になることがあります。
2.会員が本規定に違反してカードを利用した場合ならびに本規定に
定める以外の方法によりカードを利用した場合でも本会員は支払
義務を負うものとし、その支払いは本条第1項と同様とします。
3.当行が本会員に明細（本条第９項に定めるものをいう。）の通知手続を行
った後に、会員が本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支

払日の前に借入金等を支払ったこと、または会員がキャッシング１回払いを
利用したこと等により、本会員が本規約に基づき当行に支払うべき手数料
または利息の金額と当行が前項の方法により約定支払日に本会員から
実際に支払いを受けた手数料または利息の金額との間に差額が生ずる
場合、当行は翌月の約定支払日に本会員に当該差額を返金するなどの
方法により精算することを本会員は承諾するものとします。なお、当行は本
会員が前項に従い翌月の約定支払日に支払うべき約定支払額から当行
が本会員に返金すべき金額を差し引くことができます。
4.会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務につい
ては、JCBの関係会社が加盟店等に第15条第10項、第11項、第12項にか
かる債権譲渡代金等を支払った時点（会員がカードを利用した日とは
異なることがあります。）のJCBが定める換算レートおよび換算方法
に基づき円換算した円貨により、本会員は当行に対し支払うものとし
ます。
5.会員が国外でカードを利用した場合において、JCBの関係会社が加盟店
等に第15条第10項、第11項、第12項にかかる代金等を支払った後に、会
員と加盟店間のカード利用にかかる契約が解除された場合等、当行が会
員へ返金を行う場合は、原則として、前項に基づきJCBの関係会社が加
盟店等に第15条第10項、第11項、第12項にかかる代金等を支払った時点
のJCBが定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によ
るものとします。ただし、当行がかかる時点を特定することが不可能な
場合等、やむを得ない事情がある場合には、JCBの関係会社が加盟店等
との間で当該解除等にかかる手続を行った時点（会員が加盟店等との間
で当該解除等にかかる手続きを行った日とは異なることがあります。）
のJCBが定める換算レートおよび換算方法による場合があります。
6.会員が国外で付加価値税（VAT）返金制度を利用した場合において、当行
が会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方法は、JCBの関係会社
が付加価値税（VAT）返金制度取扱免税会社との間で当該返金にかかる
手続きを行った時点（会員が付加価値税（VAT）返金制度を利用した日ま
たはカードを利用した日とは異なることがあります。）のJCBが定める換
算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。
7.第4項から第6項の換算レートおよび換算方法は、原則として、JCB指定金
融機関等が指定した為替相場を基準にJCBが定めるものとし、別途公表い
たします。なお、一部の航空会社その他の加盟店等におけるカード利用の
場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算されたうえ、
JCBが定める換算レートおよび換算方法により円換算することがあります。
8.本会員の当行に対する弁済期の到来している債務について、当行は
随時支払いを受けることができるものとします。また弁済期の到来
しているショッピングサービス（日本国外におけるキャッシングサ
ービスを含む）による債務と日本国内におけるキャッシングサービ
スによる債務の合計額が指定口座の預金不足等により引き落としで
きない場合には、そのいずれかに充当するかは当行の任意とします。
9.当行は、本会員の約定支払額、ショッピングリボ払い利用残高、ショッピング
分割払い利用残高（ショッピングスキップ払い利用残高を含む。）およびキ
ャッシングリボ払い利用残高等（以下「明細」という。）を約定支払日の当月
初め頃、当行所定の方法により、本会員に通知します。なお、年会費のみ

の支払いの場合、明細の通知を省略することがあります。
第22条（外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令の適用）
日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外国為替及び
外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要
とする場合には、当行の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国
外でのカードの利用の制限若しくは停止に応じていただくことがあります。
第23条（手数料率、料率の算定方法、変更等）
1. 手数料率、利率（遅延損害金の利率を含む。以下本条において同じ。）
等の計算方法については、本規定において別途定める場合を除き、1
年を365日（うるう年は366日）とする日割方式による計算とします。
2.当行は各サービスにおける利率および手数料を、金融情勢の変化その他相
当の事由がある場合には一般に行われる程度のものに変更できるものと
します。この場合、当行の店頭または現金自動支払機設置場所に掲示する
ものとします。また、第35条の規定にかかわらず当行から手数料率、利率
の変更を通知した後は、リボルビング払いについては変更後の未決済残高
または融資残高に対し、分割払い及びキャッシングサービスについては変
更後の利用分から、変更後の手数料率・利率が適用されるものとします。
第24条（カードの紛失、盗難、偽造）
1. カードまたはカード情報あるいはチケット（タクシーチケット等）が紛失・
盗難・詐取・横領等（以下まとめて「紛失・盗難」という）により他人に不正利
用された場合、本会員は、そのカードまたはカード情報の利用により発生す
る利用代金、チケット利用代金についてすべて支払義務を負うものとします。
2.本条第1項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当行またはJCB
に届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当行またはJCBの請求によ
り所定の紛失、盗難届を当行またはJCBに提出した場合、当行は、本会員に対
して当行またはJCBが届け出を受けた日の60日前以降のクレジットカード
サービスによるカードの利用代金について、その支払いを免除します。
3.偽造カードの使用に係るカード利用代金については、本会員は支
払義務を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調
査に協力するものとします。
4.前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に
故意または過失があるときは、その偽造カードの利用代金につい
て本会員が支払義務を負うものとします。
5.カードの紛失・盗難・偽造により生じた損害の処理については、「ふ
くぎんキャッシュカード規定」、「デビットカード取引規定」をそれ
ぞれ適用することとします。
第25条（カードの利用代金の支払に関する免責事項）
第24条のカードの紛失・盗難に関し、会員が下記のいずれかに該当すると
きは、本会員のカードの利用代金の支払いは免除されないものとします。
（1）会員が第2条に違反したとき。
（2）会員の家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき。
（3）会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法
令違反によって紛失、盗難が生じたとき。

（4）紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき。
（5）会員が当行の請求する書類を提出しなかったとき、または当行等
の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。

（6）カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき（第7条第
2項ただし書きの場合を除く。）。

（7）戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき。
（8）その他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。
第26条（カードの再発行）
1.両社は、カードの紛失、盗難、破損、汚損等またはカード情報の消失、不正
取得、改変等の理由により会員が希望した場合、両社が審査のうえ原則
としてカードを再発行します。この場合、本会員は、自己に貸与されたカ
ードの他、家族カードの再発行についても当行所定の再発行手数料を支
払うものとし、再発行手数料は両社が別途通知または公表いたします。
なお、合理的な理由がある場合はカードを再発行しない場合があります。
2.両社は、両社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断
した場合、会員番号の変更ができるものとします。
第27条（サービスの一時停止）
1. 会員は、本会員が本規定に定める当行に対する債務のいずれかの
支払いを怠った場合、その債務を完済するまでキャッシュカード
サービスを除くサービスを受けられないものとします。
2.当行は、会員が本規定に違反し若しくは違反するおそれがある場合、
カードの利用状況に不審がある場合には、サービスの全部または一
部について一時的に停止し、若しくは、加盟店や自動化機器等を通
じてカードの回収を行うことができます。加盟店からカード回収の
要請があったときは、会員は異議なくこれに応ずるものとします。
第4章　期限の利益喪失・会員資格の取消・退会等
第28条（期限の利益喪失）
1. 会員が次の各号の事由のいずれかに該当したときは、当行は本会
員への通知催告等を要せず、本会員は本規定に基づく一切の債務
について当然に期限の利益を失い、カード利用により当行に対し
て負担した一切の債務を直ちに支払うものとします。
（1）保証会社から保証の取消または解約の申出があったとき。
（2）支払の停止または破産・民事再生、金銭の調整に係る調停の申立
てを受けたとき、または自らこれらの申立てをしたとき。

（3）手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
（4）会員の預金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差
押または差押の命令通知が発送されたとき。

（5）カード改ざん、不正使用等当行がカードの利用を不適当と認めたとき。
（6）住所変更の届出を怠るなど、会員の責めに帰すべき事由によって、
当行において会員の所在が不明となったとき。

（7）ショッピングリボ払いまたは、ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払
い、ショッピング２回払いまたはボーナス1回払いによるショッピング代金
債務、その他本会員の当行に対する債務の支払いの履行を遅滞し、
当行から20日以上の相当な期間を定めて書面で支払いの催告をされ
たにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。

2.本会員は、当行に支払うべき債務の履行を遅滞し相当期間を定めた当
行からの催告後に是正されない場合、および第30条1項の規定により会
員資格（家族会員を含む）を取り消された場合、ショッピングリボ払い、
ショッピング分割払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払い

によるショッピング代金債務を除く本規定に基づく債務について当然
に期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。
3.会員が次の各号の事由のいずれかに該当したときは、当行からの本会員への
通知催告等により、本会員は期限の利益を失い、カード利用により当行に対
して負担した一切の債務を直ちに支払うものとします。なお、この場合、本会
員が住所変更の手続きを怠る、あるいは本会員が当行からの通知催告等を受
領しないなど、本会員の責に帰すべき事由により、通知催告等が延着しまた
は到着しなかった場合は、通常到着すべき時期に到達したものとみなします。
（1）本規定に定める事項の1つにでも違反したとき。
（2）本規定に基づくカード取引に関し、当行に虚偽の資料提供また
は報告をしたとき。

（3）指定口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またその
恐れがあると当行が認めたとき。

（4）前各号のほか当行が債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
4.本会員は、第29条の事由により会員資格を取消された場合、本規約
に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債
務の全額を支払うものとします。
第29条（反社会的勢力の排除）
1. 会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過し
ない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ
または特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者（以下、これらを「暴力
団員等」という）に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しな
いことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
（1）暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
（2）暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を
有すること

（3）自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三
者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を
利用していると認められる関係を有すること

（4）暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するな
どの関与をしていると認められる関係を有すること

（5）役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会
的に非難されるべき関係を有すること

2.会員は、自らまたは第三者を利用して、当行に対し次の各号の一に
でも該当する行為を行わないことを確約いたします。
（1）暴力的な要求行為
（2）法的な責任を超えた不当な要求行為
（3）取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
（4）風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、ま
たは業務を妨害する行為

（5）その他前各号に準ずる行為
3.会員が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前
項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表
明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、会員との取引を継続す
ることが不適切である場合には、会員は当行から請求があり次第、当行に
対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。

4.前項の規定の適用により、会員に損害が生じた場合にも、当行になんらの請
求をしません。また、当行に損害が生じたときは、会員がその責任を負います。
5.会員は、本契約締結日時点で会員と当行との間に存在するいっさ
いの融資・ローン・クレジットカード取引についても、本条項が適
用されることに同意いたします。 
第29条の2（マネーロンダリング等の禁止）
会員は、マネーロンダリング、反社会的勢力（テロリストを含む。）に対して資
金供与等をすること、または経済制裁関係法令その他の法令もしくは国際
的な規制に抵触する行為（以下、これらを総称して「マネー・ロンダリング等」
という。）を遂行する目的で、またはマネーロンダリング等を遂行する手段とし
て、カードを利用してはならないものとします。
第30条（会員資格の取消）
1. 両社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当行において会員とし
て不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことがで
きるものとします。ただし、（3）においては相当期間を定めた当行からの通知、
催告後に是正されない場合に会員資格を取消すことができるものとします。
（1）カードの申込に際し、氏名、住所、勤務先、年収、家族構成等、会員
の特定、信用状況の判断に係る事実について虚偽の申告をしたり、
カードを不正に使用した場合。

（2）本規定のいずれかに違反した場合。
（3）カード利用代金等、当行に対する債務の履行を怠った場合。
（4）換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況
が不適当若しくは不審があると当行が判断した場合。

（5）指定口座を両社の同意なく解約したとき。
（6）会員が、本会員として当行から複数のカードを貸与されている場合、

他のカードについて上記事項のいずれかに該当する事由が生じたとき。
（7）当行が更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過したとき。
（8）当行が発行したカードを会員が受領する意思がない、または当
行から要請があるにもかかわらず受領を行わない場合。

2.会員資格を取消されたときは、会員は速やかにカード及びチケット等、
当行から貸与された物品を当行に返還するものとします。また、会員
資格を取消された場合、会員は当行に対する会員資格に基づく権利を
喪失するものとします。また、本会員が会員資格を喪失した場合、当然
に家族会員も会員資格を喪失します。なお、本会員は、会員が会員資格
喪失後にカードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。
3.当行は、会員資格の取消を行なった場合、カード及びチケット等の無効
通知並びに無効登録を行い、加盟店等を通じてこれらの返還を求めるこ
とができるものとします。会員は、加盟店等からこれらの返還を求めら
れたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当行に返還するものとします。
第31条（退会）
1.本会員が退会をする場合は、本会員、家族会員全員のカード及び貸与
されたチケット等を添え、当行所定の届出用紙により当行に届出るも
のとします。この場合、債務全額を弁済していただくこともあります。
2.家族会員のみが退会をする場合は、退会する家族会員のカード及び貸与され
たチケット等を添え、当行所定の届出用紙により当行に届出るものとします。
3.カード返却前に生じた損害についてはすべて会員の負担とします。

4.会員は本取引の終了・解約後、当行に対する本規定に基づくカード
取引による債務が残存する場合には、指定口座に受入れまたは振
込まれた資金（受入れた証券類については全額決済されるまでこ
の資金から除く）について、当行が債務完済に至るまで指定口座か
ら引落し、この債務の弁済に充当されても異議ないものとします。
第32条（相殺または払戻充当）
1.本会員が本規定に定める当行に対する債務を履行しなければならない場
合には、その債務と会員の預金その他の債権とを、その債権の期限のいか
んにかかわらず、いつでも当行は相殺できるものとします。この場合当行
は本会員にかわり諸預け金を払戻し、債務の弁済に充当することができ
るものとします。この場合、当行は本会員に対し書面により通知します。
2.本条第1項により相殺または払戻充当をする場合には、債権債務の利息、清算
金、損害金・違約金等の計算については、その期間を計算実行の日までとしま
す。また、利率・料率等について借主と銀行間に別の定めがない場合には銀行
が一般に認められている基準に基づいて定めるところによるものとし、また
外国為替相場については、当行の相殺実行日の相場を適用するものとします。
3.本会員は、弁済期にある本会員の預金その他の債権と本取引によ
る本会員の債務とを相殺することができるものとします。その場合、
相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書・
通帳等は届出印を押印して直ちに当行に提出するものとします。
4.本条第3項における債権債務の利息、清算金、損害金、違約金等の計
算については、その期間を相殺通知の到達の日までとし、利率およ
び料率は当行の定めによるものとします。
5.当行が相殺をする場合、本会員の当行に対する債務全額を消滅させるに
足らないときは、特に通知せず当行が適当と認める順序方法により充当
することができます。ただし、ショッピングリボ払いの支払停止の抗弁
に係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
6.当行が本条第1項により充当指定した時は、本会員はその充当に対
して異議を述べる事ができないものとします。
7.本会員が相殺したときの充当指定により債権保全上支障が生じるお
それがあるときは、当行は遅滞なく異議を述べ、担保、保証の有無、軽重、
処分の難易、弁済期の長短、割引手形または割引電子記録債権の決済
見込などを考慮して、当行の指定する順序方法により充当することが
できます。この場合、当行は本会員に充当結果を通知するものとします。
8.本条第3項によって当行が充当する場合には、本会員の期限未到来
の債務については期限が到来したものとして、当行はその順序方
法を指定することができます。
第33条（業務の委託）
1.当行は、「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣
より営業許可を受けた債権管理回収会社に対して、カードの債権
の管理・回収業務を委託できるものとします。
2.会員は、当行が代金決済事務その他の事務等をJCBおよび関連会社
に業務委託することを予め承認するものとします。
第34条（準拠法・合意管轄）
会員と両社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。ま
た会員と両社の間で訴訟の必要が生じた場合、当行の本支店所在地

を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
第35条（本規定の変更）
本規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化、その他の相当
の事由があると認められる場合には以下のいずれかの方法により変
更できるものとします。
（1）当行が変更内容を当行の店頭表示その他相当の方法で公表する事。
この場合、その変更内容は、公表の際に定める1ヶ月以上の相当な
期間を経過した日（以下「相当期間経過日」といいます。）から適用
されるものとします。

（2）変更内容を当行から通知する事、または新規定を送付する事。
この場合、その変更内容は、変更内容を当行から通知した後、また
は新規定を送付した後にカードを利用したとき（以下「通知後のカ
ード利用日」といいます。）に会員が承認したものとみなし、その変
更内容は、通知後のカード利用日から適用されるものとします。

（3）本規定の変更等を本条第1項の双方により行う場合、その変更内容
は、相当期間経過日または通知後のカード利用日のいずれか先に到
来した日から適用されるものとします。なお、本規約と明示的に相違す
る規定または特約がある場合は、当該規定または特約が優先されるも
のとします。

第36条（危険負担、免責条項等）
1.会員が当行に差し入れた契約書類等が、事変、災害等やむを得ない
事情によって紛失、減失または損傷した場合には、会員は当行の帳
簿、伝票等の記録に基づいて債務を返済します。なお、会員は当行
からの請求があれば直ちに代りの契約書類等を差入れます。
2.会員に対する権利の行使もしくは保全に要した費用は、会員の負担とします。
第37条（規定等の準用）
本規定に特段定めのない事項は、「普通預金規定」、「総合口座取引規定」、
「ふくぎんキャッシュカード規定」、「デビットカード規定」、および「IC
キャッシュカード特約」を準用する事とします。

以上

各種規定等・手数料について
本規約に記載の各種規定等および諸手数料について当行ホームペー
ジに掲載しています。URLは以下の通りです。
各種規定等：https://www.fukuokabank.co.jp/yakkan/
諸手数料：https://www.fukuokabank.co.jp/price/commissions/index.html
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ふくぎんアレコレJCBカード会員規定（2020年4月改定）

第1章　総則
第1条（会員） 
1.ふくぎんアレコレJCBカード（以下「カード」といいます。）とは、1枚
のカードにキャッシュカード機能（デビットカード機能を含む）、
クレジットカード機能およびローンカード機能の3つの機能を兼
ね備えたカードのことをいいます。
2. 株式会社福岡銀行（以下「当行」という）および株式会社ジェーシービー（以
下「JCB」という。）が運営するクレジットカード取引システム（以下「JCBク
レジットカード取引システム」という。）に当行およびJCB（以下「両社」とい
う。）所定の入会申込書等において、本規定を承認のうえ第2条1項に基づく
会員区分を指定して申し込まれた方で当行が審査のうえ両社が入会を承
認した方を本会員とします。会員と両社との契約は、両社が入会を承認し
たときに成立します。なお各機能の提供者は、次に定めるとおりとなります。
　・キャッシュカード機能：当行
　・クレジットカード機能：両社
　・ローンカード機能：当行
　また、金融機関等による顧客等の本人確認等および犯罪による収
益の移転防止に関する法律に基づく本人確認が当行所定の期間内
に完了しない場合は、入会を断ることがあります。
3.ＪＣＢクレジットカード取引システムに両社所定の入会申込書等において、本
規約を承認のうえ、家族会員として入会を申し込まれた本会員の家族で、
両社が審査のうえ入会を承認した方2名を限度として家族会員といいます。
本会員は、家族会員に対し、本会員に代わって家族カード（第2条第1項
で定義される「家族カード」として定義のうち家族会員に貸与されるもの
をいう。また当該カードのカード番号を含むものとする。以下本条において
同じ。）を使用して、本規約に基づくカード利用（第2章（ショッピング利用、
金融サービス）に定めるショッピング利用（第15条に定めるものをいう。以
下同じ。）、キャッシング1回払いおよびキャッシングリボ払い（以下併せて
「金融サービス」という。）ならびに第4条に定める付帯サービス等の利用
の全部または一部をいう。また、モバイル端末等にカード番号を登録する
などして、当該モバイル端末等を使用したショッピング利用または金融サ
ービスの利用等をする行為を含む。以下同じ。）を行う一切の権限（以下
「本代理権」という。）を授与します。なお、本会員は、家族会員に対する
本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある
場合は、第31条第2項所定の方法により家族会員によるカード利用の中
止を申し出るものとします。本会員は、この申し出以前に本代理権が消
滅したことを、両社に対して主張することはできません。
4.本代理権の授与に基づき、家族会員の家族カードによるカード利用はす
べて本会員の代理人としての利用となり、当該家族カード利用に基づく
一切の支払債務は本会員に帰属し、家族会員はこれを負担しないもの
とします。また、本会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者
の注意をもって家族会員をして本規約を遵守させる義務を負うものとし、
家族会員が本規約に違反した場合には、当行に対し、連帯して責任を
負うものとします。

5.本会員と家族会員を併せて会員といいます。
6.会員は申込時にカード取引を行う総合口座普通預金（以下「指定口
座」といいます。）を指定するものとします。
7.会員はふくぎんマイレージサービス「マイバンクプラス」利用規約を承
認のうえ、ふくぎんマイレージサービス「マイバンクプラス」の利用を申
し込むものとします。
8. 本会員は「ふくぎんバンクカード」、「ふくぎんアレコレVISAカード」、「ふ
くぎんアレコレMasterCard」との重複契約はできないものとします。
第2条（カードの貸与およびカードの管理）
1.当行は会員1名につき1枚のカードを貸与します。カードには「アレ
コレJCB一般」・「アレコレJCBゴールド」・「アレコレJCBヤングゴ
ールド」・「アレコレJCBリボルビング」の会員区分があります。
2.会員に貸与されるカードは、同一区分とします。
3.会員はカードを貸与されたときは、直ちにカード裏面署名欄に自
署するものとします。
4.カード上には会員氏名、会員番号、カードの有効期限、口座番号、店
番号、セキュリティコード（カード裏面に印字される場合には、署
名欄（サインパネル）に印字される7桁の数値のうち下3桁または
「SECURITY CODE」との表記で印字される3桁の数値をいう。（以
下「カード情報」といいます。）が表示されています。カードはカー
ド表面に表示された会員本人以外利用できません。また会員は善
良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を使用し、
管理するものとします。
5.カードの所有権は当行に属し、会員は他人にカード及びカード情報を貸
与・預託・譲渡および質入れする等、カード及びカード情報の占有を第三
者に移転させることは一切できないものとします。また、カード及びカ
ード情報を預託しもしくは使用させる事は、一切出来ないものとします。
6.アレコレJCBヤングゴールドカード会員は、満30歳の誕生日以降
最初に到来するカードの有効期限以降、審査のうえアレコレJCBゴ
ールドカードに切り替わるものとします。
第3条（サービスの範囲）
1.会員はカードを利用して、次のサービスを受けることができます。
（1）現金自動支払機または現金自動預入支払機（以下両者を「CDま
たはATM」という。）による指定口座の払戻し、および現金自動
預入支払機による指定口座の預入れ。（以下「キャッシュカード
サービス」といいます。）

（2）CDまたはATMによる、指定口座の当座貸越借入金の払い出し。
（以下「プラスワンサービス」といいます。）

（3）加盟店における物品の購入ならびにサービスの提供を受けたこ
とに係る代金および料金の立替支払、およびCDまたはATMによ
る立替え現金払出し。（以下「クレジットカードサービス」といい、
クレジットカードサービスは「ショッピングサービス」、「キャッシ
ングサービス」、「海外預金引出サービス」により構成されます。）

（4）自動化機器による、当座貸越専用口座の当座貸越借入金の払い
出し。（以下「カードローンサービス」といいます。）

2.家族会員は前項のサービスのうち、(1)および(3)のみを受けること

ができるものとします。
第4条（特典および付帯サービス）
1.当行は会員に対し当行の定めた特典を付与します。特典の内容については、
店頭に備え置きのパンフレットおよび当行ホームページ等に記載します。
2.当行は会員に事前に通知することなく、特典の内容を変更または
中止する場合があります。
3.会員は、クレジットカードサービスとして当行、JCBまたは当行も
しくはJCBが提携する第三者（以下「サービス提供会社」という。）が
提供するカード付帯サービスおよび特典（以下「付帯サービス」と
いう。）を当行、JCBまたはサービス提供会社所定の方法で利用する
ことができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容
については、当行が書面その他の方法により通知または公表します。
4.付帯サービスはカードの種類によって異なります。会員は、付帯サ
ービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、
また、会員が本規約または付帯サービスの利用等に関する規定等に
違反した場合、または両社が会員のカード利用が適当でないと合理
的に判断した時は、付帯サービスを利用できない場合があります。
5.会員は、当行、JCBまたはサービス提供会社が必要と認めた場合には、
当行、JCBまたはサービス提供会社が付帯サービスおよびその内容
を変更することがあります。
6.会員は、当行が認める場合、当行が別に定めるところに従い、WEBサービ
ス（「MyJCB」「MyJチェック」等を含むが、それらに限らない。以下同じ。）
の登録を行うことによりWEBサービスを利用することができます。ただし、家
族会員は、WEBサービスのうち一部の機能を利用することができません。
本会員は、入会時または入会後遅滞なく、当行が別途定める規定に同意
の上、「MyJCB」および「MyJチェック」に登録するための当行所定の手
続きをとり、また当該登録を維持するよう努めるものとします。
第5条（保証）
1.本会員は、カード利用による当行に対する一切の債務について、ふ
くぎん保証株式会社（以下「保証会社」という。）に保証を委託し、そ
の保証を受けるものとします。
2.本会員と保証会社との間の取り決めは、別途「アレコレカード保証
委託約款」に定めるものとします。
第6条（年会費・諸費用の負担）
1.本会員は当行に対し当行が通知または公表する年会費（家族会員の有無･
人数によって異なる。）を、有効期限月（カード上に表示された年月の月
をいう。）の3ヵ月後の第21条に定める約定支払日（ただし、入会後最初の
年会費については、有効期限月の翌月の約定支払日）に通帳および払戻
請求書なしで指定口座から自動引落しの方法により支払うものとします。
なお、一旦支払われた年会費は当行またはJCBの責に帰すべき事由によ
らない退会または会員資格喪失となった場合、返還しません。ただし、「ア
レコレJCBリボルビング」の年会費については免除するものとします。
2 .前項の年会費は、当行が必要と認めたときは相当な範囲で変更できるものと
し、この場合、当行の店頭またはCDまたはATM設置場所に掲示するものとし
ます。
3.本会員は、会員が負担すべき印紙代を当行所定の日に、通帳および払戻

請求書なしで指定口座から自動引落しの方法により支払うものとします。
第7条（カードの有効期限）
1.カードの期限は、カード表面下部に月、年（西暦の下2桁）の順に記載し、当
該月の月末日までとします。有効期限切れのカードは、当行が請求した場
合は、直ちに当行に返却するものとします。ただし、会員から期限の2ヶ月
前までに期限を延長しない旨の申し出がなく、当行が審査のうえ両社が引
き続き会員と認めた場合はさらに5年間延長されたものとし、以降も同様
とします。その場合新たな有効期限を記載したカードを会員に貸与します。
2.前項の規定に関わらず、プラスワンサービスについては65歳の誕
生日以降最初に到来する有効期限をもって終了するものとします。
カードローンサービスについては、第20条3項によることとします。
第8条（カードの利用枠・利用可能金額および複数カード保有における利用の調整）
1.当行は、本会員につき、商品ごとの利用可能枠として、次の利用可
能枠を審査のうえ決定します（商品ごとの利用可能枠を総称して「機
能別利用可能枠」という。）。
　① ショッピング1回払い利用可能枠
　② ショッピングリボ払い利用可能枠
　③ ショッピング分割払い/ショッピングスキップ払い利用可能枠
　④ ショッピング2回払い利用可能枠
　⑤ ボーナス1回払い利用可能枠
　⑥ キャッシング1回払い利用可能枠
　⑦ 海外キャッシング1回払い利用可能枠
2.前項の機能別利用可能枠は、以下のとおり、3つの商品群に分類され、商品群
ごとの利用可能枠（以下「内枠」という。）が設定されます。各商品群に属する
機能別利用可能枠のうち最も高い金額が、当該商品群に係る内枠となります。
（1）前項①の機能別利用可能枠・・・「ショッピング枠」として分類
（2）前項②③④⑤の機能別利用可能枠・・・「ショッピング残高枠」として分類
（3）前項⑥⑦の機能別利用可能枠・・・「キャッシング総枠」として分類
3.第1項①から⑦の機能別利用可能枠のうち最も高い金額が、カード
全体の利用可能枠（以下「総枠」という。）となります。機能別利用可
能枠、内枠および総枠を総称して、利用可能枠といいます。
4.当行は、会員のカード利用状況および本会員の信用状況等に応じて、
審査の上利用可能枠を増額または減額することができるものとし
ます。ただし、本会員より増額を希望しない旨の申し出があった場
合は増額しないものとし、第1項⑥⑦の機能別利用可能枠について
は本会員が増額を希望した場合にのみ、増額するものとします。
5.本会員が当行から複数枚のJCBカード（当行が発行するクレジットカード等
をいい、当該カードに係るカード情報を含む。以下同じ。）の貸与を受けた場合、
それら複数枚のJCBカード全体における利用可能枠は、原則として各カード
ごとに定められた利用可能枠のうち最も高い金額（当該金額を「総合与信枠」
という。）となり、それら複数枚のJCBカードにおける利用可能枠の合計金額
にはなりません。なお、総合与信枠の金額にかかわらず、各JCBカードにおけ
る利用可能枠は、当該JCBカードについて個別に定められた金額となります。
6.会員は、以下の各号のうち最も低い金額の範囲内でカードを利用する
ことができるものとします。なお、本項から第8項の定めは、第2章にお
けるショッピング利用および金融サービス利用の全てに適用されます。

（1）会員が利用しようとする商品の機能別利用可能枠から当該機能
別利用可能枠に係る利用残高を差し引いた金額

（2）会員が利用しようとする商品の属する内枠から当該内枠に係る
利用残高を差し引いた金額

（3）総枠から会員の全利用残高を差し引いた金額
7.前項の利用残高とは、会員のクレジットカード利用に基づき当行に
対して支払うべき金額（約定支払日が到来しているか否かを問わな
い。また、キャッシング1回払い手数料、ショッピングリボ払い手
数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングスキップ払い手
数料および遅延損害金は除く。）で、当行が未だ会員からの支払い
を確認できていない金額をいい、本会員分と家族会員分を合算した
金額をいいます。
8.第6項、第7項にかかわらず、本会員が当行から複数枚のJCBカードの
貸与を受け本条第5項の適用を受ける場合、第6項の利用残高は、本会
員が保有するすべてのJCBカードおよび当該JCBカードに係る規約
に基づき発行された家族カードの利用残高を合算した金額となります。
9.本会員は、利用可能枠を超えるクレジットカード利用についても
当然に支払義務を負うものとします。

10. 会員が、本条第1項②③④または⑤の機能別利用可能枠を超えてシ
ョッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピング2回払い、
ボーナス1回払いによるショッピング利用（第15条に定めるものを
いう。）をした場合、当該機能別利用可能枠を超過したご利用はシ
ョッピング1回払いを指定したものと同様に取り扱われます。
第9条（カードの利用方法）
1.会員はCD・またはATMにてカードを利用する場合は、カード表面
に記載されているカード挿入方向の指示に従ってカードを挿入し、
機能を使い分けるものとします。
2.会員がカードのデビットカード機能およびクレジットカード機能の両方を
使用できる加盟店においてカードを利用する場合には、カードを提示する
際に、いずれの機能を利用するかについて当該加盟店に申出るものとします。
3.本条第1項および第2項において会員が使用方法を誤った場合に生じる
不利益・損害については、会員が負担するものとし、また会員は、この場
合の取引に基づく債務についての支払義務を免れないものとします。
第10条（暗証番号等）
1. 会員はカードの申込時に、当行に対しキャッシュカードサービスの暗証番号
およびクレジットカードサービスの暗証番号をそれぞれ届出るものとします。
2.会員は暗証番号（以下「暗証」という）を他人に知られないよう善良なる
管理者の注意をもって管理するものとします。クレジットカードサービ
ス利用の際、登録された暗証が使用されたときは、その利用はすべて当
該カードを貸与されている会員本人が利用したものと推定し、その利用
代金はすべて本会員の負担とします。ただし、登録された暗証の管理に
つき、会員に故意または過失がない場合には、この限りではありません。
第11条（届出事項の変更）
1. 会員は、住所、氏名、電話番号、勤務先、職業、電子メールアドレス、取
引を行う目的等、一切の届出事項に変更があった場合には遅滞なく
当行所定の書面により当行に対し届出を行うものとします。なお、届

出前に生じた損害については、当行は責任を負わないものとします。
2. 本条第1項の届出を怠ったために、当行から届出の氏名、住所にあ
てて通知または送付した書類等が延着し、または到着しなかった
場合には、通常到達すべき時に到着したものとみなします。
3. 本条第1項のうち、氏名に変更があった場合、またはクレジットカードサ
ービスの暗証を変更する場合には、会員は当該カードをあわせて当行に
提出のうえ再発行の手続きを行うものとします。なお、これにより新た
にカードが交付されるまでの間、会員がカードを利用できなくなること
に伴う不利益・損害等については当行は責任を負わないものとします。
第12条（会員区分の変更）
1. 本会員が申し出、当行が審査のうえ両社が承認した場合、会員区分
を変更することができます。また、本会員が新たに別の会員区分を
指定して両社に入会を申し込んだ場合は、会員区分変更の申し出
があったものとして取り扱われることがあります。
2.会員区分の変更により、登録中のクレジットカードの暗証は無効となります。
会員区分変更の申し出の際は、あらためて暗証を登録する必要があります。
3.会員区分が変更になった場合、家族会員等の契約、利用中の機能・サービス
等が引き継がれないことがあります。また、新たな会員区分に定められた利
用限度額、利用範囲、利用方法、家族会員の有無、手数料率、利率、付帯サ
ービスの内容・条件その他等が適用されます。
第2章　ショッピング利用・金融サービス
第13条（キャッシュカードサービス）
キャッシュカードサービスの内容および取扱方法については別途定める「総合
口座取引規定」、「普通預金規定」、「ふくぎんキャッシュカード規定」、「デビット
カード規定」、および「ふくぎんICキャッシュカード特約」に定めるものとします。
第14条（プラスワンサービス）
1.プラスワンサービスの貸越極度額は当行が会員毎に定めるものと
します。ただし、この極度額を超えて当行が貸越をした場合にも、
この規定の各条項が適用されるものとし、その場合は、会員は当行
から請求があり次第、直ちに極度額を超える金額を支払います。な
お、会員が同日に数件の貸出を請求した場合、その総額が貸越極度
額を超えるときは、そのいずれを貸出すかは当行の任意とします。
2.本サービスにおける自動化機器の取扱いは「ふくぎんキャッシュ
カード規定」に準じるものとします。
3.当座貸越請求書により借入れる場合は、当行所定の当座貸越請求書に
届出の印章により記名押印して通帳とともに提出するものとします。
4.預入支払機を使用して通帳により借入れる場合は、預入支払機に
通帳を挿入し、暗証と、金額ボタンにより操作するものとします。
5.本サービスは、指定口座の残高がない場合または総合口座取引規
定に基づく当座貸越（以下「総合口座貸越」という）借入金の残高が
極度額に達している場合に利用するものとします。
6.指定口座にかかる各種料金等の自動支払の請求があり前項に該当
する場合は、本サービスにより借入れ、その借入金は自動支払の決
済に充当されるものとします。なお、この場合は、通帳および当座貸
越請求書または普通預金払戻請求書の提出を省略するものとします。
7.本サービスによる借入金がある場合に総合口座貸越借入金の担保

となる定期預金の預入れあるいは国債等の保護預けをしたときは、
本サービスによる借入金は以降、総合口座貸越極度額または極度
額増加の範囲内で、総合口座貸越借入金として取扱うものとします。
8.総合口座貸越借入金の担保となっている定期預金を解約したり、
国債等を引出し等したことにより、その借入金の残高が総合口座
貸越借入金の極度額を超えた場合、越えた金額は以降、極度額の範
囲内で本サービスによる借入金として取扱うものとします。その
場合、極度額を超える金額は直ちに支払うものとします。
9.普通預金の支払いと当座貸越（本サービスによる借入および総合
口座貸越、以下同じ）の利用とが同時に行われる場合には、当行は
その金額を合算して通帳の支払欄に記入するものとします。

10. 本サービスを受けたことによる債務の支払いは次のとおりとします。
（1）本サービスによる借入金の残高がある場合には、指定口座に入
金または振込まれた証券類は、借入金の担保として当行に譲渡
したものとし、資金化されしだい借入金の返済に充当します。

（2）本サービスによる借入金の残高がある場合には、指定口座に受入れ
または振込まれた資金（受入れた証券類の金額は決済されるまで、
この資金から除く）は、借入金の残高に達するまで自動的にその返
済にあてるものとします。なお、総合口座貸越借入金がある場合は、
プラスワンサービスによる借入金から先に返済するものとします。

（3）当行は本条第1項の極度額を超えて貸越をした場合、指定口座
に受入れまたは振込まれた資金（受入れた証券類の金額は決済
されるまで、この資金から除く）を、各種料金等の支払いに優先
して極度額を超える金額の返済に充当することができます。

11. 本条第10項の場合、当行は普通預金の支払および当座貸越の返済
の通帳記入を省略し、入金欄に普通預金への入金額のみを記入す
るものとします。また、通帳の残高欄には、当行は当座貸越残高ま
たは普通預金残高のいずれかを記入するものとします。

12. 本サービスによる借入金の利息は、付利単位を100円とし、当行所定の貸越
利率により毎日の借入金の最終残高について計算し、毎年2月と8月の当行
所定の日に指定口座から引落しまたは指定口座の貸越元金に組入れるも
のとします。なお、総合口座貸越の利息がある場合には、これを合算のうえ
同様に取扱うものとします。また、本件についての損害金は年14.0%の割合
（年365日の日割計算）によるものとします。ただし、貸越利率が年14.0%を
超える場合の損害金は、当行所定の貸越利率（年365日の日割計算）を適用
するものとします。なお、利息、手数料、保証料には損害金を付しません。

13. 第7条に定めるカードの有効期限（以下「取引期限」という）が延長さ
れずに到来した場合は、次によるものとします。
（1）取引期限到来日の翌日以降この取引による当座貸越は受けられ
ないものとします。

（2）取引期限到来日に貸越元利金がある場合は、取引期限到来日の
3ヵ月後の応答日を返済期限とし、返済期限までに貸越元利金全
額を返済するものとします。ただし、当行の判断により返済期
限を延長する場合があります。

（3）取引期限到来日の翌日以降に貸越元利金がない場合、また貸越
元利金の返済が完了した場合は、この取引は当行から通知する

事なく当然に解約されるものとします。
第15条（ショッピング利用）
1.クレジットカードサービスについて、前月16日から当月15日まで
を標準期間といいます。
2.会員はJCB、JCBの提携会社およびJCBの関係会社の認めるJCBカード
の取扱加盟店（以下「加盟店」という。）において、本条第3項から第6項に
定める方法または両社が特に認める方法により、本条その他両社所定の
定めに従い、会員と加盟店との間で直接現金決済を行わずに、加盟店に
対する支払いを当行に対して委託することにより、加盟店から商品もしくは
権利を購入し、または役務の提供等を受けることができます（以下「ショッピ
ング利用」という。）。会員が加盟店においてカードを利用したことにより、会
員の加盟店に対する支払いにつき、会員が当行に対して弁済委託を行っ
たものとみなし、当行は自らまたは第三者を介して、加盟店に対して、会員
に代わって立替え払いを行います。また、会員は加盟店の店頭（自動精算
機の場合を含む。）において、JCB所定の方法により、カードを提示し、また
は非接触ICカード等を所定の機器にかざし、加盟店の指示に従って、所
定の売上票にカードの署名と同じ署名を行うこと、加盟店に設置されてい
る端末機に暗証番号を入力すること、または、署名と暗証番号の入力の
両方を行うことによりショッピング利用を行うことができます。なお、売上票へ
の署名または加盟店に設置されている端末機への暗証番号の入力等に
かえて、所定の手続きを行うことにより、または売上票への署名や端末機
への暗証番号の入力を省略して、ショッピング利用ができることがあります。
3.インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引そ
の他両社が特に認めた取引を行う加盟店においては、会員は、加盟店所
定の方法で、カード情報等を送信もしくは通知する方法により、または当該
方法に加えてセキュリティコードもしくはJ/Secure（TM）利用者規定に定
めるパスワードを送信する方法により、ショッピング利用を行うことができま
す。この場合、会員はカードの提示および売上票への署名を省略すること
ができます。
4.両社が特に認めたホテル・レンタカー等の加盟店における取引について
は、予め会員が加盟店との間で合意している場合には、会員は、ショッピン
グ利用代金額の一部についてのみ、加盟店に対してカードの提示、売上
票への署名等を行い、残額（署名等を行った後、利用が判明した代金を
含む。）についてはカードの提示、売上票への署名等を省略することがで
きます。
5.通信料金等両社所定の継続的役務については、会員が会員番号等を
事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受ける
ことができます。会員は、加盟店に登録した会員番号等に変更があった場
合ならびに退会または会員資格喪失等に至った場合、加盟店に当該変
更、退会または会員資格喪失等を申し出るものとします。なお、上記の事由
が生じた場合には、当行またはＪＣＢが会員に代わって当該変更、退会ま
たは会員資格喪失等の情報を加盟店に対し通知する場合があることを
会員は予め承認するものとします。また、会員に、退会または会員資格喪
失等の通知がなされた後であっても、当該加盟店におけるカード利用につ
いて、本会員は第42条第1項なお下記および第42条第4項に従い、支払
義務を負うものとします。

6.会員のショッピング利用に際して、加盟店が当該利用につき当行
に対して照会を行うことにより当行の承認を得るものとします。
ただし、利用金額、購入する商品・権利および提供を受ける役務の
種類によってはこの限りではありません。
7.ショッピング利用のためにカード（カード情報を含む。以下本項において
同じ。）が加盟店に提示または通知された際、カードの第三者による不正
利用を防止する目的のために、当行は以下の対応を行うことがあります。
（1）当行は、事前または事後に、電話等の方法により直接または加盟
店を通じて会員本人の利用であることを確認する場合があります。

（2）当行、JCBまたはJCBの提携会社が当該加盟店より依頼を受け
た場合、当行またはJCBにおいて会員の会員番号・氏名・住所・電話
番号その他当該ショッピング利用の申込者が加盟店に届け出
た情報と会員が両者に届け出ている個人情報を照合し、一致の
有無を当該加盟店に対して回答する場合があります。

（3）カードの第三者による不正利用の可能性があると当行が判断し
た場合、会員への事前通知なしにカードのご利用を保留または
お断りする場合があります。

（4）ショッピング利用の申込者に対して、セキュリティコードまたはJ/Secure
（TM）利用者規定に定めるパスワードの入力を求める場合がありま
す。申込者がセキュリティコードまたはJ/Secure（TM）利用者規定に定
めるパスワードを誤って入力した場合、会員によるカードの利用を一定
期間制限することがあります。

8.当行は、約定支払額（第21条に定めるものをいう。）が約定支払日に支払
われなかった場合、本会員の当行に対する一切の債務の全部または一
部について延滞が発生している場合、その他会員のJCBカードの利用
状況および本会員の信用状況等により会員のショッピング利用が適当
でないと判断した場合には、ショッピング利用を断ることがあります。
9.家族会員が家族カードを利用して商品・権利を購入しまたは役務
の提供等を受けた場合、家族会員は本会員の代理人として加盟店
との間でそれらに係る契約を行ったものとみなし、当該契約に基
づく債務は本会員が負担するものとします。

10.会員は、現金を取得することを目的として商品・権利の購入または役務の
提供などにカードのショッピング枠、ショッピング残高枠（第８条第２項に定
めるものをいう。）を利用すること（以下「ショッピング枠現金化」という。）は
できません。なお、ショッピング枠現金化には以下の方式等がありますが、現
金を取得することを目的とするショッピング利用枠である限り、方式の如何
を問わず、禁止の対象となります。
（1）商品・権利の購入、役務の提供の対価として、合理的な金額以上の対
価を、カードを利用して支払い、加盟店等から現金または現金に類似
するものの交付を受ける方式

（2）商品・権利等を購入し、その対価を、カードを利用して支払った上で、当
該商品・権利等を当該商品・権利等を購入した加盟店その他の第三
者に有償で譲渡する方式

（3）現行紙幣もしくは貨幣、またはこれらが含まれる商品等をカードを利用し
て購入する方式

11. 貴金属、金券類（ギフトカード、回数券等を含みますが、これらに限られま

せん。）、パソコン等の一部の商品の購入および電子マネーの入金等につ
いては、第8条第6項に定める金額の範囲内であったとしても、会員のシ
ョッピング利用が制限され、カードをご利用になれない場合があります。

12. 当行、JCB、JCBの提携会社またはJCBの関係会社と加盟店間の契約
が債権譲渡契約の場合、会員はショッピング利用代金の債権につ
いて以下のことを予め異議なく承諾するものとします。なお、債権
譲渡に際しては、JCBが認めた第三者を経由する場合があります。
（1）加盟店から当行に対して債権譲渡すること。
（2）加盟店からJCBに対して債権譲渡したうえで、当行がJCBに対
して立替払いすること。

（3）加盟店からJCBの提携会社に対して債権譲渡したうえで、当行
が当該JCBの提携会社に対して立替払いすること。

（4）加盟店からJCBの関係会社に対して債権譲渡したうえで、JCB
が当該JCBの関係会社に対して立替払いし、さらに当行がJCB
に対して立替払いすること。

13. 当行、JCB、JCBの提携会社またはJCBの関係会社と加盟店間の契約
が立替払い契約の場合、会員はショッピング利用代金の債権につ
いて以下のことを予め異議なく承諾するものとします。
（1）当行が加盟店に対して立替払いすること。
（2）JCBが加盟店に対して立替払いしたうえで、当行がJCBに対し
て立替払いすること。

（3）JCBの提携会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、当行が
当該JCBの提携会社に対して立替払いすること。

（4）JCBの関係会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、JCBが
当該JCBの関係会社に対して立替払いし、さらに当行がJCBに
対して立替払いすること。

14. 商品の所有権は、加盟店から当行に債権が譲渡されたとき、または
当行が加盟店、JCBもしくはJCBの提携会社に対して立替払いをし
たときに当行に移転し、ショッピング利用代金の完済まで当行に
留保されることを、会員は承認するものとします。

15. ショッピング利用代金の支払区分は、ショッピング1回払い、ショッピング2
回払い、ボーナス1回払い、ショッピングリボ払い、支払回数が3回以上でか
つ当行所定の支払回数のショッピング分割払い（以下「ショッピング分割払
い」という。）のうちから、会員がショッピング利用の際に指定するものとし
ます。ただし、ショッピング2回払い、ボーナス1回一括払い、ショッピングリ
ボ払い、ショッピング分割払いは、当行が指定する加盟店においてのみ利用
できるものとします。なお、ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッ
ピングリボ払いおよびショッピング分割払い取扱加盟店において会員が支
払区分を指定しなかった場合は、すべてショッピング1回払いを指定したも
のとして取り扱われます。また、ショッピングリボ払い、ショッピング分割
払いを指定した場合、ショッピング利用代金に所定の手数料が加算されます。

16.前15項にかかわらず、当行が認めた場合、会員は、以下の方式で、ショッ
ピング利用代金の支払区分をショッピングリボ払い、ショッピング分割払い
またはショッピングスキップ払いに指定することができます。会員は、当該
サービスに関する規定・特約等がある場合はそれに従うものとします。た
だし、いずれの場合でも、電子マネーの入金、カードの付帯サービス料金

その他当行が指定するものについては、以下の方式による支払区分の
指定を行うことはできず、ショッピング1回払いのみの指定となります。
（1）本会員が申し出、以後のショッピング利用代金の支払いをすべ
てショッピングリボ払いとする方式。なお、本方式を利用する
場合は、規約末尾の手数料率となります。

（2）当行が別途定める期日までに会員が支払区分の変更を希望するショ
ッピング利用を特定して申し出、当行が指定した月の約定支払日から別
の支払区分を指定したショッピング利用代金をショッピングリボ払い、ショ
ッピング分割払いまたはショッピングスキップ払いに変更する方式。本方
式を利用する場合は、カード利用日にショッピングリボ払い、ショッピング
分割払いまたはショッピングスキップ払いの指定があったものとします。
なお、1回のショッピング利用代金の一部についてのみ支払区分を変更
することはできません。

17. 本会員は、会員が標準期間においてショッピング利用を行った場合、
本条第12項、第13項、第14項における当行、JCB、JCBの提携会社、
JCBの関係会社または加盟店の各間の立替払いの有無にかかわらず、
第18項、第19項の場合を除き、以下のとおり支払うものとします。
（1）ショッピング1回払いを指定した場合、当該ショッピング利用
代金額を、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日

（2）ショッピング2回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金の
半額（1円単位とし、端数が生じた場合は初回の約定支払日に算入しま
す。）を、標準期間満了日の属する月の翌月および翌々月の約定支払日

18. 本会員は、会員がショッピング利用においてボーナス1回払いを指
定した場合、原則として、以下のとおり支払うものとします。ただし、
加盟店によりボーナス1回払いの取扱期間が異なることがあります。
（1）前年12月16日から当年6月15日までの当該ショッピング利用代
金を、当年8月の約定支払日

（2）当年7月16日から当年11月15日までの当該ショッピング利用代
金を、翌年1月の約定支払日

19.本会員は、会員がショッピング利用においてショッピングリボ払いまたはショッ
ピング分割払いまたはショッピングスキップ払いを指定した場合、第20項か
ら第22項または第23項から第32項に定めるとおり支払うものとします。

20. 本会員は、会員がショッピングリボ払いを指定した場合、以下のと
おり支払うものとします。
（1）標準期間におけるショッピング利用代金額に対してする標準期間満

了日の属する月の16日から翌月の約定支払日までの間当行所定の手
数料率を乗じたショッピングリボ払い手数料を、翌月の約定支払日。
ただし、ア当該ショッピング利用により第8条第1項②の機能別利用
可能枠にかかる利用残高が当該機能別リボルビング・分割払い利用可
能枠を超える場合の超過金額、およびイ標準期間におけるショッピン
グリボ払いのショッピング利用代金額とショッピングリボ払い利用
残高の合計金額が（2）に定めるリボ払元金以下の場合の当該ショッピ
ング利用代金額は当該手数料の計算から除かれるものとします。

（2）（1）の手数料のほか、以下の金額（以下「ショッピングリボ払い弁済金」
という。）を毎月の約定支払日。ただし、ボーナス増額払いを指定した
場合、ボーナス指定月の約定支払日において会員が指定した金額を

加算して支払うものとします。なお、ショッピングリボ払い弁済金の
当行に対する本会員の債務の充当は当行所定の方法により行います。
（リボ払元金）
前月15日のショッピングリボ払い利用残高が、会員の指定した
支払方法により決定されるショッピングリボ払い元金（以下「リ
ボ払元金」という。）以上の場合は当該リボ払元金。リボ払元金未
満の場合は当該ショッピングリボ利用残高。
（ショッピングリボ払い手数料）
前月の約定支払日のショッピングリボ払い利用残高（同日に支
払うリボ払元金、ボーナス加算額および前々月16日から前月の
約定支払日までのショッピングリボ払い利用額を差し引いた金
額）に対して前月の約定支払日の翌日から当月の約定支払日ま
での間当行所定の手数料率を乗じた金額。

21. 当行が認めた場合、本会員は支払方法の変更およびボーナス増額
払いの追加指定、加算額の変更をすることができます。

22. 本会員は、ショッピングリボ払い弁済金および第20項の手数料に
ついては、同項の支払方法のほか本規約末尾に記載の「繰上返済方
法」に従い随時支払うことができます。

23. 本会員は、会員がショッピング分割払いを指定した場合、ショッピ
ング利用代金に会員の指定した支払回数に応じた当行所定の割賦
係数を乗じたショッピング分割払い手数料を加算した金額（以下「分
割支払金合計額」という。）を支払うものとします。

24. 分割支払金合計額を支払回数で除した金額を分割支払金（ただし、計算上
の都合により初回および最終回の分割支払金は金額が異なります。）とし、
標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日から支払回数回にわたり
最終約定支払日まで、分割支払金を各約定支払日に支払うものとします。

25. 各分割支払金における分割支払元金と手数料の内訳の計算方法に
ついては以下のとおりとします。
（1）初回の分割支払金の内訳
手数料＝標準期間に利用した場合、ショッピング利用代金に対
する標準期間満了日の属する月の16日から翌月10日までの間当
行所定の手数料率を乗じた金額
分割支払元金＝分割支払金から上記手数料を差し引いた金額

（2）第2回の分割支払金の内訳
手数料＝ショッピング分割払い残元金（ショッピング利用代金－
（1）の分割支払元金）に当行所定の手数料率（月利）を乗じた金額
分割支払元金＝分割支払金から上記手数料を差し引いた金額

26. ボーナス併用ショッピング分割払いを指定した場合、本会員は、ショッピン
グ利用代金の半額を第23項、第24項、第25項の規定に従い支払い、残額を当
行所定の方法によりボーナス月（1月および8月）の約定支払日に支払うもの
とします。なお、初回から最終回までの約定支払日にボーナス月の約定支払
日に該当する日がない場合、ボーナス併用ショッピング分割払いを指定しな
かったものとして取り扱われます。第12項、第13項、第14項に定める債権譲
渡または立替払手続きの遅延その他の事務上の都合により、ボーナス月の約
定支払日に該当する日がないこととなった場合についても同様とします。

27. 本会員は、ショッピング分割払い残元金および手数料については、

第24項、第26項の支払いのほか、当行本規約末尾に記載の「繰上返
済方法」に従い一括で支払うことができます。

28.本会員は、会員が第15条第6項の規定に従いショッピングスキップ払いを
指定した場合、ショッピング利用代金額に、以下のショッピングスキップ払い
手数料を加算した金額を、標準期間満了日の属する月の翌 月々から標準
期間満了日の属する月の7ｶ月後の月までのうちから会員が指定した月（以
下「スキップ指定月」という。）の約定支払日に一括（1回）で支払うものとし
ます。なお、会員が一度指定した約定支払日を再度変更することはできま
せん。

29.ショッピングスキップ払いの手数料は、標準期間におけるショッピング利用代
金額に対して標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日翌日から
スキップ指定月の約定支払日までの経過月数と、当行所定の手数料率
（月利）を乗じた金額。
30.本会員は、ショッピングスキップ払いに関する債務の支払いを本規約末尾
に記載の「繰上返済方法」に従い一括で支払うことができます。

31.本会員が、会員のクレジットカード利用に基づき当行に対して支払うべき約
定支払額を約定支払日に支払わなかった場合には、約定支払額（ただ
し、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングス
キップ払い手数料、金融サービスの手数料および利息ならびに遅延損害
金等は除きます。）に対しその翌日から完済に至るまで、また、本規約に基
づき当行に対して負担する債務につき期限の利益を喪失した場合には、
残債務全額（ただし、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手
数料、ショッピングスキップ払い手数料、金融サービスの手数料および利息
ならびに遅延損害金等は除きます。）に対し期限の利益を喪失した日の翌
日から完済に至るまで、それぞれ以下に定める利率を乗じた遅延損害金
を支払うものとします。
・ショッピング1回払い、ショッピングリボ払い　年14.60％
・キャッシング1回払い　年20.00％
・ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッピングスキップ払い
法定利率

32.第31項にかかわらず、ショッピング分割払いに係る債務については以下の
遅延損害金を支払うものとします。
（1）分割支払金の支払いを遅延した場合は、分割支払金のうち分割支払
元金に対し約定支払日の翌日から完済に至るまで年１４.６０％を乗じた
金額。ただし、当該遅延損害金はショッピング分割払い残元金に対し
法定利率を乗じた額を超えない金額。

（2）分割支払金合計額の残額の期限の利益を喪失した場合は（（１）の場
合を除く）、ショッピング分割払い残元金に対し期限の利益を喪失した
日の翌日から完済に至るまで法定利率を乗じた金額。

第16条（見本・カタログ等と現物の相違）
会員は、見本・カタログ等により申し込みをした場合において、引き渡
された商品・権利または提供された役務等が見本・カタログ等と相違し
ている場合は、加盟店に商品、権利、役務等の交換を申し出るかまたは
売買契約の解除または役務提供契約の解除ができるものとします。
第17条（支払停止の抗弁）
1.会員は、加盟店から購入した商品、権利または提供を受けた役務に

関する紛議について、当該加盟店との間で解決するものとします。
2.第１項にかかわらず、本会員は、ショッピングリボ払いショッピング分割払い、
ショッピングスキップ払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払いを指
定もしくは変更して購入した商品もしくは割賦販売法に定める指定権利ま
たは提供を受けた役務（以下併せて「商品等」という。）について次の事
由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商
品等について、当行への支払いを停止することができるものとします。
（1）商品の引き渡し、指定権利の移転または役務の提供がないこと。
（2）商品等に破損、汚損、故障、その他の瑕疵があること。
（3）その他商品等の販売について加盟店に対して生じている抗弁事由が
あること。

3.当行は、本会員が第2項の支払いの停止を行う旨を当行に申し出た
ときは、直ちに所要の手続きをとります。
4.本会員は、第3項の申し出をするときは、予め第2項の事由の解消の
ため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
5.会員は、本会員が第3項の申し出をしたときは、速やかに第2項の事由
を記載した書面（資料がある場合には資料添付のこと。）を当行に提
出するよう努めるものとします。また当行が第2項の事由について調
査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
6.第2項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停
止することはできないものとします。
（1）ショッピングリボ払いの場合において、1回のカード利用におけるショッピ
ング利用代金額が3万8千円に満たないとき。ショッピング分割払い、ショ
ッピングスキップ払い、ショッピング2回払いまたはボーナス１回払いの場
合において、1回のカード利用における分割支払金合計額が4万円に
満たないとき。

（2）本会員による支払いの停止が信義に反すると認められたとき。
（3）会員によるショッピング利用が営業のために行うショッピング
利用である場合または海外でのショッピング利用である場合等、
割賦販売法第35条の3の60に定める適用除外条件に該当するとき。

第18条（アレコレキャッシング1回払い）
1. 会員は、当行所定の現金自動支払機（以下「CD」という。）、現金自動預
払機（以下「ATM」という。）等でカードおよび登録された暗証番号を使
用することにより金銭を借り入れることができます（以下「キャッシ
ング1回払い」という。）。その場合、会員は当行に対し、当行所定の金融
機関利用料を支払うものとします。なお、CD・ATMの機種や設置地域、店
舗等により、利用できない取引があり、また、CD・ATMの設置店舗の営
業時間やシステム保守等により、利用できない時間帯があります。
2.キャッシング1回払いにおける融資の日（以下「融資日」という。）は、CD・ATM
もしくは次条第3項に定める窓口等で融資を受けた日とします。お支払い口
座へは、当行に代わり、JCBが立て替えて融資金を振り込む場合があります。
3.会員は、第8条に定める金額の範囲内でキャッシング1回払いサー
ビスを利用することができます。
4.本会員は、会員が標準期間にキャッシング1回払いを利用した場合、標準
期間満了日の属する月の翌月の約定支払日に、標準期間の借入金合計額
およびキャッシング1回払い手数料（各借入金に対してキャッシング1

回払い融資日の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払
日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額）を支払うものとします。
なお、本会員は本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日
の前に借入金及び手数料の全額または一部を随時支払うことができます。
5.当行は、約定支払額が約定支払日に支払われなかった場合、本会員
の当行に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生し
ている場合、その他会員の利用状況および本会員の信用状況等によ
り会員のキャッシング1回払いの利用が適当でないと判断した場合
には、新たなキャッシング1回払いの利用を中止することができる
ものとします。なお、延滞の発生により利用を中止する場合は、本会
員の当該延滞に係るその後の支払い状況に関わらず、当行が定める
一定の期間内において継続して利用を中止する場合があります。
6.会員が、日本国外で本サービスを利用し、その引出額が指定口座の
預金残高の範囲内である場合には、会員が第19条に定めるサービ
スを受けたものとみなします。
第18条の２（海外キャッシング）
1.会員は、前条に定めるキャッシング1回払いを日本国外においても利
用することができます（以下「海外キャッシング1回払い」という。）。
2.会員が海外キャッシング1回払いを利用する場合に適用される機能
別利用可能枠は、海外キャッシング1回払い利用可能枠となります。
3.会員は、前条第1項に定める方法のほか、当行所定の方法により、国外
の金融機関等のCD・ATMにおいて海外キャッシング1回払いを利
用できる場合があります。海外キャッシング1回払いの利用方法は、
利用される国や地域、ATMにより異なるため別途公表いたします。
4.本会員は、会員が標準期間に海外キャッシング1回払いを利用した場
合、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日に、標準期間の借
入金合計額およびキャッシング1回払い手数料（各借入金に対して
キャッシング1回払い融資日の翌日から標準期間満了日の属する月
の翌月の約定支払日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額）を
支払うものとします。なお、本会員は本規約末尾に記載の「繰上返済
方法」に従い、約定支払日の前に借入金および手数料の全額または一
部を随時支払うことができます。ただし、会員が海外キャッシング1
回払いを利用した国外の金融機関・ATM保有会社等の事務処理の都
合上、上記の約定支払日から1カ月または2カ月後の約定支払日とな
る場合があります。この場合であっても、キャッシング1回払い手数
料が本項本文に定める金額から増額されることはありません。
5.会員が海外キャッシング1回払いを利用する場合、前条第2項、第3項
および第5項の定めが適用されますが、前条第4項は適用されません。
6.海外キャッシング1回払いの利用により会員が現地通貨で現金の引
出しを行った場合であっても、海外キャッシング1回払いの借入金元
金は、JCBとJCBの提携会社が当該借入金元金の集中決済をした時点
（会員がカードを利用した日とは異なることがあります。）のJCBが
定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨としま
す。なお、換算レートおよび換算方法については、第21条第6項が適用
されるものとします。

第19条（海外預金引出しサービス）
1.海外預金引出サービス（以下「海外キャッシュサービス」といいま
す。）とは、JCBと提携する国外金融機関等のCD・ATMで、会員が
現地通貨により指定口座から預金の払戻しを受けることができる
サービスです。なお、CD・ATMの利用方法は、それぞれのCD・
ATM設置先の定めによります。
2.海外キャッシュサービスによる日本国外での払戻しに係る指定口
座からの引落しは、JCBでの処理日の3営業日後を支払日とし、通帳
および払戻請求書なしで指定口座から自動引落しの方法により支
払うものとします。
3.前項の支払については、外貨額をJCBまたは提携金融機関、提携ク
レジット会社が定める時期ならびに為替相場により円貨に換算し
た金額を前項により引落すものとします。
4.海外キャッシュサービスに係る引落しと支払日の到来しているシ
ョッピング利用、キャッシング1回払いおよびカードローンサービ
スによる債務が指定口座の預金の不足により同時に引落すことが
できない場合における引落しの選択は当行の任意とします。
5.海外キャッシュサービスによる利用可能枠は、ショッピング利用可
能枠の範囲内で当行が定める金額とします。1回当りの利用できる
金額は、JCBまたは提携金融機関、提携クレジット会社が定める金額
までとします。
6.このサービスの利用にあたっては、当行所定の手数料110円（税込み）
を申し受けます。また支払機利用手数料については、当該支払機を
設置している金融機関、提携クレジット会社の定めによります。なお、
手数料は、本条第2項の引落しと同時に引落します。
7.本条第2項および第6項の合計額が指定口座の預金の不足等により引落し
できなかった場合には、日本国外での払戻しに係る指定口座からの引落
しの取扱いはなかったものとし、かわりに全額について第18条に定める
日本国外におけるキャッシング1回払いを行ったものとみなします。な
お、この場合の手数料は第18条第4項に定める手数料を申し受けます。
第20条（カードローンサービス）
1.この取引は、カードまたは通帳使用による当座貸越とし、通帳およ
び当座貸越請求書による借入、小切手・手形の振出しあるいは引受
けは行わないものとします。
2.この取引の有効期間（貸越利用期限）、（以下「取引期限」という）は、契約
日から1年後の応答月の前月末日までとします。ただし、取引期限到来
日の前日までに当事者の一方から別段の意志表示がない場合には、こ
の取引期限は更に1年間延長するものとし、以後も同様とします。
3.前項の規定にかかわらず、満65歳を超えての取引期限の延長は行
わないものとします。
4.当行が本条第2項の取引期限延長に関する審査等の為に資料の提出
または報告を求めたときには、直ちにこれに応ずるものとします。
5.取引期限が延長されずに到来した場合は、次によるものとします。
（1）取引期限到来日の翌日以降この取引による当座貸越は受けられ
ないものとします。

（2）取引期限到来日に貸越元利金がある場合は、当行から貸越元利金全

額の返済を求めない限り、本契約の各条項に従い返済するものとしま
す。ただし、当行の判断により貸越元利金全額の返済を求める場合は、
当行が求める期限までに、貸越元利金全額を返済するものとします。

（3）取引期限到来日の翌日以降に貸越元利金がない場合、また貸越
元利金の返済が完了した場合は、この取引は当行から通知する
事なく当然に解約されるものとします。

6.カードローンサービスの貸越極度額は当行が会員毎に定めるものと
します。会員によっては貸越極度額を0円とすることができるものと
します。また、当行は会員の属性および当行との取引状況等により、こ
の取引の貸越極度額を変更できるものとします。この場合、当行は変
更後の貸越極度額及び変更日を借主に通知するものとします。
7.当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金は、当行所定の
利率（年365日の日割計算）を適用するものとします。
8.当行が特に会員に対して、当行所定の基準および方法により優遇金利を適
用した場合には、当行は会員に対して通知する事なく、いつでもその優遇
利率を変更し、または優遇利率の適用を中止する事ができるものとします。
9.この取引による借入金の返済日は、毎月4日、14日、24日のうち会員
が予め指定した日とし、会員は返済日に別表の通り返済を行うもの
とします。約定返済金額を返済した後も貸越極度額を超過する場合
は、その超過額を含めて返済します。なお、返済日の変更はできない
ものとします。利息は、付利単位100円とし、上記指定日に当行所定
の利率、方法により計算のうえ貸越元金に組入れるものとします。

10. 前項の約定返済は指定口座からの自動支払によるものとします。この
場合、会員は指定口座に、毎月の返済日までに返済金相当額を預入する
ものとし、当行は返済日に預金通帳および請求書なしで払い出しのうえ、
返済に当てるものとします。ただし、指定口座の残高が約定返済金額に
満たない場合、その一部の返済にあてる取扱いは行わないものとします。
なお、自動引落しが約定返済日にできない場合において、当行は約定返
済日以降いつでも同様の方法により取扱いできるものとします。

11. 本条第10項による約定返済のほか、当座貸越専用口座への入金ま
たは振込みにより、随時に任意の金額を返済する事ができるもの
とします。ただし、入金額が当座貸越残高相当額を超える場合は、
その超える金額を指定口座に入金するものとします。
第3章　カードの支払い方法その他
第21条（クレジットカードサービスの利用代金等の支払）
1.ショッピングサービスおよびキャッシング1回払いによる本会員の当行に
対する債務は、毎月15日に締切り翌月10日（当行休業日の場合は翌営業日）
に通帳および払戻請求書なしで指定口座から自動引落しの方法により支払
うものとし、当該支払金額を約定支払額といいます。ただし、支払日等につい
て別に定めがある場合は、その定めに従うものとします。なお、加盟店の事務
上の都合により支払日は翌々月以降の10日（同前）になることがあります。
2.会員が本規定に違反してカードを利用した場合ならびに本規定に
定める以外の方法によりカードを利用した場合でも本会員は支払
義務を負うものとし、その支払いは本条第1項と同様とします。
3.当行が本会員に明細（本条第９項に定めるものをいう。）の通知手続を行
った後に、会員が本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支

払日の前に借入金等を支払ったこと、または会員がキャッシング１回払いを
利用したこと等により、本会員が本規約に基づき当行に支払うべき手数料
または利息の金額と当行が前項の方法により約定支払日に本会員から
実際に支払いを受けた手数料または利息の金額との間に差額が生ずる
場合、当行は翌月の約定支払日に本会員に当該差額を返金するなどの
方法により精算することを本会員は承諾するものとします。なお、当行は本
会員が前項に従い翌月の約定支払日に支払うべき約定支払額から当行
が本会員に返金すべき金額を差し引くことができます。
4.会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務につい
ては、JCBの関係会社が加盟店等に第15条第10項、第11項、第12項にか
かる債権譲渡代金等を支払った時点（会員がカードを利用した日とは
異なることがあります。）のJCBが定める換算レートおよび換算方法
に基づき円換算した円貨により、本会員は当行に対し支払うものとし
ます。
5.会員が国外でカードを利用した場合において、JCBの関係会社が加盟店
等に第15条第10項、第11項、第12項にかかる代金等を支払った後に、会
員と加盟店間のカード利用にかかる契約が解除された場合等、当行が会
員へ返金を行う場合は、原則として、前項に基づきJCBの関係会社が加
盟店等に第15条第10項、第11項、第12項にかかる代金等を支払った時点
のJCBが定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によ
るものとします。ただし、当行がかかる時点を特定することが不可能な
場合等、やむを得ない事情がある場合には、JCBの関係会社が加盟店等
との間で当該解除等にかかる手続を行った時点（会員が加盟店等との間
で当該解除等にかかる手続きを行った日とは異なることがあります。）
のJCBが定める換算レートおよび換算方法による場合があります。
6.会員が国外で付加価値税（VAT）返金制度を利用した場合において、当行
が会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方法は、JCBの関係会社
が付加価値税（VAT）返金制度取扱免税会社との間で当該返金にかかる
手続きを行った時点（会員が付加価値税（VAT）返金制度を利用した日ま
たはカードを利用した日とは異なることがあります。）のJCBが定める換
算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。
7.第4項から第6項の換算レートおよび換算方法は、原則として、JCB指定金
融機関等が指定した為替相場を基準にJCBが定めるものとし、別途公表い
たします。なお、一部の航空会社その他の加盟店等におけるカード利用の
場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算されたうえ、
JCBが定める換算レートおよび換算方法により円換算することがあります。
8.本会員の当行に対する弁済期の到来している債務について、当行は
随時支払いを受けることができるものとします。また弁済期の到来
しているショッピングサービス（日本国外におけるキャッシングサ
ービスを含む）による債務と日本国内におけるキャッシングサービ
スによる債務の合計額が指定口座の預金不足等により引き落としで
きない場合には、そのいずれかに充当するかは当行の任意とします。
9.当行は、本会員の約定支払額、ショッピングリボ払い利用残高、ショッピング
分割払い利用残高（ショッピングスキップ払い利用残高を含む。）およびキ
ャッシングリボ払い利用残高等（以下「明細」という。）を約定支払日の当月
初め頃、当行所定の方法により、本会員に通知します。なお、年会費のみ

の支払いの場合、明細の通知を省略することがあります。
第22条（外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令の適用）
日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外国為替及び
外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要
とする場合には、当行の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国
外でのカードの利用の制限若しくは停止に応じていただくことがあります。
第23条（手数料率、料率の算定方法、変更等）
1. 手数料率、利率（遅延損害金の利率を含む。以下本条において同じ。）
等の計算方法については、本規定において別途定める場合を除き、1
年を365日（うるう年は366日）とする日割方式による計算とします。
2.当行は各サービスにおける利率および手数料を、金融情勢の変化その他相
当の事由がある場合には一般に行われる程度のものに変更できるものと
します。この場合、当行の店頭または現金自動支払機設置場所に掲示する
ものとします。また、第35条の規定にかかわらず当行から手数料率、利率
の変更を通知した後は、リボルビング払いについては変更後の未決済残高
または融資残高に対し、分割払い及びキャッシングサービスについては変
更後の利用分から、変更後の手数料率・利率が適用されるものとします。
第24条（カードの紛失、盗難、偽造）
1. カードまたはカード情報あるいはチケット（タクシーチケット等）が紛失・
盗難・詐取・横領等（以下まとめて「紛失・盗難」という）により他人に不正利
用された場合、本会員は、そのカードまたはカード情報の利用により発生す
る利用代金、チケット利用代金についてすべて支払義務を負うものとします。
2.本条第1項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当行またはJCB
に届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当行またはJCBの請求によ
り所定の紛失、盗難届を当行またはJCBに提出した場合、当行は、本会員に対
して当行またはJCBが届け出を受けた日の60日前以降のクレジットカード
サービスによるカードの利用代金について、その支払いを免除します。
3.偽造カードの使用に係るカード利用代金については、本会員は支
払義務を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調
査に協力するものとします。
4.前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に
故意または過失があるときは、その偽造カードの利用代金につい
て本会員が支払義務を負うものとします。
5.カードの紛失・盗難・偽造により生じた損害の処理については、「ふ
くぎんキャッシュカード規定」、「デビットカード取引規定」をそれ
ぞれ適用することとします。
第25条（カードの利用代金の支払に関する免責事項）
第24条のカードの紛失・盗難に関し、会員が下記のいずれかに該当すると
きは、本会員のカードの利用代金の支払いは免除されないものとします。
（1）会員が第2条に違反したとき。
（2）会員の家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき。
（3）会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法
令違反によって紛失、盗難が生じたとき。

（4）紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき。
（5）会員が当行の請求する書類を提出しなかったとき、または当行等
の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。

（6）カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき（第7条第
2項ただし書きの場合を除く。）。

（7）戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき。
（8）その他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。
第26条（カードの再発行）
1.両社は、カードの紛失、盗難、破損、汚損等またはカード情報の消失、不正
取得、改変等の理由により会員が希望した場合、両社が審査のうえ原則
としてカードを再発行します。この場合、本会員は、自己に貸与されたカ
ードの他、家族カードの再発行についても当行所定の再発行手数料を支
払うものとし、再発行手数料は両社が別途通知または公表いたします。
なお、合理的な理由がある場合はカードを再発行しない場合があります。
2.両社は、両社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断
した場合、会員番号の変更ができるものとします。
第27条（サービスの一時停止）
1. 会員は、本会員が本規定に定める当行に対する債務のいずれかの
支払いを怠った場合、その債務を完済するまでキャッシュカード
サービスを除くサービスを受けられないものとします。
2.当行は、会員が本規定に違反し若しくは違反するおそれがある場合、
カードの利用状況に不審がある場合には、サービスの全部または一
部について一時的に停止し、若しくは、加盟店や自動化機器等を通
じてカードの回収を行うことができます。加盟店からカード回収の
要請があったときは、会員は異議なくこれに応ずるものとします。
第4章　期限の利益喪失・会員資格の取消・退会等
第28条（期限の利益喪失）
1. 会員が次の各号の事由のいずれかに該当したときは、当行は本会
員への通知催告等を要せず、本会員は本規定に基づく一切の債務
について当然に期限の利益を失い、カード利用により当行に対し
て負担した一切の債務を直ちに支払うものとします。
（1）保証会社から保証の取消または解約の申出があったとき。
（2）支払の停止または破産・民事再生、金銭の調整に係る調停の申立
てを受けたとき、または自らこれらの申立てをしたとき。

（3）手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
（4）会員の預金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差
押または差押の命令通知が発送されたとき。

（5）カード改ざん、不正使用等当行がカードの利用を不適当と認めたとき。
（6）住所変更の届出を怠るなど、会員の責めに帰すべき事由によって、
当行において会員の所在が不明となったとき。

（7）ショッピングリボ払いまたは、ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払
い、ショッピング２回払いまたはボーナス1回払いによるショッピング代金
債務、その他本会員の当行に対する債務の支払いの履行を遅滞し、
当行から20日以上の相当な期間を定めて書面で支払いの催告をされ
たにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。

2.本会員は、当行に支払うべき債務の履行を遅滞し相当期間を定めた当
行からの催告後に是正されない場合、および第30条1項の規定により会
員資格（家族会員を含む）を取り消された場合、ショッピングリボ払い、
ショッピング分割払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払い

によるショッピング代金債務を除く本規定に基づく債務について当然
に期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。
3.会員が次の各号の事由のいずれかに該当したときは、当行からの本会員への
通知催告等により、本会員は期限の利益を失い、カード利用により当行に対
して負担した一切の債務を直ちに支払うものとします。なお、この場合、本会
員が住所変更の手続きを怠る、あるいは本会員が当行からの通知催告等を受
領しないなど、本会員の責に帰すべき事由により、通知催告等が延着しまた
は到着しなかった場合は、通常到着すべき時期に到達したものとみなします。
（1）本規定に定める事項の1つにでも違反したとき。
（2）本規定に基づくカード取引に関し、当行に虚偽の資料提供また
は報告をしたとき。

（3）指定口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またその
恐れがあると当行が認めたとき。

（4）前各号のほか当行が債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
4.本会員は、第29条の事由により会員資格を取消された場合、本規約
に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債
務の全額を支払うものとします。
第29条（反社会的勢力の排除）
1. 会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過し
ない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ
または特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者（以下、これらを「暴力
団員等」という）に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しな
いことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
（1）暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
（2）暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を
有すること

（3）自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三
者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を
利用していると認められる関係を有すること

（4）暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するな
どの関与をしていると認められる関係を有すること

（5）役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会
的に非難されるべき関係を有すること

2.会員は、自らまたは第三者を利用して、当行に対し次の各号の一に
でも該当する行為を行わないことを確約いたします。
（1）暴力的な要求行為
（2）法的な責任を超えた不当な要求行為
（3）取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
（4）風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、ま
たは業務を妨害する行為

（5）その他前各号に準ずる行為
3.会員が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前
項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表
明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、会員との取引を継続す
ることが不適切である場合には、会員は当行から請求があり次第、当行に
対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。

4.前項の規定の適用により、会員に損害が生じた場合にも、当行になんらの請
求をしません。また、当行に損害が生じたときは、会員がその責任を負います。
5.会員は、本契約締結日時点で会員と当行との間に存在するいっさ
いの融資・ローン・クレジットカード取引についても、本条項が適
用されることに同意いたします。 
第29条の2（マネーロンダリング等の禁止）
会員は、マネーロンダリング、反社会的勢力（テロリストを含む。）に対して資
金供与等をすること、または経済制裁関係法令その他の法令もしくは国際
的な規制に抵触する行為（以下、これらを総称して「マネー・ロンダリング等」
という。）を遂行する目的で、またはマネーロンダリング等を遂行する手段とし
て、カードを利用してはならないものとします。
第30条（会員資格の取消）
1. 両社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当行において会員とし
て不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことがで
きるものとします。ただし、（3）においては相当期間を定めた当行からの通知、
催告後に是正されない場合に会員資格を取消すことができるものとします。
（1）カードの申込に際し、氏名、住所、勤務先、年収、家族構成等、会員
の特定、信用状況の判断に係る事実について虚偽の申告をしたり、
カードを不正に使用した場合。

（2）本規定のいずれかに違反した場合。
（3）カード利用代金等、当行に対する債務の履行を怠った場合。
（4）換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況
が不適当若しくは不審があると当行が判断した場合。

（5）指定口座を両社の同意なく解約したとき。
（6）会員が、本会員として当行から複数のカードを貸与されている場合、

他のカードについて上記事項のいずれかに該当する事由が生じたとき。
（7）当行が更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過したとき。
（8）当行が発行したカードを会員が受領する意思がない、または当
行から要請があるにもかかわらず受領を行わない場合。

2.会員資格を取消されたときは、会員は速やかにカード及びチケット等、
当行から貸与された物品を当行に返還するものとします。また、会員
資格を取消された場合、会員は当行に対する会員資格に基づく権利を
喪失するものとします。また、本会員が会員資格を喪失した場合、当然
に家族会員も会員資格を喪失します。なお、本会員は、会員が会員資格
喪失後にカードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。
3.当行は、会員資格の取消を行なった場合、カード及びチケット等の無効
通知並びに無効登録を行い、加盟店等を通じてこれらの返還を求めるこ
とができるものとします。会員は、加盟店等からこれらの返還を求めら
れたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当行に返還するものとします。
第31条（退会）
1.本会員が退会をする場合は、本会員、家族会員全員のカード及び貸与
されたチケット等を添え、当行所定の届出用紙により当行に届出るも
のとします。この場合、債務全額を弁済していただくこともあります。
2.家族会員のみが退会をする場合は、退会する家族会員のカード及び貸与され
たチケット等を添え、当行所定の届出用紙により当行に届出るものとします。
3.カード返却前に生じた損害についてはすべて会員の負担とします。

4.会員は本取引の終了・解約後、当行に対する本規定に基づくカード
取引による債務が残存する場合には、指定口座に受入れまたは振
込まれた資金（受入れた証券類については全額決済されるまでこ
の資金から除く）について、当行が債務完済に至るまで指定口座か
ら引落し、この債務の弁済に充当されても異議ないものとします。
第32条（相殺または払戻充当）
1.本会員が本規定に定める当行に対する債務を履行しなければならない場
合には、その債務と会員の預金その他の債権とを、その債権の期限のいか
んにかかわらず、いつでも当行は相殺できるものとします。この場合当行
は本会員にかわり諸預け金を払戻し、債務の弁済に充当することができ
るものとします。この場合、当行は本会員に対し書面により通知します。
2.本条第1項により相殺または払戻充当をする場合には、債権債務の利息、清算
金、損害金・違約金等の計算については、その期間を計算実行の日までとしま
す。また、利率・料率等について借主と銀行間に別の定めがない場合には銀行
が一般に認められている基準に基づいて定めるところによるものとし、また
外国為替相場については、当行の相殺実行日の相場を適用するものとします。
3.本会員は、弁済期にある本会員の預金その他の債権と本取引によ
る本会員の債務とを相殺することができるものとします。その場合、
相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書・
通帳等は届出印を押印して直ちに当行に提出するものとします。
4.本条第3項における債権債務の利息、清算金、損害金、違約金等の計
算については、その期間を相殺通知の到達の日までとし、利率およ
び料率は当行の定めによるものとします。
5.当行が相殺をする場合、本会員の当行に対する債務全額を消滅させるに
足らないときは、特に通知せず当行が適当と認める順序方法により充当
することができます。ただし、ショッピングリボ払いの支払停止の抗弁
に係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
6.当行が本条第1項により充当指定した時は、本会員はその充当に対
して異議を述べる事ができないものとします。
7.本会員が相殺したときの充当指定により債権保全上支障が生じるお
それがあるときは、当行は遅滞なく異議を述べ、担保、保証の有無、軽重、
処分の難易、弁済期の長短、割引手形または割引電子記録債権の決済
見込などを考慮して、当行の指定する順序方法により充当することが
できます。この場合、当行は本会員に充当結果を通知するものとします。
8.本条第3項によって当行が充当する場合には、本会員の期限未到来
の債務については期限が到来したものとして、当行はその順序方
法を指定することができます。
第33条（業務の委託）
1.当行は、「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣
より営業許可を受けた債権管理回収会社に対して、カードの債権
の管理・回収業務を委託できるものとします。
2.会員は、当行が代金決済事務その他の事務等をJCBおよび関連会社
に業務委託することを予め承認するものとします。
第34条（準拠法・合意管轄）
会員と両社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。ま
た会員と両社の間で訴訟の必要が生じた場合、当行の本支店所在地

を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
第35条（本規定の変更）
本規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化、その他の相当
の事由があると認められる場合には以下のいずれかの方法により変
更できるものとします。
（1）当行が変更内容を当行の店頭表示その他相当の方法で公表する事。
この場合、その変更内容は、公表の際に定める1ヶ月以上の相当な
期間を経過した日（以下「相当期間経過日」といいます。）から適用
されるものとします。

（2）変更内容を当行から通知する事、または新規定を送付する事。
この場合、その変更内容は、変更内容を当行から通知した後、また
は新規定を送付した後にカードを利用したとき（以下「通知後のカ
ード利用日」といいます。）に会員が承認したものとみなし、その変
更内容は、通知後のカード利用日から適用されるものとします。

（3）本規定の変更等を本条第1項の双方により行う場合、その変更内容
は、相当期間経過日または通知後のカード利用日のいずれか先に到
来した日から適用されるものとします。なお、本規約と明示的に相違す
る規定または特約がある場合は、当該規定または特約が優先されるも
のとします。

第36条（危険負担、免責条項等）
1.会員が当行に差し入れた契約書類等が、事変、災害等やむを得ない
事情によって紛失、減失または損傷した場合には、会員は当行の帳
簿、伝票等の記録に基づいて債務を返済します。なお、会員は当行
からの請求があれば直ちに代りの契約書類等を差入れます。
2.会員に対する権利の行使もしくは保全に要した費用は、会員の負担とします。
第37条（規定等の準用）
本規定に特段定めのない事項は、「普通預金規定」、「総合口座取引規定」、
「ふくぎんキャッシュカード規定」、「デビットカード規定」、および「IC
キャッシュカード特約」を準用する事とします。

以上

各種規定等・手数料について
本規約に記載の各種規定等および諸手数料について当行ホームペー
ジに掲載しています。URLは以下の通りです。
各種規定等：https://www.fukuokabank.co.jp/yakkan/
諸手数料：https://www.fukuokabank.co.jp/price/commissions/index.html
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★リボルビング払いのご案内★
1.毎月のお支払い元金

＊ゴールド、ビジネスカード等をお持ちの会員の方は　1万円以上1千円単位
となります。
※新カードへお切り替えの場合に、指定する欄がない、もしくは指定いただ
いていない場合はお切り替え前の設定元金が引き継がれます。
※スマリボに新規登録する場合は、残高スライドゆとりコースまたは標準
コースのみ選択可能です。

2.手数料率
実質年率13.20％～15.00％
※会員規定に定めるショッピング利用代金の支払区分をすべてショッピン
グリボ払いとする方式を利用する場合は、実質年率15.00％になります。

［初回のご請求］
　実質年率×日数（締切日の翌日より翌月の約定支払日まで）÷365日
［2回目以降のご請求］
　実質年率×日数（約定支払日の翌日より翌月の約定支払日まで）÷365日
3.お支払い例
・定額コース1万円、実質年率15.00％の方が6月30日に7万円をご利用の場合
（1）8月10日のお支払い
①お支払い元金　　　 10,000円
②手数料　　　　　　　747円（7万円×15.00％×26日÷365日）
③8月10日の弁済金　　10,747円（①＋②）

（2）9月10日のお支払い
①お支払い元金　　　 10,000円
②手数料　　　　　　　 764円（6万円×15.00％×31日÷365日）
③9月10日の弁済金　　10,764円（①＋②）

★分割払いのご案内★
1.支払回数表

 

2.お支払い例　利用代金50,000 円、10回払いの場合
（1）手数料…50,000円×（5.58円/100円）＝2,790円
（2）支払金合計…50,000円＋2,790円＝52,790円
（3）支払額…52,790円÷10回＝5,279円※

※お支払い回数表に基づき算出する手数料は、初回の日割計算と
　最終回の端数調整により、実際にお支払いいただく手数料総額
　とは若干異なります。

★ローンのご案内★
 

※総合口座貸越付きのバンクカードからの移項の場合は、その利率
を移項する。

★キャッシングサービス（キャッシング一括払い）のご案内★

● 元 本 ・ 利 息 以 外 の 金 銭 の 支 払 い ●
ATM手数料・・・取扱金額1万円：110円、取扱金額1万円超：220円（含む消費税）
※但し、当行が認める場合は割引もしくは無料とすることがあります。
★アレコレカードローン 返済金額★

★繰上返済方法★

1：全額繰上返済：分割払い以外の場合、日割計算にて返済日までの手数料ま
たは利息を併せて支払うものとします。分割払いの場合、期限未到来の分割
払手数料のうち当行所定の割合による金額の払戻しを当行に請求できま
す。
2：一部繰上返済：原則として返済金の全額を元本の返済に充当する
ものとし、次回以降の支払期日に、日割計算にて元本額に応じた
手数料または利息を支払うものとします。

スマリボ特約
（※本特約は、2019年4月以降、株式会社福岡銀行および株式会社ジェー
シービー（以下、「両社」）が別途公表する日より（ただし、第9条は2018年10
月1日より）有効となります。※アレコレJCBリボルビングカードは本特約の対象
外となります。）
第1条（総則）　
1.本特約は、両社所定の会員規定（個人用）（以下「会員規定」という。）第
15条第16項(1)号に基づき、会員がショッピング利用代金の支払区分をシ
ョッピングリボ払いとする場合のサービス内容および利用条件等を定める
ものです。なお、本特約において特に定義のない用語については、会員規
定におけるものと同様の意味を有します。
2.本特約と会員規定その他の付随規定（以下「会員規定等」という。）との
間に内容の相違がある場合、本特約が優先して適用されます。本特約に
定めのない事項については、会員規定等が適用されます。
第2条（定義）
1.「スマリボ」（以下「本サービス」という。）とは、会員規定第15条第16項(1)
号に基づき、原則として全てのショッピング利用代金の支払区分をショッピ
ングリボ払いとするサービスをいいます。
2.「利用者」とは、本特約第3条に基づき、本サービスの利用登録が完了し
た会員をいいます。
第3条（利用登録）
1.本サービスの利用を希望する会員は、本特約を承認の上、両社所定の
方法により、両社に本サービスの利用を申し込むものとします。両社は、会
員の申し込みを承諾した場合に、当該会員の利用登録を行います。
2.前項の利用登録の申し込みができる会員は、会員規定（個人用）の適用
を受ける会員です。ただし、一部の会員は、前項の利用登録の申し込み
を行うことができません。
第4条（本サービスの内容）
1.本サービスの内容は、以下のとおりとします。ただし、利用者により提供を
受けることができるサービスに制限のある場合があります。　
（1）利用者が会員規定第15条に基づきショッピング利用をするに当たり、シ
ョッピング1回払いを指定した場合、当該ショッピング利用の支払区分
は、原則として全てショッピングリボ払いとなります。ただし、電子マネー
の入金、カードの付帯サービス料金その他両社が指定するもの（JCB
のホームページ等で公表します。)の支払区分はショッピング1回払いと
なります。なお、利用者がショッピング利用をするに当たり、ショッピング1
回払い以外の支払区分を指定した場合、本サービスの適用は受けま
せん。

（2）本サービスの利用登録がなされている間、会員規定第8条第6項(1)号

から(3)号に基づき会員がショッピング利用できる金額を算定するに当
たり、適用される機能別利用可能枠は会員規定第8条第1項に定める
「ショッピングリボ払い利用可能枠」となります。

（3）(1)号および(2)号にかかわらず、利用者がショッピングリボ払い利用可
能枠を超えてショッピング利用をした場合、当該利用可能枠を超過し
た利用分については、会員規定第15条第17項(1)号に基づき、ショッピ
ング1回払いとしてお支払いいただくものとします。

（4）ショッピングリボ払いの支払方法は会員規定第15条第20項に定めると
おりです。また、支払いコースは、会員規定末尾の「リボルビング払いの
ご案内」に記載するコースのうち「残高スライドゆとりコース」または「残
高スライド標準コース」となります。各支払いコースの詳細および手数
料率は、「リボルビング払いのご案内」に記載のとおりです。

（5）利用者は、本サービスの利用登録が有効になされている間、別途両
社が公表する条件を充たした場合には、両社が公表する内容の優遇
サービスを受けることができます。

2.両社は、営業上その他の理由により、本サービスの内容を変更することが
できるものとします。この場合、両社は、利用者に対して、3ヶ月前まで（ただ
し、重要な変更については6ヶ月前まで）に公表または通知します。ただし、
緊急を要する場合には、この限りではありません。
第5条（本サービスの利用方法）
利用者は、ショッピング利用をするに当たって、ショッピング1回払いをご指定く
ださい。
第6条（利用登録の抹消）
1.利用者は、両社が定める方法で本サービスの解除を申し出ることにより、
利用登録を抹消することができます。
2.両社は、(1)利用者が約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき、(2)
利用者が会員規定等または本特約に違反したとき、(3)利用者のショッピ
ングリボ払い利用可能枠が0円となったとき、(4)その他利用者のカード利
用状況または信用状況等に照らして、本サービスの利用が適当でないと
判断した場合には、当該利用者の利用登録を抹消することができます。
3.前二項に基づき利用登録が抹消された場合、会員は以後、利用者では
なくなり、本サービスを利用することはできません。この場合、会員がその後
に利用したショッピング利用については、本特約は適用されず、会員規定
等のみが適用されます。
4.第1項または第2項に基づき利用登録が抹消された場合であっても、それ
までのショッピング利用については、本特約第4条第1項(1)号から(4)号が
適用されます。ただし、利用者が会員規定第28条に基づき期限の利益を
喪失した場合には、この限りではありません。
第7条（本サービスの終了）
両社は、営業上その他の理由により、本サービスを終了することができます。
この場合、両社は本サービス終了の6ヶ月前までに利用者に通知します。本
サービスが終了した場合、前条第3項および第4項が準用されます。
第8条（本特約の改定）
1.両社は、本特約を変更することができるものとします。この場合、両社は当
該変更について、利用者に対し、公表または通知します。
2.利用者は、前項の公表または通知ののち、本サービスを利用したことをも
って当該変更に同意したものとします。

第9条（「支払い名人」からの移行）
1.「支払い名人」とは、両社が会員規定第15条第16項(1)号に基づき、別途
公表する内容に基づき、本特約公表日現在において提供しているサービ
スです。
2.両社は、2018年10月1日以降の、両社が別途公表する日をもって「支払い
名人」のサービスを終了し、会員規定第15条第16項柱書に基づき、その
後のサービス利用を認めません。
3.従来「支払い名人」のサービスを利用されていた会員のうち、会員規定
第15条第16項(1)号に基づくサービスの提供を引き続き希望される方につ
いては、両社が承認した場合、前項に定める公表日をもって、本特約第3
条に基づき利用登録がなされ、本サービスに移行されるものとします。
4.前項の場合、本特約第4条第1項(4)号にかかわらず、ショッピングリボ払い
の支払いコースは、会員規定末尾の「リボルビング払いのご案内」に記
載するコースのうち、前項に基づく移行時点で、当該会員に対して適用さ
れている支払いコースまたは残高スライド標準コースとなります。いずれの
支払いコースが適用されるかについては、利用者に個別に通知されるご
案内に記載されます。また、利用者は、移行日以降会員専用WEBサービ
ス「MyJCB」またはカードご利用代金明細書にて、いずれの支払いコー
スが適用されるかを確認することが可能です。

ショッピングスキップ払いのご案内
ご利用金額にショッピングスキップ払い手数料を加えた金額を、ご指定の
お支払い月の10日（ただし、当日が金融機関休業日の場合は翌営業日）
に一括（1回）でのお支払いとなります。
手数料：ご利用金額×手数料率（月利）×繰延月数（変更前お支払い月か
らご指定のお支払い月までの月数をいいます。）
支払期間：54～239日
1.手数料率
実質年率15.00％［月利1.25％］
2.お支払い例
実質年率 15.00％の方が 6月30日にショッピング 1 回払いにて1 万円
を利用し（8月10日お支払い分にて利用）、お支払い月を11月10日へ
変更した場合
〈11月10日のお支払い〉
①お支払い元金　10,000 円
②手数料　375円（1万円×3ヵ月×（15.00％/12ヵ月））
③11月10日の支払額（支払総額）　10,375 円（①+②）

個人情報の取扱いに関する同意条項
＜本同意条項はアレコレJCBカード会員規定（以下「本規定」という）の一部を構成します＞
第1条（個人情報の収集、保有、利用等）
1.会員または会員の予定者(以下総称して「会員等」という)は、当行ま
たはJCBが会員等の個人情報につき必要な保護措置を行ったうえで
以下のとおり取り扱うことに同意します｡
（1）本契約(本申し込みを含む。以下同じ)を含む当行またはJCBもし
くは両社との取引に関する与信判断および与信後の管理のため
に、以下の個人情報を収集、利用すること。
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号（ショートメッセージサービスの送
信先番号を兼ねる）、勤務先、Ｅメールアドレス等、会員等が入会申込
時および本規定第１１条に基づき届け出た事項。
②入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、会員等と
両社の契約内容に関する事項。
③会員のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容およ
び与信判断や債権回収その他の与信後の管理の過程におい
て両社が知り得た事項。
④会員等が入会申込時に届け出た収入・負債・家族構成等、当行
またはJCBが収集したクレジット利用・支払履歴。

⑤犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認
書類等の記載事項。または会員等が当行に提出した収入証明
書類等の記載事項。
⑥当行またはJCBが適正かつ適法な方法で収集した住民票等公
的機関が発行する書類の記載事項（公的機関に当該書類の交
付を申請するに際し、法令等に基づき、①②③のうち必要な
情報が公的機関に開示される場合があります。）。
⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
⑧インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面
取引で、会員が加盟店における購入画面等に入力した氏名、Eメー
ルアドレス、電話番号、商品等送付先住所および請求先住所等の
取引情報（以下「オンライン取引情報」という。）。
⑨インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面
取引で、会員が当該オンライン取引の際に使用したパソコン、スマー
トフォンおよびタブレット端末等の機器に関する情報（ＯＳの種類・言
語、ＩＰアドレス、位置情報、端末識別番号等）（以下「デバイス情報」
という。）。

（2）以下の目的のために、前号に定める個人情報を利用すること。た
だし、会員が本号②に定める市場調査または本号③に定める営業案
内について当行またはJCBに中止を申し出た場合、両社は業務運
営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。（中止の申し
出は本規定末尾に記載のお問合せ先へ連絡するものとします。）
①カードの機能、付帯サービス等の提供。
②当行またはJCBもしくは両社のクレジットカード事業その他の
当行またはJCBもしくは両社の事業（当行またはJCBの定款記
載の事業をいう。以下「両社事業」という場合において同じ。）にお

ける新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
③両社事業における宣伝物の送付等、当行、JCBまたは当行が認
めるクレジットカード利用可能加盟店（会員規定第15条に定
めるものをいう。）等の営業案内。
④両社事業における宣伝物の送付または電話・Eメールその他
の通信手段等の方法による、当行、ＪＣＢまたは加盟店そ
の他の営業案内、および貸付の契約に関する勧誘。
⑤刑事訴訟法第197条第2項に基づく捜査関係事項照会その他
各種法令に基づき公的機関・公的団体等から提出を求めら
れた場合の公的機関・公的団体等への提供。

（3）本契約に基づく当行またはＪＣＢの業務を第三者に委託する場合
に、業務の遂行に必要な範囲で、本項（1）①②③④⑤⑥⑦⑧⑨の個人
情報を当該業務委託先に預託すること。

（4）割賦販売法等に基づき第三者によるカード番号の不正利用の防止を
図る業務を行うため、インターネット等によるオンライン取引等の
通信手段を用いた非対面取引で、オンライン取引情報とデバイス情
報に含まれる本項(1)⑧⑨の個人情報を使用して本人認証を行うこ
と。なお、当該分析の結果、当該非対面取引が第三者によるカード
番号の不正利用である可能性が相対的に高いと判断された取引につ
いては、当行は会員らの財産の保護を図るため、追加の本人確認手
続きを求めたり、当該非対面取引におけるショッピング利用を拒絶
したりする場合があります。両社は当該業務のために、本項(1)⑧⑨
の個人情報を不正検知サービスを運営する事業者に提供し、当該事
業者から当該事業者が行った分析結果を受領します。また当該事業
者は、会員によるオンライン取引完了後も当該個人情報を個人が直
接特定できないような形式に置き換えたうえで一定期間保管し、当
該事業者内において、当該事業者が提携する両社以外の組織向けの
不正検知サービスにおける分析のためにも当該情報を使用します。
詳細については、JCBのホームページ内のJ/Secure(TM)サービスに
関する案内にて確認できます。

2.会員等は、当行、ＪＣＢおよびＪＣＢカード取引システムに参加するＪＣＢの提
携会社が、与信判断および与信後の管理、その他自己との取引上の判
断のため、第1項（1）①②③④の個人情報を共同利用することに同意しま
す。（ＪＣＢカード取引システムに参加するＪＣＢの提携会社は次のホームペ
ージにて確認できます。https://www.jcb.co.jp/r/riyou/）なお、本項に基
づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はＪＣＢとな
ります。
3.会員等は、本申し込みにおいて保証会社に保証を委託する場合は、
第1項（1）①②③④の個人情報を、保証会社においては本項（1）に定
める目的の達成に必要な範囲で、当行およびJCBにおいては本項
（2）に定める目的の達成に必要な範囲で、当行およびJCBと保証会社
が相互に提供し、利用することに同意します。
（1）保証会社の利用目的

①本申込みの受付、保証の審査および保証の決定
②会員等の委託に係る保証取引（以下「本件保証取引」という。）

に関する与信判断および与信後の管理
③加盟する個人信用情報機関への提供および適正かつ適法と
認められる範囲での第三者への提供
④本件保証取引上の権利行使および義務の履行
⑤法令等によって認められる権利行使および義務の履行
⑥本件保証取引上必要な会員等への連絡および郵便物等の送付

（2）当行およびJCBの利用目的
①当行またはJCBもしくは両社との取引に関する与信判断およ
び与信後の管理
②本条第1項（2）①②③の目的

第2条（個人信用情報機関の利用および登録）
1.会員等は、当行および保証会社が利用・登録する個人信用情報機関（個
人の支払能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情
報の提供を業とするもの）について以下のとおり同意します。
（1）当行および保証会社が自己の与信取引上の判断（返済能力また
は転居先の調査をいう。ただし、割賦販売法および貸金業法に
より、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的
に限る。）のためにそれぞれが加盟する個人信用情報機関（以下
「加盟個人信用情報機関」という。）および当該機関と提携する
個人信用情報機関（以下「提携個人信用情報機関」という。）に照
会し、本会員等の個人情報（官報等において公開されている情報、
当該各機関によって登録された不渡情報、登録された情報に関し
本人から苦情を受け調査中である旨の情報、および本人確認資
料の紛失・盗難等にかかり本人から申告された情報など、加盟個
人信用情報機関および提携個人信用情報機関のそれぞれが独自
に収集・登録した情報を含む。以下本条において同じ。）が登録さ
れている場合はこれを利用すること。

（2）本規定末尾に加盟個人信用情報機関毎に記載されている「登録情報
および登録期間」表の「登録情報」欄に定める本会員等の個人情報（そ
の履歴を含む。）が各加盟個人信用情報機関に同表に定める期間登録
され、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員が自己の与
信取引上の判断（返済能力または転居先の調査をいう。ただし、割賦
販売法および貸金業法により、返済能力に関する情報については返済
能力の調査の目的に限る。）のためにこれを利用すること。

（3）前号の個人情報について、個人情報の正確性および最新性の維持、
苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟
個人信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保の
ために必要な範囲において、加盟個人信用情報機関および当該機
関の加盟会員が個人情報を相互に提供し、利用すること。

2.2005年3月30日までに入会された家族会員および家族会員として入
会を申し込まれた方（以下「家族会員等」という。）は、家族会員等の入会
時の同意に基づき、家族会員等の本契約に関する客観的な取引事実
に基づく個人情報が加盟個人信用情報機関に登録されている場合は、
当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員が家族会員等の支
払能力調査のためにこれを利用することを引き続き承認します。
3.加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関は、本規定末

尾に記載の個人信用情報機関とします。各機関の加盟資格、加盟会
員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、当行
および保証会社が新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、書
面その他の方法により通知するものとします。
第3条（個人情報の開示、訂正、削除）
1.会員等は、当行、保証会社、JCB、共同利用会社、加盟個人信用情報機
関に対して、当該会社および機関がそれぞれ保有する自己に関する
個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求
は以下に連絡するものとします。
（1）当行、保証会社、JCBおよび共同利用会社への開示請求：本規定
末尾に記載のお問合せ先へ

（2）加盟個人信用情報機関への開示請求：本規定末尾に記載の各加
盟個人信用情報機関へ

2.万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、
当行、保証会社、JCBおよび共同利用会社は速やかに訂正または削
除に応じるものとします。
第4条（個人情報の取り扱いに関する不同意）
両社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場
合、または本章に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場
合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。なお、第
1条第1項(2)②に定める市場調査または同(3)に定める当行、JCBまたは
加盟店等の営業案内に対する中止の申し出があっても、入会を断ること
や退会の手続きをとることはありません。（本条に関する申し出は本規
定末尾に記載のお問合せ先へ連絡するものとします。）
第5条（契約不成立時および退会後の個人情報）
1.両社が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承
認をしない理由のいかんを問わず、第1条に定める目的（ただし、第
1条第1項(2)②に定める市場調査および同③に定める当行、JCBま
たは加盟店等の営業案内を除く。）および第2条の定めに基づき一
定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2.会員規定第30条、31条に定める会員資格の取消または退会の申し
出後も、第1条に定める目的（ただし、第1条第1項（2）②に定める市
場調査および同③に定める当行、JCBまたは加盟店等の営業案内を
除く。）および開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社が定
める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第6条（同意条項の位置付け及び変更）
1.本同意条項はアレコレカード会員規定の一部を構成します。
2.本同意条項は法令に定める手続により、必要な範囲内で変更でき
るものとします。

（加盟個人信用情報機関および登録情報・登録内容）
①銀行および保証会社が加盟する個人信用情報機関

第6条 ステージと特典
１.会員の当行全店での取引を集計して、毎月末にステージ判定ポイント
を算出します。

２.同一取引項目内に複数の取引がある場合でもステージ判定ポイントは
二重にカウントしません。

３.ステージ判定ポイントを合計してステージを決定し、翌月１５日から翌々
月１４日までステージに応じた特典を受けることができます。

４.ステージ判定ポイントの対象となる取引項目やポイント数、ステージの
判定基準・特典などの詳細はホームページ等でお知らせします。なお、
この取引項目等は、事前の通知無く変更することがあります。

５.ステージは取引状況に応じて毎月末に見直します。

第7条 マイコインの提供
１.当行との取引内容等に応じて提供されるマイコインは、iBankマーケ
ティング株式会社（以下「iBankマーケティング」といいます）が提供す
るポイントサービスです。

２.マイコインの内容および利用条件は、iBankマーケティングが別途定め
る「マイコイン規約」に定めるとおりとします。

３.本サービスによるマイコイン取得条件等は、当行ホームページ等で告知
します。なお、この提供基準等は、事前の通知無く変更することがあり
ます。

第8条 ＦＦＧギフトセレクションに関する注意事項
１.FFGギフトセレクションのマイコイン交換比率等の諸条件はホーム
ページ等で告知します。なお、この交換比率等の諸条件は、事情変更
等の理由により、事前の通知無く変更することがあります。

２.マイコインの交換は、当行所定の本人確認を実施したうえで、会員
WEB上における所定の操作または当行営業店窓口におけるお申込に
より受け付けます。

３.会員が当行に届け出た住所等の情報が、会員の責に帰すべき事由に
より誤っていた場合、会員が不利益、損害等を被ったとしても、当行は
一切責任を負いません。

４.その他の届出事項に誤りがあったこと、または届出事項について届出
を怠ったことで、会員が不利益、損害等を被ったとしても、当行は一切
責任を負いません。

５.マイコインは、FFGギフトセレクション交換お申し込み受付完了時点
で、獲得日の古い順に減算します。

６.お申し込み手続き完了後、お申し込み内容の変更・キャンセルはできま
せん。ただし、やむを得ない事由により、同等の価格の景品に変更する
ことがあります。

７.景品の仕様、デザイン、品揃えを、予告なく変更する場合がございます。

第9条 サービス内容の改廃及び規約の変更等
１.本サービス内容は、当行の都合により、事前の通知無く変更することが
あります。

２.本規約は、当行の都合で変更することがあります。規約変更日以降は
変更後の規約に従うものとし、この変更によって生じた損害について当

行の責めに帰すべき場合を除き当行は一切の責任を負いません。
３.前各項の改廃および変更については、その効力が発生する日（「効力発
生日」といいます）までに、ホームページ等適切な方法により、効力発生
日と改廃および変更内容を周知いたします。ただし、会員の一般の利
益に適合する場合は、即時に改廃および変更内容を適用することがあ
ります。

第10条 個人情報その他会員に関する情報の取扱い
１.当行は、会員の個人情報その他の会員に関する情報を、当行が別途定
める個人情報保護宣言に従って適切に取り扱います。

２.iBankマーケティングに対し、マイコイン管理を目的として、以下の個人
情報を提供します。会員は個人情報の提供に同意するものとします。
　【提供する情報の項目】取引店、口座番号等
３.凸版印刷株式会社・株式会社千趣会、および商品出店業者に対し、
FFGギフトセレクションの運営および商品発送を目的として、以下の個
人情報を提供することがあり、会員は個人情報の提供に同意するもの
とします。
　【提供する情報の項目】氏名、発送先住所、電話番号等

第11条 通知
当行は、WEB会員が登録したメールアドレスに、本サービスに関する広
告・宣伝やその他サービスの販売促進を目的としたメールを配信すること
があります。ただし、WEB会員からメール配信を中止するよう申し出が
あった場合、当行はただちに当該目的でのメールアドレスの取扱いを中止
します。

第12条 反社会的勢力等の排除
１.会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を経
過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動
等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者
（以下これらを「暴力団員等」といいます）に該当しないこと、及び次の
各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当
しないことを確約します。
（1）暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
（2）暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有
すること

（3）自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を
加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認め
られる関係を有すること

（4）暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関
与をしていると認められる関係を有すること

（5）役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に
非難されるべき関係を有すること

２.会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為
を行わないことを確約するものとします。
（1）暴力的な要求行為
（2）法的な責任を超えた不当な要求行為
（3）取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

（4）風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損
し、又は相手方の業務を妨害する行為

（5）その他前各号に準ずる行為
３.当行は、会員が暴力団員等もしくは第１項各号のいずれかに該当し、も
しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第１項の規定に
基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、本契約を継
続することが不適切である場合には、直ちに本契約を解除することが
できます。

４.前項の規定の適用により本契約が解除された場合、会員は当行に生じ
た損害を賠償する責任を負います。また、当該解除により会員に損害が
生じても、会員は当行に一切請求を行うことができないものとします。

第13条 利用停止
会員が次のいずれかに該当した場合は、本サービスの利用を停止します。
（1）会員について、支払の停止があったとき、または破産、民事再生手
続開始の申立があったとき

（2）会員が手形交換所の取引停止処分を受けたとき
（3）届出の住所・氏名宛に郵送した通知または送付書類が未着として
当行に返戻されるなど、会員が所在不明となったとき

（4）会員が申込みの時に虚偽の申告をしたとき
（5）会員がその他本規定に違反する等、当行がサービスの中止を必要
とする相当の事由が発生したとき

第14条 退会
１.本サービス会員が本契約を解約する場合は、当行所定の方法によるも
のとします。

２.次のいずれかに該当した場合は、会員から解約の申出なく、本サービ
スの契約は終了することがあります。
（1）全ての口座を解約した場合
（2）全ての口座が普通預金規定等に基づき、解約された場合
（3）当行が、別途定める一定期間の利用がないために、全ての口座の預
金取引を停止した場合

（4）会員本人が亡くなられた場合
３.次のいずれかに該当した場合は、当行はいつでも、本サービスを解約
することができます。
（1）会員について、支払の停止があったとき、または破産、民事再生手
続開始の申立があったとき

（2）会員が手形交換所の取引停止処分を受けたとき
（3）住所変更を怠るなど会員の責めに帰すべき事由によって当行におい
て会員の所在が不明になったとき

（4）会員が申込みの時に虚偽の申告をしたとき
（5）会員がその他本規定に違反する等、当行がサービスの中止を必要
とする相当の事由が発生したとき

４.本契約が終了した場合、本サービスで保有していたマイコインは失効
します。併せて、各種手数料の優遇や特典を受けることもできなくなり
ます。

第15条 禁止事項
１.会員は本サービスの利用にあたり、以下の行為はしてはならないものと
します。
（1）公序良俗に反する行為
（2）他の会員または第三者を誹謗中傷する行為
（3）他の会員または第三者に不利益を与える行為
（4）他の会員または第三者の人権を損害する行為
（5）法令に違反する行為または違反するおそれがある行為
（6）本サービスの運用を妨害する行為
（7）本サービスの信用を毀損する行為
（8）その他当行が不適切と判断する行為
２.会員が前項の禁止行為を行い、当行または第三者に損害を与えた場
合には、会員は当該損害を賠償する責任を負うものとします。

３.会員が公開、頒布、流布した情報等により、第三者との間で紛争が生じ
た場合には、会員は自己の責任でその一切を解決することとし、当行に
いかなる迷惑もかけないものとします。

第16条 譲渡・質入等の禁止
本契約に基づく本サービスの権利は、譲渡、質入、または第三者への貸与
等はできません。

第17条 免責事項
１.やむを得ない事由による通信機器、回線等の障害を原因として本サー
ビスの取扱いが遅延したり不能になった場合、それにより生じた損害
については、当行は責任を負いません。

２.災害、事変や法令および官公庁の要請等を受け入れたことによって生
じた損害については、当行は責任を負いません。
３.本サービスの利用時に公衆電話回線等の通信経路において、盗聴が
なされたことにより、本サービスの会員の情報が漏洩した場合、そのた
めに生じた損害については、当行は一切責任を負いません。

４.会員が、本サービスの利用により、損害を被ったとしても、それが当行の
故意・重過失により発生したものでない限り、当行は当該損害を賠償
する責任を負いません。

５.会員が会員資格を喪失した場合には、以降本サービスの利用ができな
くなります。

第18条 準拠法及び管轄
本規約の準拠法は日本法とし、本規約、本サイト及び本サービスに関する
一切の紛争は、福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とし
ます。

2019年4月1日現在
以　　上

マイコイン規約に関しましてはふくぎんホームページ（https://www.fu
kuokabank.co.jp/pdf/bof_mycoin_kiyaku.pdf）をご覧ください。

②個人信用情報機関の住所・連絡先および個人情報の登録情報・登録期間 ③KSC、CICおよびJICCは、相互に提携しています。
（個人情報に関するお問合わせ）
①商品等についてのお問い合わせ・ご相談は、カードを利用された
加盟店にご連絡下さい。
②本同意条項第1条1項(2)号に定める中止のお申出は、下記の当行
テレホンサービスセンターまでお願いします。

＜テレホンサービスセンター＞
〒810-8727 福岡市中央区天神2-13-1／電話番号 0120-788-321
③個人情報の開示・訂正・削除等の会員等の個人情報に関するお問
合わせはお取引店までお願いします。
④個人情報の取扱いに関するご質問・ご意見・苦情は下記の当行サ
ービス監査室までお願いします。

＜サービス監査室＞
〒810-8693 福岡市中央区大手門1丁目8番3号／電話番号 0120-338-678
⑤本規定についてのお問合わせ･ご相談及び支払停止の抗弁に関する
書面については、当行クレジットカードデスクまでご連絡下さい。

＜クレジットカードデスク＞
〒819-0006  福岡市西区姪浜駅南1-7-1／電話番号 092-432-1050
⑥保証会社に対する個人情報の開示・訂正・削除に関しては、下記の
保証会社までお問い合わせください。

＜ふくぎん保証株式会社＞
〒819-0006 福岡市西区姪浜駅南1-7-1／電話番号 092-882-0431
(受付時間　9:00～17:00　土・日・祝日・年末年始除く)
⑦宣伝印刷物の送付等の営業案内の中止のお申し出については下記
にご連絡ください。

＜株式会社ジェーシービー　JCBインフォメーションセンター＞
東京　0422-76-1700　　大阪　06-6941-1700
福岡　092-712-4450　　札幌　011-271-1411
（共同利用会社および利用目的）
本規定に定める共同利用会社は以下のとおりです。
○ 株 式 会 社 J C B ト ラ ベ ル
〒171-0033　東京都豊島区高田3-13-2　高田馬場TSビル
利用目的：旅行サービス、航空券・ゴルフ場等リザベーションサービ
ス等の提供
○株式会社ジェーシービー・サービス
〒107-0062　東京都港区南青山5-1-20　青山ライズフォート
　利用目的：保険サービス等の提供

ふくぎんアレコレカード保証委託約款
第1条(委託の範囲)
私が、ふくぎん保証株式会社（以下「貴社」という）に委託する債務保証の範
囲は、私と株式会社福岡銀行（以下「銀行」という）との間の「ふくぎんアレ
コレカード会員規定」に基づき、私が銀行に対し負担するアレコレカード
利用による債務、損害金その他一切の債務を含むものとし、保証の方法は
貴社と銀行との間に締結されている保証契約によるものとします。
第2条（約款の遵守）
私が貴社の保証を得て、アレコレカードを利用するについては、この
約款のほか「ふくぎんアレコレカード会員規定」の各条項を遵守し、
期日には遅滞なく債務を弁済するものとします。
第3条（保証債務の履行）
1. 貴社が私に対して通知、催告なく保証債務を履行しても私は異議
を述べません。
2. 私は貴社が保証債務の弁済によって銀行が私に対して有する権利
を代位して行使する場合には、私と銀行との間に締結した契約の
ほかにこの約款の各条項を適用されても異議を述べません。
第4条（求償債務の範囲）
1.私は、貴社が前条により保証債務を履行したときは、貴社に対しそ
の弁済額金額および求償に要した費用を直ちに支払います。
2.私は前項により支払うべき金額に対し年14.0％以内の割合の損害
金を支払います。
第5条（求償権の事前行使）
私が次の各号の一つにでも該当したときは求償債務発生前において、
貴社が予め求償権を行使しても私は異議を述べません。
（1）保全処分、強制執行、もしくは競売の申請または破産手続開始、民
事再生手続開始の申立があったとき。

（2）公租・公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき。
（3）手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
（4）私と銀行との間に締結した契約書の一つにでも違反したとき。
（5）その他債務の履行を困難とする事実を予見または認知せられたるとき。
第6条（反社会的勢力の排除）
1.私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を
経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運
動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる
者（以下、これらを「暴力団員等」という）に該当しないこと、および
次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわた
っても該当しないことを確約いたします。
（1）暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
（2）暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係
を有すること

（3）自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三
者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を
利用していると認められる関係を有すること

（4）暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するな
どの関与をしていると認められる関係を有すること

（5）役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会

的に非難されるべき関係を有すること
2.私は、自らまたは第三者を利用して、貴社に対し次の各号の一にで
も該当する行為を行わないことを確約いたします。
（1）暴力的な要求行為
（2）法的な責任を超えた不当な要求行為
（3）取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
（4）風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、ま
たは業務を妨害する行為

（5）その他前各号に準ずる行為
3.私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしく
は前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に
基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との
取引を継続することが不適切である場合には、貴社が請求するこ
とにより、貴社に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、
貴社が事前求償権を行使することを承諾します。
4.前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、貴社になんらの請
求をしません。また、貴社に損害が生じたときは、私がその責任を負います。
5.私は、本契約締結日時点で私と貴社との間に存在するいっさいの
債務についても、本条項が適用されることに同意いたします。
第7条（中止・解約）
1.私について前条各項の事由が生じたときは、いつでも貴社はこの
保証を中止し、または解約する事ができます。
2.前項により貴社から中止または解約の通知を受けたときは、私は直ち
に原債務の弁済その他必要な手続きをとり、貴社には負担をかけません。
第8条（通知義務）
1. 私の氏名、住所、職業（勤務先）に変更を生じ、その他求償権の行使に影響あ
る事態が発生したときは直ちに書面をもって通知し貴社の指示に従います。
①私の財産、債務、経営、収入等について、資料の提供または報告を求め
られたときは、直ちに応じ、また帳簿閲覧等の調査に協力します。

第9条（弁済の充当順序）
私の弁済した金額が、貴社に対する債務の全額を消滅させるに足りないと
きは、貴社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ありません。
第10条（公正証書の作成）
私が貴社から請求ある時は、直ちに求償債務に関し、強制執行認諾条
項のある公正証書の作成に必要な一切の手続きをします。またこの
ために要した費用は私が負担します。
第11条 (合意管轄)
私はこの約款に関して訴訟の必要が生じた場合は、貴社の本社所在
地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。

以上

ふくぎんマイレージサービス「mybank+（マイバンクプラス）」 利用規約

利用規約
「マイバンクプラス」（以下「本サービス」といいます）は、株式会社福岡銀
行（以下「当行」といいます）が定めるこの利用規約（これに関連する規
約・通知等を含み、以下「本規約」といいます）に従い提供されます。お客
さまは本サービスを、本規約に同意した上で利用するものとします。お客
さまが本サービスの利用を開始した場合は、本規約に同意したものとみ
なされます。

第1条 用語の定義
「会員」とは、本規約に同意した上で、本サービスの利用を開始した者をい
います。「会員WEB」とは、当行が運営する、本サービスを提供するWEB
サイトをいいます。「WEB会員」とは、本サービスの会員のうち、会員WEB
を利用可能な会員をいいます。「ステージ判定ポイント」とは、ステージ（以
下に定義します）を判定するために使用するポイント（当行との取引内容
をポイント換算します）をいいます。「ステージ」とは、ステージ判定ポイン
トの合計により決まる会員の状態をいいます。

第2条 サービス内容
本サービスのサービス内容は以下のとおりとします。なお、本サービスの
提供にあたっては、原則として、当行へお届けの住所・氏名・生年月日等
が一致しているお客さまを同一人物として取扱い、ステージ判定ポイント
集計等を行います。
１.当行との取引内容により決まるステージに応じた様 な々特典
２.当行との取引内容に応じて提供するポイント（以下「マイコイン」といい
ます）を様 な々地域特産品・商品券への交換（以下「FFGギフトセレク
ション」といいます）等に利用すること

第3条 対象者
本サービスの会員は、普通預金口座を開設している個人の方に限ります。
ただし、個人事業主・非居住者・任意団体の方は対象外とさせていただき
ます。
第4条 会員登録
当行所定の方法により申込を受付し、所定の手続きを行い、当行がこれ
を承諾した日（以下「契約日」といいます）から本サービスの提供を開始
します。

第5条 IDおよびパスワードの管理
１.WEB会員は会員登録情報、ユーザー ID（メールアドレス）及びパスワー
ドを自らの責任において厳重に管理しなければなりません。
２.WEB会員登録情報、ユーザー ID及びパスワードによりなされた本サー
ビスの利用は、当該情報と一致するWEB会員によりなされたものとみな
します。
３.WEB会員登録情報、ユーザー ID及びパスワードが他の第三者に使用
されたことによってWEB会員が被る損害については、当該WEB会員
の故意過失の有無にかかわらず、当行は一切責任を負いません。

支払回数
支払期間（ヵ月）
実質年率（％）

3
3

5
5

6
6

10
10

12
12

15
15

18
18

20
20

24
24

12.00

2.01 3.02 3.53 5.58 6.62 8.19 9.77 10.83 12.98
利用代金100円
あたりの分割払
手数料の額（円）

名称

総合口座貸越型カードローン
（プラスワンサービス）

随時返済
（ただし、2月・8月の第3日曜日翌営業日に利息決算あり）不要

原則14.5％
ゴールド会員・ヤング
ゴールド会員14.0％

当座貸越型カードローン
（アレコレカードローンサービス） 毎月元利定額残高スライド返済 不要

原則14.5％
ゴールド会員・ヤング
ゴールド会員14.0％

融資利率 返済方法 担保

名称

アレコレキャッシングサービス 元利一括返済 不要15.0％

融資利率 返済方法 担保

貸越利息組入れ後の
当座貸越残高
2千円以下

2千円超10万円以下
10万円超20万円以下
20万円超30万円以下

貸越残高
2千円
4千円
6千円

約定返済金額 貸越利息組入れ後の
当座貸越残高 約定返済金額

30万円超40万円以下
40万円超50万円以下
50万円超100万円以下

8千円
1万円
2万円

当行ＡＴＭ
によるご返済

当行が別途定める期間において、
当行のATM等から入金して返済
する方法
当行が別途定める期間に事前に
当行に申出ることにより、支払
期日に口座振替により返済する
方法

当行が別途定める期間に事前に
当行に申出のうえ、振込等によ
り当行指定口座へ入金する方法
（振込手数料は負担いただきます）

口座振替に
よるご返済

口座振込に
よるご返済

リボルビング
払い 分割払い アレコレ

カードローン
キャッシング
1回払い

全額返済
のみ

全額返済
のみ

当行が別途定める期間において、
当行の定める手続きにより、当行
の提携するコンビニエンスストア
内のATMで返済する方法

当行の本支店へ現金を持参して
返済する方法

持参による
ご返済

コンビニエンス
ストア

ATMでのご返済

締切日（毎月15日）のご利用残高

締切日（毎月15日）のご利用残高全額

ご指定の金額（5千円以上1千円単位）＊

全額コース

定額コース

10万円以下 100万円超
10万円超
50万円以下

50万円超
100万円以下

5千円 2万円1万円 1万5千円

1万円

ゆとりコース残高スライド
コース 標準コース 10万円超10万円ごとに1万円加算
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★リボルビング払いのご案内★
1.毎月のお支払い元金

＊ゴールド、ビジネスカード等をお持ちの会員の方は　1万円以上1千円単位
となります。
※新カードへお切り替えの場合に、指定する欄がない、もしくは指定いただ
いていない場合はお切り替え前の設定元金が引き継がれます。
※スマリボに新規登録する場合は、残高スライドゆとりコースまたは標準
コースのみ選択可能です。

2.手数料率
実質年率13.20％～15.00％
※会員規定に定めるショッピング利用代金の支払区分をすべてショッピン
グリボ払いとする方式を利用する場合は、実質年率15.00％になります。

［初回のご請求］
　実質年率×日数（締切日の翌日より翌月の約定支払日まで）÷365日
［2回目以降のご請求］
　実質年率×日数（約定支払日の翌日より翌月の約定支払日まで）÷365日
3.お支払い例
・定額コース1万円、実質年率15.00％の方が6月30日に7万円をご利用の場合
（1）8月10日のお支払い
①お支払い元金　　　 10,000円
②手数料　　　　　　　747円（7万円×15.00％×26日÷365日）
③8月10日の弁済金　　10,747円（①＋②）

（2）9月10日のお支払い
①お支払い元金　　　 10,000円
②手数料　　　　　　　 764円（6万円×15.00％×31日÷365日）
③9月10日の弁済金　　10,764円（①＋②）

★分割払いのご案内★
1.支払回数表

 

2.お支払い例　利用代金50,000 円、10回払いの場合
（1）手数料…50,000円×（5.58円/100円）＝2,790円
（2）支払金合計…50,000円＋2,790円＝52,790円
（3）支払額…52,790円÷10回＝5,279円※

※お支払い回数表に基づき算出する手数料は、初回の日割計算と
　最終回の端数調整により、実際にお支払いいただく手数料総額
　とは若干異なります。

★ローンのご案内★
 

※総合口座貸越付きのバンクカードからの移項の場合は、その利率
を移項する。

★キャッシングサービス（キャッシング一括払い）のご案内★

● 元 本 ・ 利 息 以 外 の 金 銭 の 支 払 い ●
ATM手数料・・・取扱金額1万円：110円、取扱金額1万円超：220円（含む消費税）
※但し、当行が認める場合は割引もしくは無料とすることがあります。
★アレコレカードローン 返済金額★

★繰上返済方法★

1：全額繰上返済：分割払い以外の場合、日割計算にて返済日までの手数料ま
たは利息を併せて支払うものとします。分割払いの場合、期限未到来の分割
払手数料のうち当行所定の割合による金額の払戻しを当行に請求できま
す。
2：一部繰上返済：原則として返済金の全額を元本の返済に充当する
ものとし、次回以降の支払期日に、日割計算にて元本額に応じた
手数料または利息を支払うものとします。

スマリボ特約
（※本特約は、2019年4月以降、株式会社福岡銀行および株式会社ジェー
シービー（以下、「両社」）が別途公表する日より（ただし、第9条は2018年10
月1日より）有効となります。※アレコレJCBリボルビングカードは本特約の対象
外となります。）
第1条（総則）　
1.本特約は、両社所定の会員規定（個人用）（以下「会員規定」という。）第
15条第16項(1)号に基づき、会員がショッピング利用代金の支払区分をシ
ョッピングリボ払いとする場合のサービス内容および利用条件等を定める
ものです。なお、本特約において特に定義のない用語については、会員規
定におけるものと同様の意味を有します。
2.本特約と会員規定その他の付随規定（以下「会員規定等」という。）との
間に内容の相違がある場合、本特約が優先して適用されます。本特約に
定めのない事項については、会員規定等が適用されます。
第2条（定義）
1.「スマリボ」（以下「本サービス」という。）とは、会員規定第15条第16項(1)
号に基づき、原則として全てのショッピング利用代金の支払区分をショッピ
ングリボ払いとするサービスをいいます。
2.「利用者」とは、本特約第3条に基づき、本サービスの利用登録が完了し
た会員をいいます。
第3条（利用登録）
1.本サービスの利用を希望する会員は、本特約を承認の上、両社所定の
方法により、両社に本サービスの利用を申し込むものとします。両社は、会
員の申し込みを承諾した場合に、当該会員の利用登録を行います。
2.前項の利用登録の申し込みができる会員は、会員規定（個人用）の適用
を受ける会員です。ただし、一部の会員は、前項の利用登録の申し込み
を行うことができません。
第4条（本サービスの内容）
1.本サービスの内容は、以下のとおりとします。ただし、利用者により提供を
受けることができるサービスに制限のある場合があります。　
（1）利用者が会員規定第15条に基づきショッピング利用をするに当たり、シ
ョッピング1回払いを指定した場合、当該ショッピング利用の支払区分
は、原則として全てショッピングリボ払いとなります。ただし、電子マネー
の入金、カードの付帯サービス料金その他両社が指定するもの（JCB
のホームページ等で公表します。)の支払区分はショッピング1回払いと
なります。なお、利用者がショッピング利用をするに当たり、ショッピング1
回払い以外の支払区分を指定した場合、本サービスの適用は受けま
せん。

（2）本サービスの利用登録がなされている間、会員規定第8条第6項(1)号

から(3)号に基づき会員がショッピング利用できる金額を算定するに当
たり、適用される機能別利用可能枠は会員規定第8条第1項に定める
「ショッピングリボ払い利用可能枠」となります。

（3）(1)号および(2)号にかかわらず、利用者がショッピングリボ払い利用可
能枠を超えてショッピング利用をした場合、当該利用可能枠を超過し
た利用分については、会員規定第15条第17項(1)号に基づき、ショッピ
ング1回払いとしてお支払いいただくものとします。

（4）ショッピングリボ払いの支払方法は会員規定第15条第20項に定めると
おりです。また、支払いコースは、会員規定末尾の「リボルビング払いの
ご案内」に記載するコースのうち「残高スライドゆとりコース」または「残
高スライド標準コース」となります。各支払いコースの詳細および手数
料率は、「リボルビング払いのご案内」に記載のとおりです。

（5）利用者は、本サービスの利用登録が有効になされている間、別途両
社が公表する条件を充たした場合には、両社が公表する内容の優遇
サービスを受けることができます。

2.両社は、営業上その他の理由により、本サービスの内容を変更することが
できるものとします。この場合、両社は、利用者に対して、3ヶ月前まで（ただ
し、重要な変更については6ヶ月前まで）に公表または通知します。ただし、
緊急を要する場合には、この限りではありません。
第5条（本サービスの利用方法）
利用者は、ショッピング利用をするに当たって、ショッピング1回払いをご指定く
ださい。
第6条（利用登録の抹消）
1.利用者は、両社が定める方法で本サービスの解除を申し出ることにより、
利用登録を抹消することができます。
2.両社は、(1)利用者が約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき、(2)
利用者が会員規定等または本特約に違反したとき、(3)利用者のショッピ
ングリボ払い利用可能枠が0円となったとき、(4)その他利用者のカード利
用状況または信用状況等に照らして、本サービスの利用が適当でないと
判断した場合には、当該利用者の利用登録を抹消することができます。
3.前二項に基づき利用登録が抹消された場合、会員は以後、利用者では
なくなり、本サービスを利用することはできません。この場合、会員がその後
に利用したショッピング利用については、本特約は適用されず、会員規定
等のみが適用されます。
4.第1項または第2項に基づき利用登録が抹消された場合であっても、それ
までのショッピング利用については、本特約第4条第1項(1)号から(4)号が
適用されます。ただし、利用者が会員規定第28条に基づき期限の利益を
喪失した場合には、この限りではありません。
第7条（本サービスの終了）
両社は、営業上その他の理由により、本サービスを終了することができます。
この場合、両社は本サービス終了の6ヶ月前までに利用者に通知します。本
サービスが終了した場合、前条第3項および第4項が準用されます。
第8条（本特約の改定）
1.両社は、本特約を変更することができるものとします。この場合、両社は当
該変更について、利用者に対し、公表または通知します。
2.利用者は、前項の公表または通知ののち、本サービスを利用したことをも
って当該変更に同意したものとします。

第9条（「支払い名人」からの移行）
1.「支払い名人」とは、両社が会員規定第15条第16項(1)号に基づき、別途
公表する内容に基づき、本特約公表日現在において提供しているサービ
スです。
2.両社は、2018年10月1日以降の、両社が別途公表する日をもって「支払い
名人」のサービスを終了し、会員規定第15条第16項柱書に基づき、その
後のサービス利用を認めません。
3.従来「支払い名人」のサービスを利用されていた会員のうち、会員規定
第15条第16項(1)号に基づくサービスの提供を引き続き希望される方につ
いては、両社が承認した場合、前項に定める公表日をもって、本特約第3
条に基づき利用登録がなされ、本サービスに移行されるものとします。
4.前項の場合、本特約第4条第1項(4)号にかかわらず、ショッピングリボ払い
の支払いコースは、会員規定末尾の「リボルビング払いのご案内」に記
載するコースのうち、前項に基づく移行時点で、当該会員に対して適用さ
れている支払いコースまたは残高スライド標準コースとなります。いずれの
支払いコースが適用されるかについては、利用者に個別に通知されるご
案内に記載されます。また、利用者は、移行日以降会員専用WEBサービ
ス「MyJCB」またはカードご利用代金明細書にて、いずれの支払いコー
スが適用されるかを確認することが可能です。

ショッピングスキップ払いのご案内
ご利用金額にショッピングスキップ払い手数料を加えた金額を、ご指定の
お支払い月の10日（ただし、当日が金融機関休業日の場合は翌営業日）
に一括（1回）でのお支払いとなります。
手数料：ご利用金額×手数料率（月利）×繰延月数（変更前お支払い月か
らご指定のお支払い月までの月数をいいます。）
支払期間：54～239日
1.手数料率
実質年率15.00％［月利1.25％］
2.お支払い例
実質年率 15.00％の方が 6月30日にショッピング 1 回払いにて1 万円
を利用し（8月10日お支払い分にて利用）、お支払い月を11月10日へ
変更した場合
〈11月10日のお支払い〉
①お支払い元金　10,000 円
②手数料　375円（1万円×3ヵ月×（15.00％/12ヵ月））
③11月10日の支払額（支払総額）　10,375 円（①+②）

個人情報の取扱いに関する同意条項
＜本同意条項はアレコレJCBカード会員規定（以下「本規定」という）の一部を構成します＞
第1条（個人情報の収集、保有、利用等）
1.会員または会員の予定者(以下総称して「会員等」という)は、当行ま
たはJCBが会員等の個人情報につき必要な保護措置を行ったうえで
以下のとおり取り扱うことに同意します｡
（1）本契約(本申し込みを含む。以下同じ)を含む当行またはJCBもし
くは両社との取引に関する与信判断および与信後の管理のため
に、以下の個人情報を収集、利用すること。
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号（ショートメッセージサービスの送
信先番号を兼ねる）、勤務先、Ｅメールアドレス等、会員等が入会申込
時および本規定第１１条に基づき届け出た事項。
②入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、会員等と
両社の契約内容に関する事項。
③会員のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容およ
び与信判断や債権回収その他の与信後の管理の過程におい
て両社が知り得た事項。
④会員等が入会申込時に届け出た収入・負債・家族構成等、当行
またはJCBが収集したクレジット利用・支払履歴。

⑤犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認
書類等の記載事項。または会員等が当行に提出した収入証明
書類等の記載事項。
⑥当行またはJCBが適正かつ適法な方法で収集した住民票等公
的機関が発行する書類の記載事項（公的機関に当該書類の交
付を申請するに際し、法令等に基づき、①②③のうち必要な
情報が公的機関に開示される場合があります。）。

⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
⑧インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面
取引で、会員が加盟店における購入画面等に入力した氏名、Eメー
ルアドレス、電話番号、商品等送付先住所および請求先住所等の
取引情報（以下「オンライン取引情報」という。）。
⑨インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面
取引で、会員が当該オンライン取引の際に使用したパソコン、スマー
トフォンおよびタブレット端末等の機器に関する情報（ＯＳの種類・言
語、ＩＰアドレス、位置情報、端末識別番号等）（以下「デバイス情報」
という。）。

（2）以下の目的のために、前号に定める個人情報を利用すること。た
だし、会員が本号②に定める市場調査または本号③に定める営業案
内について当行またはJCBに中止を申し出た場合、両社は業務運
営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。（中止の申し
出は本規定末尾に記載のお問合せ先へ連絡するものとします。）
①カードの機能、付帯サービス等の提供。
②当行またはJCBもしくは両社のクレジットカード事業その他の
当行またはJCBもしくは両社の事業（当行またはJCBの定款記
載の事業をいう。以下「両社事業」という場合において同じ。）にお

ける新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
③両社事業における宣伝物の送付等、当行、JCBまたは当行が認
めるクレジットカード利用可能加盟店（会員規定第15条に定
めるものをいう。）等の営業案内。
④両社事業における宣伝物の送付または電話・Eメールその他
の通信手段等の方法による、当行、ＪＣＢまたは加盟店そ
の他の営業案内、および貸付の契約に関する勧誘。
⑤刑事訴訟法第197条第2項に基づく捜査関係事項照会その他
各種法令に基づき公的機関・公的団体等から提出を求めら
れた場合の公的機関・公的団体等への提供。

（3）本契約に基づく当行またはＪＣＢの業務を第三者に委託する場合
に、業務の遂行に必要な範囲で、本項（1）①②③④⑤⑥⑦⑧⑨の個人
情報を当該業務委託先に預託すること。

（4）割賦販売法等に基づき第三者によるカード番号の不正利用の防止を
図る業務を行うため、インターネット等によるオンライン取引等の
通信手段を用いた非対面取引で、オンライン取引情報とデバイス情
報に含まれる本項(1)⑧⑨の個人情報を使用して本人認証を行うこ
と。なお、当該分析の結果、当該非対面取引が第三者によるカード
番号の不正利用である可能性が相対的に高いと判断された取引につ
いては、当行は会員らの財産の保護を図るため、追加の本人確認手
続きを求めたり、当該非対面取引におけるショッピング利用を拒絶
したりする場合があります。両社は当該業務のために、本項(1)⑧⑨
の個人情報を不正検知サービスを運営する事業者に提供し、当該事
業者から当該事業者が行った分析結果を受領します。また当該事業
者は、会員によるオンライン取引完了後も当該個人情報を個人が直
接特定できないような形式に置き換えたうえで一定期間保管し、当
該事業者内において、当該事業者が提携する両社以外の組織向けの
不正検知サービスにおける分析のためにも当該情報を使用します。
詳細については、JCBのホームページ内のJ/Secure(TM)サービスに
関する案内にて確認できます。

2.会員等は、当行、ＪＣＢおよびＪＣＢカード取引システムに参加するＪＣＢの提
携会社が、与信判断および与信後の管理、その他自己との取引上の判
断のため、第1項（1）①②③④の個人情報を共同利用することに同意しま
す。（ＪＣＢカード取引システムに参加するＪＣＢの提携会社は次のホームペ
ージにて確認できます。https://www.jcb.co.jp/r/riyou/）なお、本項に基
づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はＪＣＢとな
ります。
3.会員等は、本申し込みにおいて保証会社に保証を委託する場合は、
第1項（1）①②③④の個人情報を、保証会社においては本項（1）に定
める目的の達成に必要な範囲で、当行およびJCBにおいては本項
（2）に定める目的の達成に必要な範囲で、当行およびJCBと保証会社
が相互に提供し、利用することに同意します。
（1）保証会社の利用目的

①本申込みの受付、保証の審査および保証の決定
②会員等の委託に係る保証取引（以下「本件保証取引」という。）

に関する与信判断および与信後の管理
③加盟する個人信用情報機関への提供および適正かつ適法と
認められる範囲での第三者への提供
④本件保証取引上の権利行使および義務の履行
⑤法令等によって認められる権利行使および義務の履行
⑥本件保証取引上必要な会員等への連絡および郵便物等の送付

（2）当行およびJCBの利用目的
①当行またはJCBもしくは両社との取引に関する与信判断およ
び与信後の管理
②本条第1項（2）①②③の目的

第2条（個人信用情報機関の利用および登録）
1.会員等は、当行および保証会社が利用・登録する個人信用情報機関（個
人の支払能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情
報の提供を業とするもの）について以下のとおり同意します。
（1）当行および保証会社が自己の与信取引上の判断（返済能力また
は転居先の調査をいう。ただし、割賦販売法および貸金業法に
より、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的
に限る。）のためにそれぞれが加盟する個人信用情報機関（以下
「加盟個人信用情報機関」という。）および当該機関と提携する
個人信用情報機関（以下「提携個人信用情報機関」という。）に照
会し、本会員等の個人情報（官報等において公開されている情報、
当該各機関によって登録された不渡情報、登録された情報に関し
本人から苦情を受け調査中である旨の情報、および本人確認資
料の紛失・盗難等にかかり本人から申告された情報など、加盟個
人信用情報機関および提携個人信用情報機関のそれぞれが独自
に収集・登録した情報を含む。以下本条において同じ。）が登録さ
れている場合はこれを利用すること。

（2）本規定末尾に加盟個人信用情報機関毎に記載されている「登録情報
および登録期間」表の「登録情報」欄に定める本会員等の個人情報（そ
の履歴を含む。）が各加盟個人信用情報機関に同表に定める期間登録
され、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員が自己の与
信取引上の判断（返済能力または転居先の調査をいう。ただし、割賦
販売法および貸金業法により、返済能力に関する情報については返済
能力の調査の目的に限る。）のためにこれを利用すること。

（3）前号の個人情報について、個人情報の正確性および最新性の維持、
苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟
個人信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保の
ために必要な範囲において、加盟個人信用情報機関および当該機
関の加盟会員が個人情報を相互に提供し、利用すること。

2.2005年3月30日までに入会された家族会員および家族会員として入
会を申し込まれた方（以下「家族会員等」という。）は、家族会員等の入会
時の同意に基づき、家族会員等の本契約に関する客観的な取引事実
に基づく個人情報が加盟個人信用情報機関に登録されている場合は、
当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員が家族会員等の支
払能力調査のためにこれを利用することを引き続き承認します。
3.加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関は、本規定末

尾に記載の個人信用情報機関とします。各機関の加盟資格、加盟会
員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、当行
および保証会社が新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、書
面その他の方法により通知するものとします。
第3条（個人情報の開示、訂正、削除）
1.会員等は、当行、保証会社、JCB、共同利用会社、加盟個人信用情報機
関に対して、当該会社および機関がそれぞれ保有する自己に関する
個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求
は以下に連絡するものとします。
（1）当行、保証会社、JCBおよび共同利用会社への開示請求：本規定
末尾に記載のお問合せ先へ

（2）加盟個人信用情報機関への開示請求：本規定末尾に記載の各加
盟個人信用情報機関へ

2.万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、
当行、保証会社、JCBおよび共同利用会社は速やかに訂正または削
除に応じるものとします。
第4条（個人情報の取り扱いに関する不同意）
両社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場
合、または本章に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場
合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。なお、第
1条第1項(2)②に定める市場調査または同(3)に定める当行、JCBまたは
加盟店等の営業案内に対する中止の申し出があっても、入会を断ること
や退会の手続きをとることはありません。（本条に関する申し出は本規
定末尾に記載のお問合せ先へ連絡するものとします。）
第5条（契約不成立時および退会後の個人情報）
1.両社が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承
認をしない理由のいかんを問わず、第1条に定める目的（ただし、第
1条第1項(2)②に定める市場調査および同③に定める当行、JCBま
たは加盟店等の営業案内を除く。）および第2条の定めに基づき一
定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2.会員規定第30条、31条に定める会員資格の取消または退会の申し
出後も、第1条に定める目的（ただし、第1条第1項（2）②に定める市
場調査および同③に定める当行、JCBまたは加盟店等の営業案内を
除く。）および開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社が定
める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第6条（同意条項の位置付け及び変更）
1.本同意条項はアレコレカード会員規定の一部を構成します。
2.本同意条項は法令に定める手続により、必要な範囲内で変更でき
るものとします。

（加盟個人信用情報機関および登録情報・登録内容）
①銀行および保証会社が加盟する個人信用情報機関

第6条 ステージと特典
１.会員の当行全店での取引を集計して、毎月末にステージ判定ポイント
を算出します。

２.同一取引項目内に複数の取引がある場合でもステージ判定ポイントは
二重にカウントしません。

３.ステージ判定ポイントを合計してステージを決定し、翌月１５日から翌々
月１４日までステージに応じた特典を受けることができます。

４.ステージ判定ポイントの対象となる取引項目やポイント数、ステージの
判定基準・特典などの詳細はホームページ等でお知らせします。なお、
この取引項目等は、事前の通知無く変更することがあります。

５.ステージは取引状況に応じて毎月末に見直します。

第7条 マイコインの提供
１.当行との取引内容等に応じて提供されるマイコインは、iBankマーケ
ティング株式会社（以下「iBankマーケティング」といいます）が提供す
るポイントサービスです。

２.マイコインの内容および利用条件は、iBankマーケティングが別途定め
る「マイコイン規約」に定めるとおりとします。

３.本サービスによるマイコイン取得条件等は、当行ホームページ等で告知
します。なお、この提供基準等は、事前の通知無く変更することがあり
ます。

第8条 ＦＦＧギフトセレクションに関する注意事項
１.FFGギフトセレクションのマイコイン交換比率等の諸条件はホーム
ページ等で告知します。なお、この交換比率等の諸条件は、事情変更
等の理由により、事前の通知無く変更することがあります。

２.マイコインの交換は、当行所定の本人確認を実施したうえで、会員
WEB上における所定の操作または当行営業店窓口におけるお申込に
より受け付けます。

３.会員が当行に届け出た住所等の情報が、会員の責に帰すべき事由に
より誤っていた場合、会員が不利益、損害等を被ったとしても、当行は
一切責任を負いません。

４.その他の届出事項に誤りがあったこと、または届出事項について届出
を怠ったことで、会員が不利益、損害等を被ったとしても、当行は一切
責任を負いません。

５.マイコインは、FFGギフトセレクション交換お申し込み受付完了時点
で、獲得日の古い順に減算します。

６.お申し込み手続き完了後、お申し込み内容の変更・キャンセルはできま
せん。ただし、やむを得ない事由により、同等の価格の景品に変更する
ことがあります。

７.景品の仕様、デザイン、品揃えを、予告なく変更する場合がございます。

第9条 サービス内容の改廃及び規約の変更等
１.本サービス内容は、当行の都合により、事前の通知無く変更することが
あります。

２.本規約は、当行の都合で変更することがあります。規約変更日以降は
変更後の規約に従うものとし、この変更によって生じた損害について当

行の責めに帰すべき場合を除き当行は一切の責任を負いません。
３.前各項の改廃および変更については、その効力が発生する日（「効力発
生日」といいます）までに、ホームページ等適切な方法により、効力発生
日と改廃および変更内容を周知いたします。ただし、会員の一般の利
益に適合する場合は、即時に改廃および変更内容を適用することがあ
ります。

第10条 個人情報その他会員に関する情報の取扱い
１.当行は、会員の個人情報その他の会員に関する情報を、当行が別途定
める個人情報保護宣言に従って適切に取り扱います。

２.iBankマーケティングに対し、マイコイン管理を目的として、以下の個人
情報を提供します。会員は個人情報の提供に同意するものとします。
　【提供する情報の項目】取引店、口座番号等
３.凸版印刷株式会社・株式会社千趣会、および商品出店業者に対し、
FFGギフトセレクションの運営および商品発送を目的として、以下の個
人情報を提供することがあり、会員は個人情報の提供に同意するもの
とします。
　【提供する情報の項目】氏名、発送先住所、電話番号等

第11条 通知
当行は、WEB会員が登録したメールアドレスに、本サービスに関する広
告・宣伝やその他サービスの販売促進を目的としたメールを配信すること
があります。ただし、WEB会員からメール配信を中止するよう申し出が
あった場合、当行はただちに当該目的でのメールアドレスの取扱いを中止
します。

第12条 反社会的勢力等の排除
１.会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を経
過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動
等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者
（以下これらを「暴力団員等」といいます）に該当しないこと、及び次の
各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当
しないことを確約します。
（1）暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
（2）暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有
すること

（3）自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を
加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認め
られる関係を有すること

（4）暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関
与をしていると認められる関係を有すること

（5）役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に
非難されるべき関係を有すること

２.会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為
を行わないことを確約するものとします。
（1）暴力的な要求行為
（2）法的な責任を超えた不当な要求行為
（3）取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

（4）風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損
し、又は相手方の業務を妨害する行為

（5）その他前各号に準ずる行為
３.当行は、会員が暴力団員等もしくは第１項各号のいずれかに該当し、も
しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第１項の規定に
基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、本契約を継
続することが不適切である場合には、直ちに本契約を解除することが
できます。

４.前項の規定の適用により本契約が解除された場合、会員は当行に生じ
た損害を賠償する責任を負います。また、当該解除により会員に損害が
生じても、会員は当行に一切請求を行うことができないものとします。

第13条 利用停止
会員が次のいずれかに該当した場合は、本サービスの利用を停止します。
（1）会員について、支払の停止があったとき、または破産、民事再生手
続開始の申立があったとき

（2）会員が手形交換所の取引停止処分を受けたとき
（3）届出の住所・氏名宛に郵送した通知または送付書類が未着として
当行に返戻されるなど、会員が所在不明となったとき

（4）会員が申込みの時に虚偽の申告をしたとき
（5）会員がその他本規定に違反する等、当行がサービスの中止を必要
とする相当の事由が発生したとき

第14条 退会
１.本サービス会員が本契約を解約する場合は、当行所定の方法によるも
のとします。

２.次のいずれかに該当した場合は、会員から解約の申出なく、本サービ
スの契約は終了することがあります。
（1）全ての口座を解約した場合
（2）全ての口座が普通預金規定等に基づき、解約された場合
（3）当行が、別途定める一定期間の利用がないために、全ての口座の預
金取引を停止した場合

（4）会員本人が亡くなられた場合
３.次のいずれかに該当した場合は、当行はいつでも、本サービスを解約
することができます。
（1）会員について、支払の停止があったとき、または破産、民事再生手
続開始の申立があったとき

（2）会員が手形交換所の取引停止処分を受けたとき
（3）住所変更を怠るなど会員の責めに帰すべき事由によって当行におい
て会員の所在が不明になったとき

（4）会員が申込みの時に虚偽の申告をしたとき
（5）会員がその他本規定に違反する等、当行がサービスの中止を必要
とする相当の事由が発生したとき

４.本契約が終了した場合、本サービスで保有していたマイコインは失効
します。併せて、各種手数料の優遇や特典を受けることもできなくなり
ます。

第15条 禁止事項
１.会員は本サービスの利用にあたり、以下の行為はしてはならないものと
します。
（1）公序良俗に反する行為
（2）他の会員または第三者を誹謗中傷する行為
（3）他の会員または第三者に不利益を与える行為
（4）他の会員または第三者の人権を損害する行為
（5）法令に違反する行為または違反するおそれがある行為
（6）本サービスの運用を妨害する行為
（7）本サービスの信用を毀損する行為
（8）その他当行が不適切と判断する行為
２.会員が前項の禁止行為を行い、当行または第三者に損害を与えた場
合には、会員は当該損害を賠償する責任を負うものとします。

３.会員が公開、頒布、流布した情報等により、第三者との間で紛争が生じ
た場合には、会員は自己の責任でその一切を解決することとし、当行に
いかなる迷惑もかけないものとします。

第16条 譲渡・質入等の禁止
本契約に基づく本サービスの権利は、譲渡、質入、または第三者への貸与
等はできません。

第17条 免責事項
１.やむを得ない事由による通信機器、回線等の障害を原因として本サー
ビスの取扱いが遅延したり不能になった場合、それにより生じた損害
については、当行は責任を負いません。

２.災害、事変や法令および官公庁の要請等を受け入れたことによって生
じた損害については、当行は責任を負いません。
３.本サービスの利用時に公衆電話回線等の通信経路において、盗聴が
なされたことにより、本サービスの会員の情報が漏洩した場合、そのた
めに生じた損害については、当行は一切責任を負いません。

４.会員が、本サービスの利用により、損害を被ったとしても、それが当行の
故意・重過失により発生したものでない限り、当行は当該損害を賠償
する責任を負いません。

５.会員が会員資格を喪失した場合には、以降本サービスの利用ができな
くなります。

第18条 準拠法及び管轄
本規約の準拠法は日本法とし、本規約、本サイト及び本サービスに関する
一切の紛争は、福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とし
ます。

2019年4月1日現在
以　　上

マイコイン規約に関しましてはふくぎんホームページ（https://www.fu
kuokabank.co.jp/pdf/bof_mycoin_kiyaku.pdf）をご覧ください。

②個人信用情報機関の住所・連絡先および個人情報の登録情報・登録期間 ③KSC、CICおよびJICCは、相互に提携しています。
（個人情報に関するお問合わせ）
①商品等についてのお問い合わせ・ご相談は、カードを利用された
加盟店にご連絡下さい。
②本同意条項第1条1項(2)号に定める中止のお申出は、下記の当行
テレホンサービスセンターまでお願いします。

＜テレホンサービスセンター＞
〒810-8727 福岡市中央区天神2-13-1／電話番号 0120-788-321
③個人情報の開示・訂正・削除等の会員等の個人情報に関するお問
合わせはお取引店までお願いします。
④個人情報の取扱いに関するご質問・ご意見・苦情は下記の当行サ
ービス監査室までお願いします。

＜サービス監査室＞
〒810-8693 福岡市中央区大手門1丁目8番3号／電話番号 0120-338-678
⑤本規定についてのお問合わせ･ご相談及び支払停止の抗弁に関する
書面については、当行クレジットカードデスクまでご連絡下さい。

＜クレジットカードデスク＞
〒819-0006  福岡市西区姪浜駅南1-7-1／電話番号 092-432-1050
⑥保証会社に対する個人情報の開示・訂正・削除に関しては、下記の
保証会社までお問い合わせください。

＜ふくぎん保証株式会社＞
〒819-0006 福岡市西区姪浜駅南1-7-1／電話番号 092-882-0431
(受付時間　9:00～17:00　土・日・祝日・年末年始除く)
⑦宣伝印刷物の送付等の営業案内の中止のお申し出については下記
にご連絡ください。

＜株式会社ジェーシービー　JCBインフォメーションセンター＞
東京　0422-76-1700　　大阪　06-6941-1700
福岡　092-712-4450　　札幌　011-271-1411
（共同利用会社および利用目的）
本規定に定める共同利用会社は以下のとおりです。
○ 株 式 会 社 J C B ト ラ ベ ル
〒171-0033　東京都豊島区高田3-13-2　高田馬場TSビル
利用目的：旅行サービス、航空券・ゴルフ場等リザベーションサービ
ス等の提供
○株式会社ジェーシービー・サービス
〒107-0062　東京都港区南青山5-1-20　青山ライズフォート
　利用目的：保険サービス等の提供

ふくぎんアレコレカード保証委託約款
第1条(委託の範囲)
私が、ふくぎん保証株式会社（以下「貴社」という）に委託する債務保証の範
囲は、私と株式会社福岡銀行（以下「銀行」という）との間の「ふくぎんアレ
コレカード会員規定」に基づき、私が銀行に対し負担するアレコレカード
利用による債務、損害金その他一切の債務を含むものとし、保証の方法は
貴社と銀行との間に締結されている保証契約によるものとします。
第2条（約款の遵守）
私が貴社の保証を得て、アレコレカードを利用するについては、この
約款のほか「ふくぎんアレコレカード会員規定」の各条項を遵守し、
期日には遅滞なく債務を弁済するものとします。
第3条（保証債務の履行）
1. 貴社が私に対して通知、催告なく保証債務を履行しても私は異議
を述べません。
2. 私は貴社が保証債務の弁済によって銀行が私に対して有する権利
を代位して行使する場合には、私と銀行との間に締結した契約の
ほかにこの約款の各条項を適用されても異議を述べません。
第4条（求償債務の範囲）
1.私は、貴社が前条により保証債務を履行したときは、貴社に対しそ
の弁済額金額および求償に要した費用を直ちに支払います。
2.私は前項により支払うべき金額に対し年14.0％以内の割合の損害
金を支払います。
第5条（求償権の事前行使）
私が次の各号の一つにでも該当したときは求償債務発生前において、
貴社が予め求償権を行使しても私は異議を述べません。
（1）保全処分、強制執行、もしくは競売の申請または破産手続開始、民
事再生手続開始の申立があったとき。

（2）公租・公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき。
（3）手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
（4）私と銀行との間に締結した契約書の一つにでも違反したとき。
（5）その他債務の履行を困難とする事実を予見または認知せられたるとき。
第6条（反社会的勢力の排除）
1.私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を
経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運
動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる
者（以下、これらを「暴力団員等」という）に該当しないこと、および
次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわた
っても該当しないことを確約いたします。
（1）暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
（2）暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係
を有すること

（3）自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三
者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を
利用していると認められる関係を有すること

（4）暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するな
どの関与をしていると認められる関係を有すること

（5）役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会

的に非難されるべき関係を有すること
2.私は、自らまたは第三者を利用して、貴社に対し次の各号の一にで
も該当する行為を行わないことを確約いたします。
（1）暴力的な要求行為
（2）法的な責任を超えた不当な要求行為
（3）取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
（4）風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、ま
たは業務を妨害する行為

（5）その他前各号に準ずる行為
3.私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしく
は前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に
基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との
取引を継続することが不適切である場合には、貴社が請求するこ
とにより、貴社に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、
貴社が事前求償権を行使することを承諾します。
4.前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、貴社になんらの請
求をしません。また、貴社に損害が生じたときは、私がその責任を負います。
5.私は、本契約締結日時点で私と貴社との間に存在するいっさいの
債務についても、本条項が適用されることに同意いたします。
第7条（中止・解約）
1.私について前条各項の事由が生じたときは、いつでも貴社はこの
保証を中止し、または解約する事ができます。
2.前項により貴社から中止または解約の通知を受けたときは、私は直ち
に原債務の弁済その他必要な手続きをとり、貴社には負担をかけません。
第8条（通知義務）
1. 私の氏名、住所、職業（勤務先）に変更を生じ、その他求償権の行使に影響あ
る事態が発生したときは直ちに書面をもって通知し貴社の指示に従います。
①私の財産、債務、経営、収入等について、資料の提供または報告を求め
られたときは、直ちに応じ、また帳簿閲覧等の調査に協力します。

第9条（弁済の充当順序）
私の弁済した金額が、貴社に対する債務の全額を消滅させるに足りないと
きは、貴社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ありません。
第10条（公正証書の作成）
私が貴社から請求ある時は、直ちに求償債務に関し、強制執行認諾条
項のある公正証書の作成に必要な一切の手続きをします。またこの
ために要した費用は私が負担します。
第11条 (合意管轄)
私はこの約款に関して訴訟の必要が生じた場合は、貴社の本社所在
地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。

以上

ふくぎんマイレージサービス「mybank+（マイバンクプラス）」 利用規約

利用規約
「マイバンクプラス」（以下「本サービス」といいます）は、株式会社福岡銀
行（以下「当行」といいます）が定めるこの利用規約（これに関連する規
約・通知等を含み、以下「本規約」といいます）に従い提供されます。お客
さまは本サービスを、本規約に同意した上で利用するものとします。お客
さまが本サービスの利用を開始した場合は、本規約に同意したものとみ
なされます。

第1条 用語の定義
「会員」とは、本規約に同意した上で、本サービスの利用を開始した者をい
います。「会員WEB」とは、当行が運営する、本サービスを提供するWEB
サイトをいいます。「WEB会員」とは、本サービスの会員のうち、会員WEB
を利用可能な会員をいいます。「ステージ判定ポイント」とは、ステージ（以
下に定義します）を判定するために使用するポイント（当行との取引内容
をポイント換算します）をいいます。「ステージ」とは、ステージ判定ポイン
トの合計により決まる会員の状態をいいます。

第2条 サービス内容
本サービスのサービス内容は以下のとおりとします。なお、本サービスの
提供にあたっては、原則として、当行へお届けの住所・氏名・生年月日等
が一致しているお客さまを同一人物として取扱い、ステージ判定ポイント
集計等を行います。
１.当行との取引内容により決まるステージに応じた様 な々特典
２.当行との取引内容に応じて提供するポイント（以下「マイコイン」といい
ます）を様 な々地域特産品・商品券への交換（以下「FFGギフトセレク
ション」といいます）等に利用すること

第3条 対象者
本サービスの会員は、普通預金口座を開設している個人の方に限ります。
ただし、個人事業主・非居住者・任意団体の方は対象外とさせていただき
ます。
第4条 会員登録
当行所定の方法により申込を受付し、所定の手続きを行い、当行がこれ
を承諾した日（以下「契約日」といいます）から本サービスの提供を開始
します。

第5条 IDおよびパスワードの管理
１.WEB会員は会員登録情報、ユーザー ID（メールアドレス）及びパスワー
ドを自らの責任において厳重に管理しなければなりません。
２.WEB会員登録情報、ユーザー ID及びパスワードによりなされた本サー
ビスの利用は、当該情報と一致するWEB会員によりなされたものとみな
します。
３.WEB会員登録情報、ユーザー ID及びパスワードが他の第三者に使用
されたことによってWEB会員が被る損害については、当該WEB会員
の故意過失の有無にかかわらず、当行は一切責任を負いません。
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★リボルビング払いのご案内★
1.毎月のお支払い元金

＊ゴールド、ビジネスカード等をお持ちの会員の方は　1万円以上1千円単位
となります。
※新カードへお切り替えの場合に、指定する欄がない、もしくは指定いただ
いていない場合はお切り替え前の設定元金が引き継がれます。
※スマリボに新規登録する場合は、残高スライドゆとりコースまたは標準
コースのみ選択可能です。

2.手数料率
実質年率13.20％～15.00％
※会員規定に定めるショッピング利用代金の支払区分をすべてショッピン
グリボ払いとする方式を利用する場合は、実質年率15.00％になります。

［初回のご請求］
　実質年率×日数（締切日の翌日より翌月の約定支払日まで）÷365日
［2回目以降のご請求］
　実質年率×日数（約定支払日の翌日より翌月の約定支払日まで）÷365日
3.お支払い例
・定額コース1万円、実質年率15.00％の方が6月30日に7万円をご利用の場合
（1）8月10日のお支払い
①お支払い元金　　　 10,000円
②手数料　　　　　　　747円（7万円×15.00％×26日÷365日）
③8月10日の弁済金　　10,747円（①＋②）

（2）9月10日のお支払い
①お支払い元金　　　 10,000円
②手数料　　　　　　　 764円（6万円×15.00％×31日÷365日）
③9月10日の弁済金　　10,764円（①＋②）

★分割払いのご案内★
1.支払回数表

 

2.お支払い例　利用代金50,000 円、10回払いの場合
（1）手数料…50,000円×（5.58円/100円）＝2,790円
（2）支払金合計…50,000円＋2,790円＝52,790円
（3）支払額…52,790円÷10回＝5,279円※

※お支払い回数表に基づき算出する手数料は、初回の日割計算と
　最終回の端数調整により、実際にお支払いいただく手数料総額
　とは若干異なります。

★ローンのご案内★
 

※総合口座貸越付きのバンクカードからの移項の場合は、その利率
を移項する。

★キャッシングサービス（キャッシング一括払い）のご案内★

● 元 本 ・ 利 息 以 外 の 金 銭 の 支 払 い ●
ATM手数料・・・取扱金額1万円：110円、取扱金額1万円超：220円（含む消費税）
※但し、当行が認める場合は割引もしくは無料とすることがあります。
★アレコレカードローン 返済金額★

★繰上返済方法★

1：全額繰上返済：分割払い以外の場合、日割計算にて返済日までの手数料ま
たは利息を併せて支払うものとします。分割払いの場合、期限未到来の分割
払手数料のうち当行所定の割合による金額の払戻しを当行に請求できま
す。
2：一部繰上返済：原則として返済金の全額を元本の返済に充当する
ものとし、次回以降の支払期日に、日割計算にて元本額に応じた
手数料または利息を支払うものとします。

スマリボ特約
（※本特約は、2019年4月以降、株式会社福岡銀行および株式会社ジェー
シービー（以下、「両社」）が別途公表する日より（ただし、第9条は2018年10
月1日より）有効となります。※アレコレJCBリボルビングカードは本特約の対象
外となります。）
第1条（総則）　
1.本特約は、両社所定の会員規定（個人用）（以下「会員規定」という。）第
15条第16項(1)号に基づき、会員がショッピング利用代金の支払区分をシ
ョッピングリボ払いとする場合のサービス内容および利用条件等を定める
ものです。なお、本特約において特に定義のない用語については、会員規
定におけるものと同様の意味を有します。
2.本特約と会員規定その他の付随規定（以下「会員規定等」という。）との
間に内容の相違がある場合、本特約が優先して適用されます。本特約に
定めのない事項については、会員規定等が適用されます。
第2条（定義）
1.「スマリボ」（以下「本サービス」という。）とは、会員規定第15条第16項(1)
号に基づき、原則として全てのショッピング利用代金の支払区分をショッピ
ングリボ払いとするサービスをいいます。
2.「利用者」とは、本特約第3条に基づき、本サービスの利用登録が完了し
た会員をいいます。
第3条（利用登録）
1.本サービスの利用を希望する会員は、本特約を承認の上、両社所定の
方法により、両社に本サービスの利用を申し込むものとします。両社は、会
員の申し込みを承諾した場合に、当該会員の利用登録を行います。
2.前項の利用登録の申し込みができる会員は、会員規定（個人用）の適用
を受ける会員です。ただし、一部の会員は、前項の利用登録の申し込み
を行うことができません。
第4条（本サービスの内容）
1.本サービスの内容は、以下のとおりとします。ただし、利用者により提供を
受けることができるサービスに制限のある場合があります。　
（1）利用者が会員規定第15条に基づきショッピング利用をするに当たり、シ
ョッピング1回払いを指定した場合、当該ショッピング利用の支払区分
は、原則として全てショッピングリボ払いとなります。ただし、電子マネー
の入金、カードの付帯サービス料金その他両社が指定するもの（JCB
のホームページ等で公表します。)の支払区分はショッピング1回払いと
なります。なお、利用者がショッピング利用をするに当たり、ショッピング1
回払い以外の支払区分を指定した場合、本サービスの適用は受けま
せん。

（2）本サービスの利用登録がなされている間、会員規定第8条第6項(1)号

から(3)号に基づき会員がショッピング利用できる金額を算定するに当
たり、適用される機能別利用可能枠は会員規定第8条第1項に定める
「ショッピングリボ払い利用可能枠」となります。

（3）(1)号および(2)号にかかわらず、利用者がショッピングリボ払い利用可
能枠を超えてショッピング利用をした場合、当該利用可能枠を超過し
た利用分については、会員規定第15条第17項(1)号に基づき、ショッピ
ング1回払いとしてお支払いいただくものとします。

（4）ショッピングリボ払いの支払方法は会員規定第15条第20項に定めると
おりです。また、支払いコースは、会員規定末尾の「リボルビング払いの
ご案内」に記載するコースのうち「残高スライドゆとりコース」または「残
高スライド標準コース」となります。各支払いコースの詳細および手数
料率は、「リボルビング払いのご案内」に記載のとおりです。

（5）利用者は、本サービスの利用登録が有効になされている間、別途両
社が公表する条件を充たした場合には、両社が公表する内容の優遇
サービスを受けることができます。

2.両社は、営業上その他の理由により、本サービスの内容を変更することが
できるものとします。この場合、両社は、利用者に対して、3ヶ月前まで（ただ
し、重要な変更については6ヶ月前まで）に公表または通知します。ただし、
緊急を要する場合には、この限りではありません。
第5条（本サービスの利用方法）
利用者は、ショッピング利用をするに当たって、ショッピング1回払いをご指定く
ださい。
第6条（利用登録の抹消）
1.利用者は、両社が定める方法で本サービスの解除を申し出ることにより、
利用登録を抹消することができます。
2.両社は、(1)利用者が約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき、(2)
利用者が会員規定等または本特約に違反したとき、(3)利用者のショッピ
ングリボ払い利用可能枠が0円となったとき、(4)その他利用者のカード利
用状況または信用状況等に照らして、本サービスの利用が適当でないと
判断した場合には、当該利用者の利用登録を抹消することができます。
3.前二項に基づき利用登録が抹消された場合、会員は以後、利用者では
なくなり、本サービスを利用することはできません。この場合、会員がその後
に利用したショッピング利用については、本特約は適用されず、会員規定
等のみが適用されます。
4.第1項または第2項に基づき利用登録が抹消された場合であっても、それ
までのショッピング利用については、本特約第4条第1項(1)号から(4)号が
適用されます。ただし、利用者が会員規定第28条に基づき期限の利益を
喪失した場合には、この限りではありません。
第7条（本サービスの終了）
両社は、営業上その他の理由により、本サービスを終了することができます。
この場合、両社は本サービス終了の6ヶ月前までに利用者に通知します。本
サービスが終了した場合、前条第3項および第4項が準用されます。
第8条（本特約の改定）
1.両社は、本特約を変更することができるものとします。この場合、両社は当
該変更について、利用者に対し、公表または通知します。
2.利用者は、前項の公表または通知ののち、本サービスを利用したことをも
って当該変更に同意したものとします。

第9条（「支払い名人」からの移行）
1.「支払い名人」とは、両社が会員規定第15条第16項(1)号に基づき、別途
公表する内容に基づき、本特約公表日現在において提供しているサービ
スです。
2.両社は、2018年10月1日以降の、両社が別途公表する日をもって「支払い
名人」のサービスを終了し、会員規定第15条第16項柱書に基づき、その
後のサービス利用を認めません。
3.従来「支払い名人」のサービスを利用されていた会員のうち、会員規定
第15条第16項(1)号に基づくサービスの提供を引き続き希望される方につ
いては、両社が承認した場合、前項に定める公表日をもって、本特約第3
条に基づき利用登録がなされ、本サービスに移行されるものとします。
4.前項の場合、本特約第4条第1項(4)号にかかわらず、ショッピングリボ払い
の支払いコースは、会員規定末尾の「リボルビング払いのご案内」に記
載するコースのうち、前項に基づく移行時点で、当該会員に対して適用さ
れている支払いコースまたは残高スライド標準コースとなります。いずれの
支払いコースが適用されるかについては、利用者に個別に通知されるご
案内に記載されます。また、利用者は、移行日以降会員専用WEBサービ
ス「MyJCB」またはカードご利用代金明細書にて、いずれの支払いコー
スが適用されるかを確認することが可能です。

ショッピングスキップ払いのご案内
ご利用金額にショッピングスキップ払い手数料を加えた金額を、ご指定の
お支払い月の10日（ただし、当日が金融機関休業日の場合は翌営業日）
に一括（1回）でのお支払いとなります。
手数料：ご利用金額×手数料率（月利）×繰延月数（変更前お支払い月か
らご指定のお支払い月までの月数をいいます。）
支払期間：54～239日
1.手数料率
実質年率15.00％［月利1.25％］
2.お支払い例
実質年率 15.00％の方が 6月30日にショッピング 1 回払いにて1 万円
を利用し（8月10日お支払い分にて利用）、お支払い月を11月10日へ
変更した場合
〈11月10日のお支払い〉
①お支払い元金　10,000 円
②手数料　375円（1万円×3ヵ月×（15.00％/12ヵ月））
③11月10日の支払額（支払総額）　10,375 円（①+②）

個人情報の取扱いに関する同意条項
＜本同意条項はアレコレJCBカード会員規定（以下「本規定」という）の一部を構成します＞
第1条（個人情報の収集、保有、利用等）
1.会員または会員の予定者(以下総称して「会員等」という)は、当行ま
たはJCBが会員等の個人情報につき必要な保護措置を行ったうえで
以下のとおり取り扱うことに同意します｡
（1）本契約(本申し込みを含む。以下同じ)を含む当行またはJCBもし
くは両社との取引に関する与信判断および与信後の管理のため
に、以下の個人情報を収集、利用すること。
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号（ショートメッセージサービスの送
信先番号を兼ねる）、勤務先、Ｅメールアドレス等、会員等が入会申込
時および本規定第１１条に基づき届け出た事項。
②入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、会員等と
両社の契約内容に関する事項。
③会員のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容およ
び与信判断や債権回収その他の与信後の管理の過程におい
て両社が知り得た事項。
④会員等が入会申込時に届け出た収入・負債・家族構成等、当行
またはJCBが収集したクレジット利用・支払履歴。
⑤犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認
書類等の記載事項。または会員等が当行に提出した収入証明
書類等の記載事項。
⑥当行またはJCBが適正かつ適法な方法で収集した住民票等公
的機関が発行する書類の記載事項（公的機関に当該書類の交
付を申請するに際し、法令等に基づき、①②③のうち必要な
情報が公的機関に開示される場合があります。）。
⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
⑧インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面
取引で、会員が加盟店における購入画面等に入力した氏名、Eメー
ルアドレス、電話番号、商品等送付先住所および請求先住所等の
取引情報（以下「オンライン取引情報」という。）。
⑨インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面
取引で、会員が当該オンライン取引の際に使用したパソコン、スマー
トフォンおよびタブレット端末等の機器に関する情報（ＯＳの種類・言
語、ＩＰアドレス、位置情報、端末識別番号等）（以下「デバイス情報」
という。）。

（2）以下の目的のために、前号に定める個人情報を利用すること。た
だし、会員が本号②に定める市場調査または本号③に定める営業案
内について当行またはJCBに中止を申し出た場合、両社は業務運
営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。（中止の申し
出は本規定末尾に記載のお問合せ先へ連絡するものとします。）
①カードの機能、付帯サービス等の提供。
②当行またはJCBもしくは両社のクレジットカード事業その他の
当行またはJCBもしくは両社の事業（当行またはJCBの定款記
載の事業をいう。以下「両社事業」という場合において同じ。）にお

ける新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
③両社事業における宣伝物の送付等、当行、JCBまたは当行が認
めるクレジットカード利用可能加盟店（会員規定第15条に定
めるものをいう。）等の営業案内。
④両社事業における宣伝物の送付または電話・Eメールその他
の通信手段等の方法による、当行、ＪＣＢまたは加盟店そ
の他の営業案内、および貸付の契約に関する勧誘。
⑤刑事訴訟法第197条第2項に基づく捜査関係事項照会その他
各種法令に基づき公的機関・公的団体等から提出を求めら
れた場合の公的機関・公的団体等への提供。

（3）本契約に基づく当行またはＪＣＢの業務を第三者に委託する場合
に、業務の遂行に必要な範囲で、本項（1）①②③④⑤⑥⑦⑧⑨の個人
情報を当該業務委託先に預託すること。

（4）割賦販売法等に基づき第三者によるカード番号の不正利用の防止を
図る業務を行うため、インターネット等によるオンライン取引等の
通信手段を用いた非対面取引で、オンライン取引情報とデバイス情
報に含まれる本項(1)⑧⑨の個人情報を使用して本人認証を行うこ
と。なお、当該分析の結果、当該非対面取引が第三者によるカード
番号の不正利用である可能性が相対的に高いと判断された取引につ
いては、当行は会員らの財産の保護を図るため、追加の本人確認手
続きを求めたり、当該非対面取引におけるショッピング利用を拒絶
したりする場合があります。両社は当該業務のために、本項(1)⑧⑨
の個人情報を不正検知サービスを運営する事業者に提供し、当該事
業者から当該事業者が行った分析結果を受領します。また当該事業
者は、会員によるオンライン取引完了後も当該個人情報を個人が直
接特定できないような形式に置き換えたうえで一定期間保管し、当
該事業者内において、当該事業者が提携する両社以外の組織向けの
不正検知サービスにおける分析のためにも当該情報を使用します。
詳細については、JCBのホームページ内のJ/Secure(TM)サービスに
関する案内にて確認できます。

2.会員等は、当行、ＪＣＢおよびＪＣＢカード取引システムに参加するＪＣＢの提
携会社が、与信判断および与信後の管理、その他自己との取引上の判
断のため、第1項（1）①②③④の個人情報を共同利用することに同意しま
す。（ＪＣＢカード取引システムに参加するＪＣＢの提携会社は次のホームペ
ージにて確認できます。https://www.jcb.co.jp/r/riyou/）なお、本項に基
づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はＪＣＢとな
ります。
3.会員等は、本申し込みにおいて保証会社に保証を委託する場合は、
第1項（1）①②③④の個人情報を、保証会社においては本項（1）に定
める目的の達成に必要な範囲で、当行およびJCBにおいては本項
（2）に定める目的の達成に必要な範囲で、当行およびJCBと保証会社
が相互に提供し、利用することに同意します。
（1）保証会社の利用目的

①本申込みの受付、保証の審査および保証の決定
②会員等の委託に係る保証取引（以下「本件保証取引」という。）

に関する与信判断および与信後の管理
③加盟する個人信用情報機関への提供および適正かつ適法と
認められる範囲での第三者への提供
④本件保証取引上の権利行使および義務の履行
⑤法令等によって認められる権利行使および義務の履行
⑥本件保証取引上必要な会員等への連絡および郵便物等の送付

（2）当行およびJCBの利用目的
①当行またはJCBもしくは両社との取引に関する与信判断およ
び与信後の管理
②本条第1項（2）①②③の目的

第2条（個人信用情報機関の利用および登録）
1.会員等は、当行および保証会社が利用・登録する個人信用情報機関（個
人の支払能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情
報の提供を業とするもの）について以下のとおり同意します。
（1）当行および保証会社が自己の与信取引上の判断（返済能力また
は転居先の調査をいう。ただし、割賦販売法および貸金業法に
より、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的
に限る。）のためにそれぞれが加盟する個人信用情報機関（以下
「加盟個人信用情報機関」という。）および当該機関と提携する
個人信用情報機関（以下「提携個人信用情報機関」という。）に照
会し、本会員等の個人情報（官報等において公開されている情報、
当該各機関によって登録された不渡情報、登録された情報に関し
本人から苦情を受け調査中である旨の情報、および本人確認資
料の紛失・盗難等にかかり本人から申告された情報など、加盟個
人信用情報機関および提携個人信用情報機関のそれぞれが独自
に収集・登録した情報を含む。以下本条において同じ。）が登録さ
れている場合はこれを利用すること。

（2）本規定末尾に加盟個人信用情報機関毎に記載されている「登録情報
および登録期間」表の「登録情報」欄に定める本会員等の個人情報（そ
の履歴を含む。）が各加盟個人信用情報機関に同表に定める期間登録
され、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員が自己の与
信取引上の判断（返済能力または転居先の調査をいう。ただし、割賦
販売法および貸金業法により、返済能力に関する情報については返済
能力の調査の目的に限る。）のためにこれを利用すること。

（3）前号の個人情報について、個人情報の正確性および最新性の維持、
苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟
個人信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保の
ために必要な範囲において、加盟個人信用情報機関および当該機
関の加盟会員が個人情報を相互に提供し、利用すること。

2.2005年3月30日までに入会された家族会員および家族会員として入
会を申し込まれた方（以下「家族会員等」という。）は、家族会員等の入会
時の同意に基づき、家族会員等の本契約に関する客観的な取引事実
に基づく個人情報が加盟個人信用情報機関に登録されている場合は、
当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員が家族会員等の支
払能力調査のためにこれを利用することを引き続き承認します。
3.加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関は、本規定末

尾に記載の個人信用情報機関とします。各機関の加盟資格、加盟会
員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、当行
および保証会社が新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、書
面その他の方法により通知するものとします。
第3条（個人情報の開示、訂正、削除）
1.会員等は、当行、保証会社、JCB、共同利用会社、加盟個人信用情報機
関に対して、当該会社および機関がそれぞれ保有する自己に関する
個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求
は以下に連絡するものとします。
（1）当行、保証会社、JCBおよび共同利用会社への開示請求：本規定
末尾に記載のお問合せ先へ

（2）加盟個人信用情報機関への開示請求：本規定末尾に記載の各加
盟個人信用情報機関へ

2.万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、
当行、保証会社、JCBおよび共同利用会社は速やかに訂正または削
除に応じるものとします。
第4条（個人情報の取り扱いに関する不同意）
両社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場
合、または本章に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場
合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。なお、第
1条第1項(2)②に定める市場調査または同(3)に定める当行、JCBまたは
加盟店等の営業案内に対する中止の申し出があっても、入会を断ること
や退会の手続きをとることはありません。（本条に関する申し出は本規
定末尾に記載のお問合せ先へ連絡するものとします。）
第5条（契約不成立時および退会後の個人情報）
1.両社が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承
認をしない理由のいかんを問わず、第1条に定める目的（ただし、第
1条第1項(2)②に定める市場調査および同③に定める当行、JCBま
たは加盟店等の営業案内を除く。）および第2条の定めに基づき一
定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2.会員規定第30条、31条に定める会員資格の取消または退会の申し
出後も、第1条に定める目的（ただし、第1条第1項（2）②に定める市
場調査および同③に定める当行、JCBまたは加盟店等の営業案内を
除く。）および開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社が定
める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第6条（同意条項の位置付け及び変更）
1.本同意条項はアレコレカード会員規定の一部を構成します。
2.本同意条項は法令に定める手続により、必要な範囲内で変更でき
るものとします。

（加盟個人信用情報機関および登録情報・登録内容）
①銀行および保証会社が加盟する個人信用情報機関

第6条 ステージと特典
１.会員の当行全店での取引を集計して、毎月末にステージ判定ポイント
を算出します。

２.同一取引項目内に複数の取引がある場合でもステージ判定ポイントは
二重にカウントしません。

３.ステージ判定ポイントを合計してステージを決定し、翌月１５日から翌々
月１４日までステージに応じた特典を受けることができます。

４.ステージ判定ポイントの対象となる取引項目やポイント数、ステージの
判定基準・特典などの詳細はホームページ等でお知らせします。なお、
この取引項目等は、事前の通知無く変更することがあります。

５.ステージは取引状況に応じて毎月末に見直します。

第7条 マイコインの提供
１.当行との取引内容等に応じて提供されるマイコインは、iBankマーケ
ティング株式会社（以下「iBankマーケティング」といいます）が提供す
るポイントサービスです。

２.マイコインの内容および利用条件は、iBankマーケティングが別途定め
る「マイコイン規約」に定めるとおりとします。

３.本サービスによるマイコイン取得条件等は、当行ホームページ等で告知
します。なお、この提供基準等は、事前の通知無く変更することがあり
ます。

第8条 ＦＦＧギフトセレクションに関する注意事項
１.FFGギフトセレクションのマイコイン交換比率等の諸条件はホーム
ページ等で告知します。なお、この交換比率等の諸条件は、事情変更
等の理由により、事前の通知無く変更することがあります。

２.マイコインの交換は、当行所定の本人確認を実施したうえで、会員
WEB上における所定の操作または当行営業店窓口におけるお申込に
より受け付けます。

３.会員が当行に届け出た住所等の情報が、会員の責に帰すべき事由に
より誤っていた場合、会員が不利益、損害等を被ったとしても、当行は
一切責任を負いません。

４.その他の届出事項に誤りがあったこと、または届出事項について届出
を怠ったことで、会員が不利益、損害等を被ったとしても、当行は一切
責任を負いません。

５.マイコインは、FFGギフトセレクション交換お申し込み受付完了時点
で、獲得日の古い順に減算します。

６.お申し込み手続き完了後、お申し込み内容の変更・キャンセルはできま
せん。ただし、やむを得ない事由により、同等の価格の景品に変更する
ことがあります。

７.景品の仕様、デザイン、品揃えを、予告なく変更する場合がございます。

第9条 サービス内容の改廃及び規約の変更等
１.本サービス内容は、当行の都合により、事前の通知無く変更することが
あります。

２.本規約は、当行の都合で変更することがあります。規約変更日以降は
変更後の規約に従うものとし、この変更によって生じた損害について当

行の責めに帰すべき場合を除き当行は一切の責任を負いません。
３.前各項の改廃および変更については、その効力が発生する日（「効力発
生日」といいます）までに、ホームページ等適切な方法により、効力発生
日と改廃および変更内容を周知いたします。ただし、会員の一般の利
益に適合する場合は、即時に改廃および変更内容を適用することがあ
ります。

第10条 個人情報その他会員に関する情報の取扱い
１.当行は、会員の個人情報その他の会員に関する情報を、当行が別途定
める個人情報保護宣言に従って適切に取り扱います。

２.iBankマーケティングに対し、マイコイン管理を目的として、以下の個人
情報を提供します。会員は個人情報の提供に同意するものとします。
　【提供する情報の項目】取引店、口座番号等
３.凸版印刷株式会社・株式会社千趣会、および商品出店業者に対し、
FFGギフトセレクションの運営および商品発送を目的として、以下の個
人情報を提供することがあり、会員は個人情報の提供に同意するもの
とします。
　【提供する情報の項目】氏名、発送先住所、電話番号等

第11条 通知
当行は、WEB会員が登録したメールアドレスに、本サービスに関する広
告・宣伝やその他サービスの販売促進を目的としたメールを配信すること
があります。ただし、WEB会員からメール配信を中止するよう申し出が
あった場合、当行はただちに当該目的でのメールアドレスの取扱いを中止
します。

第12条 反社会的勢力等の排除
１.会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を経
過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動
等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者
（以下これらを「暴力団員等」といいます）に該当しないこと、及び次の
各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当
しないことを確約します。
（1）暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
（2）暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有
すること

（3）自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を
加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認め
られる関係を有すること

（4）暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関
与をしていると認められる関係を有すること

（5）役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に
非難されるべき関係を有すること

２.会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為
を行わないことを確約するものとします。
（1）暴力的な要求行為
（2）法的な責任を超えた不当な要求行為
（3）取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

（4）風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損
し、又は相手方の業務を妨害する行為

（5）その他前各号に準ずる行為
３.当行は、会員が暴力団員等もしくは第１項各号のいずれかに該当し、も
しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第１項の規定に
基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、本契約を継
続することが不適切である場合には、直ちに本契約を解除することが
できます。

４.前項の規定の適用により本契約が解除された場合、会員は当行に生じ
た損害を賠償する責任を負います。また、当該解除により会員に損害が
生じても、会員は当行に一切請求を行うことができないものとします。

第13条 利用停止
会員が次のいずれかに該当した場合は、本サービスの利用を停止します。
（1）会員について、支払の停止があったとき、または破産、民事再生手
続開始の申立があったとき

（2）会員が手形交換所の取引停止処分を受けたとき
（3）届出の住所・氏名宛に郵送した通知または送付書類が未着として
当行に返戻されるなど、会員が所在不明となったとき

（4）会員が申込みの時に虚偽の申告をしたとき
（5）会員がその他本規定に違反する等、当行がサービスの中止を必要
とする相当の事由が発生したとき

第14条 退会
１.本サービス会員が本契約を解約する場合は、当行所定の方法によるも
のとします。

２.次のいずれかに該当した場合は、会員から解約の申出なく、本サービ
スの契約は終了することがあります。
（1）全ての口座を解約した場合
（2）全ての口座が普通預金規定等に基づき、解約された場合
（3）当行が、別途定める一定期間の利用がないために、全ての口座の預
金取引を停止した場合

（4）会員本人が亡くなられた場合
３.次のいずれかに該当した場合は、当行はいつでも、本サービスを解約
することができます。
（1）会員について、支払の停止があったとき、または破産、民事再生手
続開始の申立があったとき

（2）会員が手形交換所の取引停止処分を受けたとき
（3）住所変更を怠るなど会員の責めに帰すべき事由によって当行におい
て会員の所在が不明になったとき

（4）会員が申込みの時に虚偽の申告をしたとき
（5）会員がその他本規定に違反する等、当行がサービスの中止を必要
とする相当の事由が発生したとき

４.本契約が終了した場合、本サービスで保有していたマイコインは失効
します。併せて、各種手数料の優遇や特典を受けることもできなくなり
ます。

第15条 禁止事項
１.会員は本サービスの利用にあたり、以下の行為はしてはならないものと
します。
（1）公序良俗に反する行為
（2）他の会員または第三者を誹謗中傷する行為
（3）他の会員または第三者に不利益を与える行為
（4）他の会員または第三者の人権を損害する行為
（5）法令に違反する行為または違反するおそれがある行為
（6）本サービスの運用を妨害する行為
（7）本サービスの信用を毀損する行為
（8）その他当行が不適切と判断する行為
２.会員が前項の禁止行為を行い、当行または第三者に損害を与えた場
合には、会員は当該損害を賠償する責任を負うものとします。

３.会員が公開、頒布、流布した情報等により、第三者との間で紛争が生じ
た場合には、会員は自己の責任でその一切を解決することとし、当行に
いかなる迷惑もかけないものとします。

第16条 譲渡・質入等の禁止
本契約に基づく本サービスの権利は、譲渡、質入、または第三者への貸与
等はできません。

第17条 免責事項
１.やむを得ない事由による通信機器、回線等の障害を原因として本サー
ビスの取扱いが遅延したり不能になった場合、それにより生じた損害
については、当行は責任を負いません。

２.災害、事変や法令および官公庁の要請等を受け入れたことによって生
じた損害については、当行は責任を負いません。
３.本サービスの利用時に公衆電話回線等の通信経路において、盗聴が
なされたことにより、本サービスの会員の情報が漏洩した場合、そのた
めに生じた損害については、当行は一切責任を負いません。

４.会員が、本サービスの利用により、損害を被ったとしても、それが当行の
故意・重過失により発生したものでない限り、当行は当該損害を賠償
する責任を負いません。

５.会員が会員資格を喪失した場合には、以降本サービスの利用ができな
くなります。

第18条 準拠法及び管轄
本規約の準拠法は日本法とし、本規約、本サイト及び本サービスに関する
一切の紛争は、福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とし
ます。

2019年4月1日現在
以　　上

マイコイン規約に関しましてはふくぎんホームページ（https://www.fu
kuokabank.co.jp/pdf/bof_mycoin_kiyaku.pdf）をご覧ください。

②個人信用情報機関の住所・連絡先および個人情報の登録情報・登録期間 ③KSC、CICおよびJICCは、相互に提携しています。
（個人情報に関するお問合わせ）
①商品等についてのお問い合わせ・ご相談は、カードを利用された
加盟店にご連絡下さい。
②本同意条項第1条1項(2)号に定める中止のお申出は、下記の当行
テレホンサービスセンターまでお願いします。

＜テレホンサービスセンター＞
〒810-8727 福岡市中央区天神2-13-1／電話番号 0120-788-321
③個人情報の開示・訂正・削除等の会員等の個人情報に関するお問
合わせはお取引店までお願いします。
④個人情報の取扱いに関するご質問・ご意見・苦情は下記の当行サ
ービス監査室までお願いします。

＜サービス監査室＞
〒810-8693 福岡市中央区大手門1丁目8番3号／電話番号 0120-338-678
⑤本規定についてのお問合わせ･ご相談及び支払停止の抗弁に関する
書面については、当行クレジットカードデスクまでご連絡下さい。

＜クレジットカードデスク＞
〒819-0006  福岡市西区姪浜駅南1-7-1／電話番号 092-432-1050
⑥保証会社に対する個人情報の開示・訂正・削除に関しては、下記の
保証会社までお問い合わせください。

＜ふくぎん保証株式会社＞
〒819-0006 福岡市西区姪浜駅南1-7-1／電話番号 092-882-0431
(受付時間　9:00～17:00　土・日・祝日・年末年始除く)
⑦宣伝印刷物の送付等の営業案内の中止のお申し出については下記
にご連絡ください。

＜株式会社ジェーシービー　JCBインフォメーションセンター＞
東京　0422-76-1700　　大阪　06-6941-1700
福岡　092-712-4450　　札幌　011-271-1411
（共同利用会社および利用目的）
本規定に定める共同利用会社は以下のとおりです。
○ 株 式 会 社 J C B ト ラ ベ ル
〒171-0033　東京都豊島区高田3-13-2　高田馬場TSビル
利用目的：旅行サービス、航空券・ゴルフ場等リザベーションサービ
ス等の提供
○株式会社ジェーシービー・サービス
〒107-0062　東京都港区南青山5-1-20　青山ライズフォート

　利用目的：保険サービス等の提供

ふくぎんアレコレカード保証委託約款
第1条(委託の範囲)
私が、ふくぎん保証株式会社（以下「貴社」という）に委託する債務保証の範
囲は、私と株式会社福岡銀行（以下「銀行」という）との間の「ふくぎんアレ
コレカード会員規定」に基づき、私が銀行に対し負担するアレコレカード
利用による債務、損害金その他一切の債務を含むものとし、保証の方法は
貴社と銀行との間に締結されている保証契約によるものとします。
第2条（約款の遵守）
私が貴社の保証を得て、アレコレカードを利用するについては、この
約款のほか「ふくぎんアレコレカード会員規定」の各条項を遵守し、
期日には遅滞なく債務を弁済するものとします。
第3条（保証債務の履行）
1. 貴社が私に対して通知、催告なく保証債務を履行しても私は異議
を述べません。
2. 私は貴社が保証債務の弁済によって銀行が私に対して有する権利
を代位して行使する場合には、私と銀行との間に締結した契約の
ほかにこの約款の各条項を適用されても異議を述べません。
第4条（求償債務の範囲）
1.私は、貴社が前条により保証債務を履行したときは、貴社に対しそ
の弁済額金額および求償に要した費用を直ちに支払います。
2.私は前項により支払うべき金額に対し年14.0％以内の割合の損害
金を支払います。
第5条（求償権の事前行使）
私が次の各号の一つにでも該当したときは求償債務発生前において、
貴社が予め求償権を行使しても私は異議を述べません。
（1）保全処分、強制執行、もしくは競売の申請または破産手続開始、民
事再生手続開始の申立があったとき。

（2）公租・公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき。
（3）手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
（4）私と銀行との間に締結した契約書の一つにでも違反したとき。
（5）その他債務の履行を困難とする事実を予見または認知せられたるとき。
第6条（反社会的勢力の排除）
1.私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を
経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運
動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる
者（以下、これらを「暴力団員等」という）に該当しないこと、および
次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわた
っても該当しないことを確約いたします。
（1）暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
（2）暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係
を有すること

（3）自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三
者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を
利用していると認められる関係を有すること

（4）暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するな
どの関与をしていると認められる関係を有すること

（5）役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会

的に非難されるべき関係を有すること
2.私は、自らまたは第三者を利用して、貴社に対し次の各号の一にで
も該当する行為を行わないことを確約いたします。
（1）暴力的な要求行為
（2）法的な責任を超えた不当な要求行為
（3）取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
（4）風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、ま
たは業務を妨害する行為

（5）その他前各号に準ずる行為
3.私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしく
は前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に
基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との
取引を継続することが不適切である場合には、貴社が請求するこ
とにより、貴社に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、
貴社が事前求償権を行使することを承諾します。
4.前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、貴社になんらの請
求をしません。また、貴社に損害が生じたときは、私がその責任を負います。
5.私は、本契約締結日時点で私と貴社との間に存在するいっさいの
債務についても、本条項が適用されることに同意いたします。
第7条（中止・解約）
1.私について前条各項の事由が生じたときは、いつでも貴社はこの
保証を中止し、または解約する事ができます。
2.前項により貴社から中止または解約の通知を受けたときは、私は直ち
に原債務の弁済その他必要な手続きをとり、貴社には負担をかけません。
第8条（通知義務）
1. 私の氏名、住所、職業（勤務先）に変更を生じ、その他求償権の行使に影響あ
る事態が発生したときは直ちに書面をもって通知し貴社の指示に従います。
①私の財産、債務、経営、収入等について、資料の提供または報告を求め
られたときは、直ちに応じ、また帳簿閲覧等の調査に協力します。

第9条（弁済の充当順序）
私の弁済した金額が、貴社に対する債務の全額を消滅させるに足りないと
きは、貴社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ありません。
第10条（公正証書の作成）
私が貴社から請求ある時は、直ちに求償債務に関し、強制執行認諾条
項のある公正証書の作成に必要な一切の手続きをします。またこの
ために要した費用は私が負担します。
第11条 (合意管轄)
私はこの約款に関して訴訟の必要が生じた場合は、貴社の本社所在
地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。

以上

ふくぎんマイレージサービス「mybank+（マイバンクプラス）」 利用規約

利用規約
「マイバンクプラス」（以下「本サービス」といいます）は、株式会社福岡銀
行（以下「当行」といいます）が定めるこの利用規約（これに関連する規
約・通知等を含み、以下「本規約」といいます）に従い提供されます。お客
さまは本サービスを、本規約に同意した上で利用するものとします。お客
さまが本サービスの利用を開始した場合は、本規約に同意したものとみ
なされます。

第1条 用語の定義
「会員」とは、本規約に同意した上で、本サービスの利用を開始した者をい
います。「会員WEB」とは、当行が運営する、本サービスを提供するWEB
サイトをいいます。「WEB会員」とは、本サービスの会員のうち、会員WEB
を利用可能な会員をいいます。「ステージ判定ポイント」とは、ステージ（以
下に定義します）を判定するために使用するポイント（当行との取引内容
をポイント換算します）をいいます。「ステージ」とは、ステージ判定ポイン
トの合計により決まる会員の状態をいいます。

第2条 サービス内容
本サービスのサービス内容は以下のとおりとします。なお、本サービスの
提供にあたっては、原則として、当行へお届けの住所・氏名・生年月日等
が一致しているお客さまを同一人物として取扱い、ステージ判定ポイント
集計等を行います。
１.当行との取引内容により決まるステージに応じた様 な々特典
２.当行との取引内容に応じて提供するポイント（以下「マイコイン」といい
ます）を様 な々地域特産品・商品券への交換（以下「FFGギフトセレク
ション」といいます）等に利用すること

第3条 対象者
本サービスの会員は、普通預金口座を開設している個人の方に限ります。
ただし、個人事業主・非居住者・任意団体の方は対象外とさせていただき
ます。
第4条 会員登録
当行所定の方法により申込を受付し、所定の手続きを行い、当行がこれ
を承諾した日（以下「契約日」といいます）から本サービスの提供を開始
します。

第5条 IDおよびパスワードの管理
１.WEB会員は会員登録情報、ユーザー ID（メールアドレス）及びパスワー
ドを自らの責任において厳重に管理しなければなりません。
２.WEB会員登録情報、ユーザー ID及びパスワードによりなされた本サー
ビスの利用は、当該情報と一致するWEB会員によりなされたものとみな
します。
３.WEB会員登録情報、ユーザー ID及びパスワードが他の第三者に使用
されたことによってWEB会員が被る損害については、当該WEB会員
の故意過失の有無にかかわらず、当行は一切責任を負いません。
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★リボルビング払いのご案内★
1.毎月のお支払い元金

＊ゴールド、ビジネスカード等をお持ちの会員の方は　1万円以上1千円単位
となります。
※新カードへお切り替えの場合に、指定する欄がない、もしくは指定いただ
いていない場合はお切り替え前の設定元金が引き継がれます。
※スマリボに新規登録する場合は、残高スライドゆとりコースまたは標準
コースのみ選択可能です。

2.手数料率
実質年率13.20％～15.00％
※会員規定に定めるショッピング利用代金の支払区分をすべてショッピン
グリボ払いとする方式を利用する場合は、実質年率15.00％になります。

［初回のご請求］
　実質年率×日数（締切日の翌日より翌月の約定支払日まで）÷365日
［2回目以降のご請求］
　実質年率×日数（約定支払日の翌日より翌月の約定支払日まで）÷365日
3.お支払い例
・定額コース1万円、実質年率15.00％の方が6月30日に7万円をご利用の場合
（1）8月10日のお支払い
①お支払い元金　　　 10,000円
②手数料　　　　　　　747円（7万円×15.00％×26日÷365日）
③8月10日の弁済金　　10,747円（①＋②）

（2）9月10日のお支払い
①お支払い元金　　　 10,000円
②手数料　　　　　　　 764円（6万円×15.00％×31日÷365日）
③9月10日の弁済金　　10,764円（①＋②）

★分割払いのご案内★
1.支払回数表

 

2.お支払い例　利用代金50,000 円、10回払いの場合
（1）手数料…50,000円×（5.58円/100円）＝2,790円
（2）支払金合計…50,000円＋2,790円＝52,790円
（3）支払額…52,790円÷10回＝5,279円※

※お支払い回数表に基づき算出する手数料は、初回の日割計算と
　最終回の端数調整により、実際にお支払いいただく手数料総額
　とは若干異なります。

★ローンのご案内★
 

※総合口座貸越付きのバンクカードからの移項の場合は、その利率
を移項する。

★キャッシングサービス（キャッシング一括払い）のご案内★

● 元 本 ・ 利 息 以 外 の 金 銭 の 支 払 い ●
ATM手数料・・・取扱金額1万円：110円、取扱金額1万円超：220円（含む消費税）
※但し、当行が認める場合は割引もしくは無料とすることがあります。
★アレコレカードローン 返済金額★

★繰上返済方法★

1：全額繰上返済：分割払い以外の場合、日割計算にて返済日までの手数料ま
たは利息を併せて支払うものとします。分割払いの場合、期限未到来の分割
払手数料のうち当行所定の割合による金額の払戻しを当行に請求できま
す。
2：一部繰上返済：原則として返済金の全額を元本の返済に充当する
ものとし、次回以降の支払期日に、日割計算にて元本額に応じた
手数料または利息を支払うものとします。

スマリボ特約
（※本特約は、2019年4月以降、株式会社福岡銀行および株式会社ジェー
シービー（以下、「両社」）が別途公表する日より（ただし、第9条は2018年10
月1日より）有効となります。※アレコレJCBリボルビングカードは本特約の対象
外となります。）
第1条（総則）　
1.本特約は、両社所定の会員規定（個人用）（以下「会員規定」という。）第
15条第16項(1)号に基づき、会員がショッピング利用代金の支払区分をシ
ョッピングリボ払いとする場合のサービス内容および利用条件等を定める
ものです。なお、本特約において特に定義のない用語については、会員規
定におけるものと同様の意味を有します。
2.本特約と会員規定その他の付随規定（以下「会員規定等」という。）との
間に内容の相違がある場合、本特約が優先して適用されます。本特約に
定めのない事項については、会員規定等が適用されます。
第2条（定義）
1.「スマリボ」（以下「本サービス」という。）とは、会員規定第15条第16項(1)
号に基づき、原則として全てのショッピング利用代金の支払区分をショッピ
ングリボ払いとするサービスをいいます。
2.「利用者」とは、本特約第3条に基づき、本サービスの利用登録が完了し
た会員をいいます。
第3条（利用登録）
1.本サービスの利用を希望する会員は、本特約を承認の上、両社所定の
方法により、両社に本サービスの利用を申し込むものとします。両社は、会
員の申し込みを承諾した場合に、当該会員の利用登録を行います。
2.前項の利用登録の申し込みができる会員は、会員規定（個人用）の適用
を受ける会員です。ただし、一部の会員は、前項の利用登録の申し込み
を行うことができません。
第4条（本サービスの内容）
1.本サービスの内容は、以下のとおりとします。ただし、利用者により提供を
受けることができるサービスに制限のある場合があります。　
（1）利用者が会員規定第15条に基づきショッピング利用をするに当たり、シ
ョッピング1回払いを指定した場合、当該ショッピング利用の支払区分
は、原則として全てショッピングリボ払いとなります。ただし、電子マネー
の入金、カードの付帯サービス料金その他両社が指定するもの（JCB
のホームページ等で公表します。)の支払区分はショッピング1回払いと
なります。なお、利用者がショッピング利用をするに当たり、ショッピング1
回払い以外の支払区分を指定した場合、本サービスの適用は受けま
せん。

（2）本サービスの利用登録がなされている間、会員規定第8条第6項(1)号

から(3)号に基づき会員がショッピング利用できる金額を算定するに当
たり、適用される機能別利用可能枠は会員規定第8条第1項に定める
「ショッピングリボ払い利用可能枠」となります。

（3）(1)号および(2)号にかかわらず、利用者がショッピングリボ払い利用可
能枠を超えてショッピング利用をした場合、当該利用可能枠を超過し
た利用分については、会員規定第15条第17項(1)号に基づき、ショッピ
ング1回払いとしてお支払いいただくものとします。

（4）ショッピングリボ払いの支払方法は会員規定第15条第20項に定めると
おりです。また、支払いコースは、会員規定末尾の「リボルビング払いの
ご案内」に記載するコースのうち「残高スライドゆとりコース」または「残
高スライド標準コース」となります。各支払いコースの詳細および手数
料率は、「リボルビング払いのご案内」に記載のとおりです。

（5）利用者は、本サービスの利用登録が有効になされている間、別途両
社が公表する条件を充たした場合には、両社が公表する内容の優遇
サービスを受けることができます。

2.両社は、営業上その他の理由により、本サービスの内容を変更することが
できるものとします。この場合、両社は、利用者に対して、3ヶ月前まで（ただ
し、重要な変更については6ヶ月前まで）に公表または通知します。ただし、
緊急を要する場合には、この限りではありません。
第5条（本サービスの利用方法）
利用者は、ショッピング利用をするに当たって、ショッピング1回払いをご指定く
ださい。
第6条（利用登録の抹消）
1.利用者は、両社が定める方法で本サービスの解除を申し出ることにより、
利用登録を抹消することができます。
2.両社は、(1)利用者が約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき、(2)
利用者が会員規定等または本特約に違反したとき、(3)利用者のショッピ
ングリボ払い利用可能枠が0円となったとき、(4)その他利用者のカード利
用状況または信用状況等に照らして、本サービスの利用が適当でないと
判断した場合には、当該利用者の利用登録を抹消することができます。
3.前二項に基づき利用登録が抹消された場合、会員は以後、利用者では
なくなり、本サービスを利用することはできません。この場合、会員がその後
に利用したショッピング利用については、本特約は適用されず、会員規定
等のみが適用されます。
4.第1項または第2項に基づき利用登録が抹消された場合であっても、それ
までのショッピング利用については、本特約第4条第1項(1)号から(4)号が
適用されます。ただし、利用者が会員規定第28条に基づき期限の利益を
喪失した場合には、この限りではありません。
第7条（本サービスの終了）
両社は、営業上その他の理由により、本サービスを終了することができます。
この場合、両社は本サービス終了の6ヶ月前までに利用者に通知します。本
サービスが終了した場合、前条第3項および第4項が準用されます。
第8条（本特約の改定）
1.両社は、本特約を変更することができるものとします。この場合、両社は当
該変更について、利用者に対し、公表または通知します。
2.利用者は、前項の公表または通知ののち、本サービスを利用したことをも
って当該変更に同意したものとします。

第9条（「支払い名人」からの移行）
1.「支払い名人」とは、両社が会員規定第15条第16項(1)号に基づき、別途
公表する内容に基づき、本特約公表日現在において提供しているサービ
スです。
2.両社は、2018年10月1日以降の、両社が別途公表する日をもって「支払い
名人」のサービスを終了し、会員規定第15条第16項柱書に基づき、その
後のサービス利用を認めません。
3.従来「支払い名人」のサービスを利用されていた会員のうち、会員規定
第15条第16項(1)号に基づくサービスの提供を引き続き希望される方につ
いては、両社が承認した場合、前項に定める公表日をもって、本特約第3
条に基づき利用登録がなされ、本サービスに移行されるものとします。
4.前項の場合、本特約第4条第1項(4)号にかかわらず、ショッピングリボ払い
の支払いコースは、会員規定末尾の「リボルビング払いのご案内」に記
載するコースのうち、前項に基づく移行時点で、当該会員に対して適用さ
れている支払いコースまたは残高スライド標準コースとなります。いずれの
支払いコースが適用されるかについては、利用者に個別に通知されるご
案内に記載されます。また、利用者は、移行日以降会員専用WEBサービ
ス「MyJCB」またはカードご利用代金明細書にて、いずれの支払いコー
スが適用されるかを確認することが可能です。

ショッピングスキップ払いのご案内
ご利用金額にショッピングスキップ払い手数料を加えた金額を、ご指定の
お支払い月の10日（ただし、当日が金融機関休業日の場合は翌営業日）
に一括（1回）でのお支払いとなります。
手数料：ご利用金額×手数料率（月利）×繰延月数（変更前お支払い月か
らご指定のお支払い月までの月数をいいます。）
支払期間：54～239日
1.手数料率
実質年率15.00％［月利1.25％］
2.お支払い例
実質年率 15.00％の方が 6月30日にショッピング 1 回払いにて1 万円
を利用し（8月10日お支払い分にて利用）、お支払い月を11月10日へ
変更した場合
〈11月10日のお支払い〉
①お支払い元金　10,000 円
②手数料　375円（1万円×3ヵ月×（15.00％/12ヵ月））
③11月10日の支払額（支払総額）　10,375 円（①+②）

個人情報の取扱いに関する同意条項
＜本同意条項はアレコレJCBカード会員規定（以下「本規定」という）の一部を構成します＞
第1条（個人情報の収集、保有、利用等）
1.会員または会員の予定者(以下総称して「会員等」という)は、当行ま
たはJCBが会員等の個人情報につき必要な保護措置を行ったうえで
以下のとおり取り扱うことに同意します｡
（1）本契約(本申し込みを含む。以下同じ)を含む当行またはJCBもし
くは両社との取引に関する与信判断および与信後の管理のため
に、以下の個人情報を収集、利用すること。
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号（ショートメッセージサービスの送
信先番号を兼ねる）、勤務先、Ｅメールアドレス等、会員等が入会申込
時および本規定第１１条に基づき届け出た事項。
②入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、会員等と
両社の契約内容に関する事項。
③会員のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容およ
び与信判断や債権回収その他の与信後の管理の過程におい
て両社が知り得た事項。
④会員等が入会申込時に届け出た収入・負債・家族構成等、当行
またはJCBが収集したクレジット利用・支払履歴。
⑤犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認
書類等の記載事項。または会員等が当行に提出した収入証明
書類等の記載事項。
⑥当行またはJCBが適正かつ適法な方法で収集した住民票等公
的機関が発行する書類の記載事項（公的機関に当該書類の交
付を申請するに際し、法令等に基づき、①②③のうち必要な
情報が公的機関に開示される場合があります。）。
⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
⑧インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面
取引で、会員が加盟店における購入画面等に入力した氏名、Eメー
ルアドレス、電話番号、商品等送付先住所および請求先住所等の
取引情報（以下「オンライン取引情報」という。）。
⑨インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面
取引で、会員が当該オンライン取引の際に使用したパソコン、スマー
トフォンおよびタブレット端末等の機器に関する情報（ＯＳの種類・言
語、ＩＰアドレス、位置情報、端末識別番号等）（以下「デバイス情報」
という。）。

（2）以下の目的のために、前号に定める個人情報を利用すること。た
だし、会員が本号②に定める市場調査または本号③に定める営業案
内について当行またはJCBに中止を申し出た場合、両社は業務運
営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。（中止の申し
出は本規定末尾に記載のお問合せ先へ連絡するものとします。）
①カードの機能、付帯サービス等の提供。
②当行またはJCBもしくは両社のクレジットカード事業その他の
当行またはJCBもしくは両社の事業（当行またはJCBの定款記
載の事業をいう。以下「両社事業」という場合において同じ。）にお

ける新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
③両社事業における宣伝物の送付等、当行、JCBまたは当行が認
めるクレジットカード利用可能加盟店（会員規定第15条に定
めるものをいう。）等の営業案内。
④両社事業における宣伝物の送付または電話・Eメールその他
の通信手段等の方法による、当行、ＪＣＢまたは加盟店そ
の他の営業案内、および貸付の契約に関する勧誘。
⑤刑事訴訟法第197条第2項に基づく捜査関係事項照会その他
各種法令に基づき公的機関・公的団体等から提出を求めら
れた場合の公的機関・公的団体等への提供。

（3）本契約に基づく当行またはＪＣＢの業務を第三者に委託する場合
に、業務の遂行に必要な範囲で、本項（1）①②③④⑤⑥⑦⑧⑨の個人
情報を当該業務委託先に預託すること。

（4）割賦販売法等に基づき第三者によるカード番号の不正利用の防止を
図る業務を行うため、インターネット等によるオンライン取引等の
通信手段を用いた非対面取引で、オンライン取引情報とデバイス情
報に含まれる本項(1)⑧⑨の個人情報を使用して本人認証を行うこ
と。なお、当該分析の結果、当該非対面取引が第三者によるカード
番号の不正利用である可能性が相対的に高いと判断された取引につ
いては、当行は会員らの財産の保護を図るため、追加の本人確認手
続きを求めたり、当該非対面取引におけるショッピング利用を拒絶
したりする場合があります。両社は当該業務のために、本項(1)⑧⑨
の個人情報を不正検知サービスを運営する事業者に提供し、当該事
業者から当該事業者が行った分析結果を受領します。また当該事業
者は、会員によるオンライン取引完了後も当該個人情報を個人が直
接特定できないような形式に置き換えたうえで一定期間保管し、当
該事業者内において、当該事業者が提携する両社以外の組織向けの
不正検知サービスにおける分析のためにも当該情報を使用します。
詳細については、JCBのホームページ内のJ/Secure(TM)サービスに
関する案内にて確認できます。

2.会員等は、当行、ＪＣＢおよびＪＣＢカード取引システムに参加するＪＣＢの提
携会社が、与信判断および与信後の管理、その他自己との取引上の判
断のため、第1項（1）①②③④の個人情報を共同利用することに同意しま
す。（ＪＣＢカード取引システムに参加するＪＣＢの提携会社は次のホームペ
ージにて確認できます。https://www.jcb.co.jp/r/riyou/）なお、本項に基
づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はＪＣＢとな
ります。
3.会員等は、本申し込みにおいて保証会社に保証を委託する場合は、
第1項（1）①②③④の個人情報を、保証会社においては本項（1）に定
める目的の達成に必要な範囲で、当行およびJCBにおいては本項
（2）に定める目的の達成に必要な範囲で、当行およびJCBと保証会社
が相互に提供し、利用することに同意します。
（1）保証会社の利用目的

①本申込みの受付、保証の審査および保証の決定
②会員等の委託に係る保証取引（以下「本件保証取引」という。）

に関する与信判断および与信後の管理
③加盟する個人信用情報機関への提供および適正かつ適法と
認められる範囲での第三者への提供
④本件保証取引上の権利行使および義務の履行
⑤法令等によって認められる権利行使および義務の履行
⑥本件保証取引上必要な会員等への連絡および郵便物等の送付

（2）当行およびJCBの利用目的
①当行またはJCBもしくは両社との取引に関する与信判断およ
び与信後の管理
②本条第1項（2）①②③の目的

第2条（個人信用情報機関の利用および登録）
1.会員等は、当行および保証会社が利用・登録する個人信用情報機関（個
人の支払能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情
報の提供を業とするもの）について以下のとおり同意します。
（1）当行および保証会社が自己の与信取引上の判断（返済能力また
は転居先の調査をいう。ただし、割賦販売法および貸金業法に
より、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的
に限る。）のためにそれぞれが加盟する個人信用情報機関（以下
「加盟個人信用情報機関」という。）および当該機関と提携する
個人信用情報機関（以下「提携個人信用情報機関」という。）に照
会し、本会員等の個人情報（官報等において公開されている情報、
当該各機関によって登録された不渡情報、登録された情報に関し
本人から苦情を受け調査中である旨の情報、および本人確認資
料の紛失・盗難等にかかり本人から申告された情報など、加盟個
人信用情報機関および提携個人信用情報機関のそれぞれが独自
に収集・登録した情報を含む。以下本条において同じ。）が登録さ
れている場合はこれを利用すること。

（2）本規定末尾に加盟個人信用情報機関毎に記載されている「登録情報
および登録期間」表の「登録情報」欄に定める本会員等の個人情報（そ
の履歴を含む。）が各加盟個人信用情報機関に同表に定める期間登録
され、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員が自己の与
信取引上の判断（返済能力または転居先の調査をいう。ただし、割賦
販売法および貸金業法により、返済能力に関する情報については返済
能力の調査の目的に限る。）のためにこれを利用すること。

（3）前号の個人情報について、個人情報の正確性および最新性の維持、
苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟
個人信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保の
ために必要な範囲において、加盟個人信用情報機関および当該機
関の加盟会員が個人情報を相互に提供し、利用すること。

2.2005年3月30日までに入会された家族会員および家族会員として入
会を申し込まれた方（以下「家族会員等」という。）は、家族会員等の入会
時の同意に基づき、家族会員等の本契約に関する客観的な取引事実
に基づく個人情報が加盟個人信用情報機関に登録されている場合は、
当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員が家族会員等の支
払能力調査のためにこれを利用することを引き続き承認します。
3.加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関は、本規定末

尾に記載の個人信用情報機関とします。各機関の加盟資格、加盟会
員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、当行
および保証会社が新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、書
面その他の方法により通知するものとします。
第3条（個人情報の開示、訂正、削除）
1.会員等は、当行、保証会社、JCB、共同利用会社、加盟個人信用情報機
関に対して、当該会社および機関がそれぞれ保有する自己に関する
個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求
は以下に連絡するものとします。
（1）当行、保証会社、JCBおよび共同利用会社への開示請求：本規定
末尾に記載のお問合せ先へ

（2）加盟個人信用情報機関への開示請求：本規定末尾に記載の各加
盟個人信用情報機関へ

2.万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、
当行、保証会社、JCBおよび共同利用会社は速やかに訂正または削
除に応じるものとします。
第4条（個人情報の取り扱いに関する不同意）
両社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場
合、または本章に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場
合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。なお、第
1条第1項(2)②に定める市場調査または同(3)に定める当行、JCBまたは
加盟店等の営業案内に対する中止の申し出があっても、入会を断ること
や退会の手続きをとることはありません。（本条に関する申し出は本規
定末尾に記載のお問合せ先へ連絡するものとします。）
第5条（契約不成立時および退会後の個人情報）
1.両社が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承
認をしない理由のいかんを問わず、第1条に定める目的（ただし、第
1条第1項(2)②に定める市場調査および同③に定める当行、JCBま
たは加盟店等の営業案内を除く。）および第2条の定めに基づき一
定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2.会員規定第30条、31条に定める会員資格の取消または退会の申し
出後も、第1条に定める目的（ただし、第1条第1項（2）②に定める市
場調査および同③に定める当行、JCBまたは加盟店等の営業案内を
除く。）および開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社が定
める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第6条（同意条項の位置付け及び変更）
1.本同意条項はアレコレカード会員規定の一部を構成します。
2.本同意条項は法令に定める手続により、必要な範囲内で変更でき
るものとします。

（加盟個人信用情報機関および登録情報・登録内容）
①銀行および保証会社が加盟する個人信用情報機関

第6条 ステージと特典
１.会員の当行全店での取引を集計して、毎月末にステージ判定ポイント
を算出します。

２.同一取引項目内に複数の取引がある場合でもステージ判定ポイントは
二重にカウントしません。

３.ステージ判定ポイントを合計してステージを決定し、翌月１５日から翌々
月１４日までステージに応じた特典を受けることができます。

４.ステージ判定ポイントの対象となる取引項目やポイント数、ステージの
判定基準・特典などの詳細はホームページ等でお知らせします。なお、
この取引項目等は、事前の通知無く変更することがあります。

５.ステージは取引状況に応じて毎月末に見直します。

第7条 マイコインの提供
１.当行との取引内容等に応じて提供されるマイコインは、iBankマーケ
ティング株式会社（以下「iBankマーケティング」といいます）が提供す
るポイントサービスです。

２.マイコインの内容および利用条件は、iBankマーケティングが別途定め
る「マイコイン規約」に定めるとおりとします。

３.本サービスによるマイコイン取得条件等は、当行ホームページ等で告知
します。なお、この提供基準等は、事前の通知無く変更することがあり
ます。

第8条 ＦＦＧギフトセレクションに関する注意事項
１.FFGギフトセレクションのマイコイン交換比率等の諸条件はホーム
ページ等で告知します。なお、この交換比率等の諸条件は、事情変更
等の理由により、事前の通知無く変更することがあります。

２.マイコインの交換は、当行所定の本人確認を実施したうえで、会員
WEB上における所定の操作または当行営業店窓口におけるお申込に
より受け付けます。

３.会員が当行に届け出た住所等の情報が、会員の責に帰すべき事由に
より誤っていた場合、会員が不利益、損害等を被ったとしても、当行は
一切責任を負いません。

４.その他の届出事項に誤りがあったこと、または届出事項について届出
を怠ったことで、会員が不利益、損害等を被ったとしても、当行は一切
責任を負いません。

５.マイコインは、FFGギフトセレクション交換お申し込み受付完了時点
で、獲得日の古い順に減算します。

６.お申し込み手続き完了後、お申し込み内容の変更・キャンセルはできま
せん。ただし、やむを得ない事由により、同等の価格の景品に変更する
ことがあります。

７.景品の仕様、デザイン、品揃えを、予告なく変更する場合がございます。

第9条 サービス内容の改廃及び規約の変更等
１.本サービス内容は、当行の都合により、事前の通知無く変更することが
あります。

２.本規約は、当行の都合で変更することがあります。規約変更日以降は
変更後の規約に従うものとし、この変更によって生じた損害について当

行の責めに帰すべき場合を除き当行は一切の責任を負いません。
３.前各項の改廃および変更については、その効力が発生する日（「効力発
生日」といいます）までに、ホームページ等適切な方法により、効力発生
日と改廃および変更内容を周知いたします。ただし、会員の一般の利
益に適合する場合は、即時に改廃および変更内容を適用することがあ
ります。

第10条 個人情報その他会員に関する情報の取扱い
１.当行は、会員の個人情報その他の会員に関する情報を、当行が別途定
める個人情報保護宣言に従って適切に取り扱います。

２.iBankマーケティングに対し、マイコイン管理を目的として、以下の個人
情報を提供します。会員は個人情報の提供に同意するものとします。
　【提供する情報の項目】取引店、口座番号等
３.凸版印刷株式会社・株式会社千趣会、および商品出店業者に対し、
FFGギフトセレクションの運営および商品発送を目的として、以下の個
人情報を提供することがあり、会員は個人情報の提供に同意するもの
とします。
　【提供する情報の項目】氏名、発送先住所、電話番号等

第11条 通知
当行は、WEB会員が登録したメールアドレスに、本サービスに関する広
告・宣伝やその他サービスの販売促進を目的としたメールを配信すること
があります。ただし、WEB会員からメール配信を中止するよう申し出が
あった場合、当行はただちに当該目的でのメールアドレスの取扱いを中止
します。

第12条 反社会的勢力等の排除
１.会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を経
過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動
等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者
（以下これらを「暴力団員等」といいます）に該当しないこと、及び次の
各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当
しないことを確約します。
（1）暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
（2）暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有
すること

（3）自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を
加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認め
られる関係を有すること

（4）暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関
与をしていると認められる関係を有すること

（5）役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に
非難されるべき関係を有すること

２.会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為
を行わないことを確約するものとします。
（1）暴力的な要求行為
（2）法的な責任を超えた不当な要求行為
（3）取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

（4）風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損
し、又は相手方の業務を妨害する行為

（5）その他前各号に準ずる行為
３.当行は、会員が暴力団員等もしくは第１項各号のいずれかに該当し、も
しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第１項の規定に
基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、本契約を継
続することが不適切である場合には、直ちに本契約を解除することが
できます。

４.前項の規定の適用により本契約が解除された場合、会員は当行に生じ
た損害を賠償する責任を負います。また、当該解除により会員に損害が
生じても、会員は当行に一切請求を行うことができないものとします。

第13条 利用停止
会員が次のいずれかに該当した場合は、本サービスの利用を停止します。
（1）会員について、支払の停止があったとき、または破産、民事再生手
続開始の申立があったとき

（2）会員が手形交換所の取引停止処分を受けたとき
（3）届出の住所・氏名宛に郵送した通知または送付書類が未着として
当行に返戻されるなど、会員が所在不明となったとき

（4）会員が申込みの時に虚偽の申告をしたとき
（5）会員がその他本規定に違反する等、当行がサービスの中止を必要
とする相当の事由が発生したとき

第14条 退会
１.本サービス会員が本契約を解約する場合は、当行所定の方法によるも
のとします。

２.次のいずれかに該当した場合は、会員から解約の申出なく、本サービ
スの契約は終了することがあります。
（1）全ての口座を解約した場合
（2）全ての口座が普通預金規定等に基づき、解約された場合
（3）当行が、別途定める一定期間の利用がないために、全ての口座の預
金取引を停止した場合

（4）会員本人が亡くなられた場合
３.次のいずれかに該当した場合は、当行はいつでも、本サービスを解約
することができます。
（1）会員について、支払の停止があったとき、または破産、民事再生手
続開始の申立があったとき

（2）会員が手形交換所の取引停止処分を受けたとき
（3）住所変更を怠るなど会員の責めに帰すべき事由によって当行におい
て会員の所在が不明になったとき

（4）会員が申込みの時に虚偽の申告をしたとき
（5）会員がその他本規定に違反する等、当行がサービスの中止を必要
とする相当の事由が発生したとき

４.本契約が終了した場合、本サービスで保有していたマイコインは失効
します。併せて、各種手数料の優遇や特典を受けることもできなくなり
ます。

第15条 禁止事項
１.会員は本サービスの利用にあたり、以下の行為はしてはならないものと
します。
（1）公序良俗に反する行為
（2）他の会員または第三者を誹謗中傷する行為
（3）他の会員または第三者に不利益を与える行為
（4）他の会員または第三者の人権を損害する行為
（5）法令に違反する行為または違反するおそれがある行為
（6）本サービスの運用を妨害する行為
（7）本サービスの信用を毀損する行為
（8）その他当行が不適切と判断する行為
２.会員が前項の禁止行為を行い、当行または第三者に損害を与えた場
合には、会員は当該損害を賠償する責任を負うものとします。

３.会員が公開、頒布、流布した情報等により、第三者との間で紛争が生じ
た場合には、会員は自己の責任でその一切を解決することとし、当行に
いかなる迷惑もかけないものとします。

第16条 譲渡・質入等の禁止
本契約に基づく本サービスの権利は、譲渡、質入、または第三者への貸与
等はできません。

第17条 免責事項
１.やむを得ない事由による通信機器、回線等の障害を原因として本サー
ビスの取扱いが遅延したり不能になった場合、それにより生じた損害
については、当行は責任を負いません。

２.災害、事変や法令および官公庁の要請等を受け入れたことによって生
じた損害については、当行は責任を負いません。
３.本サービスの利用時に公衆電話回線等の通信経路において、盗聴が
なされたことにより、本サービスの会員の情報が漏洩した場合、そのた
めに生じた損害については、当行は一切責任を負いません。

４.会員が、本サービスの利用により、損害を被ったとしても、それが当行の
故意・重過失により発生したものでない限り、当行は当該損害を賠償
する責任を負いません。

５.会員が会員資格を喪失した場合には、以降本サービスの利用ができな
くなります。

第18条 準拠法及び管轄
本規約の準拠法は日本法とし、本規約、本サイト及び本サービスに関する
一切の紛争は、福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とし
ます。

2019年4月1日現在
以　　上

マイコイン規約に関しましてはふくぎんホームページ（https://www.fu
kuokabank.co.jp/pdf/bof_mycoin_kiyaku.pdf）をご覧ください。

②個人信用情報機関の住所・連絡先および個人情報の登録情報・登録期間 ③KSC、CICおよびJICCは、相互に提携しています。
（個人情報に関するお問合わせ）
①商品等についてのお問い合わせ・ご相談は、カードを利用された
加盟店にご連絡下さい。
②本同意条項第1条1項(2)号に定める中止のお申出は、下記の当行
テレホンサービスセンターまでお願いします。

＜テレホンサービスセンター＞
〒810-8727 福岡市中央区天神2-13-1／電話番号 0120-788-321
③個人情報の開示・訂正・削除等の会員等の個人情報に関するお問
合わせはお取引店までお願いします。
④個人情報の取扱いに関するご質問・ご意見・苦情は下記の当行サ
ービス監査室までお願いします。

＜サービス監査室＞
〒810-8693 福岡市中央区大手門1丁目8番3号／電話番号 0120-338-678
⑤本規定についてのお問合わせ･ご相談及び支払停止の抗弁に関する
書面については、当行クレジットカードデスクまでご連絡下さい。

＜クレジットカードデスク＞
〒819-0006  福岡市西区姪浜駅南1-7-1／電話番号 092-432-1050
⑥保証会社に対する個人情報の開示・訂正・削除に関しては、下記の
保証会社までお問い合わせください。

＜ふくぎん保証株式会社＞
〒819-0006 福岡市西区姪浜駅南1-7-1／電話番号 092-882-0431
(受付時間　9:00～17:00　土・日・祝日・年末年始除く)
⑦宣伝印刷物の送付等の営業案内の中止のお申し出については下記
にご連絡ください。

＜株式会社ジェーシービー　JCBインフォメーションセンター＞
東京　0422-76-1700　　大阪　06-6941-1700
福岡　092-712-4450　　札幌　011-271-1411
（共同利用会社および利用目的）
本規定に定める共同利用会社は以下のとおりです。
○ 株 式 会 社 J C B ト ラ ベ ル
〒171-0033　東京都豊島区高田3-13-2　高田馬場TSビル
利用目的：旅行サービス、航空券・ゴルフ場等リザベーションサービ
ス等の提供
○株式会社ジェーシービー・サービス
〒107-0062　東京都港区南青山5-1-20　青山ライズフォート

　利用目的：保険サービス等の提供

ふくぎんアレコレカード保証委託約款
第1条(委託の範囲)
私が、ふくぎん保証株式会社（以下「貴社」という）に委託する債務保証の範
囲は、私と株式会社福岡銀行（以下「銀行」という）との間の「ふくぎんアレ
コレカード会員規定」に基づき、私が銀行に対し負担するアレコレカード
利用による債務、損害金その他一切の債務を含むものとし、保証の方法は
貴社と銀行との間に締結されている保証契約によるものとします。
第2条（約款の遵守）
私が貴社の保証を得て、アレコレカードを利用するについては、この
約款のほか「ふくぎんアレコレカード会員規定」の各条項を遵守し、
期日には遅滞なく債務を弁済するものとします。
第3条（保証債務の履行）
1. 貴社が私に対して通知、催告なく保証債務を履行しても私は異議
を述べません。
2. 私は貴社が保証債務の弁済によって銀行が私に対して有する権利
を代位して行使する場合には、私と銀行との間に締結した契約の
ほかにこの約款の各条項を適用されても異議を述べません。
第4条（求償債務の範囲）
1.私は、貴社が前条により保証債務を履行したときは、貴社に対しそ
の弁済額金額および求償に要した費用を直ちに支払います。
2.私は前項により支払うべき金額に対し年14.0％以内の割合の損害
金を支払います。
第5条（求償権の事前行使）
私が次の各号の一つにでも該当したときは求償債務発生前において、
貴社が予め求償権を行使しても私は異議を述べません。
（1）保全処分、強制執行、もしくは競売の申請または破産手続開始、民
事再生手続開始の申立があったとき。

（2）公租・公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき。
（3）手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
（4）私と銀行との間に締結した契約書の一つにでも違反したとき。
（5）その他債務の履行を困難とする事実を予見または認知せられたるとき。
第6条（反社会的勢力の排除）
1.私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を
経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運
動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる
者（以下、これらを「暴力団員等」という）に該当しないこと、および
次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわた
っても該当しないことを確約いたします。
（1）暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
（2）暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係
を有すること

（3）自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三
者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を
利用していると認められる関係を有すること

（4）暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するな
どの関与をしていると認められる関係を有すること

（5）役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会

的に非難されるべき関係を有すること
2.私は、自らまたは第三者を利用して、貴社に対し次の各号の一にで
も該当する行為を行わないことを確約いたします。
（1）暴力的な要求行為
（2）法的な責任を超えた不当な要求行為
（3）取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
（4）風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、ま
たは業務を妨害する行為

（5）その他前各号に準ずる行為
3.私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしく
は前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に
基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との
取引を継続することが不適切である場合には、貴社が請求するこ
とにより、貴社に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、
貴社が事前求償権を行使することを承諾します。
4.前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、貴社になんらの請
求をしません。また、貴社に損害が生じたときは、私がその責任を負います。
5.私は、本契約締結日時点で私と貴社との間に存在するいっさいの
債務についても、本条項が適用されることに同意いたします。
第7条（中止・解約）
1.私について前条各項の事由が生じたときは、いつでも貴社はこの
保証を中止し、または解約する事ができます。
2.前項により貴社から中止または解約の通知を受けたときは、私は直ち
に原債務の弁済その他必要な手続きをとり、貴社には負担をかけません。
第8条（通知義務）
1. 私の氏名、住所、職業（勤務先）に変更を生じ、その他求償権の行使に影響あ
る事態が発生したときは直ちに書面をもって通知し貴社の指示に従います。
①私の財産、債務、経営、収入等について、資料の提供または報告を求め
られたときは、直ちに応じ、また帳簿閲覧等の調査に協力します。

第9条（弁済の充当順序）
私の弁済した金額が、貴社に対する債務の全額を消滅させるに足りないと
きは、貴社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ありません。
第10条（公正証書の作成）
私が貴社から請求ある時は、直ちに求償債務に関し、強制執行認諾条
項のある公正証書の作成に必要な一切の手続きをします。またこの
ために要した費用は私が負担します。
第11条 (合意管轄)
私はこの約款に関して訴訟の必要が生じた場合は、貴社の本社所在
地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。

以上

ふくぎんマイレージサービス「mybank+（マイバンクプラス）」 利用規約

利用規約
「マイバンクプラス」（以下「本サービス」といいます）は、株式会社福岡銀
行（以下「当行」といいます）が定めるこの利用規約（これに関連する規
約・通知等を含み、以下「本規約」といいます）に従い提供されます。お客
さまは本サービスを、本規約に同意した上で利用するものとします。お客
さまが本サービスの利用を開始した場合は、本規約に同意したものとみ
なされます。

第1条 用語の定義
「会員」とは、本規約に同意した上で、本サービスの利用を開始した者をい
います。「会員WEB」とは、当行が運営する、本サービスを提供するWEB
サイトをいいます。「WEB会員」とは、本サービスの会員のうち、会員WEB
を利用可能な会員をいいます。「ステージ判定ポイント」とは、ステージ（以
下に定義します）を判定するために使用するポイント（当行との取引内容
をポイント換算します）をいいます。「ステージ」とは、ステージ判定ポイン
トの合計により決まる会員の状態をいいます。

第2条 サービス内容
本サービスのサービス内容は以下のとおりとします。なお、本サービスの
提供にあたっては、原則として、当行へお届けの住所・氏名・生年月日等
が一致しているお客さまを同一人物として取扱い、ステージ判定ポイント
集計等を行います。
１.当行との取引内容により決まるステージに応じた様 な々特典
２.当行との取引内容に応じて提供するポイント（以下「マイコイン」といい
ます）を様 な々地域特産品・商品券への交換（以下「FFGギフトセレク
ション」といいます）等に利用すること

第3条 対象者
本サービスの会員は、普通預金口座を開設している個人の方に限ります。
ただし、個人事業主・非居住者・任意団体の方は対象外とさせていただき
ます。
第4条 会員登録
当行所定の方法により申込を受付し、所定の手続きを行い、当行がこれ
を承諾した日（以下「契約日」といいます）から本サービスの提供を開始
します。

第5条 IDおよびパスワードの管理
１.WEB会員は会員登録情報、ユーザー ID（メールアドレス）及びパスワー
ドを自らの責任において厳重に管理しなければなりません。
２.WEB会員登録情報、ユーザー ID及びパスワードによりなされた本サー
ビスの利用は、当該情報と一致するWEB会員によりなされたものとみな
します。
３.WEB会員登録情報、ユーザー ID及びパスワードが他の第三者に使用
されたことによってWEB会員が被る損害については、当該WEB会員
の故意過失の有無にかかわらず、当行は一切責任を負いません。



★リボルビング払いのご案内★
1.毎月のお支払い元金

＊ゴールド、ビジネスカード等をお持ちの会員の方は　1万円以上1千円単位
となります。
※新カードへお切り替えの場合に、指定する欄がない、もしくは指定いただ
いていない場合はお切り替え前の設定元金が引き継がれます。
※スマリボに新規登録する場合は、残高スライドゆとりコースまたは標準
コースのみ選択可能です。

2.手数料率
実質年率13.20％～15.00％
※会員規定に定めるショッピング利用代金の支払区分をすべてショッピン
グリボ払いとする方式を利用する場合は、実質年率15.00％になります。

［初回のご請求］
　実質年率×日数（締切日の翌日より翌月の約定支払日まで）÷365日
［2回目以降のご請求］
　実質年率×日数（約定支払日の翌日より翌月の約定支払日まで）÷365日
3.お支払い例
・定額コース1万円、実質年率15.00％の方が6月30日に7万円をご利用の場合
（1）8月10日のお支払い
①お支払い元金　　　 10,000円
②手数料　　　　　　　747円（7万円×15.00％×26日÷365日）
③8月10日の弁済金　　10,747円（①＋②）

（2）9月10日のお支払い
①お支払い元金　　　 10,000円
②手数料　　　　　　　 764円（6万円×15.00％×31日÷365日）
③9月10日の弁済金　　10,764円（①＋②）

★分割払いのご案内★
1.支払回数表

 

2.お支払い例　利用代金50,000 円、10回払いの場合
（1）手数料…50,000円×（5.58円/100円）＝2,790円
（2）支払金合計…50,000円＋2,790円＝52,790円
（3）支払額…52,790円÷10回＝5,279円※

※お支払い回数表に基づき算出する手数料は、初回の日割計算と
　最終回の端数調整により、実際にお支払いいただく手数料総額
　とは若干異なります。

★ローンのご案内★
 

※総合口座貸越付きのバンクカードからの移項の場合は、その利率
を移項する。

★キャッシングサービス（キャッシング一括払い）のご案内★

● 元 本 ・ 利 息 以 外 の 金 銭 の 支 払 い ●
ATM手数料・・・取扱金額1万円：110円、取扱金額1万円超：220円（含む消費税）
※但し、当行が認める場合は割引もしくは無料とすることがあります。
★アレコレカードローン 返済金額★

★繰上返済方法★

1：全額繰上返済：分割払い以外の場合、日割計算にて返済日までの手数料ま
たは利息を併せて支払うものとします。分割払いの場合、期限未到来の分割
払手数料のうち当行所定の割合による金額の払戻しを当行に請求できま
す。
2：一部繰上返済：原則として返済金の全額を元本の返済に充当する
ものとし、次回以降の支払期日に、日割計算にて元本額に応じた
手数料または利息を支払うものとします。

スマリボ特約
（※本特約は、2019年4月以降、株式会社福岡銀行および株式会社ジェー
シービー（以下、「両社」）が別途公表する日より（ただし、第9条は2018年10
月1日より）有効となります。※アレコレJCBリボルビングカードは本特約の対象
外となります。）
第1条（総則）　
1.本特約は、両社所定の会員規定（個人用）（以下「会員規定」という。）第
15条第16項(1)号に基づき、会員がショッピング利用代金の支払区分をシ
ョッピングリボ払いとする場合のサービス内容および利用条件等を定める
ものです。なお、本特約において特に定義のない用語については、会員規
定におけるものと同様の意味を有します。
2.本特約と会員規定その他の付随規定（以下「会員規定等」という。）との
間に内容の相違がある場合、本特約が優先して適用されます。本特約に
定めのない事項については、会員規定等が適用されます。
第2条（定義）
1.「スマリボ」（以下「本サービス」という。）とは、会員規定第15条第16項(1)
号に基づき、原則として全てのショッピング利用代金の支払区分をショッピ
ングリボ払いとするサービスをいいます。
2.「利用者」とは、本特約第3条に基づき、本サービスの利用登録が完了し
た会員をいいます。
第3条（利用登録）
1.本サービスの利用を希望する会員は、本特約を承認の上、両社所定の
方法により、両社に本サービスの利用を申し込むものとします。両社は、会
員の申し込みを承諾した場合に、当該会員の利用登録を行います。
2.前項の利用登録の申し込みができる会員は、会員規定（個人用）の適用
を受ける会員です。ただし、一部の会員は、前項の利用登録の申し込み
を行うことができません。
第4条（本サービスの内容）
1.本サービスの内容は、以下のとおりとします。ただし、利用者により提供を
受けることができるサービスに制限のある場合があります。　
（1）利用者が会員規定第15条に基づきショッピング利用をするに当たり、シ
ョッピング1回払いを指定した場合、当該ショッピング利用の支払区分
は、原則として全てショッピングリボ払いとなります。ただし、電子マネー
の入金、カードの付帯サービス料金その他両社が指定するもの（JCB
のホームページ等で公表します。)の支払区分はショッピング1回払いと
なります。なお、利用者がショッピング利用をするに当たり、ショッピング1
回払い以外の支払区分を指定した場合、本サービスの適用は受けま
せん。

（2）本サービスの利用登録がなされている間、会員規定第8条第6項(1)号

から(3)号に基づき会員がショッピング利用できる金額を算定するに当
たり、適用される機能別利用可能枠は会員規定第8条第1項に定める
「ショッピングリボ払い利用可能枠」となります。

（3）(1)号および(2)号にかかわらず、利用者がショッピングリボ払い利用可
能枠を超えてショッピング利用をした場合、当該利用可能枠を超過し
た利用分については、会員規定第15条第17項(1)号に基づき、ショッピ
ング1回払いとしてお支払いいただくものとします。

（4）ショッピングリボ払いの支払方法は会員規定第15条第20項に定めると
おりです。また、支払いコースは、会員規定末尾の「リボルビング払いの
ご案内」に記載するコースのうち「残高スライドゆとりコース」または「残
高スライド標準コース」となります。各支払いコースの詳細および手数
料率は、「リボルビング払いのご案内」に記載のとおりです。

（5）利用者は、本サービスの利用登録が有効になされている間、別途両
社が公表する条件を充たした場合には、両社が公表する内容の優遇
サービスを受けることができます。

2.両社は、営業上その他の理由により、本サービスの内容を変更することが
できるものとします。この場合、両社は、利用者に対して、3ヶ月前まで（ただ
し、重要な変更については6ヶ月前まで）に公表または通知します。ただし、
緊急を要する場合には、この限りではありません。
第5条（本サービスの利用方法）
利用者は、ショッピング利用をするに当たって、ショッピング1回払いをご指定く
ださい。
第6条（利用登録の抹消）
1.利用者は、両社が定める方法で本サービスの解除を申し出ることにより、
利用登録を抹消することができます。
2.両社は、(1)利用者が約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき、(2)
利用者が会員規定等または本特約に違反したとき、(3)利用者のショッピ
ングリボ払い利用可能枠が0円となったとき、(4)その他利用者のカード利
用状況または信用状況等に照らして、本サービスの利用が適当でないと
判断した場合には、当該利用者の利用登録を抹消することができます。
3.前二項に基づき利用登録が抹消された場合、会員は以後、利用者では
なくなり、本サービスを利用することはできません。この場合、会員がその後
に利用したショッピング利用については、本特約は適用されず、会員規定
等のみが適用されます。
4.第1項または第2項に基づき利用登録が抹消された場合であっても、それ
までのショッピング利用については、本特約第4条第1項(1)号から(4)号が
適用されます。ただし、利用者が会員規定第28条に基づき期限の利益を
喪失した場合には、この限りではありません。
第7条（本サービスの終了）
両社は、営業上その他の理由により、本サービスを終了することができます。
この場合、両社は本サービス終了の6ヶ月前までに利用者に通知します。本
サービスが終了した場合、前条第3項および第4項が準用されます。
第8条（本特約の改定）
1.両社は、本特約を変更することができるものとします。この場合、両社は当
該変更について、利用者に対し、公表または通知します。
2.利用者は、前項の公表または通知ののち、本サービスを利用したことをも
って当該変更に同意したものとします。

第9条（「支払い名人」からの移行）
1.「支払い名人」とは、両社が会員規定第15条第16項(1)号に基づき、別途
公表する内容に基づき、本特約公表日現在において提供しているサービ
スです。
2.両社は、2018年10月1日以降の、両社が別途公表する日をもって「支払い
名人」のサービスを終了し、会員規定第15条第16項柱書に基づき、その
後のサービス利用を認めません。
3.従来「支払い名人」のサービスを利用されていた会員のうち、会員規定
第15条第16項(1)号に基づくサービスの提供を引き続き希望される方につ
いては、両社が承認した場合、前項に定める公表日をもって、本特約第3
条に基づき利用登録がなされ、本サービスに移行されるものとします。
4.前項の場合、本特約第4条第1項(4)号にかかわらず、ショッピングリボ払い
の支払いコースは、会員規定末尾の「リボルビング払いのご案内」に記
載するコースのうち、前項に基づく移行時点で、当該会員に対して適用さ
れている支払いコースまたは残高スライド標準コースとなります。いずれの
支払いコースが適用されるかについては、利用者に個別に通知されるご
案内に記載されます。また、利用者は、移行日以降会員専用WEBサービ
ス「MyJCB」またはカードご利用代金明細書にて、いずれの支払いコー
スが適用されるかを確認することが可能です。

ショッピングスキップ払いのご案内
ご利用金額にショッピングスキップ払い手数料を加えた金額を、ご指定の
お支払い月の10日（ただし、当日が金融機関休業日の場合は翌営業日）
に一括（1回）でのお支払いとなります。
手数料：ご利用金額×手数料率（月利）×繰延月数（変更前お支払い月か
らご指定のお支払い月までの月数をいいます。）
支払期間：54～239日
1.手数料率
実質年率15.00％［月利1.25％］
2.お支払い例
実質年率 15.00％の方が 6月30日にショッピング 1 回払いにて1 万円
を利用し（8月10日お支払い分にて利用）、お支払い月を11月10日へ
変更した場合
〈11月10日のお支払い〉
①お支払い元金　10,000 円
②手数料　375円（1万円×3ヵ月×（15.00％/12ヵ月））
③11月10日の支払額（支払総額）　10,375 円（①+②）

個人情報の取扱いに関する同意条項
＜本同意条項はアレコレJCBカード会員規定（以下「本規定」という）の一部を構成します＞
第1条（個人情報の収集、保有、利用等）
1.会員または会員の予定者(以下総称して「会員等」という)は、当行ま
たはJCBが会員等の個人情報につき必要な保護措置を行ったうえで
以下のとおり取り扱うことに同意します｡
（1）本契約(本申し込みを含む。以下同じ)を含む当行またはJCBもし
くは両社との取引に関する与信判断および与信後の管理のため
に、以下の個人情報を収集、利用すること。
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号（ショートメッセージサービスの送
信先番号を兼ねる）、勤務先、Ｅメールアドレス等、会員等が入会申込
時および本規定第１１条に基づき届け出た事項。
②入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、会員等と
両社の契約内容に関する事項。
③会員のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容およ
び与信判断や債権回収その他の与信後の管理の過程におい
て両社が知り得た事項。
④会員等が入会申込時に届け出た収入・負債・家族構成等、当行
またはJCBが収集したクレジット利用・支払履歴。
⑤犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認
書類等の記載事項。または会員等が当行に提出した収入証明
書類等の記載事項。
⑥当行またはJCBが適正かつ適法な方法で収集した住民票等公
的機関が発行する書類の記載事項（公的機関に当該書類の交
付を申請するに際し、法令等に基づき、①②③のうち必要な
情報が公的機関に開示される場合があります。）。
⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
⑧インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面
取引で、会員が加盟店における購入画面等に入力した氏名、Eメー
ルアドレス、電話番号、商品等送付先住所および請求先住所等の
取引情報（以下「オンライン取引情報」という。）。
⑨インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面
取引で、会員が当該オンライン取引の際に使用したパソコン、スマー
トフォンおよびタブレット端末等の機器に関する情報（ＯＳの種類・言
語、ＩＰアドレス、位置情報、端末識別番号等）（以下「デバイス情報」
という。）。

（2）以下の目的のために、前号に定める個人情報を利用すること。た
だし、会員が本号②に定める市場調査または本号③に定める営業案
内について当行またはJCBに中止を申し出た場合、両社は業務運
営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。（中止の申し
出は本規定末尾に記載のお問合せ先へ連絡するものとします。）
①カードの機能、付帯サービス等の提供。
②当行またはJCBもしくは両社のクレジットカード事業その他の
当行またはJCBもしくは両社の事業（当行またはJCBの定款記
載の事業をいう。以下「両社事業」という場合において同じ。）にお

ける新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
③両社事業における宣伝物の送付等、当行、JCBまたは当行が認
めるクレジットカード利用可能加盟店（会員規定第15条に定
めるものをいう。）等の営業案内。
④両社事業における宣伝物の送付または電話・Eメールその他
の通信手段等の方法による、当行、ＪＣＢまたは加盟店そ
の他の営業案内、および貸付の契約に関する勧誘。
⑤刑事訴訟法第197条第2項に基づく捜査関係事項照会その他
各種法令に基づき公的機関・公的団体等から提出を求めら
れた場合の公的機関・公的団体等への提供。

（3）本契約に基づく当行またはＪＣＢの業務を第三者に委託する場合
に、業務の遂行に必要な範囲で、本項（1）①②③④⑤⑥⑦⑧⑨の個人
情報を当該業務委託先に預託すること。

（4）割賦販売法等に基づき第三者によるカード番号の不正利用の防止を
図る業務を行うため、インターネット等によるオンライン取引等の
通信手段を用いた非対面取引で、オンライン取引情報とデバイス情
報に含まれる本項(1)⑧⑨の個人情報を使用して本人認証を行うこ
と。なお、当該分析の結果、当該非対面取引が第三者によるカード
番号の不正利用である可能性が相対的に高いと判断された取引につ
いては、当行は会員らの財産の保護を図るため、追加の本人確認手
続きを求めたり、当該非対面取引におけるショッピング利用を拒絶
したりする場合があります。両社は当該業務のために、本項(1)⑧⑨
の個人情報を不正検知サービスを運営する事業者に提供し、当該事
業者から当該事業者が行った分析結果を受領します。また当該事業
者は、会員によるオンライン取引完了後も当該個人情報を個人が直
接特定できないような形式に置き換えたうえで一定期間保管し、当
該事業者内において、当該事業者が提携する両社以外の組織向けの
不正検知サービスにおける分析のためにも当該情報を使用します。
詳細については、JCBのホームページ内のJ/Secure(TM)サービスに
関する案内にて確認できます。

2.会員等は、当行、ＪＣＢおよびＪＣＢカード取引システムに参加するＪＣＢの提
携会社が、与信判断および与信後の管理、その他自己との取引上の判
断のため、第1項（1）①②③④の個人情報を共同利用することに同意しま
す。（ＪＣＢカード取引システムに参加するＪＣＢの提携会社は次のホームペ
ージにて確認できます。https://www.jcb.co.jp/r/riyou/）なお、本項に基
づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はＪＣＢとな
ります。
3.会員等は、本申し込みにおいて保証会社に保証を委託する場合は、
第1項（1）①②③④の個人情報を、保証会社においては本項（1）に定
める目的の達成に必要な範囲で、当行およびJCBにおいては本項
（2）に定める目的の達成に必要な範囲で、当行およびJCBと保証会社
が相互に提供し、利用することに同意します。
（1）保証会社の利用目的

①本申込みの受付、保証の審査および保証の決定
②会員等の委託に係る保証取引（以下「本件保証取引」という。）

に関する与信判断および与信後の管理
③加盟する個人信用情報機関への提供および適正かつ適法と
認められる範囲での第三者への提供
④本件保証取引上の権利行使および義務の履行
⑤法令等によって認められる権利行使および義務の履行
⑥本件保証取引上必要な会員等への連絡および郵便物等の送付

（2）当行およびJCBの利用目的
①当行またはJCBもしくは両社との取引に関する与信判断およ
び与信後の管理
②本条第1項（2）①②③の目的

第2条（個人信用情報機関の利用および登録）
1.会員等は、当行および保証会社が利用・登録する個人信用情報機関（個
人の支払能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情
報の提供を業とするもの）について以下のとおり同意します。
（1）当行および保証会社が自己の与信取引上の判断（返済能力また
は転居先の調査をいう。ただし、割賦販売法および貸金業法に
より、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的
に限る。）のためにそれぞれが加盟する個人信用情報機関（以下
「加盟個人信用情報機関」という。）および当該機関と提携する
個人信用情報機関（以下「提携個人信用情報機関」という。）に照
会し、本会員等の個人情報（官報等において公開されている情報、
当該各機関によって登録された不渡情報、登録された情報に関し
本人から苦情を受け調査中である旨の情報、および本人確認資
料の紛失・盗難等にかかり本人から申告された情報など、加盟個
人信用情報機関および提携個人信用情報機関のそれぞれが独自
に収集・登録した情報を含む。以下本条において同じ。）が登録さ
れている場合はこれを利用すること。

（2）本規定末尾に加盟個人信用情報機関毎に記載されている「登録情報
および登録期間」表の「登録情報」欄に定める本会員等の個人情報（そ
の履歴を含む。）が各加盟個人信用情報機関に同表に定める期間登録
され、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員が自己の与
信取引上の判断（返済能力または転居先の調査をいう。ただし、割賦
販売法および貸金業法により、返済能力に関する情報については返済
能力の調査の目的に限る。）のためにこれを利用すること。

（3）前号の個人情報について、個人情報の正確性および最新性の維持、
苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟
個人信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保の
ために必要な範囲において、加盟個人信用情報機関および当該機
関の加盟会員が個人情報を相互に提供し、利用すること。

2.2005年3月30日までに入会された家族会員および家族会員として入
会を申し込まれた方（以下「家族会員等」という。）は、家族会員等の入会
時の同意に基づき、家族会員等の本契約に関する客観的な取引事実
に基づく個人情報が加盟個人信用情報機関に登録されている場合は、
当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員が家族会員等の支
払能力調査のためにこれを利用することを引き続き承認します。
3.加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関は、本規定末

尾に記載の個人信用情報機関とします。各機関の加盟資格、加盟会
員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、当行
および保証会社が新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、書
面その他の方法により通知するものとします。
第3条（個人情報の開示、訂正、削除）
1.会員等は、当行、保証会社、JCB、共同利用会社、加盟個人信用情報機
関に対して、当該会社および機関がそれぞれ保有する自己に関する
個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求
は以下に連絡するものとします。
（1）当行、保証会社、JCBおよび共同利用会社への開示請求：本規定
末尾に記載のお問合せ先へ

（2）加盟個人信用情報機関への開示請求：本規定末尾に記載の各加
盟個人信用情報機関へ

2.万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、
当行、保証会社、JCBおよび共同利用会社は速やかに訂正または削
除に応じるものとします。
第4条（個人情報の取り扱いに関する不同意）
両社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場
合、または本章に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場
合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。なお、第
1条第1項(2)②に定める市場調査または同(3)に定める当行、JCBまたは
加盟店等の営業案内に対する中止の申し出があっても、入会を断ること
や退会の手続きをとることはありません。（本条に関する申し出は本規
定末尾に記載のお問合せ先へ連絡するものとします。）
第5条（契約不成立時および退会後の個人情報）
1.両社が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承
認をしない理由のいかんを問わず、第1条に定める目的（ただし、第
1条第1項(2)②に定める市場調査および同③に定める当行、JCBま
たは加盟店等の営業案内を除く。）および第2条の定めに基づき一
定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2.会員規定第30条、31条に定める会員資格の取消または退会の申し
出後も、第1条に定める目的（ただし、第1条第1項（2）②に定める市
場調査および同③に定める当行、JCBまたは加盟店等の営業案内を
除く。）および開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社が定
める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第6条（同意条項の位置付け及び変更）
1.本同意条項はアレコレカード会員規定の一部を構成します。
2.本同意条項は法令に定める手続により、必要な範囲内で変更でき
るものとします。

（加盟個人信用情報機関および登録情報・登録内容）
①銀行および保証会社が加盟する個人信用情報機関

第6条 ステージと特典
１.会員の当行全店での取引を集計して、毎月末にステージ判定ポイント
を算出します。

２.同一取引項目内に複数の取引がある場合でもステージ判定ポイントは
二重にカウントしません。

３.ステージ判定ポイントを合計してステージを決定し、翌月１５日から翌々
月１４日までステージに応じた特典を受けることができます。

４.ステージ判定ポイントの対象となる取引項目やポイント数、ステージの
判定基準・特典などの詳細はホームページ等でお知らせします。なお、
この取引項目等は、事前の通知無く変更することがあります。

５.ステージは取引状況に応じて毎月末に見直します。

第7条 マイコインの提供
１.当行との取引内容等に応じて提供されるマイコインは、iBankマーケ
ティング株式会社（以下「iBankマーケティング」といいます）が提供す
るポイントサービスです。

２.マイコインの内容および利用条件は、iBankマーケティングが別途定め
る「マイコイン規約」に定めるとおりとします。

３.本サービスによるマイコイン取得条件等は、当行ホームページ等で告知
します。なお、この提供基準等は、事前の通知無く変更することがあり
ます。

第8条 ＦＦＧギフトセレクションに関する注意事項
１.FFGギフトセレクションのマイコイン交換比率等の諸条件はホーム
ページ等で告知します。なお、この交換比率等の諸条件は、事情変更
等の理由により、事前の通知無く変更することがあります。

２.マイコインの交換は、当行所定の本人確認を実施したうえで、会員
WEB上における所定の操作または当行営業店窓口におけるお申込に
より受け付けます。

３.会員が当行に届け出た住所等の情報が、会員の責に帰すべき事由に
より誤っていた場合、会員が不利益、損害等を被ったとしても、当行は
一切責任を負いません。

４.その他の届出事項に誤りがあったこと、または届出事項について届出
を怠ったことで、会員が不利益、損害等を被ったとしても、当行は一切
責任を負いません。

５.マイコインは、FFGギフトセレクション交換お申し込み受付完了時点
で、獲得日の古い順に減算します。

６.お申し込み手続き完了後、お申し込み内容の変更・キャンセルはできま
せん。ただし、やむを得ない事由により、同等の価格の景品に変更する
ことがあります。

７.景品の仕様、デザイン、品揃えを、予告なく変更する場合がございます。

第9条 サービス内容の改廃及び規約の変更等
１.本サービス内容は、当行の都合により、事前の通知無く変更することが
あります。

２.本規約は、当行の都合で変更することがあります。規約変更日以降は
変更後の規約に従うものとし、この変更によって生じた損害について当
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行の責めに帰すべき場合を除き当行は一切の責任を負いません。
３.前各項の改廃および変更については、その効力が発生する日（「効力発
生日」といいます）までに、ホームページ等適切な方法により、効力発生
日と改廃および変更内容を周知いたします。ただし、会員の一般の利
益に適合する場合は、即時に改廃および変更内容を適用することがあ
ります。

第10条 個人情報その他会員に関する情報の取扱い
１.当行は、会員の個人情報その他の会員に関する情報を、当行が別途定
める個人情報保護宣言に従って適切に取り扱います。

２.iBankマーケティングに対し、マイコイン管理を目的として、以下の個人
情報を提供します。会員は個人情報の提供に同意するものとします。
　【提供する情報の項目】取引店、口座番号等
３.凸版印刷株式会社・株式会社千趣会、および商品出店業者に対し、
FFGギフトセレクションの運営および商品発送を目的として、以下の個
人情報を提供することがあり、会員は個人情報の提供に同意するもの
とします。
　【提供する情報の項目】氏名、発送先住所、電話番号等

第11条 通知
当行は、WEB会員が登録したメールアドレスに、本サービスに関する広
告・宣伝やその他サービスの販売促進を目的としたメールを配信すること
があります。ただし、WEB会員からメール配信を中止するよう申し出が
あった場合、当行はただちに当該目的でのメールアドレスの取扱いを中止
します。

第12条 反社会的勢力等の排除
１.会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を経
過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動
等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者
（以下これらを「暴力団員等」といいます）に該当しないこと、及び次の
各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当
しないことを確約します。
（1）暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
（2）暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有
すること

（3）自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を
加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認め
られる関係を有すること

（4）暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関
与をしていると認められる関係を有すること

（5）役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に
非難されるべき関係を有すること

２.会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為
を行わないことを確約するものとします。
（1）暴力的な要求行為
（2）法的な責任を超えた不当な要求行為
（3）取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

（4）風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損
し、又は相手方の業務を妨害する行為

（5）その他前各号に準ずる行為
３.当行は、会員が暴力団員等もしくは第１項各号のいずれかに該当し、も
しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第１項の規定に
基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、本契約を継
続することが不適切である場合には、直ちに本契約を解除することが
できます。

４.前項の規定の適用により本契約が解除された場合、会員は当行に生じ
た損害を賠償する責任を負います。また、当該解除により会員に損害が
生じても、会員は当行に一切請求を行うことができないものとします。

第13条 利用停止
会員が次のいずれかに該当した場合は、本サービスの利用を停止します。
（1）会員について、支払の停止があったとき、または破産、民事再生手
続開始の申立があったとき

（2）会員が手形交換所の取引停止処分を受けたとき
（3）届出の住所・氏名宛に郵送した通知または送付書類が未着として
当行に返戻されるなど、会員が所在不明となったとき

（4）会員が申込みの時に虚偽の申告をしたとき
（5）会員がその他本規定に違反する等、当行がサービスの中止を必要
とする相当の事由が発生したとき

第14条 退会
１.本サービス会員が本契約を解約する場合は、当行所定の方法によるも
のとします。

２.次のいずれかに該当した場合は、会員から解約の申出なく、本サービ
スの契約は終了することがあります。
（1）全ての口座を解約した場合
（2）全ての口座が普通預金規定等に基づき、解約された場合
（3）当行が、別途定める一定期間の利用がないために、全ての口座の預
金取引を停止した場合

（4）会員本人が亡くなられた場合
３.次のいずれかに該当した場合は、当行はいつでも、本サービスを解約
することができます。
（1）会員について、支払の停止があったとき、または破産、民事再生手
続開始の申立があったとき

（2）会員が手形交換所の取引停止処分を受けたとき
（3）住所変更を怠るなど会員の責めに帰すべき事由によって当行におい
て会員の所在が不明になったとき

（4）会員が申込みの時に虚偽の申告をしたとき
（5）会員がその他本規定に違反する等、当行がサービスの中止を必要
とする相当の事由が発生したとき

４.本契約が終了した場合、本サービスで保有していたマイコインは失効
します。併せて、各種手数料の優遇や特典を受けることもできなくなり
ます。

第15条 禁止事項
１.会員は本サービスの利用にあたり、以下の行為はしてはならないものと
します。
（1）公序良俗に反する行為
（2）他の会員または第三者を誹謗中傷する行為
（3）他の会員または第三者に不利益を与える行為
（4）他の会員または第三者の人権を損害する行為
（5）法令に違反する行為または違反するおそれがある行為
（6）本サービスの運用を妨害する行為
（7）本サービスの信用を毀損する行為
（8）その他当行が不適切と判断する行為
２.会員が前項の禁止行為を行い、当行または第三者に損害を与えた場
合には、会員は当該損害を賠償する責任を負うものとします。

３.会員が公開、頒布、流布した情報等により、第三者との間で紛争が生じ
た場合には、会員は自己の責任でその一切を解決することとし、当行に
いかなる迷惑もかけないものとします。

第16条 譲渡・質入等の禁止
本契約に基づく本サービスの権利は、譲渡、質入、または第三者への貸与
等はできません。

第17条 免責事項
１.やむを得ない事由による通信機器、回線等の障害を原因として本サー
ビスの取扱いが遅延したり不能になった場合、それにより生じた損害
については、当行は責任を負いません。

２.災害、事変や法令および官公庁の要請等を受け入れたことによって生
じた損害については、当行は責任を負いません。
３.本サービスの利用時に公衆電話回線等の通信経路において、盗聴が
なされたことにより、本サービスの会員の情報が漏洩した場合、そのた
めに生じた損害については、当行は一切責任を負いません。

４.会員が、本サービスの利用により、損害を被ったとしても、それが当行の
故意・重過失により発生したものでない限り、当行は当該損害を賠償
する責任を負いません。

５.会員が会員資格を喪失した場合には、以降本サービスの利用ができな
くなります。

第18条 準拠法及び管轄
本規約の準拠法は日本法とし、本規約、本サイト及び本サービスに関する
一切の紛争は、福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とし
ます。

2019年4月1日現在
以　　上

マイコイン規約に関しましてはふくぎんホームページ（https://www.fu
kuokabank.co.jp/pdf/bof_mycoin_kiyaku.pdf）をご覧ください。

②個人信用情報機関の住所・連絡先および個人情報の登録情報・登録期間 ③KSC、CICおよびJICCは、相互に提携しています。
（個人情報に関するお問合わせ）
①商品等についてのお問い合わせ・ご相談は、カードを利用された
加盟店にご連絡下さい。
②本同意条項第1条1項(2)号に定める中止のお申出は、下記の当行
テレホンサービスセンターまでお願いします。

＜テレホンサービスセンター＞
〒810-8727 福岡市中央区天神2-13-1／電話番号 0120-788-321
③個人情報の開示・訂正・削除等の会員等の個人情報に関するお問
合わせはお取引店までお願いします。
④個人情報の取扱いに関するご質問・ご意見・苦情は下記の当行サ
ービス監査室までお願いします。

＜サービス監査室＞
〒810-8693 福岡市中央区大手門1丁目8番3号／電話番号 0120-338-678
⑤本規定についてのお問合わせ･ご相談及び支払停止の抗弁に関する
書面については、当行クレジットカードデスクまでご連絡下さい。

＜クレジットカードデスク＞
〒819-0006  福岡市西区姪浜駅南1-7-1／電話番号 092-432-1050
⑥保証会社に対する個人情報の開示・訂正・削除に関しては、下記の
保証会社までお問い合わせください。

＜ふくぎん保証株式会社＞
〒819-0006 福岡市西区姪浜駅南1-7-1／電話番号 092-882-0431
(受付時間　9:00～17:00　土・日・祝日・年末年始除く)
⑦宣伝印刷物の送付等の営業案内の中止のお申し出については下記
にご連絡ください。

＜株式会社ジェーシービー　JCBインフォメーションセンター＞
東京　0422-76-1700　　大阪　06-6941-1700
福岡　092-712-4450　　札幌　011-271-1411
（共同利用会社および利用目的）
本規定に定める共同利用会社は以下のとおりです。
○ 株 式 会 社 J C B ト ラ ベ ル
〒171-0033　東京都豊島区高田3-13-2　高田馬場TSビル
利用目的：旅行サービス、航空券・ゴルフ場等リザベーションサービ
ス等の提供
○株式会社ジェーシービー・サービス
〒107-0062　東京都港区南青山5-1-20　青山ライズフォート
　利用目的：保険サービス等の提供

ふくぎんアレコレカード保証委託約款
第1条(委託の範囲)
私が、ふくぎん保証株式会社（以下「貴社」という）に委託する債務保証の範
囲は、私と株式会社福岡銀行（以下「銀行」という）との間の「ふくぎんアレ
コレカード会員規定」に基づき、私が銀行に対し負担するアレコレカード
利用による債務、損害金その他一切の債務を含むものとし、保証の方法は
貴社と銀行との間に締結されている保証契約によるものとします。
第2条（約款の遵守）
私が貴社の保証を得て、アレコレカードを利用するについては、この
約款のほか「ふくぎんアレコレカード会員規定」の各条項を遵守し、
期日には遅滞なく債務を弁済するものとします。
第3条（保証債務の履行）
1. 貴社が私に対して通知、催告なく保証債務を履行しても私は異議
を述べません。
2. 私は貴社が保証債務の弁済によって銀行が私に対して有する権利
を代位して行使する場合には、私と銀行との間に締結した契約の
ほかにこの約款の各条項を適用されても異議を述べません。
第4条（求償債務の範囲）
1.私は、貴社が前条により保証債務を履行したときは、貴社に対しそ
の弁済額金額および求償に要した費用を直ちに支払います。
2.私は前項により支払うべき金額に対し年14.0％以内の割合の損害
金を支払います。
第5条（求償権の事前行使）
私が次の各号の一つにでも該当したときは求償債務発生前において、
貴社が予め求償権を行使しても私は異議を述べません。
（1）保全処分、強制執行、もしくは競売の申請または破産手続開始、民
事再生手続開始の申立があったとき。

（2）公租・公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき。
（3）手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
（4）私と銀行との間に締結した契約書の一つにでも違反したとき。
（5）その他債務の履行を困難とする事実を予見または認知せられたるとき。
第6条（反社会的勢力の排除）
1.私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を
経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運
動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる
者（以下、これらを「暴力団員等」という）に該当しないこと、および
次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわた
っても該当しないことを確約いたします。
（1）暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
（2）暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係
を有すること

（3）自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三
者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を
利用していると認められる関係を有すること

（4）暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するな
どの関与をしていると認められる関係を有すること

（5）役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会

的に非難されるべき関係を有すること
2.私は、自らまたは第三者を利用して、貴社に対し次の各号の一にで
も該当する行為を行わないことを確約いたします。
（1）暴力的な要求行為
（2）法的な責任を超えた不当な要求行為
（3）取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
（4）風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、ま
たは業務を妨害する行為

（5）その他前各号に準ずる行為
3.私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしく
は前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に
基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との
取引を継続することが不適切である場合には、貴社が請求するこ
とにより、貴社に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、
貴社が事前求償権を行使することを承諾します。
4.前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、貴社になんらの請
求をしません。また、貴社に損害が生じたときは、私がその責任を負います。
5.私は、本契約締結日時点で私と貴社との間に存在するいっさいの
債務についても、本条項が適用されることに同意いたします。
第7条（中止・解約）
1.私について前条各項の事由が生じたときは、いつでも貴社はこの
保証を中止し、または解約する事ができます。
2.前項により貴社から中止または解約の通知を受けたときは、私は直ち
に原債務の弁済その他必要な手続きをとり、貴社には負担をかけません。
第8条（通知義務）
1. 私の氏名、住所、職業（勤務先）に変更を生じ、その他求償権の行使に影響あ
る事態が発生したときは直ちに書面をもって通知し貴社の指示に従います。
①私の財産、債務、経営、収入等について、資料の提供または報告を求め
られたときは、直ちに応じ、また帳簿閲覧等の調査に協力します。

第9条（弁済の充当順序）
私の弁済した金額が、貴社に対する債務の全額を消滅させるに足りないと
きは、貴社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ありません。
第10条（公正証書の作成）
私が貴社から請求ある時は、直ちに求償債務に関し、強制執行認諾条
項のある公正証書の作成に必要な一切の手続きをします。またこの
ために要した費用は私が負担します。
第11条 (合意管轄)
私はこの約款に関して訴訟の必要が生じた場合は、貴社の本社所在
地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。

以上

ふくぎんマイレージサービス「mybank+（マイバンクプラス）」 利用規約

利用規約
「マイバンクプラス」（以下「本サービス」といいます）は、株式会社福岡銀
行（以下「当行」といいます）が定めるこの利用規約（これに関連する規
約・通知等を含み、以下「本規約」といいます）に従い提供されます。お客
さまは本サービスを、本規約に同意した上で利用するものとします。お客
さまが本サービスの利用を開始した場合は、本規約に同意したものとみ
なされます。

第1条 用語の定義
「会員」とは、本規約に同意した上で、本サービスの利用を開始した者をい
います。「会員WEB」とは、当行が運営する、本サービスを提供するWEB
サイトをいいます。「WEB会員」とは、本サービスの会員のうち、会員WEB
を利用可能な会員をいいます。「ステージ判定ポイント」とは、ステージ（以
下に定義します）を判定するために使用するポイント（当行との取引内容
をポイント換算します）をいいます。「ステージ」とは、ステージ判定ポイン
トの合計により決まる会員の状態をいいます。

第2条 サービス内容
本サービスのサービス内容は以下のとおりとします。なお、本サービスの
提供にあたっては、原則として、当行へお届けの住所・氏名・生年月日等
が一致しているお客さまを同一人物として取扱い、ステージ判定ポイント
集計等を行います。
１.当行との取引内容により決まるステージに応じた様 な々特典
２.当行との取引内容に応じて提供するポイント（以下「マイコイン」といい
ます）を様 な々地域特産品・商品券への交換（以下「FFGギフトセレク
ション」といいます）等に利用すること

第3条 対象者
本サービスの会員は、普通預金口座を開設している個人の方に限ります。
ただし、個人事業主・非居住者・任意団体の方は対象外とさせていただき
ます。
第4条 会員登録
当行所定の方法により申込を受付し、所定の手続きを行い、当行がこれ
を承諾した日（以下「契約日」といいます）から本サービスの提供を開始
します。

第5条 IDおよびパスワードの管理
１.WEB会員は会員登録情報、ユーザー ID（メールアドレス）及びパスワー
ドを自らの責任において厳重に管理しなければなりません。
２.WEB会員登録情報、ユーザー ID及びパスワードによりなされた本サー
ビスの利用は、当該情報と一致するWEB会員によりなされたものとみな
します。
３.WEB会員登録情報、ユーザー ID及びパスワードが他の第三者に使用
されたことによってWEB会員が被る損害については、当該WEB会員
の故意過失の有無にかかわらず、当行は一切責任を負いません。

株式会社  福岡銀行
ふくぎん保証  株式会社

加盟する個人信用情報機関銀行・保証会社名

全国銀行個人信用情報センター／株式会社シー・アイ・シー
／株式会社日本信用情報機構

全国銀行個人信用情報
センター（KSC）
〒100-8216
東京都千代田区丸の内
1-3-1 

https://www.zengin
kyo.or.jp/pcic/index.
html
TEL 03-3214-5020
主に金融機関とその関係
会社を会員とする個人
信用情報機関

登録情報と登録期間個人信用情報機関
○氏名、生年月日、性別、住所（本人への郵便
不着の有無等を含む。）、電話番号、勤務先
等の本人情報：下記の情報のいずれかが登
録されている期間。

○借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の
内容及びその返済状況（延滞、代位弁済、強制
回収手続、解約、完済等の事実を含む。）：本契
約期間中及び本契約終了日（完済していない
場合は完済日）から５年を超えない期間。

○銀行及び保証会社が加盟する個人信用情報機
関を利用した日及び本契約またはその申込の
内容等：当該利用日から１年を超えない期間。
○不渡情報：第１回目不渡は不渡発生日から
６ヶ月を超えない期間、取引停止処分は取
引停止処分日から５年を超えない期間。
○官報情報：破産手続開始決定等を受けた日
から10年を超えない期間。
○登録情報に関する苦情を受け、調査中であ
る旨：当該調査中の期間。
○本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人申告情
報：本人から申告のあった日から５年を超えない期間。

建物建替えのため、2016年
10月11日から2020年度まで
東京都千代田区丸の内
2-5-1に仮移転します。
仮移転先から戻る期日につ
いては、決定次第、同センタ
ーのウェブサイトに掲載され
ます。（ )

○氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤
務先電話番号、運転免許証等の記号番号等
本人を特定するための情報：下記の情報の
いずれかが登録されている期間。

○本契約に係る申込をした事実：銀行及び保証会
社が個人信用情報機関に照会した日から６ヶ月間。

○本契約に係る客観的な取引事実※：契約期
間中及び契約終了後５年以内。
※上記の「本契約に係る客観的な取引事実」
は、契約の種類、契約日、契約額、商品名お
よびその数量/回数/期間、支払回数、利
用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、
完済日、月々の支払状況等（解約、完済、支
払停止抗弁の申立等の事実を含む）とする。

○債務の支払を延滞した事実：契約期間中及
び契約終了後５年間。

（株）シー・アイ・シー（CIC）
   割賦販売法に基づく
   指定信用情報機関
〒160-8375
東京都新宿区西新宿
1-23-7 新宿ファースト
ウエスト15階
https://www.cic.co.jp
フリーダイヤル 0120－810－414
主に割賦販売等のクレジット
事業を営む企業を会員と
する個人信用情報機関

（株）日本信用情報機構
（ＪＩＣＣ）
〒110-0014
東京都台東区北上野
一丁目10番14号
住友不動産上野ビル5号館
https://www.jicc.co.jp/
ナビダイヤル0570-055-955
主に貸金業、クレジット事業、
リース事業、保証事業、
金融機関事業等の与信事業を
営む企業を会員とする
個人信用情報機関

○本人を特定するための情報（氏名、生年月日、
性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話
番号、運転免許証等の記号番号等）：下記の
情報のいずれかが登録されている期間。

○契約内容に関する情報（契約の種類、契約日、
貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等）および
返済状況に関する情報（入金日、入金予定日、
残高金額、完済日、延滞等）：契約継続中及び契
約終了後５年以内。

○取引事実に関する情報（債権回収、債務整理、
保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡
等）：契約継続中及び契約終了後５年以内（た
だし、債権譲渡の事実に係る情報については、
当該事実の発生日から1年以内）。

○本申込に基づく個人情報（本人を特定する情
報、ならびに申込日および申込商品種別等の
情報）：照会日から６ヶ月以内



★リボルビング払いのご案内★
1.毎月のお支払い元金

＊ゴールド、ビジネスカード等をお持ちの会員の方は　1万円以上1千円単位
となります。
※新カードへお切り替えの場合に、指定する欄がない、もしくは指定いただ
いていない場合はお切り替え前の設定元金が引き継がれます。
※スマリボに新規登録する場合は、残高スライドゆとりコースまたは標準
コースのみ選択可能です。

2.手数料率
実質年率13.20％～15.00％
※会員規定に定めるショッピング利用代金の支払区分をすべてショッピン
グリボ払いとする方式を利用する場合は、実質年率15.00％になります。

［初回のご請求］
　実質年率×日数（締切日の翌日より翌月の約定支払日まで）÷365日
［2回目以降のご請求］
　実質年率×日数（約定支払日の翌日より翌月の約定支払日まで）÷365日
3.お支払い例
・定額コース1万円、実質年率15.00％の方が6月30日に7万円をご利用の場合
（1）8月10日のお支払い
①お支払い元金　　　 10,000円
②手数料　　　　　　　747円（7万円×15.00％×26日÷365日）
③8月10日の弁済金　　10,747円（①＋②）

（2）9月10日のお支払い
①お支払い元金　　　 10,000円
②手数料　　　　　　　 764円（6万円×15.00％×31日÷365日）
③9月10日の弁済金　　10,764円（①＋②）

★分割払いのご案内★
1.支払回数表

 

2.お支払い例　利用代金50,000 円、10回払いの場合
（1）手数料…50,000円×（5.58円/100円）＝2,790円
（2）支払金合計…50,000円＋2,790円＝52,790円
（3）支払額…52,790円÷10回＝5,279円※

※お支払い回数表に基づき算出する手数料は、初回の日割計算と
　最終回の端数調整により、実際にお支払いいただく手数料総額
　とは若干異なります。

★ローンのご案内★
 

※総合口座貸越付きのバンクカードからの移項の場合は、その利率
を移項する。

★キャッシングサービス（キャッシング一括払い）のご案内★

● 元 本 ・ 利 息 以 外 の 金 銭 の 支 払 い ●
ATM手数料・・・取扱金額1万円：110円、取扱金額1万円超：220円（含む消費税）
※但し、当行が認める場合は割引もしくは無料とすることがあります。
★アレコレカードローン 返済金額★

★繰上返済方法★

1：全額繰上返済：分割払い以外の場合、日割計算にて返済日までの手数料ま
たは利息を併せて支払うものとします。分割払いの場合、期限未到来の分割
払手数料のうち当行所定の割合による金額の払戻しを当行に請求できま
す。
2：一部繰上返済：原則として返済金の全額を元本の返済に充当する
ものとし、次回以降の支払期日に、日割計算にて元本額に応じた
手数料または利息を支払うものとします。

スマリボ特約
（※本特約は、2019年4月以降、株式会社福岡銀行および株式会社ジェー
シービー（以下、「両社」）が別途公表する日より（ただし、第9条は2018年10
月1日より）有効となります。※アレコレJCBリボルビングカードは本特約の対象
外となります。）
第1条（総則）　
1.本特約は、両社所定の会員規定（個人用）（以下「会員規定」という。）第
15条第16項(1)号に基づき、会員がショッピング利用代金の支払区分をシ
ョッピングリボ払いとする場合のサービス内容および利用条件等を定める
ものです。なお、本特約において特に定義のない用語については、会員規
定におけるものと同様の意味を有します。
2.本特約と会員規定その他の付随規定（以下「会員規定等」という。）との
間に内容の相違がある場合、本特約が優先して適用されます。本特約に
定めのない事項については、会員規定等が適用されます。
第2条（定義）
1.「スマリボ」（以下「本サービス」という。）とは、会員規定第15条第16項(1)
号に基づき、原則として全てのショッピング利用代金の支払区分をショッピ
ングリボ払いとするサービスをいいます。
2.「利用者」とは、本特約第3条に基づき、本サービスの利用登録が完了し
た会員をいいます。
第3条（利用登録）
1.本サービスの利用を希望する会員は、本特約を承認の上、両社所定の
方法により、両社に本サービスの利用を申し込むものとします。両社は、会
員の申し込みを承諾した場合に、当該会員の利用登録を行います。
2.前項の利用登録の申し込みができる会員は、会員規定（個人用）の適用
を受ける会員です。ただし、一部の会員は、前項の利用登録の申し込み
を行うことができません。
第4条（本サービスの内容）
1.本サービスの内容は、以下のとおりとします。ただし、利用者により提供を
受けることができるサービスに制限のある場合があります。　
（1）利用者が会員規定第15条に基づきショッピング利用をするに当たり、シ
ョッピング1回払いを指定した場合、当該ショッピング利用の支払区分
は、原則として全てショッピングリボ払いとなります。ただし、電子マネー
の入金、カードの付帯サービス料金その他両社が指定するもの（JCB
のホームページ等で公表します。)の支払区分はショッピング1回払いと
なります。なお、利用者がショッピング利用をするに当たり、ショッピング1
回払い以外の支払区分を指定した場合、本サービスの適用は受けま
せん。

（2）本サービスの利用登録がなされている間、会員規定第8条第6項(1)号

から(3)号に基づき会員がショッピング利用できる金額を算定するに当
たり、適用される機能別利用可能枠は会員規定第8条第1項に定める
「ショッピングリボ払い利用可能枠」となります。

（3）(1)号および(2)号にかかわらず、利用者がショッピングリボ払い利用可
能枠を超えてショッピング利用をした場合、当該利用可能枠を超過し
た利用分については、会員規定第15条第17項(1)号に基づき、ショッピ
ング1回払いとしてお支払いいただくものとします。

（4）ショッピングリボ払いの支払方法は会員規定第15条第20項に定めると
おりです。また、支払いコースは、会員規定末尾の「リボルビング払いの
ご案内」に記載するコースのうち「残高スライドゆとりコース」または「残
高スライド標準コース」となります。各支払いコースの詳細および手数
料率は、「リボルビング払いのご案内」に記載のとおりです。

（5）利用者は、本サービスの利用登録が有効になされている間、別途両
社が公表する条件を充たした場合には、両社が公表する内容の優遇
サービスを受けることができます。

2.両社は、営業上その他の理由により、本サービスの内容を変更することが
できるものとします。この場合、両社は、利用者に対して、3ヶ月前まで（ただ
し、重要な変更については6ヶ月前まで）に公表または通知します。ただし、
緊急を要する場合には、この限りではありません。
第5条（本サービスの利用方法）
利用者は、ショッピング利用をするに当たって、ショッピング1回払いをご指定く
ださい。
第6条（利用登録の抹消）
1.利用者は、両社が定める方法で本サービスの解除を申し出ることにより、
利用登録を抹消することができます。
2.両社は、(1)利用者が約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき、(2)
利用者が会員規定等または本特約に違反したとき、(3)利用者のショッピ
ングリボ払い利用可能枠が0円となったとき、(4)その他利用者のカード利
用状況または信用状況等に照らして、本サービスの利用が適当でないと
判断した場合には、当該利用者の利用登録を抹消することができます。
3.前二項に基づき利用登録が抹消された場合、会員は以後、利用者では
なくなり、本サービスを利用することはできません。この場合、会員がその後
に利用したショッピング利用については、本特約は適用されず、会員規定
等のみが適用されます。
4.第1項または第2項に基づき利用登録が抹消された場合であっても、それ
までのショッピング利用については、本特約第4条第1項(1)号から(4)号が
適用されます。ただし、利用者が会員規定第28条に基づき期限の利益を
喪失した場合には、この限りではありません。
第7条（本サービスの終了）
両社は、営業上その他の理由により、本サービスを終了することができます。
この場合、両社は本サービス終了の6ヶ月前までに利用者に通知します。本
サービスが終了した場合、前条第3項および第4項が準用されます。
第8条（本特約の改定）
1.両社は、本特約を変更することができるものとします。この場合、両社は当
該変更について、利用者に対し、公表または通知します。
2.利用者は、前項の公表または通知ののち、本サービスを利用したことをも
って当該変更に同意したものとします。

第9条（「支払い名人」からの移行）
1.「支払い名人」とは、両社が会員規定第15条第16項(1)号に基づき、別途
公表する内容に基づき、本特約公表日現在において提供しているサービ
スです。
2.両社は、2018年10月1日以降の、両社が別途公表する日をもって「支払い
名人」のサービスを終了し、会員規定第15条第16項柱書に基づき、その
後のサービス利用を認めません。
3.従来「支払い名人」のサービスを利用されていた会員のうち、会員規定
第15条第16項(1)号に基づくサービスの提供を引き続き希望される方につ
いては、両社が承認した場合、前項に定める公表日をもって、本特約第3
条に基づき利用登録がなされ、本サービスに移行されるものとします。
4.前項の場合、本特約第4条第1項(4)号にかかわらず、ショッピングリボ払い
の支払いコースは、会員規定末尾の「リボルビング払いのご案内」に記
載するコースのうち、前項に基づく移行時点で、当該会員に対して適用さ
れている支払いコースまたは残高スライド標準コースとなります。いずれの
支払いコースが適用されるかについては、利用者に個別に通知されるご
案内に記載されます。また、利用者は、移行日以降会員専用WEBサービ
ス「MyJCB」またはカードご利用代金明細書にて、いずれの支払いコー
スが適用されるかを確認することが可能です。

ショッピングスキップ払いのご案内
ご利用金額にショッピングスキップ払い手数料を加えた金額を、ご指定の
お支払い月の10日（ただし、当日が金融機関休業日の場合は翌営業日）
に一括（1回）でのお支払いとなります。
手数料：ご利用金額×手数料率（月利）×繰延月数（変更前お支払い月か
らご指定のお支払い月までの月数をいいます。）
支払期間：54～239日
1.手数料率
実質年率15.00％［月利1.25％］
2.お支払い例
実質年率 15.00％の方が 6月30日にショッピング 1 回払いにて1 万円
を利用し（8月10日お支払い分にて利用）、お支払い月を11月10日へ
変更した場合
〈11月10日のお支払い〉
①お支払い元金　10,000 円
②手数料　375円（1万円×3ヵ月×（15.00％/12ヵ月））
③11月10日の支払額（支払総額）　10,375 円（①+②）

個人情報の取扱いに関する同意条項
＜本同意条項はアレコレJCBカード会員規定（以下「本規定」という）の一部を構成します＞
第1条（個人情報の収集、保有、利用等）
1.会員または会員の予定者(以下総称して「会員等」という)は、当行ま
たはJCBが会員等の個人情報につき必要な保護措置を行ったうえで
以下のとおり取り扱うことに同意します｡
（1）本契約(本申し込みを含む。以下同じ)を含む当行またはJCBもし
くは両社との取引に関する与信判断および与信後の管理のため
に、以下の個人情報を収集、利用すること。
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号（ショートメッセージサービスの送
信先番号を兼ねる）、勤務先、Ｅメールアドレス等、会員等が入会申込
時および本規定第１１条に基づき届け出た事項。
②入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、会員等と
両社の契約内容に関する事項。
③会員のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容およ
び与信判断や債権回収その他の与信後の管理の過程におい
て両社が知り得た事項。
④会員等が入会申込時に届け出た収入・負債・家族構成等、当行
またはJCBが収集したクレジット利用・支払履歴。

⑤犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認
書類等の記載事項。または会員等が当行に提出した収入証明
書類等の記載事項。
⑥当行またはJCBが適正かつ適法な方法で収集した住民票等公
的機関が発行する書類の記載事項（公的機関に当該書類の交
付を申請するに際し、法令等に基づき、①②③のうち必要な
情報が公的機関に開示される場合があります。）。
⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
⑧インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面
取引で、会員が加盟店における購入画面等に入力した氏名、Eメー
ルアドレス、電話番号、商品等送付先住所および請求先住所等の
取引情報（以下「オンライン取引情報」という。）。
⑨インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面
取引で、会員が当該オンライン取引の際に使用したパソコン、スマー
トフォンおよびタブレット端末等の機器に関する情報（ＯＳの種類・言
語、ＩＰアドレス、位置情報、端末識別番号等）（以下「デバイス情報」
という。）。

（2）以下の目的のために、前号に定める個人情報を利用すること。た
だし、会員が本号②に定める市場調査または本号③に定める営業案
内について当行またはJCBに中止を申し出た場合、両社は業務運
営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。（中止の申し
出は本規定末尾に記載のお問合せ先へ連絡するものとします。）
①カードの機能、付帯サービス等の提供。
②当行またはJCBもしくは両社のクレジットカード事業その他の
当行またはJCBもしくは両社の事業（当行またはJCBの定款記
載の事業をいう。以下「両社事業」という場合において同じ。）にお

ける新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
③両社事業における宣伝物の送付等、当行、JCBまたは当行が認
めるクレジットカード利用可能加盟店（会員規定第15条に定
めるものをいう。）等の営業案内。
④両社事業における宣伝物の送付または電話・Eメールその他
の通信手段等の方法による、当行、ＪＣＢまたは加盟店そ
の他の営業案内、および貸付の契約に関する勧誘。
⑤刑事訴訟法第197条第2項に基づく捜査関係事項照会その他
各種法令に基づき公的機関・公的団体等から提出を求めら
れた場合の公的機関・公的団体等への提供。

（3）本契約に基づく当行またはＪＣＢの業務を第三者に委託する場合
に、業務の遂行に必要な範囲で、本項（1）①②③④⑤⑥⑦⑧⑨の個人
情報を当該業務委託先に預託すること。

（4）割賦販売法等に基づき第三者によるカード番号の不正利用の防止を
図る業務を行うため、インターネット等によるオンライン取引等の
通信手段を用いた非対面取引で、オンライン取引情報とデバイス情
報に含まれる本項(1)⑧⑨の個人情報を使用して本人認証を行うこ
と。なお、当該分析の結果、当該非対面取引が第三者によるカード
番号の不正利用である可能性が相対的に高いと判断された取引につ
いては、当行は会員らの財産の保護を図るため、追加の本人確認手
続きを求めたり、当該非対面取引におけるショッピング利用を拒絶
したりする場合があります。両社は当該業務のために、本項(1)⑧⑨
の個人情報を不正検知サービスを運営する事業者に提供し、当該事
業者から当該事業者が行った分析結果を受領します。また当該事業
者は、会員によるオンライン取引完了後も当該個人情報を個人が直
接特定できないような形式に置き換えたうえで一定期間保管し、当
該事業者内において、当該事業者が提携する両社以外の組織向けの
不正検知サービスにおける分析のためにも当該情報を使用します。
詳細については、JCBのホームページ内のJ/Secure(TM)サービスに
関する案内にて確認できます。

2.会員等は、当行、ＪＣＢおよびＪＣＢカード取引システムに参加するＪＣＢの提
携会社が、与信判断および与信後の管理、その他自己との取引上の判
断のため、第1項（1）①②③④の個人情報を共同利用することに同意しま
す。（ＪＣＢカード取引システムに参加するＪＣＢの提携会社は次のホームペ
ージにて確認できます。https://www.jcb.co.jp/r/riyou/）なお、本項に基
づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はＪＣＢとな
ります。
3.会員等は、本申し込みにおいて保証会社に保証を委託する場合は、
第1項（1）①②③④の個人情報を、保証会社においては本項（1）に定
める目的の達成に必要な範囲で、当行およびJCBにおいては本項
（2）に定める目的の達成に必要な範囲で、当行およびJCBと保証会社
が相互に提供し、利用することに同意します。
（1）保証会社の利用目的

①本申込みの受付、保証の審査および保証の決定
②会員等の委託に係る保証取引（以下「本件保証取引」という。）

に関する与信判断および与信後の管理
③加盟する個人信用情報機関への提供および適正かつ適法と
認められる範囲での第三者への提供
④本件保証取引上の権利行使および義務の履行
⑤法令等によって認められる権利行使および義務の履行
⑥本件保証取引上必要な会員等への連絡および郵便物等の送付

（2）当行およびJCBの利用目的
①当行またはJCBもしくは両社との取引に関する与信判断およ
び与信後の管理
②本条第1項（2）①②③の目的

第2条（個人信用情報機関の利用および登録）
1.会員等は、当行および保証会社が利用・登録する個人信用情報機関（個
人の支払能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情
報の提供を業とするもの）について以下のとおり同意します。
（1）当行および保証会社が自己の与信取引上の判断（返済能力また
は転居先の調査をいう。ただし、割賦販売法および貸金業法に
より、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的
に限る。）のためにそれぞれが加盟する個人信用情報機関（以下
「加盟個人信用情報機関」という。）および当該機関と提携する
個人信用情報機関（以下「提携個人信用情報機関」という。）に照
会し、本会員等の個人情報（官報等において公開されている情報、
当該各機関によって登録された不渡情報、登録された情報に関し
本人から苦情を受け調査中である旨の情報、および本人確認資
料の紛失・盗難等にかかり本人から申告された情報など、加盟個
人信用情報機関および提携個人信用情報機関のそれぞれが独自
に収集・登録した情報を含む。以下本条において同じ。）が登録さ
れている場合はこれを利用すること。

（2）本規定末尾に加盟個人信用情報機関毎に記載されている「登録情報
および登録期間」表の「登録情報」欄に定める本会員等の個人情報（そ
の履歴を含む。）が各加盟個人信用情報機関に同表に定める期間登録
され、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員が自己の与
信取引上の判断（返済能力または転居先の調査をいう。ただし、割賦
販売法および貸金業法により、返済能力に関する情報については返済
能力の調査の目的に限る。）のためにこれを利用すること。

（3）前号の個人情報について、個人情報の正確性および最新性の維持、
苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟
個人信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保の
ために必要な範囲において、加盟個人信用情報機関および当該機
関の加盟会員が個人情報を相互に提供し、利用すること。

2.2005年3月30日までに入会された家族会員および家族会員として入
会を申し込まれた方（以下「家族会員等」という。）は、家族会員等の入会
時の同意に基づき、家族会員等の本契約に関する客観的な取引事実
に基づく個人情報が加盟個人信用情報機関に登録されている場合は、
当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員が家族会員等の支
払能力調査のためにこれを利用することを引き続き承認します。
3.加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関は、本規定末

尾に記載の個人信用情報機関とします。各機関の加盟資格、加盟会
員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、当行
および保証会社が新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、書
面その他の方法により通知するものとします。
第3条（個人情報の開示、訂正、削除）
1.会員等は、当行、保証会社、JCB、共同利用会社、加盟個人信用情報機
関に対して、当該会社および機関がそれぞれ保有する自己に関する
個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求
は以下に連絡するものとします。
（1）当行、保証会社、JCBおよび共同利用会社への開示請求：本規定
末尾に記載のお問合せ先へ

（2）加盟個人信用情報機関への開示請求：本規定末尾に記載の各加
盟個人信用情報機関へ

2.万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、
当行、保証会社、JCBおよび共同利用会社は速やかに訂正または削
除に応じるものとします。
第4条（個人情報の取り扱いに関する不同意）
両社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場
合、または本章に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場
合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。なお、第
1条第1項(2)②に定める市場調査または同(3)に定める当行、JCBまたは
加盟店等の営業案内に対する中止の申し出があっても、入会を断ること
や退会の手続きをとることはありません。（本条に関する申し出は本規
定末尾に記載のお問合せ先へ連絡するものとします。）
第5条（契約不成立時および退会後の個人情報）
1.両社が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承
認をしない理由のいかんを問わず、第1条に定める目的（ただし、第
1条第1項(2)②に定める市場調査および同③に定める当行、JCBま
たは加盟店等の営業案内を除く。）および第2条の定めに基づき一
定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2.会員規定第30条、31条に定める会員資格の取消または退会の申し
出後も、第1条に定める目的（ただし、第1条第1項（2）②に定める市
場調査および同③に定める当行、JCBまたは加盟店等の営業案内を
除く。）および開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社が定
める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第6条（同意条項の位置付け及び変更）
1.本同意条項はアレコレカード会員規定の一部を構成します。
2.本同意条項は法令に定める手続により、必要な範囲内で変更でき
るものとします。

（加盟個人信用情報機関および登録情報・登録内容）
①銀行および保証会社が加盟する個人信用情報機関

第6条 ステージと特典
１.会員の当行全店での取引を集計して、毎月末にステージ判定ポイント
を算出します。

２.同一取引項目内に複数の取引がある場合でもステージ判定ポイントは
二重にカウントしません。

３.ステージ判定ポイントを合計してステージを決定し、翌月１５日から翌々
月１４日までステージに応じた特典を受けることができます。

４.ステージ判定ポイントの対象となる取引項目やポイント数、ステージの
判定基準・特典などの詳細はホームページ等でお知らせします。なお、
この取引項目等は、事前の通知無く変更することがあります。

５.ステージは取引状況に応じて毎月末に見直します。

第7条 マイコインの提供
１.当行との取引内容等に応じて提供されるマイコインは、iBankマーケ
ティング株式会社（以下「iBankマーケティング」といいます）が提供す
るポイントサービスです。

２.マイコインの内容および利用条件は、iBankマーケティングが別途定め
る「マイコイン規約」に定めるとおりとします。

３.本サービスによるマイコイン取得条件等は、当行ホームページ等で告知
します。なお、この提供基準等は、事前の通知無く変更することがあり
ます。

第8条 ＦＦＧギフトセレクションに関する注意事項
１.FFGギフトセレクションのマイコイン交換比率等の諸条件はホーム
ページ等で告知します。なお、この交換比率等の諸条件は、事情変更
等の理由により、事前の通知無く変更することがあります。

２.マイコインの交換は、当行所定の本人確認を実施したうえで、会員
WEB上における所定の操作または当行営業店窓口におけるお申込に
より受け付けます。

３.会員が当行に届け出た住所等の情報が、会員の責に帰すべき事由に
より誤っていた場合、会員が不利益、損害等を被ったとしても、当行は
一切責任を負いません。

４.その他の届出事項に誤りがあったこと、または届出事項について届出
を怠ったことで、会員が不利益、損害等を被ったとしても、当行は一切
責任を負いません。

５.マイコインは、FFGギフトセレクション交換お申し込み受付完了時点
で、獲得日の古い順に減算します。

６.お申し込み手続き完了後、お申し込み内容の変更・キャンセルはできま
せん。ただし、やむを得ない事由により、同等の価格の景品に変更する
ことがあります。

７.景品の仕様、デザイン、品揃えを、予告なく変更する場合がございます。

第9条 サービス内容の改廃及び規約の変更等
１.本サービス内容は、当行の都合により、事前の通知無く変更することが
あります。

２.本規約は、当行の都合で変更することがあります。規約変更日以降は
変更後の規約に従うものとし、この変更によって生じた損害について当

行の責めに帰すべき場合を除き当行は一切の責任を負いません。
３.前各項の改廃および変更については、その効力が発生する日（「効力発
生日」といいます）までに、ホームページ等適切な方法により、効力発生
日と改廃および変更内容を周知いたします。ただし、会員の一般の利
益に適合する場合は、即時に改廃および変更内容を適用することがあ
ります。

第10条 個人情報その他会員に関する情報の取扱い
１.当行は、会員の個人情報その他の会員に関する情報を、当行が別途定
める個人情報保護宣言に従って適切に取り扱います。

２.iBankマーケティングに対し、マイコイン管理を目的として、以下の個人
情報を提供します。会員は個人情報の提供に同意するものとします。
　【提供する情報の項目】取引店、口座番号等
３.凸版印刷株式会社・株式会社千趣会、および商品出店業者に対し、
FFGギフトセレクションの運営および商品発送を目的として、以下の個
人情報を提供することがあり、会員は個人情報の提供に同意するもの
とします。
　【提供する情報の項目】氏名、発送先住所、電話番号等

第11条 通知
当行は、WEB会員が登録したメールアドレスに、本サービスに関する広
告・宣伝やその他サービスの販売促進を目的としたメールを配信すること
があります。ただし、WEB会員からメール配信を中止するよう申し出が
あった場合、当行はただちに当該目的でのメールアドレスの取扱いを中止
します。

第12条 反社会的勢力等の排除
１.会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を経
過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動
等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者
（以下これらを「暴力団員等」といいます）に該当しないこと、及び次の
各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当
しないことを確約します。
（1）暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
（2）暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有
すること

（3）自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を
加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認め
られる関係を有すること

（4）暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関
与をしていると認められる関係を有すること

（5）役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に
非難されるべき関係を有すること

２.会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為
を行わないことを確約するものとします。
（1）暴力的な要求行為
（2）法的な責任を超えた不当な要求行為
（3）取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

（4）風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損
し、又は相手方の業務を妨害する行為

（5）その他前各号に準ずる行為
３.当行は、会員が暴力団員等もしくは第１項各号のいずれかに該当し、も
しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第１項の規定に
基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、本契約を継
続することが不適切である場合には、直ちに本契約を解除することが
できます。

４.前項の規定の適用により本契約が解除された場合、会員は当行に生じ
た損害を賠償する責任を負います。また、当該解除により会員に損害が
生じても、会員は当行に一切請求を行うことができないものとします。

第13条 利用停止
会員が次のいずれかに該当した場合は、本サービスの利用を停止します。
（1）会員について、支払の停止があったとき、または破産、民事再生手
続開始の申立があったとき

（2）会員が手形交換所の取引停止処分を受けたとき
（3）届出の住所・氏名宛に郵送した通知または送付書類が未着として
当行に返戻されるなど、会員が所在不明となったとき

（4）会員が申込みの時に虚偽の申告をしたとき
（5）会員がその他本規定に違反する等、当行がサービスの中止を必要
とする相当の事由が発生したとき

第14条 退会
１.本サービス会員が本契約を解約する場合は、当行所定の方法によるも
のとします。

２.次のいずれかに該当した場合は、会員から解約の申出なく、本サービ
スの契約は終了することがあります。
（1）全ての口座を解約した場合
（2）全ての口座が普通預金規定等に基づき、解約された場合
（3）当行が、別途定める一定期間の利用がないために、全ての口座の預
金取引を停止した場合

（4）会員本人が亡くなられた場合
３.次のいずれかに該当した場合は、当行はいつでも、本サービスを解約
することができます。
（1）会員について、支払の停止があったとき、または破産、民事再生手
続開始の申立があったとき

（2）会員が手形交換所の取引停止処分を受けたとき
（3）住所変更を怠るなど会員の責めに帰すべき事由によって当行におい
て会員の所在が不明になったとき

（4）会員が申込みの時に虚偽の申告をしたとき
（5）会員がその他本規定に違反する等、当行がサービスの中止を必要
とする相当の事由が発生したとき

４.本契約が終了した場合、本サービスで保有していたマイコインは失効
します。併せて、各種手数料の優遇や特典を受けることもできなくなり
ます。
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第15条 禁止事項
１.会員は本サービスの利用にあたり、以下の行為はしてはならないものと
します。
（1）公序良俗に反する行為
（2）他の会員または第三者を誹謗中傷する行為
（3）他の会員または第三者に不利益を与える行為
（4）他の会員または第三者の人権を損害する行為
（5）法令に違反する行為または違反するおそれがある行為
（6）本サービスの運用を妨害する行為
（7）本サービスの信用を毀損する行為
（8）その他当行が不適切と判断する行為
２.会員が前項の禁止行為を行い、当行または第三者に損害を与えた場
合には、会員は当該損害を賠償する責任を負うものとします。

３.会員が公開、頒布、流布した情報等により、第三者との間で紛争が生じ
た場合には、会員は自己の責任でその一切を解決することとし、当行に
いかなる迷惑もかけないものとします。

第16条 譲渡・質入等の禁止
本契約に基づく本サービスの権利は、譲渡、質入、または第三者への貸与
等はできません。

第17条 免責事項
１.やむを得ない事由による通信機器、回線等の障害を原因として本サー
ビスの取扱いが遅延したり不能になった場合、それにより生じた損害
については、当行は責任を負いません。

２.災害、事変や法令および官公庁の要請等を受け入れたことによって生
じた損害については、当行は責任を負いません。
３.本サービスの利用時に公衆電話回線等の通信経路において、盗聴が
なされたことにより、本サービスの会員の情報が漏洩した場合、そのた
めに生じた損害については、当行は一切責任を負いません。

４.会員が、本サービスの利用により、損害を被ったとしても、それが当行の
故意・重過失により発生したものでない限り、当行は当該損害を賠償
する責任を負いません。

５.会員が会員資格を喪失した場合には、以降本サービスの利用ができな
くなります。

第18条 準拠法及び管轄
本規約の準拠法は日本法とし、本規約、本サイト及び本サービスに関する
一切の紛争は、福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とし
ます。

2019年4月1日現在
以　　上

マイコイン規約に関しましてはふくぎんホームページ（https://www.fu
kuokabank.co.jp/pdf/bof_mycoin_kiyaku.pdf）をご覧ください。

②個人信用情報機関の住所・連絡先および個人情報の登録情報・登録期間 ③KSC、CICおよびJICCは、相互に提携しています。
（個人情報に関するお問合わせ）
①商品等についてのお問い合わせ・ご相談は、カードを利用された
加盟店にご連絡下さい。
②本同意条項第1条1項(2)号に定める中止のお申出は、下記の当行
テレホンサービスセンターまでお願いします。

＜テレホンサービスセンター＞
〒810-8727 福岡市中央区天神2-13-1／電話番号 0120-788-321
③個人情報の開示・訂正・削除等の会員等の個人情報に関するお問
合わせはお取引店までお願いします。
④個人情報の取扱いに関するご質問・ご意見・苦情は下記の当行サ
ービス監査室までお願いします。

＜サービス監査室＞
〒810-8693 福岡市中央区大手門1丁目8番3号／電話番号 0120-338-678
⑤本規定についてのお問合わせ･ご相談及び支払停止の抗弁に関する
書面については、当行クレジットカードデスクまでご連絡下さい。

＜クレジットカードデスク＞
〒819-0006  福岡市西区姪浜駅南1-7-1／電話番号 092-432-1050
⑥保証会社に対する個人情報の開示・訂正・削除に関しては、下記の
保証会社までお問い合わせください。

＜ふくぎん保証株式会社＞
〒819-0006 福岡市西区姪浜駅南1-7-1／電話番号 092-882-0431
(受付時間　9:00～17:00　土・日・祝日・年末年始除く)
⑦宣伝印刷物の送付等の営業案内の中止のお申し出については下記
にご連絡ください。

＜株式会社ジェーシービー　JCBインフォメーションセンター＞
東京　0422-76-1700　　大阪　06-6941-1700
福岡　092-712-4450　　札幌　011-271-1411
（共同利用会社および利用目的）
本規定に定める共同利用会社は以下のとおりです。
○ 株 式 会 社 J C B ト ラ ベ ル
〒171-0033　東京都豊島区高田3-13-2　高田馬場TSビル
利用目的：旅行サービス、航空券・ゴルフ場等リザベーションサービ
ス等の提供
○株式会社ジェーシービー・サービス
〒107-0062　東京都港区南青山5-1-20　青山ライズフォート
　利用目的：保険サービス等の提供

ふくぎんアレコレカード保証委託約款
第1条(委託の範囲)
私が、ふくぎん保証株式会社（以下「貴社」という）に委託する債務保証の範
囲は、私と株式会社福岡銀行（以下「銀行」という）との間の「ふくぎんアレ
コレカード会員規定」に基づき、私が銀行に対し負担するアレコレカード
利用による債務、損害金その他一切の債務を含むものとし、保証の方法は
貴社と銀行との間に締結されている保証契約によるものとします。
第2条（約款の遵守）
私が貴社の保証を得て、アレコレカードを利用するについては、この
約款のほか「ふくぎんアレコレカード会員規定」の各条項を遵守し、
期日には遅滞なく債務を弁済するものとします。
第3条（保証債務の履行）
1. 貴社が私に対して通知、催告なく保証債務を履行しても私は異議
を述べません。
2. 私は貴社が保証債務の弁済によって銀行が私に対して有する権利
を代位して行使する場合には、私と銀行との間に締結した契約の
ほかにこの約款の各条項を適用されても異議を述べません。
第4条（求償債務の範囲）
1.私は、貴社が前条により保証債務を履行したときは、貴社に対しそ
の弁済額金額および求償に要した費用を直ちに支払います。
2.私は前項により支払うべき金額に対し年14.0％以内の割合の損害
金を支払います。
第5条（求償権の事前行使）
私が次の各号の一つにでも該当したときは求償債務発生前において、
貴社が予め求償権を行使しても私は異議を述べません。
（1）保全処分、強制執行、もしくは競売の申請または破産手続開始、民
事再生手続開始の申立があったとき。

（2）公租・公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき。
（3）手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
（4）私と銀行との間に締結した契約書の一つにでも違反したとき。
（5）その他債務の履行を困難とする事実を予見または認知せられたるとき。
第6条（反社会的勢力の排除）
1.私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を
経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運
動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる
者（以下、これらを「暴力団員等」という）に該当しないこと、および
次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわた
っても該当しないことを確約いたします。
（1）暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
（2）暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係
を有すること

（3）自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三
者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を
利用していると認められる関係を有すること

（4）暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するな
どの関与をしていると認められる関係を有すること

（5）役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会

的に非難されるべき関係を有すること
2.私は、自らまたは第三者を利用して、貴社に対し次の各号の一にで
も該当する行為を行わないことを確約いたします。
（1）暴力的な要求行為
（2）法的な責任を超えた不当な要求行為
（3）取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
（4）風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、ま
たは業務を妨害する行為

（5）その他前各号に準ずる行為
3.私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしく
は前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に
基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との
取引を継続することが不適切である場合には、貴社が請求するこ
とにより、貴社に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、
貴社が事前求償権を行使することを承諾します。
4.前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、貴社になんらの請
求をしません。また、貴社に損害が生じたときは、私がその責任を負います。
5.私は、本契約締結日時点で私と貴社との間に存在するいっさいの
債務についても、本条項が適用されることに同意いたします。
第7条（中止・解約）
1.私について前条各項の事由が生じたときは、いつでも貴社はこの
保証を中止し、または解約する事ができます。
2.前項により貴社から中止または解約の通知を受けたときは、私は直ち
に原債務の弁済その他必要な手続きをとり、貴社には負担をかけません。
第8条（通知義務）
1. 私の氏名、住所、職業（勤務先）に変更を生じ、その他求償権の行使に影響あ
る事態が発生したときは直ちに書面をもって通知し貴社の指示に従います。
①私の財産、債務、経営、収入等について、資料の提供または報告を求め
られたときは、直ちに応じ、また帳簿閲覧等の調査に協力します。

第9条（弁済の充当順序）
私の弁済した金額が、貴社に対する債務の全額を消滅させるに足りないと
きは、貴社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ありません。
第10条（公正証書の作成）
私が貴社から請求ある時は、直ちに求償債務に関し、強制執行認諾条
項のある公正証書の作成に必要な一切の手続きをします。またこの
ために要した費用は私が負担します。
第11条 (合意管轄)
私はこの約款に関して訴訟の必要が生じた場合は、貴社の本社所在
地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。

以上

ふくぎんマイレージサービス「mybank+（マイバンクプラス）」 利用規約

利用規約
「マイバンクプラス」（以下「本サービス」といいます）は、株式会社福岡銀
行（以下「当行」といいます）が定めるこの利用規約（これに関連する規
約・通知等を含み、以下「本規約」といいます）に従い提供されます。お客
さまは本サービスを、本規約に同意した上で利用するものとします。お客
さまが本サービスの利用を開始した場合は、本規約に同意したものとみ
なされます。

第1条 用語の定義
「会員」とは、本規約に同意した上で、本サービスの利用を開始した者をい
います。「会員WEB」とは、当行が運営する、本サービスを提供するWEB
サイトをいいます。「WEB会員」とは、本サービスの会員のうち、会員WEB
を利用可能な会員をいいます。「ステージ判定ポイント」とは、ステージ（以
下に定義します）を判定するために使用するポイント（当行との取引内容
をポイント換算します）をいいます。「ステージ」とは、ステージ判定ポイン
トの合計により決まる会員の状態をいいます。

第2条 サービス内容
本サービスのサービス内容は以下のとおりとします。なお、本サービスの
提供にあたっては、原則として、当行へお届けの住所・氏名・生年月日等
が一致しているお客さまを同一人物として取扱い、ステージ判定ポイント
集計等を行います。
１.当行との取引内容により決まるステージに応じた様 な々特典
２.当行との取引内容に応じて提供するポイント（以下「マイコイン」といい
ます）を様 な々地域特産品・商品券への交換（以下「FFGギフトセレク
ション」といいます）等に利用すること

第3条 対象者
本サービスの会員は、普通預金口座を開設している個人の方に限ります。
ただし、個人事業主・非居住者・任意団体の方は対象外とさせていただき
ます。
第4条 会員登録
当行所定の方法により申込を受付し、所定の手続きを行い、当行がこれ
を承諾した日（以下「契約日」といいます）から本サービスの提供を開始
します。

第5条 IDおよびパスワードの管理
１.WEB会員は会員登録情報、ユーザー ID（メールアドレス）及びパスワー
ドを自らの責任において厳重に管理しなければなりません。
２.WEB会員登録情報、ユーザー ID及びパスワードによりなされた本サー
ビスの利用は、当該情報と一致するWEB会員によりなされたものとみな
します。
３.WEB会員登録情報、ユーザー ID及びパスワードが他の第三者に使用
されたことによってWEB会員が被る損害については、当該WEB会員
の故意過失の有無にかかわらず、当行は一切責任を負いません。



★リボルビング払いのご案内★
1.毎月のお支払い元金

＊ゴールド、ビジネスカード等をお持ちの会員の方は　1万円以上1千円単位
となります。
※新カードへお切り替えの場合に、指定する欄がない、もしくは指定いただ
いていない場合はお切り替え前の設定元金が引き継がれます。
※スマリボに新規登録する場合は、残高スライドゆとりコースまたは標準
コースのみ選択可能です。

2.手数料率
実質年率13.20％～15.00％
※会員規定に定めるショッピング利用代金の支払区分をすべてショッピン
グリボ払いとする方式を利用する場合は、実質年率15.00％になります。

［初回のご請求］
　実質年率×日数（締切日の翌日より翌月の約定支払日まで）÷365日
［2回目以降のご請求］
　実質年率×日数（約定支払日の翌日より翌月の約定支払日まで）÷365日
3.お支払い例
・定額コース1万円、実質年率15.00％の方が6月30日に7万円をご利用の場合
（1）8月10日のお支払い
①お支払い元金　　　 10,000円
②手数料　　　　　　　747円（7万円×15.00％×26日÷365日）
③8月10日の弁済金　　10,747円（①＋②）

（2）9月10日のお支払い
①お支払い元金　　　 10,000円
②手数料　　　　　　　 764円（6万円×15.00％×31日÷365日）
③9月10日の弁済金　　10,764円（①＋②）

★分割払いのご案内★
1.支払回数表

 

2.お支払い例　利用代金50,000 円、10回払いの場合
（1）手数料…50,000円×（5.58円/100円）＝2,790円
（2）支払金合計…50,000円＋2,790円＝52,790円
（3）支払額…52,790円÷10回＝5,279円※

※お支払い回数表に基づき算出する手数料は、初回の日割計算と
　最終回の端数調整により、実際にお支払いいただく手数料総額
　とは若干異なります。

★ローンのご案内★
 

※総合口座貸越付きのバンクカードからの移項の場合は、その利率
を移項する。

★キャッシングサービス（キャッシング一括払い）のご案内★

● 元 本 ・ 利 息 以 外 の 金 銭 の 支 払 い ●
ATM手数料・・・取扱金額1万円：110円、取扱金額1万円超：220円（含む消費税）
※但し、当行が認める場合は割引もしくは無料とすることがあります。
★アレコレカードローン 返済金額★

★繰上返済方法★

1：全額繰上返済：分割払い以外の場合、日割計算にて返済日までの手数料ま
たは利息を併せて支払うものとします。分割払いの場合、期限未到来の分割
払手数料のうち当行所定の割合による金額の払戻しを当行に請求できま
す。
2：一部繰上返済：原則として返済金の全額を元本の返済に充当する
ものとし、次回以降の支払期日に、日割計算にて元本額に応じた
手数料または利息を支払うものとします。

スマリボ特約
（※本特約は、2019年4月以降、株式会社福岡銀行および株式会社ジェー
シービー（以下、「両社」）が別途公表する日より（ただし、第9条は2018年10
月1日より）有効となります。※アレコレJCBリボルビングカードは本特約の対象
外となります。）
第1条（総則）　
1.本特約は、両社所定の会員規定（個人用）（以下「会員規定」という。）第
15条第16項(1)号に基づき、会員がショッピング利用代金の支払区分をシ
ョッピングリボ払いとする場合のサービス内容および利用条件等を定める
ものです。なお、本特約において特に定義のない用語については、会員規
定におけるものと同様の意味を有します。
2.本特約と会員規定その他の付随規定（以下「会員規定等」という。）との
間に内容の相違がある場合、本特約が優先して適用されます。本特約に
定めのない事項については、会員規定等が適用されます。
第2条（定義）
1.「スマリボ」（以下「本サービス」という。）とは、会員規定第15条第16項(1)
号に基づき、原則として全てのショッピング利用代金の支払区分をショッピ
ングリボ払いとするサービスをいいます。
2.「利用者」とは、本特約第3条に基づき、本サービスの利用登録が完了し
た会員をいいます。
第3条（利用登録）
1.本サービスの利用を希望する会員は、本特約を承認の上、両社所定の
方法により、両社に本サービスの利用を申し込むものとします。両社は、会
員の申し込みを承諾した場合に、当該会員の利用登録を行います。
2.前項の利用登録の申し込みができる会員は、会員規定（個人用）の適用
を受ける会員です。ただし、一部の会員は、前項の利用登録の申し込み
を行うことができません。
第4条（本サービスの内容）
1.本サービスの内容は、以下のとおりとします。ただし、利用者により提供を
受けることができるサービスに制限のある場合があります。　
（1）利用者が会員規定第15条に基づきショッピング利用をするに当たり、シ
ョッピング1回払いを指定した場合、当該ショッピング利用の支払区分
は、原則として全てショッピングリボ払いとなります。ただし、電子マネー
の入金、カードの付帯サービス料金その他両社が指定するもの（JCB
のホームページ等で公表します。)の支払区分はショッピング1回払いと
なります。なお、利用者がショッピング利用をするに当たり、ショッピング1
回払い以外の支払区分を指定した場合、本サービスの適用は受けま
せん。

（2）本サービスの利用登録がなされている間、会員規定第8条第6項(1)号

から(3)号に基づき会員がショッピング利用できる金額を算定するに当
たり、適用される機能別利用可能枠は会員規定第8条第1項に定める
「ショッピングリボ払い利用可能枠」となります。

（3）(1)号および(2)号にかかわらず、利用者がショッピングリボ払い利用可
能枠を超えてショッピング利用をした場合、当該利用可能枠を超過し
た利用分については、会員規定第15条第17項(1)号に基づき、ショッピ
ング1回払いとしてお支払いいただくものとします。

（4）ショッピングリボ払いの支払方法は会員規定第15条第20項に定めると
おりです。また、支払いコースは、会員規定末尾の「リボルビング払いの
ご案内」に記載するコースのうち「残高スライドゆとりコース」または「残
高スライド標準コース」となります。各支払いコースの詳細および手数
料率は、「リボルビング払いのご案内」に記載のとおりです。

（5）利用者は、本サービスの利用登録が有効になされている間、別途両
社が公表する条件を充たした場合には、両社が公表する内容の優遇
サービスを受けることができます。

2.両社は、営業上その他の理由により、本サービスの内容を変更することが
できるものとします。この場合、両社は、利用者に対して、3ヶ月前まで（ただ
し、重要な変更については6ヶ月前まで）に公表または通知します。ただし、
緊急を要する場合には、この限りではありません。
第5条（本サービスの利用方法）
利用者は、ショッピング利用をするに当たって、ショッピング1回払いをご指定く
ださい。
第6条（利用登録の抹消）
1.利用者は、両社が定める方法で本サービスの解除を申し出ることにより、
利用登録を抹消することができます。
2.両社は、(1)利用者が約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき、(2)
利用者が会員規定等または本特約に違反したとき、(3)利用者のショッピ
ングリボ払い利用可能枠が0円となったとき、(4)その他利用者のカード利
用状況または信用状況等に照らして、本サービスの利用が適当でないと
判断した場合には、当該利用者の利用登録を抹消することができます。
3.前二項に基づき利用登録が抹消された場合、会員は以後、利用者では
なくなり、本サービスを利用することはできません。この場合、会員がその後
に利用したショッピング利用については、本特約は適用されず、会員規定
等のみが適用されます。
4.第1項または第2項に基づき利用登録が抹消された場合であっても、それ
までのショッピング利用については、本特約第4条第1項(1)号から(4)号が
適用されます。ただし、利用者が会員規定第28条に基づき期限の利益を
喪失した場合には、この限りではありません。
第7条（本サービスの終了）
両社は、営業上その他の理由により、本サービスを終了することができます。
この場合、両社は本サービス終了の6ヶ月前までに利用者に通知します。本
サービスが終了した場合、前条第3項および第4項が準用されます。
第8条（本特約の改定）
1.両社は、本特約を変更することができるものとします。この場合、両社は当
該変更について、利用者に対し、公表または通知します。
2.利用者は、前項の公表または通知ののち、本サービスを利用したことをも
って当該変更に同意したものとします。

第9条（「支払い名人」からの移行）
1.「支払い名人」とは、両社が会員規定第15条第16項(1)号に基づき、別途
公表する内容に基づき、本特約公表日現在において提供しているサービ
スです。
2.両社は、2018年10月1日以降の、両社が別途公表する日をもって「支払い
名人」のサービスを終了し、会員規定第15条第16項柱書に基づき、その
後のサービス利用を認めません。
3.従来「支払い名人」のサービスを利用されていた会員のうち、会員規定
第15条第16項(1)号に基づくサービスの提供を引き続き希望される方につ
いては、両社が承認した場合、前項に定める公表日をもって、本特約第3
条に基づき利用登録がなされ、本サービスに移行されるものとします。
4.前項の場合、本特約第4条第1項(4)号にかかわらず、ショッピングリボ払い
の支払いコースは、会員規定末尾の「リボルビング払いのご案内」に記
載するコースのうち、前項に基づく移行時点で、当該会員に対して適用さ
れている支払いコースまたは残高スライド標準コースとなります。いずれの
支払いコースが適用されるかについては、利用者に個別に通知されるご
案内に記載されます。また、利用者は、移行日以降会員専用WEBサービ
ス「MyJCB」またはカードご利用代金明細書にて、いずれの支払いコー
スが適用されるかを確認することが可能です。

ショッピングスキップ払いのご案内
ご利用金額にショッピングスキップ払い手数料を加えた金額を、ご指定の
お支払い月の10日（ただし、当日が金融機関休業日の場合は翌営業日）
に一括（1回）でのお支払いとなります。
手数料：ご利用金額×手数料率（月利）×繰延月数（変更前お支払い月か
らご指定のお支払い月までの月数をいいます。）
支払期間：54～239日
1.手数料率
実質年率15.00％［月利1.25％］
2.お支払い例
実質年率 15.00％の方が 6月30日にショッピング 1 回払いにて1 万円
を利用し（8月10日お支払い分にて利用）、お支払い月を11月10日へ
変更した場合
〈11月10日のお支払い〉
①お支払い元金　10,000 円
②手数料　375円（1万円×3ヵ月×（15.00％/12ヵ月））
③11月10日の支払額（支払総額）　10,375 円（①+②）

個人情報の取扱いに関する同意条項
＜本同意条項はアレコレJCBカード会員規定（以下「本規定」という）の一部を構成します＞
第1条（個人情報の収集、保有、利用等）
1.会員または会員の予定者(以下総称して「会員等」という)は、当行ま
たはJCBが会員等の個人情報につき必要な保護措置を行ったうえで
以下のとおり取り扱うことに同意します｡
（1）本契約(本申し込みを含む。以下同じ)を含む当行またはJCBもし
くは両社との取引に関する与信判断および与信後の管理のため
に、以下の個人情報を収集、利用すること。
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号（ショートメッセージサービスの送
信先番号を兼ねる）、勤務先、Ｅメールアドレス等、会員等が入会申込
時および本規定第１１条に基づき届け出た事項。
②入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、会員等と
両社の契約内容に関する事項。
③会員のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容およ
び与信判断や債権回収その他の与信後の管理の過程におい
て両社が知り得た事項。
④会員等が入会申込時に届け出た収入・負債・家族構成等、当行
またはJCBが収集したクレジット利用・支払履歴。
⑤犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認
書類等の記載事項。または会員等が当行に提出した収入証明
書類等の記載事項。
⑥当行またはJCBが適正かつ適法な方法で収集した住民票等公
的機関が発行する書類の記載事項（公的機関に当該書類の交
付を申請するに際し、法令等に基づき、①②③のうち必要な
情報が公的機関に開示される場合があります。）。
⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
⑧インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面
取引で、会員が加盟店における購入画面等に入力した氏名、Eメー
ルアドレス、電話番号、商品等送付先住所および請求先住所等の
取引情報（以下「オンライン取引情報」という。）。
⑨インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面
取引で、会員が当該オンライン取引の際に使用したパソコン、スマー
トフォンおよびタブレット端末等の機器に関する情報（ＯＳの種類・言
語、ＩＰアドレス、位置情報、端末識別番号等）（以下「デバイス情報」
という。）。

（2）以下の目的のために、前号に定める個人情報を利用すること。た
だし、会員が本号②に定める市場調査または本号③に定める営業案
内について当行またはJCBに中止を申し出た場合、両社は業務運
営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。（中止の申し
出は本規定末尾に記載のお問合せ先へ連絡するものとします。）
①カードの機能、付帯サービス等の提供。
②当行またはJCBもしくは両社のクレジットカード事業その他の
当行またはJCBもしくは両社の事業（当行またはJCBの定款記
載の事業をいう。以下「両社事業」という場合において同じ。）にお

ける新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
③両社事業における宣伝物の送付等、当行、JCBまたは当行が認
めるクレジットカード利用可能加盟店（会員規定第15条に定
めるものをいう。）等の営業案内。
④両社事業における宣伝物の送付または電話・Eメールその他
の通信手段等の方法による、当行、ＪＣＢまたは加盟店そ
の他の営業案内、および貸付の契約に関する勧誘。
⑤刑事訴訟法第197条第2項に基づく捜査関係事項照会その他
各種法令に基づき公的機関・公的団体等から提出を求めら
れた場合の公的機関・公的団体等への提供。

（3）本契約に基づく当行またはＪＣＢの業務を第三者に委託する場合
に、業務の遂行に必要な範囲で、本項（1）①②③④⑤⑥⑦⑧⑨の個人
情報を当該業務委託先に預託すること。

（4）割賦販売法等に基づき第三者によるカード番号の不正利用の防止を
図る業務を行うため、インターネット等によるオンライン取引等の
通信手段を用いた非対面取引で、オンライン取引情報とデバイス情
報に含まれる本項(1)⑧⑨の個人情報を使用して本人認証を行うこ
と。なお、当該分析の結果、当該非対面取引が第三者によるカード
番号の不正利用である可能性が相対的に高いと判断された取引につ
いては、当行は会員らの財産の保護を図るため、追加の本人確認手
続きを求めたり、当該非対面取引におけるショッピング利用を拒絶
したりする場合があります。両社は当該業務のために、本項(1)⑧⑨
の個人情報を不正検知サービスを運営する事業者に提供し、当該事
業者から当該事業者が行った分析結果を受領します。また当該事業
者は、会員によるオンライン取引完了後も当該個人情報を個人が直
接特定できないような形式に置き換えたうえで一定期間保管し、当
該事業者内において、当該事業者が提携する両社以外の組織向けの
不正検知サービスにおける分析のためにも当該情報を使用します。
詳細については、JCBのホームページ内のJ/Secure(TM)サービスに
関する案内にて確認できます。

2.会員等は、当行、ＪＣＢおよびＪＣＢカード取引システムに参加するＪＣＢの提
携会社が、与信判断および与信後の管理、その他自己との取引上の判
断のため、第1項（1）①②③④の個人情報を共同利用することに同意しま
す。（ＪＣＢカード取引システムに参加するＪＣＢの提携会社は次のホームペ
ージにて確認できます。https://www.jcb.co.jp/r/riyou/）なお、本項に基
づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はＪＣＢとな
ります。
3.会員等は、本申し込みにおいて保証会社に保証を委託する場合は、
第1項（1）①②③④の個人情報を、保証会社においては本項（1）に定
める目的の達成に必要な範囲で、当行およびJCBにおいては本項
（2）に定める目的の達成に必要な範囲で、当行およびJCBと保証会社
が相互に提供し、利用することに同意します。
（1）保証会社の利用目的

①本申込みの受付、保証の審査および保証の決定
②会員等の委託に係る保証取引（以下「本件保証取引」という。）

に関する与信判断および与信後の管理
③加盟する個人信用情報機関への提供および適正かつ適法と
認められる範囲での第三者への提供
④本件保証取引上の権利行使および義務の履行
⑤法令等によって認められる権利行使および義務の履行
⑥本件保証取引上必要な会員等への連絡および郵便物等の送付

（2）当行およびJCBの利用目的
①当行またはJCBもしくは両社との取引に関する与信判断およ
び与信後の管理
②本条第1項（2）①②③の目的

第2条（個人信用情報機関の利用および登録）
1.会員等は、当行および保証会社が利用・登録する個人信用情報機関（個
人の支払能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情
報の提供を業とするもの）について以下のとおり同意します。
（1）当行および保証会社が自己の与信取引上の判断（返済能力また
は転居先の調査をいう。ただし、割賦販売法および貸金業法に
より、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的
に限る。）のためにそれぞれが加盟する個人信用情報機関（以下
「加盟個人信用情報機関」という。）および当該機関と提携する
個人信用情報機関（以下「提携個人信用情報機関」という。）に照
会し、本会員等の個人情報（官報等において公開されている情報、
当該各機関によって登録された不渡情報、登録された情報に関し
本人から苦情を受け調査中である旨の情報、および本人確認資
料の紛失・盗難等にかかり本人から申告された情報など、加盟個
人信用情報機関および提携個人信用情報機関のそれぞれが独自
に収集・登録した情報を含む。以下本条において同じ。）が登録さ
れている場合はこれを利用すること。

（2）本規定末尾に加盟個人信用情報機関毎に記載されている「登録情報
および登録期間」表の「登録情報」欄に定める本会員等の個人情報（そ
の履歴を含む。）が各加盟個人信用情報機関に同表に定める期間登録
され、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員が自己の与
信取引上の判断（返済能力または転居先の調査をいう。ただし、割賦
販売法および貸金業法により、返済能力に関する情報については返済
能力の調査の目的に限る。）のためにこれを利用すること。

（3）前号の個人情報について、個人情報の正確性および最新性の維持、
苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟
個人信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保の
ために必要な範囲において、加盟個人信用情報機関および当該機
関の加盟会員が個人情報を相互に提供し、利用すること。

2.2005年3月30日までに入会された家族会員および家族会員として入
会を申し込まれた方（以下「家族会員等」という。）は、家族会員等の入会
時の同意に基づき、家族会員等の本契約に関する客観的な取引事実
に基づく個人情報が加盟個人信用情報機関に登録されている場合は、
当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員が家族会員等の支
払能力調査のためにこれを利用することを引き続き承認します。
3.加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関は、本規定末

尾に記載の個人信用情報機関とします。各機関の加盟資格、加盟会
員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、当行
および保証会社が新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、書
面その他の方法により通知するものとします。
第3条（個人情報の開示、訂正、削除）
1.会員等は、当行、保証会社、JCB、共同利用会社、加盟個人信用情報機
関に対して、当該会社および機関がそれぞれ保有する自己に関する
個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求
は以下に連絡するものとします。
（1）当行、保証会社、JCBおよび共同利用会社への開示請求：本規定
末尾に記載のお問合せ先へ

（2）加盟個人信用情報機関への開示請求：本規定末尾に記載の各加
盟個人信用情報機関へ

2.万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、
当行、保証会社、JCBおよび共同利用会社は速やかに訂正または削
除に応じるものとします。
第4条（個人情報の取り扱いに関する不同意）
両社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場
合、または本章に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場
合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。なお、第
1条第1項(2)②に定める市場調査または同(3)に定める当行、JCBまたは
加盟店等の営業案内に対する中止の申し出があっても、入会を断ること
や退会の手続きをとることはありません。（本条に関する申し出は本規
定末尾に記載のお問合せ先へ連絡するものとします。）
第5条（契約不成立時および退会後の個人情報）
1.両社が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承
認をしない理由のいかんを問わず、第1条に定める目的（ただし、第
1条第1項(2)②に定める市場調査および同③に定める当行、JCBま
たは加盟店等の営業案内を除く。）および第2条の定めに基づき一
定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2.会員規定第30条、31条に定める会員資格の取消または退会の申し
出後も、第1条に定める目的（ただし、第1条第1項（2）②に定める市
場調査および同③に定める当行、JCBまたは加盟店等の営業案内を
除く。）および開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社が定
める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第6条（同意条項の位置付け及び変更）
1.本同意条項はアレコレカード会員規定の一部を構成します。
2.本同意条項は法令に定める手続により、必要な範囲内で変更でき
るものとします。

（加盟個人信用情報機関および登録情報・登録内容）
①銀行および保証会社が加盟する個人信用情報機関

第6条 ステージと特典
１.会員の当行全店での取引を集計して、毎月末にステージ判定ポイント
を算出します。

２.同一取引項目内に複数の取引がある場合でもステージ判定ポイントは
二重にカウントしません。

３.ステージ判定ポイントを合計してステージを決定し、翌月１５日から翌々
月１４日までステージに応じた特典を受けることができます。

４.ステージ判定ポイントの対象となる取引項目やポイント数、ステージの
判定基準・特典などの詳細はホームページ等でお知らせします。なお、
この取引項目等は、事前の通知無く変更することがあります。

５.ステージは取引状況に応じて毎月末に見直します。

第7条 マイコインの提供
１.当行との取引内容等に応じて提供されるマイコインは、iBankマーケ
ティング株式会社（以下「iBankマーケティング」といいます）が提供す
るポイントサービスです。

２.マイコインの内容および利用条件は、iBankマーケティングが別途定め
る「マイコイン規約」に定めるとおりとします。

３.本サービスによるマイコイン取得条件等は、当行ホームページ等で告知
します。なお、この提供基準等は、事前の通知無く変更することがあり
ます。

第8条 ＦＦＧギフトセレクションに関する注意事項
１.FFGギフトセレクションのマイコイン交換比率等の諸条件はホーム
ページ等で告知します。なお、この交換比率等の諸条件は、事情変更
等の理由により、事前の通知無く変更することがあります。

２.マイコインの交換は、当行所定の本人確認を実施したうえで、会員
WEB上における所定の操作または当行営業店窓口におけるお申込に
より受け付けます。

３.会員が当行に届け出た住所等の情報が、会員の責に帰すべき事由に
より誤っていた場合、会員が不利益、損害等を被ったとしても、当行は
一切責任を負いません。

４.その他の届出事項に誤りがあったこと、または届出事項について届出
を怠ったことで、会員が不利益、損害等を被ったとしても、当行は一切
責任を負いません。

５.マイコインは、FFGギフトセレクション交換お申し込み受付完了時点
で、獲得日の古い順に減算します。

６.お申し込み手続き完了後、お申し込み内容の変更・キャンセルはできま
せん。ただし、やむを得ない事由により、同等の価格の景品に変更する
ことがあります。

７.景品の仕様、デザイン、品揃えを、予告なく変更する場合がございます。

第9条 サービス内容の改廃及び規約の変更等
１.本サービス内容は、当行の都合により、事前の通知無く変更することが
あります。

２.本規約は、当行の都合で変更することがあります。規約変更日以降は
変更後の規約に従うものとし、この変更によって生じた損害について当

行の責めに帰すべき場合を除き当行は一切の責任を負いません。
３.前各項の改廃および変更については、その効力が発生する日（「効力発
生日」といいます）までに、ホームページ等適切な方法により、効力発生
日と改廃および変更内容を周知いたします。ただし、会員の一般の利
益に適合する場合は、即時に改廃および変更内容を適用することがあ
ります。

第10条 個人情報その他会員に関する情報の取扱い
１.当行は、会員の個人情報その他の会員に関する情報を、当行が別途定
める個人情報保護宣言に従って適切に取り扱います。

２.iBankマーケティングに対し、マイコイン管理を目的として、以下の個人
情報を提供します。会員は個人情報の提供に同意するものとします。
　【提供する情報の項目】取引店、口座番号等
３.凸版印刷株式会社・株式会社千趣会、および商品出店業者に対し、
FFGギフトセレクションの運営および商品発送を目的として、以下の個
人情報を提供することがあり、会員は個人情報の提供に同意するもの
とします。
　【提供する情報の項目】氏名、発送先住所、電話番号等

第11条 通知
当行は、WEB会員が登録したメールアドレスに、本サービスに関する広
告・宣伝やその他サービスの販売促進を目的としたメールを配信すること
があります。ただし、WEB会員からメール配信を中止するよう申し出が
あった場合、当行はただちに当該目的でのメールアドレスの取扱いを中止
します。

第12条 反社会的勢力等の排除
１.会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を経
過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動
等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者
（以下これらを「暴力団員等」といいます）に該当しないこと、及び次の
各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当
しないことを確約します。
（1）暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
（2）暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有
すること

（3）自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を
加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認め
られる関係を有すること

（4）暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関
与をしていると認められる関係を有すること

（5）役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に
非難されるべき関係を有すること

２.会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為
を行わないことを確約するものとします。
（1）暴力的な要求行為
（2）法的な責任を超えた不当な要求行為
（3）取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

（4）風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損
し、又は相手方の業務を妨害する行為

（5）その他前各号に準ずる行為
３.当行は、会員が暴力団員等もしくは第１項各号のいずれかに該当し、も
しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第１項の規定に
基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、本契約を継
続することが不適切である場合には、直ちに本契約を解除することが
できます。

４.前項の規定の適用により本契約が解除された場合、会員は当行に生じ
た損害を賠償する責任を負います。また、当該解除により会員に損害が
生じても、会員は当行に一切請求を行うことができないものとします。

第13条 利用停止
会員が次のいずれかに該当した場合は、本サービスの利用を停止します。
（1）会員について、支払の停止があったとき、または破産、民事再生手
続開始の申立があったとき

（2）会員が手形交換所の取引停止処分を受けたとき
（3）届出の住所・氏名宛に郵送した通知または送付書類が未着として
当行に返戻されるなど、会員が所在不明となったとき

（4）会員が申込みの時に虚偽の申告をしたとき
（5）会員がその他本規定に違反する等、当行がサービスの中止を必要
とする相当の事由が発生したとき

第14条 退会
１.本サービス会員が本契約を解約する場合は、当行所定の方法によるも
のとします。

２.次のいずれかに該当した場合は、会員から解約の申出なく、本サービ
スの契約は終了することがあります。
（1）全ての口座を解約した場合
（2）全ての口座が普通預金規定等に基づき、解約された場合
（3）当行が、別途定める一定期間の利用がないために、全ての口座の預
金取引を停止した場合

（4）会員本人が亡くなられた場合
３.次のいずれかに該当した場合は、当行はいつでも、本サービスを解約
することができます。
（1）会員について、支払の停止があったとき、または破産、民事再生手
続開始の申立があったとき

（2）会員が手形交換所の取引停止処分を受けたとき
（3）住所変更を怠るなど会員の責めに帰すべき事由によって当行におい
て会員の所在が不明になったとき

（4）会員が申込みの時に虚偽の申告をしたとき
（5）会員がその他本規定に違反する等、当行がサービスの中止を必要
とする相当の事由が発生したとき

４.本契約が終了した場合、本サービスで保有していたマイコインは失効
します。併せて、各種手数料の優遇や特典を受けることもできなくなり
ます。

第15条 禁止事項
１.会員は本サービスの利用にあたり、以下の行為はしてはならないものと
します。
（1）公序良俗に反する行為
（2）他の会員または第三者を誹謗中傷する行為
（3）他の会員または第三者に不利益を与える行為
（4）他の会員または第三者の人権を損害する行為
（5）法令に違反する行為または違反するおそれがある行為
（6）本サービスの運用を妨害する行為
（7）本サービスの信用を毀損する行為
（8）その他当行が不適切と判断する行為
２.会員が前項の禁止行為を行い、当行または第三者に損害を与えた場
合には、会員は当該損害を賠償する責任を負うものとします。

３.会員が公開、頒布、流布した情報等により、第三者との間で紛争が生じ
た場合には、会員は自己の責任でその一切を解決することとし、当行に
いかなる迷惑もかけないものとします。

第16条 譲渡・質入等の禁止
本契約に基づく本サービスの権利は、譲渡、質入、または第三者への貸与
等はできません。

第17条 免責事項
１.やむを得ない事由による通信機器、回線等の障害を原因として本サー
ビスの取扱いが遅延したり不能になった場合、それにより生じた損害
については、当行は責任を負いません。

２.災害、事変や法令および官公庁の要請等を受け入れたことによって生
じた損害については、当行は責任を負いません。
３.本サービスの利用時に公衆電話回線等の通信経路において、盗聴が
なされたことにより、本サービスの会員の情報が漏洩した場合、そのた
めに生じた損害については、当行は一切責任を負いません。

４.会員が、本サービスの利用により、損害を被ったとしても、それが当行の
故意・重過失により発生したものでない限り、当行は当該損害を賠償
する責任を負いません。

５.会員が会員資格を喪失した場合には、以降本サービスの利用ができな
くなります。

第18条 準拠法及び管轄
本規約の準拠法は日本法とし、本規約、本サイト及び本サービスに関する
一切の紛争は、福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とし
ます。

2019年4月1日現在
以　　上

マイコイン規約に関しましてはふくぎんホームページ（https://www.fu
kuokabank.co.jp/pdf/bof_mycoin_kiyaku.pdf）をご覧ください。
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②個人信用情報機関の住所・連絡先および個人情報の登録情報・登録期間 ③KSC、CICおよびJICCは、相互に提携しています。
（個人情報に関するお問合わせ）
①商品等についてのお問い合わせ・ご相談は、カードを利用された
加盟店にご連絡下さい。
②本同意条項第1条1項(2)号に定める中止のお申出は、下記の当行
テレホンサービスセンターまでお願いします。

＜テレホンサービスセンター＞
〒810-8727 福岡市中央区天神2-13-1／電話番号 0120-788-321
③個人情報の開示・訂正・削除等の会員等の個人情報に関するお問
合わせはお取引店までお願いします。
④個人情報の取扱いに関するご質問・ご意見・苦情は下記の当行サ
ービス監査室までお願いします。

＜サービス監査室＞
〒810-8693 福岡市中央区大手門1丁目8番3号／電話番号 0120-338-678
⑤本規定についてのお問合わせ･ご相談及び支払停止の抗弁に関する
書面については、当行クレジットカードデスクまでご連絡下さい。

＜クレジットカードデスク＞
〒819-0006  福岡市西区姪浜駅南1-7-1／電話番号 092-432-1050
⑥保証会社に対する個人情報の開示・訂正・削除に関しては、下記の
保証会社までお問い合わせください。

＜ふくぎん保証株式会社＞
〒819-0006 福岡市西区姪浜駅南1-7-1／電話番号 092-882-0431
(受付時間　9:00～17:00　土・日・祝日・年末年始除く)
⑦宣伝印刷物の送付等の営業案内の中止のお申し出については下記
にご連絡ください。

＜株式会社ジェーシービー　JCBインフォメーションセンター＞
東京　0422-76-1700　　大阪　06-6941-1700
福岡　092-712-4450　　札幌　011-271-1411
（共同利用会社および利用目的）
本規定に定める共同利用会社は以下のとおりです。
○ 株 式 会 社 J C B ト ラ ベ ル
〒171-0033　東京都豊島区高田3-13-2　高田馬場TSビル
利用目的：旅行サービス、航空券・ゴルフ場等リザベーションサービ
ス等の提供
○株式会社ジェーシービー・サービス
〒107-0062　東京都港区南青山5-1-20　青山ライズフォート
　利用目的：保険サービス等の提供

ふくぎんアレコレカード保証委託約款
第1条(委託の範囲)
私が、ふくぎん保証株式会社（以下「貴社」という）に委託する債務保証の範
囲は、私と株式会社福岡銀行（以下「銀行」という）との間の「ふくぎんアレ
コレカード会員規定」に基づき、私が銀行に対し負担するアレコレカード
利用による債務、損害金その他一切の債務を含むものとし、保証の方法は
貴社と銀行との間に締結されている保証契約によるものとします。
第2条（約款の遵守）
私が貴社の保証を得て、アレコレカードを利用するについては、この
約款のほか「ふくぎんアレコレカード会員規定」の各条項を遵守し、
期日には遅滞なく債務を弁済するものとします。
第3条（保証債務の履行）
1. 貴社が私に対して通知、催告なく保証債務を履行しても私は異議
を述べません。
2. 私は貴社が保証債務の弁済によって銀行が私に対して有する権利
を代位して行使する場合には、私と銀行との間に締結した契約の
ほかにこの約款の各条項を適用されても異議を述べません。
第4条（求償債務の範囲）
1.私は、貴社が前条により保証債務を履行したときは、貴社に対しそ
の弁済額金額および求償に要した費用を直ちに支払います。
2.私は前項により支払うべき金額に対し年14.0％以内の割合の損害
金を支払います。
第5条（求償権の事前行使）
私が次の各号の一つにでも該当したときは求償債務発生前において、
貴社が予め求償権を行使しても私は異議を述べません。
（1）保全処分、強制執行、もしくは競売の申請または破産手続開始、民
事再生手続開始の申立があったとき。

（2）公租・公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき。
（3）手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
（4）私と銀行との間に締結した契約書の一つにでも違反したとき。
（5）その他債務の履行を困難とする事実を予見または認知せられたるとき。
第6条（反社会的勢力の排除）
1.私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を
経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運
動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる
者（以下、これらを「暴力団員等」という）に該当しないこと、および
次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわた
っても該当しないことを確約いたします。
（1）暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
（2）暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係
を有すること

（3）自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三
者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を
利用していると認められる関係を有すること

（4）暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するな
どの関与をしていると認められる関係を有すること

（5）役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会

的に非難されるべき関係を有すること
2.私は、自らまたは第三者を利用して、貴社に対し次の各号の一にで
も該当する行為を行わないことを確約いたします。
（1）暴力的な要求行為
（2）法的な責任を超えた不当な要求行為
（3）取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
（4）風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、ま
たは業務を妨害する行為

（5）その他前各号に準ずる行為
3.私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしく
は前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に
基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との
取引を継続することが不適切である場合には、貴社が請求するこ
とにより、貴社に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、
貴社が事前求償権を行使することを承諾します。
4.前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、貴社になんらの請
求をしません。また、貴社に損害が生じたときは、私がその責任を負います。
5.私は、本契約締結日時点で私と貴社との間に存在するいっさいの
債務についても、本条項が適用されることに同意いたします。
第7条（中止・解約）
1.私について前条各項の事由が生じたときは、いつでも貴社はこの
保証を中止し、または解約する事ができます。
2.前項により貴社から中止または解約の通知を受けたときは、私は直ち
に原債務の弁済その他必要な手続きをとり、貴社には負担をかけません。
第8条（通知義務）
1. 私の氏名、住所、職業（勤務先）に変更を生じ、その他求償権の行使に影響あ
る事態が発生したときは直ちに書面をもって通知し貴社の指示に従います。
①私の財産、債務、経営、収入等について、資料の提供または報告を求め
られたときは、直ちに応じ、また帳簿閲覧等の調査に協力します。

第9条（弁済の充当順序）
私の弁済した金額が、貴社に対する債務の全額を消滅させるに足りないと
きは、貴社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ありません。
第10条（公正証書の作成）
私が貴社から請求ある時は、直ちに求償債務に関し、強制執行認諾条
項のある公正証書の作成に必要な一切の手続きをします。またこの
ために要した費用は私が負担します。
第11条 (合意管轄)
私はこの約款に関して訴訟の必要が生じた場合は、貴社の本社所在
地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。

以上

ふくぎんマイレージサービス「mybank+（マイバンクプラス）」 利用規約

利用規約
「マイバンクプラス」（以下「本サービス」といいます）は、株式会社福岡銀
行（以下「当行」といいます）が定めるこの利用規約（これに関連する規
約・通知等を含み、以下「本規約」といいます）に従い提供されます。お客
さまは本サービスを、本規約に同意した上で利用するものとします。お客
さまが本サービスの利用を開始した場合は、本規約に同意したものとみ
なされます。

第1条 用語の定義
「会員」とは、本規約に同意した上で、本サービスの利用を開始した者をい
います。「会員WEB」とは、当行が運営する、本サービスを提供するWEB
サイトをいいます。「WEB会員」とは、本サービスの会員のうち、会員WEB
を利用可能な会員をいいます。「ステージ判定ポイント」とは、ステージ（以
下に定義します）を判定するために使用するポイント（当行との取引内容
をポイント換算します）をいいます。「ステージ」とは、ステージ判定ポイン
トの合計により決まる会員の状態をいいます。

第2条 サービス内容
本サービスのサービス内容は以下のとおりとします。なお、本サービスの
提供にあたっては、原則として、当行へお届けの住所・氏名・生年月日等
が一致しているお客さまを同一人物として取扱い、ステージ判定ポイント
集計等を行います。
１.当行との取引内容により決まるステージに応じた様 な々特典
２.当行との取引内容に応じて提供するポイント（以下「マイコイン」といい
ます）を様 な々地域特産品・商品券への交換（以下「FFGギフトセレク
ション」といいます）等に利用すること

第3条 対象者
本サービスの会員は、普通預金口座を開設している個人の方に限ります。
ただし、個人事業主・非居住者・任意団体の方は対象外とさせていただき
ます。
第4条 会員登録
当行所定の方法により申込を受付し、所定の手続きを行い、当行がこれ
を承諾した日（以下「契約日」といいます）から本サービスの提供を開始
します。

第5条 IDおよびパスワードの管理
１.WEB会員は会員登録情報、ユーザー ID（メールアドレス）及びパスワー
ドを自らの責任において厳重に管理しなければなりません。
２.WEB会員登録情報、ユーザー ID及びパスワードによりなされた本サー
ビスの利用は、当該情報と一致するWEB会員によりなされたものとみな
します。
３.WEB会員登録情報、ユーザー ID及びパスワードが他の第三者に使用
されたことによってWEB会員が被る損害については、当該WEB会員
の故意過失の有無にかかわらず、当行は一切責任を負いません。



★リボルビング払いのご案内★
1.毎月のお支払い元金

＊ゴールド、ビジネスカード等をお持ちの会員の方は　1万円以上1千円単位
となります。
※新カードへお切り替えの場合に、指定する欄がない、もしくは指定いただ
いていない場合はお切り替え前の設定元金が引き継がれます。
※スマリボに新規登録する場合は、残高スライドゆとりコースまたは標準
コースのみ選択可能です。

2.手数料率
実質年率13.20％～15.00％
※会員規定に定めるショッピング利用代金の支払区分をすべてショッピン
グリボ払いとする方式を利用する場合は、実質年率15.00％になります。

［初回のご請求］
　実質年率×日数（締切日の翌日より翌月の約定支払日まで）÷365日
［2回目以降のご請求］
　実質年率×日数（約定支払日の翌日より翌月の約定支払日まで）÷365日
3.お支払い例
・定額コース1万円、実質年率15.00％の方が6月30日に7万円をご利用の場合
（1）8月10日のお支払い
①お支払い元金　　　 10,000円
②手数料　　　　　　　747円（7万円×15.00％×26日÷365日）
③8月10日の弁済金　　10,747円（①＋②）

（2）9月10日のお支払い
①お支払い元金　　　 10,000円
②手数料　　　　　　　 764円（6万円×15.00％×31日÷365日）
③9月10日の弁済金　　10,764円（①＋②）

★分割払いのご案内★
1.支払回数表

 

2.お支払い例　利用代金50,000 円、10回払いの場合
（1）手数料…50,000円×（5.58円/100円）＝2,790円
（2）支払金合計…50,000円＋2,790円＝52,790円
（3）支払額…52,790円÷10回＝5,279円※

※お支払い回数表に基づき算出する手数料は、初回の日割計算と
　最終回の端数調整により、実際にお支払いいただく手数料総額
　とは若干異なります。

★ローンのご案内★
 

※総合口座貸越付きのバンクカードからの移項の場合は、その利率
を移項する。

★キャッシングサービス（キャッシング一括払い）のご案内★

● 元 本 ・ 利 息 以 外 の 金 銭 の 支 払 い ●
ATM手数料・・・取扱金額1万円：110円、取扱金額1万円超：220円（含む消費税）
※但し、当行が認める場合は割引もしくは無料とすることがあります。
★アレコレカードローン 返済金額★

★繰上返済方法★

1：全額繰上返済：分割払い以外の場合、日割計算にて返済日までの手数料ま
たは利息を併せて支払うものとします。分割払いの場合、期限未到来の分割
払手数料のうち当行所定の割合による金額の払戻しを当行に請求できま
す。
2：一部繰上返済：原則として返済金の全額を元本の返済に充当する
ものとし、次回以降の支払期日に、日割計算にて元本額に応じた
手数料または利息を支払うものとします。

スマリボ特約
（※本特約は、2019年4月以降、株式会社福岡銀行および株式会社ジェー
シービー（以下、「両社」）が別途公表する日より（ただし、第9条は2018年10
月1日より）有効となります。※アレコレJCBリボルビングカードは本特約の対象
外となります。）
第1条（総則）　
1.本特約は、両社所定の会員規定（個人用）（以下「会員規定」という。）第
15条第16項(1)号に基づき、会員がショッピング利用代金の支払区分をシ
ョッピングリボ払いとする場合のサービス内容および利用条件等を定める
ものです。なお、本特約において特に定義のない用語については、会員規
定におけるものと同様の意味を有します。
2.本特約と会員規定その他の付随規定（以下「会員規定等」という。）との
間に内容の相違がある場合、本特約が優先して適用されます。本特約に
定めのない事項については、会員規定等が適用されます。
第2条（定義）
1.「スマリボ」（以下「本サービス」という。）とは、会員規定第15条第16項(1)
号に基づき、原則として全てのショッピング利用代金の支払区分をショッピ
ングリボ払いとするサービスをいいます。
2.「利用者」とは、本特約第3条に基づき、本サービスの利用登録が完了し
た会員をいいます。
第3条（利用登録）
1.本サービスの利用を希望する会員は、本特約を承認の上、両社所定の
方法により、両社に本サービスの利用を申し込むものとします。両社は、会
員の申し込みを承諾した場合に、当該会員の利用登録を行います。
2.前項の利用登録の申し込みができる会員は、会員規定（個人用）の適用
を受ける会員です。ただし、一部の会員は、前項の利用登録の申し込み
を行うことができません。
第4条（本サービスの内容）
1.本サービスの内容は、以下のとおりとします。ただし、利用者により提供を
受けることができるサービスに制限のある場合があります。　
（1）利用者が会員規定第15条に基づきショッピング利用をするに当たり、シ
ョッピング1回払いを指定した場合、当該ショッピング利用の支払区分
は、原則として全てショッピングリボ払いとなります。ただし、電子マネー
の入金、カードの付帯サービス料金その他両社が指定するもの（JCB
のホームページ等で公表します。)の支払区分はショッピング1回払いと
なります。なお、利用者がショッピング利用をするに当たり、ショッピング1
回払い以外の支払区分を指定した場合、本サービスの適用は受けま
せん。

（2）本サービスの利用登録がなされている間、会員規定第8条第6項(1)号

から(3)号に基づき会員がショッピング利用できる金額を算定するに当
たり、適用される機能別利用可能枠は会員規定第8条第1項に定める
「ショッピングリボ払い利用可能枠」となります。

（3）(1)号および(2)号にかかわらず、利用者がショッピングリボ払い利用可
能枠を超えてショッピング利用をした場合、当該利用可能枠を超過し
た利用分については、会員規定第15条第17項(1)号に基づき、ショッピ
ング1回払いとしてお支払いいただくものとします。

（4）ショッピングリボ払いの支払方法は会員規定第15条第20項に定めると
おりです。また、支払いコースは、会員規定末尾の「リボルビング払いの
ご案内」に記載するコースのうち「残高スライドゆとりコース」または「残
高スライド標準コース」となります。各支払いコースの詳細および手数
料率は、「リボルビング払いのご案内」に記載のとおりです。

（5）利用者は、本サービスの利用登録が有効になされている間、別途両
社が公表する条件を充たした場合には、両社が公表する内容の優遇
サービスを受けることができます。

2.両社は、営業上その他の理由により、本サービスの内容を変更することが
できるものとします。この場合、両社は、利用者に対して、3ヶ月前まで（ただ
し、重要な変更については6ヶ月前まで）に公表または通知します。ただし、
緊急を要する場合には、この限りではありません。
第5条（本サービスの利用方法）
利用者は、ショッピング利用をするに当たって、ショッピング1回払いをご指定く
ださい。
第6条（利用登録の抹消）
1.利用者は、両社が定める方法で本サービスの解除を申し出ることにより、
利用登録を抹消することができます。
2.両社は、(1)利用者が約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき、(2)
利用者が会員規定等または本特約に違反したとき、(3)利用者のショッピ
ングリボ払い利用可能枠が0円となったとき、(4)その他利用者のカード利
用状況または信用状況等に照らして、本サービスの利用が適当でないと
判断した場合には、当該利用者の利用登録を抹消することができます。
3.前二項に基づき利用登録が抹消された場合、会員は以後、利用者では
なくなり、本サービスを利用することはできません。この場合、会員がその後
に利用したショッピング利用については、本特約は適用されず、会員規定
等のみが適用されます。
4.第1項または第2項に基づき利用登録が抹消された場合であっても、それ
までのショッピング利用については、本特約第4条第1項(1)号から(4)号が
適用されます。ただし、利用者が会員規定第28条に基づき期限の利益を
喪失した場合には、この限りではありません。
第7条（本サービスの終了）
両社は、営業上その他の理由により、本サービスを終了することができます。
この場合、両社は本サービス終了の6ヶ月前までに利用者に通知します。本
サービスが終了した場合、前条第3項および第4項が準用されます。
第8条（本特約の改定）
1.両社は、本特約を変更することができるものとします。この場合、両社は当
該変更について、利用者に対し、公表または通知します。
2.利用者は、前項の公表または通知ののち、本サービスを利用したことをも
って当該変更に同意したものとします。

第9条（「支払い名人」からの移行）
1.「支払い名人」とは、両社が会員規定第15条第16項(1)号に基づき、別途
公表する内容に基づき、本特約公表日現在において提供しているサービ
スです。
2.両社は、2018年10月1日以降の、両社が別途公表する日をもって「支払い
名人」のサービスを終了し、会員規定第15条第16項柱書に基づき、その
後のサービス利用を認めません。
3.従来「支払い名人」のサービスを利用されていた会員のうち、会員規定
第15条第16項(1)号に基づくサービスの提供を引き続き希望される方につ
いては、両社が承認した場合、前項に定める公表日をもって、本特約第3
条に基づき利用登録がなされ、本サービスに移行されるものとします。
4.前項の場合、本特約第4条第1項(4)号にかかわらず、ショッピングリボ払い
の支払いコースは、会員規定末尾の「リボルビング払いのご案内」に記
載するコースのうち、前項に基づく移行時点で、当該会員に対して適用さ
れている支払いコースまたは残高スライド標準コースとなります。いずれの
支払いコースが適用されるかについては、利用者に個別に通知されるご
案内に記載されます。また、利用者は、移行日以降会員専用WEBサービ
ス「MyJCB」またはカードご利用代金明細書にて、いずれの支払いコー
スが適用されるかを確認することが可能です。

ショッピングスキップ払いのご案内
ご利用金額にショッピングスキップ払い手数料を加えた金額を、ご指定の
お支払い月の10日（ただし、当日が金融機関休業日の場合は翌営業日）
に一括（1回）でのお支払いとなります。
手数料：ご利用金額×手数料率（月利）×繰延月数（変更前お支払い月か
らご指定のお支払い月までの月数をいいます。）
支払期間：54～239日
1.手数料率
実質年率15.00％［月利1.25％］
2.お支払い例
実質年率 15.00％の方が 6月30日にショッピング 1 回払いにて1 万円
を利用し（8月10日お支払い分にて利用）、お支払い月を11月10日へ
変更した場合
〈11月10日のお支払い〉
①お支払い元金　10,000 円
②手数料　375円（1万円×3ヵ月×（15.00％/12ヵ月））
③11月10日の支払額（支払総額）　10,375 円（①+②）

個人情報の取扱いに関する同意条項
＜本同意条項はアレコレJCBカード会員規定（以下「本規定」という）の一部を構成します＞
第1条（個人情報の収集、保有、利用等）
1.会員または会員の予定者(以下総称して「会員等」という)は、当行ま
たはJCBが会員等の個人情報につき必要な保護措置を行ったうえで
以下のとおり取り扱うことに同意します｡
（1）本契約(本申し込みを含む。以下同じ)を含む当行またはJCBもし
くは両社との取引に関する与信判断および与信後の管理のため
に、以下の個人情報を収集、利用すること。
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号（ショートメッセージサービスの送
信先番号を兼ねる）、勤務先、Ｅメールアドレス等、会員等が入会申込
時および本規定第１１条に基づき届け出た事項。
②入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、会員等と
両社の契約内容に関する事項。
③会員のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容およ
び与信判断や債権回収その他の与信後の管理の過程におい
て両社が知り得た事項。
④会員等が入会申込時に届け出た収入・負債・家族構成等、当行
またはJCBが収集したクレジット利用・支払履歴。
⑤犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認
書類等の記載事項。または会員等が当行に提出した収入証明
書類等の記載事項。
⑥当行またはJCBが適正かつ適法な方法で収集した住民票等公
的機関が発行する書類の記載事項（公的機関に当該書類の交
付を申請するに際し、法令等に基づき、①②③のうち必要な
情報が公的機関に開示される場合があります。）。
⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
⑧インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面
取引で、会員が加盟店における購入画面等に入力した氏名、Eメー
ルアドレス、電話番号、商品等送付先住所および請求先住所等の
取引情報（以下「オンライン取引情報」という。）。
⑨インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面
取引で、会員が当該オンライン取引の際に使用したパソコン、スマー
トフォンおよびタブレット端末等の機器に関する情報（ＯＳの種類・言
語、ＩＰアドレス、位置情報、端末識別番号等）（以下「デバイス情報」
という。）。

（2）以下の目的のために、前号に定める個人情報を利用すること。た
だし、会員が本号②に定める市場調査または本号③に定める営業案
内について当行またはJCBに中止を申し出た場合、両社は業務運
営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。（中止の申し
出は本規定末尾に記載のお問合せ先へ連絡するものとします。）
①カードの機能、付帯サービス等の提供。
②当行またはJCBもしくは両社のクレジットカード事業その他の
当行またはJCBもしくは両社の事業（当行またはJCBの定款記
載の事業をいう。以下「両社事業」という場合において同じ。）にお

ける新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
③両社事業における宣伝物の送付等、当行、JCBまたは当行が認
めるクレジットカード利用可能加盟店（会員規定第15条に定
めるものをいう。）等の営業案内。
④両社事業における宣伝物の送付または電話・Eメールその他
の通信手段等の方法による、当行、ＪＣＢまたは加盟店そ
の他の営業案内、および貸付の契約に関する勧誘。
⑤刑事訴訟法第197条第2項に基づく捜査関係事項照会その他
各種法令に基づき公的機関・公的団体等から提出を求めら
れた場合の公的機関・公的団体等への提供。

（3）本契約に基づく当行またはＪＣＢの業務を第三者に委託する場合
に、業務の遂行に必要な範囲で、本項（1）①②③④⑤⑥⑦⑧⑨の個人
情報を当該業務委託先に預託すること。

（4）割賦販売法等に基づき第三者によるカード番号の不正利用の防止を
図る業務を行うため、インターネット等によるオンライン取引等の
通信手段を用いた非対面取引で、オンライン取引情報とデバイス情
報に含まれる本項(1)⑧⑨の個人情報を使用して本人認証を行うこ
と。なお、当該分析の結果、当該非対面取引が第三者によるカード
番号の不正利用である可能性が相対的に高いと判断された取引につ
いては、当行は会員らの財産の保護を図るため、追加の本人確認手
続きを求めたり、当該非対面取引におけるショッピング利用を拒絶
したりする場合があります。両社は当該業務のために、本項(1)⑧⑨
の個人情報を不正検知サービスを運営する事業者に提供し、当該事
業者から当該事業者が行った分析結果を受領します。また当該事業
者は、会員によるオンライン取引完了後も当該個人情報を個人が直
接特定できないような形式に置き換えたうえで一定期間保管し、当
該事業者内において、当該事業者が提携する両社以外の組織向けの
不正検知サービスにおける分析のためにも当該情報を使用します。
詳細については、JCBのホームページ内のJ/Secure(TM)サービスに
関する案内にて確認できます。

2.会員等は、当行、ＪＣＢおよびＪＣＢカード取引システムに参加するＪＣＢの提
携会社が、与信判断および与信後の管理、その他自己との取引上の判
断のため、第1項（1）①②③④の個人情報を共同利用することに同意しま
す。（ＪＣＢカード取引システムに参加するＪＣＢの提携会社は次のホームペ
ージにて確認できます。https://www.jcb.co.jp/r/riyou/）なお、本項に基
づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はＪＣＢとな
ります。
3.会員等は、本申し込みにおいて保証会社に保証を委託する場合は、
第1項（1）①②③④の個人情報を、保証会社においては本項（1）に定
める目的の達成に必要な範囲で、当行およびJCBにおいては本項
（2）に定める目的の達成に必要な範囲で、当行およびJCBと保証会社
が相互に提供し、利用することに同意します。
（1）保証会社の利用目的

①本申込みの受付、保証の審査および保証の決定
②会員等の委託に係る保証取引（以下「本件保証取引」という。）

に関する与信判断および与信後の管理
③加盟する個人信用情報機関への提供および適正かつ適法と
認められる範囲での第三者への提供
④本件保証取引上の権利行使および義務の履行
⑤法令等によって認められる権利行使および義務の履行
⑥本件保証取引上必要な会員等への連絡および郵便物等の送付

（2）当行およびJCBの利用目的
①当行またはJCBもしくは両社との取引に関する与信判断およ
び与信後の管理
②本条第1項（2）①②③の目的

第2条（個人信用情報機関の利用および登録）
1.会員等は、当行および保証会社が利用・登録する個人信用情報機関（個
人の支払能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情
報の提供を業とするもの）について以下のとおり同意します。
（1）当行および保証会社が自己の与信取引上の判断（返済能力また
は転居先の調査をいう。ただし、割賦販売法および貸金業法に
より、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的
に限る。）のためにそれぞれが加盟する個人信用情報機関（以下
「加盟個人信用情報機関」という。）および当該機関と提携する
個人信用情報機関（以下「提携個人信用情報機関」という。）に照
会し、本会員等の個人情報（官報等において公開されている情報、
当該各機関によって登録された不渡情報、登録された情報に関し
本人から苦情を受け調査中である旨の情報、および本人確認資
料の紛失・盗難等にかかり本人から申告された情報など、加盟個
人信用情報機関および提携個人信用情報機関のそれぞれが独自
に収集・登録した情報を含む。以下本条において同じ。）が登録さ
れている場合はこれを利用すること。

（2）本規定末尾に加盟個人信用情報機関毎に記載されている「登録情報
および登録期間」表の「登録情報」欄に定める本会員等の個人情報（そ
の履歴を含む。）が各加盟個人信用情報機関に同表に定める期間登録
され、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員が自己の与
信取引上の判断（返済能力または転居先の調査をいう。ただし、割賦
販売法および貸金業法により、返済能力に関する情報については返済
能力の調査の目的に限る。）のためにこれを利用すること。

（3）前号の個人情報について、個人情報の正確性および最新性の維持、
苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟
個人信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保の
ために必要な範囲において、加盟個人信用情報機関および当該機
関の加盟会員が個人情報を相互に提供し、利用すること。

2.2005年3月30日までに入会された家族会員および家族会員として入
会を申し込まれた方（以下「家族会員等」という。）は、家族会員等の入会
時の同意に基づき、家族会員等の本契約に関する客観的な取引事実
に基づく個人情報が加盟個人信用情報機関に登録されている場合は、
当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員が家族会員等の支
払能力調査のためにこれを利用することを引き続き承認します。
3.加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関は、本規定末

尾に記載の個人信用情報機関とします。各機関の加盟資格、加盟会
員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、当行
および保証会社が新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、書
面その他の方法により通知するものとします。
第3条（個人情報の開示、訂正、削除）
1.会員等は、当行、保証会社、JCB、共同利用会社、加盟個人信用情報機
関に対して、当該会社および機関がそれぞれ保有する自己に関する
個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求
は以下に連絡するものとします。
（1）当行、保証会社、JCBおよび共同利用会社への開示請求：本規定
末尾に記載のお問合せ先へ

（2）加盟個人信用情報機関への開示請求：本規定末尾に記載の各加
盟個人信用情報機関へ

2.万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、
当行、保証会社、JCBおよび共同利用会社は速やかに訂正または削
除に応じるものとします。
第4条（個人情報の取り扱いに関する不同意）
両社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場
合、または本章に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場
合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。なお、第
1条第1項(2)②に定める市場調査または同(3)に定める当行、JCBまたは
加盟店等の営業案内に対する中止の申し出があっても、入会を断ること
や退会の手続きをとることはありません。（本条に関する申し出は本規
定末尾に記載のお問合せ先へ連絡するものとします。）
第5条（契約不成立時および退会後の個人情報）
1.両社が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承
認をしない理由のいかんを問わず、第1条に定める目的（ただし、第
1条第1項(2)②に定める市場調査および同③に定める当行、JCBま
たは加盟店等の営業案内を除く。）および第2条の定めに基づき一
定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2.会員規定第30条、31条に定める会員資格の取消または退会の申し
出後も、第1条に定める目的（ただし、第1条第1項（2）②に定める市
場調査および同③に定める当行、JCBまたは加盟店等の営業案内を
除く。）および開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社が定
める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第6条（同意条項の位置付け及び変更）
1.本同意条項はアレコレカード会員規定の一部を構成します。
2.本同意条項は法令に定める手続により、必要な範囲内で変更でき
るものとします。

（加盟個人信用情報機関および登録情報・登録内容）
①銀行および保証会社が加盟する個人信用情報機関

第6条 ステージと特典
１.会員の当行全店での取引を集計して、毎月末にステージ判定ポイント
を算出します。

２.同一取引項目内に複数の取引がある場合でもステージ判定ポイントは
二重にカウントしません。

３.ステージ判定ポイントを合計してステージを決定し、翌月１５日から翌々
月１４日までステージに応じた特典を受けることができます。

４.ステージ判定ポイントの対象となる取引項目やポイント数、ステージの
判定基準・特典などの詳細はホームページ等でお知らせします。なお、
この取引項目等は、事前の通知無く変更することがあります。

５.ステージは取引状況に応じて毎月末に見直します。

第7条 マイコインの提供
１.当行との取引内容等に応じて提供されるマイコインは、iBankマーケ
ティング株式会社（以下「iBankマーケティング」といいます）が提供す
るポイントサービスです。

２.マイコインの内容および利用条件は、iBankマーケティングが別途定め
る「マイコイン規約」に定めるとおりとします。

３.本サービスによるマイコイン取得条件等は、当行ホームページ等で告知
します。なお、この提供基準等は、事前の通知無く変更することがあり
ます。

第8条 ＦＦＧギフトセレクションに関する注意事項
１.FFGギフトセレクションのマイコイン交換比率等の諸条件はホーム
ページ等で告知します。なお、この交換比率等の諸条件は、事情変更
等の理由により、事前の通知無く変更することがあります。

２.マイコインの交換は、当行所定の本人確認を実施したうえで、会員
WEB上における所定の操作または当行営業店窓口におけるお申込に
より受け付けます。

３.会員が当行に届け出た住所等の情報が、会員の責に帰すべき事由に
より誤っていた場合、会員が不利益、損害等を被ったとしても、当行は
一切責任を負いません。

４.その他の届出事項に誤りがあったこと、または届出事項について届出
を怠ったことで、会員が不利益、損害等を被ったとしても、当行は一切
責任を負いません。

５.マイコインは、FFGギフトセレクション交換お申し込み受付完了時点
で、獲得日の古い順に減算します。

６.お申し込み手続き完了後、お申し込み内容の変更・キャンセルはできま
せん。ただし、やむを得ない事由により、同等の価格の景品に変更する
ことがあります。

７.景品の仕様、デザイン、品揃えを、予告なく変更する場合がございます。

第9条 サービス内容の改廃及び規約の変更等
１.本サービス内容は、当行の都合により、事前の通知無く変更することが
あります。

２.本規約は、当行の都合で変更することがあります。規約変更日以降は
変更後の規約に従うものとし、この変更によって生じた損害について当

行の責めに帰すべき場合を除き当行は一切の責任を負いません。
３.前各項の改廃および変更については、その効力が発生する日（「効力発
生日」といいます）までに、ホームページ等適切な方法により、効力発生
日と改廃および変更内容を周知いたします。ただし、会員の一般の利
益に適合する場合は、即時に改廃および変更内容を適用することがあ
ります。

第10条 個人情報その他会員に関する情報の取扱い
１.当行は、会員の個人情報その他の会員に関する情報を、当行が別途定
める個人情報保護宣言に従って適切に取り扱います。

２.iBankマーケティングに対し、マイコイン管理を目的として、以下の個人
情報を提供します。会員は個人情報の提供に同意するものとします。
　【提供する情報の項目】取引店、口座番号等
３.凸版印刷株式会社・株式会社千趣会、および商品出店業者に対し、
FFGギフトセレクションの運営および商品発送を目的として、以下の個
人情報を提供することがあり、会員は個人情報の提供に同意するもの
とします。
　【提供する情報の項目】氏名、発送先住所、電話番号等

第11条 通知
当行は、WEB会員が登録したメールアドレスに、本サービスに関する広
告・宣伝やその他サービスの販売促進を目的としたメールを配信すること
があります。ただし、WEB会員からメール配信を中止するよう申し出が
あった場合、当行はただちに当該目的でのメールアドレスの取扱いを中止
します。

第12条 反社会的勢力等の排除
１.会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を経
過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動
等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者
（以下これらを「暴力団員等」といいます）に該当しないこと、及び次の
各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当
しないことを確約します。
（1）暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
（2）暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有
すること

（3）自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を
加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認め
られる関係を有すること

（4）暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関
与をしていると認められる関係を有すること

（5）役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に
非難されるべき関係を有すること

２.会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為
を行わないことを確約するものとします。
（1）暴力的な要求行為
（2）法的な責任を超えた不当な要求行為
（3）取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

（4）風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損
し、又は相手方の業務を妨害する行為

（5）その他前各号に準ずる行為
３.当行は、会員が暴力団員等もしくは第１項各号のいずれかに該当し、も
しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第１項の規定に
基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、本契約を継
続することが不適切である場合には、直ちに本契約を解除することが
できます。

４.前項の規定の適用により本契約が解除された場合、会員は当行に生じ
た損害を賠償する責任を負います。また、当該解除により会員に損害が
生じても、会員は当行に一切請求を行うことができないものとします。

第13条 利用停止
会員が次のいずれかに該当した場合は、本サービスの利用を停止します。
（1）会員について、支払の停止があったとき、または破産、民事再生手
続開始の申立があったとき

（2）会員が手形交換所の取引停止処分を受けたとき
（3）届出の住所・氏名宛に郵送した通知または送付書類が未着として
当行に返戻されるなど、会員が所在不明となったとき

（4）会員が申込みの時に虚偽の申告をしたとき
（5）会員がその他本規定に違反する等、当行がサービスの中止を必要
とする相当の事由が発生したとき

第14条 退会
１.本サービス会員が本契約を解約する場合は、当行所定の方法によるも
のとします。

２.次のいずれかに該当した場合は、会員から解約の申出なく、本サービ
スの契約は終了することがあります。
（1）全ての口座を解約した場合
（2）全ての口座が普通預金規定等に基づき、解約された場合
（3）当行が、別途定める一定期間の利用がないために、全ての口座の預
金取引を停止した場合

（4）会員本人が亡くなられた場合
３.次のいずれかに該当した場合は、当行はいつでも、本サービスを解約
することができます。
（1）会員について、支払の停止があったとき、または破産、民事再生手
続開始の申立があったとき

（2）会員が手形交換所の取引停止処分を受けたとき
（3）住所変更を怠るなど会員の責めに帰すべき事由によって当行におい
て会員の所在が不明になったとき

（4）会員が申込みの時に虚偽の申告をしたとき
（5）会員がその他本規定に違反する等、当行がサービスの中止を必要
とする相当の事由が発生したとき

４.本契約が終了した場合、本サービスで保有していたマイコインは失効
します。併せて、各種手数料の優遇や特典を受けることもできなくなり
ます。

第15条 禁止事項
１.会員は本サービスの利用にあたり、以下の行為はしてはならないものと
します。
（1）公序良俗に反する行為
（2）他の会員または第三者を誹謗中傷する行為
（3）他の会員または第三者に不利益を与える行為
（4）他の会員または第三者の人権を損害する行為
（5）法令に違反する行為または違反するおそれがある行為
（6）本サービスの運用を妨害する行為
（7）本サービスの信用を毀損する行為
（8）その他当行が不適切と判断する行為
２.会員が前項の禁止行為を行い、当行または第三者に損害を与えた場
合には、会員は当該損害を賠償する責任を負うものとします。

３.会員が公開、頒布、流布した情報等により、第三者との間で紛争が生じ
た場合には、会員は自己の責任でその一切を解決することとし、当行に
いかなる迷惑もかけないものとします。

第16条 譲渡・質入等の禁止
本契約に基づく本サービスの権利は、譲渡、質入、または第三者への貸与
等はできません。

第17条 免責事項
１.やむを得ない事由による通信機器、回線等の障害を原因として本サー
ビスの取扱いが遅延したり不能になった場合、それにより生じた損害
については、当行は責任を負いません。

２.災害、事変や法令および官公庁の要請等を受け入れたことによって生
じた損害については、当行は責任を負いません。
３.本サービスの利用時に公衆電話回線等の通信経路において、盗聴が
なされたことにより、本サービスの会員の情報が漏洩した場合、そのた
めに生じた損害については、当行は一切責任を負いません。

４.会員が、本サービスの利用により、損害を被ったとしても、それが当行の
故意・重過失により発生したものでない限り、当行は当該損害を賠償
する責任を負いません。

５.会員が会員資格を喪失した場合には、以降本サービスの利用ができな
くなります。

第18条 準拠法及び管轄
本規約の準拠法は日本法とし、本規約、本サイト及び本サービスに関する
一切の紛争は、福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とし
ます。

2019年4月1日現在
以　　上

マイコイン規約に関しましてはふくぎんホームページ（https://www.fu
kuokabank.co.jp/pdf/bof_mycoin_kiyaku.pdf）をご覧ください。
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②個人信用情報機関の住所・連絡先および個人情報の登録情報・登録期間 ③KSC、CICおよびJICCは、相互に提携しています。
（個人情報に関するお問合わせ）
①商品等についてのお問い合わせ・ご相談は、カードを利用された
加盟店にご連絡下さい。
②本同意条項第1条1項(2)号に定める中止のお申出は、下記の当行
テレホンサービスセンターまでお願いします。

＜テレホンサービスセンター＞
〒810-8727 福岡市中央区天神2-13-1／電話番号 0120-788-321
③個人情報の開示・訂正・削除等の会員等の個人情報に関するお問
合わせはお取引店までお願いします。
④個人情報の取扱いに関するご質問・ご意見・苦情は下記の当行サ
ービス監査室までお願いします。

＜サービス監査室＞
〒810-8693 福岡市中央区大手門1丁目8番3号／電話番号 0120-338-678
⑤本規定についてのお問合わせ･ご相談及び支払停止の抗弁に関する
書面については、当行クレジットカードデスクまでご連絡下さい。

＜クレジットカードデスク＞
〒819-0006  福岡市西区姪浜駅南1-7-1／電話番号 092-432-1050
⑥保証会社に対する個人情報の開示・訂正・削除に関しては、下記の
保証会社までお問い合わせください。

＜ふくぎん保証株式会社＞
〒819-0006 福岡市西区姪浜駅南1-7-1／電話番号 092-882-0431
(受付時間　9:00～17:00　土・日・祝日・年末年始除く)
⑦宣伝印刷物の送付等の営業案内の中止のお申し出については下記
にご連絡ください。

＜株式会社ジェーシービー　JCBインフォメーションセンター＞
東京　0422-76-1700　　大阪　06-6941-1700
福岡　092-712-4450　　札幌　011-271-1411
（共同利用会社および利用目的）
本規定に定める共同利用会社は以下のとおりです。
○ 株 式 会 社 J C B ト ラ ベ ル
〒171-0033　東京都豊島区高田3-13-2　高田馬場TSビル
利用目的：旅行サービス、航空券・ゴルフ場等リザベーションサービ
ス等の提供
○株式会社ジェーシービー・サービス
〒107-0062　東京都港区南青山5-1-20　青山ライズフォート
　利用目的：保険サービス等の提供

ふくぎんアレコレカード保証委託約款
第1条(委託の範囲)
私が、ふくぎん保証株式会社（以下「貴社」という）に委託する債務保証の範
囲は、私と株式会社福岡銀行（以下「銀行」という）との間の「ふくぎんアレ
コレカード会員規定」に基づき、私が銀行に対し負担するアレコレカード
利用による債務、損害金その他一切の債務を含むものとし、保証の方法は
貴社と銀行との間に締結されている保証契約によるものとします。
第2条（約款の遵守）
私が貴社の保証を得て、アレコレカードを利用するについては、この
約款のほか「ふくぎんアレコレカード会員規定」の各条項を遵守し、
期日には遅滞なく債務を弁済するものとします。
第3条（保証債務の履行）
1. 貴社が私に対して通知、催告なく保証債務を履行しても私は異議
を述べません。
2. 私は貴社が保証債務の弁済によって銀行が私に対して有する権利
を代位して行使する場合には、私と銀行との間に締結した契約の
ほかにこの約款の各条項を適用されても異議を述べません。
第4条（求償債務の範囲）
1.私は、貴社が前条により保証債務を履行したときは、貴社に対しそ
の弁済額金額および求償に要した費用を直ちに支払います。
2.私は前項により支払うべき金額に対し年14.0％以内の割合の損害
金を支払います。
第5条（求償権の事前行使）
私が次の各号の一つにでも該当したときは求償債務発生前において、
貴社が予め求償権を行使しても私は異議を述べません。
（1）保全処分、強制執行、もしくは競売の申請または破産手続開始、民
事再生手続開始の申立があったとき。

（2）公租・公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき。
（3）手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
（4）私と銀行との間に締結した契約書の一つにでも違反したとき。
（5）その他債務の履行を困難とする事実を予見または認知せられたるとき。
第6条（反社会的勢力の排除）
1.私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を
経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運
動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる
者（以下、これらを「暴力団員等」という）に該当しないこと、および
次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわた
っても該当しないことを確約いたします。
（1）暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
（2）暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係
を有すること

（3）自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三
者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を
利用していると認められる関係を有すること

（4）暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するな
どの関与をしていると認められる関係を有すること

（5）役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会

的に非難されるべき関係を有すること
2.私は、自らまたは第三者を利用して、貴社に対し次の各号の一にで
も該当する行為を行わないことを確約いたします。
（1）暴力的な要求行為
（2）法的な責任を超えた不当な要求行為
（3）取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
（4）風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、ま
たは業務を妨害する行為

（5）その他前各号に準ずる行為
3.私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしく
は前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に
基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との
取引を継続することが不適切である場合には、貴社が請求するこ
とにより、貴社に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、
貴社が事前求償権を行使することを承諾します。
4.前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、貴社になんらの請
求をしません。また、貴社に損害が生じたときは、私がその責任を負います。
5.私は、本契約締結日時点で私と貴社との間に存在するいっさいの
債務についても、本条項が適用されることに同意いたします。
第7条（中止・解約）
1.私について前条各項の事由が生じたときは、いつでも貴社はこの
保証を中止し、または解約する事ができます。
2.前項により貴社から中止または解約の通知を受けたときは、私は直ち
に原債務の弁済その他必要な手続きをとり、貴社には負担をかけません。
第8条（通知義務）
1. 私の氏名、住所、職業（勤務先）に変更を生じ、その他求償権の行使に影響あ
る事態が発生したときは直ちに書面をもって通知し貴社の指示に従います。
①私の財産、債務、経営、収入等について、資料の提供または報告を求め
られたときは、直ちに応じ、また帳簿閲覧等の調査に協力します。

第9条（弁済の充当順序）
私の弁済した金額が、貴社に対する債務の全額を消滅させるに足りないと
きは、貴社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ありません。
第10条（公正証書の作成）
私が貴社から請求ある時は、直ちに求償債務に関し、強制執行認諾条
項のある公正証書の作成に必要な一切の手続きをします。またこの
ために要した費用は私が負担します。
第11条 (合意管轄)
私はこの約款に関して訴訟の必要が生じた場合は、貴社の本社所在
地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。

以上

ふくぎんマイレージサービス「mybank+（マイバンクプラス）」 利用規約

利用規約
「マイバンクプラス」（以下「本サービス」といいます）は、株式会社福岡銀
行（以下「当行」といいます）が定めるこの利用規約（これに関連する規
約・通知等を含み、以下「本規約」といいます）に従い提供されます。お客
さまは本サービスを、本規約に同意した上で利用するものとします。お客
さまが本サービスの利用を開始した場合は、本規約に同意したものとみ
なされます。

第1条 用語の定義
「会員」とは、本規約に同意した上で、本サービスの利用を開始した者をい
います。「会員WEB」とは、当行が運営する、本サービスを提供するWEB
サイトをいいます。「WEB会員」とは、本サービスの会員のうち、会員WEB
を利用可能な会員をいいます。「ステージ判定ポイント」とは、ステージ（以
下に定義します）を判定するために使用するポイント（当行との取引内容
をポイント換算します）をいいます。「ステージ」とは、ステージ判定ポイン
トの合計により決まる会員の状態をいいます。

第2条 サービス内容
本サービスのサービス内容は以下のとおりとします。なお、本サービスの
提供にあたっては、原則として、当行へお届けの住所・氏名・生年月日等
が一致しているお客さまを同一人物として取扱い、ステージ判定ポイント
集計等を行います。
１.当行との取引内容により決まるステージに応じた様 な々特典
２.当行との取引内容に応じて提供するポイント（以下「マイコイン」といい
ます）を様 な々地域特産品・商品券への交換（以下「FFGギフトセレク
ション」といいます）等に利用すること

第3条 対象者
本サービスの会員は、普通預金口座を開設している個人の方に限ります。
ただし、個人事業主・非居住者・任意団体の方は対象外とさせていただき
ます。
第4条 会員登録
当行所定の方法により申込を受付し、所定の手続きを行い、当行がこれ
を承諾した日（以下「契約日」といいます）から本サービスの提供を開始
します。

第5条 IDおよびパスワードの管理
１.WEB会員は会員登録情報、ユーザー ID（メールアドレス）及びパスワー
ドを自らの責任において厳重に管理しなければなりません。
２.WEB会員登録情報、ユーザー ID及びパスワードによりなされた本サー
ビスの利用は、当該情報と一致するWEB会員によりなされたものとみな
します。
３.WEB会員登録情報、ユーザー ID及びパスワードが他の第三者に使用
されたことによってWEB会員が被る損害については、当該WEB会員
の故意過失の有無にかかわらず、当行は一切責任を負いません。



★リボルビング払いのご案内★
1.毎月のお支払い元金

＊ゴールド、ビジネスカード等をお持ちの会員の方は　1万円以上1千円単位
となります。
※新カードへお切り替えの場合に、指定する欄がない、もしくは指定いただ
いていない場合はお切り替え前の設定元金が引き継がれます。
※スマリボに新規登録する場合は、残高スライドゆとりコースまたは標準
コースのみ選択可能です。

2.手数料率
実質年率13.20％～15.00％
※会員規定に定めるショッピング利用代金の支払区分をすべてショッピン
グリボ払いとする方式を利用する場合は、実質年率15.00％になります。

［初回のご請求］
　実質年率×日数（締切日の翌日より翌月の約定支払日まで）÷365日
［2回目以降のご請求］
　実質年率×日数（約定支払日の翌日より翌月の約定支払日まで）÷365日
3.お支払い例
・定額コース1万円、実質年率15.00％の方が6月30日に7万円をご利用の場合
（1）8月10日のお支払い
①お支払い元金　　　 10,000円
②手数料　　　　　　　747円（7万円×15.00％×26日÷365日）
③8月10日の弁済金　　10,747円（①＋②）

（2）9月10日のお支払い
①お支払い元金　　　 10,000円
②手数料　　　　　　　 764円（6万円×15.00％×31日÷365日）
③9月10日の弁済金　　10,764円（①＋②）

★分割払いのご案内★
1.支払回数表

 

2.お支払い例　利用代金50,000 円、10回払いの場合
（1）手数料…50,000円×（5.58円/100円）＝2,790円
（2）支払金合計…50,000円＋2,790円＝52,790円
（3）支払額…52,790円÷10回＝5,279円※

※お支払い回数表に基づき算出する手数料は、初回の日割計算と
　最終回の端数調整により、実際にお支払いいただく手数料総額
　とは若干異なります。

★ローンのご案内★
 

※総合口座貸越付きのバンクカードからの移項の場合は、その利率
を移項する。

★キャッシングサービス（キャッシング一括払い）のご案内★

● 元 本 ・ 利 息 以 外 の 金 銭 の 支 払 い ●
ATM手数料・・・取扱金額1万円：110円、取扱金額1万円超：220円（含む消費税）
※但し、当行が認める場合は割引もしくは無料とすることがあります。
★アレコレカードローン 返済金額★

★繰上返済方法★

1：全額繰上返済：分割払い以外の場合、日割計算にて返済日までの手数料ま
たは利息を併せて支払うものとします。分割払いの場合、期限未到来の分割
払手数料のうち当行所定の割合による金額の払戻しを当行に請求できま
す。
2：一部繰上返済：原則として返済金の全額を元本の返済に充当する
ものとし、次回以降の支払期日に、日割計算にて元本額に応じた
手数料または利息を支払うものとします。

スマリボ特約
（※本特約は、2019年4月以降、株式会社福岡銀行および株式会社ジェー
シービー（以下、「両社」）が別途公表する日より（ただし、第9条は2018年10
月1日より）有効となります。※アレコレJCBリボルビングカードは本特約の対象
外となります。）
第1条（総則）　
1.本特約は、両社所定の会員規定（個人用）（以下「会員規定」という。）第
15条第16項(1)号に基づき、会員がショッピング利用代金の支払区分をシ
ョッピングリボ払いとする場合のサービス内容および利用条件等を定める
ものです。なお、本特約において特に定義のない用語については、会員規
定におけるものと同様の意味を有します。
2.本特約と会員規定その他の付随規定（以下「会員規定等」という。）との
間に内容の相違がある場合、本特約が優先して適用されます。本特約に
定めのない事項については、会員規定等が適用されます。
第2条（定義）
1.「スマリボ」（以下「本サービス」という。）とは、会員規定第15条第16項(1)
号に基づき、原則として全てのショッピング利用代金の支払区分をショッピ
ングリボ払いとするサービスをいいます。
2.「利用者」とは、本特約第3条に基づき、本サービスの利用登録が完了し
た会員をいいます。
第3条（利用登録）
1.本サービスの利用を希望する会員は、本特約を承認の上、両社所定の
方法により、両社に本サービスの利用を申し込むものとします。両社は、会
員の申し込みを承諾した場合に、当該会員の利用登録を行います。
2.前項の利用登録の申し込みができる会員は、会員規定（個人用）の適用
を受ける会員です。ただし、一部の会員は、前項の利用登録の申し込み
を行うことができません。
第4条（本サービスの内容）
1.本サービスの内容は、以下のとおりとします。ただし、利用者により提供を
受けることができるサービスに制限のある場合があります。　
（1）利用者が会員規定第15条に基づきショッピング利用をするに当たり、シ
ョッピング1回払いを指定した場合、当該ショッピング利用の支払区分
は、原則として全てショッピングリボ払いとなります。ただし、電子マネー
の入金、カードの付帯サービス料金その他両社が指定するもの（JCB
のホームページ等で公表します。)の支払区分はショッピング1回払いと
なります。なお、利用者がショッピング利用をするに当たり、ショッピング1
回払い以外の支払区分を指定した場合、本サービスの適用は受けま
せん。

（2）本サービスの利用登録がなされている間、会員規定第8条第6項(1)号

から(3)号に基づき会員がショッピング利用できる金額を算定するに当
たり、適用される機能別利用可能枠は会員規定第8条第1項に定める
「ショッピングリボ払い利用可能枠」となります。

（3）(1)号および(2)号にかかわらず、利用者がショッピングリボ払い利用可
能枠を超えてショッピング利用をした場合、当該利用可能枠を超過し
た利用分については、会員規定第15条第17項(1)号に基づき、ショッピ
ング1回払いとしてお支払いいただくものとします。

（4）ショッピングリボ払いの支払方法は会員規定第15条第20項に定めると
おりです。また、支払いコースは、会員規定末尾の「リボルビング払いの
ご案内」に記載するコースのうち「残高スライドゆとりコース」または「残
高スライド標準コース」となります。各支払いコースの詳細および手数
料率は、「リボルビング払いのご案内」に記載のとおりです。

（5）利用者は、本サービスの利用登録が有効になされている間、別途両
社が公表する条件を充たした場合には、両社が公表する内容の優遇
サービスを受けることができます。

2.両社は、営業上その他の理由により、本サービスの内容を変更することが
できるものとします。この場合、両社は、利用者に対して、3ヶ月前まで（ただ
し、重要な変更については6ヶ月前まで）に公表または通知します。ただし、
緊急を要する場合には、この限りではありません。
第5条（本サービスの利用方法）
利用者は、ショッピング利用をするに当たって、ショッピング1回払いをご指定く
ださい。
第6条（利用登録の抹消）
1.利用者は、両社が定める方法で本サービスの解除を申し出ることにより、
利用登録を抹消することができます。
2.両社は、(1)利用者が約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき、(2)
利用者が会員規定等または本特約に違反したとき、(3)利用者のショッピ
ングリボ払い利用可能枠が0円となったとき、(4)その他利用者のカード利
用状況または信用状況等に照らして、本サービスの利用が適当でないと
判断した場合には、当該利用者の利用登録を抹消することができます。
3.前二項に基づき利用登録が抹消された場合、会員は以後、利用者では
なくなり、本サービスを利用することはできません。この場合、会員がその後
に利用したショッピング利用については、本特約は適用されず、会員規定
等のみが適用されます。
4.第1項または第2項に基づき利用登録が抹消された場合であっても、それ
までのショッピング利用については、本特約第4条第1項(1)号から(4)号が
適用されます。ただし、利用者が会員規定第28条に基づき期限の利益を
喪失した場合には、この限りではありません。
第7条（本サービスの終了）
両社は、営業上その他の理由により、本サービスを終了することができます。
この場合、両社は本サービス終了の6ヶ月前までに利用者に通知します。本
サービスが終了した場合、前条第3項および第4項が準用されます。
第8条（本特約の改定）
1.両社は、本特約を変更することができるものとします。この場合、両社は当
該変更について、利用者に対し、公表または通知します。
2.利用者は、前項の公表または通知ののち、本サービスを利用したことをも
って当該変更に同意したものとします。

第9条（「支払い名人」からの移行）
1.「支払い名人」とは、両社が会員規定第15条第16項(1)号に基づき、別途
公表する内容に基づき、本特約公表日現在において提供しているサービ
スです。
2.両社は、2018年10月1日以降の、両社が別途公表する日をもって「支払い
名人」のサービスを終了し、会員規定第15条第16項柱書に基づき、その
後のサービス利用を認めません。
3.従来「支払い名人」のサービスを利用されていた会員のうち、会員規定
第15条第16項(1)号に基づくサービスの提供を引き続き希望される方につ
いては、両社が承認した場合、前項に定める公表日をもって、本特約第3
条に基づき利用登録がなされ、本サービスに移行されるものとします。
4.前項の場合、本特約第4条第1項(4)号にかかわらず、ショッピングリボ払い
の支払いコースは、会員規定末尾の「リボルビング払いのご案内」に記
載するコースのうち、前項に基づく移行時点で、当該会員に対して適用さ
れている支払いコースまたは残高スライド標準コースとなります。いずれの
支払いコースが適用されるかについては、利用者に個別に通知されるご
案内に記載されます。また、利用者は、移行日以降会員専用WEBサービ
ス「MyJCB」またはカードご利用代金明細書にて、いずれの支払いコー
スが適用されるかを確認することが可能です。

ショッピングスキップ払いのご案内
ご利用金額にショッピングスキップ払い手数料を加えた金額を、ご指定の
お支払い月の10日（ただし、当日が金融機関休業日の場合は翌営業日）
に一括（1回）でのお支払いとなります。
手数料：ご利用金額×手数料率（月利）×繰延月数（変更前お支払い月か
らご指定のお支払い月までの月数をいいます。）
支払期間：54～239日
1.手数料率
実質年率15.00％［月利1.25％］
2.お支払い例
実質年率 15.00％の方が 6月30日にショッピング 1 回払いにて1 万円
を利用し（8月10日お支払い分にて利用）、お支払い月を11月10日へ
変更した場合
〈11月10日のお支払い〉
①お支払い元金　10,000 円
②手数料　375円（1万円×3ヵ月×（15.00％/12ヵ月））
③11月10日の支払額（支払総額）　10,375 円（①+②）

個人情報の取扱いに関する同意条項
＜本同意条項はアレコレJCBカード会員規定（以下「本規定」という）の一部を構成します＞
第1条（個人情報の収集、保有、利用等）
1.会員または会員の予定者(以下総称して「会員等」という)は、当行ま
たはJCBが会員等の個人情報につき必要な保護措置を行ったうえで
以下のとおり取り扱うことに同意します｡
（1）本契約(本申し込みを含む。以下同じ)を含む当行またはJCBもし
くは両社との取引に関する与信判断および与信後の管理のため
に、以下の個人情報を収集、利用すること。
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号（ショートメッセージサービスの送
信先番号を兼ねる）、勤務先、Ｅメールアドレス等、会員等が入会申込
時および本規定第１１条に基づき届け出た事項。
②入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、会員等と
両社の契約内容に関する事項。
③会員のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容およ
び与信判断や債権回収その他の与信後の管理の過程におい
て両社が知り得た事項。
④会員等が入会申込時に届け出た収入・負債・家族構成等、当行
またはJCBが収集したクレジット利用・支払履歴。
⑤犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認
書類等の記載事項。または会員等が当行に提出した収入証明
書類等の記載事項。
⑥当行またはJCBが適正かつ適法な方法で収集した住民票等公
的機関が発行する書類の記載事項（公的機関に当該書類の交
付を申請するに際し、法令等に基づき、①②③のうち必要な
情報が公的機関に開示される場合があります。）。
⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
⑧インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面
取引で、会員が加盟店における購入画面等に入力した氏名、Eメー
ルアドレス、電話番号、商品等送付先住所および請求先住所等の
取引情報（以下「オンライン取引情報」という。）。
⑨インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面
取引で、会員が当該オンライン取引の際に使用したパソコン、スマー
トフォンおよびタブレット端末等の機器に関する情報（ＯＳの種類・言
語、ＩＰアドレス、位置情報、端末識別番号等）（以下「デバイス情報」
という。）。

（2）以下の目的のために、前号に定める個人情報を利用すること。た
だし、会員が本号②に定める市場調査または本号③に定める営業案
内について当行またはJCBに中止を申し出た場合、両社は業務運
営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。（中止の申し
出は本規定末尾に記載のお問合せ先へ連絡するものとします。）
①カードの機能、付帯サービス等の提供。
②当行またはJCBもしくは両社のクレジットカード事業その他の
当行またはJCBもしくは両社の事業（当行またはJCBの定款記
載の事業をいう。以下「両社事業」という場合において同じ。）にお

ける新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
③両社事業における宣伝物の送付等、当行、JCBまたは当行が認
めるクレジットカード利用可能加盟店（会員規定第15条に定
めるものをいう。）等の営業案内。
④両社事業における宣伝物の送付または電話・Eメールその他
の通信手段等の方法による、当行、ＪＣＢまたは加盟店そ
の他の営業案内、および貸付の契約に関する勧誘。
⑤刑事訴訟法第197条第2項に基づく捜査関係事項照会その他
各種法令に基づき公的機関・公的団体等から提出を求めら
れた場合の公的機関・公的団体等への提供。

（3）本契約に基づく当行またはＪＣＢの業務を第三者に委託する場合
に、業務の遂行に必要な範囲で、本項（1）①②③④⑤⑥⑦⑧⑨の個人
情報を当該業務委託先に預託すること。

（4）割賦販売法等に基づき第三者によるカード番号の不正利用の防止を
図る業務を行うため、インターネット等によるオンライン取引等の
通信手段を用いた非対面取引で、オンライン取引情報とデバイス情
報に含まれる本項(1)⑧⑨の個人情報を使用して本人認証を行うこ
と。なお、当該分析の結果、当該非対面取引が第三者によるカード
番号の不正利用である可能性が相対的に高いと判断された取引につ
いては、当行は会員らの財産の保護を図るため、追加の本人確認手
続きを求めたり、当該非対面取引におけるショッピング利用を拒絶
したりする場合があります。両社は当該業務のために、本項(1)⑧⑨
の個人情報を不正検知サービスを運営する事業者に提供し、当該事
業者から当該事業者が行った分析結果を受領します。また当該事業
者は、会員によるオンライン取引完了後も当該個人情報を個人が直
接特定できないような形式に置き換えたうえで一定期間保管し、当
該事業者内において、当該事業者が提携する両社以外の組織向けの
不正検知サービスにおける分析のためにも当該情報を使用します。
詳細については、JCBのホームページ内のJ/Secure(TM)サービスに
関する案内にて確認できます。

2.会員等は、当行、ＪＣＢおよびＪＣＢカード取引システムに参加するＪＣＢの提
携会社が、与信判断および与信後の管理、その他自己との取引上の判
断のため、第1項（1）①②③④の個人情報を共同利用することに同意しま
す。（ＪＣＢカード取引システムに参加するＪＣＢの提携会社は次のホームペ
ージにて確認できます。https://www.jcb.co.jp/r/riyou/）なお、本項に基
づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はＪＣＢとな
ります。
3.会員等は、本申し込みにおいて保証会社に保証を委託する場合は、
第1項（1）①②③④の個人情報を、保証会社においては本項（1）に定
める目的の達成に必要な範囲で、当行およびJCBにおいては本項
（2）に定める目的の達成に必要な範囲で、当行およびJCBと保証会社
が相互に提供し、利用することに同意します。
（1）保証会社の利用目的

①本申込みの受付、保証の審査および保証の決定
②会員等の委託に係る保証取引（以下「本件保証取引」という。）

に関する与信判断および与信後の管理
③加盟する個人信用情報機関への提供および適正かつ適法と
認められる範囲での第三者への提供
④本件保証取引上の権利行使および義務の履行
⑤法令等によって認められる権利行使および義務の履行
⑥本件保証取引上必要な会員等への連絡および郵便物等の送付

（2）当行およびJCBの利用目的
①当行またはJCBもしくは両社との取引に関する与信判断およ
び与信後の管理
②本条第1項（2）①②③の目的

第2条（個人信用情報機関の利用および登録）
1.会員等は、当行および保証会社が利用・登録する個人信用情報機関（個
人の支払能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情
報の提供を業とするもの）について以下のとおり同意します。
（1）当行および保証会社が自己の与信取引上の判断（返済能力また
は転居先の調査をいう。ただし、割賦販売法および貸金業法に
より、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的
に限る。）のためにそれぞれが加盟する個人信用情報機関（以下
「加盟個人信用情報機関」という。）および当該機関と提携する
個人信用情報機関（以下「提携個人信用情報機関」という。）に照
会し、本会員等の個人情報（官報等において公開されている情報、
当該各機関によって登録された不渡情報、登録された情報に関し
本人から苦情を受け調査中である旨の情報、および本人確認資
料の紛失・盗難等にかかり本人から申告された情報など、加盟個
人信用情報機関および提携個人信用情報機関のそれぞれが独自
に収集・登録した情報を含む。以下本条において同じ。）が登録さ
れている場合はこれを利用すること。

（2）本規定末尾に加盟個人信用情報機関毎に記載されている「登録情報
および登録期間」表の「登録情報」欄に定める本会員等の個人情報（そ
の履歴を含む。）が各加盟個人信用情報機関に同表に定める期間登録
され、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員が自己の与
信取引上の判断（返済能力または転居先の調査をいう。ただし、割賦
販売法および貸金業法により、返済能力に関する情報については返済
能力の調査の目的に限る。）のためにこれを利用すること。

（3）前号の個人情報について、個人情報の正確性および最新性の維持、
苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟
個人信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保の
ために必要な範囲において、加盟個人信用情報機関および当該機
関の加盟会員が個人情報を相互に提供し、利用すること。

2.2005年3月30日までに入会された家族会員および家族会員として入
会を申し込まれた方（以下「家族会員等」という。）は、家族会員等の入会
時の同意に基づき、家族会員等の本契約に関する客観的な取引事実
に基づく個人情報が加盟個人信用情報機関に登録されている場合は、
当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員が家族会員等の支
払能力調査のためにこれを利用することを引き続き承認します。
3.加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関は、本規定末

尾に記載の個人信用情報機関とします。各機関の加盟資格、加盟会
員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、当行
および保証会社が新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、書
面その他の方法により通知するものとします。
第3条（個人情報の開示、訂正、削除）
1.会員等は、当行、保証会社、JCB、共同利用会社、加盟個人信用情報機
関に対して、当該会社および機関がそれぞれ保有する自己に関する
個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求
は以下に連絡するものとします。
（1）当行、保証会社、JCBおよび共同利用会社への開示請求：本規定
末尾に記載のお問合せ先へ

（2）加盟個人信用情報機関への開示請求：本規定末尾に記載の各加
盟個人信用情報機関へ

2.万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、
当行、保証会社、JCBおよび共同利用会社は速やかに訂正または削
除に応じるものとします。
第4条（個人情報の取り扱いに関する不同意）
両社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場
合、または本章に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場
合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。なお、第
1条第1項(2)②に定める市場調査または同(3)に定める当行、JCBまたは
加盟店等の営業案内に対する中止の申し出があっても、入会を断ること
や退会の手続きをとることはありません。（本条に関する申し出は本規
定末尾に記載のお問合せ先へ連絡するものとします。）
第5条（契約不成立時および退会後の個人情報）
1.両社が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承
認をしない理由のいかんを問わず、第1条に定める目的（ただし、第
1条第1項(2)②に定める市場調査および同③に定める当行、JCBま
たは加盟店等の営業案内を除く。）および第2条の定めに基づき一
定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2.会員規定第30条、31条に定める会員資格の取消または退会の申し
出後も、第1条に定める目的（ただし、第1条第1項（2）②に定める市
場調査および同③に定める当行、JCBまたは加盟店等の営業案内を
除く。）および開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社が定
める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第6条（同意条項の位置付け及び変更）
1.本同意条項はアレコレカード会員規定の一部を構成します。
2.本同意条項は法令に定める手続により、必要な範囲内で変更でき
るものとします。

（加盟個人信用情報機関および登録情報・登録内容）
①銀行および保証会社が加盟する個人信用情報機関

第6条 ステージと特典
１.会員の当行全店での取引を集計して、毎月末にステージ判定ポイント
を算出します。

２.同一取引項目内に複数の取引がある場合でもステージ判定ポイントは
二重にカウントしません。

３.ステージ判定ポイントを合計してステージを決定し、翌月１５日から翌々
月１４日までステージに応じた特典を受けることができます。

４.ステージ判定ポイントの対象となる取引項目やポイント数、ステージの
判定基準・特典などの詳細はホームページ等でお知らせします。なお、
この取引項目等は、事前の通知無く変更することがあります。

５.ステージは取引状況に応じて毎月末に見直します。

第7条 マイコインの提供
１.当行との取引内容等に応じて提供されるマイコインは、iBankマーケ
ティング株式会社（以下「iBankマーケティング」といいます）が提供す
るポイントサービスです。

２.マイコインの内容および利用条件は、iBankマーケティングが別途定め
る「マイコイン規約」に定めるとおりとします。

３.本サービスによるマイコイン取得条件等は、当行ホームページ等で告知
します。なお、この提供基準等は、事前の通知無く変更することがあり
ます。

第8条 ＦＦＧギフトセレクションに関する注意事項
１.FFGギフトセレクションのマイコイン交換比率等の諸条件はホーム
ページ等で告知します。なお、この交換比率等の諸条件は、事情変更
等の理由により、事前の通知無く変更することがあります。

２.マイコインの交換は、当行所定の本人確認を実施したうえで、会員
WEB上における所定の操作または当行営業店窓口におけるお申込に
より受け付けます。

３.会員が当行に届け出た住所等の情報が、会員の責に帰すべき事由に
より誤っていた場合、会員が不利益、損害等を被ったとしても、当行は
一切責任を負いません。

４.その他の届出事項に誤りがあったこと、または届出事項について届出
を怠ったことで、会員が不利益、損害等を被ったとしても、当行は一切
責任を負いません。

５.マイコインは、FFGギフトセレクション交換お申し込み受付完了時点
で、獲得日の古い順に減算します。

６.お申し込み手続き完了後、お申し込み内容の変更・キャンセルはできま
せん。ただし、やむを得ない事由により、同等の価格の景品に変更する
ことがあります。

７.景品の仕様、デザイン、品揃えを、予告なく変更する場合がございます。

第9条 サービス内容の改廃及び規約の変更等
１.本サービス内容は、当行の都合により、事前の通知無く変更することが
あります。

２.本規約は、当行の都合で変更することがあります。規約変更日以降は
変更後の規約に従うものとし、この変更によって生じた損害について当

行の責めに帰すべき場合を除き当行は一切の責任を負いません。
３.前各項の改廃および変更については、その効力が発生する日（「効力発
生日」といいます）までに、ホームページ等適切な方法により、効力発生
日と改廃および変更内容を周知いたします。ただし、会員の一般の利
益に適合する場合は、即時に改廃および変更内容を適用することがあ
ります。

第10条 個人情報その他会員に関する情報の取扱い
１.当行は、会員の個人情報その他の会員に関する情報を、当行が別途定
める個人情報保護宣言に従って適切に取り扱います。

２.iBankマーケティングに対し、マイコイン管理を目的として、以下の個人
情報を提供します。会員は個人情報の提供に同意するものとします。
　【提供する情報の項目】取引店、口座番号等
３.凸版印刷株式会社・株式会社千趣会、および商品出店業者に対し、
FFGギフトセレクションの運営および商品発送を目的として、以下の個
人情報を提供することがあり、会員は個人情報の提供に同意するもの
とします。
　【提供する情報の項目】氏名、発送先住所、電話番号等

第11条 通知
当行は、WEB会員が登録したメールアドレスに、本サービスに関する広
告・宣伝やその他サービスの販売促進を目的としたメールを配信すること
があります。ただし、WEB会員からメール配信を中止するよう申し出が
あった場合、当行はただちに当該目的でのメールアドレスの取扱いを中止
します。

第12条 反社会的勢力等の排除
１.会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を経
過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動
等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者
（以下これらを「暴力団員等」といいます）に該当しないこと、及び次の
各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当
しないことを確約します。
（1）暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
（2）暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有
すること

（3）自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を
加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認め
られる関係を有すること

（4）暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関
与をしていると認められる関係を有すること

（5）役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に
非難されるべき関係を有すること

２.会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為
を行わないことを確約するものとします。
（1）暴力的な要求行為
（2）法的な責任を超えた不当な要求行為
（3）取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

（4）風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損
し、又は相手方の業務を妨害する行為

（5）その他前各号に準ずる行為
３.当行は、会員が暴力団員等もしくは第１項各号のいずれかに該当し、も
しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第１項の規定に
基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、本契約を継
続することが不適切である場合には、直ちに本契約を解除することが
できます。

４.前項の規定の適用により本契約が解除された場合、会員は当行に生じ
た損害を賠償する責任を負います。また、当該解除により会員に損害が
生じても、会員は当行に一切請求を行うことができないものとします。

第13条 利用停止
会員が次のいずれかに該当した場合は、本サービスの利用を停止します。
（1）会員について、支払の停止があったとき、または破産、民事再生手
続開始の申立があったとき

（2）会員が手形交換所の取引停止処分を受けたとき
（3）届出の住所・氏名宛に郵送した通知または送付書類が未着として
当行に返戻されるなど、会員が所在不明となったとき

（4）会員が申込みの時に虚偽の申告をしたとき
（5）会員がその他本規定に違反する等、当行がサービスの中止を必要
とする相当の事由が発生したとき

第14条 退会
１.本サービス会員が本契約を解約する場合は、当行所定の方法によるも
のとします。

２.次のいずれかに該当した場合は、会員から解約の申出なく、本サービ
スの契約は終了することがあります。
（1）全ての口座を解約した場合
（2）全ての口座が普通預金規定等に基づき、解約された場合
（3）当行が、別途定める一定期間の利用がないために、全ての口座の預
金取引を停止した場合

（4）会員本人が亡くなられた場合
３.次のいずれかに該当した場合は、当行はいつでも、本サービスを解約
することができます。
（1）会員について、支払の停止があったとき、または破産、民事再生手
続開始の申立があったとき

（2）会員が手形交換所の取引停止処分を受けたとき
（3）住所変更を怠るなど会員の責めに帰すべき事由によって当行におい
て会員の所在が不明になったとき

（4）会員が申込みの時に虚偽の申告をしたとき
（5）会員がその他本規定に違反する等、当行がサービスの中止を必要
とする相当の事由が発生したとき

４.本契約が終了した場合、本サービスで保有していたマイコインは失効
します。併せて、各種手数料の優遇や特典を受けることもできなくなり
ます。

第15条 禁止事項
１.会員は本サービスの利用にあたり、以下の行為はしてはならないものと
します。
（1）公序良俗に反する行為
（2）他の会員または第三者を誹謗中傷する行為
（3）他の会員または第三者に不利益を与える行為
（4）他の会員または第三者の人権を損害する行為
（5）法令に違反する行為または違反するおそれがある行為
（6）本サービスの運用を妨害する行為
（7）本サービスの信用を毀損する行為
（8）その他当行が不適切と判断する行為
２.会員が前項の禁止行為を行い、当行または第三者に損害を与えた場
合には、会員は当該損害を賠償する責任を負うものとします。

３.会員が公開、頒布、流布した情報等により、第三者との間で紛争が生じ
た場合には、会員は自己の責任でその一切を解決することとし、当行に
いかなる迷惑もかけないものとします。

第16条 譲渡・質入等の禁止
本契約に基づく本サービスの権利は、譲渡、質入、または第三者への貸与
等はできません。

第17条 免責事項
１.やむを得ない事由による通信機器、回線等の障害を原因として本サー
ビスの取扱いが遅延したり不能になった場合、それにより生じた損害
については、当行は責任を負いません。

２.災害、事変や法令および官公庁の要請等を受け入れたことによって生
じた損害については、当行は責任を負いません。
３.本サービスの利用時に公衆電話回線等の通信経路において、盗聴が
なされたことにより、本サービスの会員の情報が漏洩した場合、そのた
めに生じた損害については、当行は一切責任を負いません。

４.会員が、本サービスの利用により、損害を被ったとしても、それが当行の
故意・重過失により発生したものでない限り、当行は当該損害を賠償
する責任を負いません。

５.会員が会員資格を喪失した場合には、以降本サービスの利用ができな
くなります。

第18条 準拠法及び管轄
本規約の準拠法は日本法とし、本規約、本サイト及び本サービスに関する
一切の紛争は、福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とし
ます。

2019年4月1日現在
以　　上

マイコイン規約に関しましてはふくぎんホームページ（https://www.fu
kuokabank.co.jp/pdf/bof_mycoin_kiyaku.pdf）をご覧ください。
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②個人信用情報機関の住所・連絡先および個人情報の登録情報・登録期間 ③KSC、CICおよびJICCは、相互に提携しています。
（個人情報に関するお問合わせ）
①商品等についてのお問い合わせ・ご相談は、カードを利用された
加盟店にご連絡下さい。
②本同意条項第1条1項(2)号に定める中止のお申出は、下記の当行
テレホンサービスセンターまでお願いします。

＜テレホンサービスセンター＞
〒810-8727 福岡市中央区天神2-13-1／電話番号 0120-788-321
③個人情報の開示・訂正・削除等の会員等の個人情報に関するお問
合わせはお取引店までお願いします。
④個人情報の取扱いに関するご質問・ご意見・苦情は下記の当行サ
ービス監査室までお願いします。

＜サービス監査室＞
〒810-8693 福岡市中央区大手門1丁目8番3号／電話番号 0120-338-678
⑤本規定についてのお問合わせ･ご相談及び支払停止の抗弁に関する
書面については、当行クレジットカードデスクまでご連絡下さい。

＜クレジットカードデスク＞
〒819-0006  福岡市西区姪浜駅南1-7-1／電話番号 092-432-1050
⑥保証会社に対する個人情報の開示・訂正・削除に関しては、下記の
保証会社までお問い合わせください。

＜ふくぎん保証株式会社＞
〒819-0006 福岡市西区姪浜駅南1-7-1／電話番号 092-882-0431
(受付時間　9:00～17:00　土・日・祝日・年末年始除く)
⑦宣伝印刷物の送付等の営業案内の中止のお申し出については下記
にご連絡ください。

＜株式会社ジェーシービー　JCBインフォメーションセンター＞
東京　0422-76-1700　　大阪　06-6941-1700
福岡　092-712-4450　　札幌　011-271-1411
（共同利用会社および利用目的）
本規定に定める共同利用会社は以下のとおりです。
○ 株 式 会 社 J C B ト ラ ベ ル
〒171-0033　東京都豊島区高田3-13-2　高田馬場TSビル
利用目的：旅行サービス、航空券・ゴルフ場等リザベーションサービ
ス等の提供
○株式会社ジェーシービー・サービス
〒107-0062　東京都港区南青山5-1-20　青山ライズフォート

　利用目的：保険サービス等の提供

ふくぎんアレコレカード保証委託約款
第1条(委託の範囲)
私が、ふくぎん保証株式会社（以下「貴社」という）に委託する債務保証の範
囲は、私と株式会社福岡銀行（以下「銀行」という）との間の「ふくぎんアレ
コレカード会員規定」に基づき、私が銀行に対し負担するアレコレカード
利用による債務、損害金その他一切の債務を含むものとし、保証の方法は
貴社と銀行との間に締結されている保証契約によるものとします。
第2条（約款の遵守）
私が貴社の保証を得て、アレコレカードを利用するについては、この
約款のほか「ふくぎんアレコレカード会員規定」の各条項を遵守し、
期日には遅滞なく債務を弁済するものとします。
第3条（保証債務の履行）
1. 貴社が私に対して通知、催告なく保証債務を履行しても私は異議
を述べません。
2. 私は貴社が保証債務の弁済によって銀行が私に対して有する権利
を代位して行使する場合には、私と銀行との間に締結した契約の
ほかにこの約款の各条項を適用されても異議を述べません。
第4条（求償債務の範囲）
1.私は、貴社が前条により保証債務を履行したときは、貴社に対しそ
の弁済額金額および求償に要した費用を直ちに支払います。
2.私は前項により支払うべき金額に対し年14.0％以内の割合の損害
金を支払います。
第5条（求償権の事前行使）
私が次の各号の一つにでも該当したときは求償債務発生前において、
貴社が予め求償権を行使しても私は異議を述べません。
（1）保全処分、強制執行、もしくは競売の申請または破産手続開始、民
事再生手続開始の申立があったとき。

（2）公租・公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき。
（3）手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
（4）私と銀行との間に締結した契約書の一つにでも違反したとき。
（5）その他債務の履行を困難とする事実を予見または認知せられたるとき。
第6条（反社会的勢力の排除）
1.私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を
経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運
動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる
者（以下、これらを「暴力団員等」という）に該当しないこと、および
次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわた
っても該当しないことを確約いたします。
（1）暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
（2）暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係
を有すること

（3）自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三
者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を
利用していると認められる関係を有すること

（4）暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するな
どの関与をしていると認められる関係を有すること

（5）役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会

的に非難されるべき関係を有すること
2.私は、自らまたは第三者を利用して、貴社に対し次の各号の一にで
も該当する行為を行わないことを確約いたします。
（1）暴力的な要求行為
（2）法的な責任を超えた不当な要求行為
（3）取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
（4）風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、ま
たは業務を妨害する行為

（5）その他前各号に準ずる行為
3.私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしく
は前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に
基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との
取引を継続することが不適切である場合には、貴社が請求するこ
とにより、貴社に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、
貴社が事前求償権を行使することを承諾します。
4.前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、貴社になんらの請
求をしません。また、貴社に損害が生じたときは、私がその責任を負います。
5.私は、本契約締結日時点で私と貴社との間に存在するいっさいの
債務についても、本条項が適用されることに同意いたします。
第7条（中止・解約）
1.私について前条各項の事由が生じたときは、いつでも貴社はこの
保証を中止し、または解約する事ができます。
2.前項により貴社から中止または解約の通知を受けたときは、私は直ち
に原債務の弁済その他必要な手続きをとり、貴社には負担をかけません。
第8条（通知義務）
1. 私の氏名、住所、職業（勤務先）に変更を生じ、その他求償権の行使に影響あ
る事態が発生したときは直ちに書面をもって通知し貴社の指示に従います。
①私の財産、債務、経営、収入等について、資料の提供または報告を求め
られたときは、直ちに応じ、また帳簿閲覧等の調査に協力します。

第9条（弁済の充当順序）
私の弁済した金額が、貴社に対する債務の全額を消滅させるに足りないと
きは、貴社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ありません。
第10条（公正証書の作成）
私が貴社から請求ある時は、直ちに求償債務に関し、強制執行認諾条
項のある公正証書の作成に必要な一切の手続きをします。またこの
ために要した費用は私が負担します。
第11条 (合意管轄)
私はこの約款に関して訴訟の必要が生じた場合は、貴社の本社所在
地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。

以上

ふくぎんマイレージサービス「mybank+（マイバンクプラス）」 利用規約

利用規約
「マイバンクプラス」（以下「本サービス」といいます）は、株式会社福岡銀
行（以下「当行」といいます）が定めるこの利用規約（これに関連する規
約・通知等を含み、以下「本規約」といいます）に従い提供されます。お客
さまは本サービスを、本規約に同意した上で利用するものとします。お客
さまが本サービスの利用を開始した場合は、本規約に同意したものとみ
なされます。

第1条 用語の定義
「会員」とは、本規約に同意した上で、本サービスの利用を開始した者をい
います。「会員WEB」とは、当行が運営する、本サービスを提供するWEB
サイトをいいます。「WEB会員」とは、本サービスの会員のうち、会員WEB
を利用可能な会員をいいます。「ステージ判定ポイント」とは、ステージ（以
下に定義します）を判定するために使用するポイント（当行との取引内容
をポイント換算します）をいいます。「ステージ」とは、ステージ判定ポイン
トの合計により決まる会員の状態をいいます。

第2条 サービス内容
本サービスのサービス内容は以下のとおりとします。なお、本サービスの
提供にあたっては、原則として、当行へお届けの住所・氏名・生年月日等
が一致しているお客さまを同一人物として取扱い、ステージ判定ポイント
集計等を行います。
１.当行との取引内容により決まるステージに応じた様 な々特典
２.当行との取引内容に応じて提供するポイント（以下「マイコイン」といい
ます）を様 な々地域特産品・商品券への交換（以下「FFGギフトセレク
ション」といいます）等に利用すること

第3条 対象者
本サービスの会員は、普通預金口座を開設している個人の方に限ります。
ただし、個人事業主・非居住者・任意団体の方は対象外とさせていただき
ます。
第4条 会員登録
当行所定の方法により申込を受付し、所定の手続きを行い、当行がこれ
を承諾した日（以下「契約日」といいます）から本サービスの提供を開始
します。

第5条 IDおよびパスワードの管理
１.WEB会員は会員登録情報、ユーザー ID（メールアドレス）及びパスワー
ドを自らの責任において厳重に管理しなければなりません。
２.WEB会員登録情報、ユーザー ID及びパスワードによりなされた本サー
ビスの利用は、当該情報と一致するWEB会員によりなされたものとみな
します。
３.WEB会員登録情報、ユーザー ID及びパスワードが他の第三者に使用
されたことによってWEB会員が被る損害については、当該WEB会員
の故意過失の有無にかかわらず、当行は一切責任を負いません。


